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ⅠⅠ 岐阜工業高等専門学校の概要と教育方針 

１．概要 

岐阜工業高等専門学校は，昭和38年４月に，機械工学科，電気工学科及び土木工学科の３学科を専

門学科とする国立の５年制高等教育機関として設置されました。昭和43年には建築学科が，昭和63年

には電子制御工学科が増設され５つの専門学科を持った学校として整備・拡充されました。さらに，

社会の進歩や変革に見合った教育課程の改革を行うために，平成５年には土木工学科が環境都市工学

科に改組され，平成12年には電気工学科が電気情報工学科に改組されました。また，高専教育の一層

の高度化を目指して，平成７年には学士の取得が可能な修業年限２年の専攻科が設置されました。専

攻科設置後，平成15年には専攻科修了生の学力及び技術力を国際的に保証するため，本科４年生から

専攻科２年生までを対象とした体系的な「環境システムデザイン工学」の教育プログラムを準備し，

日本技術者教育認定機構（JABEE）の審査を受け，JABEE認定校を取得しました（令和元年度修了生ま

で適用）。続いて，平成16年から全国の国立高専が独立行政法人へ移行されたことに伴い，より一層

の「個性化，活性化，高度化」を目標に掲げ，今日に至っています。 

本校の教育の目的は，「深く専門の学芸を教授し，職業に必要な能力を養い，有為な人材を育成する」

ことにあります。学生が社会で実践的技術者として活躍できるように，高等学校３年間と大学の前半２年

間を合わせた修業年限５年間において，高等学校と同様な一般科目ならびに大学と同様な専門科目の中か

ら，本校独自に精選した教育課程を編成し，効率的に５年間一貫教育を実施していることが特徴です。 

専門学科は，それぞれ学科の特色を活かした教育課程を用意しており，社会の推移や要請に応じて

教育課程自体も更新・改善され，学科ごとに学生受入れ方針が示されています。本校で学修する専門

科目の内容は大学レベルと同等であり，「ものづくり」教育を重視した様々な実験や実習を通じて，

学生は学んだ理論を広く応用し展開する実践的な能力を修得することが可能となります。また，修業

年限５年の本科の教育課程を修了後，本校の専攻科において，一段と深く専門分野に関する学芸を学

修し，あわせて，学術研究活動を通じてその成果を社会に還元する道が開かれています。 

本校の教育課程の特徴は，中学校卒業後の早い段階から，実験・実習・実技などの体験的な学習を

重視したきめ細やかな少人数教育を行うことにより，産業界の期待に応えることが可能な実践的技術

者を継続的に輩出していることです。また近年では，より高度な知識や技術を修得するために，本科

卒業生の約半数の学生が専攻科への進学や大学編入学への進路を選択しています。 

 

２．教育理念 

（１）科学技術に夢を託し，人類愛と郷土愛に目覚めること。 

（２）国際性豊かで世界に羽ばたく気概を持つこと。 

（３）情報化社会の最前線で活動すること。 

 

３．養成すべき人材像 

科学技術に夢を託し，人類愛に目覚め国際性豊かで情報化社会の最前線で活躍する技術者 

 

４．教育の基本方針 

【ディプロマ・ポリシー】（卒業・修了認定の基本方針） 

本校では，下記の人材の養成を目的としています。所定の年限在籍し，以下に示す能力・技術の素養を

身につけて，各学科の規定する単位数を修得し，卒業研究審査に合格した学生に対して卒業を認定し「準

学士(工学)」の称号を授与します。また，専攻科が規定する単位を修得したものに修了を認定します。 
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科学技術に夢を託し，人類愛に目覚め国際性豊かで情報化社会の最前線で活躍する技術者 

 

４．教育の基本方針 

【ディプロマ・ポリシー】（卒業・修了認定の基本方針） 

本校では，下記の人材の養成を目的としています。所定の年限在籍し，以下に示す能力・技術の素養を

身につけて，各学科の規定する単位数を修得し，卒業研究審査に合格した学生に対して卒業を認定し「準

学士(工学)」の称号を授与します。また，専攻科が規定する単位を修得したものに修了を認定します。 
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すべての専門分野で必要となる数学，自然科学，工学基礎に関する科目群を主には低学年で用意し，

学年が進行するに従って専門工学，工学実験・実習，技術者倫理などの科目群をくさび型に配置する

ことで，専門的能力や実践的技術を効率的に習得する科目群を用意しています。 

(Ｄ－１) 理学 

(Ｄ－２) 基礎工学 

(Ｄ－３) 専門分野 

(Ｄ－４) 技術者倫理 

＜専攻科課程＞ 

準学士課程で身につけた各専門分野（機械工学分野，電気電子工学分野，情報工学分野，土木工学

分野，建築学分野）の専門的能力をさらに深める科目群を用意しています。また，異なる分野を融合

した問題解決手段により，新しいものづくりを開発するために必要な能力を身につける科目群を用意

しています。 

(Ｄ－１）理学 

(Ｄ－２) 先端融合開発学域 

(Ｄ－３) 専門分野（機械工学分野，電気電子工学分野，情報工学分野，土木工学分野，建築学分野） 

(Ｄ－４）技術者倫理 

(Ｅ)情報通信技術 

情報リテラシー科目を低学年で配置するとともに，情報機器等を用いる科目や情報処理能力の向上

を目的とした実習・演習系科目を用意しています。 

(Ｅ－１）情報リテラシー 

(Ｅ－２）情報機器活用能力 

 

【アドミッション・ポリシー】（入学者選抜の基本方針） 

本校は，高等学校や大学とは異なる高等専門学校本来の魅力を一層高めるという使命に燃え，日本

の産業構造の国際化ならびに高度化に伴う急速な変化に柔軟に対応できる学力や創造力に加えて，環

境に配慮した人間性豊かで倫理観を備えた技術者を育成することを目的としています。このような教

育理念のもと，本校における受入方針は，デイプロマ・ポリシーに基づき，次のような能力と意欲を

持った学生を入学させるためのものです。具体的には，次のような人を求めています。 

≪本科入学者に求める人材像≫ 

１．基礎学力が身についている人 

２．コミュニケーション能力の基礎が身についており，グローバルな視点で活躍したい人 

３．主体的に勉学や課外活動に取り組んでいる人 

４．科学的探求心が旺盛で，ものづくりを通して人や地域社会の発展に貢献したい人 

≪４年次編入学者に求める人材像≫ 

１．基礎学力の修得に努めており，さらに専門の知識を身につけたい人 

２．好奇心が旺盛で，常に知識を獲得し，能力の開発を目指して努力する人 

３．学んだ知識を活用し社会に貢献したい人 

≪専攻科入学者に求める人材像≫ 

１．国際的視野を持ち，先端技術の融合により世界の持続的成長に貢献するものづくりの技術的能

力の獲得を目指している人 

２．産業界の要請に対して，創造的手法により革新的な価値創生を実現できる融合的な開発的能力

の習得を目指している人 

－2－ 

≪卒業生，修了生が修得すべき能力・技術の素養≫ 

（Ａ）主体的学習能力 

① 技術者として必要となる自己管理能力，責任感，チームワーク力，体力等を持つことができる 

② 未来指向型のキャリアデザイン力を身につけることができる 

（Ｂ）創造的思考力 

① 新たな課題や実務上の問題点を理解して，自発的に課題を解決する計画を立案することができる 

② 基礎知識等を活用しながら，その計画を継続して実行することができる 

（Ｃ）国際的対応力 

① 人文・社会科学の知識を活用し，グローバルな視点で社会問題や環境問題を捉えることができる 

② 日本語および一つ以上の外国語を用いたコミュニケーション能力を身につけることができる 

（Ｄ）専門的能力 

① 数学や自然科学を基礎とした専門分野の基礎知識・能力を身につけることができる 

② 実験・実習で得られるデータの測定，処理および考察に関する実践的技術を身につけることができる 

（Ｅ）情報通信技術 

① 情報リテラシーを身につけることができる 

② 情報機器等を使いこなし，専門分野で必要とされる情報を収集・活用・発信することができる 

 
【カリキュラム・ポリシー】（教育課程編成および実施の基本方針）  

本校では，ディプロマ・ポリシーに掲げた能力を育成するために，以下に示す科目群を用意してい

ます。 

(Ａ) 主体的学習能力 

主体的な学習態度を養うため，低学年において各専門学科の動機付け科目，入門的な科目を用意し

ています。また自己管理能力，責任感，チームワーク力，リーダーシップなどの素養を身につけるこ

とを目的とした各種実験・実習・演習系科目を各学年に用意しています。さらに，生涯にわたり継続

的に活動できる心身ともに健康な技術者を目指して保健体育，キャリア教育支援プログラムに関わる

科目群や学生の主体的参加型の活動を用意しています。 

(Ａ－１) 主体性の涵養 

(Ａ－２) 保健体育及び芸術 

(Ａ－３) キャリアデザイン能力 

(Ｂ)創造的思考力 

各学科，専攻科において創造的な工学実験，実習，演習および卒業研究，特別研究により，課題を

発見する思考力や計画から実行までを含めた課題解決能力を養うための科目群を用意しています。ま

た専攻科では，異分野対応力を養うことを目的とした横断型の実習科目を用意しています。 

(Ｂ－１) 創成型活動 

(Ｂ－２) エンジニアリングデザイン能力 

(Ｃ)国際的対応力 

グローバルな技術者として必要となる一般的な教養科目群（人文・社会科学）を低学年から用意し

ています。また，国際的に通用するコミュニケーションツールとしての英語をすべての学年で用意し，

高学年では第二外国語を用意しています。 

(Ｃ－１) 一般教養 

(Ｃ－２) コミュニケーション能力 

(Ｄ) 専門的能力 

＜準学士課程＞ 
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すべての専門分野で必要となる数学，自然科学，工学基礎に関する科目群を主には低学年で用意し，

学年が進行するに従って専門工学，工学実験・実習，技術者倫理などの科目群をくさび型に配置する

ことで，専門的能力や実践的技術を効率的に習得する科目群を用意しています。 

(Ｄ－１) 理学 

(Ｄ－２) 基礎工学 

(Ｄ－３) 専門分野 

(Ｄ－４) 技術者倫理 

＜専攻科課程＞ 

準学士課程で身につけた各専門分野（機械工学分野，電気電子工学分野，情報工学分野，土木工学

分野，建築学分野）の専門的能力をさらに深める科目群を用意しています。また，異なる分野を融合

した問題解決手段により，新しいものづくりを開発するために必要な能力を身につける科目群を用意

しています。 

(Ｄ－１）理学 

(Ｄ－２) 先端融合開発学域 

(Ｄ－３) 専門分野（機械工学分野，電気電子工学分野，情報工学分野，土木工学分野，建築学分野） 

(Ｄ－４）技術者倫理 

(Ｅ)情報通信技術 

情報リテラシー科目を低学年で配置するとともに，情報機器等を用いる科目や情報処理能力の向上

を目的とした実習・演習系科目を用意しています。 

(Ｅ－１）情報リテラシー 

(Ｅ－２）情報機器活用能力 

 

【アドミッション・ポリシー】（入学者選抜の基本方針） 

本校は，高等学校や大学とは異なる高等専門学校本来の魅力を一層高めるという使命に燃え，日本

の産業構造の国際化ならびに高度化に伴う急速な変化に柔軟に対応できる学力や創造力に加えて，環

境に配慮した人間性豊かで倫理観を備えた技術者を育成することを目的としています。このような教

育理念のもと，本校における受入方針は，デイプロマ・ポリシーに基づき，次のような能力と意欲を

持った学生を入学させるためのものです。具体的には，次のような人を求めています。 

≪本科入学者に求める人材像≫ 

１．基礎学力が身についている人 

２．コミュニケーション能力の基礎が身についており，グローバルな視点で活躍したい人 

３．主体的に勉学や課外活動に取り組んでいる人 

４．科学的探求心が旺盛で，ものづくりを通して人や地域社会の発展に貢献したい人 

≪４年次編入学者に求める人材像≫ 

１．基礎学力の修得に努めており，さらに専門の知識を身につけたい人 

２．好奇心が旺盛で，常に知識を獲得し，能力の開発を目指して努力する人 

３．学んだ知識を活用し社会に貢献したい人 

≪専攻科入学者に求める人材像≫ 

１．国際的視野を持ち，先端技術の融合により世界の持続的成長に貢献するものづくりの技術的能

力の獲得を目指している人 

２．産業界の要請に対して，創造的手法により革新的な価値創生を実現できる融合的な開発的能力

の習得を目指している人 
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≪卒業生，修了生が修得すべき能力・技術の素養≫ 

（Ａ）主体的学習能力 

① 技術者として必要となる自己管理能力，責任感，チームワーク力，体力等を持つことができる 

② 未来指向型のキャリアデザイン力を身につけることができる 

（Ｂ）創造的思考力 

① 新たな課題や実務上の問題点を理解して，自発的に課題を解決する計画を立案することができる 

② 基礎知識等を活用しながら，その計画を継続して実行することができる 

（Ｃ）国際的対応力 

① 人文・社会科学の知識を活用し，グローバルな視点で社会問題や環境問題を捉えることができる 

② 日本語および一つ以上の外国語を用いたコミュニケーション能力を身につけることができる 

（Ｄ）専門的能力 

① 数学や自然科学を基礎とした専門分野の基礎知識・能力を身につけることができる 

② 実験・実習で得られるデータの測定，処理および考察に関する実践的技術を身につけることができる 

（Ｅ）情報通信技術 

① 情報リテラシーを身につけることができる 

② 情報機器等を使いこなし，専門分野で必要とされる情報を収集・活用・発信することができる 

 
【カリキュラム・ポリシー】（教育課程編成および実施の基本方針）  

本校では，ディプロマ・ポリシーに掲げた能力を育成するために，以下に示す科目群を用意してい

ます。 

(Ａ) 主体的学習能力 

主体的な学習態度を養うため，低学年において各専門学科の動機付け科目，入門的な科目を用意し

ています。また自己管理能力，責任感，チームワーク力，リーダーシップなどの素養を身につけるこ

とを目的とした各種実験・実習・演習系科目を各学年に用意しています。さらに，生涯にわたり継続

的に活動できる心身ともに健康な技術者を目指して保健体育，キャリア教育支援プログラムに関わる

科目群や学生の主体的参加型の活動を用意しています。 

(Ａ－１) 主体性の涵養 

(Ａ－２) 保健体育及び芸術 

(Ａ－３) キャリアデザイン能力 

(Ｂ)創造的思考力 

各学科，専攻科において創造的な工学実験，実習，演習および卒業研究，特別研究により，課題を

発見する思考力や計画から実行までを含めた課題解決能力を養うための科目群を用意しています。ま

た専攻科では，異分野対応力を養うことを目的とした横断型の実習科目を用意しています。 

(Ｂ－１) 創成型活動 

(Ｂ－２) エンジニアリングデザイン能力 

(Ｃ)国際的対応力 

グローバルな技術者として必要となる一般的な教養科目群（人文・社会科学）を低学年から用意し

ています。また，国際的に通用するコミュニケーションツールとしての英語をすべての学年で用意し，

高学年では第二外国語を用意しています。 

(Ｃ－１) 一般教養 

(Ｃ－２) コミュニケーション能力 

(Ｄ) 専門的能力 

＜準学士課程＞ 
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「学校の教育目標，各学科で養成すべき学力や資質・能力等の具体的な学習・教育到達目標の分

類及び標語との対応」 

◎は特に関与，○は関与 

教育の基本方針 

（ディプロマ・ポリシー） 

教育目標 

（準学士課程） 

（Ａ） 

主体的学習能力 

 

（Ｂ） 

創造的思考力 

 

（Ｃ） 

国際的対応力 

 

（Ｄ） 

専門的能力 

 

（Ｅ） 

情報通信技術 

 

（１）広い視野を持ち，自立心と向上心に富

み，教養豊かな技術者の育成 
◎ ○    

（２）基礎学力を身につけ，創造力，応用力，

実践力を備えた技術者の育成 
 ◎  ◎  

（３）国際コミュニケーション能力と先端情

報技術を駆使する能力を備えた技術者

の育成 

  ◎  ◎ 

（４）工学技術についての倫理観を有した技

術者の育成 
◎     

（５）教育研究活動を通じて社会へ貢献でき

る技術者の育成 
○ ◎  ◎  

標語 広い教養 ものづくり 国際化 深い専門 ＩＴ 

 

教育の基本方針 

（ディプロマ・ポリシー） 

教育目標 

（専攻科課程） 

（Ａ） 

主体的学習能力 

 

（Ｂ） 

創造的思考力 

 

（Ｃ） 

国際的対応力 

 

（Ｄ） 

専門的能力 

 

（Ｅ） 

情報通信技術 

 

（１）得意とする専門分野をさらに深めると

ともに，異分野を理解し複数の分野に

またがった思考力を備えた技術者の

育成 

   ◎  

（２）社会の要求するテーマを創造的に調査・企

画・設計・計画し，継続的に解析・実行・

改善できる問題解決能力を備えた技術者

の育成 

 ◎    

（３）的確な日本語と国際的に通用するコミ

ュニケーション能力を備えた技術者

の育成 

  ◎   

（４）先端情報技術を駆使して専門分野のプ

ログラムを構築する能力を備えた技

術者の育成 

    ◎ 

（５）多様でグローバルな視点の倫理的判断

ができ，技術者の社会的責任を理解し

て地域貢献できる技術者の育成 

◎     

標語 広い教養 ものづくり 国際化 深い専門 ＩＴ 
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３．高専本科などにおいて，基盤となる専門科目を習得したのちに，さらに融合分野の学修や研究

に強い意欲を持つ人 

 

５．教育目標 

準学士課程 

（１）広い視野を持ち，自立心と向上心に富み，教養豊かな技術者の育成 

（２）基礎学力を身につけ，創造力，応用力，実践力を備えた技術者の育成 

（３）国際コミュニケーション能力と先端情報技術を駆使する能力を備えた技術者の育成 

（４）工学技術についての倫理観を有した技術者の育成 

（５）教育研究活動を通じて社会へ貢献できる技術者の育成 

専攻科課程 

（１）得意とする専門分野をさらに深めるとともに，異分野を理解し複数の分野にまたがった思考

力を備えた技術者の育成 

（２）社会の要求するテーマを創造的に調査・企画・設計・計画し，継続的に解析・実行・改善で

きる問題解決能力を備えた技術者の育成 

（３）的確な日本語と国際的に通用するコミュニケーション能力を備えた技術者の育成 

（４）先端情報技術を駆使して専門分野のプログラムを構築する能力を備えた技術者の育成 

（５）多様でグローバルな視点の倫理的判断ができ，技術者の社会的責任を理解して地域貢献でき

る技術者の育成 
 

６．各学科・専攻科で養成すべき学力及び資質・能力等の具体的な学習・教育到達目標 

各学科・専攻科で養成すべき学力及び資質・能力等の具体的な学習・教育到達目標を（Ａ）主体的

学習能力，（Ｂ）創造的思考力，（Ｃ）国際的対応力，（Ｄ）専門的能力，（Ｅ）情報通信技術に分類し

て，その内容を定めています。また，本校では学生に５つの標語を示しています。教育目標との対応

を以下の表に示します。 
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「学校の教育目標，各学科で養成すべき学力や資質・能力等の具体的な学習・教育到達目標の分

類及び標語との対応」 

◎は特に関与，○は関与 

教育の基本方針 

（ディプロマ・ポリシー） 

教育目標 

（準学士課程） 

（Ａ） 

主体的学習能力 

 

（Ｂ） 

創造的思考力 

 

（Ｃ） 

国際的対応力 

 

（Ｄ） 

専門的能力 

 

（Ｅ） 

情報通信技術 

 

（１）広い視野を持ち，自立心と向上心に富

み，教養豊かな技術者の育成 
◎ ○    

（２）基礎学力を身につけ，創造力，応用力，

実践力を備えた技術者の育成 
 ◎  ◎  

（３）国際コミュニケーション能力と先端情

報技術を駆使する能力を備えた技術者

の育成 

  ◎  ◎ 

（４）工学技術についての倫理観を有した技

術者の育成 
◎     

（５）教育研究活動を通じて社会へ貢献でき

る技術者の育成 
○ ◎  ◎  

標語 広い教養 ものづくり 国際化 深い専門 ＩＴ 

 

教育の基本方針 

（ディプロマ・ポリシー） 

教育目標 

（専攻科課程） 

（Ａ） 

主体的学習能力 

 

（Ｂ） 

創造的思考力 

 

（Ｃ） 

国際的対応力 

 

（Ｄ） 

専門的能力 

 

（Ｅ） 

情報通信技術 

 

（１）得意とする専門分野をさらに深めると

ともに，異分野を理解し複数の分野に

またがった思考力を備えた技術者の

育成 

   ◎  

（２）社会の要求するテーマを創造的に調査・企

画・設計・計画し，継続的に解析・実行・

改善できる問題解決能力を備えた技術者

の育成 

 ◎    

（３）的確な日本語と国際的に通用するコミ

ュニケーション能力を備えた技術者

の育成 

  ◎   

（４）先端情報技術を駆使して専門分野のプ

ログラムを構築する能力を備えた技

術者の育成 

    ◎ 

（５）多様でグローバルな視点の倫理的判断

ができ，技術者の社会的責任を理解し

て地域貢献できる技術者の育成 

◎     

標語 広い教養 ものづくり 国際化 深い専門 ＩＴ 

 

  

－4－ 

３．高専本科などにおいて，基盤となる専門科目を習得したのちに，さらに融合分野の学修や研究

に強い意欲を持つ人 

 

５．教育目標 

準学士課程 

（１）広い視野を持ち，自立心と向上心に富み，教養豊かな技術者の育成 

（２）基礎学力を身につけ，創造力，応用力，実践力を備えた技術者の育成 

（３）国際コミュニケーション能力と先端情報技術を駆使する能力を備えた技術者の育成 

（４）工学技術についての倫理観を有した技術者の育成 

（５）教育研究活動を通じて社会へ貢献できる技術者の育成 

専攻科課程 

（１）得意とする専門分野をさらに深めるとともに，異分野を理解し複数の分野にまたがった思考

力を備えた技術者の育成 

（２）社会の要求するテーマを創造的に調査・企画・設計・計画し，継続的に解析・実行・改善で

きる問題解決能力を備えた技術者の育成 

（３）的確な日本語と国際的に通用するコミュニケーション能力を備えた技術者の育成 

（４）先端情報技術を駆使して専門分野のプログラムを構築する能力を備えた技術者の育成 

（５）多様でグローバルな視点の倫理的判断ができ，技術者の社会的責任を理解して地域貢献でき

る技術者の育成 
 

６．各学科・専攻科で養成すべき学力及び資質・能力等の具体的な学習・教育到達目標 

各学科・専攻科で養成すべき学力及び資質・能力等の具体的な学習・教育到達目標を（Ａ）主体的

学習能力，（Ｂ）創造的思考力，（Ｃ）国際的対応力，（Ｄ）専門的能力，（Ｅ）情報通信技術に分類し

て，その内容を定めています。また，本校では学生に５つの標語を示しています。教育目標との対応

を以下の表に示します。 
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－7－ 

機械工学科で養成する人材像及び教育の方針 

機械工学は「ものづくり」技術の根幹を成す学際領域であり，「ものづくり」は機械製品の計画段

階である(１)機械設計と，これに続いた製品を具現化する段階である(２)機械製作の２段階により構

成されます。機械設計は，機械技術者の叡智と経験とを統合することによって，はじめて実現される

創造的な営みです。機械技術者をめざす学生は，機械設計技術の基盤である数学，物理，及び情報技

術等を修得することが必要です。さらに，これらの科学技術を基礎として，機械設計技術に直結した

材料力学，流体力学，熱力学，及び機械力学等の力学関連教科目を修得することが必要です。機械製

作は，機械設計技術者により考案された製品像を，実際の製品として実現する創造的プロセスです。

機械技術者は①経済性，②品質，③工期，あるいは④環境保全・安全等の制約条件下で，最適な加工

条件を見出し実現する役割をも担っています。機械技術者をめざす学生は，生産機械操作についての

実践的能力のみならず，生産技術に深い関わりのある機械工作法，計測工学，制御工学，及び生産工

学等の教科目の修得が必要です。一方，「ものづくり」を効率的に遂行するために，機械技術者は，

情報通信技術を活用することも重要です。また，国内外の「ものづくりチーム」の一員として活躍す

るためには，グローバルなコミュニケーション能力や社交性が求められ，機械技術者をめざす学生は

自ら，これらの能力を滋養することが必要です。 

 

機械工学科における養成すべき人材像 

機械工学科は，機械技術者として活躍するための機械工学の（Ｄ）基礎学力を有するのみならず，

（Ａ）主体性・多様性・協働性等の人間力，思考力・判断力・表現力等の（Ｂ）創造的な思考力，外

国語等のグローバルな（Ｃ）コミュニケーション能力，及び社会情勢の急激な変化に柔軟に対処でき

る（Ｅ）情報通信技術能力を備えた人材を育成します。 

 

教育課程編成および実施の基本方針《機械工学科》 

機械工学科の主主体体的的学学習習能能力力を涵養するための科目群：第１学年にものづくりに関わる導入教育科目

を設け，第２学年以上の各学年に，機械設計製図系科目，機械加工系科目，及び機械工学実験系科

目の実習・演習系の科目を用意しています。 

機械工学科の創創造造的的思思考考力力を身につけるための科目群：課題解決能力を涵養するために，第４学年に

実習系科目，第５学年に卒業研究を用意しています。 

機械工学科の国国際際的的対対応応力力を身につけるための科目群：外国語科目のほか，専門分野の英語を扱う科

目を準備しています。 

機械工学科の専専門門的的能能力力に関する科目群：機械工学の４力学（材料力学・熱力学・流体力学・機械力学）

に関わる基礎科目のほか，境界領域に関わる講義系科目と実験系科目，演習系科目を用意しています。 

機械工学科の情情報報通通信信技技術術を身につけるための科目群：低学年では情報リテラシーの基礎科目を設け，

学年進行に従い情報処理，あるいは数値計算法等の高度な科目群を準備しています。 

 

入学者選抜の基本方針《機械工学科》 

１．数学と理科が好きで，広く「ものづくり」に興味があり，自動車・航空機・ロケット，あるいはロ

ボットなど，未来社会に役立つ機械を設計する機械技術者になることを強く希望している人 

２．仲間とともに目標を達成することの喜びを知り，たゆまない努力をする覚悟のある人 

３．社会・自然環境と技術との関わりに関心のある人  

－6－ 

一般科目（人文）で養成する人材像 

今の時代が求めるものは，ひとつには専門的な知識と技術に精通した高度な専門性であり，ひとつ

には国際事情と人類の歴史についての該博な知識，そして確固とした倫理観に基づく高い見識である。

またそれを獲得し伝達するためにコミュニケートしようとする意欲と能力である。技術，情報，知識

を操るのは人間であり，人間的基盤の健全な育成のため教養的かつ実践的な教育に一般科目（人文）

は取り組んでいる。 

以上に基づき，一般科目（人文）では，以下に示す「養成すべき人材像」を掲げている。 

 

養成すべき人材像 

・人類の歴史的な背景・文化を理解し，他者・他国の立場を尊重して社会問題を考えることができる広

い視野と倫理観を持った人材 

・日本語で十分に受容・発信できるだけでなく，外国語でも異文化に偏見を持つことなく受容・発信で

き，獲得した広い視野，高い見識，倫理観を実社会で活かすことができる人材 

 

一般科目（自然）で養成する人材像 

人間に役立つ工学を活用し発展させるには，工学の基礎となる物理・化学分野などの自然法則を理解し，

自然科学的な考え方を養うことが大切である。数学は，自然法則を適切に表現するために必要不可欠な手

段であるから，その手法や考え方を十分に学習しなげればならない。 

現代社会で科学技術の成果を利用しながら人間らしい健康な生活を送るためには，保健の知識を修得す

る必要があり，また，体育の心身に与える効用を体験的に理解しなければならない。 

以上に基づき，一般科目（自然）では，以下に示す「養成すべき人材像」を掲げている。 

 

養成すべき人材像 

・数学・自然科学の基礎的な知識を持ち，専門分野にそれを応用する能力のある人材 

・心身の健康についての知識を持ち，健康的な生活を送ることができる人材 

 

教育課程編成および実施の基本方針《一般科目》 

一般科目の主主体体的的学学習習能能力力を涵養するための科目群：心身の健康と組織力の素養を育成するため，第 1

学年から第 4学年まで体育実技を設定しています。また，実践的思考力を養うための社会科系科目を

設定しています。 

一般科目の国国際際的的対対応応力力を涵養するための科目群：グローバル人材に必要な語学と人文系教養の基礎を

身につけるため，語学科目および社会科系科目を開設しています。 

一般科目の専専門門的的能能力力を涵養するための科目群：工学の基礎となる数学，物理，化学だけでなく，生物・

地学を含んだ総合的な理科系科目も開設しています。 
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機械工学科で養成する人材像及び教育の方針 

機械工学は「ものづくり」技術の根幹を成す学際領域であり，「ものづくり」は機械製品の計画段

階である(１)機械設計と，これに続いた製品を具現化する段階である(２)機械製作の２段階により構

成されます。機械設計は，機械技術者の叡智と経験とを統合することによって，はじめて実現される

創造的な営みです。機械技術者をめざす学生は，機械設計技術の基盤である数学，物理，及び情報技

術等を修得することが必要です。さらに，これらの科学技術を基礎として，機械設計技術に直結した

材料力学，流体力学，熱力学，及び機械力学等の力学関連教科目を修得することが必要です。機械製

作は，機械設計技術者により考案された製品像を，実際の製品として実現する創造的プロセスです。

機械技術者は①経済性，②品質，③工期，あるいは④環境保全・安全等の制約条件下で，最適な加工

条件を見出し実現する役割をも担っています。機械技術者をめざす学生は，生産機械操作についての

実践的能力のみならず，生産技術に深い関わりのある機械工作法，計測工学，制御工学，及び生産工

学等の教科目の修得が必要です。一方，「ものづくり」を効率的に遂行するために，機械技術者は，

情報通信技術を活用することも重要です。また，国内外の「ものづくりチーム」の一員として活躍す

るためには，グローバルなコミュニケーション能力や社交性が求められ，機械技術者をめざす学生は

自ら，これらの能力を滋養することが必要です。 

 

機械工学科における養成すべき人材像 

機械工学科は，機械技術者として活躍するための機械工学の（Ｄ）基礎学力を有するのみならず，

（Ａ）主体性・多様性・協働性等の人間力，思考力・判断力・表現力等の（Ｂ）創造的な思考力，外

国語等のグローバルな（Ｃ）コミュニケーション能力，及び社会情勢の急激な変化に柔軟に対処でき

る（Ｅ）情報通信技術能力を備えた人材を育成します。 

 

教育課程編成および実施の基本方針《機械工学科》 

機械工学科の主主体体的的学学習習能能力力を涵養するための科目群：第１学年にものづくりに関わる導入教育科目

を設け，第２学年以上の各学年に，機械設計製図系科目，機械加工系科目，及び機械工学実験系科

目の実習・演習系の科目を用意しています。 

機械工学科の創創造造的的思思考考力力を身につけるための科目群：課題解決能力を涵養するために，第４学年に

実習系科目，第５学年に卒業研究を用意しています。 

機械工学科の国国際際的的対対応応力力を身につけるための科目群：外国語科目のほか，専門分野の英語を扱う科

目を準備しています。 

機械工学科の専専門門的的能能力力に関する科目群：機械工学の４力学（材料力学・熱力学・流体力学・機械力学）

に関わる基礎科目のほか，境界領域に関わる講義系科目と実験系科目，演習系科目を用意しています。 

機械工学科の情情報報通通信信技技術術を身につけるための科目群：低学年では情報リテラシーの基礎科目を設け，

学年進行に従い情報処理，あるいは数値計算法等の高度な科目群を準備しています。 

 

入学者選抜の基本方針《機械工学科》 

１．数学と理科が好きで，広く「ものづくり」に興味があり，自動車・航空機・ロケット，あるいはロ

ボットなど，未来社会に役立つ機械を設計する機械技術者になることを強く希望している人 

２．仲間とともに目標を達成することの喜びを知り，たゆまない努力をする覚悟のある人 

３．社会・自然環境と技術との関わりに関心のある人  

－6－ 

一般科目（人文）で養成する人材像 

今の時代が求めるものは，ひとつには専門的な知識と技術に精通した高度な専門性であり，ひとつ

には国際事情と人類の歴史についての該博な知識，そして確固とした倫理観に基づく高い見識である。

またそれを獲得し伝達するためにコミュニケートしようとする意欲と能力である。技術，情報，知識

を操るのは人間であり，人間的基盤の健全な育成のため教養的かつ実践的な教育に一般科目（人文）

は取り組んでいる。 

以上に基づき，一般科目（人文）では，以下に示す「養成すべき人材像」を掲げている。 

 

養成すべき人材像 

・人類の歴史的な背景・文化を理解し，他者・他国の立場を尊重して社会問題を考えることができる広

い視野と倫理観を持った人材 

・日本語で十分に受容・発信できるだけでなく，外国語でも異文化に偏見を持つことなく受容・発信で

き，獲得した広い視野，高い見識，倫理観を実社会で活かすことができる人材 

 

一般科目（自然）で養成する人材像 

人間に役立つ工学を活用し発展させるには，工学の基礎となる物理・化学分野などの自然法則を理解し，

自然科学的な考え方を養うことが大切である。数学は，自然法則を適切に表現するために必要不可欠な手

段であるから，その手法や考え方を十分に学習しなげればならない。 

現代社会で科学技術の成果を利用しながら人間らしい健康な生活を送るためには，保健の知識を修得す

る必要があり，また，体育の心身に与える効用を体験的に理解しなければならない。 

以上に基づき，一般科目（自然）では，以下に示す「養成すべき人材像」を掲げている。 

 

養成すべき人材像 

・数学・自然科学の基礎的な知識を持ち，専門分野にそれを応用する能力のある人材 

・心身の健康についての知識を持ち，健康的な生活を送ることができる人材 

 

教育課程編成および実施の基本方針《一般科目》 

一般科目の主主体体的的学学習習能能力力を涵養するための科目群：心身の健康と組織力の素養を育成するため，第 1

学年から第 4学年まで体育実技を設定しています。また，実践的思考力を養うための社会科系科目を

設定しています。 

一般科目の国国際際的的対対応応力力を涵養するための科目群：グローバル人材に必要な語学と人文系教養の基礎を

身につけるため，語学科目および社会科系科目を開設しています。 

一般科目の専専門門的的能能力力を涵養するための科目群：工学の基礎となる数学，物理，化学だけでなく，生物・

地学を含んだ総合的な理科系科目も開設しています。 
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－9－ 

電子制御工学科で養成する人材像及び教育の基本方針 
 

現代社会における電子制御分野の進歩に大きく貢献するコンピュータ応用技術を取り入れ，ロボッ

トのように知能を持った電子機械，電子制御システムを創造できる技術者・研究者が世界中で必要と

されています。電子制御工学の扱う分野は幅広く，ロボット工学のような学際的な分野から自動車や

航空機，家電製品のような日常生活のあらゆる分野に広がっています。電子制御工学が果たす役割は

大きく，そこで活躍できる技術者となるためには，電気・電子，情報，制御，機械関連技術を総合的

に学ぶ必要があり，そうした工学分野を幅広く学べる教育プログラムを備えているのが電子制御工学

科です。 

 
電子制御工学科における養成すべき人材像 

電子制御工学科は，電子制御技術の根幹である電気・電子，制御，機械関連分野の（（ＤＤ））専専門門知知識識

をしっかりと身につけ，技術者として新しい技術分野に挑戦できる（（ＡＡ））主主体体的的学学習習能能力力を備え，電

子制御システムを操作・構築できる（（ＢＢ））創創造造的的思思考考力力を持ち，グローバル化する社会の中で海外の

文化を理解し外国語等を使ったコミュニケーション能力を備えた（（ＣＣ））国国際際的的対対応応力力を持ち，電子制

御分野における専門的知識・技術能力を備え，コンピュータなどの情報機器を自由に駆使できる（（ＥＥ））

情情報報通通信信技技術術に長けた人材を育成します。 

 

教育課程編成および実施の基本方針《電子制御工学科》 

電子制御工学科の主主体体的的学学習習能能力力を涵養するための科目群：第１学年に電子制御分野に関わる導入教

育科目及び実習科目を設け，第２学年から第４学年に，電子制御系の製図科目，実験・実習科目を

用意しています。 
電子制御工学科の創創造造的的思思考考力力を身につけるための科目群：課題解決能力を涵養するために，第４学

年に実験・実習系科目，第 5 学年に卒業研究を用意しています。 
電子制御工学科の国国際際的的対対応応力力を身につけるための科目群：外国語科目を準備するとともに，電子制

御工学の専門分野で英語表現を扱う専門科目群及び卒業研究などを準備しています。 
電子制御工学科の専専門門的的能能力力に関する科目群：電気電子工学系に関わる専門科目，機械工学系に関わ

る専門科目，情報・制御系に関わる専門科目及び，実験系科目を用意しています。 
電子制御工学科の情情報報通通信信技技術術を身につけるための科目群：低学年では情報リテラシー等を学ぶ情報

処理科目を設け，学年進行に従い情報処理言語やデータ処理を学ぶ情報処理系・情報通信系の科目

を準備しています。 
 

入学者選抜の基本方針《電子制御工学科》 

１．数学，理科，英語を得意とし，論理的な考え方の基礎が身についている人 

２．協調して作業することが好きで，電気・電子，機械，情報に関する知識を総合的に学びたい人 

３．ものづくりに自主的に取り組み，好奇心旺盛で粘り強く頑張ることのできる人 

４．ロボットなどの電子制御システムに関心があり，技術者として社会に貢献したい人  
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電気情報工学科で養成する人材像及び教育の基本方針 

電気情報工学科では，近年の急速な電気・電子・情報技術の進展や今後の各種技術革新にも対応で

き，国際性や倫理観を有する技術者を養成するため，情報化社会の基盤をなす電気・電子・情報の各

分野についての基礎的な技術と知識を身に付け，高度細分化した専門技術や知識の自立的な修得を可

能とする教育を目指している。本学科ではこの目標を効率的に達成するため，学生の資質に応じた教

育を可能とする，コース別カリキュラムを四年次より導入している。電気電子工学コースと情報工学

コースに分かれた教育カリキュラムにより，専門的技術と知識の効率的な修得を可能とし，電気・電 

子・情報の各分野における基礎知識と技術をバランス良く身につけると共に，社会の要求に応えるこ 

とのできる高度な専門技術と知識を修得した技術者の養成を目指している。 
以上に基づき，電気情報工学科では以下に示す「養成すべき人材像」を掲げている。 

 

電気情報工学科における養成すべき人材像 

電気情報工学科は，理工系基礎学力と電気工学・電子工学・情報工学系の学力・技術をバランス良

く身に付けます。このような高度な（Ⅾ）（Ｅ）専門技術と知識の修得と共に，（Ｃ）人文・社会系の

素養も身に付け，（Ａ）自ら学び，考え，課題を解決できる，（Ｂ）創造性・探究心豊かで，社会の要

求に応えることを目指す科学技術人材を育成します。 

 

教育課程編成および実施の基本方針《電気情報工学科》 

電気情報工学科の主主体体的的学学習習能能力力を涵養するための科目群：主体的学習で課題を解決する能力を涵養

するため，高学年に実習系科目，さらに第５学年に卒業研究を用意しています。 
電気情報工学科の創創造造的的思思考考力力を身につけるための科目群：第１学年で思考力育成に向けた基礎教育

を行い，第２学年以上の各学年に，電気情報工学に関する実験を通して創造的思考力を養います。 
電気情報工学科の国国際際的的対対応応力力を身につけるための科目群：電気情報工学科において一般科目として

行われる外国語に加えて，専門領域の英語やコミュニケーション能力を育成する科目を用意してい

ます。  

電気情報工学科の専専門門的的能能力力に関する科目群：電気情報工学に関わる電気電子系，情報工学系の基礎

および応用内容の科目を講義形式，演習形式，および実験・実習形式で実施することにより専門的

能力を高める工夫をしています。  
電気情報工学科の情情報報通通信信技技術術を身につけるための科目群：低学年次にプログラミングなどを含んだ

情報通信技術に関する基礎科目を設け，高学年次に，より高度なプログラミング科目と情報通信技

術に必要不可欠な専門科目群を準備しています。 
 

入学者選抜の基本方針《電気情報工学科》 

１．電気・電子・情報関連の技術に興味をもち，これらに関する専門知識と技術を修得したい人 

２．基礎学力を有し，色々なことに好奇心旺盛でアイデアや創造力が豊かな人，それらの思いを行動

に移し，未来の自分を形にできる人 

３．電気・電子・情報工学の知識と技術をもって，エネルギーや地球環境などの問題解決や，社会に

役立つものづくりを通して，社会貢献を志している人 
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電子制御工学科で養成する人材像及び教育の基本方針 
 

現代社会における電子制御分野の進歩に大きく貢献するコンピュータ応用技術を取り入れ，ロボッ

トのように知能を持った電子機械，電子制御システムを創造できる技術者・研究者が世界中で必要と

されています。電子制御工学の扱う分野は幅広く，ロボット工学のような学際的な分野から自動車や

航空機，家電製品のような日常生活のあらゆる分野に広がっています。電子制御工学が果たす役割は

大きく，そこで活躍できる技術者となるためには，電気・電子，情報，制御，機械関連技術を総合的

に学ぶ必要があり，そうした工学分野を幅広く学べる教育プログラムを備えているのが電子制御工学

科です。 

 
電子制御工学科における養成すべき人材像 

電子制御工学科は，電子制御技術の根幹である電気・電子，制御，機械関連分野の（（ＤＤ））専専門門知知識識

をしっかりと身につけ，技術者として新しい技術分野に挑戦できる（（ＡＡ））主主体体的的学学習習能能力力を備え，電

子制御システムを操作・構築できる（（ＢＢ））創創造造的的思思考考力力を持ち，グローバル化する社会の中で海外の

文化を理解し外国語等を使ったコミュニケーション能力を備えた（（ＣＣ））国国際際的的対対応応力力を持ち，電子制

御分野における専門的知識・技術能力を備え，コンピュータなどの情報機器を自由に駆使できる（（ＥＥ））

情情報報通通信信技技術術に長けた人材を育成します。 

 

教育課程編成および実施の基本方針《電子制御工学科》 

電子制御工学科の主主体体的的学学習習能能力力を涵養するための科目群：第１学年に電子制御分野に関わる導入教

育科目及び実習科目を設け，第２学年から第４学年に，電子制御系の製図科目，実験・実習科目を

用意しています。 
電子制御工学科の創創造造的的思思考考力力を身につけるための科目群：課題解決能力を涵養するために，第４学

年に実験・実習系科目，第 5 学年に卒業研究を用意しています。 
電子制御工学科の国国際際的的対対応応力力を身につけるための科目群：外国語科目を準備するとともに，電子制

御工学の専門分野で英語表現を扱う専門科目群及び卒業研究などを準備しています。 
電子制御工学科の専専門門的的能能力力に関する科目群：電気電子工学系に関わる専門科目，機械工学系に関わ

る専門科目，情報・制御系に関わる専門科目及び，実験系科目を用意しています。 
電子制御工学科の情情報報通通信信技技術術を身につけるための科目群：低学年では情報リテラシー等を学ぶ情報

処理科目を設け，学年進行に従い情報処理言語やデータ処理を学ぶ情報処理系・情報通信系の科目

を準備しています。 
 

入学者選抜の基本方針《電子制御工学科》 

１．数学，理科，英語を得意とし，論理的な考え方の基礎が身についている人 

２．協調して作業することが好きで，電気・電子，機械，情報に関する知識を総合的に学びたい人 

３．ものづくりに自主的に取り組み，好奇心旺盛で粘り強く頑張ることのできる人 

４．ロボットなどの電子制御システムに関心があり，技術者として社会に貢献したい人  

  

－8－ 

電気情報工学科で養成する人材像及び教育の基本方針 

電気情報工学科では，近年の急速な電気・電子・情報技術の進展や今後の各種技術革新にも対応で

き，国際性や倫理観を有する技術者を養成するため，情報化社会の基盤をなす電気・電子・情報の各

分野についての基礎的な技術と知識を身に付け，高度細分化した専門技術や知識の自立的な修得を可

能とする教育を目指している。本学科ではこの目標を効率的に達成するため，学生の資質に応じた教

育を可能とする，コース別カリキュラムを四年次より導入している。電気電子工学コースと情報工学

コースに分かれた教育カリキュラムにより，専門的技術と知識の効率的な修得を可能とし，電気・電 

子・情報の各分野における基礎知識と技術をバランス良く身につけると共に，社会の要求に応えるこ 

とのできる高度な専門技術と知識を修得した技術者の養成を目指している。 
以上に基づき，電気情報工学科では以下に示す「養成すべき人材像」を掲げている。 

 

電気情報工学科における養成すべき人材像 

電気情報工学科は，理工系基礎学力と電気工学・電子工学・情報工学系の学力・技術をバランス良

く身に付けます。このような高度な（Ⅾ）（Ｅ）専門技術と知識の修得と共に，（Ｃ）人文・社会系の

素養も身に付け，（Ａ）自ら学び，考え，課題を解決できる，（Ｂ）創造性・探究心豊かで，社会の要

求に応えることを目指す科学技術人材を育成します。 

 

教育課程編成および実施の基本方針《電気情報工学科》 

電気情報工学科の主主体体的的学学習習能能力力を涵養するための科目群：主体的学習で課題を解決する能力を涵養

するため，高学年に実習系科目，さらに第５学年に卒業研究を用意しています。 
電気情報工学科の創創造造的的思思考考力力を身につけるための科目群：第１学年で思考力育成に向けた基礎教育

を行い，第２学年以上の各学年に，電気情報工学に関する実験を通して創造的思考力を養います。 
電気情報工学科の国国際際的的対対応応力力を身につけるための科目群：電気情報工学科において一般科目として

行われる外国語に加えて，専門領域の英語やコミュニケーション能力を育成する科目を用意してい

ます。  

電気情報工学科の専専門門的的能能力力に関する科目群：電気情報工学に関わる電気電子系，情報工学系の基礎

および応用内容の科目を講義形式，演習形式，および実験・実習形式で実施することにより専門的

能力を高める工夫をしています。  
電気情報工学科の情情報報通通信信技技術術を身につけるための科目群：低学年次にプログラミングなどを含んだ

情報通信技術に関する基礎科目を設け，高学年次に，より高度なプログラミング科目と情報通信技

術に必要不可欠な専門科目群を準備しています。 
 

入学者選抜の基本方針《電気情報工学科》 

１．電気・電子・情報関連の技術に興味をもち，これらに関する専門知識と技術を修得したい人 

２．基礎学力を有し，色々なことに好奇心旺盛でアイデアや創造力が豊かな人，それらの思いを行動

に移し，未来の自分を形にできる人 

３．電気・電子・情報工学の知識と技術をもって，エネルギーや地球環境などの問題解決や，社会に

役立つものづくりを通して，社会貢献を志している人 
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建築学科における養成すべき人材像及び教育の基本方針 
 

建築とは，「人間の生活や文化を容れる器である」と言われています。この人間を包む器は，「強・

用・美」の三つの面が充実されていること，すなわち工学的な技術によって安全（強）かつ合理的（用）

で，しかも芸術的な技術によって美しい（美）ことが大切です。 

建築学科でこれら三つの面を支える技術の修得に加えて，知の拠点としての役割を担う地域課題解

決と連携した実践的教育や現代社会において求められている持続可能な地域社会構築に寄与できる

技術への探求にも力を入れて，実社会に貢献できる建築技術者の育成を目指しています。 

 

建築学科における養成すべき人材像 

建築学科は，人間が社会生活を営む空間を構築するために建築・都市空間の構成技法，環境調整及

び構造安全性に関する(Ｄ)専門的技術と(Ｅ)情報通信技術，加えて(Ａ)主体性・多様性・協働性をも

ってそれらを総合化する能力，および思考力・判断力・表現力を備えた(Ｃ)国際的コミュニケーショ

ン能力と(Ｂ)創造的思考力を有する人材を育成します。  

  

教育課程編成および実施の基本方針《建築学科》 

建築学科の主主体体的的学学習習能能力力を涵養するための科目群：第１学年に建築学を包括する導人教育科目を設

け，第１学年～第２学年において基礎的技術の修得となる演習系科目を配置し，第３学年以降に実

験・演習系の科目を用意しています。  

建築学科の創創造造的的思思考考力力を身につけるための科目群：課題解決能力を育成するための科目を主に高学

年 に用意しています。  

建築学科の国国際際的的対対応応力力を身につけるための科目群：外国語科目および英語を扱う専門基礎分野の科

目のほか，グローバルな視点で建築や都市を理解するための科目を用意しています。  

建築学科の専専門門的的能能力力に関する科目群：建築学科の３系（計画・構造・環境）に関わる基礎科目に加

え，講義系科目と並行してより実践的な学修を行う実験演習系科目を用意しています。また，第５

学年では実務的な科目やより高度な専門技術に関わる科目を用意しています。  

建築学科の情情報報通通信信技技術術を身につけるための科目群：情報技術の基礎・リテラシーから利活用までを

学習する科目を用意しています。  

  

入学者選抜の基本方針《建築学科》 

１．基礎学力に加えて，技術・家庭および美術に関わるものづくりや表現が得意な人 
２．多種多様な意見をまとめて，個性豊かな建築をデザインしたい人 
３．これまでの学習を足がかりとして，社会や文化にも関心をもって取組むことができる人 
４．環境との関わりも考えつつ，建築に関わる技術者として地域社会の発展に貢献したい人 
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環境都市工学科で養成する人材像及び教育の基本方針 
 
環境都市工学は，安全かつ快適な社会活動を支え，環境にやさしい持続可能な社会を創るための学

問であり，その主たる対象は「社会基盤」です。社会基盤とは，道路や鉄道，港や空港，上下水道，

電気やガスなど，我々の日常生活や社会活動と密接にかかわる施設です。一方，社会基盤を強靭化し，

かしこく使うことによって，巨大地震の発生や気象災害の頻発など自然災害から国土と人命を守るこ

とにも繋がります。社会基盤は，我々にとって必要不可欠な存在であり，社会がどのように変化した

としても，その重要性は不変的です。 

わが国の世界に冠たる社会基盤整備技術は，日本はもとより，世界の発展に大きく貢献しています

が，今後は，環境負荷の低減が大きな課題であり，この課題に対しても世界をリードする役割が求め

られています。人類が持続的に発展をしていくためには，自然と共生した社会基盤の整備や地域の歴

史や文化と調和のとれた創造的な都市づくりを実現できる技術者の養成が望まれています。 

以上に基づき，環境都市工学科では，以下に示す「養成すべき人材像」及び「学習・教育到達目標」

を掲げています。 

 

環境都市工学科における養成すべき人材像 

環境都市工学科は，人類が自然災害から国土を守り快適で安全な生活を支えるための「社会基盤の

整備」と，自然と共生・調和し環境負荷の低減を考慮した「循環型の都市づくり」の創造に関する基

本的な（（ＤＤ））専専門門的的知知識識・・考考ええ方方を理解し，（（ＥＥ））情情報報通通信信技技術術を駆使しながら（（ＣＣ））国国際際的的なな視視野野

で人類の持続的発展を支える社会基盤整備を（（ＡＡ））主主体体性性・・多多様様性性・・協協働働性性を持って積極的に推進で

きる（（ＢＢ））創創造造的的思思考考力力を身に付けた実践的技術者を育成します。 

 

教育課程編成および実施の基本方針《環境都市工学科》 

環境都市工学科の主主体体的的学学習習能能力力を涵養するための科目群：第 1 学年に導入教育科目を設け，第２学

年以上の各学年に，自身のキャリアプランニングを育成させる実習・演習系科目を用意しています。 

環境都市工学科の創創造造的的思思考考力力を身につけるための科目群：課題解決能力を育成するための科目を主

に高学年に用意しています。 

環境都市工学科の国国際際的的対対応応力力を涵養するための科目群：外国語科目のほか，文化・社会問題を捉え

てコミュニケーションできる力を育成する科目を主に高学年に用意しています。 

環境都市工学科の専専門門的的能能力力に関する科目群：５系の主要分野（構造系・地盤系・水理系・環境系・

計画系）を座学と実験・実習を並行して学修する科目を用意しています。また，第５学年には分野

横断型の科目，学術的な科目および実務的な科目を選択できるように用意しています。 

環境都市工学科の情情報報通通信信技技術術を身につけるための科目群：低学年で情報リテラシーを身につけると

ともに情報機器を使用する基礎科目を設け，高学年に情報通信技術を適用する専門科目を用意して

います。 

 

入学者選抜の基本方針《環境都市工学科》 

１．環境に配慮した都市のライフライン（交通・エネルギー・情報通信・上下水道などの生活や産業

を支えているもの），自然災害に強い安全な都市づくりについて学びたい人 

２．公共事業に携わる技術者として社会に貢献したい人 

３．元気がありリーダーシップを発揮できる人 
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建築学科における養成すべき人材像及び教育の基本方針 
 

建築とは，「人間の生活や文化を容れる器である」と言われています。この人間を包む器は，「強・

用・美」の三つの面が充実されていること，すなわち工学的な技術によって安全（強）かつ合理的（用）

で，しかも芸術的な技術によって美しい（美）ことが大切です。 

建築学科でこれら三つの面を支える技術の修得に加えて，知の拠点としての役割を担う地域課題解

決と連携した実践的教育や現代社会において求められている持続可能な地域社会構築に寄与できる

技術への探求にも力を入れて，実社会に貢献できる建築技術者の育成を目指しています。 

 

建築学科における養成すべき人材像 

建築学科は，人間が社会生活を営む空間を構築するために建築・都市空間の構成技法，環境調整及

び構造安全性に関する(Ｄ)専門的技術と(Ｅ)情報通信技術，加えて(Ａ)主体性・多様性・協働性をも

ってそれらを総合化する能力，および思考力・判断力・表現力を備えた(Ｃ)国際的コミュニケーショ

ン能力と(Ｂ)創造的思考力を有する人材を育成します。  

  

教育課程編成および実施の基本方針《建築学科》 

建築学科の主主体体的的学学習習能能力力を涵養するための科目群：第１学年に建築学を包括する導人教育科目を設

け，第１学年～第２学年において基礎的技術の修得となる演習系科目を配置し，第３学年以降に実

験・演習系の科目を用意しています。  

建築学科の創創造造的的思思考考力力を身につけるための科目群：課題解決能力を育成するための科目を主に高学

年 に用意しています。  

建築学科の国国際際的的対対応応力力を身につけるための科目群：外国語科目および英語を扱う専門基礎分野の科

目のほか，グローバルな視点で建築や都市を理解するための科目を用意しています。  

建築学科の専専門門的的能能力力に関する科目群：建築学科の３系（計画・構造・環境）に関わる基礎科目に加

え，講義系科目と並行してより実践的な学修を行う実験演習系科目を用意しています。また，第５

学年では実務的な科目やより高度な専門技術に関わる科目を用意しています。  

建築学科の情情報報通通信信技技術術を身につけるための科目群：情報技術の基礎・リテラシーから利活用までを

学習する科目を用意しています。  

  

入学者選抜の基本方針《建築学科》 

１．基礎学力に加えて，技術・家庭および美術に関わるものづくりや表現が得意な人 
２．多種多様な意見をまとめて，個性豊かな建築をデザインしたい人 
３．これまでの学習を足がかりとして，社会や文化にも関心をもって取組むことができる人 
４．環境との関わりも考えつつ，建築に関わる技術者として地域社会の発展に貢献したい人 
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環境都市工学科で養成する人材像及び教育の基本方針 
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わが国の世界に冠たる社会基盤整備技術は，日本はもとより，世界の発展に大きく貢献しています

が，今後は，環境負荷の低減が大きな課題であり，この課題に対しても世界をリードする役割が求め

られています。人類が持続的に発展をしていくためには，自然と共生した社会基盤の整備や地域の歴

史や文化と調和のとれた創造的な都市づくりを実現できる技術者の養成が望まれています。 

以上に基づき，環境都市工学科では，以下に示す「養成すべき人材像」及び「学習・教育到達目標」

を掲げています。 
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環境都市工学科は，人類が自然災害から国土を守り快適で安全な生活を支えるための「社会基盤の

整備」と，自然と共生・調和し環境負荷の低減を考慮した「循環型の都市づくり」の創造に関する基

本的な（（ＤＤ））専専門門的的知知識識・・考考ええ方方を理解し，（（ＥＥ））情情報報通通信信技技術術を駆使しながら（（ＣＣ））国国際際的的なな視視野野

で人類の持続的発展を支える社会基盤整備を（（ＡＡ））主主体体性性・・多多様様性性・・協協働働性性を持って積極的に推進で

きる（（ＢＢ））創創造造的的思思考考力力を身に付けた実践的技術者を育成します。 

 

教育課程編成および実施の基本方針《環境都市工学科》 

環境都市工学科の主主体体的的学学習習能能力力を涵養するための科目群：第 1 学年に導入教育科目を設け，第２学

年以上の各学年に，自身のキャリアプランニングを育成させる実習・演習系科目を用意しています。 

環境都市工学科の創創造造的的思思考考力力を身につけるための科目群：課題解決能力を育成するための科目を主

に高学年に用意しています。 

環境都市工学科の国国際際的的対対応応力力を涵養するための科目群：外国語科目のほか，文化・社会問題を捉え

てコミュニケーションできる力を育成する科目を主に高学年に用意しています。 

環境都市工学科の専専門門的的能能力力に関する科目群：５系の主要分野（構造系・地盤系・水理系・環境系・

計画系）を座学と実験・実習を並行して学修する科目を用意しています。また，第５学年には分野

横断型の科目，学術的な科目および実務的な科目を選択できるように用意しています。 

環境都市工学科の情情報報通通信信技技術術を身につけるための科目群：低学年で情報リテラシーを身につけると

ともに情報機器を使用する基礎科目を設け，高学年に情報通信技術を適用する専門科目を用意して

います。 

 

入学者選抜の基本方針《環境都市工学科》 

１．環境に配慮した都市のライフライン（交通・エネルギー・情報通信・上下水道などの生活や産業

を支えているもの），自然災害に強い安全な都市づくりについて学びたい人 

２．公共事業に携わる技術者として社会に貢献したい人 

３．元気がありリーダーシップを発揮できる人 
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専攻科で養成する人材像および教育の基本方針 
 
人類が地球上で持続的に発展していくには，生産に関わる各種資源物質の枯渇防止と，地球上の生

態系に影響を及ぼす諸物質の拡散防止などへの配慮が欠かせない。このため，これらの「ものづくり」

においては，人間の労働や知的活動を支援し，より快適な社会生活を営むための人工環境を提供する

一方で，地球環境の保全や循環型社会の構築に関する配慮が重要となる。専攻科では，社会生活上必

要な各種「機能」とそれを実現する「もの（機械，電気・電子機器，建築物，社会基盤）」，「空間（生

活，都市，自然）」，「エネルギー」，「知識・情報」およびそれらの「制御・管理」などから構成され

る「環境システム」を，地球環境の保全を考慮に入れて構想し，設計し，生産する，創造的思考力を

育成することを目標にしています。 
 
専攻科における養成すべき人材像 

先端融合開発専攻は，(Ｄ)専門分野をさらに深めることに取り組むとともに，これと異なる分野の

技術システムを理解して，機械工学，電気電子工学，情報工学，土木工学，建築学などを融合した問

題解決手段により，(Ａ)主体性・多様性・協働性などの人間力・思考力・表現力などの(Ｂ)創造的な

思考力，柔軟な(Ｃ)国際的対応力および(Ｅ)情報通信技術をもって，世界の持続的な発展に貢献しう

る能力を有する人材を育成します。 
 
教育課程編成および実施の基本方針《専攻科》 

先端融合開発専攻の主主体体的的学学習習能能力力を涵養するための科目群：1年次から実践的な実験実習科目を設

け，2年次には社会問題解決能力を育む実験実習科目と教育課程の総まとめとなる特別研究を用意

しています。 

先端融合開発専攻の創創造造的的思思考考力力を身につけるための科目群：創造的思考力を涵養するために実践的

な実験実習科目，および社会問題解決能力を育む実験実習科目と教育課程の総まとめとなる特別研

究を用意しています。 

先端融合開発専攻の国国際際的的対対応応力力を身につけるための科目群：国際的対応力を涵養するために，一般

教養を育む社会倫理科目とコミュニケーション能力を育む英語科目を用意しています。 

先端融合開発専攻の専専門門的的能能力力に関する科目群：機械工学，電気電子工学，情報工学，土木工学，お

よび建築学を基礎とし，各分野の融合を含めた科目群に加え，科学・数学等の理学系科目と技術者

倫理科目を用意しています。 

先端融合開発専攻の情情報報通通信信技技術術を身につけるための科目群：情報通信技術を涵養するために，情報

機器の活用能力を育む情報工学系の講義科目と実験実習科目を用意しています。 
 
入学者選抜の基本方針《専攻科》 

本校専攻科では，高等専門学校の基礎の上に，精深な程度において工業に関する高度な専門的知識

及び技術を教授し，その研究を指導することを目的としています。このような教育理念のもと，本校

における受入方針は，ディプロマ・ポリシーに基づき，次のような能力と意欲を持った学生を入学さ

せるためのものです。具体的には，次のような人を求めています。 
１．国際的視野を持ち，先端技術の融合により世界の持続的成長に貢献するものづくりの技術的能力

の獲得を目指している人 
２．産業界の要請に対して，創造的手法により革新的な価値創生を実現できる融合的な開発的能力の

習得を目指している人 
３．高専本科などにおいて，基盤となる専門科目を習得したのちに，さらに融合分野の学修や研究に

強い意欲を持つ人 
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専攻科で養成する人材像および教育の基本方針 
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要な各種「機能」とそれを実現する「もの（機械，電気・電子機器，建築物，社会基盤）」，「空間（生

活，都市，自然）」，「エネルギー」，「知識・情報」およびそれらの「制御・管理」などから構成され
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先端融合開発専攻の専専門門的的能能力力に関する科目群：機械工学，電気電子工学，情報工学，土木工学，お

よび建築学を基礎とし，各分野の融合を含めた科目群に加え，科学・数学等の理学系科目と技術者

倫理科目を用意しています。 

先端融合開発専攻の情情報報通通信信技技術術を身につけるための科目群：情報通信技術を涵養するために，情報

機器の活用能力を育む情報工学系の講義科目と実験実習科目を用意しています。 
 
入学者選抜の基本方針《専攻科》 

本校専攻科では，高等専門学校の基礎の上に，精深な程度において工業に関する高度な専門的知識

及び技術を教授し，その研究を指導することを目的としています。このような教育理念のもと，本校

における受入方針は，ディプロマ・ポリシーに基づき，次のような能力と意欲を持った学生を入学さ

せるためのものです。具体的には，次のような人を求めています。 
１．国際的視野を持ち，先端技術の融合により世界の持続的成長に貢献するものづくりの技術的能力

の獲得を目指している人 
２．産業界の要請に対して，創造的手法により革新的な価値創生を実現できる融合的な開発的能力の

習得を目指している人 
３．高専本科などにおいて，基盤となる専門科目を習得したのちに，さらに融合分野の学修や研究に

強い意欲を持つ人 

Ⅱ学則・学生準則
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ⅡⅡ 学 則・学 生 準 則 
 

１．岐阜工業高等専門学校学則 

制定 昭和38年４月１日 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 岐阜工業高等専門学校（以下「本校」

という。）は，教育基本法の精神にのっとり，

及び学校教育法に基づき，深く専門の学芸を

教授し，職業に必要な能力を養い，有為の人

材を育成することを目的とする。 

２ 本校は，前項の目的を実現するための教育，

及びその内容を学術と技術の発展に即応させ

るための研究を行い，これを通して，地域と

社会の持続的発展に貢献するものとする。 

３ 前項の教育，研究及び地域貢献の基本方針

については，別に定める。 

（自己評価等） 

第２条 本校は，教育水準の向上を図り，高等

専門学校の目的及び社会的使命を達成するた

め，教育研究活動等の状況について点検及び

評価を行い，その結果を公表するものとする。 

２ 前項の点検及び評価の結果については，本

校職員以外の者による検証を行うよう努める

ものとする。 

３ 第１項の点検及び評価についての必要な事

項は，別に定める。 

第２章 修業年限，学年，学期，休業

日及び授業終始の時刻 

（修業年限） 

第３条 修業年限は５年とする。 

（学年） 

第４条 学年は，４月１日に始まり，翌年３月

31日に終わる。 

（学期） 

第４条の２ 学年を分けて，次の２学期とする。

ただし，特別の必要があるときは，校長は，前

期の終了日及び後期の開始日を変更することが

できる。 

  前期  ４月１日から９月30日まで 

  後期  10月１日から３月31日まで 

（休業日） 

第５条 休業日は，次のとおりとする。ただし，

特別の必要があるときは，校長は，これらの

休業日を授業日に振り替えることがある。 

 一 国民の祝日に関する法律（昭和23年法律

第178号）に規定する休日 

 二 日曜日及び土曜日 

 三 主管会議の議を経て定められた春季，夏

季，冬季及び学年末休業日 

２ 前項に規定する休業日のほか，臨時の休業

日は，校長がそのつど定める。 

（授業終始の時刻） 

第６条 授業終始の時刻は，校長が別に定める。 

第３章 学科，学級数，入学定員，学科ご

との教育目的及び教職員組織 

 （学科，学級数，入学定員，学科ごとの教育

目的及び履修コース） 

第７条 学科，学級数及び入学定員及び収容定

員は，次のとおりとし，学科ごとの教育目的

は別に定めるところによる。 

学   科 学級数 入学定員 収容定員 

機 械 工 学 科 １ 40人 200人 

電気情報工学科 １ 40人 200人 

電子制御工学科 １ 40人 200人 

環境都市工学科 １ 40人 200人 

建 築 学 科 １ 40人 200人 

 ２ 電気情報工学科に，次の履修コースを設ける。 

  電気電子工学コース 

  情報工学コース 

３ 前項の履修コースの選択，決定方法等につ

いては，別に定める。 

４ 校長は，教育上有益と認めるときは，異な

る学科の学生をもって学級を編成することが

できる。 

（教職員組織） 

第８条 本校に，校長，教授，准教授，講師，

助教，助手，事務職員及び技術職員を置く。 

２ 教職員の職務は，学校教育法その他法令の

定めるところによる。 

（教務主事，総務主事，研究主事，学生主事及

び寮務主事） 

第９条 本校に教務主事，総務主事，研究主事，

学生主事及び寮務主事を置く。 

（事務部） 

第10条 本校に，校務に関する事務を処理する

ため，事務部を置く。 
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ⅡⅡ 学 則・学 生 準 則 
 

１．岐阜工業高等専門学校学則 

制定 昭和38年４月１日 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 岐阜工業高等専門学校（以下「本校」

という。）は，教育基本法の精神にのっとり，

及び学校教育法に基づき，深く専門の学芸を

教授し，職業に必要な能力を養い，有為の人

材を育成することを目的とする。 

２ 本校は，前項の目的を実現するための教育，

及びその内容を学術と技術の発展に即応させ

るための研究を行い，これを通して，地域と

社会の持続的発展に貢献するものとする。 

３ 前項の教育，研究及び地域貢献の基本方針

については，別に定める。 

（自己評価等） 

第２条 本校は，教育水準の向上を図り，高等

専門学校の目的及び社会的使命を達成するた

め，教育研究活動等の状況について点検及び

評価を行い，その結果を公表するものとする。 

２ 前項の点検及び評価の結果については，本

校職員以外の者による検証を行うよう努める

ものとする。 

３ 第１項の点検及び評価についての必要な事

項は，別に定める。 

第２章 修業年限，学年，学期，休業

日及び授業終始の時刻 

（修業年限） 

第３条 修業年限は５年とする。 

（学年） 

第４条 学年は，４月１日に始まり，翌年３月

31日に終わる。 

（学期） 

第４条の２ 学年を分けて，次の２学期とする。

ただし，特別の必要があるときは，校長は，前

期の終了日及び後期の開始日を変更することが

できる。 

  前期  ４月１日から９月30日まで 

  後期  10月１日から３月31日まで 

（休業日） 

第５条 休業日は，次のとおりとする。ただし，

特別の必要があるときは，校長は，これらの

休業日を授業日に振り替えることがある。 

 一 国民の祝日に関する法律（昭和23年法律

第178号）に規定する休日 

 二 日曜日及び土曜日 

 三 主管会議の議を経て定められた春季，夏

季，冬季及び学年末休業日 

２ 前項に規定する休業日のほか，臨時の休業

日は，校長がそのつど定める。 

（授業終始の時刻） 

第６条 授業終始の時刻は，校長が別に定める。 

第３章 学科，学級数，入学定員，学科ご

との教育目的及び教職員組織 

 （学科，学級数，入学定員，学科ごとの教育

目的及び履修コース） 

第７条 学科，学級数及び入学定員及び収容定

員は，次のとおりとし，学科ごとの教育目的

は別に定めるところによる。 

学   科 学級数 入学定員 収容定員 

機 械 工 学 科 １ 40人 200人 

電気情報工学科 １ 40人 200人 

電子制御工学科 １ 40人 200人 

環境都市工学科 １ 40人 200人 

建 築 学 科 １ 40人 200人 

 ２ 電気情報工学科に，次の履修コースを設ける。 

  電気電子工学コース 

  情報工学コース 

３ 前項の履修コースの選択，決定方法等につ

いては，別に定める。 

４ 校長は，教育上有益と認めるときは，異な

る学科の学生をもって学級を編成することが

できる。 

（教職員組織） 

第８条 本校に，校長，教授，准教授，講師，

助教，助手，事務職員及び技術職員を置く。 

２ 教職員の職務は，学校教育法その他法令の

定めるところによる。 

（教務主事，総務主事，研究主事，学生主事及

び寮務主事） 

第９条 本校に教務主事，総務主事，研究主事，

学生主事及び寮務主事を置く。 

（事務部） 

第10条 本校に，校務に関する事務を処理する

ため，事務部を置く。 
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七 就学義務猶予免除者等の中学校卒業程度

認定規則（昭和41年文部省令第36号）によ

り，中学校を卒業した者と同等以上の学力

があると認定された者 

八 その他相当年齢に達し，本校が中学校を

卒業した者と同等以上の学力があると認め

た者 

（入学者の選抜及び入学の許可） 

第17条 校長は，入学志望者について，学力検

査の成績，出身校の長から送付された調査書

その他必要な書類等を資料として入学者の選抜

を行う。 

２ 校長は，前項の選抜方法によるほか，入学

定員の一部について，出身中学校長の推薦に

基づき，学力検査を免除し出身中学校から送

付された調査書を主な資料として入学者の選

抜を行うことができる。 

３ 校長は，前２項の選抜の結果に基づき，第

27条に規定する入学料を納付した者に対して

入学を許可する。ただし，入学料免除又は徴

収猶予の申請を受理されたものにあっては，

この限りでない。 

 （編入学） 

第18条 第１学年の途中又は第２学年以上に入

学を希望する者があるときは，校長は，その

者が相当年齢に達し，当該学年に在学する者

と同等以上の学力があると認められ，かつ，

教育上支障がない場合には，前条の規定に準

じて，相当学年に入学を許可することがある。 

２ 前項に関し，必要な事項は別に定める。 

 （転入学） 

第18条の２ 他の高等専門学校から転学を希望

する者があるときは，校長は，教育上支障が

ない場合には，転学を許可することがある。 

２ 前項に関し，必要な事項は別に定める。 

 （入学の手続） 

第19条 入学を許可された者は，所定の期日ま

でに誓約書及び校長が定めた書類を提出しな

ければならない。 

２ 前項の手続を終了しない者があるときは，

校長は，その入学の許可を取消すことがある。 

 （転科） 

第20条 転科を希望する者があるときは，校長

は，学年の始めにおいて，選考の上第３学年

までに限り，転科を許可することがある。 

 （休学） 

第21条 学生は，疾病その他やむを得ない事由

により，３か月以上継続して修学することが

できないときは，校長の許可を受けて，休学

することができる。 

 （休学の期間） 

第21条の２ 休学の期間は１年以内とする。た

だし，特別の理由がある場合は，１年を限度

として，休学期間の延長を認めることがある。 

２ 休学期間は，通算して３年を超えることが

できない。 

 （復学） 

第22条 休学した者は，休学の事由がなくなっ

たときは，校長の許可を受けて，復学するこ

とができる。 

 （出席停止） 

第23条 学生に伝染病その他の疾病があるとき

は，校長は，出席停止を命ずることがある。 

 （退学及び再入学） 

第24条 学生は，疾病その他やむを得ない事由

により退学しようとするときは，校長の許可

を受けて退学することができる。 

２ 前項の規定により退学した者で，再入学を

希望する者があるときは，校長は，選考の上

相当学年に入学を許可することがある。 

 （他の学校への入学等） 

第25条 他の学校に入学，転学又は編入学を志

望しようとする者は，校長の許可を受けなけ

ればならない。 

 （留学） 

第25条の２ 校長は，教育上有益と認めるとき

は，学生が外国の高等学校又は大学に留学す

ることを許可することができる。 

２ 校長は，前項の規定により留学することを

許可された学生について，外国の高等学校又

は大学における履修を本校における履修とみ

なし，第13条の２及び３で履修した単位と合

せて60単位を超えない範囲で単位の修得を認

定することができる。 

３ 校長は，前項の規定により単位の修得を認

定された学生について，学年の途中において

も，各学年の課程の修了又は卒業を認めるこ

とができる。 
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 （内部組織） 

第11条 前２条に規定するもののほか，本校の

内部組織は，別に定めるところによる。 

第４章 教育課程等 

（授業を行う期間） 

第12条 １年間の授業を行う期間は，定期試験

等の期間を含め，35週にわたることを原則と

する。 

（教育課程） 

第13条 学年ごとの授業科目及びその単位数は，

別表第１及び別表第２のとおりとする。 

２ 各授業科目の単位数は，30単位時間（１単

位時間は，標準50分とする。）の履修を１単位

として計算するものとする。 

３ 前項の規定にかかわらず，別表第１及び別

表第２の表中で定める，学修単位とする授業

科目については，１単位の授業科目を45時間

の学修を必要とする内容をもって構成するこ

とを標準とし，講義，演習，実験，実習若し

くは実技のいずれかにより又は，これらの併

用により行う授業の方法に応じ，当該授業に

よる教育効果，授業時間外に必要な学修等を

考慮して，おおむね15時間から45時間までの

範囲で別に定める時間の授業をもって１単位

とする。 

４ 前項の規定により計算することのできる授

業科目の単位数の合計数は，60単位を超えな

いものとする。 

５ 前３項の規定にかかわらず，卒業研究，卒

業製作等の授業科目については，これらの学

修の成果を評価して単位の修得を設定するこ

とが適切と認められる場合には，これらに必

要な学修等を考慮して，単位数を定めること

ができる。 

６ 第１項に定める授業科目のほか，特別活動

を第１学年から第３学年まで各学年30単位時

間以上実施する。 

７ 前各項に関し，必要な事項は別に定める。 

（他の高等専門学校における授業科目の履修） 

第13条の２ 校長は，教育上有益と認めるとき

は，学生が他の高等専門学校において履修し

た授業科目について修得した単位を，第13条

の３及び第25条の２で履修した単位と合せて

60単位を超えない範囲で本校における授業科

目の履修により修得したものとみなすことが

できる。 

２ 前項に関し，必要な事項は別に定める。 

（高等専門学校以外の教育施設等における学修等） 

第13条の３ 校長は，教育上有益と認めるとき

は，学生が行う大学等における学修で別に定

める学修を，本校における授業科目の履修と

みなし，単位の修得を認定することができる。 

２ 前項により認定することができる単位数は，

前条及び第25条の２により本校において修得

したものとみなす単位数と合わせて60単位を

超えないものとする。 

３ 第１項の規定は，学則第25条の２に定める

留学する場合に準用する。 

４ 第１項に関し，必要な事項は別に定める。 

（授業の方法） 

第13条の４ 校長は，文部科学大臣の定めると

ころにより，多様なメディアを高度に利用し

た授業を，当該授業を行う教室等以外で履修

させることができる。 

２ 前項に関し必要な事項は，別に定める。 

 （学年の課程修了及び卒業認定） 

第14条 各学年の課程の修了又は卒業を認める

にあたっては，学生の平素の成績を評価して

行うものとする。 

（再履修） 

第15条 前条の認定の結果，原学年にとどめら

れた者は，当該学年に係る所定の授業科目及

び特別活動を再履修するものとする。 

２ 前項に関し，必要な事項は別に定める。 

第５章 入学，転科，休学，退学， 

転学，留学及び卒業 

（入学資格） 

第16条 本校に入学することのできる者は，次

の各号のいずれかに該当する者とする。 

 一 中学校を卒業した者 

 二 義務教育学校を卒業した者 

三 中等教育学校の前期課程を修了した者 

 四 外国において，学校教育における９年の

課程を修了した者 

五 文部科学大臣の指定した者 

六 文部科学大臣が中学校の課程と同等の課

程を有するものとして認定した在外教育施

設の当該課程を修了した者 
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七 就学義務猶予免除者等の中学校卒業程度

認定規則（昭和41年文部省令第36号）によ

り，中学校を卒業した者と同等以上の学力

があると認定された者 

八 その他相当年齢に達し，本校が中学校を

卒業した者と同等以上の学力があると認め

た者 

（入学者の選抜及び入学の許可） 

第17条 校長は，入学志望者について，学力検

査の成績，出身校の長から送付された調査書

その他必要な書類等を資料として入学者の選抜

を行う。 

２ 校長は，前項の選抜方法によるほか，入学

定員の一部について，出身中学校長の推薦に

基づき，学力検査を免除し出身中学校から送

付された調査書を主な資料として入学者の選

抜を行うことができる。 

３ 校長は，前２項の選抜の結果に基づき，第

27条に規定する入学料を納付した者に対して

入学を許可する。ただし，入学料免除又は徴

収猶予の申請を受理されたものにあっては，

この限りでない。 

 （編入学） 

第18条 第１学年の途中又は第２学年以上に入

学を希望する者があるときは，校長は，その

者が相当年齢に達し，当該学年に在学する者

と同等以上の学力があると認められ，かつ，

教育上支障がない場合には，前条の規定に準

じて，相当学年に入学を許可することがある。 

２ 前項に関し，必要な事項は別に定める。 

 （転入学） 

第18条の２ 他の高等専門学校から転学を希望

する者があるときは，校長は，教育上支障が

ない場合には，転学を許可することがある。 

２ 前項に関し，必要な事項は別に定める。 

 （入学の手続） 

第19条 入学を許可された者は，所定の期日ま

でに誓約書及び校長が定めた書類を提出しな

ければならない。 

２ 前項の手続を終了しない者があるときは，

校長は，その入学の許可を取消すことがある。 

 （転科） 

第20条 転科を希望する者があるときは，校長

は，学年の始めにおいて，選考の上第３学年

までに限り，転科を許可することがある。 

 （休学） 

第21条 学生は，疾病その他やむを得ない事由

により，３か月以上継続して修学することが

できないときは，校長の許可を受けて，休学

することができる。 

 （休学の期間） 

第21条の２ 休学の期間は１年以内とする。た

だし，特別の理由がある場合は，１年を限度

として，休学期間の延長を認めることがある。 

２ 休学期間は，通算して３年を超えることが

できない。 

 （復学） 

第22条 休学した者は，休学の事由がなくなっ

たときは，校長の許可を受けて，復学するこ

とができる。 

 （出席停止） 

第23条 学生に伝染病その他の疾病があるとき

は，校長は，出席停止を命ずることがある。 

 （退学及び再入学） 

第24条 学生は，疾病その他やむを得ない事由

により退学しようとするときは，校長の許可

を受けて退学することができる。 

２ 前項の規定により退学した者で，再入学を

希望する者があるときは，校長は，選考の上

相当学年に入学を許可することがある。 

 （他の学校への入学等） 

第25条 他の学校に入学，転学又は編入学を志

望しようとする者は，校長の許可を受けなけ

ればならない。 

 （留学） 

第25条の２ 校長は，教育上有益と認めるとき

は，学生が外国の高等学校又は大学に留学す

ることを許可することができる。 

２ 校長は，前項の規定により留学することを

許可された学生について，外国の高等学校又

は大学における履修を本校における履修とみ

なし，第13条の２及び３で履修した単位と合

せて60単位を超えない範囲で単位の修得を認

定することができる。 

３ 校長は，前項の規定により単位の修得を認

定された学生について，学年の途中において

も，各学年の課程の修了又は卒業を認めるこ

とができる。 
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 （内部組織） 

第11条 前２条に規定するもののほか，本校の

内部組織は，別に定めるところによる。 

第４章 教育課程等 

（授業を行う期間） 

第12条 １年間の授業を行う期間は，定期試験

等の期間を含め，35週にわたることを原則と

する。 

（教育課程） 

第13条 学年ごとの授業科目及びその単位数は，

別表第１及び別表第２のとおりとする。 

２ 各授業科目の単位数は，30単位時間（１単

位時間は，標準50分とする。）の履修を１単位

として計算するものとする。 

３ 前項の規定にかかわらず，別表第１及び別

表第２の表中で定める，学修単位とする授業

科目については，１単位の授業科目を45時間

の学修を必要とする内容をもって構成するこ

とを標準とし，講義，演習，実験，実習若し

くは実技のいずれかにより又は，これらの併

用により行う授業の方法に応じ，当該授業に

よる教育効果，授業時間外に必要な学修等を

考慮して，おおむね15時間から45時間までの

範囲で別に定める時間の授業をもって１単位

とする。 

４ 前項の規定により計算することのできる授

業科目の単位数の合計数は，60単位を超えな

いものとする。 

５ 前３項の規定にかかわらず，卒業研究，卒

業製作等の授業科目については，これらの学

修の成果を評価して単位の修得を設定するこ

とが適切と認められる場合には，これらに必

要な学修等を考慮して，単位数を定めること

ができる。 

６ 第１項に定める授業科目のほか，特別活動

を第１学年から第３学年まで各学年30単位時

間以上実施する。 

７ 前各項に関し，必要な事項は別に定める。 

（他の高等専門学校における授業科目の履修） 

第13条の２ 校長は，教育上有益と認めるとき

は，学生が他の高等専門学校において履修し

た授業科目について修得した単位を，第13条

の３及び第25条の２で履修した単位と合せて

60単位を超えない範囲で本校における授業科

目の履修により修得したものとみなすことが

できる。 

２ 前項に関し，必要な事項は別に定める。 

（高等専門学校以外の教育施設等における学修等） 

第13条の３ 校長は，教育上有益と認めるとき

は，学生が行う大学等における学修で別に定

める学修を，本校における授業科目の履修と

みなし，単位の修得を認定することができる。 

２ 前項により認定することができる単位数は，

前条及び第25条の２により本校において修得

したものとみなす単位数と合わせて60単位を

超えないものとする。 

３ 第１項の規定は，学則第25条の２に定める

留学する場合に準用する。 

４ 第１項に関し，必要な事項は別に定める。 

（授業の方法） 

第13条の４ 校長は，文部科学大臣の定めると

ころにより，多様なメディアを高度に利用し

た授業を，当該授業を行う教室等以外で履修

させることができる。 

２ 前項に関し必要な事項は，別に定める。 

 （学年の課程修了及び卒業認定） 

第14条 各学年の課程の修了又は卒業を認める

にあたっては，学生の平素の成績を評価して

行うものとする。 

（再履修） 

第15条 前条の認定の結果，原学年にとどめら

れた者は，当該学年に係る所定の授業科目及

び特別活動を再履修するものとする。 

２ 前項に関し，必要な事項は別に定める。 

第５章 入学，転科，休学，退学， 

転学，留学及び卒業 

（入学資格） 

第16条 本校に入学することのできる者は，次

の各号のいずれかに該当する者とする。 

 一 中学校を卒業した者 

 二 義務教育学校を卒業した者 

三 中等教育学校の前期課程を修了した者 

 四 外国において，学校教育における９年の

課程を修了した者 

五 文部科学大臣の指定した者 

六 文部科学大臣が中学校の課程と同等の課

程を有するものとして認定した在外教育施

設の当該課程を修了した者 

— 15—
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（懲戒） 

第36条 教育上必要があるときは，学生に退学，

停学，訓告その他の懲戒を加えることがある。

ただし，退学は，次の各号の１に該当する者

について行うものとする。 

一 性行不良で改善の見込がないと認められる者 

 二 学力劣等で成業の見込がないと認められる者 

 三 正当の理由がなくて出席常でない者 

四 学校の秩序を乱し，その他学生としての

本分に反した者 

（除籍） 

第36条の２ 次の各号の１に該当する者は，除

籍する。 

 一 死亡，又は行方不明の者 

 二 第21条の２に規定する休学期間をこえて，

なお修学できない者 

三 授業料の納付を怠り，督促してもなお納

付しない者 

四 第17条第３項ただし書きに規定する入学

料免除又は徴収猶予の申請を行った者で，

免除又は徴収猶予を許可されなかった者及

び半額免除又は徴収猶予を許可された者で，

所定の期日までに入学料を納付しない者 

第８章 専攻科 

（設置） 

第37条 本校に，専攻科を置く。 

（目的） 

第38条 専攻科は，高等専門学校の基礎の上に，

精深な程度において工業に関する高度な専門

的知識及び技術を教授し，その研究を指導す

ることを目的とする。 

（専攻及び入学定員） 

第39条 専攻科の専攻及び入学定員及び収容定

員は，次のとおりとする。 

専攻 学級数 入学定員 収容定員 

先端融合開発専攻 １ 20人 40人 

（入学資格） 

第40条 専攻科に入学できる者は，次の各号の

いずれかに該当する者とする。 

一 高等専門学校を卒業した者 

二 高等学校の専攻科の課程を修了した者の

うち学校教育法第58条の２の規定により大

学に編入学することができる者 

三 短期大学を卒業した者 

四 専修学校の専門課程を修了した者のうち

学校教育法第132条の規定により大学に編

入学することができる者 

五 外国において，学校教育における14年の

課程を修了した者 

六 外国の学校が行う通信教育における授業

科目を我が国において履修することにより

当該外国の学校教育における14年の課程を

修了した者 

 七 我が国において，外国の短期大学の課程

（その修了者が当該外国の学校教育におけ

る14年の課程を修了したとされるものに限

る。）を有するものとして当該外国の学校教

育制度において位置付けられた教育施設で

あって，文部科学大臣が別に指定するもの

の当該課程を修了した者 

 八 その他専攻科において，高等専門学校を卒

業した者と同等以上の学力があると認めた者 

（入学者の選考及び入学許可） 

第41条 校長は，入学志望者に対して，別に定め

るところにより選考のうえ，入学を許可する。 

（修業年限及び在学年限） 

第42条 専攻科の修業年限は，２年とする。た

だし，４年を超えて在学することはできない。 

（休学の期間） 

第43条 専攻科学生の休学期間は，１年以内と

する。ただし，特別の理由がある場合は，１

年を限度として，休学期間の延長を認めること

がある。 

２ 休学期間は，通算して２年を超えることが

できない。 

３ 休学の期間は，前条に定める修業年限及び

在学期間に算入しない。 

（教育課程） 

第44条 開設する授業科目及びその単位数は，

別表第３のとおりとする。ただし，豊橋技術

科学大学と実施する先端融合テクノロジー連

携教育プログラム（以下「連携教育プログラ

ム」という。）を履修する者については、別表

第４のとおりとする。 

２ 授業科目の単位計算は，１単位の学修時間

を教室内授業・課題学修等及び教室外学修を

合わせて45時間とし，次の各号の基準による

ものとする。 
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４ 前３項に関し，必要な事項は別に定める。 

（卒業） 

第26条 全学年の課程を修了した者には，校長

は，所定の卒業証書を授与する。 

（称号） 

第26条の２ 本校を卒業した者は，準学士と称

することができる。 

第６章 検定料，入学料，授業料及び

寄宿料 

（授業料等） 

第27条 授業料，入学料，検定料及び寄宿料の

額並びに徴収方法等は，独立行政法人国立高

等専門学校機構における授業料その他の費用

に関する規則（平成16年独立行政法人国立高

等専門学校機構規則第35号）の定めるところ

による。 

 （検定料） 

第28条 本校に入学を志望する者は，願書を提

出するときに，検定料を納付するものとする。 

 （入学料） 

第29条 本校に入学する者は，入学手続きをす

るときに，入学料を納付するものとする。 

 （授業料） 

第30条 学生は，各年度に係る授業料を前期及

び後期の２期に区分して納付するものとし，

それぞれの期において納付する額は，年額の

２分の１に相当する額とする。 

２ 前項の授業料は，前期にあっては５月，後

期にあっては10月に納付するものとする。 

３ 前２項の規定にかかわらず，学生の申出が

あったときは，前期に係る授業料を納付する

ときに，当該年度の後期に係る授業料を併せ

て納付することができる。 

 （学年の中途で入学した者の授業料） 

第30条の２ 学年の中途において入学した者が，

前期又は後期において納付する授業料の額は，

授業料の年額の12分の１に相当する額に入学

の日の属する月から次の納付の時期前までの

月数を乗じて得た額とし，入学の日の属する

月に納付するものとする。 

 （学年の中途で退学する者の授業料） 

第30条の３ 学年の中途で退学する者は，退学

する日の属する時期が前期であるときは，授

業料の年額の２分の１に相当する額の授業料

を，退学する日の属する時期が後期であると

きは，授業料の年額に相当する額の授業料を

それぞれ納付するものとする。 

 （寄宿料） 

第31条 寄宿舎に入舎する学生は，入舎した日

の属する月から退舎する日の属する月までの

間，寄宿料を納付するものとする。 

（検定料，入学料，授業料及び寄宿料の免除等） 

第32条 本校に入学を志願する者で，その主た

る家計支持者が風水害等の災害を受けた場合

には，検定料を免除することがある。 

２ 前項の検定料免除は，独立行政法人国立高

等専門学校機構理事長の定めにより，校長が

許可する。 

３ 経済的理由によって納付が困難であると認

められ，かつ，学業優秀と認めるときは，入

学料，授業料又は寄宿料（以下「入学料等」

という。）の全額若しくは半額を免除し，又は

その徴収を猶予することがある。 

４ 入学料等の免除又は徴収の猶予に関し必要

な事項は，別に定める。 

 （検定料等の返還） 

第33条 既納の検定料，入学料及び授業料は，

返還しない。ただし，次の各号の１に該当す

る場合には授業料相当額等を返還する。 

 一 第30条第３項の規定に基づき，前期分及

び後期分授業料を納付し，後期分授業料の

徴収時期前に休学又は退学した場合には，

納付した者の申し出により後期分授業料相

当額 

二 第30条の規定に基づき，授業料を納付し

た者が，その後授業料納付期限以前に休学

を許可された場合は，納付した者の申し出

により当該授業料相当額 

 三 独立行政法人国立高等専門学校機構によ

る検定料免除の場合は，納付した者の申し

出により当該検定料相当額 

第７章 学生準則，賞罰及び除籍
 

 （学生準則） 

第34条 学生は，この学則に定めるもののほか，

別に定める学生準則を遵守しなければならない。 

 （表彰） 

第35条 学生として表彰に値する行為があった

ときは，表彰することがある。 

— 16—



 

－17－ 

（懲戒） 

第36条 教育上必要があるときは，学生に退学，

停学，訓告その他の懲戒を加えることがある。

ただし，退学は，次の各号の１に該当する者

について行うものとする。 

一 性行不良で改善の見込がないと認められる者 

 二 学力劣等で成業の見込がないと認められる者 

 三 正当の理由がなくて出席常でない者 

四 学校の秩序を乱し，その他学生としての

本分に反した者 

（除籍） 

第36条の２ 次の各号の１に該当する者は，除

籍する。 

 一 死亡，又は行方不明の者 

 二 第21条の２に規定する休学期間をこえて，

なお修学できない者 

三 授業料の納付を怠り，督促してもなお納

付しない者 

四 第17条第３項ただし書きに規定する入学

料免除又は徴収猶予の申請を行った者で，

免除又は徴収猶予を許可されなかった者及

び半額免除又は徴収猶予を許可された者で，

所定の期日までに入学料を納付しない者 

第８章 専攻科 

（設置） 

第37条 本校に，専攻科を置く。 

（目的） 

第38条 専攻科は，高等専門学校の基礎の上に，

精深な程度において工業に関する高度な専門

的知識及び技術を教授し，その研究を指導す

ることを目的とする。 

（専攻及び入学定員） 

第39条 専攻科の専攻及び入学定員及び収容定

員は，次のとおりとする。 

専攻 学級数 入学定員 収容定員 

先端融合開発専攻 １ 20人 40人 

（入学資格） 

第40条 専攻科に入学できる者は，次の各号の

いずれかに該当する者とする。 

一 高等専門学校を卒業した者 

二 高等学校の専攻科の課程を修了した者の

うち学校教育法第58条の２の規定により大

学に編入学することができる者 

三 短期大学を卒業した者 

四 専修学校の専門課程を修了した者のうち

学校教育法第132条の規定により大学に編

入学することができる者 

五 外国において，学校教育における14年の

課程を修了した者 

六 外国の学校が行う通信教育における授業

科目を我が国において履修することにより

当該外国の学校教育における14年の課程を

修了した者 

 七 我が国において，外国の短期大学の課程

（その修了者が当該外国の学校教育におけ

る14年の課程を修了したとされるものに限

る。）を有するものとして当該外国の学校教

育制度において位置付けられた教育施設で

あって，文部科学大臣が別に指定するもの

の当該課程を修了した者 

 八 その他専攻科において，高等専門学校を卒

業した者と同等以上の学力があると認めた者 

（入学者の選考及び入学許可） 

第41条 校長は，入学志望者に対して，別に定め

るところにより選考のうえ，入学を許可する。 

（修業年限及び在学年限） 

第42条 専攻科の修業年限は，２年とする。た

だし，４年を超えて在学することはできない。 

（休学の期間） 

第43条 専攻科学生の休学期間は，１年以内と

する。ただし，特別の理由がある場合は，１

年を限度として，休学期間の延長を認めること

がある。 

２ 休学期間は，通算して２年を超えることが

できない。 

３ 休学の期間は，前条に定める修業年限及び

在学期間に算入しない。 

（教育課程） 

第44条 開設する授業科目及びその単位数は，

別表第３のとおりとする。ただし，豊橋技術

科学大学と実施する先端融合テクノロジー連

携教育プログラム（以下「連携教育プログラ

ム」という。）を履修する者については、別表

第４のとおりとする。 

２ 授業科目の単位計算は，１単位の学修時間

を教室内授業・課題学修等及び教室外学修を

合わせて45時間とし，次の各号の基準による

ものとする。 
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４ 前３項に関し，必要な事項は別に定める。 

（卒業） 

第26条 全学年の課程を修了した者には，校長

は，所定の卒業証書を授与する。 

（称号） 

第26条の２ 本校を卒業した者は，準学士と称

することができる。 

第６章 検定料，入学料，授業料及び

寄宿料 

（授業料等） 

第27条 授業料，入学料，検定料及び寄宿料の

額並びに徴収方法等は，独立行政法人国立高

等専門学校機構における授業料その他の費用

に関する規則（平成16年独立行政法人国立高

等専門学校機構規則第35号）の定めるところ

による。 

 （検定料） 

第28条 本校に入学を志望する者は，願書を提

出するときに，検定料を納付するものとする。 

 （入学料） 

第29条 本校に入学する者は，入学手続きをす

るときに，入学料を納付するものとする。 

 （授業料） 

第30条 学生は，各年度に係る授業料を前期及

び後期の２期に区分して納付するものとし，

それぞれの期において納付する額は，年額の

２分の１に相当する額とする。 

２ 前項の授業料は，前期にあっては５月，後

期にあっては10月に納付するものとする。 

３ 前２項の規定にかかわらず，学生の申出が

あったときは，前期に係る授業料を納付する

ときに，当該年度の後期に係る授業料を併せ

て納付することができる。 

 （学年の中途で入学した者の授業料） 

第30条の２ 学年の中途において入学した者が，

前期又は後期において納付する授業料の額は，

授業料の年額の12分の１に相当する額に入学

の日の属する月から次の納付の時期前までの

月数を乗じて得た額とし，入学の日の属する

月に納付するものとする。 

 （学年の中途で退学する者の授業料） 

第30条の３ 学年の中途で退学する者は，退学

する日の属する時期が前期であるときは，授

業料の年額の２分の１に相当する額の授業料

を，退学する日の属する時期が後期であると

きは，授業料の年額に相当する額の授業料を

それぞれ納付するものとする。 

 （寄宿料） 

第31条 寄宿舎に入舎する学生は，入舎した日

の属する月から退舎する日の属する月までの

間，寄宿料を納付するものとする。 

（検定料，入学料，授業料及び寄宿料の免除等） 

第32条 本校に入学を志願する者で，その主た

る家計支持者が風水害等の災害を受けた場合

には，検定料を免除することがある。 

２ 前項の検定料免除は，独立行政法人国立高

等専門学校機構理事長の定めにより，校長が

許可する。 

３ 経済的理由によって納付が困難であると認

められ，かつ，学業優秀と認めるときは，入

学料，授業料又は寄宿料（以下「入学料等」

という。）の全額若しくは半額を免除し，又は

その徴収を猶予することがある。 

４ 入学料等の免除又は徴収の猶予に関し必要

な事項は，別に定める。 

 （検定料等の返還） 

第33条 既納の検定料，入学料及び授業料は，

返還しない。ただし，次の各号の１に該当す

る場合には授業料相当額等を返還する。 

 一 第30条第３項の規定に基づき，前期分及

び後期分授業料を納付し，後期分授業料の

徴収時期前に休学又は退学した場合には，

納付した者の申し出により後期分授業料相

当額 

二 第30条の規定に基づき，授業料を納付し

た者が，その後授業料納付期限以前に休学

を許可された場合は，納付した者の申し出

により当該授業料相当額 

 三 独立行政法人国立高等専門学校機構によ

る検定料免除の場合は，納付した者の申し

出により当該検定料相当額 

第７章 学生準則，賞罰及び除籍
 

 （学生準則） 

第34条 学生は，この学則に定めるもののほか，

別に定める学生準則を遵守しなければならない。 

 （表彰） 

第35条 学生として表彰に値する行為があった

ときは，表彰することがある。 
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別 表 第 １

一般科目（各科共通）   （平成 30 年度以降入学生）
 
一般科目（各科共通）     （平成 31 年度以降編入学生）

授業科目 授業
種別

学修
単位

第 3 学年 第 4 学年 第 5 学年
備考

一般学生
単位数

留学生
単位数

一般学生
単位数

留学生
単位数

一般学生
単位数

留学生
単位数

必
　
　
　
　
　
　
修
　
　
　
　
　
　
科
　
　
　
　
　
　
目

総 合 国 語 講義 2 1

政 治・経 済 講義 2

現代社会と法 講義 2

数 学 Ａ Ⅰ 講義 2 2

数 学 Ａ Ⅱ 講義 2 2

数 学 Ｂ 講義 2

体 育 実技 2 2 2 2

英 語 Ａ 講義 2 2 2

英 語 Ｃ 講義 1 1
第二外国語

（ドイツ語 ） 講義 2 2
第二外国語

（ 中 国 語 ） 講義 2 2

日 本 語 講義 3 2

日 本 事 情 講義 1 1

開設単位数計 13 13 9 7 4 2

修得単位数計 13 13 9 7 4 2

特 別 活 動 1 1

１ 　授業種別欄は、授業の形態により、講義、演習、実験・実習及び実
技の別を示す。

２ 　学修単位欄に○印のある授業科目（同欄に学年の表示のあるものは当
該学年のみ）は、第13第３項に規定する授業科目を示し、空欄のものは
同条第２項に規定する授業科目を示す。

授業科目 授業
種別

学修
単位 単位数

学年別配当
備考

1年 2年 3年 4年 5年

必
　
　
　
　
　
　
修
　
　
　
　
　
　
科
　
　
　
　
　
　
目

国
語

国 語 Ａ 講義 2 2

国 語 Ｂ 講義 2 2

総合国語 講義 5 2 2 1

社
会

倫 理 講義 2 2

政治・経済 講義 2 2

世 界 史 講義 2 2

日 本 史 講義 2 2

地 理 講義 2 2

現代社会と法 講義 2 2

数
学

数 学ＡⅠ 講義 6 2 2 2
解析

数学ＡⅡ 講義 6 2 2 2

数 学 Ｂ 講義 4 2 2 代数

理
科

物 理 Ａ 講義 1 1

物 理ＢⅠ 講義 2 2

物理ＢⅡ 講義 2 2

化 学 Ａ 講義 2 2

化 学 Ｂ 講義 2 2

総 合 理 科 講義 1 1 生物・
地学

保
健
体
育

保 健 講義 2 2

体 育 実技 8 2 2 2 2

芸
術

美 術 実技 1 1

音 楽 実技 1 1

外
国
語

英 語 Ａ 講義 10 2 2 2 2 2 英文
講読

英 語 Ｂ 講義 3 2 1 英文法・作文

英 語 Ｃ 講義 5 2 2 1 オーラルコミュ
ニケーション

第 二 外 国 語
（ドイツ 語 ） 講義 2 2
第 二 外 国 語

（ 中 国 語 ） 講義 2 2

開設単位数計 81 30 25 13 9 4

修得単位数計 81 30 25 13 9 4

特 別 活 動 3 1 1 1

１ 　授業種別欄は、授業の形態により、講義、演習、実験・実習及
び実技の別を示す。

２  　学修単位欄に○印のある授業科目（同欄に学年の表示のあるも
のは当該学年のみ）は、第 13条第３項に規定する授業科目を示し、
空欄のものは同条第２項に規定する授業科目を示す。
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 一 講義については，授業等毎週１時間15週

をもって１単位とする。 

 二 演習については，授業等毎週２時間15週

をもって１単位とする。 

 三 実験，実習については，授業等毎週３時

間15週をもって１単位とする。 

３ 前項の規定にかかわらず，特別実習につい

ては，教室外40時間の実習と教室内５時間の

課題学修をもって１単位とする。 

４ 前２項に規定するもののほか，専攻科の授業科

目の単位計算に関し必要な事項は，別に定める。 

（修了） 

第45条 専攻科に２年以上在学し，所定の授業

科目を履修し，62単位以上を修得した者につ

いては，修了を認定する。 

２ 校長は，修了を認定した者に対し，所定の

修了証書を授与する。 

３ 第１項に規定する単位の修得については，

別に定める。 

（準用規定） 

第46条 専攻科学生については，第４条から第

６条，第12条，第13条の３第１項，第13条の

４第１項，第19条，第21条，第22条から第25

条の２第１項，第27条から第34条，第36条か

ら第36条の２の規定を準用する。この場合に

おいて第25条の２第１項中「外国の高等学校

又は大学」とあるのは，「外国の大学」と，第

36条の２第２号中「第21条の２」とあるのは，

「第43条」とそれぞれ読み替えるものとする。 

第47条 本章に定めるもののほか，専攻科に関

し必要な事項は，別に定める。 

第９章 研究生，聴講生，特別聴講学

生及び科目等履修生 

 （研究生） 

第48条 本校において，特定の専門事項について

研究することを志願する者があるときは，本校

の教育研究に支障のない場合に限り，選考の上，

研究生として入学を許可することがある。 

２ 研究生に関し必要な事項は，別に定める。 

 （聴講生） 

第49条 本校において開設する授業科目のうち，

特定の科目について聴講を志願する者があると

きは，本校の教育に支障のない場合に限り，選

考の上，聴講生として入学を許可することがある。 

２ 聴講生に関し必要な事項は，別に定める。 

第49条の２ 他の高等専門学校又は大学の学生で，

本校との単位互換協定に基づき本校の授業科目

の履修を志願する者があるときは，教育研究に

支障のない場合に限り，選考の上，特別聴講学

生として入学を許可することがある。 

２ 特別聴講学生に関し必要な事項は，別に定める。 

 （科目等履修生） 

第50条 本校において，一又は複数の授業科目を

履修し単位を修得しようとする者があるときは，

本校の教育研究に支障のない場合に限り，選考

の上，科目等履修生として入学を許可すること

がある。 

２ 科目等履修生に関し必要な事項は，別に定める。 

第10章 公開講座 

（公開講座） 

第51条 本校は，社会人の教養を高め，文化の

向上に資するため，公開講座を開設すること

ができる。 

２ 公開講座に関し，必要な事項は別に定める。 

第11章 寄宿舎 

（寄宿舎） 

第52条 本校に寄宿舎を設ける。 

２ 寄宿舎の運営その他必要な事項は，別に定める。 

第12章 外国人留学生 

 （外国人留学生） 

第53条 外国人留学生として本校に入学を志望

する者がある場合には，選考のうえ入学を許

可することがある。 

２ 外国人留学生の入学，教育課程その他の特

例については，別に定める。 

   附 則 

 この学則は，昭和38年４月１日から実施する。 

   省 略 

附 則 

この学則は，令和７年４月２日から施行し，令和

７年４月１日から適用する。ただし，別表第２のう

ち，専門科目（電気情報工学科）〈電気電子工学コー

ス〉（令和３年以降編入学生）および（電気情報工学

科）〈情報工学コース〉（令和３年度以降編入学生）

の教育課程については，令和６年４月１日から適用

する。 
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別 表 第 １

一般科目（各科共通）   （平成 30 年度以降入学生）
 
一般科目（各科共通）     （平成 31 年度以降編入学生）

授業科目 授業
種別

学修
単位

第 3 学年 第 4 学年 第 5 学年
備考

一般学生
単位数

留学生
単位数

一般学生
単位数

留学生
単位数

一般学生
単位数

留学生
単位数

必
　
　
　
　
　
　
修
　
　
　
　
　
　
科
　
　
　
　
　
　
目

総 合 国 語 講義 2 1

政 治・経 済 講義 2

現代社会と法 講義 2

数 学 Ａ Ⅰ 講義 2 2

数 学 Ａ Ⅱ 講義 2 2

数 学 Ｂ 講義 2

体 育 実技 2 2 2 2

英 語 Ａ 講義 2 2 2

英 語 Ｃ 講義 1 1
第二外国語

（ドイツ語 ） 講義 2 2
第二外国語

（ 中 国 語 ） 講義 2 2

日 本 語 講義 3 2

日 本 事 情 講義 1 1

開設単位数計 13 13 9 7 4 2

修得単位数計 13 13 9 7 4 2

特 別 活 動 1 1

１ 　授業種別欄は、授業の形態により、講義、演習、実験・実習及び実
技の別を示す。

２ 　学修単位欄に○印のある授業科目（同欄に学年の表示のあるものは当
該学年のみ）は、第13第３項に規定する授業科目を示し、空欄のものは
同条第２項に規定する授業科目を示す。

授業科目 授業
種別

学修
単位 単位数

学年別配当
備考

1年 2年 3年 4年 5年

必
　
　
　
　
　
　
修
　
　
　
　
　
　
科
　
　
　
　
　
　
目

国
語

国 語 Ａ 講義 2 2

国 語 Ｂ 講義 2 2

総合国語 講義 5 2 2 1

社
会

倫 理 講義 2 2

政治・経済 講義 2 2

世 界 史 講義 2 2

日 本 史 講義 2 2

地 理 講義 2 2

現代社会と法 講義 2 2

数
学

数 学ＡⅠ 講義 6 2 2 2
解析

数学ＡⅡ 講義 6 2 2 2

数 学 Ｂ 講義 4 2 2 代数

理
科

物 理 Ａ 講義 1 1

物 理ＢⅠ 講義 2 2

物理ＢⅡ 講義 2 2

化 学 Ａ 講義 2 2

化 学 Ｂ 講義 2 2

総 合 理 科 講義 1 1 生物・
地学

保
健
体
育

保 健 講義 2 2

体 育 実技 8 2 2 2 2

芸
術

美 術 実技 1 1

音 楽 実技 1 1

外
国
語

英 語 Ａ 講義 10 2 2 2 2 2 英文
講読

英 語 Ｂ 講義 3 2 1 英文法・作文

英 語 Ｃ 講義 5 2 2 1 オーラルコミュ
ニケーション

第 二 外 国 語
（ドイツ 語 ） 講義 2 2
第 二 外 国 語

（ 中 国 語 ） 講義 2 2

開設単位数計 81 30 25 13 9 4

修得単位数計 81 30 25 13 9 4

特 別 活 動 3 1 1 1

１ 　授業種別欄は、授業の形態により、講義、演習、実験・実習及
び実技の別を示す。

２  　学修単位欄に○印のある授業科目（同欄に学年の表示のあるも
のは当該学年のみ）は、第 13条第３項に規定する授業科目を示し、
空欄のものは同条第２項に規定する授業科目を示す。

　
　

 

－18－ 

 一 講義については，授業等毎週１時間15週

をもって１単位とする。 

 二 演習については，授業等毎週２時間15週

をもって１単位とする。 

 三 実験，実習については，授業等毎週３時

間15週をもって１単位とする。 

３ 前項の規定にかかわらず，特別実習につい

ては，教室外40時間の実習と教室内５時間の

課題学修をもって１単位とする。 

４ 前２項に規定するもののほか，専攻科の授業科

目の単位計算に関し必要な事項は，別に定める。 

（修了） 

第45条 専攻科に２年以上在学し，所定の授業

科目を履修し，62単位以上を修得した者につ

いては，修了を認定する。 

２ 校長は，修了を認定した者に対し，所定の

修了証書を授与する。 

３ 第１項に規定する単位の修得については，

別に定める。 

（準用規定） 

第46条 専攻科学生については，第４条から第

６条，第12条，第13条の３第１項，第13条の

４第１項，第19条，第21条，第22条から第25

条の２第１項，第27条から第34条，第36条か

ら第36条の２の規定を準用する。この場合に

おいて第25条の２第１項中「外国の高等学校

又は大学」とあるのは，「外国の大学」と，第

36条の２第２号中「第21条の２」とあるのは，

「第43条」とそれぞれ読み替えるものとする。 

第47条 本章に定めるもののほか，専攻科に関

し必要な事項は，別に定める。 

第９章 研究生，聴講生，特別聴講学

生及び科目等履修生 

 （研究生） 

第48条 本校において，特定の専門事項について

研究することを志願する者があるときは，本校

の教育研究に支障のない場合に限り，選考の上，

研究生として入学を許可することがある。 

２ 研究生に関し必要な事項は，別に定める。 

 （聴講生） 

第49条 本校において開設する授業科目のうち，

特定の科目について聴講を志願する者があると

きは，本校の教育に支障のない場合に限り，選

考の上，聴講生として入学を許可することがある。 

２ 聴講生に関し必要な事項は，別に定める。 

第49条の２ 他の高等専門学校又は大学の学生で，

本校との単位互換協定に基づき本校の授業科目

の履修を志願する者があるときは，教育研究に

支障のない場合に限り，選考の上，特別聴講学

生として入学を許可することがある。 

２ 特別聴講学生に関し必要な事項は，別に定める。 

 （科目等履修生） 

第50条 本校において，一又は複数の授業科目を

履修し単位を修得しようとする者があるときは，

本校の教育研究に支障のない場合に限り，選考

の上，科目等履修生として入学を許可すること

がある。 

２ 科目等履修生に関し必要な事項は，別に定める。 

第10章 公開講座 

（公開講座） 

第51条 本校は，社会人の教養を高め，文化の

向上に資するため，公開講座を開設すること

ができる。 

２ 公開講座に関し，必要な事項は別に定める。 

第11章 寄宿舎 

（寄宿舎） 

第52条 本校に寄宿舎を設ける。 

２ 寄宿舎の運営その他必要な事項は，別に定める。 

第12章 外国人留学生 

 （外国人留学生） 

第53条 外国人留学生として本校に入学を志望

する者がある場合には，選考のうえ入学を許

可することがある。 

２ 外国人留学生の入学，教育課程その他の特

例については，別に定める。 

   附 則 

 この学則は，昭和38年４月１日から実施する。 

   省 略 

附 則 

この学則は，令和７年４月２日から施行し，令和

７年４月１日から適用する。ただし，別表第２のう

ち，専門科目（電気情報工学科）〈電気電子工学コー

ス〉（令和３年以降編入学生）および（電気情報工学

科）〈情報工学コース〉（令和３年度以降編入学生）

の教育課程については，令和６年４月１日から適用

する。 
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専門科目（機械工学科） 　 　（令和５年度以降入学生） 専門科目（機械工学科）  　　（令和６年度以降入学生）

授業科目 授業
種別

学修
単位 単位数

学年別配当
備考

1年 2年 3年 4年 5年

必
　
　
　
　
　
　
修
　
　
　
　
　
　
科
　
　
　
　
　
　
目

応用数学Ⅰ 講義 1 1
応用数学Ⅱ 講義 1 1
応用数学Ⅲ 講義 1 1
応用物理Ⅰ 講義 2 2
応用物理Ⅱ 講義 1 1
工 業 力 学 講義 2 2
機 構 学 講義 2 2
機械力学Ⅰ 講義 1 1
機械力学Ⅱ 講義 1 1
材料力学Ⅰ 講義 2 2
材料力学Ⅱ 講義 1 1
材料力学Ⅲ 講義 1 1
流体力学Ⅰ 講義 2 2
熱 力 学 Ⅰ 講義 2 2
材 料 学 Ⅰ 講義 1 1
材 料 学 Ⅱ 講義 1 1
機械工作法Ⅰ 講義 1 1
機械工作法Ⅱ 講義 1 1
機械工作法Ⅲ 講義 1 1
生 産 工 学 講義 1 1
制御工学Ⅰ 講義 1 1
計 測 工 学 講義 1 1
機械設計法Ⅰ 講義 1 1
機械設計法Ⅱ 講義 1 1
情報リテラシー 講義 1 1
情報処理Ⅰ 講義 1 1
情報処理Ⅱ 講義 1 1
数値計算法 講義 1 1
ものづくり入門 実験・実習 3 3
機械設計製図Ⅰ 実験・実習 2 2
機械設計製図Ⅱ 実験・実習 2 2
機械工学実験Ⅰ 実験・実習 2 2
機械工学実験Ⅱ 実験・実習 2 2
機械工学実習Ⅰ 実験・実習 3 3
機械工学実習Ⅱ 実験・実習 3 3
創生工学実習 実験・実習 3 3
機械工学演習 演習 1 1
機械工学基礎研究 演習 2 2
技術者倫理 講義 1 1
卒 業 研 究 実験・実習 8 8
小 計 66 3 8 20 25 10

選
　
　
択
　
　
科
　
　
目

応用物理Ⅲ 講義 ○ 2 2
流体力学Ⅱ 講義 ○ 2 2
熱 力 学 Ⅱ 講義 ○ 2 2
エネルギー工学 講義 ○ 2 2
伝 熱 工 学 講義 ○ 2 2
材 料 学 Ⅲ 講義 ○ 2 2
制御工学Ⅱ 講義 ○ 2 2
電気・電子工学概論 講義 ○ 2 2
工 学 解 析 演習 ○ 2 2
連続体力学入門 講義 ○ 2 2
システム工学 講義 ○ 2 2
メカトロニクス 講義 ○ 2 2
ロボット工学 講義 ○ 2 2
機械工学特論 講義 ○ 2 2
選 択 科目開 設 単 位 数 28 28
選 択 科目修 得 単 位 数 20 以上 20 以上

専 門 科 目 開 設 単 位 数 計 94 3 8 20 25 38
専 門 科 目 修 得 単 位 数 計 86 以上 3 8 20 25 30 以上
一 般 科 目 修 得 単 位 数 計 81 30 25 13 9 4
合 計 修 得 単 位 数 167 以上 33 33 33 34 34 以上
１ 　授業種別欄は、授業の形態により、講義、演習、実験・実習及び

実技の別を示す。
２ 　学修単位欄に○印のある授業科目（同欄に学年の表示のあるもの

は当該学年のみ）は、第13条第３項に規定する授業科目を示し、空
欄のものは同条第２項に規定する授業科目を示す。

　

授業科目 授業
種別

学修
単位 単位数

学年別配当
備考

1年 2年 3年 4年 5年

必
　
　
　
　
　
　
修
　
　
　
　
　
　
科
　
　
　
　
　
　
目

応用数学Ⅰ 講義 1 1
応用数学Ⅱ 講義 1 1
応用数学Ⅲ 講義 1 1
応用物理Ⅰ 講義 2 2
応用物理Ⅱ 講義 1 1
工 業 力 学 講義 2 2
機 構 学 講義 2 2
機械力学Ⅰ 講義 1 1
機械力学Ⅱ 講義 1 1
材料力学Ⅰ 講義 2 2
材料力学Ⅱ 講義 1 1
材料力学Ⅲ 講義 1 1
流体力学Ⅰ 講義 2 2
熱 力 学 Ⅰ 講義 2 2
材 料 学 Ⅰ 講義 1 1
材 料 学 Ⅱ 講義 1 1
機械工作法Ⅰ 講義 1 1
機械工作法Ⅱ 講義 1 1
機械工作法Ⅲ 講義 1 1
生 産 工 学 講義 1 1
制御工学Ⅰ 講義 1 1
計 測 工 学 講義 1 1
機械設計法Ⅰ 講義 1 1
機械設計法Ⅱ 講義 1 1
情報リテラシー 講義 1 1
情報処理Ⅰ 講義 1 1
情報処理Ⅱ 講義 1 1
数値計算法 講義 1 1
ものづくり入門 実験・実習 3 3
機械設計製図Ⅰ 実験・実習 2 2
機械設計製図Ⅱ 実験・実習 2 2
機械工学実験Ⅰ 実験・実習 2 2
機械工学実験Ⅱ 実験・実習 2 2
機械工学実習Ⅰ 実験・実習 3 3
機械工学実習Ⅱ 実験・実習 3 3
創生工学実習 実験・実習 3 3
機械工学演習 演習 1 1
機械工学基礎研究 演習 2 2
技術者倫理 講義 1 1
卒 業 研 究 実験・実習 8 8
小 計 66 3 8 20 25 10

選
　
　
択
　
　
科
　
　
目

応用物理Ⅲ 講義 ○ 2 2
流体力学Ⅱ 講義 ○ 2 2
熱 力 学 Ⅱ 講義 ○ 2 2
エネルギー工学 講義 ○ 2 2
伝 熱 工 学 講義 ○ 2 2
材 料 学 Ⅲ 講義 ○ 2 2
制御工学Ⅱ 講義 ○ 2 2
電気・電子工学概論 講義 ○ 2 2
工 学 解 析 演習 ○ 2 2
連続体力学入門 講義 ○ 2 2
システム工学 講義 ○ 2 2
メカトロニクス 講義 ○ 2 2
ロボット工学 講義 ○ 2 2
機械工学特論 講義 ○ 2 2
Ａ Ｉ 実 践 演習 ○ 2 2
選 択 科目開 設 単 位 数 30 30
選 択 科目修 得 単 位 数 20 以上 20 以上

専 門 科 目 開 設 単 位 数 計 96 3 8 20 25 40
専 門 科 目 修 得 単 位 数 計 86 以上 3 8 20 25 30 以上
一 般 科 目 修 得 単 位 数 計 81 30 25 13 9 4
合 計 修 得 単 位 数 167 以上 33 33 33 34 34 以上
１ 　授業種別欄は、授業の形態により、講義、演習、実験・実習及び

実技の別を示す。
２ 　学修単位欄に○印のある授業科目（同欄に学年の表示のあるもの

は当該学年のみ）は、第１３条第３項に規定する授業科目を示し、空
欄のものは同条第２項に規定する授業科目を示す。

　

別 表 第 ２

専門科目（機械工学科）  （平成 29 年度以降入学生） 専門科目（機械工学科） 　（平成 31 年度以降編入学生）

授業科目 授業
種別

学修
単位

第 3 学年 第 4 学年 第 5 学年
備考一般学生

単位数
留学生
単位数

一般学生
単位数

留学生
単位数

一般学生
単位数

留学生
単位数

必
　
　
　
　
　
　
修
　
　
　
　
　
　
科
　
　
　
　
　
　
目

応 用 数 学 Ⅰ 講義 2 2
応 用 数 学 Ⅱ 講義 1 1
応 用 数 学 Ⅲ 講義 1 1
応 用 物 理 Ⅰ 講義 2 2
応 用 物 理 Ⅱ 講義 1 1
工 業 力 学 講義 2 2
機 構 学 講義 2 2
機 械 力 学 Ⅰ 講義 1 1
機 械 力 学 Ⅱ 講義 1 1
材 料 力 学 Ⅰ 講義 2 2
材 料 力 学 Ⅱ 講義 1 1
材 料 力 学 Ⅲ 講義 1 1
流 体 力 学 Ⅰ 講義 2 2
熱 力 学 Ⅰ 講義 2 2
材 料 学 Ⅰ 講義 1 1
材 料 学 Ⅱ 講義 1 1
塑 性 加 工 学Ⅰ 講義 1 1
生 産 工 学 講義 1 1
制 御 工 学 Ⅰ 講義 1 1
計 測 工 学 講義 1 1
機 械 設 計 法Ⅰ 講義 1 1
機 械 設 計 法Ⅱ 講義 1 1
情 報 処 理 Ⅰ 講義 1 1
情 報 処 理 Ⅱ 講義 1 1
数 値 計 算 法 講義 1 1
機械設計製図Ⅱ 実験・実習 2 2
機械工学実験Ⅰ実験・実習 2 2
機械工学実験Ⅱ 実験・実習 2 2
機械工学実習Ⅱ 実験・実習 3 3
創生工学実習 実験・実習 3 3
機械工学基礎研究 演習 2 2
技 術 者 倫 理 講義 1 1
卒 業 研 究 実験・実習 6 6
小 計 20 20 25 25 8 8

選
　
　
択
　
　
科
　
　
目

応 用 物 理 Ⅲ 講義 ○ 2 2
流 体 力 学 Ⅱ 講義 ○ 2 2
流 体 力 学 Ⅲ 講義 ○ 2 2
熱 力 学 Ⅱ 講義 ○ 2 2
エネルギー工学 講義 ○ 2 2
伝 熱 工 学 講義 ○ 2 2
材 料 学 Ⅲ 講義 ○ 2 2
塑 性 加 工 学Ⅱ 講義 ○ 2 2
制 御 工 学 Ⅱ 講義 ○ 2 2
電気・電子工学概論 講義 ○ 2 2
工 学 解 析 演習 ○ 2 2
弾 性 力 学 講義 ○ 2 2
塑 性 力 学 講義 ○ 2 2
システム工 学 講義 ○ 2 2
メカトロニクス 講義 ○ 2 2
ロボット工 学 講義 ○ 2 2
選 択 科 目 開 設 単 位 数 32 32
選 択 科 目 修 得 単 位 数 22 以上 26 以上

専 門 科 目 開 設 単 位 数 計 20 20 25 25 40 40
専 門 科 目 修 得 単 位 数 計 20 20 25 25 30 以上 34 以上
一 般 科 目 修 得 単 位 数 計 13 13 9 7 4 2
合 計 修 得 単 位 数 33 33 34 32 34 以上 36 以上
１ 　授業種別欄は、授業の形態により、講義、演習、実験・実習及び実

技の別を示す。
２ 　学修単位欄に○印のある授業科目（同欄に学年の表示のあるものは当

該学年のみ）は、第13条第３項に規定する授業科目を示し、空欄のもの
は同条第２項に規定する授業科目を示す。

授業科目 授業
種別

学修
単位 単位数

学年別配当
備考

1年 2年 3年 4年 5年

必
　
　
　
　
　
　
修
　
　
　
　
　
　
科
　
　
　
　
　
　
目

応用数学Ⅰ 講義 2 2
応用数学Ⅱ 講義 1 1
応用数学Ⅲ 講義 1 1
応用物理Ⅰ 講義 2 2
応用物理Ⅱ 講義 1 1
工 業 力 学 講義 2 2
機 構 学 講義 2 2
機械力学Ⅰ 講義 1 1
機械力学Ⅱ 講義 1 1
材料力学Ⅰ 講義 2 2
材料力学Ⅱ 講義 1 1
材料力学Ⅲ 講義 1 1
流体力学Ⅰ 講義 2 2
熱 力 学 Ⅰ 講義 2 2
材 料 学 Ⅰ 講義 1 1
材 料 学 Ⅱ 講義 1 1
機械工作法Ⅰ 講義 1 1
機械工作法Ⅱ 講義 1 1
塑性加工学Ⅰ 講義 1 1
生 産 工 学 講義 1 1
制御工学Ⅰ 講義 1 1
計 測 工 学 講義 1 1
機械設計法Ⅰ 講義 1 1
機械設計法Ⅱ 講義 1 1
情報リテラシー 講義 1 1
情報処理Ⅰ 講義 1 1
情報処理Ⅱ 講義 1 1
数値計算法 講義 1 1
ものづくり入門 実験・実習 3 3
機械設計製図Ⅰ 実験・実習 2 2
機械設計製図Ⅱ 実験・実習 2 2
機械工学実験Ⅰ 実験・実習 2 2
機械工学実験Ⅱ 実験・実習 2 2
機械工学実習Ⅰ 実験・実習 3 3
機械工学実習Ⅱ 実験・実習 3 3
創生工学実習 実験・実習 3 3
機械工学基礎研究 演習 2 2
技 術 者 倫 理 講義 1 1
卒 業 研 究 実験・実習 6 6
小 計 64 3 8 20 25 8

選
　
　
択
　
　
科
　
　
目

応用物理Ⅲ 講義 ○ 2 2
流体力学Ⅱ 講義 ○ 2 2
流体力学Ⅲ 講義 ○ 2 2
熱 力 学 Ⅱ 講義 ○ 2 2
エネルギー工学 講義 ○ 2 2
伝 熱 工 学 講義 ○ 2 2
材 料 学 Ⅲ 講義 ○ 2 2
塑性加工学Ⅱ 講義 ○ 2 2
制御工学Ⅱ 講義 ○ 2 2
電気・電子工学概論 講義 ○ 2 2
工 学 解 析 演習 ○ 2 2
弾 性 力 学 講義 ○ 2 2
塑 性 力 学 講義 ○ 2 2
システム工学 講義 ○ 2 2
メカトロニクス 講義 ○ 2 2
ロボット工学 講義 ○ 2 2
選 択 科目開 設 単 位 数 32 32
選 択 科目修 得 単 位 数 22 以上 22 以上

専 門 科 目 開 設 単 位 数 計 96 3 8 20 25 40
専 門 科 目 修 得 単 位 数 計 86 以上 3 8 20 25 30 以上
一 般 科 目 修 得 単 位 数 計 81 30 25 13 9 4
合 計 修 得 単 位 数 167 以上 33 33 33 34 34 以上
１ 　授業種別欄は、授業の形態により、講義、演習、実験・実習及び

実技の別を示す。
２ 　学修単位欄に○印のある授業科目（同欄に学年の表示のあるもの

は当該学年のみ）は、第13条第３項に規定する授業科目を示し、空
欄のものは同条第２項に規定する授業科目を示す。
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専門科目（機械工学科） 　 　（令和５年度以降入学生） 専門科目（機械工学科）  　　（令和６年度以降入学生）

授業科目 授業
種別

学修
単位 単位数

学年別配当
備考

1年 2年 3年 4年 5年

必
　
　
　
　
　
　
修
　
　
　
　
　
　
科
　
　
　
　
　
　
目

応用数学Ⅰ 講義 1 1
応用数学Ⅱ 講義 1 1
応用数学Ⅲ 講義 1 1
応用物理Ⅰ 講義 2 2
応用物理Ⅱ 講義 1 1
工 業 力 学 講義 2 2
機 構 学 講義 2 2
機械力学Ⅰ 講義 1 1
機械力学Ⅱ 講義 1 1
材料力学Ⅰ 講義 2 2
材料力学Ⅱ 講義 1 1
材料力学Ⅲ 講義 1 1
流体力学Ⅰ 講義 2 2
熱 力 学 Ⅰ 講義 2 2
材 料 学 Ⅰ 講義 1 1
材 料 学 Ⅱ 講義 1 1
機械工作法Ⅰ 講義 1 1
機械工作法Ⅱ 講義 1 1
機械工作法Ⅲ 講義 1 1
生 産 工 学 講義 1 1
制御工学Ⅰ 講義 1 1
計 測 工 学 講義 1 1
機械設計法Ⅰ 講義 1 1
機械設計法Ⅱ 講義 1 1
情報リテラシー 講義 1 1
情報処理Ⅰ 講義 1 1
情報処理Ⅱ 講義 1 1
数値計算法 講義 1 1
ものづくり入門 実験・実習 3 3
機械設計製図Ⅰ 実験・実習 2 2
機械設計製図Ⅱ 実験・実習 2 2
機械工学実験Ⅰ 実験・実習 2 2
機械工学実験Ⅱ 実験・実習 2 2
機械工学実習Ⅰ 実験・実習 3 3
機械工学実習Ⅱ 実験・実習 3 3
創生工学実習 実験・実習 3 3
機械工学演習 演習 1 1
機械工学基礎研究 演習 2 2
技術者倫理 講義 1 1
卒 業 研 究 実験・実習 8 8
小 計 66 3 8 20 25 10

選
　
　
択
　
　
科
　
　
目

応用物理Ⅲ 講義 ○ 2 2
流体力学Ⅱ 講義 ○ 2 2
熱 力 学 Ⅱ 講義 ○ 2 2
エネルギー工学 講義 ○ 2 2
伝 熱 工 学 講義 ○ 2 2
材 料 学 Ⅲ 講義 ○ 2 2
制御工学Ⅱ 講義 ○ 2 2
電気・電子工学概論 講義 ○ 2 2
工 学 解 析 演習 ○ 2 2
連続体力学入門 講義 ○ 2 2
システム工学 講義 ○ 2 2
メカトロニクス 講義 ○ 2 2
ロボット工学 講義 ○ 2 2
機械工学特論 講義 ○ 2 2
選 択 科目開 設 単 位 数 28 28
選 択 科目修 得 単 位 数 20 以上 20 以上

専 門 科 目 開 設 単 位 数 計 94 3 8 20 25 38
専 門 科 目 修 得 単 位 数 計 86 以上 3 8 20 25 30 以上
一 般 科 目 修 得 単 位 数 計 81 30 25 13 9 4
合 計 修 得 単 位 数 167 以上 33 33 33 34 34 以上
１ 　授業種別欄は、授業の形態により、講義、演習、実験・実習及び

実技の別を示す。
２ 　学修単位欄に○印のある授業科目（同欄に学年の表示のあるもの

は当該学年のみ）は、第13条第３項に規定する授業科目を示し、空
欄のものは同条第２項に規定する授業科目を示す。

　

授業科目 授業
種別

学修
単位 単位数

学年別配当
備考

1年 2年 3年 4年 5年

必
　
　
　
　
　
　
修
　
　
　
　
　
　
科
　
　
　
　
　
　
目

応用数学Ⅰ 講義 1 1
応用数学Ⅱ 講義 1 1
応用数学Ⅲ 講義 1 1
応用物理Ⅰ 講義 2 2
応用物理Ⅱ 講義 1 1
工 業 力 学 講義 2 2
機 構 学 講義 2 2
機械力学Ⅰ 講義 1 1
機械力学Ⅱ 講義 1 1
材料力学Ⅰ 講義 2 2
材料力学Ⅱ 講義 1 1
材料力学Ⅲ 講義 1 1
流体力学Ⅰ 講義 2 2
熱 力 学 Ⅰ 講義 2 2
材 料 学 Ⅰ 講義 1 1
材 料 学 Ⅱ 講義 1 1
機械工作法Ⅰ 講義 1 1
機械工作法Ⅱ 講義 1 1
機械工作法Ⅲ 講義 1 1
生 産 工 学 講義 1 1
制御工学Ⅰ 講義 1 1
計 測 工 学 講義 1 1
機械設計法Ⅰ 講義 1 1
機械設計法Ⅱ 講義 1 1
情報リテラシー 講義 1 1
情報処理Ⅰ 講義 1 1
情報処理Ⅱ 講義 1 1
数値計算法 講義 1 1
ものづくり入門 実験・実習 3 3
機械設計製図Ⅰ 実験・実習 2 2
機械設計製図Ⅱ 実験・実習 2 2
機械工学実験Ⅰ 実験・実習 2 2
機械工学実験Ⅱ 実験・実習 2 2
機械工学実習Ⅰ 実験・実習 3 3
機械工学実習Ⅱ 実験・実習 3 3
創生工学実習 実験・実習 3 3
機械工学演習 演習 1 1
機械工学基礎研究 演習 2 2
技術者倫理 講義 1 1
卒 業 研 究 実験・実習 8 8
小 計 66 3 8 20 25 10

選
　
　
択
　
　
科
　
　
目

応用物理Ⅲ 講義 ○ 2 2
流体力学Ⅱ 講義 ○ 2 2
熱 力 学 Ⅱ 講義 ○ 2 2
エネルギー工学 講義 ○ 2 2
伝 熱 工 学 講義 ○ 2 2
材 料 学 Ⅲ 講義 ○ 2 2
制御工学Ⅱ 講義 ○ 2 2
電気・電子工学概論 講義 ○ 2 2
工 学 解 析 演習 ○ 2 2
連続体力学入門 講義 ○ 2 2
システム工学 講義 ○ 2 2
メカトロニクス 講義 ○ 2 2
ロボット工学 講義 ○ 2 2
機械工学特論 講義 ○ 2 2
Ａ Ｉ 実 践 演習 ○ 2 2
選 択 科目開 設 単 位 数 30 30
選 択 科目修 得 単 位 数 20 以上 20 以上

専 門 科 目 開 設 単 位 数 計 96 3 8 20 25 40
専 門 科 目 修 得 単 位 数 計 86 以上 3 8 20 25 30 以上
一 般 科 目 修 得 単 位 数 計 81 30 25 13 9 4
合 計 修 得 単 位 数 167 以上 33 33 33 34 34 以上
１ 　授業種別欄は、授業の形態により、講義、演習、実験・実習及び

実技の別を示す。
２ 　学修単位欄に○印のある授業科目（同欄に学年の表示のあるもの

は当該学年のみ）は、第１３条第３項に規定する授業科目を示し、空
欄のものは同条第２項に規定する授業科目を示す。

　

別 表 第 ２

専門科目（機械工学科）  （平成 29 年度以降入学生） 専門科目（機械工学科） 　（平成 31 年度以降編入学生）

授業科目 授業
種別

学修
単位

第 3 学年 第 4 学年 第 5 学年
備考一般学生

単位数
留学生
単位数

一般学生
単位数

留学生
単位数

一般学生
単位数

留学生
単位数

必
　
　
　
　
　
　
修
　
　
　
　
　
　
科
　
　
　
　
　
　
目

応 用 数 学 Ⅰ 講義 2 2
応 用 数 学 Ⅱ 講義 1 1
応 用 数 学 Ⅲ 講義 1 1
応 用 物 理 Ⅰ 講義 2 2
応 用 物 理 Ⅱ 講義 1 1
工 業 力 学 講義 2 2
機 構 学 講義 2 2
機 械 力 学 Ⅰ 講義 1 1
機 械 力 学 Ⅱ 講義 1 1
材 料 力 学 Ⅰ 講義 2 2
材 料 力 学 Ⅱ 講義 1 1
材 料 力 学 Ⅲ 講義 1 1
流 体 力 学 Ⅰ 講義 2 2
熱 力 学 Ⅰ 講義 2 2
材 料 学 Ⅰ 講義 1 1
材 料 学 Ⅱ 講義 1 1
塑 性 加 工 学Ⅰ 講義 1 1
生 産 工 学 講義 1 1
制 御 工 学 Ⅰ 講義 1 1
計 測 工 学 講義 1 1
機 械 設 計 法Ⅰ 講義 1 1
機 械 設 計 法Ⅱ 講義 1 1
情 報 処 理 Ⅰ 講義 1 1
情 報 処 理 Ⅱ 講義 1 1
数 値 計 算 法 講義 1 1
機械設計製図Ⅱ 実験・実習 2 2
機械工学実験Ⅰ実験・実習 2 2
機械工学実験Ⅱ 実験・実習 2 2
機械工学実習Ⅱ 実験・実習 3 3
創生工学実習 実験・実習 3 3
機械工学基礎研究 演習 2 2
技 術 者 倫 理 講義 1 1
卒 業 研 究 実験・実習 6 6
小 計 20 20 25 25 8 8

選
　
　
択
　
　
科
　
　
目

応 用 物 理 Ⅲ 講義 ○ 2 2
流 体 力 学 Ⅱ 講義 ○ 2 2
流 体 力 学 Ⅲ 講義 ○ 2 2
熱 力 学 Ⅱ 講義 ○ 2 2
エネルギー工学 講義 ○ 2 2
伝 熱 工 学 講義 ○ 2 2
材 料 学 Ⅲ 講義 ○ 2 2
塑 性 加 工 学Ⅱ 講義 ○ 2 2
制 御 工 学 Ⅱ 講義 ○ 2 2
電気・電子工学概論 講義 ○ 2 2
工 学 解 析 演習 ○ 2 2
弾 性 力 学 講義 ○ 2 2
塑 性 力 学 講義 ○ 2 2
システム工 学 講義 ○ 2 2
メカトロニクス 講義 ○ 2 2
ロボット工 学 講義 ○ 2 2
選 択 科 目 開 設 単 位 数 32 32
選 択 科 目 修 得 単 位 数 22 以上 26 以上

専 門 科 目 開 設 単 位 数 計 20 20 25 25 40 40
専 門 科 目 修 得 単 位 数 計 20 20 25 25 30 以上 34 以上
一 般 科 目 修 得 単 位 数 計 13 13 9 7 4 2
合 計 修 得 単 位 数 33 33 34 32 34 以上 36 以上
１ 　授業種別欄は、授業の形態により、講義、演習、実験・実習及び実

技の別を示す。
２ 　学修単位欄に○印のある授業科目（同欄に学年の表示のあるものは当

該学年のみ）は、第13条第３項に規定する授業科目を示し、空欄のもの
は同条第２項に規定する授業科目を示す。

授業科目 授業
種別

学修
単位 単位数

学年別配当
備考

1年 2年 3年 4年 5年

必
　
　
　
　
　
　
修
　
　
　
　
　
　
科
　
　
　
　
　
　
目

応用数学Ⅰ 講義 2 2
応用数学Ⅱ 講義 1 1
応用数学Ⅲ 講義 1 1
応用物理Ⅰ 講義 2 2
応用物理Ⅱ 講義 1 1
工 業 力 学 講義 2 2
機 構 学 講義 2 2
機械力学Ⅰ 講義 1 1
機械力学Ⅱ 講義 1 1
材料力学Ⅰ 講義 2 2
材料力学Ⅱ 講義 1 1
材料力学Ⅲ 講義 1 1
流体力学Ⅰ 講義 2 2
熱 力 学 Ⅰ 講義 2 2
材 料 学 Ⅰ 講義 1 1
材 料 学 Ⅱ 講義 1 1
機械工作法Ⅰ 講義 1 1
機械工作法Ⅱ 講義 1 1
塑性加工学Ⅰ 講義 1 1
生 産 工 学 講義 1 1
制御工学Ⅰ 講義 1 1
計 測 工 学 講義 1 1
機械設計法Ⅰ 講義 1 1
機械設計法Ⅱ 講義 1 1
情報リテラシー 講義 1 1
情報処理Ⅰ 講義 1 1
情報処理Ⅱ 講義 1 1
数値計算法 講義 1 1
ものづくり入門 実験・実習 3 3
機械設計製図Ⅰ 実験・実習 2 2
機械設計製図Ⅱ 実験・実習 2 2
機械工学実験Ⅰ 実験・実習 2 2
機械工学実験Ⅱ 実験・実習 2 2
機械工学実習Ⅰ 実験・実習 3 3
機械工学実習Ⅱ 実験・実習 3 3
創生工学実習 実験・実習 3 3
機械工学基礎研究 演習 2 2
技 術 者 倫 理 講義 1 1
卒 業 研 究 実験・実習 6 6
小 計 64 3 8 20 25 8

選
　
　
択
　
　
科
　
　
目

応用物理Ⅲ 講義 ○ 2 2
流体力学Ⅱ 講義 ○ 2 2
流体力学Ⅲ 講義 ○ 2 2
熱 力 学 Ⅱ 講義 ○ 2 2
エネルギー工学 講義 ○ 2 2
伝 熱 工 学 講義 ○ 2 2
材 料 学 Ⅲ 講義 ○ 2 2
塑性加工学Ⅱ 講義 ○ 2 2
制御工学Ⅱ 講義 ○ 2 2
電気・電子工学概論 講義 ○ 2 2
工 学 解 析 演習 ○ 2 2
弾 性 力 学 講義 ○ 2 2
塑 性 力 学 講義 ○ 2 2
システム工学 講義 ○ 2 2
メカトロニクス 講義 ○ 2 2
ロボット工学 講義 ○ 2 2
選 択 科目開 設 単 位 数 32 32
選 択 科目修 得 単 位 数 22 以上 22 以上

専 門 科 目 開 設 単 位 数 計 96 3 8 20 25 40
専 門 科 目 修 得 単 位 数 計 86 以上 3 8 20 25 30 以上
一 般 科 目 修 得 単 位 数 計 81 30 25 13 9 4
合 計 修 得 単 位 数 167 以上 33 33 33 34 34 以上
１ 　授業種別欄は、授業の形態により、講義、演習、実験・実習及び

実技の別を示す。
２ 　学修単位欄に○印のある授業科目（同欄に学年の表示のあるもの

は当該学年のみ）は、第13条第３項に規定する授業科目を示し、空
欄のものは同条第２項に規定する授業科目を示す。
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専門科目（電気情報工学科）<電気電子工学コース >
（平成 31 年度以降入学生）

専門科目（電気情報工学科）<情報工学コース >
（平成 31 年度以降入学生）

授業科目 授業
種別

学修
単位

単位
数

学年別配当
備考

1年 2年 3年 4年 5年

必
　
　
　
　
　
　
修
　
　
　
　
　
　
科
　
　
　
　
　
　
目

共
　
　
　
　
　
　
通
　
　
　
　
　
　
科
　
　
　
　
　
　
目

応用数学A 講義 1 1
応用数学 B 講義 2 2
応用数学 C 講義 1 1
応用数学 D 講義 1 1
応用物理 I 講義 4 2 2
電気磁気学I 講義 3 2 1
電気回路 I 講義 4 2 2
電子工学 I 講義 2 2
電気情報工学基礎演習 演習 2 2
電 子 回 路 講義 2 2
電 気 情 報 工 学 演 習 I 演習 1 1
電気情報工学演習 II 演習 1 1
情報ネットワーク 講義 ○ 2 2
論 理 学 講義 1 1
計算機アーキテクチャ 講義 2 2
スイッチング回路理論 講義 1 1
数 値 解 析 講義 ○ 2 2
信 号 処 理 講義 ○ 2 2
プログラミング 講義 4 2 2
技 術 英 語 講義 1 1
技術者倫理 講義 1 1
電気電子設計製図 実験・実習 3 3
電気情報工学実験 実験・実習 9 3 4 2
工学基礎研究 I 演習 1 1
工学基礎研究 II 演習 1 1
卒 業 研 究 実験・実習 6 6

コ
ー
ス
別
科
目

電気電子工学実験 実験・実習 6 2 4
電気磁気学Ⅱ 講義 1 1
電気回路Ⅱ 講義 1 1
電 気 機 器 講義 2 2

小 計 70 3 8 20 28 11

選
　
　
択
　
　
科
　
　
目

海 外 研 修 I 実験・実習 1 1 海外研
修Ⅰ～
Ⅵは実
施期間
より１科
目のみ
選択可
能

海 外 研 修 II 実験・実習 2 2
海 外 研 修 III 実験・実習 3 3
海 外 研 修 IV 実験・実習 4 4
海 外 研 修 V 実験・実習 5 5
海 外 研 修 VI 実験・実習 6 6
発 変 電 工 学 講義 ○ 2 2
送 配 電 工 学 講義 ○ 2 2
電 気 法 規 講義 ○ 2 2 12単位以上

選択必修パワーエレクトロニクス 講義 ○ 2 2
電 気 材 料 講義 ○ 2 2
自 動 制 御 講義 ○ 2 2
光・量子エレクトロニクス 講義 ○ 2 2
電磁エレクトロニクス 講義 ○ 2 2
電 子 計 測 講義 ○ 2 2 電子制御

工学科と
共通

電 子 工 学 II 講義 ○ 2 2
応 用 物 理 II 講義 ○ 2 2
通 信 工 学 講義 ○ 2 2
ソフトウェア工学 講義 ○ 2 2
プログラミング言語論 講義 ○ 2 2
OSとデータベース 講義 ○ 2 2
CGとインタフェース 講義 ○ 2 2
選 択 科 目 開 設 単 位 数 53 53
選 択 科 目 修 得 単 位 数 16 以上 16 以上

専 門 科 目 開 設 単 位 数 計 123 3 8 20 28 64
専 門 科 目 修 得 単 位 数 計 86 以上 3 8 20 28 27 以上
一 般 科 目 修 得 単 位 数 計 81 30 25 13 9 4
合 計 修 得 単 位 数 167 以上 33 33 33 37 31 以上
１ 　授業種別欄は、授業の形態により、講義、演習、実験・実習及び

実技の別を示す。
２ 　学修単位欄に○印のある授業科目（同欄に学年の表示のあるもの

は当該学年のみ）は、第13条第３項に規定する授業科目を示し、空
欄のものは同条第２項に規定する授業科目を示す。

　

授業科目 授業
種別

学修
単位

単位
数

学年別配当
備考

1年 2年 3年 4年 5年

必
　
　
　
　
　
　
修
　
　
　
　
　
　
科
　
　
　
　
　
　
目

共
　
　
　
　
　
　
通
　
　
　
　
　
　
科
　
　
　
　
　
　
目

応用数学A 講義 1 1
応用数学 B 講義 2 2
応用数学 C 講義 1 1
応用数学 D 講義 1 1
応用物理 I 講義 4 2 2
電気磁気学I 講義 3 2 1
電気回路 I 講義 4 2 2
電子工学 I 講義 2 2
電気情報工学基礎演習 演習 2 2
電 子 回 路 講義 2 2
電 気 情 報 工 学 演 習 I 演習 1 1
電気情報工学演習 II 演習 1 1
情報ネットワーク 講義 ○ 2 2
論 理 学 講義 1 1
計算機アーキテクチャ 講義 2 2
スイッチング回路理論 講義 1 1
数 値 解 析 講義 ○ 2 2
信 号 処 理 講義 ○ 2 2
プログラミング 講義 4 2 2
技 術 英 語 講義 1 1
技術者倫理 講義 1 1
電気電子設計製図 実験・実習 3 3
電気情報工学実験 実験・実習 9 3 4 2
工学基礎研究 I 演習 1 1
工 学 基 礎 研 究 II 演習 1 1
卒 業 研 究 実験・実習 6 6

コ
ー
ス
別
科
目

情報工学実験 実験・実習 6 2 4
情 報 理 論 講義 1 1
データ構造とアルゴリズム 講義 1 1
言 語 理 論 講義 1 1
情 報 数 学 講義 1 1

小 計 3 8 20 28 11

選
　
　
択
　
　
科
　
　
目

発 変 電 工 学 講義 ○ 2 2
送 配 電 工 学 講義 ○ 2 2
電 気 法 規 講義 ○ 2 2
パワーエレクトロニクス 講義 ○ 2 2
電 気 材 料 講義 ○ 2 2
自 動 制 御 講義 ○ 2 2

電子制御
工学科と
共通

光・量子エレクトロニクス 講義 ○ 2 2
電磁エレクトロニクス 講義 ○ 2 2
電 子 計 測 講義 ○ 2 2
電 子 工 学 II 講義 ○ 2 2
応 用 物 理 II 講義 ○ 2 2
通 信 工 学 講義 ○ 2 2
ソフトウェア工学 講義 ○ 2 2
プログラミング言語論 講義 ○ 2 2 12単位以上

選択必修OSとデータベース 講義 ○ 2 2
CGとインタフェース 講義 ○ 2 2
海 外 研 修 I 実験・実習 1 1 海外研

修Ⅰ～
Ⅵは実
施期間
より１科
目のみ
選択可
能

海 外 研 修 II 実験・実習 2 2
海 外 研 修 III 実験・実習 3 3
海 外 研 修 IV 実験・実習 4 4
海 外 研 修 V 実験・実習 5 5
海 外 研 修 VI 実験・実習 6 6
選 択 科 目 開 設 単 位 数 53 53
選 択 科 目 修 得 単 位 数 16 以上 16 以上

専 門 科 目 開 設 単 位 数 計 123 3 8 20 28 64
専 門 科 目 修 得 単 位 数 計 86 以上 3 8 20 28 27 以上
一 般 科 目 修 得 単 位 数 計 81 30 25 13 9 4
合 計 修 得 単 位 数 167 以上 33 33 33 37 31 以上
１ 　授業種別欄は、授業の形態により、講義、演習、実験・実習及び

実技の別を示す。
２ 　学修単位欄に○印のある授業科目（同欄に学年の表示のあるもの

は当該学年のみ）は、第13条第３項に規定する授業科目を示し、空
欄のものは同条第２項に規定する授業科目を示す。

　

授業科目 授業
種別

学修
単位

第 3 学年 第 4 学年 第 5 学年
備考一般学生

単位数
留学生
単位数

一般学生
単位数

留学生
単位数

一般学生
単位数

留学生
単位数

必
　
　
　
　
　
　
修
　
　
　
　
　
　
科
　
　
　
　
　
　
目

応 用 数 学 Ⅰ 講義 1 1
応 用 数 学 Ⅱ 講義 1 1
応 用 数 学 Ⅲ 講義 1 1
応 用 物 理 Ⅰ 講義 2 2
応 用 物 理 Ⅱ 講義 1 1
工 業 力 学 講義 2 2
機 構 学 講義 2 2
機 械 力 学 Ⅰ 講義 1 1
機 械 力 学 Ⅱ 講義 1 1
材 料 力 学 Ⅰ 講義 2 2
材 料 力 学 Ⅱ 講義 1 1
材 料 力 学 Ⅲ 講義 1 1
流 体 力 学 Ⅰ 講義 2 2
熱 力 学 Ⅰ 講義 2 2
材 料 学 Ⅰ 講義 1 1
材 料 学 Ⅱ 講義 1 1
機械工作法Ⅲ 講義 1 1
生 産 工 学 講義 1 1
制 御 工 学 Ⅰ 講義 1 1
計 測 工 学 講義 1 1
機 械 設 計 法Ⅰ 講義 1 1
機 械 設 計 法Ⅱ 講義 1 1
情 報 処 理 Ⅰ 講義 1 1
情 報 処 理 Ⅱ 講義 1 1
数 値 計 算 法 講義 1 1
機械設計製図Ⅱ 実験・実習 2 2
機械工学実験Ⅰ実験・実習 2 2
機械工学実験Ⅱ 実験・実習 2 2
機械工学実習Ⅱ 実験・実習 3 3
創生工学実習 実験・実習 3 3
機械工学演習 演習 1 1
機械工学基礎研究 演習 2 2
技 術 者 倫 理 講義 1 1
卒 業 研 究 実験・実習 8 8
小 計 20 20 25 25 10 10

選
　
　
択
　
　
科
　
　
目

応 用 物 理 Ⅲ 講義 ○ 2 2
流 体 力 学 Ⅱ 講義 ○ 2 2
熱 力 学 Ⅱ 講義 ○ 2 2
エ ネ ル ギ ー 工 学 講義 ○ 2 2
伝 熱 工 学 講義 ○ 2 2
材 料 学 Ⅲ 講義 ○ 2 2
制 御 工 学 Ⅱ 講義 ○ 2 2
電 気・電 子 工 学 概 論 講義 ○ 2 2
工 学 解 析 演習 ○ 2 2
連続体力学入門 講義 ○ 2 2
シ ス テ ム 工 学 講義 ○ 2 2
メカトロ ニ クス 講義 ○ 2 2
ロボット工 学 講義 ○ 2 2
機械工学特論 講義 ○ 2 2
選 択 科 目 開 設 単 位 数 28 28
選 択 科 目 修 得 単 位 数 20 以上 24 以上

専 門 科 目 開 設 単 位 数 計 20 20 25 25 38 38
専 門 科 目 修 得 単 位 数 計 20 20 25 25 30 以上 34 以上
一 般 科 目 修 得 単 位 数 計 13 13 9 7 4 2
合 計 修 得 単 位 数 33 33 34 32 34 以上 36 以上
１ 　授業種別欄は、授業の形態により、講義、演習、実験・実習及び実

技の別を示す。
２ 　学修単位欄に○印のある授業科目（同欄に学年の表示のあるものは当

該学年のみ）は、第13条第３項に規定する授業科目を示し、空欄のもの
は同条第２項に規定する授業科目を示す。

授業科目 授業
種別

学修
単位

第 3 学年 第 4 学年 第 5 学年
備考一般学生

単位数
留学生
単位数

一般学生
単位数

留学生
単位数

一般学生
単位数

留学生
単位数

必
　
　
　
　
　
　
修
　
　
　
　
　
　
科
　
　
　
　
　
　
目

応 用 数 学 Ⅰ 講義 1 1
応 用 数 学 Ⅱ 講義 1 1
応 用 数 学 Ⅲ 講義 1 1
応 用 物 理 Ⅰ 講義 2 2
応 用 物 理 Ⅱ 講義 1 1
工 業 力 学 講義 2 2
機 構 学 講義 2 2
機 械 力 学 Ⅰ 講義 1 1
機 械 力 学 Ⅱ 講義 1 1
材 料 力 学 Ⅰ 講義 2 2
材 料 力 学 Ⅱ 講義 1 1
材 料 力 学 Ⅲ 講義 1 1
流 体 力 学 Ⅰ 講義 2 2
熱 力 学 Ⅰ 講義 2 2
材 料 学 Ⅰ 講義 1 1
材 料 学 Ⅱ 講義 1 1
機械工作法Ⅲ 講義 1 1
生 産 工 学 講義 1 1
制 御 工 学 Ⅰ 講義 1 1
計 測 工 学 講義 1 1
機 械 設 計 法Ⅰ 講義 1 1
機 械 設 計 法Ⅱ 講義 1 1
情 報 処 理 Ⅰ 講義 1 1
情 報 処 理 Ⅱ 講義 1 1
数 値 計 算 法 講義 1 1
機械設計製図Ⅱ 実験・実習 2 2
機械工学実験Ⅰ実験・実習 2 2
機械工学実験Ⅱ 実験・実習 2 2
機械工学実習Ⅱ 実験・実習 3 3
創生工学実習 実験・実習 3 3
機械工学演習 演習 1 1
機械工学基礎研究 演習 2 2
技 術 者 倫 理 講義 1 1
卒 業 研 究 実験・実習 8 8
小 計 20 20 25 25 10 10

選
　
　
択
　
　
科
　
　
目

応 用 物 理 Ⅲ 講義 ○ 2 2
流 体 力 学 Ⅱ 講義 ○ 2 2
熱 力 学 Ⅱ 講義 ○ 2 2
エネルギー工学 講義 ○ 2 2
伝 熱 工 学 講義 ○ 2 2
材 料 学 Ⅲ 講義 ○ 2 2
制 御 工 学 Ⅱ 講義 ○ 2 2
電気・電子工学概論 講義 ○ 2 2
工 学 解 析 演習 ○ 2 2
連続体力学入門 講義 ○ 2 2
システム工 学 講義 ○ 2 2
メカトロニクス 講義 ○ 2 2
ロボット工 学 講義 ○ 2 2
機械工学特論 講義 ○ 2 2
Ａ Ｉ 実 践 演習 ○ 2 2
選 択 科 目 開 設 単 位 数 30 30
選 択 科 目 修 得 単 位 数 20 以上 24 以上

専 門 科 目 開 設 単 位 数 計 20 20 25 25 40 40
専 門 科 目 修 得 単 位 数 計 20 20 25 25 30 以上 34 以上
一 般 科 目 修 得 単 位 数 計 13 13 9 7 4 2
合 計 修 得 単 位 数 33 33 34 32 34 以上 36 以上
１ 　授業種別欄は、授業の形態により、講義、演習、実験・実習及び実

技の別を示す。
２ 　学修単位欄に○印のある授業科目（同欄に学年の表示のあるものは当

該学年のみ）は、第13条第３項に規定する授業科目を示し、空欄のもの
は同条第２項に規定する授業科目を示す。

専門科目（機械工学科） 　　（令和７年度以降編入学生） 専門科目（機械工学科） 　　（令和８年度以降編入学生）
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専門科目（電気情報工学科）<電気電子工学コース >
（平成 31 年度以降入学生）

専門科目（電気情報工学科）<情報工学コース >
（平成 31 年度以降入学生）

授業科目 授業
種別

学修
単位

単位
数

学年別配当
備考

1年 2年 3年 4年 5年

必
　
　
　
　
　
　
修
　
　
　
　
　
　
科
　
　
　
　
　
　
目

共
　
　
　
　
　
　
通
　
　
　
　
　
　
科
　
　
　
　
　
　
目

応用数学A 講義 1 1
応用数学 B 講義 2 2
応用数学 C 講義 1 1
応用数学 D 講義 1 1
応用物理 I 講義 4 2 2
電気磁気学I 講義 3 2 1
電気回路 I 講義 4 2 2
電子工学 I 講義 2 2
電気情報工学基礎演習 演習 2 2
電 子 回 路 講義 2 2
電 気 情 報 工 学 演 習 I 演習 1 1
電気情報工学演習 II 演習 1 1
情報ネットワーク 講義 ○ 2 2
論 理 学 講義 1 1
計算機アーキテクチャ 講義 2 2
スイッチング回路理論 講義 1 1
数 値 解 析 講義 ○ 2 2
信 号 処 理 講義 ○ 2 2
プログラミング 講義 4 2 2
技 術 英 語 講義 1 1
技術者倫理 講義 1 1
電気電子設計製図 実験・実習 3 3
電気情報工学実験 実験・実習 9 3 4 2
工学基礎研究 I 演習 1 1
工学基礎研究 II 演習 1 1
卒 業 研 究 実験・実習 6 6

コ
ー
ス
別
科
目

電気電子工学実験 実験・実習 6 2 4
電気磁気学Ⅱ 講義 1 1
電気回路Ⅱ 講義 1 1
電 気 機 器 講義 2 2

小 計 70 3 8 20 28 11

選
　
　
択
　
　
科
　
　
目

海 外 研 修 I 実験・実習 1 1 海外研
修Ⅰ～
Ⅵは実
施期間
より１科
目のみ
選択可
能

海 外 研 修 II 実験・実習 2 2
海 外 研 修 III 実験・実習 3 3
海 外 研 修 IV 実験・実習 4 4
海 外 研 修 V 実験・実習 5 5
海 外 研 修 VI 実験・実習 6 6
発 変 電 工 学 講義 ○ 2 2
送 配 電 工 学 講義 ○ 2 2
電 気 法 規 講義 ○ 2 2 12単位以上

選択必修パワーエレクトロニクス 講義 ○ 2 2
電 気 材 料 講義 ○ 2 2
自 動 制 御 講義 ○ 2 2
光・量子エレクトロニクス 講義 ○ 2 2
電磁エレクトロニクス 講義 ○ 2 2
電 子 計 測 講義 ○ 2 2 電子制御

工学科と
共通

電 子 工 学 II 講義 ○ 2 2
応 用 物 理 II 講義 ○ 2 2
通 信 工 学 講義 ○ 2 2
ソフトウェア工学 講義 ○ 2 2
プログラミング言語論 講義 ○ 2 2
OSとデータベース 講義 ○ 2 2
CGとインタフェース 講義 ○ 2 2
選 択 科 目 開 設 単 位 数 53 53
選 択 科 目 修 得 単 位 数 16 以上 16 以上

専 門 科 目 開 設 単 位 数 計 123 3 8 20 28 64
専 門 科 目 修 得 単 位 数 計 86 以上 3 8 20 28 27 以上
一 般 科 目 修 得 単 位 数 計 81 30 25 13 9 4
合 計 修 得 単 位 数 167 以上 33 33 33 37 31 以上
１ 　授業種別欄は、授業の形態により、講義、演習、実験・実習及び

実技の別を示す。
２ 　学修単位欄に○印のある授業科目（同欄に学年の表示のあるもの

は当該学年のみ）は、第13条第３項に規定する授業科目を示し、空
欄のものは同条第２項に規定する授業科目を示す。

　

授業科目 授業
種別

学修
単位

単位
数

学年別配当
備考

1年 2年 3年 4年 5年

必
　
　
　
　
　
　
修
　
　
　
　
　
　
科
　
　
　
　
　
　
目

共
　
　
　
　
　
　
通
　
　
　
　
　
　
科
　
　
　
　
　
　
目

応用数学A 講義 1 1
応用数学 B 講義 2 2
応用数学 C 講義 1 1
応用数学 D 講義 1 1
応用物理 I 講義 4 2 2
電気磁気学I 講義 3 2 1
電気回路 I 講義 4 2 2
電子工学 I 講義 2 2
電気情報工学基礎演習 演習 2 2
電 子 回 路 講義 2 2
電 気 情 報 工 学 演 習 I 演習 1 1
電気情報工学演習 II 演習 1 1
情報ネットワーク 講義 ○ 2 2
論 理 学 講義 1 1
計算機アーキテクチャ 講義 2 2
スイッチング回路理論 講義 1 1
数 値 解 析 講義 ○ 2 2
信 号 処 理 講義 ○ 2 2
プログラミング 講義 4 2 2
技 術 英 語 講義 1 1
技術者倫理 講義 1 1
電気電子設計製図 実験・実習 3 3
電気情報工学実験 実験・実習 9 3 4 2
工学基礎研究 I 演習 1 1
工 学 基 礎 研 究 II 演習 1 1
卒 業 研 究 実験・実習 6 6

コ
ー
ス
別
科
目

情報工学実験 実験・実習 6 2 4
情 報 理 論 講義 1 1
データ構造とアルゴリズム 講義 1 1
言 語 理 論 講義 1 1
情 報 数 学 講義 1 1

小 計 3 8 20 28 11

選
　
　
択
　
　
科
　
　
目

発 変 電 工 学 講義 ○ 2 2
送 配 電 工 学 講義 ○ 2 2
電 気 法 規 講義 ○ 2 2
パワーエレクトロニクス 講義 ○ 2 2
電 気 材 料 講義 ○ 2 2
自 動 制 御 講義 ○ 2 2

電子制御
工学科と
共通

光・量子エレクトロニクス 講義 ○ 2 2
電磁エレクトロニクス 講義 ○ 2 2
電 子 計 測 講義 ○ 2 2
電 子 工 学 II 講義 ○ 2 2
応 用 物 理 II 講義 ○ 2 2
通 信 工 学 講義 ○ 2 2
ソフトウェア工学 講義 ○ 2 2
プログラミング言語論 講義 ○ 2 2 12単位以上

選択必修OSとデータベース 講義 ○ 2 2
CGとインタフェース 講義 ○ 2 2
海 外 研 修 I 実験・実習 1 1 海外研

修Ⅰ～
Ⅵは実
施期間
より１科
目のみ
選択可
能

海 外 研 修 II 実験・実習 2 2
海 外 研 修 III 実験・実習 3 3
海 外 研 修 IV 実験・実習 4 4
海 外 研 修 V 実験・実習 5 5
海 外 研 修 VI 実験・実習 6 6
選 択 科 目 開 設 単 位 数 53 53
選 択 科 目 修 得 単 位 数 16 以上 16 以上

専 門 科 目 開 設 単 位 数 計 123 3 8 20 28 64
専 門 科 目 修 得 単 位 数 計 86 以上 3 8 20 28 27 以上
一 般 科 目 修 得 単 位 数 計 81 30 25 13 9 4
合 計 修 得 単 位 数 167 以上 33 33 33 37 31 以上
１ 　授業種別欄は、授業の形態により、講義、演習、実験・実習及び

実技の別を示す。
２ 　学修単位欄に○印のある授業科目（同欄に学年の表示のあるもの

は当該学年のみ）は、第13条第３項に規定する授業科目を示し、空
欄のものは同条第２項に規定する授業科目を示す。

　

授業科目 授業
種別

学修
単位

第 3 学年 第 4 学年 第 5 学年
備考一般学生

単位数
留学生
単位数

一般学生
単位数

留学生
単位数

一般学生
単位数

留学生
単位数

必
　
　
　
　
　
　
修
　
　
　
　
　
　
科
　
　
　
　
　
　
目

応 用 数 学 Ⅰ 講義 1 1
応 用 数 学 Ⅱ 講義 1 1
応 用 数 学 Ⅲ 講義 1 1
応 用 物 理 Ⅰ 講義 2 2
応 用 物 理 Ⅱ 講義 1 1
工 業 力 学 講義 2 2
機 構 学 講義 2 2
機 械 力 学 Ⅰ 講義 1 1
機 械 力 学 Ⅱ 講義 1 1
材 料 力 学 Ⅰ 講義 2 2
材 料 力 学 Ⅱ 講義 1 1
材 料 力 学 Ⅲ 講義 1 1
流 体 力 学 Ⅰ 講義 2 2
熱 力 学 Ⅰ 講義 2 2
材 料 学 Ⅰ 講義 1 1
材 料 学 Ⅱ 講義 1 1
機械工作法Ⅲ 講義 1 1
生 産 工 学 講義 1 1
制 御 工 学 Ⅰ 講義 1 1
計 測 工 学 講義 1 1
機 械 設 計 法Ⅰ 講義 1 1
機 械 設 計 法Ⅱ 講義 1 1
情 報 処 理 Ⅰ 講義 1 1
情 報 処 理 Ⅱ 講義 1 1
数 値 計 算 法 講義 1 1
機械設計製図Ⅱ 実験・実習 2 2
機械工学実験Ⅰ実験・実習 2 2
機械工学実験Ⅱ 実験・実習 2 2
機械工学実習Ⅱ 実験・実習 3 3
創生工学実習 実験・実習 3 3
機械工学演習 演習 1 1
機械工学基礎研究 演習 2 2
技 術 者 倫 理 講義 1 1
卒 業 研 究 実験・実習 8 8
小 計 20 20 25 25 10 10

選
　
　
択
　
　
科
　
　
目

応 用 物 理 Ⅲ 講義 ○ 2 2
流 体 力 学 Ⅱ 講義 ○ 2 2
熱 力 学 Ⅱ 講義 ○ 2 2
エ ネ ル ギ ー 工 学 講義 ○ 2 2
伝 熱 工 学 講義 ○ 2 2
材 料 学 Ⅲ 講義 ○ 2 2
制 御 工 学 Ⅱ 講義 ○ 2 2
電 気・電 子 工 学 概 論 講義 ○ 2 2
工 学 解 析 演習 ○ 2 2
連続体力学入門 講義 ○ 2 2
シ ス テ ム 工 学 講義 ○ 2 2
メカトロ ニ クス 講義 ○ 2 2
ロボット工 学 講義 ○ 2 2
機械工学特論 講義 ○ 2 2
選 択 科 目 開 設 単 位 数 28 28
選 択 科 目 修 得 単 位 数 20 以上 24 以上

専 門 科 目 開 設 単 位 数 計 20 20 25 25 38 38
専 門 科 目 修 得 単 位 数 計 20 20 25 25 30 以上 34 以上
一 般 科 目 修 得 単 位 数 計 13 13 9 7 4 2
合 計 修 得 単 位 数 33 33 34 32 34 以上 36 以上
１ 　授業種別欄は、授業の形態により、講義、演習、実験・実習及び実

技の別を示す。
２ 　学修単位欄に○印のある授業科目（同欄に学年の表示のあるものは当

該学年のみ）は、第13条第３項に規定する授業科目を示し、空欄のもの
は同条第２項に規定する授業科目を示す。

授業科目 授業
種別

学修
単位

第 3 学年 第 4 学年 第 5 学年
備考一般学生

単位数
留学生
単位数

一般学生
単位数

留学生
単位数

一般学生
単位数

留学生
単位数

必
　
　
　
　
　
　
修
　
　
　
　
　
　
科
　
　
　
　
　
　
目

応 用 数 学 Ⅰ 講義 1 1
応 用 数 学 Ⅱ 講義 1 1
応 用 数 学 Ⅲ 講義 1 1
応 用 物 理 Ⅰ 講義 2 2
応 用 物 理 Ⅱ 講義 1 1
工 業 力 学 講義 2 2
機 構 学 講義 2 2
機 械 力 学 Ⅰ 講義 1 1
機 械 力 学 Ⅱ 講義 1 1
材 料 力 学 Ⅰ 講義 2 2
材 料 力 学 Ⅱ 講義 1 1
材 料 力 学 Ⅲ 講義 1 1
流 体 力 学 Ⅰ 講義 2 2
熱 力 学 Ⅰ 講義 2 2
材 料 学 Ⅰ 講義 1 1
材 料 学 Ⅱ 講義 1 1
機械工作法Ⅲ 講義 1 1
生 産 工 学 講義 1 1
制 御 工 学 Ⅰ 講義 1 1
計 測 工 学 講義 1 1
機 械 設 計 法Ⅰ 講義 1 1
機 械 設 計 法Ⅱ 講義 1 1
情 報 処 理 Ⅰ 講義 1 1
情 報 処 理 Ⅱ 講義 1 1
数 値 計 算 法 講義 1 1
機械設計製図Ⅱ 実験・実習 2 2
機械工学実験Ⅰ実験・実習 2 2
機械工学実験Ⅱ 実験・実習 2 2
機械工学実習Ⅱ 実験・実習 3 3
創生工学実習 実験・実習 3 3
機械工学演習 演習 1 1
機械工学基礎研究 演習 2 2
技 術 者 倫 理 講義 1 1
卒 業 研 究 実験・実習 8 8
小 計 20 20 25 25 10 10

選
　
　
択
　
　
科
　
　
目

応 用 物 理 Ⅲ 講義 ○ 2 2
流 体 力 学 Ⅱ 講義 ○ 2 2
熱 力 学 Ⅱ 講義 ○ 2 2
エネルギー工学 講義 ○ 2 2
伝 熱 工 学 講義 ○ 2 2
材 料 学 Ⅲ 講義 ○ 2 2
制 御 工 学 Ⅱ 講義 ○ 2 2
電気・電子工学概論 講義 ○ 2 2
工 学 解 析 演習 ○ 2 2
連続体力学入門 講義 ○ 2 2
システム工 学 講義 ○ 2 2
メカトロニクス 講義 ○ 2 2
ロボット工 学 講義 ○ 2 2
機械工学特論 講義 ○ 2 2
Ａ Ｉ 実 践 演習 ○ 2 2
選 択 科 目 開 設 単 位 数 30 30
選 択 科 目 修 得 単 位 数 20 以上 24 以上

専 門 科 目 開 設 単 位 数 計 20 20 25 25 40 40
専 門 科 目 修 得 単 位 数 計 20 20 25 25 30 以上 34 以上
一 般 科 目 修 得 単 位 数 計 13 13 9 7 4 2
合 計 修 得 単 位 数 33 33 34 32 34 以上 36 以上
１ 　授業種別欄は、授業の形態により、講義、演習、実験・実習及び実

技の別を示す。
２ 　学修単位欄に○印のある授業科目（同欄に学年の表示のあるものは当

該学年のみ）は、第13条第３項に規定する授業科目を示し、空欄のもの
は同条第２項に規定する授業科目を示す。

専門科目（機械工学科） 　　（令和７年度以降編入学生） 専門科目（機械工学科） 　　（令和８年度以降編入学生）
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専門科目（電気情報工学科）<電気電子工学コース >
（令和６年度以降入学生）

授業科目 授業
種別

学修
単位

単位
数

学年別配当
備考

1年 2年 3年 4年 5年

必
　
　
　
　
　
　
修
　
　
　
　
　
　
科
　
　
　
　
　
　
目

共
　
　
　
　
　
　
通
　
　
　
　
　
　
科
　
　
　
　
　
　
目

応用数学A 講義 1 1
応用数学 B 講義 2 2
応用数学 C 講義 1 1
応用数学 D 講義 1 1
応用物理 I 講義 4 2 2
電気磁気学I 講義 3 2 1
電気回路 I 講義 4 2 2
電子工学 I 講義 2 2
電気情報工学基礎演習 演習 2 2
電 子 回 路 講義 2 2
電 気 情 報 工 学 演 習 I 演習 1 1
電気情報工学演習 II 演習 1 1
情報ネットワーク 講義 ○ 2 2
論 理 学 講義 1 1
計算機アーキテクチャ 講義 2 2
スイッチング回路理論 講義 1 1
数 値 解 析 講義 ○ 2 2
信 号 処 理 講義 ○ 2 2
プログラミング 講義 4 2 2
技 術 英 語 講義 1 1
技術者倫理 講義 1 1
電気電子設計製図 実験・実習 3 3
電気情報工学実験 実験・実習 9 3 4 2
工学基礎研究 I 演習 1 1
工学基礎研究 II 演習 1 1
卒 業 研 究 実験・実習 6 6

コ
ー
ス
別
科
目

電気電子工学実験 実験・実習 6 2 4
電気磁気学Ⅱ 講義 1 1
電気回路Ⅱ 講義 1 1
電 気 機 器 講義 2 2

小 計 70 3 8 20 28 11

選
　
　
択
　
　
科
　
　
目

海 外 研 修 I 実験・実習 1 1 海外研
修Ⅰ～
Ⅵは実
施期間
より１科
目のみ
選択可
能

海 外 研 修 II 実験・実習 2 2
海 外 研 修 III 実験・実習 3 3
海 外 研 修 IV 実験・実習 4 4
海 外 研 修 V 実験・実習 5 5
海 外 研 修 VI 実験・実習 6 6
発 変 電 工 学 講義 ○ 2 2
送 配 電 工 学 講義 ○ 2 2
電 気 法 規 講義 ○ 2 2 12単位以上

選択必修パワーエレクトロニクス 講義 ○ 2 2
電 気 材 料 講義 ○ 2 2
自 動 制 御 講義 ○ 2 2
光・量子エレクトロニクス 講義 ○ 2 2
電磁エレクトロニクス 講義 ○ 2 2
電 子 計 測 講義 ○ 2 2 電子制御

工学科と
共通

電 子 工 学 II 講義 ○ 2 2
応 用 物 理 II 講義 ○ 2 2
通 信 工 学 講義 ○ 2 2
ソフトウェア工学 講義 ○ 2 2
プログラミング言語論 講義 ○ 2 2
OSとデ ータベ ース 講義 ○ 2 2
CGとインタフェース 講義 ○ 2 2
Ａ Ｉ 実 践 演習 ○ 2 2
選 択 科 目 開 設 単 位 数 55 55
選 択 科 目 修 得 単 位 数 16 以上 16 以上

専 門 科 目 開 設 単 位 数 計 125 3 8 20 28 66
専 門 科 目 修 得 単 位 数 計 86 以上 3 8 20 28 27 以上
一 般 科 目 修 得 単 位 数 計 81 30 25 13 9 4
合 計 修 得 単 位 数 167 以上 33 33 33 37 31 以上
１ 　授業種別欄は、授業の形態により、講義、演習、実験・実習及び

実技の別を示す。
２ 　学修単位欄に○印のある授業科目（同欄に学年の表示のあるもの

は当該学年のみ）は、第13条第３項に規定する授業科目を示し、空
欄のものは同条第２項に規定する授業科目を示す。

　

専門科目（電気情報工学科）<情報工学コース >
（令和６年度以降入学生）

授業科目 授業
種別

学修
単位

単位
数

学年別配当
備考

1年 2年 3年 4年 5年

必
　
　
　
　
　
　
修
　
　
　
　
　
　
科
　
　
　
　
　
　
目

共
　
　
　
　
　
　
通
　
　
　
　
　
　
科
　
　
　
　
　
　
目

応用数学A 講義 1 1
応用数学 B 講義 2 2
応用数学 C 講義 1 1
応用数学 D 講義 1 1
応用物理 I 講義 4 2 2
電気磁気学I 講義 3 2 1
電気回路 I 講義 4 2 2
電子工学 I 講義 2 2
電気情報工学基礎演習 演習 2 2
電 子 回 路 講義 2 2
電 気 情 報 工 学 演 習 I 演習 1 1
電気情報工学演習 II 演習 1 1
情報ネットワーク 講義 ○ 2 2
論 理 学 講義 1 1
計算機アーキテクチャ 講義 2 2
スイッチング回路理論 講義 1 1
数 値 解 析 講義 ○ 2 2
信 号 処 理 講義 ○ 2 2
プログラミング 講義 4 2 2
技 術 英 語 講義 1 1
技術者倫理 講義 1 1
電気電子設計製図 実験・実習 3 3
電気情報工学実験 実験・実習 9 3 4 2
工学基礎研究 I 演習 1 1
工 学 基 礎 研 究 II 演習 1 1
卒 業 研 究 実験・実習 6 6

コ
ー
ス
別
科
目

情報工学実験 実験・実習 6 2 4
情 報 理 論 講義 1 1
データ構造とアルゴリズム 講義 1 1
言 語 理 論 講義 1 1
情 報 数 学 講義 1 1

小 計 70 3 8 20 28 11

選
　
　
択
　
　
科
　
　
目

発 変 電 工 学 講義 ○ 2 2
送 配 電 工 学 講義 ○ 2 2
電 気 法 規 講義 ○ 2 2
パワーエレクトロニクス 講義 ○ 2 2
電 気 材 料 講義 ○ 2 2
自 動 制 御 講義 ○ 2 2

電子制御
工学科と
共通

光・量子エレクトロニクス 講義 ○ 2 2
電磁エレクトロニクス 講義 ○ 2 2
電 子 計 測 講義 ○ 2 2
電 子 工 学 II 講義 ○ 2 2
応 用 物 理 II 講義 ○ 2 2
通 信 工 学 講義 ○ 2 2
ソフトウェア工学 講義 ○ 2 2
プログラミング言語論 講義 ○ 2 2 12単位以上

選択必修OSとデータベース 講義 ○ 2 2
CGとインタフェース 講義 ○ 2 2
海 外 研 修 I 実験・実習 1 1 海外研

修Ⅰ～
Ⅵは実
施期間
より１科
目のみ
選択可
能

海 外 研 修 II 実験・実習 2 2
海 外 研 修 III 実験・実習 3 3
海 外 研 修 IV 実験・実習 4 4
海 外 研 修 V 実験・実習 5 5
海 外 研 修 VI 実験・実習 6 6
Ａ Ｉ 実 践 演習 〇 2 2
選 択 科 目 開 設 単 位 数 55 55
選 択 科 目 修 得 単 位 数 16 以上 16 以上

専 門 科 目 開 設 単 位 数 計 125 3 8 20 28 66
専 門 科 目 修 得 単 位 数 計 86 以上 3 8 20 28 27 以上
一 般 科 目 修 得 単 位 数 計 81 30 25 13 9 4
合 計 修 得 単 位 数 167 以上 33 33 33 37 31 以上
１ 　授業種別欄は、授業の形態により、講義、演習、実験・実習及び

実技の別を示す。
２ 　学修単位欄に○印のある授業科目（同欄に学年の表示のあるもの

は当該学年のみ）は、第13条第３項に規定する授業科目を示し、空
欄のものは同条第２項に規定する授業科目を示す。

　

授業科目 授業
種別

学修
単位

第 3 学年 第 4 学年 第 5 学年
備考一般学生

単位数
留学生
単位数

一般学生
単位数

留学生
単位数

一般学生
単位数

留学生
単位数

必
　
　
　
　
　
　
修
　
　
　
　
　
　
科
　
　
　
　
　
　
目

共
　
　
　
　
　
　
通
　
　
　
　
　
　
科
　
　
　
　
　
　
目

応用数学A 講義 1 1
応用数学 B 講義 2 2
応用数学 C 講義 1 1
応用数学 D 講義 1 1
応用物理 I 講義 2 2 2 2
電気磁気学I 講義 2 2 1 1
電気回路 I 講義 2 2
電子工学 I 講義 2 2
電気情報工学基礎演習 演習 2 2
電 子 回 路 講義 2 2
電 気 情 報 工 学 演 習 I 演習 1 1
電気情報工学演習 II 演習 1 1
情報ネットワーク 講義 ○ 2 2
計算機アーキテクチャ 講義 2 2
スイッチング回路理論 講義 1 1
数 値 解 析 講義 ○ 2 2
信 号 処 理 講義 ○ 2 2
プログラミング 講義 2 2
技 術 英 語 講義 1 1
技術者倫理 講義 1 1
電気情報工学実験 実験・実習 4 4 2 2
工学基礎研究 I 演習 1 1
工学基礎研究 II 演習 1 1
電気情報工学特別演習 演習 2 2
卒 業 研 究 実験・実習 6 6

コ
ー
ス
別
科
目

電 気 電 子 工 学 実 験 実験・実習 2 2 4 4
電気磁気学 II 講義 1 1
電気回路 II 講義 1 1
電 気 機 器 講義 2 2

小 計 20 22 28 30 11 11

選
　
　
択
　
　
科
　
　
目

海 外 研 修 I 実験・実習 1 1 海外研
修Ⅰ～
Ⅵは実
施期間
より１科
目のみ
選択可
能

海 外 研 修 II 実験・実習 2 2
海 外 研 修 III 実験・実習 3 3
海 外 研 修 IV 実験・実習 4 4
海 外 研 修 V 実験・実習 5 5
海 外 研 修 VI 実験・実習 6 6
発 変 電 工 学 講義 ○ 2 2
送 配 電 工 学 講義 ○ 2 2
電 気 法 規 講義 ○ 2 2 12単位以上

選択必修パワーエレクトロニクス 講義 ○ 2 2
電 気 材 料 講義 ○ 2 2

電子制御
工学科と
共通

自 動 制 御 講義 ○ 2 2
光・量子エレクトロニクス 講義 ○ 2 2
電磁エレクトロニクス 講義 ○ 2 2
電 子 計 測 講義 ○ 2 2
電 子 工 学 II 講義 ○ 2 2
応 用 物 理 II 講義 ○ 2 2
通 信 工 学 講義 ○ 2 2
ソフトウェア工学 講義 ○ 2 2
プログラミング言語論 講義 ○ 2 2
OSとデ ータベ ース 講義 ○ 2 2
CGとインタフェース 講義 ○ 2 2
選 択 科 目 開 設 単 位 数 53 53
選 択 科 目 修 得 単 位 数 16 以上 16 以上

専 門 科 目 開 設 単 位 数 計 20 22 28 30 64 64
専 門 科 目 修 得 単 位 数 計 20 22 28 30 27 以上 27 以上
一 般 科 目 修 得 単 位 数 計 13 13 9 7 4 2
合 計 修 得 単 位 数 33 35 37 37 31 以上 29 以上
１ 　授業種別欄は、授業の形態により、講義、演習、実験・実習及び実

技の別を示す。
２ 　学修単位欄に○印のある授業科目（同欄に学年の表示のあるものは

当該学年のみ）は、第13条第３項に規定する授業科目を示し、空欄の
ものは同条第２項に規定する授業科目を示す。

３　留学生は海外研修 I ～ VIを履修できない場合がある。

授業科目 授業
種別

学修
単位

第 3 学年 第 4 学年 第 5 学年
備考一般学生

単位数
留学生
単位数

一般学生
単位数

留学生
単位数

一般学生
単位数

留学生
単位数

必
　
　
　
　
　
　
修
　
　
　
　
　
　
科
　
　
　
　
　
　
目

共
　
　
　
　
　
　
通
　
　
　
　
　
　
科
　
　
　
　
　
　
目

応用数学A 講義 1 1
応用数学 B 講義 2 2
応用数学 C 講義 1 1
応用数学 D 講義 1 1
応用物理 I 講義 2 2 2 2
電気磁気学I 講義 2 2 1 1
電気回路 I 講義 2 2
電子工学 I 講義 2 2
電気情報工学基礎演習 演習 2 2
電 子 回 路 講義 2 2
電 気 情 報 工 学 演 習 I 演習 1 1
電気情報工学演習 II 演習 1 1
情報ネットワーク 講義 ○ 2 2
計算機アーキテクチャ 講義 2 2
スイッチング回路理論 講義 1 1
数 値 解 析 講義 ○ 2 2
信 号 処 理 講義 ○ 2 2
プログラミング 講義 2 2
技 術 英 語 講義 1 1
技術者倫理 講義 1 1
電気情報工学実験 実験・実習 4 4 2 2
工学基礎研究 I 演習 1 1
工学基礎研究 II 演習 1 1
電気情報工学特別演習 演習 2 2
卒 業 研 究 実験・実習 6 6

コ
ー
ス
別
科
目

情報工学実験 実験・実習 2 2 4 4
情 報 理 論 講義 1 1
データ構造とアルゴリズム 講義 1 1
言 語 理 論 講義 1 1
情 報 数 学 講義 1 1

小 計 20 22 28 30 11 11

選
　
　
択
　
　
科
　
　
目

発 変 電 工 学 講義 ○ 2 2
送 配 電 工 学 講義 ○ 2 2
電 気 法 規 講義 ○ 2 2
パワーエレクトロニクス 講義 ○ 2 2
電 気 材 料 講義 ○ 2 2
自 動 制 御 講義 ○ 2 2

電子制御
工学科と
共通

光・量子エレクトロニクス 講義 ○ 2 2
電磁エレクトロニクス 講義 ○ 2 2
電 子 計 測 講義 ○ 2 2
電 子 工 学 Ⅱ 講義 ○ 2 2
応 用 物 理 Ⅱ 講義 ○ 2 2
通 信 工 学 講義 ○ 2 2
ソフトウェア工学 講義 ○ 2 2
プログラミング言 語 論 講義 ○ 2 2 12単位以上

選択必修OSとデータベース 講義 ○ 2 2
CGとインタフェース 講義 ○ 2 2
海 外 研 修 I 実験・実習 1 1 海外研

修Ⅰ～
Ⅵは実
施期間
より１科
目のみ
選択可
能

海 外 研 修 II 実験・実習 2 2
海 外 研 修 III 実験・実習 3 3
海 外 研 修 IV 実験・実習 4 4
海 外 研 修 V 実験・実習 5 5
海 外 研 修 VI 実験・実習 6 6
選 択 科 目 開 設 単 位 数 53 53
選 択 科 目 修 得 単 位 数 16 以上 16 以上

専 門 科 目 開 設 単 位 数 計 20 22 28 30 64 64
専 門 科 目 修 得 単 位 数 計 20 22 28 30 27 以上 27 以上
一 般 科 目 修 得 単 位 数 計 13 13 9 7 4 2
合 計 修 得 単 位 数 33 35 37 37 31 以上 29 以上
１ 　授業種別欄は、授業の形態により、講義、演習、実験・実習及び実

技の別を示す。
２ 　学修単位欄に○印のある授業科目（同欄に学年の表示のあるものは

当該学年のみ）は、第13条第３項に規定する授業科目を示し、空欄の
ものは同条第２項に規定する授業科目を示す。

３　留学生は海外研修 I ～ VIを履修できない場合がある。

専門科目（電気情報工学科）<電気電子工学コース >
（令和３年度以降編入学生）

専門科目（電気情報工学科）<情報工学コース >
（令和３年度以降編入学生）
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専門科目（電気情報工学科）<電気電子工学コース >
（令和６年度以降入学生）

授業科目 授業
種別

学修
単位

単位
数

学年別配当
備考

1年 2年 3年 4年 5年

必
　
　
　
　
　
　
修
　
　
　
　
　
　
科
　
　
　
　
　
　
目

共
　
　
　
　
　
　
通
　
　
　
　
　
　
科
　
　
　
　
　
　
目

応用数学A 講義 1 1
応用数学 B 講義 2 2
応用数学 C 講義 1 1
応用数学 D 講義 1 1
応用物理 I 講義 4 2 2
電気磁気学I 講義 3 2 1
電気回路 I 講義 4 2 2
電子工学 I 講義 2 2
電気情報工学基礎演習 演習 2 2
電 子 回 路 講義 2 2
電 気 情 報 工 学 演 習 I 演習 1 1
電気情報工学演習 II 演習 1 1
情報ネットワーク 講義 ○ 2 2
論 理 学 講義 1 1
計算機アーキテクチャ 講義 2 2
スイッチング回路理論 講義 1 1
数 値 解 析 講義 ○ 2 2
信 号 処 理 講義 ○ 2 2
プログラミング 講義 4 2 2
技 術 英 語 講義 1 1
技術者倫理 講義 1 1
電気電子設計製図 実験・実習 3 3
電気情報工学実験 実験・実習 9 3 4 2
工学基礎研究 I 演習 1 1
工学基礎研究 II 演習 1 1
卒 業 研 究 実験・実習 6 6

コ
ー
ス
別
科
目

電気電子工学実験 実験・実習 6 2 4
電気磁気学Ⅱ 講義 1 1
電気回路Ⅱ 講義 1 1
電 気 機 器 講義 2 2

小 計 70 3 8 20 28 11

選
　
　
択
　
　
科
　
　
目

海 外 研 修 I 実験・実習 1 1 海外研
修Ⅰ～
Ⅵは実
施期間
より１科
目のみ
選択可
能

海 外 研 修 II 実験・実習 2 2
海 外 研 修 III 実験・実習 3 3
海 外 研 修 IV 実験・実習 4 4
海 外 研 修 V 実験・実習 5 5
海 外 研 修 VI 実験・実習 6 6
発 変 電 工 学 講義 ○ 2 2
送 配 電 工 学 講義 ○ 2 2
電 気 法 規 講義 ○ 2 2 12単位以上

選択必修パワーエレクトロニクス 講義 ○ 2 2
電 気 材 料 講義 ○ 2 2
自 動 制 御 講義 ○ 2 2
光・量子エレクトロニクス 講義 ○ 2 2
電磁エレクトロニクス 講義 ○ 2 2
電 子 計 測 講義 ○ 2 2 電子制御

工学科と
共通

電 子 工 学 II 講義 ○ 2 2
応 用 物 理 II 講義 ○ 2 2
通 信 工 学 講義 ○ 2 2
ソフトウェア工学 講義 ○ 2 2
プログラミング言語論 講義 ○ 2 2
OSとデ ータベ ース 講義 ○ 2 2
CGとインタフェース 講義 ○ 2 2
Ａ Ｉ 実 践 演習 ○ 2 2
選 択 科 目 開 設 単 位 数 55 55
選 択 科 目 修 得 単 位 数 16 以上 16 以上

専 門 科 目 開 設 単 位 数 計 125 3 8 20 28 66
専 門 科 目 修 得 単 位 数 計 86 以上 3 8 20 28 27 以上
一 般 科 目 修 得 単 位 数 計 81 30 25 13 9 4
合 計 修 得 単 位 数 167 以上 33 33 33 37 31 以上
１ 　授業種別欄は、授業の形態により、講義、演習、実験・実習及び

実技の別を示す。
２ 　学修単位欄に○印のある授業科目（同欄に学年の表示のあるもの

は当該学年のみ）は、第13条第３項に規定する授業科目を示し、空
欄のものは同条第２項に規定する授業科目を示す。

　

専門科目（電気情報工学科）<情報工学コース >
（令和６年度以降入学生）

授業科目 授業
種別

学修
単位

単位
数

学年別配当
備考

1年 2年 3年 4年 5年

必
　
　
　
　
　
　
修
　
　
　
　
　
　
科
　
　
　
　
　
　
目

共
　
　
　
　
　
　
通
　
　
　
　
　
　
科
　
　
　
　
　
　
目

応用数学A 講義 1 1
応用数学 B 講義 2 2
応用数学 C 講義 1 1
応用数学 D 講義 1 1
応用物理 I 講義 4 2 2
電気磁気学I 講義 3 2 1
電気回路 I 講義 4 2 2
電子工学 I 講義 2 2
電気情報工学基礎演習 演習 2 2
電 子 回 路 講義 2 2
電 気 情 報 工 学 演 習 I 演習 1 1
電気情報工学演習 II 演習 1 1
情報ネットワーク 講義 ○ 2 2
論 理 学 講義 1 1
計算機アーキテクチャ 講義 2 2
スイッチング回路理論 講義 1 1
数 値 解 析 講義 ○ 2 2
信 号 処 理 講義 ○ 2 2
プログラミング 講義 4 2 2
技 術 英 語 講義 1 1
技術者倫理 講義 1 1
電気電子設計製図 実験・実習 3 3
電気情報工学実験 実験・実習 9 3 4 2
工学基礎研究 I 演習 1 1
工 学 基 礎 研 究 II 演習 1 1
卒 業 研 究 実験・実習 6 6

コ
ー
ス
別
科
目

情報工学実験 実験・実習 6 2 4
情 報 理 論 講義 1 1
データ構造とアルゴリズム 講義 1 1
言 語 理 論 講義 1 1
情 報 数 学 講義 1 1

小 計 70 3 8 20 28 11

選
　
　
択
　
　
科
　
　
目

発 変 電 工 学 講義 ○ 2 2
送 配 電 工 学 講義 ○ 2 2
電 気 法 規 講義 ○ 2 2
パワーエレクトロニクス 講義 ○ 2 2
電 気 材 料 講義 ○ 2 2
自 動 制 御 講義 ○ 2 2

電子制御
工学科と
共通

光・量子エレクトロニクス 講義 ○ 2 2
電磁エレクトロニクス 講義 ○ 2 2
電 子 計 測 講義 ○ 2 2
電 子 工 学 II 講義 ○ 2 2
応 用 物 理 II 講義 ○ 2 2
通 信 工 学 講義 ○ 2 2
ソフトウェア工学 講義 ○ 2 2
プログラミング言語論 講義 ○ 2 2 12単位以上

選択必修OSとデータベース 講義 ○ 2 2
CGとインタフェース 講義 ○ 2 2
海 外 研 修 I 実験・実習 1 1 海外研

修Ⅰ～
Ⅵは実
施期間
より１科
目のみ
選択可
能

海 外 研 修 II 実験・実習 2 2
海 外 研 修 III 実験・実習 3 3
海 外 研 修 IV 実験・実習 4 4
海 外 研 修 V 実験・実習 5 5
海 外 研 修 VI 実験・実習 6 6
Ａ Ｉ 実 践 演習 〇 2 2
選 択 科 目 開 設 単 位 数 55 55
選 択 科 目 修 得 単 位 数 16 以上 16 以上

専 門 科 目 開 設 単 位 数 計 125 3 8 20 28 66
専 門 科 目 修 得 単 位 数 計 86 以上 3 8 20 28 27 以上
一 般 科 目 修 得 単 位 数 計 81 30 25 13 9 4
合 計 修 得 単 位 数 167 以上 33 33 33 37 31 以上
１ 　授業種別欄は、授業の形態により、講義、演習、実験・実習及び

実技の別を示す。
２ 　学修単位欄に○印のある授業科目（同欄に学年の表示のあるもの

は当該学年のみ）は、第13条第３項に規定する授業科目を示し、空
欄のものは同条第２項に規定する授業科目を示す。

　

授業科目 授業
種別

学修
単位

第 3 学年 第 4 学年 第 5 学年
備考一般学生

単位数
留学生
単位数

一般学生
単位数

留学生
単位数

一般学生
単位数

留学生
単位数

必
　
　
　
　
　
　
修
　
　
　
　
　
　
科
　
　
　
　
　
　
目

共
　
　
　
　
　
　
通
　
　
　
　
　
　
科
　
　
　
　
　
　
目

応用数学A 講義 1 1
応用数学 B 講義 2 2
応用数学 C 講義 1 1
応用数学 D 講義 1 1
応用物理 I 講義 2 2 2 2
電気磁気学I 講義 2 2 1 1
電気回路 I 講義 2 2
電子工学 I 講義 2 2
電気情報工学基礎演習 演習 2 2
電 子 回 路 講義 2 2
電 気 情 報 工 学 演 習 I 演習 1 1
電気情報工学演習 II 演習 1 1
情報ネットワーク 講義 ○ 2 2
計算機アーキテクチャ 講義 2 2
スイッチング回路理論 講義 1 1
数 値 解 析 講義 ○ 2 2
信 号 処 理 講義 ○ 2 2
プログラミング 講義 2 2
技 術 英 語 講義 1 1
技術者倫理 講義 1 1
電気情報工学実験 実験・実習 4 4 2 2
工学基礎研究 I 演習 1 1
工学基礎研究 II 演習 1 1
電気情報工学特別演習 演習 2 2
卒 業 研 究 実験・実習 6 6

コ
ー
ス
別
科
目

電 気 電 子 工 学 実 験 実験・実習 2 2 4 4
電気磁気学 II 講義 1 1
電気回路 II 講義 1 1
電 気 機 器 講義 2 2

小 計 20 22 28 30 11 11

選
　
　
択
　
　
科
　
　
目

海 外 研 修 I 実験・実習 1 1 海外研
修Ⅰ～
Ⅵは実
施期間
より１科
目のみ
選択可
能

海 外 研 修 II 実験・実習 2 2
海 外 研 修 III 実験・実習 3 3
海 外 研 修 IV 実験・実習 4 4
海 外 研 修 V 実験・実習 5 5
海 外 研 修 VI 実験・実習 6 6
発 変 電 工 学 講義 ○ 2 2
送 配 電 工 学 講義 ○ 2 2
電 気 法 規 講義 ○ 2 2 12単位以上

選択必修パワーエレクトロニクス 講義 ○ 2 2
電 気 材 料 講義 ○ 2 2

電子制御
工学科と
共通

自 動 制 御 講義 ○ 2 2
光・量子エレクトロニクス 講義 ○ 2 2
電磁エレクトロニクス 講義 ○ 2 2
電 子 計 測 講義 ○ 2 2
電 子 工 学 II 講義 ○ 2 2
応 用 物 理 II 講義 ○ 2 2
通 信 工 学 講義 ○ 2 2
ソフトウェア工学 講義 ○ 2 2
プログラミング言語論 講義 ○ 2 2
OSとデ ータベ ース 講義 ○ 2 2
CGとインタフェース 講義 ○ 2 2
選 択 科 目 開 設 単 位 数 53 53
選 択 科 目 修 得 単 位 数 16 以上 16 以上

専 門 科 目 開 設 単 位 数 計 20 22 28 30 64 64
専 門 科 目 修 得 単 位 数 計 20 22 28 30 27 以上 27 以上
一 般 科 目 修 得 単 位 数 計 13 13 9 7 4 2
合 計 修 得 単 位 数 33 35 37 37 31 以上 29 以上
１ 　授業種別欄は、授業の形態により、講義、演習、実験・実習及び実

技の別を示す。
２ 　学修単位欄に○印のある授業科目（同欄に学年の表示のあるものは

当該学年のみ）は、第13条第３項に規定する授業科目を示し、空欄の
ものは同条第２項に規定する授業科目を示す。

３　留学生は海外研修 I ～ VIを履修できない場合がある。

授業科目 授業
種別

学修
単位

第 3 学年 第 4 学年 第 5 学年
備考一般学生

単位数
留学生
単位数

一般学生
単位数

留学生
単位数

一般学生
単位数

留学生
単位数

必
　
　
　
　
　
　
修
　
　
　
　
　
　
科
　
　
　
　
　
　
目

共
　
　
　
　
　
　
通
　
　
　
　
　
　
科
　
　
　
　
　
　
目

応用数学A 講義 1 1
応用数学 B 講義 2 2
応用数学 C 講義 1 1
応用数学 D 講義 1 1
応用物理 I 講義 2 2 2 2
電気磁気学I 講義 2 2 1 1
電気回路 I 講義 2 2
電子工学 I 講義 2 2
電気情報工学基礎演習 演習 2 2
電 子 回 路 講義 2 2
電 気 情 報 工 学 演 習 I 演習 1 1
電気情報工学演習 II 演習 1 1
情報ネットワーク 講義 ○ 2 2
計算機アーキテクチャ 講義 2 2
スイッチング回路理論 講義 1 1
数 値 解 析 講義 ○ 2 2
信 号 処 理 講義 ○ 2 2
プログラミング 講義 2 2
技 術 英 語 講義 1 1
技術者倫理 講義 1 1
電気情報工学実験 実験・実習 4 4 2 2
工学基礎研究 I 演習 1 1
工学基礎研究 II 演習 1 1
電気情報工学特別演習 演習 2 2
卒 業 研 究 実験・実習 6 6

コ
ー
ス
別
科
目

情報工学実験 実験・実習 2 2 4 4
情 報 理 論 講義 1 1
データ構造とアルゴリズム 講義 1 1
言 語 理 論 講義 1 1
情 報 数 学 講義 1 1

小 計 20 22 28 30 11 11

選
　
　
択
　
　
科
　
　
目

発 変 電 工 学 講義 ○ 2 2
送 配 電 工 学 講義 ○ 2 2
電 気 法 規 講義 ○ 2 2
パワーエレクトロニクス 講義 ○ 2 2
電 気 材 料 講義 ○ 2 2
自 動 制 御 講義 ○ 2 2

電子制御
工学科と
共通

光・量子エレクトロニクス 講義 ○ 2 2
電磁エレクトロニクス 講義 ○ 2 2
電 子 計 測 講義 ○ 2 2
電 子 工 学 Ⅱ 講義 ○ 2 2
応 用 物 理 Ⅱ 講義 ○ 2 2
通 信 工 学 講義 ○ 2 2
ソフトウェア工学 講義 ○ 2 2
プログラミング言 語 論 講義 ○ 2 2 12単位以上

選択必修OSとデータベース 講義 ○ 2 2
CGとインタフェース 講義 ○ 2 2
海 外 研 修 I 実験・実習 1 1 海外研

修Ⅰ～
Ⅵは実
施期間
より１科
目のみ
選択可
能

海 外 研 修 II 実験・実習 2 2
海 外 研 修 III 実験・実習 3 3
海 外 研 修 IV 実験・実習 4 4
海 外 研 修 V 実験・実習 5 5
海 外 研 修 VI 実験・実習 6 6
選 択 科 目 開 設 単 位 数 53 53
選 択 科 目 修 得 単 位 数 16 以上 16 以上

専 門 科 目 開 設 単 位 数 計 20 22 28 30 64 64
専 門 科 目 修 得 単 位 数 計 20 22 28 30 27 以上 27 以上
一 般 科 目 修 得 単 位 数 計 13 13 9 7 4 2
合 計 修 得 単 位 数 33 35 37 37 31 以上 29 以上
１ 　授業種別欄は、授業の形態により、講義、演習、実験・実習及び実

技の別を示す。
２ 　学修単位欄に○印のある授業科目（同欄に学年の表示のあるものは

当該学年のみ）は、第13条第３項に規定する授業科目を示し、空欄の
ものは同条第２項に規定する授業科目を示す。

３　留学生は海外研修 I ～ VIを履修できない場合がある。

専門科目（電気情報工学科）<電気電子工学コース >
（令和３年度以降編入学生）

専門科目（電気情報工学科）<情報工学コース >
（令和３年度以降編入学生）
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専門科目（電子制御工学科）（平成 31 年度以降入学生） 専門科目（電子制御工学科）　（令和３年度以降編入学生）

授業科目 授業
種別

学修
単位

第 3 学年 第 4 学年 第 5 学年
備考一般学生

単位数
留学生
単位数

一般学生
単位数

留学生
単位数

一般学生
単位数

留学生
単位数

必
　
　
　
　
　
　
修
　
　
　
　
　
　
科
　
　
　
　
　
　
目

応 用 数 学 Ａ 講義 1 1
応 用 数 学 Ｂ 講義 2 2
応 用 数 学 Ｃ 講義 1 1
応 用 数 学 Ｄ 講義 1 1
応 用 物 理 Ⅰ 講義 2 2 2 2
情 報 処 理 Ⅱ 講義 2 2
情 報 処 理 Ⅲ 講義 2 2
電 気 磁 気 学Ⅰ 講義 2 2
電 気 磁 気 学Ⅱ 講義 2 2
電 気 回 路 Ⅰ 講義 2 2
電 気 回 路 Ⅱ 講義 1 1
電 子 回 路 講義 2 2
ディジタル回路Ⅱ 講義 1 1
システム制御Ⅰ 講義 ○ 2 2
電動力デバイスⅠ 講義 ○ 2 2
電子デバイスⅠ 講義 ○ 2 2
計 測 工 学 講義 2 2
制 御 工 学 講義 2 2
ロボット工 学Ⅰ 講義 ○ 2 2
機 械 運 動 学Ⅰ 講義 2 2
機 械 運 動 学Ⅱ 講義 1 1
材 料 の 力 学Ⅰ 講義 2 2
材 料の力 学Ⅱ 講義 1 1
情報応用工学 講義 ○ 2 2
技 術 者 倫 理 講義 1 1
電子制御工学実験Ⅰ 実験・実習 4 4
電子制御工学実験Ⅱ 実験・実習 4 4
電子制御総合演習 演習 2 2
工 学 基 礎 研 究 実験・実習 2 2
工学基礎研究Ⅱ 実験・実習 2
工学基礎研究Ⅲ 実験・実習 2
卒 業 研 究 実験・実習 9 9
小 計 20 20 25 27 20 22

選
　
　
択
　
　
科
　
　
目

応 用 物 理 Ⅱ 講義 ○ 2 2 電気情報
工学科と
共通

システム制御Ⅱ 講義 ○ 2 2
電動力デバイスⅡ 講義 ○ 2 2
電子デバイスⅡ 講義 ○ 2 2
ロボット工 学Ⅱ 講義 ○ 2 2
電 子 応 用 工 学 講義 ○ 2 2
電 気 回 路 Ⅲ 講義 ○ 2 2
電子制御回路 講義 ○ 2 2
電 子 工 学 講義 ○ 2 2
計算機アーキテクチャ 講義 ○ 2 2
機 械 運 動 学 Ⅲ 講義 ○ 2 2
選 択 科 目 開 設 単 位 数 22 22
選 択 科 目 修 得 単 位 数 10 以上 10 以上

専 門 科 目 開 設 単 位 数 計 20 20 25 27 42 44
専 門 科 目 修 得 単 位 数 計 20 20 25 27 30 以上 32 以上
一 般 科 目 修 得 単 位 数 計 13 13 9 7 4 2
合 計 修 得 単 位 数 33 33 34 34 34 以上 34 以上
１ 　授業種別欄は、授業の形態により、講義、演習、実験・実習及び実

技の別を示す。
２ 　学修単位欄に○印のある授業科目（同欄に学年の表示のあるものは当

該学年のみ）は、第13条第３項に規定する授業科目を示し、空欄のもの
は同条第２項に規定する授業科目を示す。

授業科目 授業
種別

学修
単位 単位数

学年別配当
備考

1年 2年 3年 4年 5年

必
　
　
　
　
　
　
修
　
　
　
　
　
　
科
　
　
　
　
　
　
目

応用数学Ａ 講義 1 1
応用数学Ｂ 講義 2 2
応用数学Ｃ 講義 1 1
応用数学Ｄ 講義 1 1
応用物理Ⅰ 講義 4 2 2
情報処理Ⅰ 講義 2 2
情報処理Ⅱ 講義 2 2
情報処理Ⅲ 講義 2 2
電子制御工学概論 講義 1 1
電 気 基 礎 講義 1 1
電気磁気学Ⅰ 講義 2 2
電気磁気学Ⅱ 講義 2 2
電気回路Ⅰ 講義 2 2
電気回路Ⅱ 講義 1 1
電 子 回 路 講義 2 2
ディジタル回路Ⅰ 講義 1 1
ディジタル回路Ⅱ 講義 1 1
システム制御Ⅰ 講義 ○ 2 2
電動力デバイスⅠ 講義 ○ 2 2
電子デバイスⅠ 講義 ○ 2 2
計 測 工 学 講義 2 2
制 御 工 学 講義 2 2
ロボット工学Ⅰ 講義 ○ 2 2
機械運動学Ⅰ 講義 2 2
機械運動学Ⅱ 講義 1 1
材料の力学Ⅰ 講義 2 2
材料の力学Ⅱ 講義 1 1
情報応用工学 講義 ○ 2 2
技術者倫理 講義 1 1
電子制御設計製図 演習 2 2
電 子 制 御 工 学 実 験Ⅰ 実験・実習 4 4
電子制御工学実験Ⅱ 実験・実習 4 4
電子制御総合演習 演習 2 2
電 子 制 御 工 学 実 習Ⅰ 実験・実習 2 2
電子制御工学実習Ⅱ 実験・実習 2 2
工学基礎研究 実験・実習 2 2
卒 業 研 究 実験・実習 9 9
小 計 76 3 8 20 25 20

選
　
　
択
　
　
科
　
　
目

応用物理Ⅱ 講義 ○ 2 2 電気情報
工学科と
共通

システム制御Ⅱ 講義 ○ 2 2
電動力デバイスⅡ 講義 ○ 2 2
電子デバイスⅡ 講義 ○ 2 2
ロボット工学Ⅱ 講義 ○ 2 2
電子応用工学 講義 ○ 2 2
電気回路Ⅲ 講義 ○ 2 2
電子制御回路 講義 ○ 2 2
電 子 工 学 講義 ○ 2 2
計算機アーキテクチャ 講義 ○ 2 2
機械運動学Ⅲ 講義 ○ 2 2
選 択 科目開 設 単 位 数 22 22
選 択 科目修 得 単 位 数 10 以上 10 以上

専 門 科 目 開 設 単 位 数 計 98 3 8 20 25 42
専 門 科 目 修 得 単 位 数 計 86 以上 3 8 20 25 30 以上
一 般 科 目 修 得 単 位 数 計 81 30 25 13 9 4
合 計 修 得 単 位 数 167 以上 33 33 33 34 34 以上
１ 　授業種別欄は、授業の形態により、講義、演習、実験・実習及び

実技の別を示す。
２ 　学修単位欄に○印のある授業科目（同欄に学年の表示のあるもの

は当該学年のみ）は、第13条第３項に規定する授業科目を示し、空
欄のものは同条第２項に規定する授業科目を示す。

　

授業科目 授業
種別

学修
単位

第 3 学年 第 4 学年 第 5 学年
備考一般学生

単位数
留学生
単位数

一般学生
単位数

留学生
単位数

一般学生
単位数

留学生
単位数

必
　
　
　
　
　
　
修
　
　
　
　
　
　
科
　
　
　
　
　
　
目

共
　
　
　
　
　
　
通
　
　
　
　
　
　
科
　
　
　
　
　
　
目

応用数学A 講義 1 1
応用数学 B 講義 2 2
応用数学 C 講義 1 1
応用数学 D 講義 1 1
応用物理 I 講義 2 2 2 2
電気磁気学I 講義 2 2 1 1
電気回路 I 講義 2 2
電子工学 I 講義 2 2
電気情報工学基礎演習 演習 2 2
電 子 回 路 講義 2 2
電 気 情 報 工 学 演 習 I 演習 1 1
電気情報工学演習 II 演習 1 1
情報ネットワーク 講義 ○ 2 2
計算機アーキテクチャ 講義 2 2
スイッチング回路理論 講義 1 1
数 値 解 析 講義 ○ 2 2
信 号 処 理 講義 ○ 2 2
プログラミング 講義 2 2
技 術 英 語 講義 1 1
技術者倫理 講義 1 1
電気情報工学実験 実験・実習 4 4 2 2
工学基礎研究 I 演習 1 1
工学基礎研究 II 演習 1 1
電気情報工学特別演習 演習 2 2
卒 業 研 究 実験・実習 6 6

コ
ー
ス
別
科
目

電 気 電 子 工 学 実 験 実験・実習 2 2 4 4
電気磁気学 II 講義 1 1
電気回路 II 講義 1 1
電 気 機 器 講義 2 2

小 計 20 22 28 30 11 11

選
　
　
択
　
　
科
　
　
目

海 外 研 修 I 実験・実習 1 1 海外研
修Ⅰ～
Ⅵは実
施期間
より１科
目のみ
選択可
能

海 外 研 修 II 実験・実習 2 2
海 外 研 修 III 実験・実習 3 3
海 外 研 修 IV 実験・実習 4 4
海 外 研 修 V 実験・実習 5 5
海 外 研 修 VI 実験・実習 6 6
発 変 電 工 学 講義 ○ 2 2
送 配 電 工 学 講義 ○ 2 2
電 気 法 規 講義 ○ 2 2 12単位以上

選択必修パワーエレクトロニクス 講義 ○ 2 2
電 気 材 料 講義 ○ 2 2

電子制御
工学科と
共通

自 動 制 御 講義 ○ 2 2
光・量子エレクトロニクス 講義 ○ 2 2
電磁エレクトロニクス 講義 ○ 2 2
電 子 計 測 講義 ○ 2 2
電 子 工 学 II 講義 ○ 2 2
応 用 物 理 II 講義 ○ 2 2
通 信 工 学 講義 ○ 2 2
ソフトウェア工学 講義 ○ 2 2
プログラミング言語論 講義 ○ 2 2
OSとデ ータベ ース 講義 ○ 2 2
CGとインタフェース 講義 ○ 2 2
Ａ Ｉ 実 践 演習 ○ 2 2
選 択 科 目 開 設 単 位 数 55 55
選 択 科 目 修 得 単 位 数 16 以上 16 以上

専 門 科 目 開 設 単 位 数 計 20 22 28 30 66 66
専 門 科 目 修 得 単 位 数 計 20 22 28 30 27 以上 27 以上
一 般 科 目 修 得 単 位 数 計 13 13 9 7 4 2
合 計 修 得 単 位 数 33 35 37 37 31 以上 29 以上
１ 　授業種別欄は、授業の形態により、講義、演習、実験・実習及び実

技の別を示す。
２ 　学修単位欄に○印のある授業科目（同欄に学年の表示のあるものは

当該学年のみ）は、第13条第３項に規定する授業科目を示し、空欄の
ものは同条第２項に規定する授業科目を示す。

３　留学生は海外研修 I ～ VIを履修できない場合がある。

授業科目 授業
種別

学修
単位

第 3 学年 第 4 学年 第 5 学年
備考一般学生

単位数
留学生
単位数

一般学生
単位数

留学生
単位数

一般学生
単位数

留学生
単位数

必
　
　
　
　
　
　
修
　
　
　
　
　
　
科
　
　
　
　
　
　
目

共
　
　
　
　
　
　
通
　
　
　
　
　
　
科
　
　
　
　
　
　
目

応用数学A 講義 1 1
応用数学 B 講義 2 2
応用数学 C 講義 1 1
応用数学 D 講義 1 1
応用物理 I 講義 2 2 2 2
電気磁気学I 講義 2 2 1 1
電気回路 I 講義 2 2
電子工学 I 講義 2 2
電気情報工学基礎演習 演習 2 2
電 子 回 路 講義 2 2
電 気 情 報 工 学 演 習 I 演習 1 1
電気情報工学演習 II 演習 1 1
情報ネットワーク 講義 ○ 2 2
計算機アーキテクチャ 講義 2 2
スイッチング回路理論 講義 1 1
数 値 解 析 講義 ○ 2 2
信 号 処 理 講義 ○ 2 2
プログラミング 講義 2 2
技 術 英 語 講義 1 1
技術者倫理 講義 1 1
電気情報工学実験 実験・実習 4 4 2 2
工学基礎研究 I 演習 1 1
工学基礎研究 II 演習 1 1
電気情報工学特別演習 演習 2 2
卒 業 研 究 実験・実習 6 6

コ
ー
ス
別
科
目

情報工学実験 実験・実習 2 2 4 4
情 報 理 論 講義 1 1
データ構造とアルゴリズム 講義 1 1
言 語 理 論 講義 1 1
情 報 数 学 講義 1 1

小 計 20 22 28 30 11 11

選
　
　
択
　
　
科
　
　
目

発 変 電 工 学 講義 ○ 2 2
送 配 電 工 学 講義 ○ 2 2
電 気 法 規 講義 ○ 2 2
パワーエレクトロニクス 講義 ○ 2 2
電 気 材 料 講義 ○ 2 2
自 動 制 御 講義 ○ 2 2

電子制御
工学科と
共通

光・量子エレクトロニクス 講義 ○ 2 2
電磁エレクトロニクス 講義 ○ 2 2
電 子 計 測 講義 ○ 2 2
電 子 工 学 Ⅱ 講義 ○ 2 2
応 用 物 理 Ⅱ 講義 ○ 2 2
通 信 工 学 講義 ○ 2 2
ソフトウェア工学 講義 ○ 2 2
プログラミング言 語 論 講義 ○ 2 2 12単位以上

選択必修OSとデータベース 講義 ○ 2 2
CGとインタフェース 講義 ○ 2 2
海 外 研 修 I 実験・実習 1 1 海外研

修Ⅰ～
Ⅵは実
施期間
より１科
目のみ
選択可
能

海 外 研 修 II 実験・実習 2 2
海 外 研 修 III 実験・実習 3 3
海 外 研 修 IV 実験・実習 4 4
海 外 研 修 V 実験・実習 5 5
海 外 研 修 VI 実験・実習 6 6
Ａ Ｉ 実 践 演習 ○ 2 2
選 択 科 目 開 設 単 位 数 55 55
選 択 科 目 修 得 単 位 数 16 以上 16 以上

専 門 科 目 開 設 単 位 数 計 20 22 28 30 66 66
専 門 科 目 修 得 単 位 数 計 20 22 28 30 27 以上 27 以上
一 般 科 目 修 得 単 位 数 計 13 13 9 7 4 2
合 計 修 得 単 位 数 33 35 37 37 31 以上 29 以上
１ 　授業種別欄は、授業の形態により、講義、演習、実験・実習及び実

技の別を示す。
２ 　学修単位欄に○印のある授業科目（同欄に学年の表示のあるものは

当該学年のみ）は、第13条第３項に規定する授業科目を示し、空欄の
ものは同条第２項に規定する授業科目を示す。

３　留学生は海外研修 I ～ VIを履修できない場合がある。

専門科目（電気情報工学科）<電気電子工学コース >
（令和８年度以降編入学生）

専門科目（電気情報工学科）<情報工学コース >
（令和８年度以降編入学生）
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専門科目（電子制御工学科）（平成 31 年度以降入学生） 専門科目（電子制御工学科）　（令和３年度以降編入学生）

授業科目 授業
種別

学修
単位

第 3 学年 第 4 学年 第 5 学年
備考一般学生

単位数
留学生
単位数

一般学生
単位数

留学生
単位数

一般学生
単位数

留学生
単位数

必
　
　
　
　
　
　
修
　
　
　
　
　
　
科
　
　
　
　
　
　
目

応 用 数 学 Ａ 講義 1 1
応 用 数 学 Ｂ 講義 2 2
応 用 数 学 Ｃ 講義 1 1
応 用 数 学 Ｄ 講義 1 1
応 用 物 理 Ⅰ 講義 2 2 2 2
情 報 処 理 Ⅱ 講義 2 2
情 報 処 理 Ⅲ 講義 2 2
電 気 磁 気 学Ⅰ 講義 2 2
電 気 磁 気 学Ⅱ 講義 2 2
電 気 回 路 Ⅰ 講義 2 2
電 気 回 路 Ⅱ 講義 1 1
電 子 回 路 講義 2 2
ディジタル回路Ⅱ 講義 1 1
システム制御Ⅰ 講義 ○ 2 2
電動力デバイスⅠ 講義 ○ 2 2
電子デバイスⅠ 講義 ○ 2 2
計 測 工 学 講義 2 2
制 御 工 学 講義 2 2
ロボット工 学Ⅰ 講義 ○ 2 2
機 械 運 動 学Ⅰ 講義 2 2
機 械 運 動 学Ⅱ 講義 1 1
材 料 の 力 学Ⅰ 講義 2 2
材 料の力 学Ⅱ 講義 1 1
情報応用工学 講義 ○ 2 2
技 術 者 倫 理 講義 1 1
電子制御工学実験Ⅰ 実験・実習 4 4
電子制御工学実験Ⅱ 実験・実習 4 4
電子制御総合演習 演習 2 2
工 学 基 礎 研 究 実験・実習 2 2
工学基礎研究Ⅱ 実験・実習 2
工学基礎研究Ⅲ 実験・実習 2
卒 業 研 究 実験・実習 9 9
小 計 20 20 25 27 20 22

選
　
　
択
　
　
科
　
　
目

応 用 物 理 Ⅱ 講義 ○ 2 2 電気情報
工学科と
共通

システム制御Ⅱ 講義 ○ 2 2
電動力デバイスⅡ 講義 ○ 2 2
電子デバイスⅡ 講義 ○ 2 2
ロボット工 学Ⅱ 講義 ○ 2 2
電 子 応 用 工 学 講義 ○ 2 2
電 気 回 路 Ⅲ 講義 ○ 2 2
電子制御回路 講義 ○ 2 2
電 子 工 学 講義 ○ 2 2
計算機アーキテクチャ 講義 ○ 2 2
機 械 運 動 学 Ⅲ 講義 ○ 2 2
選 択 科 目 開 設 単 位 数 22 22
選 択 科 目 修 得 単 位 数 10 以上 10 以上

専 門 科 目 開 設 単 位 数 計 20 20 25 27 42 44
専 門 科 目 修 得 単 位 数 計 20 20 25 27 30 以上 32 以上
一 般 科 目 修 得 単 位 数 計 13 13 9 7 4 2
合 計 修 得 単 位 数 33 33 34 34 34 以上 34 以上
１ 　授業種別欄は、授業の形態により、講義、演習、実験・実習及び実

技の別を示す。
２ 　学修単位欄に○印のある授業科目（同欄に学年の表示のあるものは当

該学年のみ）は、第13条第３項に規定する授業科目を示し、空欄のもの
は同条第２項に規定する授業科目を示す。

授業科目 授業
種別

学修
単位 単位数

学年別配当
備考

1年 2年 3年 4年 5年

必
　
　
　
　
　
　
修
　
　
　
　
　
　
科
　
　
　
　
　
　
目

応用数学Ａ 講義 1 1
応用数学Ｂ 講義 2 2
応用数学Ｃ 講義 1 1
応用数学Ｄ 講義 1 1
応用物理Ⅰ 講義 4 2 2
情報処理Ⅰ 講義 2 2
情報処理Ⅱ 講義 2 2
情報処理Ⅲ 講義 2 2
電子制御工学概論 講義 1 1
電 気 基 礎 講義 1 1
電気磁気学Ⅰ 講義 2 2
電気磁気学Ⅱ 講義 2 2
電気回路Ⅰ 講義 2 2
電気回路Ⅱ 講義 1 1
電 子 回 路 講義 2 2
ディジタル回路Ⅰ 講義 1 1
ディジタル回路Ⅱ 講義 1 1
システム制御Ⅰ 講義 ○ 2 2
電動力デバイスⅠ 講義 ○ 2 2
電子デバイスⅠ 講義 ○ 2 2
計 測 工 学 講義 2 2
制 御 工 学 講義 2 2
ロボット工学Ⅰ 講義 ○ 2 2
機械運動学Ⅰ 講義 2 2
機械運動学Ⅱ 講義 1 1
材料の力学Ⅰ 講義 2 2
材料の力学Ⅱ 講義 1 1
情報応用工学 講義 ○ 2 2
技術者倫理 講義 1 1
電子制御設計製図 演習 2 2
電 子 制 御 工 学 実 験Ⅰ 実験・実習 4 4
電子制御工学実験Ⅱ 実験・実習 4 4
電子制御総合演習 演習 2 2
電 子 制 御 工 学 実 習Ⅰ 実験・実習 2 2
電子制御工学実習Ⅱ 実験・実習 2 2
工学基礎研究 実験・実習 2 2
卒 業 研 究 実験・実習 9 9
小 計 76 3 8 20 25 20

選
　
　
択
　
　
科
　
　
目

応用物理Ⅱ 講義 ○ 2 2 電気情報
工学科と
共通

システム制御Ⅱ 講義 ○ 2 2
電動力デバイスⅡ 講義 ○ 2 2
電子デバイスⅡ 講義 ○ 2 2
ロボット工学Ⅱ 講義 ○ 2 2
電子応用工学 講義 ○ 2 2
電気回路Ⅲ 講義 ○ 2 2
電子制御回路 講義 ○ 2 2
電 子 工 学 講義 ○ 2 2
計算機アーキテクチャ 講義 ○ 2 2
機械運動学Ⅲ 講義 ○ 2 2
選 択 科目開 設 単 位 数 22 22
選 択 科目修 得 単 位 数 10 以上 10 以上

専 門 科 目 開 設 単 位 数 計 98 3 8 20 25 42
専 門 科 目 修 得 単 位 数 計 86 以上 3 8 20 25 30 以上
一 般 科 目 修 得 単 位 数 計 81 30 25 13 9 4
合 計 修 得 単 位 数 167 以上 33 33 33 34 34 以上
１ 　授業種別欄は、授業の形態により、講義、演習、実験・実習及び

実技の別を示す。
２ 　学修単位欄に○印のある授業科目（同欄に学年の表示のあるもの

は当該学年のみ）は、第13条第３項に規定する授業科目を示し、空
欄のものは同条第２項に規定する授業科目を示す。

　

授業科目 授業
種別

学修
単位

第 3 学年 第 4 学年 第 5 学年
備考一般学生

単位数
留学生
単位数

一般学生
単位数

留学生
単位数

一般学生
単位数

留学生
単位数

必
　
　
　
　
　
　
修
　
　
　
　
　
　
科
　
　
　
　
　
　
目

共
　
　
　
　
　
　
通
　
　
　
　
　
　
科
　
　
　
　
　
　
目

応用数学A 講義 1 1
応用数学 B 講義 2 2
応用数学 C 講義 1 1
応用数学 D 講義 1 1
応用物理 I 講義 2 2 2 2
電気磁気学I 講義 2 2 1 1
電気回路 I 講義 2 2
電子工学 I 講義 2 2
電気情報工学基礎演習 演習 2 2
電 子 回 路 講義 2 2
電 気 情 報 工 学 演 習 I 演習 1 1
電気情報工学演習 II 演習 1 1
情報ネットワーク 講義 ○ 2 2
計算機アーキテクチャ 講義 2 2
スイッチング回路理論 講義 1 1
数 値 解 析 講義 ○ 2 2
信 号 処 理 講義 ○ 2 2
プログラミング 講義 2 2
技 術 英 語 講義 1 1
技術者倫理 講義 1 1
電気情報工学実験 実験・実習 4 4 2 2
工学基礎研究 I 演習 1 1
工学基礎研究 II 演習 1 1
電気情報工学特別演習 演習 2 2
卒 業 研 究 実験・実習 6 6

コ
ー
ス
別
科
目

電 気 電 子 工 学 実 験 実験・実習 2 2 4 4
電気磁気学 II 講義 1 1
電気回路 II 講義 1 1
電 気 機 器 講義 2 2

小 計 20 22 28 30 11 11

選
　
　
択
　
　
科
　
　
目

海 外 研 修 I 実験・実習 1 1 海外研
修Ⅰ～
Ⅵは実
施期間
より１科
目のみ
選択可
能

海 外 研 修 II 実験・実習 2 2
海 外 研 修 III 実験・実習 3 3
海 外 研 修 IV 実験・実習 4 4
海 外 研 修 V 実験・実習 5 5
海 外 研 修 VI 実験・実習 6 6
発 変 電 工 学 講義 ○ 2 2
送 配 電 工 学 講義 ○ 2 2
電 気 法 規 講義 ○ 2 2 12単位以上

選択必修パワーエレクトロニクス 講義 ○ 2 2
電 気 材 料 講義 ○ 2 2

電子制御
工学科と
共通

自 動 制 御 講義 ○ 2 2
光・量子エレクトロニクス 講義 ○ 2 2
電磁エレクトロニクス 講義 ○ 2 2
電 子 計 測 講義 ○ 2 2
電 子 工 学 II 講義 ○ 2 2
応 用 物 理 II 講義 ○ 2 2
通 信 工 学 講義 ○ 2 2
ソフトウェア工学 講義 ○ 2 2
プログラミング言語論 講義 ○ 2 2
OSとデ ータベ ース 講義 ○ 2 2
CGとインタフェース 講義 ○ 2 2
Ａ Ｉ 実 践 演習 ○ 2 2
選 択 科 目 開 設 単 位 数 55 55
選 択 科 目 修 得 単 位 数 16 以上 16 以上

専 門 科 目 開 設 単 位 数 計 20 22 28 30 66 66
専 門 科 目 修 得 単 位 数 計 20 22 28 30 27 以上 27 以上
一 般 科 目 修 得 単 位 数 計 13 13 9 7 4 2
合 計 修 得 単 位 数 33 35 37 37 31 以上 29 以上
１ 　授業種別欄は、授業の形態により、講義、演習、実験・実習及び実

技の別を示す。
２ 　学修単位欄に○印のある授業科目（同欄に学年の表示のあるものは

当該学年のみ）は、第13条第３項に規定する授業科目を示し、空欄の
ものは同条第２項に規定する授業科目を示す。

３　留学生は海外研修 I ～ VIを履修できない場合がある。

授業科目 授業
種別

学修
単位

第 3 学年 第 4 学年 第 5 学年
備考一般学生

単位数
留学生
単位数

一般学生
単位数

留学生
単位数

一般学生
単位数

留学生
単位数

必
　
　
　
　
　
　
修
　
　
　
　
　
　
科
　
　
　
　
　
　
目

共
　
　
　
　
　
　
通
　
　
　
　
　
　
科
　
　
　
　
　
　
目

応用数学A 講義 1 1
応用数学 B 講義 2 2
応用数学 C 講義 1 1
応用数学 D 講義 1 1
応用物理 I 講義 2 2 2 2
電気磁気学I 講義 2 2 1 1
電気回路 I 講義 2 2
電子工学 I 講義 2 2
電気情報工学基礎演習 演習 2 2
電 子 回 路 講義 2 2
電 気 情 報 工 学 演 習 I 演習 1 1
電気情報工学演習 II 演習 1 1
情報ネットワーク 講義 ○ 2 2
計算機アーキテクチャ 講義 2 2
スイッチング回路理論 講義 1 1
数 値 解 析 講義 ○ 2 2
信 号 処 理 講義 ○ 2 2
プログラミング 講義 2 2
技 術 英 語 講義 1 1
技術者倫理 講義 1 1
電気情報工学実験 実験・実習 4 4 2 2
工学基礎研究 I 演習 1 1
工学基礎研究 II 演習 1 1
電気情報工学特別演習 演習 2 2
卒 業 研 究 実験・実習 6 6

コ
ー
ス
別
科
目

情報工学実験 実験・実習 2 2 4 4
情 報 理 論 講義 1 1
データ構造とアルゴリズム 講義 1 1
言 語 理 論 講義 1 1
情 報 数 学 講義 1 1

小 計 20 22 28 30 11 11

選
　
　
択
　
　
科
　
　
目

発 変 電 工 学 講義 ○ 2 2
送 配 電 工 学 講義 ○ 2 2
電 気 法 規 講義 ○ 2 2
パワーエレクトロニクス 講義 ○ 2 2
電 気 材 料 講義 ○ 2 2
自 動 制 御 講義 ○ 2 2

電子制御
工学科と
共通

光・量子エレクトロニクス 講義 ○ 2 2
電磁エレクトロニクス 講義 ○ 2 2
電 子 計 測 講義 ○ 2 2
電 子 工 学 Ⅱ 講義 ○ 2 2
応 用 物 理 Ⅱ 講義 ○ 2 2
通 信 工 学 講義 ○ 2 2
ソフトウェア工学 講義 ○ 2 2
プログラミング言 語 論 講義 ○ 2 2 12単位以上

選択必修OSとデータベース 講義 ○ 2 2
CGとインタフェース 講義 ○ 2 2
海 外 研 修 I 実験・実習 1 1 海外研

修Ⅰ～
Ⅵは実
施期間
より１科
目のみ
選択可
能

海 外 研 修 II 実験・実習 2 2
海 外 研 修 III 実験・実習 3 3
海 外 研 修 IV 実験・実習 4 4
海 外 研 修 V 実験・実習 5 5
海 外 研 修 VI 実験・実習 6 6
Ａ Ｉ 実 践 演習 ○ 2 2
選 択 科 目 開 設 単 位 数 55 55
選 択 科 目 修 得 単 位 数 16 以上 16 以上

専 門 科 目 開 設 単 位 数 計 20 22 28 30 66 66
専 門 科 目 修 得 単 位 数 計 20 22 28 30 27 以上 27 以上
一 般 科 目 修 得 単 位 数 計 13 13 9 7 4 2
合 計 修 得 単 位 数 33 35 37 37 31 以上 29 以上
１ 　授業種別欄は、授業の形態により、講義、演習、実験・実習及び実

技の別を示す。
２ 　学修単位欄に○印のある授業科目（同欄に学年の表示のあるものは

当該学年のみ）は、第13条第３項に規定する授業科目を示し、空欄の
ものは同条第２項に規定する授業科目を示す。

３　留学生は海外研修 I ～ VIを履修できない場合がある。

専門科目（電気情報工学科）<電気電子工学コース >
（令和８年度以降編入学生）

専門科目（電気情報工学科）<情報工学コース >
（令和８年度以降編入学生）

— 27—



授業科目 授業
種別

学修
単位

第 3 学年 第 4 学年 第 5 学年
備考一般学生

単位数
留学生
単位数

一般学生
単位数

留学生
単位数

一般学生
単位数

留学生
単位数

必
　
　
　
　
　
　
修
　
　
　
　
　
　
科
　
　
　
　
　
　
目

応 用 数 学 Ａ 講義 1 1
応 用 数 学 Ｂ 講義 2 2
応 用 数 学 Ｃ 講義 1 1
応 用 数 学 Ｄ 講義 1 1
応 用 物 理ⅠＡ 講義 2 2
応 用 物 理ⅠＢ 講義 2 2
情 報 処 理 Ⅱ 講義 2 2
電 磁 気 学 Ⅰ 講義 2 2
電 磁 気 学 Ⅱ 講義 1 1
電 磁 気 学 Ⅲ 講義 ○ 2 2
電 気 回 路 Ⅰ 講義 2 2
電 気 回 路 Ⅱ 講義 ○ 2 2
電 子 回 路 講義 2 2
ディジタル回路Ⅱ 講義 1 1
計 測 工 学 講義 ○ 2 2
制 御 工 学 Ⅰ 講義 2 2
機 械 運 動 学Ⅰ 講義 2 2
機 械 運 動 学Ⅱ 講義 ○ 2 2
材 料 力 学 Ⅰ 講義 2 2
材 料 力 学 Ⅱ 講義 ○ 2 2
技 術 者 倫 理 講義 1 1
電子制御工学実験Ⅰ 実験・実習 4 4
電子制御工学実験Ⅱ 実験・実習 4 4
電子制御総合演習 演習 2 2
工学基礎研究 演習 3 3
工学基礎研究Ⅱ 演習 2
工学基礎研究Ⅲ 演習 2
卒 業 研 究 実験・実習 12 12
小 計 20 20 29 31 12 14

選
　
　
択
　
　
科
　
　
目

応 用 物 理 Ⅱ 講義 ○ 2 2
情 報 処 理 Ⅲ 講義 ○ 2 2
情 報 応 用 工 学 講義 ○ 2 2
計算機アーキテクチャ 講義 ○ 2 2
電子応用工学 講義 ○ 2 2
電 子 シ ス テ ム 講義 ○ 2 2
制 御 工 学 Ⅱ 講義 ○ 2 2
ロボット工 学 講義 ○ 2 2
機械応用工学 講義 ○ 2 2
選 択 科 目 開 設 単 位 数 18 18
選 択 科 目 修 得 単 位 数 14 以上 14 以上

専 門 科 目 開 設 単 位 数 計 20 20 29 31 30 32
専 門 科 目 修 得 単 位 数 計 20 20 29 31 26 以上 28 以上
一 般 科 目 修 得 単 位 数 計 13 13 9 7 4 2
合 計 修 得 単 位 数 33 33 38 38 30 以上 30 以上
１ 　授業種別欄は、授業の形態により、講義、演習、実験・実習及び実

技の別を示す。
２ 　学修単位欄に○印のある授業科目（同欄に学年の表示のあるものは当

該学年のみ）は、第13条第３項に規定する授業科目を示し、空欄のもの
は同条第２項に規定する授業科目を示す。

授業科目 授業
種別

学修
単位

第 3 学年 第 4 学年 第 5 学年
備考一般学生

単位数
留学生
単位数

一般学生
単位数

留学生
単位数

一般学生
単位数

留学生
単位数

必
　
　
　
　
　
　
修
　
　
　
　
　
　
科
　
　
　
　
　
　
目

応 用 数 学 １ 講義 1 1
応 用 数 学 ２ 講義 ○ 2 2
応 用 数 学 ３ 講義 ○ 2 2
応 用 数 学 ４ 講義 ○ 2 2
応 用 物 理 １ 講義 2 2
応 用 物 理 ２ 講義 ○ 2 2
情 報 処 理 ２ 講義 2 2
電 磁 気 学 １ 講義 2 2
電 磁 気 学 ２ 講義 ○ 2 2
電 気 回 路 ２ 講義 2 2
電 子 回 路 講義 2 2
計 測 工 学 講義 ○ 2 2
制 御 工 学 １ 講義 ○ 2 2
制 御 工 学 ２ 講義 ○ 2 2
機 械 運 動 学１ 講義 2 2
機 械 運 動 学２ 講義 ○ 2 2
材 料 力 学 １ 講義 2 2
技 術 者 倫 理 講義 1 1
電子制御基礎演習２ 演習 1 1
電子制御工学実験１ 実験・実習 4 4
電子制御工学実験２ 実験・実習 4 4
電子制御総合演習 演習 2 2
工学基礎研究 演習 4 4
工学基礎研究２ 演習 2
工学基礎研究３ 演習 2
卒 業 研 究 実験・実習 12 12
小 計 20 20 29 31 12 14

選
　
　
択
　
　
科
　
　
目

応 用 物 理 ３ 講義 ○ 2 2
情 報 処 理 ３ 講義 ○ 2 2
情報応用工学 講義 ○ 2 2
電気応用工学 講義 ○ 2 2
電子応用工学 講義 ○ 2 2
制 御 工 学 ３ 講義 ○ 2 2
材 料 力 学 ２ 講義 ○ 2 2
ロボット工 学 講義 ○ 2 2
機械応用工学 講義 ○ 2 2
Ａ Ｉ 実 践 演習 ○ 2 2
選 択 科 目 開 設 単 位 数 20 20
選 択 科 目 修 得 単 位 数 14 以上 14 以上

専 門 科 目 開 設 単 位 数 計 20 20 29 31 32 34
専 門 科 目 修 得 単 位 数 計 20 20 29 31 26 以上 28 以上
一 般 科 目 修 得 単 位 数 計 13 13 9 7 4 2
合 計 修 得 単 位 数 33 33 38 38 30 以上 30 以上
１ 　授業種別欄は、授業の形態により、講義、演習、実験・実習及び実

技の別を示す。
２ 　学修単位欄に○印のある授業科目（同欄に学年の表示のあるものは当

該学年のみ）は、第13条第３項に規定する授業科目を示し、空欄のもの
は同条第２項に規定する授業科目を示す。

専門科目（電子制御工学科）　（令和７年度以降編入学生） 専門科目（電子制御工学科）　（令和８年度以降編入学生）専門科目（電子制御工学科）　（令和５年度以降入学生） 専門科目（電子制御工学科）　（令和６年度以降入学生）

授業科目 授業
種別

学修
単位 単位数

学年別配当
備考

1年 2年 3年 4年 5年

必
　
　
　
　
　
　
修
　
　
　
　
　
　
科
　
　
　
　
　
　
目

応用数学Ａ 講義 1 1
応用数学Ｂ 講義 2 2
応用数学Ｃ 講義 1 1
応用数学Ｄ 講義 1 1
応用物理ⅠＡ 講義 2 2
応用物理ⅠＢ 講義 2 2
情報処理Ⅰ 講義 2 2
情報処理Ⅱ 講義 2 2
電子制御工学概論 講義 1 1
電 気 基 礎 講義 1 1
電磁気学Ⅰ 講義 2 2
電磁気学Ⅱ 講義 1 1
電磁気学Ⅲ 講義 ○ 2 2
電気回路Ⅰ 講義 2 2
電気回路Ⅱ 講義 ○ 2 2
電 子 回 路 講義 2 2
ディジタル回路Ⅰ 講義 1 1
ディジタル回路Ⅱ 講義 1 1
計 測 工 学 講義 ○ 2 2
制御工学Ⅰ 講義 2 2
機械運動学Ⅰ 講義 2 2
機械運動学Ⅱ 講義 ○ 2 2
材料力学Ⅰ 講義 2 2
材料力学Ⅱ 講義 ○ 2 2
技術者倫理 講義 1 1
電子制御設計製図 演習 2 2
電 子 制 御 工 学 実 験Ⅰ 実験・実習 4 4
電子制御工学実験Ⅱ 実験・実習 4 4
電子制御総合演習 演習 2 2
電 子 制 御 工 学 実 習Ⅰ 実験・実習 2 2
電子制御工学実習Ⅱ 実験・実習 2 2
工学基礎研究 演習 3 3
卒 業 研 究 実験・実習 12 12
小 計 72 3 8 20 29 12

選
　
　
択
　
　
科
　
　
目

応用物理Ⅱ 講義 ○ 2 2
情 報 処 理 Ⅲ 講義 ○ 2 2
情 報 応 用 工 学 講義 ○ 2 2
計算機アーキテクチャ 講義 ○ 2 2
電子応用工学 講義 ○ 2 2
電 子システム 講義 ○ 2 2
制御工学Ⅱ 講義 ○ 2 2
ロボット工 学 講義 ○ 2 2
機械応用工学 講義 ○ 2 2
選 択 科目開 設 単 位 数 18 18
選 択 科目修 得 単 位 数 14 以上 14 以上

専 門 科 目 開 設 単 位 数 計 90 3 8 20 29 30
専 門 科 目 修 得 単 位 数 計 86 以上 3 8 20 29 26 以上
一 般 科 目 修 得 単 位 数 計 81 30 25 13 9 4
合 計 修 得 単 位 数 167 以上 33 33 33 38 30 以上
１ 　授業種別欄は、授業の形態により、講義、演習、実験・実習及び

実技の別を示す。
２ 　学修単位欄に○印のある授業科目（同欄に学年の表示のあるもの

は当該学年のみ）は、第13条第３項に規定する授業科目を示し、空
欄のものは同条第２項に規定する授業科目を示す。

　

授業科目 授業
種別

学修
単位 単位数

学年別配当
備考

1年 2年 3年 4年 5年

必
　
　
　
　
　
　
修
　
　
　
　
　
　
科
　
　
　
　
　
　
目

応用数学１ 講義 1 1
応用数学２ 講義 ○ 2 2
応用数学３ 講義 ○ 2 2
応用数学４ 講義 ○ 2 2
応用物理１ 講義 2 2
応用物理２ 講義 ○ 2 2
情報処理１ 講義 2 2
情報処理２ 講義 2 2
電子制御工学概論 講義 1 1
電磁気学１ 講義 2 2
電磁気学２ 講義 ○ 2 2
電気回路１ 講義 1 1
電気回路２ 講義 2 2
電 子 回 路 講義 2 2
計 測 工 学 講義 ○ 2 2
制御工学１ 講義 ○ 2 2
制御工学２ 講義 ○ 2 2
機械運動学１ 講義 2 2
機械運動学２ 講義 ○ 2 2
材料力学１ 講義 2 2
技術者倫理 講義 1 1
電子制御基礎演習１ 演習 1 1
電子制御基礎演習２ 演習 1 1
電子制御設計製図 演習 2 2
電子制御工学実験１ 実験・実習 4 4
電子制御工学実験２ 実験・実習 4 4
電子制御総合演習 演習 2 2
電子制御工学実習１ 実験・実習 2 2
電子制御工学実習２ 実験・実習 2 2
工学基礎研究 演習 4 4
卒 業 研 究 実験・実習 12 12
小 計 72 3 8 20 29 12

選
　
　
択
　
　
科
　
　
目

応用物理３ 講義 ○ 2 2
情報処理３ 講義 ○ 2 2
情報応用工学 講義 ○ 2 2
電気応用工学 講義 ○ 2 2
電子応用工学 講義 ○ 2 2
制御工学３ 講義 ○ 2 2
材料力学２ 講義 ○ 2 2
ロボット工学 講義 ○ 2 2
機械応用工学 講義 ○ 2 2
Ａ Ｉ 実 践 演習 〇 2 2
選 択 科目開 設 単 位 数 20 20
選 択 科目修 得 単 位 数 14 以上 14 以上

専 門 科 目 開 設 単 位 数 計 92 3 8 20 29 32
専 門 科 目 修 得 単 位 数 計 86 以上 3 8 20 29 26 以上
一 般 科 目 修 得 単 位 数 計 81 30 25 13 9 4
合 計 修 得 単 位 数 167 以上 33 33 33 38 30 以上
１ 　授業種別欄は、授業の形態により、講義、演習、実験・実習及び

実技の別を示す。
２ 　学修単位欄に○印のある授業科目（同欄に学年の表示のあるもの

は当該学年のみ）は、第13条第３項に規定する授業科目を示し、空
欄のものは同条第２項に規定する授業科目を示す。
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授業科目 授業
種別

学修
単位

第 3 学年 第 4 学年 第 5 学年
備考一般学生

単位数
留学生
単位数

一般学生
単位数

留学生
単位数

一般学生
単位数

留学生
単位数

必
　
　
　
　
　
　
修
　
　
　
　
　
　
科
　
　
　
　
　
　
目

応 用 数 学 Ａ 講義 1 1
応 用 数 学 Ｂ 講義 2 2
応 用 数 学 Ｃ 講義 1 1
応 用 数 学 Ｄ 講義 1 1
応 用 物 理ⅠＡ 講義 2 2
応 用 物 理ⅠＢ 講義 2 2
情 報 処 理 Ⅱ 講義 2 2
電 磁 気 学 Ⅰ 講義 2 2
電 磁 気 学 Ⅱ 講義 1 1
電 磁 気 学 Ⅲ 講義 ○ 2 2
電 気 回 路 Ⅰ 講義 2 2
電 気 回 路 Ⅱ 講義 ○ 2 2
電 子 回 路 講義 2 2
ディジタル回路Ⅱ 講義 1 1
計 測 工 学 講義 ○ 2 2
制 御 工 学 Ⅰ 講義 2 2
機 械 運 動 学Ⅰ 講義 2 2
機 械 運 動 学Ⅱ 講義 ○ 2 2
材 料 力 学 Ⅰ 講義 2 2
材 料 力 学 Ⅱ 講義 ○ 2 2
技 術 者 倫 理 講義 1 1
電子制御工学実験Ⅰ 実験・実習 4 4
電子制御工学実験Ⅱ 実験・実習 4 4
電子制御総合演習 演習 2 2
工学基礎研究 演習 3 3
工学基礎研究Ⅱ 演習 2
工学基礎研究Ⅲ 演習 2
卒 業 研 究 実験・実習 12 12
小 計 20 20 29 31 12 14

選
　
　
択
　
　
科
　
　
目

応 用 物 理 Ⅱ 講義 ○ 2 2
情 報 処 理 Ⅲ 講義 ○ 2 2
情 報 応 用 工 学 講義 ○ 2 2
計算機アーキテクチャ 講義 ○ 2 2
電子応用工学 講義 ○ 2 2
電 子 シ ス テ ム 講義 ○ 2 2
制 御 工 学 Ⅱ 講義 ○ 2 2
ロボット工 学 講義 ○ 2 2
機械応用工学 講義 ○ 2 2
選 択 科 目 開 設 単 位 数 18 18
選 択 科 目 修 得 単 位 数 14 以上 14 以上

専 門 科 目 開 設 単 位 数 計 20 20 29 31 30 32
専 門 科 目 修 得 単 位 数 計 20 20 29 31 26 以上 28 以上
一 般 科 目 修 得 単 位 数 計 13 13 9 7 4 2
合 計 修 得 単 位 数 33 33 38 38 30 以上 30 以上
１ 　授業種別欄は、授業の形態により、講義、演習、実験・実習及び実

技の別を示す。
２ 　学修単位欄に○印のある授業科目（同欄に学年の表示のあるものは当

該学年のみ）は、第13条第３項に規定する授業科目を示し、空欄のもの
は同条第２項に規定する授業科目を示す。

授業科目 授業
種別

学修
単位

第 3 学年 第 4 学年 第 5 学年
備考一般学生

単位数
留学生
単位数

一般学生
単位数

留学生
単位数

一般学生
単位数

留学生
単位数

必
　
　
　
　
　
　
修
　
　
　
　
　
　
科
　
　
　
　
　
　
目

応 用 数 学 １ 講義 1 1
応 用 数 学 ２ 講義 ○ 2 2
応 用 数 学 ３ 講義 ○ 2 2
応 用 数 学 ４ 講義 ○ 2 2
応 用 物 理 １ 講義 2 2
応 用 物 理 ２ 講義 ○ 2 2
情 報 処 理 ２ 講義 2 2
電 磁 気 学 １ 講義 2 2
電 磁 気 学 ２ 講義 ○ 2 2
電 気 回 路 ２ 講義 2 2
電 子 回 路 講義 2 2
計 測 工 学 講義 ○ 2 2
制 御 工 学 １ 講義 ○ 2 2
制 御 工 学 ２ 講義 ○ 2 2
機 械 運 動 学１ 講義 2 2
機 械 運 動 学２ 講義 ○ 2 2
材 料 力 学 １ 講義 2 2
技 術 者 倫 理 講義 1 1
電子制御基礎演習２ 演習 1 1
電子制御工学実験１ 実験・実習 4 4
電子制御工学実験２ 実験・実習 4 4
電子制御総合演習 演習 2 2
工学基礎研究 演習 4 4
工学基礎研究２ 演習 2
工学基礎研究３ 演習 2
卒 業 研 究 実験・実習 12 12
小 計 20 20 29 31 12 14

選
　
　
択
　
　
科
　
　
目

応 用 物 理 ３ 講義 ○ 2 2
情 報 処 理 ３ 講義 ○ 2 2
情報応用工学 講義 ○ 2 2
電気応用工学 講義 ○ 2 2
電子応用工学 講義 ○ 2 2
制 御 工 学 ３ 講義 ○ 2 2
材 料 力 学 ２ 講義 ○ 2 2
ロボット工 学 講義 ○ 2 2
機械応用工学 講義 ○ 2 2
Ａ Ｉ 実 践 演習 ○ 2 2
選 択 科 目 開 設 単 位 数 20 20
選 択 科 目 修 得 単 位 数 14 以上 14 以上

専 門 科 目 開 設 単 位 数 計 20 20 29 31 32 34
専 門 科 目 修 得 単 位 数 計 20 20 29 31 26 以上 28 以上
一 般 科 目 修 得 単 位 数 計 13 13 9 7 4 2
合 計 修 得 単 位 数 33 33 38 38 30 以上 30 以上
１ 　授業種別欄は、授業の形態により、講義、演習、実験・実習及び実

技の別を示す。
２ 　学修単位欄に○印のある授業科目（同欄に学年の表示のあるものは当

該学年のみ）は、第13条第３項に規定する授業科目を示し、空欄のもの
は同条第２項に規定する授業科目を示す。

専門科目（電子制御工学科）　（令和７年度以降編入学生） 専門科目（電子制御工学科）　（令和８年度以降編入学生）
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専門科目（環境都市工学科）（平成 29 年度以降入学生） 専門科目（環境都市工学科）（平成 31 年度以降編入学生）

授業科目 授業
種別

学修
単位

第 3 学年 第 4 学年 第 5 学年
備考一般学生

単位数
留学生
単位数

一般学生
単位数

留学生
単位数

一般学生
単位数

留学生
単位数

必
　
　
　
　
　
　
修
　
　
　
　
　
　
科
　
　
　
　
　
　
目

応 用 数 学 講義 2 2
応 用 物 理 講義 2 2
数 値 計 算 法 講義 2 2
測 量 学 Ⅱ 講義 1 1
測 量 実 習 Ⅱ 実験・実習 2 2
空間情報工学 講義 1 1
設 計 製 図 演習 2 2
基 礎 実 験 Ⅰ実験・実習 3 3
基 礎 実 験 Ⅱ 実験・実習 3 3
総 合 実 験 実験・実習 1.5 1.5
コンクリート工学Ⅰ 講義 2 2
コンクリート工学Ⅱ 講義 2 2
構 造 力 学 Ⅰ 講義 2 2
構 造 力 学 Ⅱ 講義 3 3
鋼 構 造 講義 ○ 2 2
水 理 学 Ⅰ 講義 2 2
水 理 学 Ⅱ 講義 3 3
土 質 力 学 Ⅰ 講義 2 2
土 質 力 学 Ⅱ 講義 2 2
地 盤 地 質 学 講義 1 1
数 理 計 画 学Ⅰ 講義 2 2
数 理 計 画 学Ⅱ 講義 1 1
環 境 工 学 Ⅰ 講義 2 2
環 境 工 学 Ⅱ 講義 2 2
循環型社会形成論 講義 ○ 2 2
都 市 工 学 講義 1 1
建設マネジメント 講義 1 1
防 災 工 学 講義 1 1
社会基盤工学 講義 1 1
総 合 演 習 Ⅰ 演習 1 1
総 合 演 習 Ⅱ 演習 1.5 1.5
技 術 者 倫 理 講義 1 1
卒 業 研 究 実験・実習 8 8
環境都市工学基礎演習Ⅰ 演習 2
環境都市工学基礎演習Ⅱ 演習 2
小 計 20 22 28 30 17 17

選
　
　
択
　
　
科
　
　
目

構 造 解 析 学 講義 ○ 2 2
実践コンクリート工学 講義 ○ 2 2
地 盤 工 学 講義 ○ 2 2
流 域 圏 工 学 講義 ○ 2 2
水文水資源学 講義 ○ 2 2
環境生物・生態学 講義 ○ 2 2
都市交通計画 講義 ○ 2 2
エネルギー工学 講義 ○ 2 2
選 択 科 目 開 設 単 位 数 16 16
選 択 科 目 修 得 単 位 数 10 以上 10 以上

専 門 科 目 開 設 単 位 数 計 20 22 28 30 33 33
専 門 科 目 修 得 単 位 数 計 20 22 28 30 27 以上 27 以上
一 般 科 目 修 得 単 位 数 計 13 13 9 7 4 2
合 計 修 得 単 位 数 33 35 37 37 31 以上 29 以上
１ 　授業種別欄は、授業の形態により、講義、演習、実験・実習及び実

技の別を示す。
２ 　学修単位欄に○印のある授業科目（同欄に学年の表示のあるものは当

該学年のみ）は、第13条第３項に規定する授業科目を示し、空欄のもの
は同条第２項に規定する授業科目を示す。

授業科目 授業
種別

学修
単位 単位数

学年別配当
備考

1年 2年 3年 4年 5年

必
　
　
　
　
　
　
修
　
　
　
　
　
　
科
　
　
　
　
　
　
目

応 用 数 学 講義 2 2
応 用 物 理 講義 2 2
シビルエンジニアリング入門 講義 2 2
コンピュータリテラシ 講義 1 1
数値計算法 講義 2 2
測 量 学 Ⅰ 講義 1 1
測量実習Ⅰ 実験・実習 2 2
測 量 学 Ⅱ 講義 1 1
測量実習Ⅱ 実験・実習 2 2
空間情報工学 講義 1 1
基 礎 製 図 演習 2 2
設 計 製 図 演習 2 2
基礎実験Ⅰ 実験・実習 3 3
基礎実験Ⅱ 実験・実習 3 3
総 合 実 験 実験・実習 1.5 1.5
基礎材料学 講義 1 1
コンクリート工学Ⅰ 講義 2 2
コンクリート工学Ⅱ 講義 2 2
基 礎 力 学 講義 2 2
構造力学Ⅰ 講義 2 2
構造力学Ⅱ 講義 3 3
鋼 構 造 講義 ○ 2 2
水 理 学 Ⅰ 講義 2 2
水 理 学 Ⅱ 講義 3 3
土質力学Ⅰ 講義 2 2
土質力学Ⅱ 講義 2 2
地盤地質学 講義 1 1
数理計画学Ⅰ 講義 2 2
数理計画学Ⅱ 講義 1 1
環境工学Ⅰ 講義 2 2
環境工学Ⅱ 講義 2 2
循環型社会形成論 講義 ○ 2 2
都 市 工 学 講義 1 1
建設マネジメント 講義 1 1
防 災 工 学 講義 1 1
社会基盤工学 講義 1 1
総合演習Ⅰ 演習 1 1
総合演習Ⅱ 演習 1.5 1.5
技術者倫理 講義 1 1
卒 業 研 究 実験・実習 8 8
小 計 76 3 8 20 28 17

選
　
　
択
　
　
科
　
　
目

構造解析学 講義 ○ 2 2
実 践コンクリート工 学 講義 ○ 2 2
地 盤 工 学 講義 ○ 2 2
流域圏工学 講義 ○ 2 2
水文水資源学 講義 ○ 2 2
環境生物・生態学 講義 ○ 2 2
都市交通計画 講義 ○ 2 2
エネルギー工学 講義 ○ 2 2
選 択 科目開 設 単 位 数 16 16
選 択 科目修 得 単 位 数 10 以上 10 以上

専 門 科 目 開 設 単 位 数 計 92 3 8 20 28 33
専 門 科 目 修 得 単 位 数 計 86 以上 3 8 20 28 27 以上
一 般 科 目 修 得 単 位 数 計 81 30 25 13 9 4
合 計 修 得 単 位 数 167 以上 33 33 33 37 31 以上
１ 　授業種別欄は、授業の形態により、講義、演習、実験・実習及び

実技の別を示す。
２ 　学修単位欄に○印のある授業科目（同欄に学年の表示のあるもの

は当該学年のみ）は、第13条第３項に規定する授業科目を示し、空
欄のものは同条第２項に規定する授業科目を示す。
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専門科目（環境都市工学科）（令和６年度以降入学生） 専門科目（環境都市工学科）（令和８年度以降編入学生）

授業科目 授業
種別

学修
単位

第 3 学年 第 4 学年 第 5 学年
備考一般学生

単位数
留学生
単位数

一般学生
単位数

留学生
単位数

一般学生
単位数

留学生
単位数

必
　
　
　
　
　
　
修
　
　
　
　
　
　
科
　
　
　
　
　
　
目

応 用 数 学 講義 2 2
応 用 物 理 講義 2 2
数 値 計 算 法 講義 2 2
測 量 学 Ⅱ 講義 1 1
測 量 実 習 Ⅱ 実験・実習 2 2
空間情報工学 講義 1 1
設 計 製 図 演習 2 2
基 礎 実 験 Ⅰ実験・実習 3 3
基 礎 実 験 Ⅱ 実験・実習 3 3
総 合 実 験 実験・実習 1.5 1.5
コンクリート工学Ⅰ 講義 2 2
コンクリート工学Ⅱ 講義 2 2
構 造 力 学 Ⅰ 講義 2 2
構 造 力 学 Ⅱ 講義 3 3
鋼 構 造 講義 ○ 2 2
水 理 学 Ⅰ 講義 2 2
水 理 学 Ⅱ 講義 3 3
土 質 力 学 Ⅰ 講義 2 2
土 質 力 学 Ⅱ 講義 2 2
地 盤 地 質 学 講義 1 1
数 理 計 画 学Ⅰ 講義 2 2
数 理 計 画 学Ⅱ 講義 1 1
環 境 工 学 Ⅰ 講義 2 2
環 境 工 学 Ⅱ 講義 2 2
循環型社会形成論 講義 ○ 2 2
都 市 工 学 講義 1 1
建設マネジメント 講義 1 1
防 災 工 学 講義 1 1
社会基盤工学 講義 1 1
総 合 演 習 Ⅰ 演習 1 1
総 合 演 習 Ⅱ 演習 1.5 1.5
技 術 者 倫 理 講義 1 1
卒 業 研 究 実験・実習 8 8
環境都市工学基礎演習Ⅰ 演習 2
環境都市工学基礎演習Ⅱ 演習 2
小 計 20 22 28 30 17 17

選
　
　
択
　
　
科
　
　
目

構 造 解 析 学 講義 ○ 2 2
実践コンクリート工学 講義 ○ 2 2
地 盤 工 学 講義 ○ 2 2
流 域 圏 工 学 講義 ○ 2 2
水文水資源学 講義 ○ 2 2
環境生物・生態学 講義 ○ 2 2
都 市 交 通 計 画 講義 ○ 2 2
エネルギー工学 講義 ○ 2 2
Ａ Ｉ 実 践 演習 ○ 2 2
選 択 科 目 開 設 単 位 数 18 18
選 択 科 目 修 得 単 位 数 10 以上 10 以上

専 門 科 目 開 設 単 位 数 計 20 22 28 30 35 35
専 門 科 目 修 得 単 位 数 計 20 22 28 30 27 以上 27 以上
一 般 科 目 修 得 単 位 数 計 13 13 9 7 4 2
合 計 修 得 単 位 数 33 35 37 37 31 以上 29 以上
１ 　授業種別欄は、授業の形態により、講義、演習、実験・実習及び実

技の別を示す。
２ 　学修単位欄に○印のある授業科目（同欄に学年の表示のあるものは当

該学年のみ）は、第13条第３項に規定する授業科目を示し、空欄のもの
は同条第２項に規定する授業科目を示す。

授業科目 授業
種別

学修
単位 単位数

学年別配当
備考

1年 2年 3年 4年 5年

必
　
　
　
　
　
　
修
　
　
　
　
　
　
科
　
　
　
　
　
　
目

応 用 数 学 講義 2 2
応 用 物 理 講義 2 2
シビルエンジニアリング入門 講義 2 2
コンピュータリテラシ 講義 1 1
数値計算法 講義 2 2
測 量 学 Ⅰ 講義 1 1
測量実習Ⅰ 実験・実習 2 2
測 量 学 Ⅱ 講義 1 1
測量実習Ⅱ 実験・実習 2 2
空間情報工学 講義 1 1
基 礎 製 図 演習 2 2
設 計 製 図 演習 2 2
基礎実験Ⅰ 実験・実習 3 3
基礎実験Ⅱ 実験・実習 3 3
総 合 実 験 実験・実習 1.5 1.5
基礎材料学 講義 1 1
コンクリート工学Ⅰ 講義 2 2
コンクリート工学Ⅱ 講義 2 2
基 礎 力 学 講義 2 2
構造力学Ⅰ 講義 2 2
構造力学Ⅱ 講義 3 3
鋼 構 造 講義 ○ 2 2
水 理 学 Ⅰ 講義 2 2
水 理 学 Ⅱ 講義 3 3
土質力学Ⅰ 講義 2 2
土質力学Ⅱ 講義 2 2
地盤地質学 講義 1 1
数理計画学Ⅰ 講義 2 2
数理計画学Ⅱ 講義 1 1
環境工学Ⅰ 講義 2 2
環境工学Ⅱ 講義 2 2
循環型社会形成論 講義 ○ 2 2
都 市 工 学 講義 1 1
建設マネジメント 講義 1 1
防 災 工 学 講義 1 1
社会基盤工学 講義 1 1
総合演習Ⅰ 演習 1 1
総合演習Ⅱ 演習 1.5 1.5
技術者倫理 講義 1 1
卒 業 研 究 実験・実習 8 8
小 計 76 3 8 20 28 17

選
　
　
択
　
　
科
　
　
目

構造解析学 講義 ○ 2 2
実 践コンクリート工 学 講義 ○ 2 2
地 盤 工 学 講義 ○ 2 2
流域圏工学 講義 ○ 2 2
水文水資源学 講義 ○ 2 2
環境生物・生態学 講義 ○ 2 2
都 市 交 通 計 画 講義 ○ 2 2
エネルギー工学 講義 ○ 2 2
Ａ Ｉ 実 践 演習 ○ 2 2
選 択 科目開 設 単 位 数 18 18
選 択 科目修 得 単 位 数 10 以上 10 以上

専 門 科 目 開 設 単 位 数 計 94 3 8 20 28 35
専 門 科 目 修 得 単 位 数 計 86 以上 3 8 20 28 27 以上
一 般 科 目 修 得 単 位 数 計 81 30 25 13 9 4
合 計 修 得 単 位 数 167 以上 33 33 33 37 31 以上
１ 　授業種別欄は、授業の形態により、講義、演習、実験・実習及び

実技の別を示す。
２ 　学修単位欄に○印のある授業科目（同欄に学年の表示のあるもの

は当該学年のみ）は、第13条第３項に規定する授業科目を示し、空
欄のものは同条第２項に規定する授業科目を示す。
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専門科目（環境都市工学科）（令和７年度以降入学生） 専門科目（環境都市工学科）（令和９年度以降編入学生）

授業科目 授業
種別

学修
単位

第 3 学年 第 4 学年 第 5 学年
備考一般学生

単位数
留学生
単位数

一般学生
単位数

留学生
単位数

一般学生
単位数

留学生
単位数

必
　
　
　
　
　
　
修
　
　
　
　
　
　
科
　
　
　
　
　
　
目

応 用 数 学 講義 2 2
応 用 物 理 講義 2 2
環境都市工学実習Ⅰ 実験・実習 4 4
環境都市工学実習Ⅱ 実験・実習 4 4
総 合 実 験 実験・実習 2 2
プログラミング 演習 1 1
設 計 製 図 演習 2 2
構 造 力 学 Ⅰ 講義 2 2
構 造 力 学 Ⅱ 講義 2 2
構 造 設 計 学 講義 1 1
水 理 学 Ⅰ 講義 2 2
水 理 学 Ⅱ 講義 2 2
応 用 水 理 学 講義 ○ 2 2
地 盤 力 学 Ⅰ 講義 2 2
地 盤 力 学 Ⅱ 講義 2 2
地 盤 工 学 講義 ○ 2 2
数 理 計 画 学Ⅰ 講義 2 2
数 理 計 画 学Ⅱ 講義 1 1
都 市 工 学 講義 1 1
コンクリート工学Ⅰ 講義 2 2
コンクリート工学Ⅱ 講義 2 2
測 量 学 講義 1 1
測 量 実 習 実験・実習 2 2
空間情報工学 演習 1 1
社 会 基 盤 工 学 講義 1 1
建設マネジメント 講義 1 1
環 境 工 学 Ⅰ 講義 1 1
環 境 工 学 Ⅱ 講義 2 2
循環型社会形成論 講義 ○ 2 2
総 合 演 習 Ⅰ 演習 1 1
総 合 演 習 Ⅱ 演習 1 1
卒 業 研 究 実験・実習 10 10
環境都市工学基礎演習Ⅰ 演習 2
環境都市工学基礎演習Ⅱ 演習 2
小 計 21 23 23 25 21 21

選
　
　
択
　
　
科
　
　
目

構 造 解 析 学 講義 ○ 2 2
河 川 水 文 学 講義 ○ 2 2
地 盤 力 学 Ⅲ 講義 ○ 2 2
都市交通計画 講義 ○ 2 2
実践コンクリート工学 講義 ○ 2 2
環境生物・生態学 講義 ○ 2 2
Ａ Ｉ 実 践 演習 ○ 2 2
選 択 科 目 開 設 単 位 数 14 14
選 択 科 目 修 得 単 位 数 10 以上 10 以上

専 門 科 目 開 設 単 位 数 計 21 23 23 25 35 35
専 門 科 目 修 得 単 位 数 計 21 23 23 25 31 以上 31 以上
一 般 科 目 修 得 単 位 数 計 13 13 9 7 4 2
合 計 修 得 単 位 数 34 36 32 32 35 以上 33 以上
１ 　授業種別欄は、授業の形態により、講義、演習、実験・実習及び実

技の別を示す。
２ 　学修単位欄に○印のある授業科目（同欄に学年の表示のあるものは当

該学年のみ）は、第13条第３項に規定する授業科目を示し、空欄のもの
は同条第２項に規定する授業科目を示す。

授業科目 授業
種別

学修
単位 単位数

学年別配当
備考

1年 2年 3年 4年 5年

必
　
　
　
　
　
　
修
　
　
　
　
　
　
科
　
　
　
　
　
　
目

応 用 数 学 講義 2 2
応 用 物 理 講義 2 2
シビルエンジニアリング入門 講義 1.5 1.5
シビルエンジニアリング入門実習 実験・実習 1.5 1.5
環 境 都 市 工 学 基 礎Ⅰ 講義 2 2
環境都市工学基礎Ⅱ 講義 2 2
環 境 都 市 工 学 基 礎 実 習Ⅰ 実験・実習 2 2
環 境 都 市 工 学 基 礎 実 習Ⅱ 実験・実習 2 2
環 境 都 市 工 学 実 習Ⅰ 実験・実習 4 4
環境都市工学実習Ⅱ 実験・実習 4 4
総 合 実 験 実験・実習 2 2
プログラミング 演習 1 1
設 計 製 図 演習 2 2
構造力学Ⅰ 講義 2 2
構造力学Ⅱ 講義 2 2
構造設計学 講義 1 1
水 理 学 Ⅰ 講義 2 2
水 理 学 Ⅱ 講義 2 2
応用水理学 講義 ○ 2 2
地盤力学Ⅰ 講義 2 2
地盤力学Ⅱ 講義 2 2
地 盤 工 学 講義 ○ 2 2
数理計画学Ⅰ 講義 2 2
数理計画学Ⅱ 講義 1 1
都 市 工 学 講義 1 1
コンクリート工学Ⅰ 講義 2 2
コンクリート工学Ⅱ 講義 2 2
測 量 学 講義 1 1
測 量 実 習 実験・実習 2 2
空間情報工学 演習 1 1
社会基盤工学 講義 1 1
建設マネジメント 講義 1 1
環境工学Ⅰ 講義 1 1
環境工学Ⅱ 講義 2 2
循環型社会形成論 講義 ○ 2 2
総合演習Ⅰ 演習 1 1
総合演習Ⅱ 演習 1 1
卒 業 研 究 実験・実習 10 10
小 計 76 3 8 21 23 21

選
　
　
択
　
　
科
　
　
目

構造解析学 講義 ○ 2 2
河川水文学 講義 ○ 2 2
地盤力学Ⅲ 講義 ○ 2 2
都市交通計画 講義 ○ 2 2
実 践コンクリート工 学 講義 ○ 2 2
環境生物・生態学 講義 ○ 2 2
Ａ Ｉ 実 践 演習 ○ 2 2
選 択 科目開 設 単 位 数 14 14
選 択 科目修 得 単 位 数 10 以上 10 以上

専 門 科 目 開 設 単 位 数 計 90 3 8 21 23 35
専 門 科 目 修 得 単 位 数 計 86 以上 3 8 21 23 31 以上
一 般 科 目 修 得 単 位 数 計 81 30 25 13 9 4
合 計 修 得 単 位 数 167 以上 33 33 34 32 35 以上
１ 　授業種別欄は、授業の形態により、講義、演習、実験・実習及び

実技の別を示す。
２ 　学修単位欄に○印のある授業科目（同欄に学年の表示のあるもの

は当該学年のみ）は、第１３条第３項に規定する授業科目を示し、空
欄のものは同条第２項に規定する授業科目を示す。
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専門科目（建築学科）　　　（令和２年度以降入学生） 専門科目（建築学科）　　　（令和４年度以降編入学生）

授業科目 授業
種別

学修
単位

第 3 学年 第 4 学年 第 5 学年
備考一般学生

単位数
留学生
単位数

一般学生
単位数

留学生
単位数

一般学生
単位数

留学生
単位数

必
　
　
　
　
　
　
修
　
　
　
　
　
　
科
　
　
　
　
　
　
目

応 用 数 学 A 講義 1 1
応 用 数 学 B 講義 1 1
応 用 物 理 Ⅰ 講義 2 2
応 用 物 理 Ⅱ 講義 1 1
デジタルデザインⅠ 演習 1 1
デジタルデザインⅡ 演習 1 1
情 報 処 理 講義 1 1
構 造 力 学 Ⅰ 講義 2 2
構 造 力 学 Ⅱ 講義 2 2
建 築 材 料 Ⅰ 講義 1 1
材 料 力 学 講義 1 1
木 質 構 造 講義 1 1
Ｒ Ｃ 構 造 Ⅰ 講義 2 2
Ｒ Ｃ 構 造 Ⅱ 講義 ○ 2 2
鉄 骨 構 造 Ⅰ 講義 2 2
鉄 骨 構 造 Ⅱ 講義 ○ 2 2
インテリアデザイン論 講義 1 1
インテリア設計 演習 2 2
建 築 史 Ⅱ 講義 1 1
建 築 計 画 Ⅰ 講義 2 2
建 築 計 画 Ⅱ 講義 2 2
地域都市計画 講義 1 1
環 境 社 会 学 講義 1 1
環境工学基礎 講義 1 1
環 境 工 学 講義 2 2
建 築 設 備 講義 2 2
環 境 デ ザイン 講義 ○ 2 2
建築設計製図Ⅰ 演習 4 4
建築設計製図Ⅱ 演習 4 4
建築環境実験 実験・実習 1 1
建築構造実験 実験・実習 1 1
建築技術者倫理 講義 1 1
総 合 演 習 演習 1 1
建 築 生 産 講義 2 2
建 築 法 規 講義 2 2
測 量 学 講義 ○ 2 2
防 災 工 学 講義 ○ 2 2
建築学基礎演習 I 演習 2
建築学基礎演習 II 演習 2
卒 業 研 究 実験・実習 8 8
小 計 20 22 26 28 22 22

選
　
　
択
　
　
科
　
　
目

土質基礎工学 講義 ○ 2 2
構 造 設 計 講義 ○ 2 2
計 画 特 論 講義 ○ 2 2
参加のデザイン 演習 ○ 2 2
建 築 史 Ⅲ 講義 ○ 2 2
建築設計製図Ⅲ 演習 ○ 2 2
建築計画演習 演習 ○ 2 2
建築設備演習 演習 ○ 2 2
建 築 材 料 Ⅱ 講義 ○ 2 2
選 択 科 目 開 設 単 位 数 18 18
選 択 科 目 修 得 単 位 数 7 以上 7 以上

専 門 科 目 開 設 単 位 数 計 20 22 26 28 40 40
専 門 科 目 修 得 単 位 数 計 20 22 26 28 29 以上 29 以上
一 般 科 目 修 得 単 位 数 計 13 13 9 7 4 2
合 計 修 得 単 位 数 33 35 35 35 33 以上 31 以上
１ 　授業種別欄は、授業の形態により、講義、演習、実験・実習及び実

技の別を示す。
２ 　学修単位欄に○印のある授業科目（同欄に学年の表示のあるものは当

該学年のみ）は、第13条第３項に規定する授業科目を示し、空欄のもの
は同条第２項に規定する授業科目を示す。

授業科目 授業
種別

学修
単位 単位数

学年別配当
備考

1年 2年 3年 4年 5年

必
　
　
　
　
　
　
修
　
　
　
　
　
　
科
　
　
　
　
　
　
目

応用数学A 講義 1 1
応用数学 B 講義 1 1
応用物理Ⅰ 講義 2 2
応用物理Ⅱ 講義 1 1
建築学通論 講義 1 1
デジタルデザインⅠ 演習 1 1
デジタルデザインⅡ 演習 1 1
情 報 処 理 講義 1 1
構造力学Ⅰ 講義 2 2
構造力学Ⅱ 講義 2 2
建築材料Ⅰ 講義 1 1
材 料 力 学 講義 1 1
建築構法Ⅰ 講義 1 1
建築構法Ⅱ 講義 1 1
木 質 構 造 講義 1 1
ＲＣ構 造Ⅰ 講義 2 2
ＲＣ構 造Ⅱ 講義 ○ 2 2
鉄骨構造Ⅰ 講義 2 2
鉄骨構造Ⅱ 講義 ○ 2 2
空間デザイン基礎 演習 1 1
インテリア基礎 演習 1 1
インテリアデザイン論 講義 1 1
インテリア設計 演習 2 2
建 築 史 Ⅰ 講義 2 2
建 築 史 Ⅱ 講義 1 1
建築計画Ⅰ 講義 2 2
建築計画Ⅱ 講義 2 2
地域都市計画 講義 1 1
環境社会学 講義 1 1
環境工学基礎 講義 1 1
環 境 工 学 講義 2 2
建 築 設 備 講義 2 2
環 境デザイン 講義 ○ 2 2
建築製図Ⅰ 演習 2 2
建築製図Ⅱ 演習 2 2
建築設計製図Ⅰ 演習 4 4
建築設計製図Ⅱ 演習 4 4
建築環境実験 実験・実習 1 1
建築構造実験 実験・実習 1 1
建築技術者倫理 講義 1 1
総 合 演 習 演習 1 1
建 築 生 産 講義 2 2
建 築 法 規 講義 2 2
測 量 学 講義 ○ 2 2
防 災 工 学 講義 ○ 2 2
卒 業 研 究 実験・実習 8 8
小 計 79 4 7 20 26 22

選
　
　
択
　
　
科
　
　
目

土質基礎工学 講義 ○ 2 2
構 造 設 計 講義 ○ 2 2
計 画 特 論 講義 ○ 2 2
参加のデザイン 演習 ○ 2 2
建 築 史 Ⅲ 講義 ○ 2 2
建築設計製図Ⅲ 演習 ○ 2 2
建築計画演習 演習 ○ 2 2
建築設備演習 演習 ○ 2 2
建築材料Ⅱ 講義 ○ 2 2
選 択 科目開 設 単 位 数 18 18
選 択 科目修 得 単 位 数 7 以上 7 以上

専 門 科 目 開 設 単 位 数 計 97 4 7 20 26 40
専 門 科 目 修 得 単 位 数 計 86 以上 4 7 20 26 29 以上
一 般 科 目 修 得 単 位 数 計 81 30 25 13 9 4
合 計 修 得 単 位 数 167 以上 34 32 33 35 33 以上
１ 　授業種別欄は、授業の形態により、講義、演習、実験・実習及び

実技の別を示す。
２ 　学修単位欄に○印のある授業科目（同欄に学年の表示のあるもの

は当該学年のみ）は、第13条第３項に規定する授業科目を示し、空
欄のものは同条第２項に規定する授業科目を示す。
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別 表 第 ３ 

先端融合開発専攻教育課程（令和４年度以降入学生） 

区分 授 業 科 目 
授業 
種別 

単位数 
開講時期 

備考 
1年次 2年次 

一
般
科
目 

必
修 

社 会 倫 理 学 特 論 講義 2   2 

  

英 語 特 講 １ 講義 2 2   

英 語 特 講 ２ 講義 2 2   

必 修科 目 開 設 単 位数 計 6 4 2 

選
択 

文 学 講義 2   2 

英 語 演 習 １ 演習 1   1 

英 語 演 習 ２ 演習 1   1 

先 端 数 学 入 門 講義 2 2  

選 択科 目 開 設 単 位数 計 6 2 4 

一 般 科 目 開 設 単 位 数 合 計 12 6 6 

専 
 

 

門 
 

 

科 
 

 

目 

専
門
基
盤
科
目 

必
修 

創 造 工 学 実 習 実験実習 2 
 

2 
必修科目開設単位数計 2 0 2 

選
択 

応 用 物 理 学 講義 2 2  
生 命 科 学 講義 2 2  
物 質 化 学 講義 2  2 
ディジタル計測制御 講義 2 2  
国際連携実習 １ 実験実習 1 1  
国際連携実習 ２ 実験実習 1  1 
ヒューマンインターフェースデザイン 講義 2  2 
計 算 力 学 講義 2 2  
量 子 力 学 講義 2 2  
統 計 力 学 講義 2  2 
情 報 工 学 講義 2  2 
応 用 数 学 特 論 講義 2 2  
企 業 経 営 概 論 講義 2 2   
プロジェクトマネジメント 講義 2   2 
科学技術リテラシー教育実習 実験実習 2 2  
先 端 実 験 入 門 講義 2  2 
選択科目開設単位数計 30 17 13 

専門基盤科目開設単位数計 32 17 15 

専
門
展
開
科
目 

必
修 

特 別 実 験 実験実習 4 4 
 

特 別 実 習 １ 実験実習 2 2 
 

  
特 別 研 究 １ 実験実習 6 6 

 
  

特 別 研 究 ２ 実験実習 8 
 

8   
必修科目開設単位数計 20 12 8   

選
択 

医療福祉工学特論 講義 2 2 
 

  
画 像 情 報 処 理 講義 2 

 
2   

メカトロニクス特論 講義 2 
 

2   
航空宇宙工学特論 講義 2 2 

 
  

空 気 力 学 特 論 講義 2  2   
材 料 分 析 工 学 講義 2  2   
リノベーションデザイン論 講義 2 2 

 
  

循環型社会特 論 講義 2 2 
 

  
新エネルギー特論 講義 2  2  
維 持 管 理 工 学 講義 2  2  
環 境 材 料 学 講義 2 2   
環 境 計 画 学 講義 2  2  
拡 散 現 象 論 講義 2 2   
回 路 網 学 講義 2 2   
電 気 機 器 特 論 講義 2  2  
ディジタルシステム基礎 講義 2 2   
建 設 計 画 学 講義 2 2   
水 管 理 工 学 講義 2  2  
建設振動学特 論 講義 2  2  
構造解析学特 論 講義 2 2   
環 境 調 整 工 学 講義 2 2 

  

都 市 形 成 論 講義 2  2  
特 別 実 習 2 実験実習 1 1 

  

選択科目開設単位数計 45 23 22 
 

専門展開科目開設単位数計 65 35 30 
 

専 門 科 目 開 設 単 位 数 合 計 97 52 45 

開 設 単 位 数 合 計 109 58 51 
 

一般科目・専門科目修得単位数合計 62単位以上修得 

 

 

別 表 第 ４ 

先端融合開発専攻 連携教育プログラム教育課程 

（先端融合テクノロジー連携教育プログラム） 

一般基礎科目（令和４年度以降入学生） 

区分 授 業 科 目 
授業 
種別 

単位数 
開講時期 

備考 
1年次2年次 

外
国
語
科
目 

選
択 

英 語 特 講 １ 講義 2 2   

4 単 位 以 上

英 語 特 講 ２ 講義 2 2  

英 語 演 習 １ 演習 1  1 

英 語 演 習 ２ 演習 1  1 

豊橋技術科学大学開設 
外国語科目（※1） 

  
  

人
文
・
社
会 

科
学
科
目 

選
択 

社 会 倫 理 学 特 論 講義 2   2 

人文2単位以上
社会2単位以上
合計6単位以上 

文 学 講義 2   2 

企 業 経 営 概 論 講義 2 2   

プロジェクトマネジメント 講義 2  2 

豊橋技術科学大学開設 
人文・社会科学科目（※1） 

 
 

  

学

術

素

養

科

目

選
択 

生命科学（※２） 講義 2 2  
5 単 位 以 上豊橋技術科学大学開設 

学術素養科目（※1） 
  

  

一般基礎科目開設単位数合計 16 8 8  

一般基礎科目修得単位数合計 15単位以上修得  

専門科目（建築学科）　　　（令和６年度以降入学生） 専門科目（建築学科）　　　（令和８年度以降編入学生）

授業科目 授業
種別

学修
単位

第 3 学年 第 4 学年 第 5 学年
備考一般学生

単位数
留学生
単位数

一般学生
単位数

留学生
単位数

一般学生
単位数

留学生
単位数

必
　
　
　
　
　
　
修
　
　
　
　
　
　
科
　
　
　
　
　
　
目

応 用 数 学 A 講義 1 1
応 用 数 学 B 講義 1 1
応 用 物 理 Ⅰ 講義 2 2
応 用 物 理 Ⅱ 講義 1 1
デジタルデザインⅠ 演習 1 1
デジタルデザインⅡ 演習 1 1
情 報 処 理 講義 1 1
構 造 力 学 Ⅰ 講義 2 2
構 造 力 学 Ⅱ 講義 2 2
建 築 材 料 Ⅰ 講義 1 1
材 料 力 学 講義 1 1
木 質 構 造 講義 1 1
Ｒ Ｃ 構 造 Ⅰ 講義 2 2
Ｒ Ｃ 構 造 Ⅱ 講義 ○ 2 2
鉄 骨 構 造 Ⅰ 講義 2 2
鉄 骨 構 造 Ⅱ 講義 ○ 2 2
インテリアデザイン論 講義 1 1
インテリア設計 演習 2 2
建 築 史 Ⅱ 講義 1 1
建 築 計 画 Ⅰ 講義 2 2
建 築 計 画 Ⅱ 講義 2 2
地域都市計画 講義 1 1
環 境 社 会 学 講義 1 1
環境工学基礎 講義 1 1
環 境 工 学 講義 2 2
建 築 設 備 講義 2 2
環 境 デ ザイン 講義 ○ 2 2
建築設計製図Ⅰ 演習 4 4
建築設計製図Ⅱ 演習 4 4
建築環境実験 実験・実習 1 1
建築構造実験 実験・実習 1 1
建築技術者倫理 講義 1 1
総 合 演 習 演習 1 1
建 築 生 産 講義 2 2
建 築 法 規 講義 2 2
測 量 学 講義 ○ 2 2
防 災 工 学 講義 ○ 2 2
建築学基礎演習 I 演習 2
建築学基礎演習 II 演習 2
卒 業 研 究 実験・実習 8 8
小 計 20 22 26 28 22 22

選
　
　
択
　
　
科
　
　
目

土質基礎工学 講義 ○ 2 2
構 造 設 計 講義 ○ 2 2
計 画 特 論 講義 ○ 2 2
参加のデザイン 演習 ○ 2 2
建 築 史 Ⅲ 講義 ○ 2 2
建築設計製図Ⅲ 演習 ○ 2 2
建 築 計 画 演 習 演習 ○ 2 2
建築設備演習 演習 ○ 2 2
建 築 材 料 Ⅱ 講義 ○ 2 2
Ａ Ｉ 実 践 演習 ○ 2 2
選 択 科 目 開 設 単 位 数 20 20
選 択 科 目 修 得 単 位 数 7 以上 7 以上

専 門 科 目 開 設 単 位 数 計 20 22 26 28 42 42
専 門 科 目 修 得 単 位 数 計 20 22 26 28 29 以上 29 以上
一 般 科 目 修 得 単 位 数 計 13 13 9 7 4 2
合 計 修 得 単 位 数 33 35 35 35 33 以上 31 以上
１ 　授業種別欄は、授業の形態により、講義、演習、実験・実習及び実

技の別を示す。
２ 　学修単位欄に○印のある授業科目（同欄に学年の表示のあるものは当

該学年のみ）は、第13条第３項に規定する授業科目を示し、空欄のもの
は同条第２項に規定する授業科目を示す。

授業科目 授業
種別

学修
単位 単位数

学年別配当
備考

1年 2年 3年 4年 5年

必
　
　
　
　
　
　
修
　
　
　
　
　
　
科
　
　
　
　
　
　
目

応用数学A 講義 1 1
応用数学 B 講義 1 1
応用物理Ⅰ 講義 2 2
応用物理Ⅱ 講義 1 1
建築学通論 講義 1 1
デジタルデザインⅠ 演習 1 1
デジタルデザインⅡ 演習 1 1
情 報 処 理 講義 1 1
構造力学Ⅰ 講義 2 2
構造力学Ⅱ 講義 2 2
建築材料Ⅰ 講義 1 1
材 料 力 学 講義 1 1
建築構法Ⅰ 講義 1 1
建築構法Ⅱ 講義 1 1
木 質 構 造 講義 1 1
ＲＣ構 造Ⅰ 講義 2 2
ＲＣ構 造Ⅱ 講義 ○ 2 2
鉄骨構造Ⅰ 講義 2 2
鉄骨構造Ⅱ 講義 ○ 2 2
空間デザイン基礎 演習 1 1
インテリア基礎 演習 1 1
インテリアデザイン論 講義 1 1
インテリア設計 演習 2 2
建 築 史 Ⅰ 講義 2 2
建 築 史 Ⅱ 講義 1 1
建築計画Ⅰ 講義 2 2
建築計画Ⅱ 講義 2 2
地域都市計画 講義 1 1
環境社会学 講義 1 1
環境工学基礎 講義 1 1
環 境 工 学 講義 2 2
建 築 設 備 講義 2 2
環 境デザイン 講義 ○ 2 2
建築製図Ⅰ 演習 2 2
建築製図Ⅱ 演習 2 2
建築設計製図Ⅰ 演習 4 4
建築設計製図Ⅱ 演習 4 4
建築環境実験 実験・実習 1 1
建築構造実験 実験・実習 1 1
建築技術者倫理 講義 1 1
総 合 演 習 演習 1 1
建 築 生 産 講義 2 2
建 築 法 規 講義 2 2
測 量 学 講義 ○ 2 2
防 災 工 学 講義 ○ 2 2
卒 業 研 究 実験・実習 8 8
小 計 79 4 7 20 26 22

選
　
　
択
　
　
科
　
　
目

土質基礎工学 講義 ○ 2 2
構 造 設 計 講義 ○ 2 2
計 画 特 論 講義 ○ 2 2
参加のデザイン 演習 ○ 2 2
建 築 史 Ⅲ 講義 ○ 2 2
建築設計製図Ⅲ 演習 ○ 2 2
建 築 計 画 演 習 演習 ○ 2 2
建築設備演習 演習 ○ 2 2
建 築 材 料 Ⅱ 講義 ○ 2 2
Ａ Ｉ 実 践 演習 ○ 2 2
選 択 科目開 設 単 位 数 20 20
選 択 科目修 得 単 位 数 7 以上 7 以上

専 門 科 目 開 設 単 位 数 計 99 4 7 20 26 42
専 門 科 目 修 得 単 位 数 計 86 以上 4 7 20 26 29 以上
一 般 科 目 修 得 単 位 数 計 81 30 25 13 9 4
合 計 修 得 単 位 数 167 以上 34 32 33 35 33 以上
１ 　授業種別欄は、授業の形態により、講義、演習、実験・実習及び

実技の別を示す。
２ 　学修単位欄に○印のある授業科目（同欄に学年の表示のあるもの

は当該学年のみ）は、第13条第３項に規定する授業科目を示し、空
欄のものは同条第２項に規定する授業科目を示す。
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別 表 第 ３ 

先端融合開発専攻教育課程（令和４年度以降入学生） 

区分 授 業 科 目 
授業 
種別 

単位数 
開講時期 

備考 
1年次 2年次 

一
般
科
目 

必
修 

社 会 倫 理 学 特 論 講義 2   2 

  

英 語 特 講 １ 講義 2 2   

英 語 特 講 ２ 講義 2 2   

必 修科 目 開 設 単 位数 計 6 4 2 

選
択 

文 学 講義 2   2 

英 語 演 習 １ 演習 1   1 

英 語 演 習 ２ 演習 1   1 

先 端 数 学 入 門 講義 2 2  

選 択科 目 開 設 単 位数 計 6 2 4 

一 般 科 目 開 設 単 位 数 合 計 12 6 6 

専 
 

 

門 
 

 

科 
 

 
目 

専
門
基
盤
科
目 

必
修 

創 造 工 学 実 習 実験実習 2 
 

2 
必修科目開設単位数計 2 0 2 

選
択 

応 用 物 理 学 講義 2 2  
生 命 科 学 講義 2 2  
物 質 化 学 講義 2  2 
ディジタル計測制御 講義 2 2  
国際連携実習 １ 実験実習 1 1  
国際連携実習 ２ 実験実習 1  1 
ヒューマンインターフェースデザイン 講義 2  2 
計 算 力 学 講義 2 2  
量 子 力 学 講義 2 2  
統 計 力 学 講義 2  2 
情 報 工 学 講義 2  2 
応 用 数 学 特 論 講義 2 2  
企 業 経 営 概 論 講義 2 2   
プロジェクトマネジメント 講義 2   2 
科学技術リテラシー教育実習 実験実習 2 2  
先 端 実 験 入 門 講義 2  2 
選択科目開設単位数計 30 17 13 

専門基盤科目開設単位数計 32 17 15 

専
門
展
開
科
目 

必
修 

特 別 実 験 実験実習 4 4 
 

特 別 実 習 １ 実験実習 2 2 
 

  
特 別 研 究 １ 実験実習 6 6 

 
  

特 別 研 究 ２ 実験実習 8 
 

8   
必修科目開設単位数計 20 12 8   

選
択 

医療福祉工学特論 講義 2 2 
 

  
画 像 情 報 処 理 講義 2 

 
2   

メカトロニクス特論 講義 2 
 

2   
航空宇宙工学特論 講義 2 2 

 
  

空 気 力 学 特 論 講義 2  2   
材 料 分 析 工 学 講義 2  2   
リノベーションデザイン論 講義 2 2 

 
  

循環型社会特 論 講義 2 2 
 

  
新エネルギー特論 講義 2  2  
維 持 管 理 工 学 講義 2  2  
環 境 材 料 学 講義 2 2   
環 境 計 画 学 講義 2  2  
拡 散 現 象 論 講義 2 2   
回 路 網 学 講義 2 2   
電 気 機 器 特 論 講義 2  2  
ディジタルシステム基礎 講義 2 2   
建 設 計 画 学 講義 2 2   
水 管 理 工 学 講義 2  2  
建設振動学特 論 講義 2  2  
構造解析学特 論 講義 2 2   
環 境 調 整 工 学 講義 2 2 

  

都 市 形 成 論 講義 2  2  
特 別 実 習 2 実験実習 1 1 

  

選択科目開設単位数計 45 23 22 
 

専門展開科目開設単位数計 65 35 30 
 

専 門 科 目 開 設 単 位 数 合 計 97 52 45 

開 設 単 位 数 合 計 109 58 51 
 

一般科目・専門科目修得単位数合計 62単位以上修得 

 

 

別 表 第 ４ 

先端融合開発専攻 連携教育プログラム教育課程 

（先端融合テクノロジー連携教育プログラム） 

一般基礎科目（令和４年度以降入学生） 

区分 授 業 科 目 
授業 
種別 

単位数 
開講時期 

備考 
1年次2年次 

外
国
語
科
目 

選
択 

英 語 特 講 １ 講義 2 2   

4 単 位 以 上

英 語 特 講 ２ 講義 2 2  

英 語 演 習 １ 演習 1  1 

英 語 演 習 ２ 演習 1  1 

豊橋技術科学大学開設 
外国語科目（※1） 

  
  

人
文
・
社
会 

科
学
科
目 

選
択 

社 会 倫 理 学 特 論 講義 2   2 

人文2単位以上
社会2単位以上
合計6単位以上 

文 学 講義 2   2 

企 業 経 営 概 論 講義 2 2   

プロジェクトマネジメント 講義 2  2 

豊橋技術科学大学開設 
人文・社会科学科目（※1） 

 
 

  

学

術

素

養

科

目

選
択 

生命科学（※２） 講義 2 2  
5 単 位 以 上豊橋技術科学大学開設 

学術素養科目（※1） 
  

  

一般基礎科目開設単位数合計 16 8 8  

一般基礎科目修得単位数合計 15単位以上修得  

専門科目（建築学科）　　　（令和６年度以降入学生） 専門科目（建築学科）　　　（令和８年度以降編入学生）

授業科目 授業
種別

学修
単位

第 3 学年 第 4 学年 第 5 学年
備考一般学生

単位数
留学生
単位数

一般学生
単位数

留学生
単位数

一般学生
単位数

留学生
単位数

必
　
　
　
　
　
　
修
　
　
　
　
　
　
科
　
　
　
　
　
　
目

応 用 数 学 A 講義 1 1
応 用 数 学 B 講義 1 1
応 用 物 理 Ⅰ 講義 2 2
応 用 物 理 Ⅱ 講義 1 1
デジタルデザインⅠ 演習 1 1
デジタルデザインⅡ 演習 1 1
情 報 処 理 講義 1 1
構 造 力 学 Ⅰ 講義 2 2
構 造 力 学 Ⅱ 講義 2 2
建 築 材 料 Ⅰ 講義 1 1
材 料 力 学 講義 1 1
木 質 構 造 講義 1 1
Ｒ Ｃ 構 造 Ⅰ 講義 2 2
Ｒ Ｃ 構 造 Ⅱ 講義 ○ 2 2
鉄 骨 構 造 Ⅰ 講義 2 2
鉄 骨 構 造 Ⅱ 講義 ○ 2 2
インテリアデザイン論 講義 1 1
インテリア設計 演習 2 2
建 築 史 Ⅱ 講義 1 1
建 築 計 画 Ⅰ 講義 2 2
建 築 計 画 Ⅱ 講義 2 2
地域都市計画 講義 1 1
環 境 社 会 学 講義 1 1
環境工学基礎 講義 1 1
環 境 工 学 講義 2 2
建 築 設 備 講義 2 2
環 境 デ ザイン 講義 ○ 2 2
建築設計製図Ⅰ 演習 4 4
建築設計製図Ⅱ 演習 4 4
建築環境実験 実験・実習 1 1
建築構造実験 実験・実習 1 1
建築技術者倫理 講義 1 1
総 合 演 習 演習 1 1
建 築 生 産 講義 2 2
建 築 法 規 講義 2 2
測 量 学 講義 ○ 2 2
防 災 工 学 講義 ○ 2 2
建築学基礎演習 I 演習 2
建築学基礎演習 II 演習 2
卒 業 研 究 実験・実習 8 8
小 計 20 22 26 28 22 22

選
　
　
択
　
　
科
　
　
目

土質基礎工学 講義 ○ 2 2
構 造 設 計 講義 ○ 2 2
計 画 特 論 講義 ○ 2 2
参加のデザイン 演習 ○ 2 2
建 築 史 Ⅲ 講義 ○ 2 2
建築設計製図Ⅲ 演習 ○ 2 2
建 築 計 画 演 習 演習 ○ 2 2
建築設備演習 演習 ○ 2 2
建 築 材 料 Ⅱ 講義 ○ 2 2
Ａ Ｉ 実 践 演習 ○ 2 2
選 択 科 目 開 設 単 位 数 20 20
選 択 科 目 修 得 単 位 数 7 以上 7 以上

専 門 科 目 開 設 単 位 数 計 20 22 26 28 42 42
専 門 科 目 修 得 単 位 数 計 20 22 26 28 29 以上 29 以上
一 般 科 目 修 得 単 位 数 計 13 13 9 7 4 2
合 計 修 得 単 位 数 33 35 35 35 33 以上 31 以上
１ 　授業種別欄は、授業の形態により、講義、演習、実験・実習及び実

技の別を示す。
２ 　学修単位欄に○印のある授業科目（同欄に学年の表示のあるものは当

該学年のみ）は、第13条第３項に規定する授業科目を示し、空欄のもの
は同条第２項に規定する授業科目を示す。

授業科目 授業
種別

学修
単位 単位数

学年別配当
備考

1年 2年 3年 4年 5年

必
　
　
　
　
　
　
修
　
　
　
　
　
　
科
　
　
　
　
　
　
目

応用数学A 講義 1 1
応用数学 B 講義 1 1
応用物理Ⅰ 講義 2 2
応用物理Ⅱ 講義 1 1
建築学通論 講義 1 1
デジタルデザインⅠ 演習 1 1
デジタルデザインⅡ 演習 1 1
情 報 処 理 講義 1 1
構造力学Ⅰ 講義 2 2
構造力学Ⅱ 講義 2 2
建築材料Ⅰ 講義 1 1
材 料 力 学 講義 1 1
建築構法Ⅰ 講義 1 1
建築構法Ⅱ 講義 1 1
木 質 構 造 講義 1 1
ＲＣ構 造Ⅰ 講義 2 2
ＲＣ構 造Ⅱ 講義 ○ 2 2
鉄骨構造Ⅰ 講義 2 2
鉄骨構造Ⅱ 講義 ○ 2 2
空間デザイン基礎 演習 1 1
インテリア基礎 演習 1 1
インテリアデザイン論 講義 1 1
インテリア設計 演習 2 2
建 築 史 Ⅰ 講義 2 2
建 築 史 Ⅱ 講義 1 1
建築計画Ⅰ 講義 2 2
建築計画Ⅱ 講義 2 2
地域都市計画 講義 1 1
環境社会学 講義 1 1
環境工学基礎 講義 1 1
環 境 工 学 講義 2 2
建 築 設 備 講義 2 2
環 境デザイン 講義 ○ 2 2
建築製図Ⅰ 演習 2 2
建築製図Ⅱ 演習 2 2
建築設計製図Ⅰ 演習 4 4
建築設計製図Ⅱ 演習 4 4
建築環境実験 実験・実習 1 1
建築構造実験 実験・実習 1 1
建築技術者倫理 講義 1 1
総 合 演 習 演習 1 1
建 築 生 産 講義 2 2
建 築 法 規 講義 2 2
測 量 学 講義 ○ 2 2
防 災 工 学 講義 ○ 2 2
卒 業 研 究 実験・実習 8 8
小 計 79 4 7 20 26 22

選
　
　
択
　
　
科
　
　
目

土質基礎工学 講義 ○ 2 2
構 造 設 計 講義 ○ 2 2
計 画 特 論 講義 ○ 2 2
参加のデザイン 演習 ○ 2 2
建 築 史 Ⅲ 講義 ○ 2 2
建築設計製図Ⅲ 演習 ○ 2 2
建 築 計 画 演 習 演習 ○ 2 2
建築設備演習 演習 ○ 2 2
建 築 材 料 Ⅱ 講義 ○ 2 2
Ａ Ｉ 実 践 演習 ○ 2 2
選 択 科目開 設 単 位 数 20 20
選 択 科目修 得 単 位 数 7 以上 7 以上

専 門 科 目 開 設 単 位 数 計 99 4 7 20 26 42
専 門 科 目 修 得 単 位 数 計 86 以上 4 7 20 26 29 以上
一 般 科 目 修 得 単 位 数 計 81 30 25 13 9 4
合 計 修 得 単 位 数 167 以上 34 32 33 35 33 以上
１ 　授業種別欄は、授業の形態により、講義、演習、実験・実習及び

実技の別を示す。
２ 　学修単位欄に○印のある授業科目（同欄に学年の表示のあるもの

は当該学年のみ）は、第13条第３項に規定する授業科目を示し、空
欄のものは同条第２項に規定する授業科目を示す。
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専門科目（令和４年度以降入学生） 

区分 授 業 科 目 
授業 
種別 

単位数 
開講時期 

備考 
1年次2年次 

共
同
開
設
科
目 

必
修 

卒 業 研 究 Ⅰ Ａ 実験実習 4 4  

 

卒業研究ⅠＢ（※1） 実験実習 4 4  

卒 業 研 究 Ⅱ Ａ 実験実習 4  4 

卒業研究ⅡＢ（※1） 実験実習 4  4 

先 端 融 合 テ ク ノ ロ ジ ー セ ミ ナ ー Ⅰ 演習 2 2  

先端融合テクノロジーセミナーⅡ（※1） 演習 2  2 

実務訓練Ａ（※1）実験実習 2 2  

選
択 

実務訓練Ｂ（※1）実験実習 2 2  

 共同 開設 科 目単位 数計 24 14 10 

専
門
科
目
（
共
同
開
設
科
目
以
外
） 

選
択 

先 端 数 学 入 門 講義 2 2  

応 用 数 学 特 論 講義 2 2  

応 用 物 理 学 講義 2 2  

物 質 化 学 講義 2  2 

量 子 力 学 講義 2 2  

統 計 力 学 講義 2  2 

ディジタル計測制御 講義 2 2  

ヒューマンインターフェースデザイン 講義 2  2 

計 算 力 学 講義 2 2  

情 報 工 学 講義 2  2 

先 端 実 験 入 門 講義 2  2 

医療福祉工学特論 講義 2 2  

画 像 情 報 処 理 講義 2  2 

メカトロニクス特論 講義 2  2 

航空宇宙工学特論 講義 2 2  

空 気 力 学 特 論 講義 2  2 

材 料 分 析 工 学 講義 2  2 

リノベーションデザイン論 講義 2 2  

循 環 型 社 会 特 論 講義 2 2  

新エネルギー特論 講義 2  2 

維 持 管 理 工 学 講義 2  2 

環 境 材 料 学 講義 2 2  

環 境 計 画 学 講義 2  2 

拡 散 現 象 論 講義 2 2  

回 路 網 学 講義 2 2  

電 気 機 器 特 論 講義 2  2 

ディジタルシステム基礎 講義 2 2  

建 設 計 画 学 講義 2 2  

水 管 理 工 学 講義 2  2 

建 設 振 動 学 特 論 講義 2  2 

構 造 解 析 学 特 論 講義 2 2  

環 境 調 整 工 学 講義 2 2  

都 市 形 成 論 講義 2  2 

特 別 実 験 実験実習 4 4  

創 造 工 学 実 習 実験実習 2  2 

国 際 連 携 実 習 １ 実験実習 1 1  

国 際 連 携 実 習 ２ 実験実習 1  1 

科 学 技 術 リ テ ラ シ ー 教 育 実 習 実験実習 2 2  

特 別 実 習 １ 実験実習 2 2  

特 別 実 習 ２ 実験実習 1 1  

豊橋技術科学大学開設 専門科目（※1）     

専 門 科 目 （ 共 同 開 設 科 目 以 外 ） 開 設 単 位 数 合 計 79 44 35 

専門科目（共同開設科目を含む）開設単位数合計 103 58 45 

専門科目（共同開設科目を含む）修得単位数合計 47単位以上 

先端融合テクノロジー連携教育プ
ロ グ ラ ム  開 設 単 位 数 合 計 

119 66 53 
 

先端融合テクノロジー連携教育プ
ロ グ ラ ム  修 得 単 位 数 合 計 

62単位以上 

（※１） 豊橋技術科学大学開設科目 

（※２） 豊橋技術科学大学開設必修科目（生命科学、

環境科学）への読み替え可 

（※３） 豊橋技術科学大学開講科目群からの専攻科修

了要件への算入は 30 単位を上限とする  

（※４） 豊橋技術科学大学の科目表を参照し卒業要件

を確認すること  
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２．岐阜工業高等専門学校学生準則 

制定 昭和38年４月１日 

 

第１章 誓約書 

第１条 学生は，学則，学生準則その他の規則

を遵守し，本校学生としての本分を全うする

よう常に心がけなければならない。 

第２条 入学を許可された者は，所定の期日ま

でに別記第１号の様式により，保護者等が連

署した誓約書を提出しなければならない。 

第３条 保護者等は，学生の在学中その身上に

ついて一切の責任を負うものとする。 

２ 保護者等となる者は，独立の生計を営む成

年者で次の各号のいずれにも該当しないもの

とする。 

一 禁錮以上の刑に処せられた者 

二 破産者でいまだ復権しない者 

三 成年被後見人及び被保佐人 

第４条 保護者等が住所又は氏名を変更した場

合は，別記第２号の様式により速やかにこの

旨を校長に届け出なければならない。 

第５条 保護者等が死亡し，又は資格を失った

場合は新たに保護者等となる者を定めて別記

第２号の様式による保護者等変更届を直ちに

校長に提出しなければならない。 

第２章 学生証 

第６条 本校の学生は，本校において交付する

学生証を常時携帯しなければならない。 

第７条 学生証は，その有効期間を終了したと

き，又は退学するときには校長に返納するも

のとする。 

第８条 学生証を紛失し，又は損傷したときに

は直ちに校長に届け出て再交付を受けるもの

とする。 

第３章 休学，退学，欠席等 

第９条 学生は，疾病その他の事由により継続

して３カ月以上修学できない見込みのときは，

医師の診断書又は詳細な事由書を，別記第３

号の様式による休学願に添えて校長に提出し

てその許可を受けなければならない。 

第10条 休学した学生が復学しようとするとき

は，別記第４号の様式による復学願を校長に

提出してその許可を受けなければならない。

この場合，疾病により休学した学生は医師の

診断書を添えなければならない。 

第11条 学生が退学しようとするときは，別記

第５号の様式による退学願を校長に提出して

その許可を受けなければならない。 

第12条 学生は，氏名の変更その他一身上の異

動があったときは，直ちに校長に届け出なけ

ればならない。 

第13条 学生が住居を変更したときは，直ちに

別記第６号の様式による住居変更届を校長に

提出しなければならない。 

第14条 学生が欠席，欠課，遅刻又は早退をし

ようとするときは，事前に別記第７号の様式

による欠席（欠課，遅刻，早退）届を校長に

提出しなければならない。ただし，やむを得

ない事由により事前に提出できないときは，

その理由を明記して事後直ちに提出しなけれ

ばならない。 

２ 疾病のため引続いて１週間以上欠席しよう

とするときは，医師の診断書を添えるものと

する。 

第15条 父母近親の喪に服するときは，別記第

８号の様式による忌引願を校長に提出してそ

の許可を受けなければならない。 

２ 忌引の期間は，父母７日，祖父母・兄弟姉

妹３日，曾祖父母・伯叔父母１日とする。 

第15条の２ この章（第９条－第15条）に規定

する学生の願及び届は，すべて学級担任教員

を経て提出するものとする。 

第４章 服装 

第16条 学生は，常に，本校学生としての品位

を失わない服装をしなければならない。 

２ 実習服及び体育服の制式については，次の

とおりとする。 

一 実習服は，所定の学科別実習服とする。 

二 体育服は，所定のものとする。 

第５章 健康診断 

第17条 学生は，毎年の定期又は臨時の健康診

断及び予防接種を受けなければならない。 

第18条 校長は必要に応じて学生に治療を指示

することがある。 

第６章 学生会 

第19条 本校に，本校学生全員をもって構成す

る学生会を置く。 

第20条 学生会は，学校の指導のもとに学生の
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専門科目（令和４年度以降入学生） 

区分 授 業 科 目 
授業 
種別 

単位数 
開講時期 

備考 
1年次2年次 

共
同
開
設
科
目 

必
修 

卒 業 研 究 Ⅰ Ａ 実験実習 4 4  

 

卒業研究ⅠＢ（※1） 実験実習 4 4  

卒 業 研 究 Ⅱ Ａ 実験実習 4  4 

卒業研究ⅡＢ（※1） 実験実習 4  4 

先 端 融 合 テ ク ノ ロ ジ ー セ ミ ナ ー Ⅰ 演習 2 2  

先端融合テクノロジーセミナーⅡ（※1） 演習 2  2 

実務訓練Ａ（※1）実験実習 2 2  

選
択 

実務訓練Ｂ（※1）実験実習 2 2  

 共同 開設 科 目単位 数計 24 14 10 

専
門
科
目
（
共
同
開
設
科
目
以
外
） 

選
択 

先 端 数 学 入 門 講義 2 2  

応 用 数 学 特 論 講義 2 2  

応 用 物 理 学 講義 2 2  

物 質 化 学 講義 2  2 

量 子 力 学 講義 2 2  

統 計 力 学 講義 2  2 

ディジタル計測制御 講義 2 2  

ヒューマンインターフェースデザイン 講義 2  2 

計 算 力 学 講義 2 2  

情 報 工 学 講義 2  2 

先 端 実 験 入 門 講義 2  2 

医療福祉工学特論 講義 2 2  

画 像 情 報 処 理 講義 2  2 

メカトロニクス特論 講義 2  2 

航空宇宙工学特論 講義 2 2  

空 気 力 学 特 論 講義 2  2 

材 料 分 析 工 学 講義 2  2 

リノベーションデザイン論 講義 2 2  

循 環 型 社 会 特 論 講義 2 2  

新エネルギー特論 講義 2  2 

維 持 管 理 工 学 講義 2  2 

環 境 材 料 学 講義 2 2  

環 境 計 画 学 講義 2  2 

拡 散 現 象 論 講義 2 2  

回 路 網 学 講義 2 2  

電 気 機 器 特 論 講義 2  2 

ディジタルシステム基礎 講義 2 2  

建 設 計 画 学 講義 2 2  

水 管 理 工 学 講義 2  2 

建 設 振 動 学 特 論 講義 2  2 

構 造 解 析 学 特 論 講義 2 2  

環 境 調 整 工 学 講義 2 2  

都 市 形 成 論 講義 2  2 

特 別 実 験 実験実習 4 4  

創 造 工 学 実 習 実験実習 2  2 

国 際 連 携 実 習 １ 実験実習 1 1  

国 際 連 携 実 習 ２ 実験実習 1  1 

科 学 技 術 リ テ ラ シ ー 教 育 実 習 実験実習 2 2  

特 別 実 習 １ 実験実習 2 2  

特 別 実 習 ２ 実験実習 1 1  

豊橋技術科学大学開設 専門科目（※1）     

専 門 科 目 （ 共 同 開 設 科 目 以 外 ） 開 設 単 位 数 合 計 79 44 35 

専門科目（共同開設科目を含む）開設単位数合計 103 58 45 

専門科目（共同開設科目を含む）修得単位数合計 47単位以上 

先端融合テクノロジー連携教育プ
ロ グ ラ ム  開 設 単 位 数 合 計 

119 66 53 
 

先端融合テクノロジー連携教育プ
ロ グ ラ ム  修 得 単 位 数 合 計 

62単位以上 

（※１） 豊橋技術科学大学開設科目 

（※２） 豊橋技術科学大学開設必修科目（生命科学、

環境科学）への読み替え可 

（※３） 豊橋技術科学大学開講科目群からの専攻科修

了要件への算入は 30 単位を上限とする  

（※４） 豊橋技術科学大学の科目表を参照し卒業要件

を確認すること  
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２．岐阜工業高等専門学校学生準則 

制定 昭和38年４月１日 

 

第１章 誓約書 

第１条 学生は，学則，学生準則その他の規則

を遵守し，本校学生としての本分を全うする

よう常に心がけなければならない。 

第２条 入学を許可された者は，所定の期日ま

でに別記第１号の様式により，保護者等が連

署した誓約書を提出しなければならない。 

第３条 保護者等は，学生の在学中その身上に

ついて一切の責任を負うものとする。 

２ 保護者等となる者は，独立の生計を営む成

年者で次の各号のいずれにも該当しないもの

とする。 

一 禁錮以上の刑に処せられた者 

二 破産者でいまだ復権しない者 

三 成年被後見人及び被保佐人 

第４条 保護者等が住所又は氏名を変更した場

合は，別記第２号の様式により速やかにこの

旨を校長に届け出なければならない。 

第５条 保護者等が死亡し，又は資格を失った

場合は新たに保護者等となる者を定めて別記

第２号の様式による保護者等変更届を直ちに

校長に提出しなければならない。 

第２章 学生証 

第６条 本校の学生は，本校において交付する

学生証を常時携帯しなければならない。 

第７条 学生証は，その有効期間を終了したと

き，又は退学するときには校長に返納するも

のとする。 

第８条 学生証を紛失し，又は損傷したときに

は直ちに校長に届け出て再交付を受けるもの

とする。 

第３章 休学，退学，欠席等 

第９条 学生は，疾病その他の事由により継続

して３カ月以上修学できない見込みのときは，

医師の診断書又は詳細な事由書を，別記第３

号の様式による休学願に添えて校長に提出し

てその許可を受けなければならない。 

第10条 休学した学生が復学しようとするとき

は，別記第４号の様式による復学願を校長に

提出してその許可を受けなければならない。

この場合，疾病により休学した学生は医師の

診断書を添えなければならない。 

第11条 学生が退学しようとするときは，別記

第５号の様式による退学願を校長に提出して

その許可を受けなければならない。 

第12条 学生は，氏名の変更その他一身上の異

動があったときは，直ちに校長に届け出なけ

ればならない。 

第13条 学生が住居を変更したときは，直ちに

別記第６号の様式による住居変更届を校長に

提出しなければならない。 

第14条 学生が欠席，欠課，遅刻又は早退をし

ようとするときは，事前に別記第７号の様式

による欠席（欠課，遅刻，早退）届を校長に

提出しなければならない。ただし，やむを得

ない事由により事前に提出できないときは，

その理由を明記して事後直ちに提出しなけれ

ばならない。 

２ 疾病のため引続いて１週間以上欠席しよう

とするときは，医師の診断書を添えるものと

する。 

第15条 父母近親の喪に服するときは，別記第

８号の様式による忌引願を校長に提出してそ

の許可を受けなければならない。 

２ 忌引の期間は，父母７日，祖父母・兄弟姉

妹３日，曾祖父母・伯叔父母１日とする。 

第15条の２ この章（第９条－第15条）に規定

する学生の願及び届は，すべて学級担任教員

を経て提出するものとする。 

第４章 服装 

第16条 学生は，常に，本校学生としての品位

を失わない服装をしなければならない。 

２ 実習服及び体育服の制式については，次の

とおりとする。 

一 実習服は，所定の学科別実習服とする。 

二 体育服は，所定のものとする。 

第５章 健康診断 

第17条 学生は，毎年の定期又は臨時の健康診

断及び予防接種を受けなければならない。 

第18条 校長は必要に応じて学生に治療を指示

することがある。 

第６章 学生会 

第19条 本校に，本校学生全員をもって構成す

る学生会を置く。 

第20条 学生会は，学校の指導のもとに学生の
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自発的な活動を通じて，その人間形成を助長

し，高等専門教育の目的達成に資することを

目的とする。 

第21条 学生会は，前条の目的を実現するため

に次の各号に掲げる目標の達成に努めなけれ

ばならない。 

一 学生生活を楽しく，豊かで規律正しいも

のにし，よい校風をつくる態度を養う。 

二 健全な趣味や豊かな教養を養い，個性の

伸長を図る。 

三 心身の健康を助長し，余暇を活用する態

度を養う。 

四 学校生活における集団の活動に積極的に

参加し，自主性を育てるとともに集団生活

において協力し，民主的に行動する態度を

養う。 

五 学校生活において自治的能力を養うとと

もに，公民としての資質を向上させる。 

第22条 学生会活動を行うにあたっては，次に

掲げる事項を遵守するとともに，法令及び学

則，学生準則その他学校の定める諸規則に違

反してはならない。 

一 学生会は，学校の教育方針に則り，学校

の教育使命の達成に寄与すること。 

二 学生会は，本来の目的使命に則り，その

目的を逸脱し，学校の秩序を乱すような活

動を行わないこと。 

三 学生は，学生会の運営について常に深い

関心をはらい，その活動に積極的に参加す

ること。 

四 学生会は，会員の総意に基づいて運営さ

れ，またいかなる場合においても個人の思

想，良心等に関する基本的な自由を侵さな

いこと。 

五 学生会は，校外活動を行うにあたっては，

学校の承認と指導を受け，学生会の目的の

範囲内において行動すること。 

六 学生会は，その目的使命の達成上必要が

あり，かつ学生会の自主性が阻害されない

と認めて学校が承認した場合にかぎり，校

外団体に加盟することができる。 

第23条 学生会は，規約を制定して学校の承認

を受けるものとする。 

２ 規約の変更についても同様とする。 

第24条 学生会は，毎年度事業計画書及び収支

予算書について学校の承認をうけ，また事業

報告書及び収支決算書を学校に提出するもの

とする。 

第25条 学生が個人又は団体として校外団体に

参加しようとするときは，当該校外団体の目

的，規約及び役員に関する事項並びに参加の

目的を記載した文章を添え，責任代表者が署

名捺印のうえ，学生主事を経て校長に別記第

９号の様式による校外団体参加願を提出して，

その許可を受けなければならない。 

第26条 前条の校外団体の行為が本校の目的に

反すると認められるときには校長は，許可を

取り消すことがある。 

第７章 集会 

第27条 学生が校内又は校外において集会（催

物その他の行事）を行おうとする場合には，

目的，期日，施設，設備の名称，参加者数等

を記載した別記第10号の様式による集会（催

物その他の行事）許可願を１週間以前に，責

任代表者から学生主事を経て校長に提出して，

その許可を受けなければならない。この場合，

その実施に関しては学生主事の指示に従うも

のとする。 

第28条 前条の場合，願出の主旨に反する行為

が認められるときは，校長はその中止を命ず

ることがある。 

第８章 印刷物の発行，配布及び販売 

第29条 学生が校内又は校外において配布し，

販売することを目的として雑誌，新聞，パン

フレット及びその他のものを印刷（外注する

場合を含む。）しようとするときは，別記第11

号様式による印刷物（配布，販売）許可願に

原稿を添え，学生主事を経て校長に願い出て，

その許可を受けなければならない。 

２ 前項の規定により許可を得た印刷物及び学

生が発行に関与していない印刷物の配布，販

売については，その印刷物２部を添えて許可

願を提出し，校長の許可を受けなければなら

ない。 

第９章 掲示 

第30条 学生が校内又は校外においてビラ，ポ

スター類を掲示しようとするときは，別記第

12号の様式による掲示許可願に当該掲示物を
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添え，学生主事を経て校長に提出してその許

可を受けなければならない。この場合，その

実施に関しては学生主事の指示に従うものと

する。 

第10章 施設，設備の使用 

第31条 学生及びその団体が，集会その他特別

の目的をもって本校の施設，設備を使用しよ

うとする場合には，その目的，期日，施設，

設備の名称等を記載した別記第13号の様式に

よる施設，設備使用許可願を，学生主事を経

て校長に提出してその許可を受けなければな

らない。 

第11章 雑則 

第32条 本則実施に際して必要があるときは，

さらに実施細則を定める。 

附 則 

この学生準則は，昭和38年４月１日から実施

する。 

省 略 

   附 則 

 この準則は，令和３年12月22日から実施し，

令和３年４月１日から適用する。 

 

 

３．岐阜工業高等専門学校の学科ごとの 

教育目的に係る規程 

制定 平成25年７月３日 

 

第１条 本規程は，高等専門学校設置基準(昭和

36年文部省令第23号)の第３条及び岐阜工業高

等専門学校学則第７条第１項の規定に基づき，

岐阜工業高等専門学校の学科ごとの人材の養

成に関する目的を定め，もって教育活動の適正

かつ円滑な運営を図ることを目的とする。 

第２条 機械工学科の教育目的は，次のとおり

とする。 

（１）国際社会において機械技術者として活躍

するための基礎学力を有し，社会情勢の急

激な変化に柔軟に対処できる情報処理能力

と情報解析能力を備えた技術者を養成する

ことを目的とする。 

第３条 電気情報工学科の教育目的は，次のと

おりとする。 

（１）電気・電子・情報の各分野における基礎

知識と技術をバランス良く身につけると共

に，社会の要求に応え高度な専門技術と知

識を修得していける能力を身につけた技術

者を養成することを目的とする。 

第４条 電子制御工学科の教育目的は，次のと

おりとする。 

（１）電気・電子，情報・制御，機械関連の基

礎知識と考え方を身につけ，国際化する高

度情報化社会の要求に応え，電子制御・情

報制御技術を基礎として，創造的な技術改

良・技術開発ができる能力を身につけた技

術者を養成することを目的とする。 

第５条 環境都市工学科の教育目的は，次のと

おりとする。 

（１）人類が自然災害から国土を守り快適で安

全な生活を支えるための社会基盤の整備と，

自然と共生・調和し環境負荷の低減を考慮

した「循環型の都市づくり」の創造に関す

る基本的な知識・考え方を理解し，人類の

持続的発展を支える社会基盤整備を積極的

に推進できる能力を身につけている技術者

を養成することを目的とする。 

第６条 建築学科の教育目的は，次のとおりと

する。 

（１）人間が社会生活を営む空間を構築するた

めに建築・都市空間の構成技法，環境調整

及び構造安全性に関する基礎的技術と教養

を有し，それらを総合化できる技術者を養

成することを目的とする。 

附 則 

この規程は，平成25年７月３日から施行し，

平成25年４月１日から適用する。 
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自発的な活動を通じて，その人間形成を助長

し，高等専門教育の目的達成に資することを

目的とする。 

第21条 学生会は，前条の目的を実現するため

に次の各号に掲げる目標の達成に努めなけれ

ばならない。 

一 学生生活を楽しく，豊かで規律正しいも

のにし，よい校風をつくる態度を養う。 

二 健全な趣味や豊かな教養を養い，個性の

伸長を図る。 

三 心身の健康を助長し，余暇を活用する態

度を養う。 

四 学校生活における集団の活動に積極的に

参加し，自主性を育てるとともに集団生活

において協力し，民主的に行動する態度を

養う。 

五 学校生活において自治的能力を養うとと

もに，公民としての資質を向上させる。 

第22条 学生会活動を行うにあたっては，次に

掲げる事項を遵守するとともに，法令及び学

則，学生準則その他学校の定める諸規則に違

反してはならない。 

一 学生会は，学校の教育方針に則り，学校

の教育使命の達成に寄与すること。 

二 学生会は，本来の目的使命に則り，その

目的を逸脱し，学校の秩序を乱すような活

動を行わないこと。 

三 学生は，学生会の運営について常に深い

関心をはらい，その活動に積極的に参加す

ること。 

四 学生会は，会員の総意に基づいて運営さ

れ，またいかなる場合においても個人の思

想，良心等に関する基本的な自由を侵さな

いこと。 

五 学生会は，校外活動を行うにあたっては，

学校の承認と指導を受け，学生会の目的の

範囲内において行動すること。 

六 学生会は，その目的使命の達成上必要が

あり，かつ学生会の自主性が阻害されない

と認めて学校が承認した場合にかぎり，校

外団体に加盟することができる。 

第23条 学生会は，規約を制定して学校の承認

を受けるものとする。 

２ 規約の変更についても同様とする。 

第24条 学生会は，毎年度事業計画書及び収支

予算書について学校の承認をうけ，また事業

報告書及び収支決算書を学校に提出するもの

とする。 

第25条 学生が個人又は団体として校外団体に

参加しようとするときは，当該校外団体の目

的，規約及び役員に関する事項並びに参加の

目的を記載した文章を添え，責任代表者が署

名捺印のうえ，学生主事を経て校長に別記第

９号の様式による校外団体参加願を提出して，

その許可を受けなければならない。 

第26条 前条の校外団体の行為が本校の目的に

反すると認められるときには校長は，許可を

取り消すことがある。 

第７章 集会 

第27条 学生が校内又は校外において集会（催

物その他の行事）を行おうとする場合には，

目的，期日，施設，設備の名称，参加者数等

を記載した別記第10号の様式による集会（催

物その他の行事）許可願を１週間以前に，責

任代表者から学生主事を経て校長に提出して，

その許可を受けなければならない。この場合，

その実施に関しては学生主事の指示に従うも

のとする。 

第28条 前条の場合，願出の主旨に反する行為

が認められるときは，校長はその中止を命ず

ることがある。 

第８章 印刷物の発行，配布及び販売 

第29条 学生が校内又は校外において配布し，

販売することを目的として雑誌，新聞，パン

フレット及びその他のものを印刷（外注する

場合を含む。）しようとするときは，別記第11

号様式による印刷物（配布，販売）許可願に

原稿を添え，学生主事を経て校長に願い出て，

その許可を受けなければならない。 

２ 前項の規定により許可を得た印刷物及び学

生が発行に関与していない印刷物の配布，販

売については，その印刷物２部を添えて許可

願を提出し，校長の許可を受けなければなら

ない。 

第９章 掲示 

第30条 学生が校内又は校外においてビラ，ポ

スター類を掲示しようとするときは，別記第

12号の様式による掲示許可願に当該掲示物を
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添え，学生主事を経て校長に提出してその許

可を受けなければならない。この場合，その

実施に関しては学生主事の指示に従うものと

する。 

第10章 施設，設備の使用 

第31条 学生及びその団体が，集会その他特別

の目的をもって本校の施設，設備を使用しよ

うとする場合には，その目的，期日，施設，

設備の名称等を記載した別記第13号の様式に

よる施設，設備使用許可願を，学生主事を経

て校長に提出してその許可を受けなければな

らない。 

第11章 雑則 

第32条 本則実施に際して必要があるときは，

さらに実施細則を定める。 

附 則 

この学生準則は，昭和38年４月１日から実施

する。 

省 略 

   附 則 

 この準則は，令和３年12月22日から実施し，

令和３年４月１日から適用する。 

 

 

３．岐阜工業高等専門学校の学科ごとの 

教育目的に係る規程 

制定 平成25年７月３日 

 

第１条 本規程は，高等専門学校設置基準(昭和

36年文部省令第23号)の第３条及び岐阜工業高

等専門学校学則第７条第１項の規定に基づき，

岐阜工業高等専門学校の学科ごとの人材の養

成に関する目的を定め，もって教育活動の適正

かつ円滑な運営を図ることを目的とする。 

第２条 機械工学科の教育目的は，次のとおり

とする。 

（１）国際社会において機械技術者として活躍

するための基礎学力を有し，社会情勢の急

激な変化に柔軟に対処できる情報処理能力

と情報解析能力を備えた技術者を養成する

ことを目的とする。 

第３条 電気情報工学科の教育目的は，次のと

おりとする。 

（１）電気・電子・情報の各分野における基礎

知識と技術をバランス良く身につけると共

に，社会の要求に応え高度な専門技術と知

識を修得していける能力を身につけた技術

者を養成することを目的とする。 

第４条 電子制御工学科の教育目的は，次のと

おりとする。 

（１）電気・電子，情報・制御，機械関連の基

礎知識と考え方を身につけ，国際化する高

度情報化社会の要求に応え，電子制御・情

報制御技術を基礎として，創造的な技術改

良・技術開発ができる能力を身につけた技

術者を養成することを目的とする。 

第５条 環境都市工学科の教育目的は，次のと

おりとする。 

（１）人類が自然災害から国土を守り快適で安

全な生活を支えるための社会基盤の整備と，

自然と共生・調和し環境負荷の低減を考慮

した「循環型の都市づくり」の創造に関す

る基本的な知識・考え方を理解し，人類の

持続的発展を支える社会基盤整備を積極的

に推進できる能力を身につけている技術者

を養成することを目的とする。 

第６条 建築学科の教育目的は，次のとおりと

する。 

（１）人間が社会生活を営む空間を構築するた

めに建築・都市空間の構成技法，環境調整

及び構造安全性に関する基礎的技術と教養

を有し，それらを総合化できる技術者を養

成することを目的とする。 

附 則 

この規程は，平成25年７月３日から施行し，

平成25年４月１日から適用する。 

 

— 39—



— 40—



Ⅲ履修，進級の基準及び卒業の要件等
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ⅢⅢ 履修，進級の基準及び 

卒業の要件等 

 

１．履修の定義及び単位修得の基準 

（１）出席時数がその授業科目の年間実施授業

時数の４分の３を超えた場合は，履修を認

定し，満たしていない場合は未履修とする。 

●「年間実施授業時数の４分の３を超えた

場合」の定義 

出席時数＞（年間実施授業時数－忌引－派

遣－出席停止）×（３／４） 

※年間実施授業時数＝授業＋補講＋中間試

験＋期末試験＋その他校長指定 

（授業には，授業として実施した見学及び

特別講演等を含む。） 

（２）履修の特例として，長期欠課の理由が病

気又は怪我等による長期入院等その他やむ

を得ない理由による場合，次の条件を全て

満たし，提出書類を審査の上，校長が認め

た場合には，履修したものと認定する。 

① 成績評価が「６」以上の見込みであるこ

とを当該授業科目担当教員が証明できる

こと。 

② 出席時数がその授業科目の年間実施授

業時数の３分の２を超えること。 

●提出書類 

① 成績評価及び出席時数証明書（内規別

紙様式１） 

② 病気又は怪我等を証明する公的書類 

③ 理由書（その他やむを得ない理由の場合） 

●提出期限等 

学級担任が取り纏めのうえ学期末の当

該授業科目の成績報告締切日以前に校長

に提出する。 

（３）履修した授業科目等の単位修得は，授業

科目ごとに次の条件を満たした場合に認定

する。 

① 授業科目 成績評価が「６」以上の場合 

② 卒業研究 成績評価が「合格」の場合 

③ 特別活動 成績評価が「合格」の場合 

２．進級及び仮進級の基準 

（１）次の基準を満たした場合は，進級を認定

する。 

① その学年において履修すべき全授業科

目について，学年評価が「６」以上である

こと。 

② 特別活動が合格であること。（第１学年

～第３学年） 

③ 仮進級により進級した場合で，下位の

学年の未修得単位を修得していること。

（第２学年～第４学年） 

（２）次の条件を満たした場合は，仮進級を認定

する。 

① 修得すべき授業科目の単位数のうち，６

から未修得授業科目に係る評価数を減じ，

その数に同授業科目の単位数を乗じた数

（不良点）の合計が12以下であること。 

② 未履修授業科目がないこと。 

③ 特別活動を修得していること。（第１学

年～第３学年） 

④ 内規別表１に定める授業科目を修得し

ていること。 

⑤ 原学年に仮進級により進級している場

合は，下位の学年の未修得単位を修得し

ていること。（第２学年～第４学年） 

（３）仮進級者は，下位学年の未修得授業科目

の単位修得について，次に掲げる措置をと

らなければならない。（再履修を要しない。） 

① 課題指導等による所要水準への向上 

② 追加認定試験等による成績向上の証明 

 

３．原級留置 

進級又は仮進級が認められなかった場合は，

原学年に留まり，学年に応じ次のとおり再履

修等をしなければならない。 

（１）第１学年から第３学年までにおいて原級

留置となった者 原学年の成績評価７以下

の授業科目及び特別活動。ただし，原学年

において下位の学年の未修得授業科目は再

履修を要しない。 

（２）第４学年及び第５学年については，原学

年の未修得授業科目を再履修する。ただし，

下位学年の未修得授業科目の再履修は要し

ない。 

（３）休学を除き２年連続して原級留置となっ

た者は，本校にとどまることはできない。 

（４）第４学年の原級留置者は，教育上支障の

ない限り，第５学年の授業科目（内規別表

２に規定する授業科目を除く。）を履修し，

単位を修得することができる。ただし，単

位を修得できなかった場合は，未修得授業

科目を再度履修し単位を修得しなければな

らない。 
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ⅢⅢ 履修，進級の基準及び 

卒業の要件等 

 

１．履修の定義及び単位修得の基準 

（１）出席時数がその授業科目の年間実施授業

時数の４分の３を超えた場合は，履修を認

定し，満たしていない場合は未履修とする。 

●「年間実施授業時数の４分の３を超えた

場合」の定義 

出席時数＞（年間実施授業時数－忌引－派

遣－出席停止）×（３／４） 

※年間実施授業時数＝授業＋補講＋中間試

験＋期末試験＋その他校長指定 

（授業には，授業として実施した見学及び

特別講演等を含む。） 

（２）履修の特例として，長期欠課の理由が病

気又は怪我等による長期入院等その他やむ

を得ない理由による場合，次の条件を全て

満たし，提出書類を審査の上，校長が認め

た場合には，履修したものと認定する。 

① 成績評価が「６」以上の見込みであるこ

とを当該授業科目担当教員が証明できる

こと。 

② 出席時数がその授業科目の年間実施授

業時数の３分の２を超えること。 

●提出書類 

① 成績評価及び出席時数証明書（内規別

紙様式１） 

② 病気又は怪我等を証明する公的書類 

③ 理由書（その他やむを得ない理由の場合） 

●提出期限等 

学級担任が取り纏めのうえ学期末の当

該授業科目の成績報告締切日以前に校長

に提出する。 

（３）履修した授業科目等の単位修得は，授業

科目ごとに次の条件を満たした場合に認定

する。 

① 授業科目 成績評価が「６」以上の場合 

② 卒業研究 成績評価が「合格」の場合 

③ 特別活動 成績評価が「合格」の場合 

２．進級及び仮進級の基準 

（１）次の基準を満たした場合は，進級を認定

する。 

① その学年において履修すべき全授業科

目について，学年評価が「６」以上である

こと。 

② 特別活動が合格であること。（第１学年

～第３学年） 

③ 仮進級により進級した場合で，下位の

学年の未修得単位を修得していること。

（第２学年～第４学年） 

（２）次の条件を満たした場合は，仮進級を認定

する。 

① 修得すべき授業科目の単位数のうち，６

から未修得授業科目に係る評価数を減じ，

その数に同授業科目の単位数を乗じた数

（不良点）の合計が12以下であること。 

② 未履修授業科目がないこと。 

③ 特別活動を修得していること。（第１学

年～第３学年） 

④ 内規別表１に定める授業科目を修得し

ていること。 

⑤ 原学年に仮進級により進級している場

合は，下位の学年の未修得単位を修得し

ていること。（第２学年～第４学年） 

（３）仮進級者は，下位学年の未修得授業科目

の単位修得について，次に掲げる措置をと

らなければならない。（再履修を要しない。） 

① 課題指導等による所要水準への向上 

② 追加認定試験等による成績向上の証明 

 

３．原級留置 

進級又は仮進級が認められなかった場合は，

原学年に留まり，学年に応じ次のとおり再履

修等をしなければならない。 

（１）第１学年から第３学年までにおいて原級

留置となった者 原学年の成績評価７以下

の授業科目及び特別活動。ただし，原学年

において下位の学年の未修得授業科目は再

履修を要しない。 

（２）第４学年及び第５学年については，原学

年の未修得授業科目を再履修する。ただし，

下位学年の未修得授業科目の再履修は要し

ない。 

（３）休学を除き２年連続して原級留置となっ

た者は，本校にとどまることはできない。 

（４）第４学年の原級留置者は，教育上支障の

ない限り，第５学年の授業科目（内規別表

２に規定する授業科目を除く。）を履修し，

単位を修得することができる。ただし，単

位を修得できなかった場合は，未修得授業

科目を再度履修し単位を修得しなければな

らない。 
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４．卒業の要件 

（１）所定の全課程を履修し，167単位（一般科

目81単位以上，専門科目86単位以上）以上

修得し，特別活動に合格した者は卒業を認

定する。 

（２）第５学年において修得すべき単位（下位

学年の未修得単位を含む。）を修得していな

い者は，卒業を認定しない。また，その場

合は卒業研究の単位も認定しないものとし，

次年度に卒業研究を再履修の上，修得しな

ければならない。 

（３）卒業認定に係る未修得授業科目の成績向

上は，課題指導及び単位追加認定試験を行

い，次に掲げる単位の範囲内で認定する。 

①６単位以下とする。 

②未修得授業科目に卒業研究が含まれる場

合はその単位数を加算する。 

 

５．中途退学者の学年修了の認定 

退学を申し出た場合，次に掲げる学年に応

じた授業科目の単位を修得し，かつ特別活動

に合格している者について，当該学年の修了

を認定することがある。なお，特別活動は上

記の授業科目に含まれない。 

第１学年 第２学年 第３学年 第４学年 

24単位以上 50単位以上 74単位以上 120単位以上 

 

６．用語の定義等 

（１）履修単位と学修単位 

①履修単位 学則第13条第２項に規定する

１単位の授業科目を30単位時間（１単位

時間は，標準50分とする。）の履修とする

単位 

②学修単位 学則第13条第３項に規定する，

授業の方法に応じ，当該授業による教育

効果，授業時間外に必要な学修等を考慮

し，１単位の授業科目を授業・課題学修

等及び教室外学修を合わせ45時間の学修

とする単位（60単位を超えない範囲） 

（２）試験関係 

①平常試験 

各授業科目担当教員がその授業時間に随

時実施する試験 

②中間試験 

６月及び12月に一定期間を定め，授業科

目担当教員が必要と認めた授業科目につ

いて行う試験 

③期末試験 

各学期末に一定期間を定め，授業科目担

当教員が必要と認めた授業科目について

行う試験 

④追試験 

病気その他やむを得ない事由によって試

験を受けなかった者に対して授業科目担

当教員が必要と認めたときに行う試験 

⑤追加認定試験 

ア．仮進級者の成績向上を確認し，単位

修得を認定するため，原則として当該

授業試験科目履修の翌年度に実施する

試験 

イ．卒業認定に係る成績報告締切後にお

いて，未修得授業科目の成績向上を確

認し，単位修得を認定するために実施

する試験 

（３）成績評価等の表示 

成績評価等の表示は，次のとおりとする。 

①授業科目10～６（合格），５～２（不合格），

１（未履修） 

②卒業研究 合格，不合格 

③特別活動 合格，不合格 

（４）「補講」と「補習」について 

①補講とは，履修者全員を対象とした補充

のために行う授業をいう。（年間授業実施

時間数に含める。） 

②補習とは，特別に指名した学生を対象し

た補充のために行う授業をいう。（年間授

業実施時間数に含めない。） 

③異常気象等特別の理由がある場合に実施

した「補習」については，欠課時数から

補習した時間数を減ずる措置を行う。 
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４．卒業の要件 

（１）所定の全課程を履修し，167単位（一般科

目81単位以上，専門科目86単位以上）以上

修得し，特別活動に合格した者は卒業を認

定する。 

（２）第５学年において修得すべき単位（下位

学年の未修得単位を含む。）を修得していな

い者は，卒業を認定しない。また，その場

合は卒業研究の単位も認定しないものとし，

次年度に卒業研究を再履修の上，修得しな

ければならない。 

（３）卒業認定に係る未修得授業科目の成績向

上は，課題指導及び単位追加認定試験を行

い，次に掲げる単位の範囲内で認定する。 

①６単位以下とする。 

②未修得授業科目に卒業研究が含まれる場

合はその単位数を加算する。 

 

５．中途退学者の学年修了の認定 

退学を申し出た場合，次に掲げる学年に応

じた授業科目の単位を修得し，かつ特別活動

に合格している者について，当該学年の修了

を認定することがある。なお，特別活動は上

記の授業科目に含まれない。 

第１学年 第２学年 第３学年 第４学年 

24単位以上 50単位以上 74単位以上 120単位以上 

 

６．用語の定義等 

（１）履修単位と学修単位 

①履修単位 学則第13条第２項に規定する

１単位の授業科目を30単位時間（１単位

時間は，標準50分とする。）の履修とする

単位 

②学修単位 学則第13条第３項に規定する，

授業の方法に応じ，当該授業による教育

効果，授業時間外に必要な学修等を考慮

し，１単位の授業科目を授業・課題学修

等及び教室外学修を合わせ45時間の学修

とする単位（60単位を超えない範囲） 

（２）試験関係 

①平常試験 

各授業科目担当教員がその授業時間に随

時実施する試験 

②中間試験 

６月及び12月に一定期間を定め，授業科

目担当教員が必要と認めた授業科目につ

いて行う試験 

③期末試験 

各学期末に一定期間を定め，授業科目担

当教員が必要と認めた授業科目について

行う試験 

④追試験 

病気その他やむを得ない事由によって試

験を受けなかった者に対して授業科目担

当教員が必要と認めたときに行う試験 

⑤追加認定試験 

ア．仮進級者の成績向上を確認し，単位

修得を認定するため，原則として当該

授業試験科目履修の翌年度に実施する

試験 

イ．卒業認定に係る成績報告締切後にお

いて，未修得授業科目の成績向上を確

認し，単位修得を認定するために実施

する試験 

（３）成績評価等の表示 

成績評価等の表示は，次のとおりとする。 

①授業科目10～６（合格），５～２（不合格），

１（未履修） 

②卒業研究 合格，不合格 

③特別活動 合格，不合格 

（４）「補講」と「補習」について 

①補講とは，履修者全員を対象とした補充

のために行う授業をいう。（年間授業実施

時間数に含める。） 

②補習とは，特別に指名した学生を対象し

た補充のために行う授業をいう。（年間授

業実施時間数に含めない。） 

③異常気象等特別の理由がある場合に実施

した「補習」については，欠課時数から

補習した時間数を減ずる措置を行う。 

Ⅳ学生生活
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Ⅳ 学 生 生 活 
 

１.学 生 心 得 

 

制定 昭和57年４月１日 

本校に在学する期間は，学生諸君の一生にお

いて重要な時期である。わが国の社会が諸君に

未来を託し，期待している。 

学生諸君は，自覚と誇りを持って学習と自己

啓発鍛錬に励んで欲しい。 
本校の教育目標を達成するためには，単に，

本校の規則に触れないだけではなく，人間とし

て，本校の学生として充実した日々を送ること

が必要であり，ここに学生の心得を指示する。 

本校は，工業教育を専門とするところである

が，教育とは，何よりも「人間形成」を意味す

るものであることを忘れてはならない。そして

「人間形成」の第一歩は社会人としての人間関

係における「けじめ」を知ることであり，それ

は「道」とも呼ばれるものである。ここに述べ

る「心得」が一つの「けじめ」として，学生諸

君の間で誇りを持って守られ，それが本校学生

諸君の美点として称賛されるようになることを

期待している。 

生活全般について 

（１）体力の錬成 

発育盛りの大切な時期であるから，積極

的に身体の錬成に努めること。優れた社会

人になるには，頑健な体力を持つことが先

ず必要である。 

（２）挨拶の励行  

朝夕の挨拶や授業前後の礼を必ず行う習

慣を持つように心掛けること。これは，人

間尊重の精神と学問に対する敬虔さを持つ

ためには欠くことのできない大切な行為で

ある。更にまた他人の行為に感謝の念を持

ち「ありがとう」のひと言を忘れないこと

も大切である。 

（３）時間厳守 

約束の時間を守ることは技術者として，

社会人として極めて大切な事柄であるから

常日頃から時間を厳守する習慣を身につけ

るように努力すること。特に集団行動の時

には注意すること。 

（４）平素の勉学 

学校で学んだことは必ずその日に復習し，

理解しておく習慣をつけること。そのため

には必ず予習をしておくことが肝要である。 

（５）長期休業中の勉学 

本校では春，夏，冬の外に学年末休業が

定められているが，実力養成には最も良い

機会であるから，計画を立てて実施するこ

と。特に不得意科目，成績不良科目の克服

に努めること。休業中の事故防止には万全

を期し，アルバイト等については厳につつ

しむこと。 

（６）服装 

学校が特に指定した場合を除き登校時の

学生の服装に関して，学生準則第16条の規

定を以下のように運用する。 

一 服装 

ア 学生は，本校学生としての品位を失わ

ない服装をしなければならない。 

イ 正課の場合は，指導教員の指示に従う

こと。 

二 履物 

ア 校舎内では，屋内・外体育施設用の靴

は使用しないこと。 

イ 屋内体育施設（体育館，剣道場等）で

使用する靴は，次のとおりとする。 

（ａ）正課の場合は，指導教員の指示に従

うこと 

（ｂ）クラブ活動の場合は，部活動専用シ

ューズ 

（ｃ）その他の場合は，上記シューズ又は

素足 

ウ 屋外体育施設（運動場，テニスコート

等）で使用する靴は，次のとおりとする。 

（ａ）正課の場合は，指定のグランドシュ

ーズ 

（ｂ）クラブ活動の場合は，部活動専用シ

ューズ 

（ｃ）その他の場合は，上記のシューズ 

エ 特に指定された場所では，備え付けの

スリッパ等を使用すること。 

三 頭髪 

頭髪は，本校学生としてふさわしく，清

潔・清楚であるように心掛けること。 
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Ⅳ 学 生 生 活 
 

１.学 生 心 得 

 

制定 昭和57年４月１日 

本校に在学する期間は，学生諸君の一生にお

いて重要な時期である。わが国の社会が諸君に

未来を託し，期待している。 

学生諸君は，自覚と誇りを持って学習と自己

啓発鍛錬に励んで欲しい。 
本校の教育目標を達成するためには，単に，

本校の規則に触れないだけではなく，人間とし

て，本校の学生として充実した日々を送ること

が必要であり，ここに学生の心得を指示する。 

本校は，工業教育を専門とするところである

が，教育とは，何よりも「人間形成」を意味す

るものであることを忘れてはならない。そして

「人間形成」の第一歩は社会人としての人間関

係における「けじめ」を知ることであり，それ

は「道」とも呼ばれるものである。ここに述べ

る「心得」が一つの「けじめ」として，学生諸

君の間で誇りを持って守られ，それが本校学生

諸君の美点として称賛されるようになることを

期待している。 

生活全般について 

（１）体力の錬成 

発育盛りの大切な時期であるから，積極

的に身体の錬成に努めること。優れた社会

人になるには，頑健な体力を持つことが先

ず必要である。 

（２）挨拶の励行  

朝夕の挨拶や授業前後の礼を必ず行う習

慣を持つように心掛けること。これは，人

間尊重の精神と学問に対する敬虔さを持つ

ためには欠くことのできない大切な行為で

ある。更にまた他人の行為に感謝の念を持

ち「ありがとう」のひと言を忘れないこと

も大切である。 

（３）時間厳守 

約束の時間を守ることは技術者として，

社会人として極めて大切な事柄であるから

常日頃から時間を厳守する習慣を身につけ

るように努力すること。特に集団行動の時

には注意すること。 

（４）平素の勉学 

学校で学んだことは必ずその日に復習し，

理解しておく習慣をつけること。そのため

には必ず予習をしておくことが肝要である。 

（５）長期休業中の勉学 

本校では春，夏，冬の外に学年末休業が

定められているが，実力養成には最も良い

機会であるから，計画を立てて実施するこ

と。特に不得意科目，成績不良科目の克服

に努めること。休業中の事故防止には万全

を期し，アルバイト等については厳につつ

しむこと。 

（６）服装 

学校が特に指定した場合を除き登校時の

学生の服装に関して，学生準則第16条の規

定を以下のように運用する。 

一 服装 

ア 学生は，本校学生としての品位を失わ

ない服装をしなければならない。 

イ 正課の場合は，指導教員の指示に従う

こと。 

二 履物 

ア 校舎内では，屋内・外体育施設用の靴

は使用しないこと。 

イ 屋内体育施設（体育館，剣道場等）で

使用する靴は，次のとおりとする。 

（ａ）正課の場合は，指導教員の指示に従

うこと 

（ｂ）クラブ活動の場合は，部活動専用シ

ューズ 

（ｃ）その他の場合は，上記シューズ又は

素足 

ウ 屋外体育施設（運動場，テニスコート

等）で使用する靴は，次のとおりとする。 

（ａ）正課の場合は，指定のグランドシュ

ーズ 

（ｂ）クラブ活動の場合は，部活動専用シ

ューズ 

（ｃ）その他の場合は，上記のシューズ 

エ 特に指定された場所では，備え付けの

スリッパ等を使用すること。 

三 頭髪 

頭髪は，本校学生としてふさわしく，清

潔・清楚であるように心掛けること。 
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（７）諸願，届の励行 

校内には，多くの「願」及び「届」を必

要とする事項があるので，諸手続一覧によ

り，よく承知しておき，提出の時期（事前

に提出することが原則である。）を失するこ

とのないようにして，必ず提出すること。 

（８）飲酒，喫煙 

20歳未満の者の飲酒，喫煙は，国法で固く

禁止されている。校内での飲酒を禁止する。

又，校内は指定された場所以外は禁煙とする。 

（９）施設，設備，機械及び器具の使用 

校内の施設，設備，機械及び器具等は，

大切に取扱い，使用前にその使用規程，方

法及び心得を熟知してから使用し，破損，

汚損，忘失などしないように心掛けること。

もし，使用中事故や故障，破損などがあっ

た場合には，速やかに，授業中は担当教員

に，クラブ活動中は顧問教員に，その他の

時は学級担任又は学生課に届出て，その指

示に従うこと。使用中は，特に人身事故を

起こさないように万全の注意を払うこと。 

（10）校内施設の使用時間 

学生の校内施設（寮，図書館等別に定め

のあるものを除く。以下同じ。）の使用時間

は，平日は７時から19時までとする。ただ

し，当該時刻以降21時（課外活動の場合は，

月間活動予定表に記載された時刻）まで使

用の必要があり，次の教員（以下「担任教

員等」という。）にその必要が認められた場

合は，担任教員等を通して校長の許可を受

け，使用できることがある。 

（ａ）自学自習の場合は，担任教員 

（ｂ）卒業研究，特別研究の場合は，指導

教員 

（ｃ）課外活動の場合は，顧問教員 

（ｄ）学生会活動の場合は，指導教員 

（ｅ）その他の場合は，関係教員 

土曜日，日曜日及び国民の祝日に関する

法律（昭和23年法律第178号）に規定する休

日のほか，岐阜工業高等専門学校学則第５

条に定める休業日等（以下「土・日曜日等」

という。）の校内施設の使用時間は，８時30

分から17時までとし，使用を希望する場合

は，上記の手続きを行うこと。 

また，平日の７時以前，21時以降及び土・

日曜日等の８時30分から17時以外の時間に

校内施設の使用を必要とする場合で，担任

教員等にその必要が認められた場合は，担

任教員等を通して校長の許可を受け，使用

できることがある。 

校長の許可を受けて使用した場合は，使

用者が下校する際は，必ず警備員にその旨

を報告すること。 

（11）告示，伝達 

学校から学生に告示，伝達する事項は，学

生昇降口の掲示板に掲示されるので，登下校

の際は，掲示板を必ず見る習慣をつけること。

その際，授業時間割の変更に十分注意するこ

と。 

（12）貴重品の取扱い 

貴重品は，身辺から離さない習慣をつけ

ること。 

（13）金品の拾得，紛失 

校内において金品を拾得あるいは紛失し

た時は，速やかに学生課に届出ること。なお，

紛失した場合は，その旨学級担任にも届出る

こと。 

（14）集金 

団体で集金する場合は，関係教員の許可を受

け，その会計結果を当該教員に報告すること。 

（15）集会，印刷物の発行，配布及び販売，掲  

示学生準則第７章，第８章及び第９章の規

定に従い，事前に許可願を学生課に提出し，

校長の許可を得てから実施すること。 

（16）旅行 

登山，キャンプ，スキーその他旅行等に

際しては，登山及び旅行届に計画書及び保

護者の承諾書を添えて，学級担任又は顧問

教員を経て学生課に提出し，校長の承認を

受けること。 

（17）外出 

帰宅時刻は，遅くとも22時以降にならな

いこと。（各県の青少年保護育成条例では，

青少年の深夜の外出を禁止している。） 

22時以前でも，夜間の外出は，やむを得 

ない場合以外避けること。また，外出する

時は，家族に用件，行先，帰宅予定時刻を
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連絡しておき，学生として好ましくない場

所には立寄らないこと。 

（18）アルバイト 

アルバイトは，学資，生活費，家計の補

助を目的とするものに限る。レジャー費，

遊興費，自動車購入など，直接学生生活を

維持するのに必要でない費用を得るためで

あってはならない。職種，期間，賃金，安

全性などを確認し，保護者の承認を得て，

アルバイト届に所定の事項を記入して，学

生課に提出し，必ず校長の承認を受けるこ

と。特に次の事項に留意すること。 

一 修学に支障がないこと。 

二 心身の安全が確保される職種，時間で

あること。 

三 深夜勤務，風俗営業（料理店，マージャ

ン荘，パチンコ店等）には就労しないこと。 

（19）自転車の使用 

一 自転車を利用する場合は，防犯登録を行

い，本校指定のシールを自転車後輪泥よけ

に貼付すること。特に夜間に利用する場合

は，ライト及び反射板等を装備すること。 

二 交通法規違反，事故などの場合は，速

やかに担任教員等を経て学生課に届出る

こと。 

三 自転車は，施錠して所定の場所に置くこと。 

（20）自動車等の使用及び自動車免許の取得等 

交通法規を遵守するとともに，次の事項

に留意すること。 

一 可能な限り公共交通機関を利用し，自

動車・自動二輪車及び原動機付自転車な

どの運転を避けること。 

二 交通法規違反，事故などの場合は，速

やかに担任教員等を経て学生課に届出る

こと。 

三 自動車免許取得等については，別に定め

る「岐阜工業高等専門学校学生の自動車運転

免許取得等に関する規程」を遵守すること。 

（21）下宿 

学生は，自宅又は寄宿舎から通学するこ

とを原則とする。特別の事由のある学生に

ついては，承認を得て，下宿（寄寓（一時

的に親戚の家に住むことをいう。）を含む。 

以下同じ。）して通学することができる。 

第１学年及び第２学年の学生は，原則と

して下宿することを禁止する。ただし，寮

生活が困難等の特別の事由がある場合に限

り，承認を得て，下宿して通学することが

できる。 

一 下宿の承認に関する手続等 

ア．学生が下宿を希望するときは，所定

の承認願を，学級担任を経て学生課に

提出し，校長の承認を受けなければな

らない。 

イ．下宿する学生の校外における生活指

導上の責任は，保護者がすべて負うも

のとする。 

二 下宿生活 

下宿生活においては，次のことについ

て留意すること。 

ア．本校学生としてふさわしい場所に下

宿すること。 

イ．下宿先の家族，地域の人々とは，常に

品位と礼儀ある態度で接し，日常生活に

おいて互いに助け合う生活習慣を身に

つけること。 

ウ．賭博，ゲーム，飲酒，会食など周囲

の人々のひんしゅくを買う行為や，迷

惑を掛ける行為をしないこと。 

エ．特に火気には注意し，電気器具等に

ついては，電源を切った上，もう一度

確かめるくらい注意すること。 

オ．保護者との連絡を密にすること。 

（22）その他 

現住所や電話番号が変わった場合，ある

いは家族に不幸，伝染病患者，重病人が生

じた場合などには，速やかに学級担任に連

絡し，その指示に従うこと。 

   付 記 

 この心得は，昭和57年４月１日から実施する。 

   省 略 

  付 記 

この心得は，令和５年10月１日から実施する。 
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（７）諸願，届の励行 

校内には，多くの「願」及び「届」を必

要とする事項があるので，諸手続一覧によ

り，よく承知しておき，提出の時期（事前

に提出することが原則である。）を失するこ

とのないようにして，必ず提出すること。 

（８）飲酒，喫煙 

20歳未満の者の飲酒，喫煙は，国法で固く

禁止されている。校内での飲酒を禁止する。

又，校内は指定された場所以外は禁煙とする。 

（９）施設，設備，機械及び器具の使用 

校内の施設，設備，機械及び器具等は，

大切に取扱い，使用前にその使用規程，方

法及び心得を熟知してから使用し，破損，

汚損，忘失などしないように心掛けること。

もし，使用中事故や故障，破損などがあっ

た場合には，速やかに，授業中は担当教員

に，クラブ活動中は顧問教員に，その他の

時は学級担任又は学生課に届出て，その指

示に従うこと。使用中は，特に人身事故を

起こさないように万全の注意を払うこと。 

（10）校内施設の使用時間 

学生の校内施設（寮，図書館等別に定め

のあるものを除く。以下同じ。）の使用時間

は，平日は７時から19時までとする。ただ

し，当該時刻以降21時（課外活動の場合は，

月間活動予定表に記載された時刻）まで使

用の必要があり，次の教員（以下「担任教

員等」という。）にその必要が認められた場

合は，担任教員等を通して校長の許可を受

け，使用できることがある。 

（ａ）自学自習の場合は，担任教員 

（ｂ）卒業研究，特別研究の場合は，指導

教員 

（ｃ）課外活動の場合は，顧問教員 

（ｄ）学生会活動の場合は，指導教員 

（ｅ）その他の場合は，関係教員 

土曜日，日曜日及び国民の祝日に関する

法律（昭和23年法律第178号）に規定する休

日のほか，岐阜工業高等専門学校学則第５

条に定める休業日等（以下「土・日曜日等」

という。）の校内施設の使用時間は，８時30

分から17時までとし，使用を希望する場合

は，上記の手続きを行うこと。 

また，平日の７時以前，21時以降及び土・

日曜日等の８時30分から17時以外の時間に

校内施設の使用を必要とする場合で，担任

教員等にその必要が認められた場合は，担

任教員等を通して校長の許可を受け，使用

できることがある。 

校長の許可を受けて使用した場合は，使

用者が下校する際は，必ず警備員にその旨

を報告すること。 

（11）告示，伝達 

学校から学生に告示，伝達する事項は，学

生昇降口の掲示板に掲示されるので，登下校

の際は，掲示板を必ず見る習慣をつけること。

その際，授業時間割の変更に十分注意するこ

と。 

（12）貴重品の取扱い 

貴重品は，身辺から離さない習慣をつけ

ること。 

（13）金品の拾得，紛失 

校内において金品を拾得あるいは紛失し

た時は，速やかに学生課に届出ること。なお，

紛失した場合は，その旨学級担任にも届出る

こと。 

（14）集金 

団体で集金する場合は，関係教員の許可を受

け，その会計結果を当該教員に報告すること。 

（15）集会，印刷物の発行，配布及び販売，掲  

示学生準則第７章，第８章及び第９章の規

定に従い，事前に許可願を学生課に提出し，

校長の許可を得てから実施すること。 

（16）旅行 

登山，キャンプ，スキーその他旅行等に

際しては，登山及び旅行届に計画書及び保

護者の承諾書を添えて，学級担任又は顧問

教員を経て学生課に提出し，校長の承認を

受けること。 

（17）外出 

帰宅時刻は，遅くとも22時以降にならな

いこと。（各県の青少年保護育成条例では，

青少年の深夜の外出を禁止している。） 

22時以前でも，夜間の外出は，やむを得 

ない場合以外避けること。また，外出する

時は，家族に用件，行先，帰宅予定時刻を
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連絡しておき，学生として好ましくない場

所には立寄らないこと。 

（18）アルバイト 

アルバイトは，学資，生活費，家計の補

助を目的とするものに限る。レジャー費，

遊興費，自動車購入など，直接学生生活を

維持するのに必要でない費用を得るためで

あってはならない。職種，期間，賃金，安

全性などを確認し，保護者の承認を得て，

アルバイト届に所定の事項を記入して，学

生課に提出し，必ず校長の承認を受けるこ

と。特に次の事項に留意すること。 

一 修学に支障がないこと。 

二 心身の安全が確保される職種，時間で

あること。 

三 深夜勤務，風俗営業（料理店，マージャ

ン荘，パチンコ店等）には就労しないこと。 

（19）自転車の使用 

一 自転車を利用する場合は，防犯登録を行

い，本校指定のシールを自転車後輪泥よけ

に貼付すること。特に夜間に利用する場合

は，ライト及び反射板等を装備すること。 

二 交通法規違反，事故などの場合は，速

やかに担任教員等を経て学生課に届出る

こと。 

三 自転車は，施錠して所定の場所に置くこと。 

（20）自動車等の使用及び自動車免許の取得等 

交通法規を遵守するとともに，次の事項

に留意すること。 

一 可能な限り公共交通機関を利用し，自

動車・自動二輪車及び原動機付自転車な

どの運転を避けること。 

二 交通法規違反，事故などの場合は，速

やかに担任教員等を経て学生課に届出る

こと。 

三 自動車免許取得等については，別に定め

る「岐阜工業高等専門学校学生の自動車運転

免許取得等に関する規程」を遵守すること。 

（21）下宿 

学生は，自宅又は寄宿舎から通学するこ

とを原則とする。特別の事由のある学生に

ついては，承認を得て，下宿（寄寓（一時

的に親戚の家に住むことをいう。）を含む。 

以下同じ。）して通学することができる。 

第１学年及び第２学年の学生は，原則と

して下宿することを禁止する。ただし，寮

生活が困難等の特別の事由がある場合に限

り，承認を得て，下宿して通学することが

できる。 

一 下宿の承認に関する手続等 

ア．学生が下宿を希望するときは，所定

の承認願を，学級担任を経て学生課に

提出し，校長の承認を受けなければな

らない。 

イ．下宿する学生の校外における生活指

導上の責任は，保護者がすべて負うも

のとする。 

二 下宿生活 

下宿生活においては，次のことについ

て留意すること。 

ア．本校学生としてふさわしい場所に下

宿すること。 

イ．下宿先の家族，地域の人々とは，常に

品位と礼儀ある態度で接し，日常生活に

おいて互いに助け合う生活習慣を身に

つけること。 

ウ．賭博，ゲーム，飲酒，会食など周囲

の人々のひんしゅくを買う行為や，迷

惑を掛ける行為をしないこと。 

エ．特に火気には注意し，電気器具等に

ついては，電源を切った上，もう一度

確かめるくらい注意すること。 

オ．保護者との連絡を密にすること。 

（22）その他 

現住所や電話番号が変わった場合，ある

いは家族に不幸，伝染病患者，重病人が生

じた場合などには，速やかに学級担任に連

絡し，その指示に従うこと。 

   付 記 

 この心得は，昭和57年４月１日から実施する。 

   省 略 

  付 記 

この心得は，令和５年10月１日から実施する。 
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岐阜工業高等専門学校学生の自動車運転免許

取得等に関する規程 

制定 平成８年８月１日 

（趣旨） 

第１条 交通の安全を図るため，岐阜工業高等専

門学校（以下「本校」という。）学生の自動車，

自動二輪車，原動機付自転車及びその他車両

（以下「自動車」という。）の運転免許（以下

「運転免許」という。）の取得，自動車の使用

及び校内駐車等については，この規程の定める

ところによる。 

（運転免許取得の条件） 

第２条 学生の運転免許の取得は，満18歳に達

する年度の学年末休業開始日以降とする。た

だし，校長が，それ以前に自動車を使用する

必要があると認めた学生には，その運転免許

の取得を許可することがある。 

２ 自動車教習所は，満18歳に達する日の属す

る年度の学年末休業（学年末休業の直前に休

講がある場合は，当該休講の開始日とする。

なお，休講の直前に岐阜工業高等専門学校学

則第５条第１項第１号及び第２号に定める休

業日がある場合は休講と同等にみなす。）前に

入所してはならない。 

３ 自動車教習所に入所する場合は，原則として長

期にわたる休業期間を利用するものとする。 

（運転免許取得の手続） 

第３条 自動車運転免許を取得するにあたり，

自動車教習所より本校の自動車運転免許取得

許可証を求められた場合，その発行願（別紙

様式１）を校長に提出する。 

２ 運転免許を取得した学生は，速やかに自動

車運転免許取得届（別紙様式２）を校長に提

出しなければならない。 

（自動車使用の遵守事項） 

第４条 自動車を使用する学生は，次の各号に

掲げる事項を遵守しなければならない。 

一 自動車の貸し借りをしないこと。 

二 みだりに他人を乗せないこと。 

三 交通法規に従い安全運転に心がけること。 

四 原則として自動車を校内に乗り入れないこ

と。 

２ 学生は，交通事故を起こした場合は交通法

規に従い適切な処置をとるとともに，加害者，

被害者のいずれの場合であっても，速やかに学

級担任を経て校長に届出なければならない。 

（自動車通学の届出） 

第５条 学生の通学は，原則として徒歩，自転

車又は公共の交通機関によるものとする。た

だし，交通事情等やむを得ない事由がある場

合は，あらかじめ校長に届出て自動車を使用

して通学することができる。 

２ 前項ただし書の規定により自動車を使用し

て通学しようとする学生は，駐車場所を確保

し，自動車通学届（別紙様式３）を学級担任

を経て校長に提出しなければならない。 

３ 自動車通学届は毎年提出するものとし，提出

した自動車通学届の内容に変更が生じたときは，

速やかに変更の手続きを行わなければならない。 

（校内駐車の許可等） 

第６条 校長は，学生に対して校内駐車を許可す

ることがある。 

２ 前項の規定により校内駐車をしようとする

学生は，校内駐車許可願（別紙様式４）を学

級担任を経て校長に提出し，許可を受けなけ

ればならない。 

３ 校内駐車を許可された学生は，原動機付自

転車については，指定のシール（別紙様式５）

を，ナンバープレートの直近の車両の後部か

ら確認できる位置に貼付し，本校が指定した

場所に駐車しなければならない。 

４ 校長は，本規程を遵守しない学生に対し，

校内駐車の許可を取消すことがある。 

（交通安全教育の受講） 

第７条 学生は，本校が行う交通安全教育を必

ず受講しなければならない。 

（懲戒） 

第８条 この規程に違反した場合は，懲戒を加

えることがある。 

（雑則） 

第９条 この規程の実施に関して必要な事項は，

校長が別に定める。 

附 則 

１ この規程は，平成８年10月１日から施行する。 

２ 岐阜工業高等専門学校学生の自動車運転免

許取得等に関する規程（昭和63年学校規則第

２号）は，廃止する。 

省 略 
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附 則 

 この規程は，令和５年10月１日から施行する。 

 

２．通学について 

 

(1) 通学定期乗車券 

各種通学定期券購入に必要な通学証明書は，

所定の用紙に所定事項を記入のうえ学生課へ入

手希望日の前日までに申請すること。 

通学定期乗車券を使用するときは，必ず学生

証を携帯していなければならない。 

 

(2) 学生生徒旅客運賃割引証（学割証） 

この学割証は，学生個人が自由に使用出来るも

のでなく，修学上の経済的負担を軽減し，学校教

育の振興に寄与することを目的とした制度である。 

（学割証の発行） 

次の目的をもってＪＲを利用して100㎞を超えて

旅行する場合に限り，所定の用紙に所要事項を記入

の上，学生課へ入手希望日の前日までに申請する。 

１ 休暇，所用による帰省 

２ 実習，実験などの正課の教育活動 

３ 学校が認めた特別活動又は体育文化に関

する正課外の教育活動 

４ 就職又は進学のための受験等 

５ 学校が修学上適当と認めた見学又は行事

への参加 

６ 傷病の治療その他修学上支障となる問題の処理 

７ 保護者の旅行への随行 

（学生証携帯の義務） 

学生証は必ず携帯し，その都度呈示しなけれ

ばならない。 

 

３．各種施設について 

 

(1) 特別教室 

特別教室利用に関する申合せ 

（趣旨） 

１ 本校教職員，非常勤講師（以下「教職員等」

という。）及び学生が鍵の貸出を伴う教室等（以

下「特別教室」という。）を利用する取扱いにつ

いては，この申合せの定めるところによる。 

（特別教室） 

２ 特別教室は，次の各号に掲げるものとする。 

一 多目的ホール 

二 クリエイティブ・コモンズ 

三 美術室 

四 第１講義室 

五 大講義室 

（利用の手続） 

３ 特別教室の利用手続は，授業担当教職員等，

学級担任，又はクラブ・同好会顧問の教職員

が行うこととし，これに関する事務は，使用

目的に応じて別表１のとおりとする。 

（利用の制限） 

４ 特別教室のうち，多目的ホール及び大講義

室については，別表１のとおり使用目的によ

る利用の制限を設けるものとする。 

（鍵の借受及び返却） 

５ 鍵の借受及び返却は，授業担当教職員等，

学級担任，又はクラブ・同好会顧問の教職員

が行うこととし，これに関する事務は，使用

目的に応じて別表１のとおりとする。 

（利用の掌握） 

６ クラブ・同好会活動，学生会活動及び高専祭

活動における特別教室の利用に際しては，原則

として，教職員等が立ち会い，利用状況を掌握

することとし，利用後は，当該の教職員等が原

状復帰を確認の上，施錠するものとする。 

（その他） 

７ この申合せに定めるもののほか，特別教室

利用に関し必要な事項は別に定める。 

付 記 

この申合せは，平成24年10月10日から実施する。 

省 略 

付 記 

この申合せは，令和６年４月１日から実施する。 

別表１（３項，４項，５項関係） 

 

 

使用目的 
 
特別教室 

授業・ 
特別活動 

学生会活動 
（評議会・ 

学生会行事等） 

クラブ・ 
同好会活動 
高専祭活動 

多目的ホール 
(図書館） 

教務係 学生係 
原則， 

利用不可 
学生係 

クリエイティ
ブ・コモンズ 
（図書館） 

教務係 学生係 学生係 

美術室 
（４号館） 

教務係 学生係 学生係 

第１講義室 
（４号館） 

教務係 学生係 学生係 

大講義室 
（６号館） 

教務係 学生係 
原則， 

利用不可 
学生係 
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岐阜工業高等専門学校学生の自動車運転免許

取得等に関する規程 

制定 平成８年８月１日 

（趣旨） 

第１条 交通の安全を図るため，岐阜工業高等専

門学校（以下「本校」という。）学生の自動車，

自動二輪車，原動機付自転車及びその他車両

（以下「自動車」という。）の運転免許（以下

「運転免許」という。）の取得，自動車の使用

及び校内駐車等については，この規程の定める

ところによる。 

（運転免許取得の条件） 

第２条 学生の運転免許の取得は，満18歳に達

する年度の学年末休業開始日以降とする。た

だし，校長が，それ以前に自動車を使用する

必要があると認めた学生には，その運転免許

の取得を許可することがある。 

２ 自動車教習所は，満18歳に達する日の属す

る年度の学年末休業（学年末休業の直前に休

講がある場合は，当該休講の開始日とする。

なお，休講の直前に岐阜工業高等専門学校学

則第５条第１項第１号及び第２号に定める休

業日がある場合は休講と同等にみなす。）前に

入所してはならない。 

３ 自動車教習所に入所する場合は，原則として長

期にわたる休業期間を利用するものとする。 

（運転免許取得の手続） 

第３条 自動車運転免許を取得するにあたり，

自動車教習所より本校の自動車運転免許取得

許可証を求められた場合，その発行願（別紙

様式１）を校長に提出する。 

２ 運転免許を取得した学生は，速やかに自動

車運転免許取得届（別紙様式２）を校長に提

出しなければならない。 

（自動車使用の遵守事項） 

第４条 自動車を使用する学生は，次の各号に

掲げる事項を遵守しなければならない。 

一 自動車の貸し借りをしないこと。 

二 みだりに他人を乗せないこと。 

三 交通法規に従い安全運転に心がけること。 

四 原則として自動車を校内に乗り入れないこ

と。 

２ 学生は，交通事故を起こした場合は交通法

規に従い適切な処置をとるとともに，加害者，

被害者のいずれの場合であっても，速やかに学

級担任を経て校長に届出なければならない。 

（自動車通学の届出） 

第５条 学生の通学は，原則として徒歩，自転

車又は公共の交通機関によるものとする。た

だし，交通事情等やむを得ない事由がある場

合は，あらかじめ校長に届出て自動車を使用

して通学することができる。 

２ 前項ただし書の規定により自動車を使用し

て通学しようとする学生は，駐車場所を確保

し，自動車通学届（別紙様式３）を学級担任

を経て校長に提出しなければならない。 

３ 自動車通学届は毎年提出するものとし，提出

した自動車通学届の内容に変更が生じたときは，

速やかに変更の手続きを行わなければならない。 

（校内駐車の許可等） 

第６条 校長は，学生に対して校内駐車を許可す

ることがある。 

２ 前項の規定により校内駐車をしようとする

学生は，校内駐車許可願（別紙様式４）を学

級担任を経て校長に提出し，許可を受けなけ

ればならない。 

３ 校内駐車を許可された学生は，原動機付自

転車については，指定のシール（別紙様式５）

を，ナンバープレートの直近の車両の後部か

ら確認できる位置に貼付し，本校が指定した

場所に駐車しなければならない。 

４ 校長は，本規程を遵守しない学生に対し，

校内駐車の許可を取消すことがある。 

（交通安全教育の受講） 

第７条 学生は，本校が行う交通安全教育を必

ず受講しなければならない。 

（懲戒） 

第８条 この規程に違反した場合は，懲戒を加

えることがある。 

（雑則） 

第９条 この規程の実施に関して必要な事項は，

校長が別に定める。 

附 則 

１ この規程は，平成８年10月１日から施行する。 

２ 岐阜工業高等専門学校学生の自動車運転免

許取得等に関する規程（昭和63年学校規則第

２号）は，廃止する。 

省 略 
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附 則 

 この規程は，令和５年10月１日から施行する。 

 

２．通学について 

 

(1) 通学定期乗車券 

各種通学定期券購入に必要な通学証明書は，

所定の用紙に所定事項を記入のうえ学生課へ入

手希望日の前日までに申請すること。 

通学定期乗車券を使用するときは，必ず学生

証を携帯していなければならない。 

 

(2) 学生生徒旅客運賃割引証（学割証） 

この学割証は，学生個人が自由に使用出来るも

のでなく，修学上の経済的負担を軽減し，学校教

育の振興に寄与することを目的とした制度である。 

（学割証の発行） 

次の目的をもってＪＲを利用して100㎞を超えて

旅行する場合に限り，所定の用紙に所要事項を記入

の上，学生課へ入手希望日の前日までに申請する。 

１ 休暇，所用による帰省 

２ 実習，実験などの正課の教育活動 

３ 学校が認めた特別活動又は体育文化に関

する正課外の教育活動 

４ 就職又は進学のための受験等 

５ 学校が修学上適当と認めた見学又は行事

への参加 

６ 傷病の治療その他修学上支障となる問題の処理 

７ 保護者の旅行への随行 

（学生証携帯の義務） 

学生証は必ず携帯し，その都度呈示しなけれ

ばならない。 

 

３．各種施設について 

 

(1) 特別教室 

特別教室利用に関する申合せ 

（趣旨） 

１ 本校教職員，非常勤講師（以下「教職員等」

という。）及び学生が鍵の貸出を伴う教室等（以

下「特別教室」という。）を利用する取扱いにつ

いては，この申合せの定めるところによる。 

（特別教室） 

２ 特別教室は，次の各号に掲げるものとする。 

一 多目的ホール 

二 クリエイティブ・コモンズ 

三 美術室 

四 第１講義室 

五 大講義室 

（利用の手続） 

３ 特別教室の利用手続は，授業担当教職員等，

学級担任，又はクラブ・同好会顧問の教職員

が行うこととし，これに関する事務は，使用

目的に応じて別表１のとおりとする。 

（利用の制限） 

４ 特別教室のうち，多目的ホール及び大講義

室については，別表１のとおり使用目的によ

る利用の制限を設けるものとする。 

（鍵の借受及び返却） 

５ 鍵の借受及び返却は，授業担当教職員等，

学級担任，又はクラブ・同好会顧問の教職員

が行うこととし，これに関する事務は，使用

目的に応じて別表１のとおりとする。 

（利用の掌握） 

６ クラブ・同好会活動，学生会活動及び高専祭

活動における特別教室の利用に際しては，原則

として，教職員等が立ち会い，利用状況を掌握

することとし，利用後は，当該の教職員等が原

状復帰を確認の上，施錠するものとする。 

（その他） 

７ この申合せに定めるもののほか，特別教室

利用に関し必要な事項は別に定める。 

付 記 

この申合せは，平成24年10月10日から実施する。 

省 略 

付 記 

この申合せは，令和６年４月１日から実施する。 

別表１（３項，４項，５項関係） 

 

 

使用目的 
 
特別教室 

授業・ 
特別活動 

学生会活動 
（評議会・ 

学生会行事等） 

クラブ・ 
同好会活動 
高専祭活動 

多目的ホール 
(図書館） 

教務係 学生係 
原則， 

利用不可 
学生係 

クリエイティ
ブ・コモンズ 
（図書館） 

教務係 学生係 学生係 

美術室 
（４号館） 

教務係 学生係 学生係 

第１講義室 
（４号館） 

教務係 学生係 学生係 

大講義室 
（６号館） 

教務係 学生係 
原則， 

利用不可 
学生係 
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(2)福利施設「伊吹」 

岐阜工業高等専門学校福利施設「伊吹」運営

規程 

制定 昭和60年4月10日 

（趣旨） 

第１条 岐阜工業高等専門学校福利施設「伊吹」

（以下「施設」という。）の運営については，

法令その他別に定めるもののほか，この規程

の定めるところによる。 

（目的） 

第２条 施設は，学生の課外活動の発展を助成

するとともに，学生及び教職員の福利厚生に

寄与することを目的とする。 

（施設の定義） 

第３条 施設とは，食堂，売店，談話コーナー，

ミーティングルーム，キャリア支援室，多目

的室及び女子更衣室等をいう。ただし，同施

設内にある産学官ラボは，福利施設「伊吹」

運営に含めない。 

（運営） 

第４条 学生主事は，校長の命を受けて施設の

運営に当たる。 

２ 学生主事は，運営の具体策について関係教

職員と協議するものとする。 

第５条 施設に関する事務は，学生課において

処理する。 

（損害賠償） 

第６条 使用者が，故意又は過失により建物，

設備及び備品を破損し，又は滅失した場合は，

その損害を賠償しなければならない。 

（雑則） 

第７条 この規程に定めるもののほか，施設に 

関する必要な事項については，別に定める。 

  附 則 

この規則は，昭和60年4月10日から施行し，昭

和60年４月１日から適用する。 

  附 則 

この規程は，令和５年４月１日から施行する。 

 

 

岐阜工業高等専門学校福利施設「伊吹」使用

細則 

制定 昭和60年４月10日 

（趣旨） 

第１条 岐阜工業高等専門学校福利施設「伊吹」

運営規則第７条の規定に基づき，この細則を定

める。 

（使用者） 

第２条 施設を使用できる者は，本校の学生，

職員及びその他校長が許可した者とする。 

（開館日・使用時間） 

第３条 施設の開館日及び使用時間は，次のと

おりとする。ただし，校長が許可した場合は，

この限りでない。 

  月曜日～金曜日 ８時30から19時00分まで 

２ 食堂及び売店の使用時間は，次のとおりと

する。ただし，校長が特に必要と認めた場合

は，使用時間を変更することがある。 

 一 食堂 11時から13時まで 

 二 売店 10時から13時まで及び 

14時15分から14時45分まで 

（休館日） 

第４条 休館日は，次の各号に掲げるとおりと

する。 

一 日曜日及び土曜日 

二 国民の祝日に関する法律（昭和23年法律

第178号）に定める休日 

三 年末年始の休日（12月29日から翌年１月

３日までの日。ただし，国民の祝日に関す

る法律による休日を除く。） 

四 その他校長が特に指定した日 

（使用の手続） 

第５条 ミーティングルーム，多目的室の使用

は次の各号の一に掲げる場合とし，許可を受

けなければならない。 

一 学生の課外活動 

二 学生又は職員の研修及び集会 

三 その他校長が必要と認めた場合 

２ 食堂，談話コーナー及びホールを専有して

使用する場合は前項の規定を適用する。 

第６条 前条に定める室を使用しようとすると

きは，あらかじめ許可願（学生にあっては学

生準則に定める許可願を，職員にあっては別

に定める許可願）を学生課に提出し校長の許

可を受けなければならない。 

（使用上の注意事項） 

第７条 施設の使用に当たっては，次の各号に

掲げる事項を厳守しなければならない。 
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一 建物、施設及び備品を大切に取扱い，備品等

は許可なく移動させないこと。また，破損等し

た場合には，速やかに学生課に届出ること。 

二 火気の取扱いには十分注意すること。 

三 保健衛生に十分留意すること。 

四 良識と品位を重んじ，他人に迷惑を掛け

るような行為をしないこと。 

２ 前条により許可された室の使用に当たって

は，前項に定めるほか次の各号を厳守しなけ

ればならない。 

一 許可された目的以外の用途に使用しない

こと。 

二 室の取扱は，学生にあっては指導に当た

る教員（職員にあっては使用責任者）の責

任において行うものとする。 

三 使用に際しては，事前に学生課で鍵を受

領し，使用後は整理，清掃，戸締り及び消

灯等を行い必ず施錠し，速やかに返還する

こと。ただし，勤務時間外にあっては１号

館警備員に返還すること。 

四 談話コーナー及びホールにあっては，使

用前，後の報告を学生課にすること。ただ

し，勤務時間外にあっては１号館警備員に

報告すること。 

（使用の停止） 

第８条 施設の管理運営に支障を生じさせた者又

は生じさせるおそれのある者に対しては，施設

の使用を停止，又は許可しないことがある。 

（改廃） 

第９条 この細則の改廃は，校長が行う。 

附 則   

 この細則は，昭和60年４月10日から施行し， 

昭和60年４月１日から適用する。 

   省 略 

   附 則 

この細則は，令和２年３月４日から施行する。 

 

(3) 合宿研修施設 

岐阜工業高等専門学校合宿研修施設使用規程 

制定 平成4年2月25日 

（趣旨） 

第１条 この規程は，岐阜工業高等専門学校

（以下「本校」という。）合宿研修施設（通

称「凌雲荘」と呼ぶ。）及び学校体育施設

開放管理センター（通称「第２凌雲荘」と

呼ぶ。）（以下「合宿研修施設等」という。）

の使用について定めるものとする。 

（使用目的） 

第２条 合宿研修施設は，本校の学生，卒業生

及び教職員が合宿，研修会又は集会等のため

使用するものとする。 

２ 合宿に使用する場合は，凌雲荘は男子学生

を，第２凌雲荘は女子学生を原則とする。 

（管理） 

第３条 合宿研修施設は，学生課長が管理する。 

（運営） 

第４条 合宿研修施設の運営は，校長の命を受

け，学生主事が当たるものとし，運営に当た

っては関係教職員と協議するものとする。 

（使用許可） 

第５条 合宿研修施設の使用を希望する者は，

別紙合宿研修施設使用許可願を使用を希望

する１週間前までに学生主事に提出し，許可

を受けなければならない。 

２ 学生が使用する場合は，10人以上の団体と

し，本校教員がその責任者でなければならな

い。ただし，クラブ活動等やむを得ない場合

に限り，10人未満であっても特別に宿泊を許

可することがある。 

３ 学生が合宿を目的として使用する場合，指

導教員は合宿研修施設に宿泊し，学生の指導

に当たるものとする。 

（使用時間） 

第６条 合宿を目的として使用する場合は，原

則として使用初日の午後３時からとし，終了

時間は使用最終日の午後２時とする。 

２ 一時使用を目的として使用する場合は，原

則として午前９時からとし，終了時間は午後

４時30分とする。 

（遵守事項） 

第７条 使用者は，使用に際して次の事項を遵

守しなければならない。 

一 建物及び設備等を破損し又は滅失しない

こと。 

二 使用後は，火気の取り締まり，清掃及び

戸締まりを行うこと。 

三 別に定める注意事項を守り，かつ係員の

指示に従うこと。 
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(2)福利施設「伊吹」 

岐阜工業高等専門学校福利施設「伊吹」運営

規程 

制定 昭和60年4月10日 

（趣旨） 

第１条 岐阜工業高等専門学校福利施設「伊吹」

（以下「施設」という。）の運営については，

法令その他別に定めるもののほか，この規程

の定めるところによる。 

（目的） 

第２条 施設は，学生の課外活動の発展を助成

するとともに，学生及び教職員の福利厚生に

寄与することを目的とする。 

（施設の定義） 

第３条 施設とは，食堂，売店，談話コーナー，

ミーティングルーム，キャリア支援室，多目

的室及び女子更衣室等をいう。ただし，同施

設内にある産学官ラボは，福利施設「伊吹」

運営に含めない。 

（運営） 

第４条 学生主事は，校長の命を受けて施設の

運営に当たる。 

２ 学生主事は，運営の具体策について関係教

職員と協議するものとする。 

第５条 施設に関する事務は，学生課において

処理する。 

（損害賠償） 

第６条 使用者が，故意又は過失により建物，

設備及び備品を破損し，又は滅失した場合は，

その損害を賠償しなければならない。 

（雑則） 

第７条 この規程に定めるもののほか，施設に 

関する必要な事項については，別に定める。 

  附 則 

この規則は，昭和60年4月10日から施行し，昭

和60年４月１日から適用する。 

  附 則 

この規程は，令和５年４月１日から施行する。 

 

 

岐阜工業高等専門学校福利施設「伊吹」使用

細則 

制定 昭和60年４月10日 

（趣旨） 

第１条 岐阜工業高等専門学校福利施設「伊吹」

運営規則第７条の規定に基づき，この細則を定

める。 

（使用者） 

第２条 施設を使用できる者は，本校の学生，

職員及びその他校長が許可した者とする。 

（開館日・使用時間） 

第３条 施設の開館日及び使用時間は，次のと

おりとする。ただし，校長が許可した場合は，

この限りでない。 

  月曜日～金曜日 ８時30から19時00分まで 

２ 食堂及び売店の使用時間は，次のとおりと

する。ただし，校長が特に必要と認めた場合

は，使用時間を変更することがある。 

 一 食堂 11時から13時まで 

 二 売店 10時から13時まで及び 

14時15分から14時45分まで 

（休館日） 

第４条 休館日は，次の各号に掲げるとおりと

する。 

一 日曜日及び土曜日 

二 国民の祝日に関する法律（昭和23年法律

第178号）に定める休日 

三 年末年始の休日（12月29日から翌年１月

３日までの日。ただし，国民の祝日に関す

る法律による休日を除く。） 

四 その他校長が特に指定した日 

（使用の手続） 

第５条 ミーティングルーム，多目的室の使用

は次の各号の一に掲げる場合とし，許可を受

けなければならない。 

一 学生の課外活動 

二 学生又は職員の研修及び集会 

三 その他校長が必要と認めた場合 

２ 食堂，談話コーナー及びホールを専有して

使用する場合は前項の規定を適用する。 

第６条 前条に定める室を使用しようとすると

きは，あらかじめ許可願（学生にあっては学

生準則に定める許可願を，職員にあっては別

に定める許可願）を学生課に提出し校長の許

可を受けなければならない。 

（使用上の注意事項） 

第７条 施設の使用に当たっては，次の各号に

掲げる事項を厳守しなければならない。 
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一 建物、施設及び備品を大切に取扱い，備品等

は許可なく移動させないこと。また，破損等し

た場合には，速やかに学生課に届出ること。 

二 火気の取扱いには十分注意すること。 

三 保健衛生に十分留意すること。 

四 良識と品位を重んじ，他人に迷惑を掛け

るような行為をしないこと。 

２ 前条により許可された室の使用に当たって

は，前項に定めるほか次の各号を厳守しなけ

ればならない。 

一 許可された目的以外の用途に使用しない

こと。 

二 室の取扱は，学生にあっては指導に当た

る教員（職員にあっては使用責任者）の責

任において行うものとする。 

三 使用に際しては，事前に学生課で鍵を受

領し，使用後は整理，清掃，戸締り及び消

灯等を行い必ず施錠し，速やかに返還する

こと。ただし，勤務時間外にあっては１号

館警備員に返還すること。 

四 談話コーナー及びホールにあっては，使

用前，後の報告を学生課にすること。ただ

し，勤務時間外にあっては１号館警備員に

報告すること。 

（使用の停止） 

第８条 施設の管理運営に支障を生じさせた者又

は生じさせるおそれのある者に対しては，施設

の使用を停止，又は許可しないことがある。 

（改廃） 

第９条 この細則の改廃は，校長が行う。 

附 則   

 この細則は，昭和60年４月10日から施行し， 

昭和60年４月１日から適用する。 

   省 略 

   附 則 

この細則は，令和２年３月４日から施行する。 

 

(3) 合宿研修施設 

岐阜工業高等専門学校合宿研修施設使用規程 

制定 平成4年2月25日 

（趣旨） 

第１条 この規程は，岐阜工業高等専門学校

（以下「本校」という。）合宿研修施設（通

称「凌雲荘」と呼ぶ。）及び学校体育施設

開放管理センター（通称「第２凌雲荘」と

呼ぶ。）（以下「合宿研修施設等」という。）

の使用について定めるものとする。 

（使用目的） 

第２条 合宿研修施設は，本校の学生，卒業生

及び教職員が合宿，研修会又は集会等のため

使用するものとする。 

２ 合宿に使用する場合は，凌雲荘は男子学生

を，第２凌雲荘は女子学生を原則とする。 

（管理） 

第３条 合宿研修施設は，学生課長が管理する。 

（運営） 

第４条 合宿研修施設の運営は，校長の命を受

け，学生主事が当たるものとし，運営に当た

っては関係教職員と協議するものとする。 

（使用許可） 

第５条 合宿研修施設の使用を希望する者は，

別紙合宿研修施設使用許可願を使用を希望

する１週間前までに学生主事に提出し，許可

を受けなければならない。 

２ 学生が使用する場合は，10人以上の団体と

し，本校教員がその責任者でなければならな

い。ただし，クラブ活動等やむを得ない場合

に限り，10人未満であっても特別に宿泊を許

可することがある。 

３ 学生が合宿を目的として使用する場合，指

導教員は合宿研修施設に宿泊し，学生の指導

に当たるものとする。 

（使用時間） 

第６条 合宿を目的として使用する場合は，原

則として使用初日の午後３時からとし，終了

時間は使用最終日の午後２時とする。 

２ 一時使用を目的として使用する場合は，原

則として午前９時からとし，終了時間は午後

４時30分とする。 

（遵守事項） 

第７条 使用者は，使用に際して次の事項を遵

守しなければならない。 

一 建物及び設備等を破損し又は滅失しない

こと。 

二 使用後は，火気の取り締まり，清掃及び

戸締まりを行うこと。 

三 別に定める注意事項を守り，かつ係員の

指示に従うこと。 
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（使用許可の取消） 

第８条 使用者に許可の条件に違反する者又

は関係教職員の指示に従わない者がある場

合は，直ちにその団体の使用を中止させる

ものとし，以後の使用を許可しないことが

ある。 

（本校以外の者の使用） 

第９条 第２条の規定にかかわらず，次の者

の使用を許可することができる。 

一 本校への来客 

二 本校学生の保護者等 

三 本校学生との共同行事に参加する他の高

等専門学校の学生 

四 その他特に必要と認めた者 

   附 則 

１ この規程は，平成５年１月４日から施行す

る。 

２ 岐阜工業高等専門学校別館規程（昭和43年

学校規則第47号）は，廃止する。 

   附 則 

この規程は，平成17年３月14日から施行し，

平成16年4月1日から適用する。 

 

 

合宿研修施設使用心得 

制定 平成４年２月25日 

校 長 裁 定 

１ 門限（午後９時）を厳守すること。 

２ 就寝は午後11時を原則とする。 

３ 合宿研修施設の部屋の取扱いは，学生にあ

っては指導に当たる教員（職員にあっては使

用責任者）の責任において行うものとし，鍵

の受領・返還は，合宿研修施設使用簿に記入

のうえ合宿研修施設内にて係員立会いのうえ

行う。 

４ 使用者は，整理，清掃，整頓に留意し，特

に火気の取扱いを厳重にすること。なお，終

了の際は戸締まり及び消灯等を必ず行い原状

に復すること。 

５ 使用者は，別に定める使用料等を使用１週

間前までに学生係へ納入すること。 

６ 使用者は，使用した寝具等はいかなる理由

があっても合宿研修施設外へ搬出すること。 

附 則 

１ この心得は，平成５年１月４日から施行する。 

２ 岐阜工業高等専門学校別館使用心得（昭和

43年学校規則第47号）は，廃止する。 

付 記 

この心得は，平成17年３月14日から実施し，

平成16年４月１日から適用する。 

付 記 

この心得は，令和６年３月１日から実施する。 

 

(4) 体育館 

使用心得 

１ 土足で館内に入らないこと。靴を使用する

場合は，体育館専用の靴を使用すること。 

２ 体育館使用中に施設あるいは用具を破損し

たときは，速やかに体育教員に申し出てその

指示を受けること。 

３ 使用区分及び使用時間を厳守すること。 

４ 電気の使用後は必ず電源を切ること。 

５ 使用後は必ず清掃し，原状に復すること。 

６ 器具庫に無断で入らないこと。 

 

(5) 水泳プール 

岐阜工業高等専門学校水泳プール管理及び 

使用規程 

制定 平成８年４月12日 

第１条 岐阜工業高等専門学校（以下「本校」

という。）水泳プール（以下「プール」という。）

の管理及び使用については，この規程の定め

るところによる。 

第２条 プールは，学生課において管理する。

ただし，プールの給排水，水質及び環境整備

等の管理については，必要があれば，体育教

員，水泳部顧問教員及び学生課が協議するも

のとする。 

第３条 プールの鍵は，体育教員及び学生課が

保管する。 

第４条 プールを使用できる者は，本校の学生

及び教職員並びに校長の許可を得た者とする。 

第５条 プールの使用区分は，次のとおりとする。 

一 体育の正課として使用する場合 

二 水泳部の活動として使用する場合 

三 前各号以外に校長が許可した場合 

第６条 プールの使用期間及び使用時間につい

ては，別に定める。 
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第７条 次の場合は，プールの使用を禁止する。 

一 故障，修理，換水及び清掃等のため使用

不可能なとき。 

二 水量が不足しているとき。 

三 水質に係る基準値が満足されないとき。 

四 伝染病菌の含有を発見したとき，又は市

町村内近郊に伝染病が発生したとき。 

五 学校薬剤師又は保健所から使用禁止の指

示があったとき。 

六 その他校長が使用禁止の必要を認めたとき。 

第８条 プールを使用する場合は，次の各号に

掲げる事項を厳守すること。 

一 正課において使用する場合は，体育教員

の指示に従うこと。 

二 水泳部において使用する場合は，体育教

員及び顧問教員の指示に従うこと。 

三 一般学生が使用する場合は，指導教員の

確認を得た上，プール使用願（別紙様式）

を提出し，学生主事を経て校長の許可を受

け，その指示に従うものとする。この場合

においては，指導教員が必ず立ち会うこと

とし，プールの開錠及び施錠を併せ行うも

のとする。 

四 本校職員が使用する場合は，校長の許可

を受け，その指示に従うこと。 

五 前各号以外の者が使用する場合は，校長

の許可を受け，その指示に従うこと。 

第９条 プールを使用する者は，別に定める水

泳プール使用心得を遵守しなければならない。 

２ 前項の規定に違反した者，又は関係職員の

指示に従わない者は，直ちに使用を中止させ，

以後の使用を禁止することがある。 

附 則 

１ この規程は，平成８年５月１日から施行する。 

２ 岐阜工業高等専門学校水泳プール管理規程

（昭和46年学校規則第82号）は，廃止する。 

   附 則 

この規程は，平成17年３月14日から施行し，

平成16年４月１日から適用する。 

 

 

水泳プール使用心得 

制定 昭和42年５月23日 

校 長 裁 定 

１ 場内へは土足で入らないこと。 

２ 次の使用期間，使用時間を厳守すること。

ただし，授業のために使用する場合は，この

限りではない。 

一 期 間 ５月20日から９月20日まで 

二 時 間 平日 12時から18時まで 

休日 10時から16時まで 

３ 水泳をする者は，相当の着衣をすること。 

４ 水泳をする前には必ずシャワーでよく体を

洗い，十分準備体操をすること。 

５ 危険な行為や，他人に迷惑をかけるような

行為をしないこと。 

６ 衛生，清潔，整頓には各自十分注意し，特

に伝染性疾患のある者は，絶対に水泳をして

はならない。 

７ １人だけの時は，水泳をしないこと。 

８ 万一事故が発生したときは，近くの者が応

急措置を講じ，直ちに学校に急報すること。 

９ その他，学校の注意，指示をよく守ること。 

 

(6) シャワー室 

シャワー室使用規程 

制定 平成14年10月16日 

（趣旨） 

第１条 この規程は，男子シャワー室及び女子

シャワー室（以下「シャワー室」という。）の

管理，運営及び使用手続き等について定める。 

（使用者） 

第２条 シャワー室を使用できる者は，本校の

職員及び学生とする。ただし，校長が特に必

要と認めた場合は，その他の者に使用を許可

することがある。 

（利用時間） 

第３条 シャワー室を利用できる時間は，原則 

として８時30分から20時00分までとする。 

（使用手続等） 

第４条 シャワー室を使用する者は，別表に掲

げる場所において使用簿に必要事項を記入の

上，鍵を受領するものとする。 

２ 使用後は，速やかに前項に掲げる場所に鍵

を返却しなければならない。 

（留意事項） 

第５条 シャワー室を使用する者は，別に定め

るシャワー室使用心得を遵守しなければなら

ない。 
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（使用許可の取消） 

第８条 使用者に許可の条件に違反する者又

は関係教職員の指示に従わない者がある場

合は，直ちにその団体の使用を中止させる

ものとし，以後の使用を許可しないことが

ある。 

（本校以外の者の使用） 

第９条 第２条の規定にかかわらず，次の者

の使用を許可することができる。 

一 本校への来客 

二 本校学生の保護者等 

三 本校学生との共同行事に参加する他の高

等専門学校の学生 

四 その他特に必要と認めた者 

   附 則 

１ この規程は，平成５年１月４日から施行す

る。 

２ 岐阜工業高等専門学校別館規程（昭和43年

学校規則第47号）は，廃止する。 

   附 則 

この規程は，平成17年３月14日から施行し，

平成16年4月1日から適用する。 

 

 

合宿研修施設使用心得 

制定 平成４年２月25日 

校 長 裁 定 

１ 門限（午後９時）を厳守すること。 

２ 就寝は午後11時を原則とする。 

３ 合宿研修施設の部屋の取扱いは，学生にあ

っては指導に当たる教員（職員にあっては使

用責任者）の責任において行うものとし，鍵

の受領・返還は，合宿研修施設使用簿に記入

のうえ合宿研修施設内にて係員立会いのうえ

行う。 

４ 使用者は，整理，清掃，整頓に留意し，特

に火気の取扱いを厳重にすること。なお，終

了の際は戸締まり及び消灯等を必ず行い原状

に復すること。 

５ 使用者は，別に定める使用料等を使用１週

間前までに学生係へ納入すること。 

６ 使用者は，使用した寝具等はいかなる理由

があっても合宿研修施設外へ搬出すること。 

附 則 

１ この心得は，平成５年１月４日から施行する。 

２ 岐阜工業高等専門学校別館使用心得（昭和

43年学校規則第47号）は，廃止する。 

付 記 

この心得は，平成17年３月14日から実施し，

平成16年４月１日から適用する。 

付 記 

この心得は，令和６年３月１日から実施する。 

 

(4) 体育館 

使用心得 

１ 土足で館内に入らないこと。靴を使用する

場合は，体育館専用の靴を使用すること。 

２ 体育館使用中に施設あるいは用具を破損し

たときは，速やかに体育教員に申し出てその

指示を受けること。 

３ 使用区分及び使用時間を厳守すること。 

４ 電気の使用後は必ず電源を切ること。 

５ 使用後は必ず清掃し，原状に復すること。 

６ 器具庫に無断で入らないこと。 

 

(5) 水泳プール 

岐阜工業高等専門学校水泳プール管理及び 

使用規程 

制定 平成８年４月12日 

第１条 岐阜工業高等専門学校（以下「本校」

という。）水泳プール（以下「プール」という。）

の管理及び使用については，この規程の定め

るところによる。 

第２条 プールは，学生課において管理する。

ただし，プールの給排水，水質及び環境整備

等の管理については，必要があれば，体育教

員，水泳部顧問教員及び学生課が協議するも

のとする。 

第３条 プールの鍵は，体育教員及び学生課が

保管する。 

第４条 プールを使用できる者は，本校の学生

及び教職員並びに校長の許可を得た者とする。 

第５条 プールの使用区分は，次のとおりとする。 

一 体育の正課として使用する場合 

二 水泳部の活動として使用する場合 

三 前各号以外に校長が許可した場合 

第６条 プールの使用期間及び使用時間につい

ては，別に定める。 
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第７条 次の場合は，プールの使用を禁止する。 

一 故障，修理，換水及び清掃等のため使用

不可能なとき。 

二 水量が不足しているとき。 

三 水質に係る基準値が満足されないとき。 

四 伝染病菌の含有を発見したとき，又は市

町村内近郊に伝染病が発生したとき。 

五 学校薬剤師又は保健所から使用禁止の指

示があったとき。 

六 その他校長が使用禁止の必要を認めたとき。 

第８条 プールを使用する場合は，次の各号に

掲げる事項を厳守すること。 

一 正課において使用する場合は，体育教員

の指示に従うこと。 

二 水泳部において使用する場合は，体育教

員及び顧問教員の指示に従うこと。 

三 一般学生が使用する場合は，指導教員の

確認を得た上，プール使用願（別紙様式）

を提出し，学生主事を経て校長の許可を受

け，その指示に従うものとする。この場合

においては，指導教員が必ず立ち会うこと

とし，プールの開錠及び施錠を併せ行うも

のとする。 

四 本校職員が使用する場合は，校長の許可

を受け，その指示に従うこと。 

五 前各号以外の者が使用する場合は，校長

の許可を受け，その指示に従うこと。 

第９条 プールを使用する者は，別に定める水

泳プール使用心得を遵守しなければならない。 

２ 前項の規定に違反した者，又は関係職員の

指示に従わない者は，直ちに使用を中止させ，

以後の使用を禁止することがある。 

附 則 

１ この規程は，平成８年５月１日から施行する。 

２ 岐阜工業高等専門学校水泳プール管理規程

（昭和46年学校規則第82号）は，廃止する。 

   附 則 

この規程は，平成17年３月14日から施行し，

平成16年４月１日から適用する。 

 

 

水泳プール使用心得 

制定 昭和42年５月23日 

校 長 裁 定 

１ 場内へは土足で入らないこと。 

２ 次の使用期間，使用時間を厳守すること。

ただし，授業のために使用する場合は，この

限りではない。 

一 期 間 ５月20日から９月20日まで 

二 時 間 平日 12時から18時まで 

休日 10時から16時まで 

３ 水泳をする者は，相当の着衣をすること。 

４ 水泳をする前には必ずシャワーでよく体を

洗い，十分準備体操をすること。 

５ 危険な行為や，他人に迷惑をかけるような

行為をしないこと。 

６ 衛生，清潔，整頓には各自十分注意し，特

に伝染性疾患のある者は，絶対に水泳をして

はならない。 

７ １人だけの時は，水泳をしないこと。 

８ 万一事故が発生したときは，近くの者が応

急措置を講じ，直ちに学校に急報すること。 

９ その他，学校の注意，指示をよく守ること。 

 

(6) シャワー室 

シャワー室使用規程 

制定 平成14年10月16日 

（趣旨） 

第１条 この規程は，男子シャワー室及び女子

シャワー室（以下「シャワー室」という。）の

管理，運営及び使用手続き等について定める。 

（使用者） 

第２条 シャワー室を使用できる者は，本校の

職員及び学生とする。ただし，校長が特に必

要と認めた場合は，その他の者に使用を許可

することがある。 

（利用時間） 

第３条 シャワー室を利用できる時間は，原則 

として８時30分から20時00分までとする。 

（使用手続等） 

第４条 シャワー室を使用する者は，別表に掲

げる場所において使用簿に必要事項を記入の

上，鍵を受領するものとする。 

２ 使用後は，速やかに前項に掲げる場所に鍵

を返却しなければならない。 

（留意事項） 

第５条 シャワー室を使用する者は，別に定め

るシャワー室使用心得を遵守しなければなら

ない。 
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２ 前項の規定に違反した者，又は本校職員及び警

備員の指示に従わない者は，直ちに使用を中止さ

せ，併せて以後の使用を禁止することがある。 

（損害賠償） 

第６条 使用者が，設備及び備品等を破損又は

紛失したときは，その損害を賠償しなければ

ならない。 

（管理） 

第７条 シャワー室の管理は，学生課において

行う。 

附 則 

１ この規程は，平成14年10月16日から施行する。 

２ 岐阜工業高等専門学校シャワー室規程 

（昭和52年６月22日制定）及び女子更衣室使用

規程（昭和63年７月27日制定）は，廃止する。 

 

別表（第４条関係） 

区 分 時  間 場  所 

平 日 
８時30分から17時00分 学生課学生係 

17時00分から20時00分 警備員室 

休日等 ８時30分から20時00分 警備員室 

＊休日等とは，土曜日，日曜日，祝日法による休

日，年末年始の休日をいう。 

 

 

シャワー室使用心得 

 制定 平成14年10月16日 

校 長 裁 定 

シャワー室を使用するに当たっては，次に掲

げる事項を遵守しなければならない。 

１ 保健衛生面から，室内は常に清潔に保つこと。 

２ 設備及び備品等の使用は大切に扱うこと。 

なお，設備，備品等の故障を発見し，又は毀

損した場合は，直ちに学生課学生係（勤務時

間外にあっては警備員室）に報告すること。 

３ 使用者は，身体，衣類等に付着した泥土等

がある場合は事前に他の場所で払い落し，落

とせない場合は，更衣を済ませ泥土等を持ち

込まないこと。 

４ 電気，ガス，水の節約に努めること。 

５ 室内での洗濯，飲食及び喫煙はしてはなら

ない。 

６ 使用後は，シャワー室の換気及び清掃（タ

イル部分にはブラシ掛けをする）をすること。 

７ 私物は，退室の際必ず持ち帰ること。 

８ 退室時には，消灯，戸締まり，施錠及び水

栓の確認をすること。 

附 則 

１ この心得は，平成14年10月16日から施行する。 

２ シャワー室使用心得（昭和52年6月22日制定）

及び女子更衣室使用心得（昭和63年7月27日制

定）は，廃止する。 

 

 

４．学生共済 

 

独立行政法人日本スポーツ振興センター 

独立行政法人日本スポーツ振興センターは，学

校安全の普及充実を図るとともに，学校の管理下

における学生の負傷，疾病，障害又は死亡に関し

て必要な給付を行い，心身ともに健康な学生の育

成に資することを目的とする制度である。 

 

１ 災害の範囲と給付金額 
災
害
の
種
類 

災害の範囲 給 付 金 

負 
 

傷 

学校管理下で生じたもの

で，療養に要する費用の額

が5,000円以上のもの 

医療費 

・療養に要する費用の

月額の４/10（そのう

ち１/10の分は，療養

に伴って要する費用

として加算される

分） 

ただし，高額療養費

の対象となる場合

は，自己負担額（所

得区分により限度額

が異なる。）に，療養

に要する費用の額の１

/10を加算した額 

・入院時食事療養費の

標準負担額がある場

合は，その額を加算

した額 

疾 
 

病 

学校の管理下で生じたも

ので，療養に要する費用の

額が5,000円以上のものの

うち内閣府令で定められて

いるもの 

・学校給食等による中毒 

・ガス等よる中毒 

・熱中症 

・溺水 

・異物の嚥下又は迷入によ

る疾病 

・ウルシ等による皮膚炎 

・外部衝撃等積による疾病 

・負傷による疾病 

障 
 

害 

学校管理下の負傷又は上

欄の疾病が治った後に残っ

た障害で、その程度により

第1級から第14級に区分さ

れる 

障害見舞金 

4,000万円～88万円 

（通学中の災害の場

合2,000万円～44

万円） 
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死 
 

亡 

学校の管理下において発

生した事件に起因する死亡

及び上欄の疾病に直接起因

する死亡 

死亡見舞金 

3,000万円 

（通学中の場合 

1,500万円） 

突 

然 

死 

運動などの行為に起

因する突然死 

（学校の管理下におい

て発生したもの） 

死亡見舞金3,000万円 

（通学中の場合は 

1,500万円） 

運動などの行為と関

係のない突然死（学校

の管理下において発生

したもの） 

死亡見舞金1,500万円 

（通学中の場合も同額） 

 

２ 学校の管理下となる範囲 

一 学校が編成した教育課程に基づく授業を

受けている場合 

二 学校の教育計画に基づく課外指導を受け

ている場合 

三 休憩時間に学校にある場合，その他校長

の指示又は承認に基づいて学校にある場合 

四 通常の経路及び方法により通学する場合 

五 学校外で授業等が行われるとき，その場

所，集合・解散場所と住居・寄宿舎との間

の合理的な経路，方法による往復中 

六 学校の寄宿舎にあるとき 

３ 災害共済給付の制限 

一 医療費の支給は，初診から最長10年間行

われる。 

二 災害共済給付の給付事由と同一の事由につ

いて，損害賠償を受けたときは，その価額の

限度において，給付が行われない場合がある。 

三 他の法令の規定による給付等（例えば，条例

に基づく子ども医療助成）を受けたときは，そ

の受けた限度において，給付を行う場合がある。 

四 非常災害による学生等の災害には，給付

を行わない。 

五 故意の場合は，一部給付が行われない場合

がある。 

４ 災害共済給付金の請求 

災害共済給付を受ける権利は，その給付事

由が発生してから２年間行われないときは，

時効によって消滅する。 

５ 掛け金 

１人  年額  1,550円 

６ その他 

災害発生後は速やかに，学生課（又は保健

室）において所定の手続きをとること。 

５．各種奨学金 

 

(1) 日本学生支援機構奨学金 

１ 奨学生となりうる資格 

本校に在学し人物，学業ともに優秀な者で，

かつ，学資の支弁が困難と認められ，学習活

動その他生活の全般を通じて態度，行動が学

生にふさわしく，将来良識ある社会人として

活動できる見込みのある者 

２ 奨学生の種別及び貸与月額 

日本学生支援機構（令和４年度） 

奨学生の 
種  類 

貸  与  月  額 
第1・2・3 

学年 
第4･5学年 

専攻科 
第1･2年次 

自 宅 
10,000円･ 
21,000円 
から選択 

20,000円･30,000円･ 
45,000円から選択 

自宅外 
10,000円･ 
22,500円 
から選択 

20,000円･30,000円･ 
40,000円･51,000円 
から選択 

 

３ 募集時期及び貸与始期 

募集時期 ４ 月 

貸与始期 ４ 月 

４ 推薦基準 

日本学生支援機構奨学生推薦基準及び本校

日本学生支援機構奨学生推薦選考内規に従い，

人物，学力ともに優秀な資質を有する者の中

から経済的理由により修学困難である者を審

査し，適格者を選考し，推薦する。 

５ 出願手続 

インターネットを利用して申し込む。出願

に必要な書類は，確認書兼個人信用情報の取

扱いに関する同意書・収入等の各種証明書（源

泉徴収票又は確定申告書の写等）である。 

６ 奨学金の振込 

原則，毎月11日に振込 

７ 奨学金の払出 

奨学金の払出は，各銀行の通常の普通預金

払出手続によって行う。 

８ 学業成績及び生活状況の報告 

奨学生の学業成績及び生活状況は，毎年１

回以上日本学生支援機構へ報告しなければな

らない。この学業成績が奨学生として，ふさ

わしくない進級又は卒業にいささかなりとも

影響を与えるようなおそれのある場合は，警
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２ 前項の規定に違反した者，又は本校職員及び警

備員の指示に従わない者は，直ちに使用を中止さ

せ，併せて以後の使用を禁止することがある。 

（損害賠償） 

第６条 使用者が，設備及び備品等を破損又は

紛失したときは，その損害を賠償しなければ

ならない。 

（管理） 

第７条 シャワー室の管理は，学生課において

行う。 

附 則 

１ この規程は，平成14年10月16日から施行する。 

２ 岐阜工業高等専門学校シャワー室規程 

（昭和52年６月22日制定）及び女子更衣室使用

規程（昭和63年７月27日制定）は，廃止する。 

 

別表（第４条関係） 

区 分 時  間 場  所 

平 日 
８時30分から17時00分 学生課学生係 

17時00分から20時00分 警備員室 

休日等 ８時30分から20時00分 警備員室 

＊休日等とは，土曜日，日曜日，祝日法による休

日，年末年始の休日をいう。 

 

 

シャワー室使用心得 

 制定 平成14年10月16日 

校 長 裁 定 

シャワー室を使用するに当たっては，次に掲

げる事項を遵守しなければならない。 

１ 保健衛生面から，室内は常に清潔に保つこと。 

２ 設備及び備品等の使用は大切に扱うこと。 

なお，設備，備品等の故障を発見し，又は毀

損した場合は，直ちに学生課学生係（勤務時

間外にあっては警備員室）に報告すること。 

３ 使用者は，身体，衣類等に付着した泥土等

がある場合は事前に他の場所で払い落し，落

とせない場合は，更衣を済ませ泥土等を持ち

込まないこと。 

４ 電気，ガス，水の節約に努めること。 

５ 室内での洗濯，飲食及び喫煙はしてはなら

ない。 

６ 使用後は，シャワー室の換気及び清掃（タ

イル部分にはブラシ掛けをする）をすること。 

７ 私物は，退室の際必ず持ち帰ること。 

８ 退室時には，消灯，戸締まり，施錠及び水

栓の確認をすること。 

附 則 

１ この心得は，平成14年10月16日から施行する。 

２ シャワー室使用心得（昭和52年6月22日制定）

及び女子更衣室使用心得（昭和63年7月27日制

定）は，廃止する。 

 

 

４．学生共済 

 

独立行政法人日本スポーツ振興センター 

独立行政法人日本スポーツ振興センターは，学

校安全の普及充実を図るとともに，学校の管理下

における学生の負傷，疾病，障害又は死亡に関し

て必要な給付を行い，心身ともに健康な学生の育

成に資することを目的とする制度である。 

 

１ 災害の範囲と給付金額 
災
害
の
種
類 

災害の範囲 給 付 金 

負 
 

傷 

学校管理下で生じたもの

で，療養に要する費用の額

が5,000円以上のもの 

医療費 

・療養に要する費用の

月額の４/10（そのう

ち１/10の分は，療養

に伴って要する費用

として加算される

分） 

ただし，高額療養費

の対象となる場合

は，自己負担額（所

得区分により限度額

が異なる。）に，療養

に要する費用の額の１

/10を加算した額 

・入院時食事療養費の

標準負担額がある場

合は，その額を加算

した額 

疾 
 

病 

学校の管理下で生じたも

ので，療養に要する費用の

額が5,000円以上のものの

うち内閣府令で定められて

いるもの 

・学校給食等による中毒 

・ガス等よる中毒 

・熱中症 

・溺水 

・異物の嚥下又は迷入によ

る疾病 

・ウルシ等による皮膚炎 

・外部衝撃等積による疾病 

・負傷による疾病 

障 
 

害 

学校管理下の負傷又は上

欄の疾病が治った後に残っ

た障害で、その程度により

第1級から第14級に区分さ

れる 

障害見舞金 

4,000万円～88万円 

（通学中の災害の場

合2,000万円～44

万円） 
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死 
 

亡 

学校の管理下において発

生した事件に起因する死亡

及び上欄の疾病に直接起因

する死亡 

死亡見舞金 

3,000万円 

（通学中の場合 

1,500万円） 

突 

然 

死 

運動などの行為に起

因する突然死 

（学校の管理下におい

て発生したもの） 

死亡見舞金3,000万円 

（通学中の場合は 

1,500万円） 

運動などの行為と関

係のない突然死（学校

の管理下において発生

したもの） 

死亡見舞金1,500万円 

（通学中の場合も同額） 

 

２ 学校の管理下となる範囲 

一 学校が編成した教育課程に基づく授業を

受けている場合 

二 学校の教育計画に基づく課外指導を受け

ている場合 

三 休憩時間に学校にある場合，その他校長

の指示又は承認に基づいて学校にある場合 

四 通常の経路及び方法により通学する場合 

五 学校外で授業等が行われるとき，その場

所，集合・解散場所と住居・寄宿舎との間

の合理的な経路，方法による往復中 

六 学校の寄宿舎にあるとき 

３ 災害共済給付の制限 

一 医療費の支給は，初診から最長10年間行

われる。 

二 災害共済給付の給付事由と同一の事由につ

いて，損害賠償を受けたときは，その価額の

限度において，給付が行われない場合がある。 

三 他の法令の規定による給付等（例えば，条例

に基づく子ども医療助成）を受けたときは，そ

の受けた限度において，給付を行う場合がある。 

四 非常災害による学生等の災害には，給付

を行わない。 

五 故意の場合は，一部給付が行われない場合

がある。 

４ 災害共済給付金の請求 

災害共済給付を受ける権利は，その給付事

由が発生してから２年間行われないときは，

時効によって消滅する。 

５ 掛け金 

１人  年額  1,550円 

６ その他 

災害発生後は速やかに，学生課（又は保健

室）において所定の手続きをとること。 

５．各種奨学金 

 

(1) 日本学生支援機構奨学金 

１ 奨学生となりうる資格 

本校に在学し人物，学業ともに優秀な者で，

かつ，学資の支弁が困難と認められ，学習活

動その他生活の全般を通じて態度，行動が学

生にふさわしく，将来良識ある社会人として

活動できる見込みのある者 

２ 奨学生の種別及び貸与月額 

日本学生支援機構（令和４年度） 

奨学生の 
種  類 

貸  与  月  額 
第1・2・3 

学年 
第4･5学年 

専攻科 
第1･2年次 

自 宅 
10,000円･ 
21,000円 
から選択 

20,000円･30,000円･ 
45,000円から選択 

自宅外 
10,000円･ 
22,500円 
から選択 

20,000円･30,000円･ 
40,000円･51,000円 
から選択 

 

３ 募集時期及び貸与始期 

募集時期 ４ 月 

貸与始期 ４ 月 

４ 推薦基準 

日本学生支援機構奨学生推薦基準及び本校

日本学生支援機構奨学生推薦選考内規に従い，

人物，学力ともに優秀な資質を有する者の中

から経済的理由により修学困難である者を審

査し，適格者を選考し，推薦する。 

５ 出願手続 

インターネットを利用して申し込む。出願

に必要な書類は，確認書兼個人信用情報の取

扱いに関する同意書・収入等の各種証明書（源

泉徴収票又は確定申告書の写等）である。 

６ 奨学金の振込 

原則，毎月11日に振込 

７ 奨学金の払出 

奨学金の払出は，各銀行の通常の普通預金

払出手続によって行う。 

８ 学業成績及び生活状況の報告 

奨学生の学業成績及び生活状況は，毎年１

回以上日本学生支援機構へ報告しなければな

らない。この学業成績が奨学生として，ふさ

わしくない進級又は卒業にいささかなりとも

影響を与えるようなおそれのある場合は，警
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告，１か年停止，廃止等の処置をうけること

になるので平生より十分勉学に意をそそぎ，

このような事態を招かないよう留意すること。 

９ 奨学生の復活 

奨学金の交付を休止又は停止された者が，

その事由が止んで，奨学金の復活を，校長を

経て願い出たときは，復活されることがある。

ただし，休止又は停止されたときから２年を

経過したときは，この限りではない。 

10 奨学生の辞退 

家計状況の好転による辞退のほか，学業成

績並びに生活状況により，奨学生としてふさ

わしくない学業成績並びに行為のあった場合

は，辞退を求められることがある。 

11 返還誓約書の提出 

採用決定後，返還誓約書に必要書類を添付し

校長を経て，直ちに提出しなければならない。 

12 奨学金の返還 

貸与終了後，所定の期間内に月賦で返還し

なければならない。詳細についてはその都度

説明する。 

 

(2)岐阜県選奨生奨学金 

１ 出願資格 

次の条件の全部に該当する生徒学生を対象

とする。 

一 岐阜県内に住所を有する者の子弟であるこ

と。 

（本人のみが岐阜県内に住所を有する場合

は該当しない。） 

二 人物，学業とも優秀であること。 

三 修学に十分耐え得る健康状態であること。 

四 経済的理由により修学が困難な者であるこ

と。 

五 本校の第１学年から第５学年のいずれか

に在学している者であること。 

（専攻科生は該当しない。） 

２ 貸与月額18,000円（日本学生支援機構と併

受の場合は14,000円） 

３ 貸与期間 

本校の正規の修学年限を越えない期間 

 

 

 

４ 選奨生の決定方法 

申請のあった者のうちから本校の選考を経

て，推薦された者の中から岐阜県教育委員会

が決定する。 

５ 貸与奨学金の返還 

この奨学金は無利息のため，元金のみ返還

します。貸与終了後，約半年間の据置期間を

おいて10年以内に，貸与を受けた総額を半年

賦均等方式によって返還します。 

 

(3) その他の奨学金 

日本学生支援機構，岐阜県選奨生のほか，地

方自治体並びに各種団体が設定する奨学制度で，

本校に募集があるものは次のものがある。 

○財団法人交通遺児育英会 

○あしなが育英会 

○財団法人関育英奨学会 

 

 

６．保健衛生・福利厚生 

 

(1) 保健室 

４号館１階に保健室がある。健康診断，健康

相談，救急処置等，看護師が対応を行っている。

学生相談室の窓口としても気軽に利用して欲し

い。 

保健室開室時間 

月～金曜日８時30分から17時まで 

○ 定期健康診断 

毎年４～５月に健康診断を実施する。健康診

断は，教育基本法，学校保健安全法に基づき，

教育活動，保健管理の一環として行われる学校

行事である。実施の詳細については，本科生は

クラスルーム，専攻科生は保健室前掲示板に掲

示されるので指示に従い受診すること。実施項

目は次の表のとおり。  
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定期健康診断実施項目 

学年 

 

項目 

第
１
学
年 

第
２
学
年 

第
３
学
年 

第
４
学
年 

第
５
学
年 

１ 

年 

次 

専 

攻 

科 

２ 

年 

次 

専 

攻 

科 

身 体 測 定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

視 力 検 査 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

聴 力 検 査 ○    ○  ○ 

胸部Ｘ線撮

影 
○  

（○） 
留学生のみ 

（○） 

編入学生のみ 
   

心電図検査 ○  
（○） 

留学生のみ 
（○） 

編入学生のみ 
   

尿 検 査 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

歯 科 検 診 ○ ○ ○     

内 科 検 診 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

血 圧 測 定    ○ ○ ○ ○ 

運動器検診 ○ ○ ○     

○ 出席停止について 

学校保健安全法施行規則において，学校にお

いて予防すべき感染症の種類と出席停止の期間

の基準等が定められている。 

出席停止期間終了後，「欠席，欠課，遅刻，早

退届」に「医師の診断書」を添えて学生課へ速

やかに提出すること。医師の診断書の用紙は学

生課（又は保健室）にある。各医療機関が発行

する診断書でも良い。診断書発行に関しては，

文書料が必要となる場合がある。 

学校感染症と出席停止の期間の基準について

は以下のとおり。 

第一種 エボラ出血熱，クリミア・コンゴ出血

熱，痘そう，南米出血熱，ペスト，マ

ールブルブ病，ラッサ熱，急性灰白髄

炎，ジフテリア，重症急性呼吸器症候

群，中東呼吸器症候群，特定鳥インフ

ルエンザ 

第二種 インフルエンザ（特定鳥インフルエン

ザを除く。），百日咳，麻しん，流行性

耳下腺炎，風しん，水痘，咽頭結膜熱，

結核，髄膜炎菌性髄膜炎，新型コロナ

ウイルス感染症 

第三種 コレラ，細菌性赤痢，腸管出血性大腸

菌感染症，腸チフス，パラチフス，流

行性角結膜炎，急性出血性結膜炎，そ

の他感染症（溶連菌感染症，伝染性紅

斑，手足口病，ヘルパンギーナ，マイ

コプラズマ感染症など学校教育活動に

おいて流行を広げる可能性があり，医

師において感染の恐れがあると認めら

れたもの。） 

 

出席停止の期間の基準 

第 一 種 治癒するまで 

第 

二 

種 

新型コロナウイル

ス感染症 

発症した後５日を経過し，かつ，症

状が軽快した後１日を経過するまで 

インフルエンザ 

（鳥インフルエン

ザ（Ｈ５Ｎ１）及び

新型インフルエンザ

等感染症を除く。） 

発症した後５日を経過し，かつ，

解熱した後２日を経過するまで 

百日咳 

特有の咳が消失するまで又は５日

間の適正な抗生物質製剤による治療

が終了するまで 

麻しん 解熱した後３日を経過するまで 

流行性耳下腺炎 

耳下腺，顎下腺又は舌下腺の腫脹

が発現した後５日を経過，かつ，全

身状態が良好になるまで 

風しん 発疹が消失するまで 

水痘 全ての発疹が痂皮化するまで 

咽頭結膜熱 
主要症状が消退した後２日を経過

するまで 

結核 病状により学校医その他の医師に

おいて感染のおそれがないと認める

まで 

髄膜炎菌性髄膜炎 

第 三 種 

○ その他 

災害共済給付（独立行政法人日本スポーツ振

興センター）の医療費申請に関しても保健室（又

は学生課）で対応している。 

 

(2) 学生相談室（カウンセリング） 

学生が抱えているさまざまな悩みについて，

学生相談室で相談に応じている。学生相談室ホ

ームページ（※https://www.gifu-nct.ac.jp/soudan/）
を参考にすること。 
カウンセリングを受けることで，気持ちを整

理したり，新しい視点に気づいたりすることも

あるので，気軽に利用して欲しい。メールでも

受付けている。 
なお，自傷行為等命にかかわる場合を除き，

秘密については厳守する。 
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告，１か年停止，廃止等の処置をうけること

になるので平生より十分勉学に意をそそぎ，

このような事態を招かないよう留意すること。 

９ 奨学生の復活 

奨学金の交付を休止又は停止された者が，

その事由が止んで，奨学金の復活を，校長を

経て願い出たときは，復活されることがある。

ただし，休止又は停止されたときから２年を

経過したときは，この限りではない。 

10 奨学生の辞退 

家計状況の好転による辞退のほか，学業成

績並びに生活状況により，奨学生としてふさ

わしくない学業成績並びに行為のあった場合

は，辞退を求められることがある。 

11 返還誓約書の提出 

採用決定後，返還誓約書に必要書類を添付し

校長を経て，直ちに提出しなければならない。 

12 奨学金の返還 

貸与終了後，所定の期間内に月賦で返還し

なければならない。詳細についてはその都度

説明する。 

 

(2)岐阜県選奨生奨学金 

１ 出願資格 

次の条件の全部に該当する生徒学生を対象

とする。 

一 岐阜県内に住所を有する者の子弟であるこ

と。 

（本人のみが岐阜県内に住所を有する場合

は該当しない。） 

二 人物，学業とも優秀であること。 

三 修学に十分耐え得る健康状態であること。 

四 経済的理由により修学が困難な者であるこ

と。 

五 本校の第１学年から第５学年のいずれか

に在学している者であること。 

（専攻科生は該当しない。） 

２ 貸与月額18,000円（日本学生支援機構と併

受の場合は14,000円） 

３ 貸与期間 

本校の正規の修学年限を越えない期間 

 

 

 

４ 選奨生の決定方法 

申請のあった者のうちから本校の選考を経

て，推薦された者の中から岐阜県教育委員会

が決定する。 

５ 貸与奨学金の返還 

この奨学金は無利息のため，元金のみ返還

します。貸与終了後，約半年間の据置期間を

おいて10年以内に，貸与を受けた総額を半年

賦均等方式によって返還します。 

 

(3) その他の奨学金 

日本学生支援機構，岐阜県選奨生のほか，地

方自治体並びに各種団体が設定する奨学制度で，

本校に募集があるものは次のものがある。 

○財団法人交通遺児育英会 

○あしなが育英会 

○財団法人関育英奨学会 

 

 

６．保健衛生・福利厚生 

 

(1) 保健室 

４号館１階に保健室がある。健康診断，健康

相談，救急処置等，看護師が対応を行っている。

学生相談室の窓口としても気軽に利用して欲し

い。 

保健室開室時間 

月～金曜日８時30分から17時まで 

○ 定期健康診断 

毎年４～５月に健康診断を実施する。健康診

断は，教育基本法，学校保健安全法に基づき，

教育活動，保健管理の一環として行われる学校

行事である。実施の詳細については，本科生は

クラスルーム，専攻科生は保健室前掲示板に掲

示されるので指示に従い受診すること。実施項

目は次の表のとおり。  
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定期健康診断実施項目 

学年 

 

項目 

第
１
学
年 

第
２
学
年 

第
３
学
年 

第
４
学
年 

第
５
学
年 

１ 

年 

次 

専 

攻 

科 

２ 

年 

次 

専 

攻 

科 

身 体 測 定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

視 力 検 査 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

聴 力 検 査 ○    ○  ○ 

胸部Ｘ線撮

影 
○  

（○） 
留学生のみ 

（○） 

編入学生のみ 
   

心電図検査 ○  
（○） 

留学生のみ 
（○） 

編入学生のみ 
   

尿 検 査 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

歯 科 検 診 ○ ○ ○     

内 科 検 診 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

血 圧 測 定    ○ ○ ○ ○ 

運動器検診 ○ ○ ○     

○ 出席停止について 

学校保健安全法施行規則において，学校にお

いて予防すべき感染症の種類と出席停止の期間

の基準等が定められている。 

出席停止期間終了後，「欠席，欠課，遅刻，早

退届」に「医師の診断書」を添えて学生課へ速

やかに提出すること。医師の診断書の用紙は学

生課（又は保健室）にある。各医療機関が発行

する診断書でも良い。診断書発行に関しては，

文書料が必要となる場合がある。 

学校感染症と出席停止の期間の基準について

は以下のとおり。 

第一種 エボラ出血熱，クリミア・コンゴ出血

熱，痘そう，南米出血熱，ペスト，マ

ールブルブ病，ラッサ熱，急性灰白髄

炎，ジフテリア，重症急性呼吸器症候

群，中東呼吸器症候群，特定鳥インフ

ルエンザ 

第二種 インフルエンザ（特定鳥インフルエン

ザを除く。），百日咳，麻しん，流行性

耳下腺炎，風しん，水痘，咽頭結膜熱，

結核，髄膜炎菌性髄膜炎，新型コロナ

ウイルス感染症 

第三種 コレラ，細菌性赤痢，腸管出血性大腸

菌感染症，腸チフス，パラチフス，流

行性角結膜炎，急性出血性結膜炎，そ

の他感染症（溶連菌感染症，伝染性紅

斑，手足口病，ヘルパンギーナ，マイ

コプラズマ感染症など学校教育活動に

おいて流行を広げる可能性があり，医

師において感染の恐れがあると認めら

れたもの。） 

 

出席停止の期間の基準 

第 一 種 治癒するまで 

第 

二 

種 

新型コロナウイル

ス感染症 

発症した後５日を経過し，かつ，症

状が軽快した後１日を経過するまで 

インフルエンザ 

（鳥インフルエン

ザ（Ｈ５Ｎ１）及び

新型インフルエンザ

等感染症を除く。） 

発症した後５日を経過し，かつ，

解熱した後２日を経過するまで 

百日咳 

特有の咳が消失するまで又は５日

間の適正な抗生物質製剤による治療

が終了するまで 

麻しん 解熱した後３日を経過するまで 

流行性耳下腺炎 

耳下腺，顎下腺又は舌下腺の腫脹

が発現した後５日を経過，かつ，全

身状態が良好になるまで 

風しん 発疹が消失するまで 

水痘 全ての発疹が痂皮化するまで 

咽頭結膜熱 
主要症状が消退した後２日を経過

するまで 

結核 病状により学校医その他の医師に

おいて感染のおそれがないと認める

まで 

髄膜炎菌性髄膜炎 

第 三 種 

○ その他 

災害共済給付（独立行政法人日本スポーツ振

興センター）の医療費申請に関しても保健室（又

は学生課）で対応している。 

 

(2) 学生相談室（カウンセリング） 

学生が抱えているさまざまな悩みについて，

学生相談室で相談に応じている。学生相談室ホ

ームページ（※https://www.gifu-nct.ac.jp/soudan/）
を参考にすること。 
カウンセリングを受けることで，気持ちを整

理したり，新しい視点に気づいたりすることも

あるので，気軽に利用して欲しい。メールでも

受付けている。 
なお，自傷行為等命にかかわる場合を除き，

秘密については厳守する。 
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1. カウンセラーによるカウンセリング 
 各カウンセセラーにより，対応する曜日や時

間（月～金曜午後）が決まっている。ホームペ

ージ（※）で確認し，予約すること。カウンセ

リングは 4 号館 1 階の学生相談室で行う。 
 メール：counselor@gifu-nct.ac.jp 
2. 学生相談室員による相談 
 担当の相談室員が各教員室または相談室にて

随時相談を受けている。ホームページ（※）で

担当室員を確認し，直接連絡を取ること。 
 月～金曜日，随時対応。 
3. 学生相談室保健師による相談 
 保健師が学生相談室や分室にて相談を受け，

必要に応じてカウンセラーに繋いでいる。 
 月～金曜日，随時対応。 
電話番号（直通）：058-320-1475（つながらな

い場合は保健室へ） 
メール：soudan@gifu-nct.ac.jp 

4. 看護師による相談 
 看護師が相談を受け，必要に応じてカウンセ

ラーに繋いでいる。 
 月～金曜日，随時対応。 
 電話番号（直通）058-320-1470（保健室） 

058-320-1254（学生係） 
 メール：ghkn2@gifu-nct.ac.jp 
 

７．オフィスアワーの設置 

 

本校では，教員がある時間帯に教員研究室等

に在室することを義務付けた「オフィスアワー

制度」を実施している。 

このオフィスアワー制度は，授業内容に関す

ること，日常の学習に関すること，学生生活に

関することなどについて，学生諸君が自由に教

員に質問・相談する機会を提供するものである。 

教員研究室等への訪問に際しては事前予約な

どの必要はなく，質問，相談事等がある場合に

は，遠慮することなくこのオフィスアワーを利

用し，勉学，学生生活に役立てること。なお，

各教員のオフィスアワーの時間帯は学生昇降口

の掲示板で確認すること。 

また，教員が出張や会議等によりその時間帯

に不在する場合は，教員研究室等に掲示される。 

８．学 生 会 

 

(1) 学生会準則 

制定 昭和40年３月20日 

第１条 学生会は，学校の指導のもとに，学生

の自発的活動を通して，その人間形成を助長

し，高等専門教育の目的達成に資することを

目的とする。 

第２条 学生会は，前条の目的を実現するため

に，次の各号に掲げる目標の達成に務めなけ

ればならない。 

一 学生生活を楽しく，豊かで規律正しいも

のにし，よい校風をつくる態度を養う。 

二 健全な趣味と豊かな教養を養い，個性の

伸長を図る。 

三 心身の健康を助長し，余暇を活用する態

度を養う。 

四 学校生活における集団の活動に積極的に

参加し，自主性を育てるとともに，集団生

活において協力し，民主的に行動する態度

を養う。 

五 学校生活において，自発的能力を養うと

ともに，公民としての資質を向上させる。 

第３条 学生会活動を行うにあたっては，次に

掲げる事項を遵守するとともに，法令及び学

則，学生準則その他学校の定める諸規則に違

反してはならない。 

一 学生会は，学校の教育方針に則り，学校の

教育使命の達成に寄与しなければならない。 

二 学生会は，本来の目的使命に鑑み，その

目的を逸脱し，学校の秩序を乱す行動を行

ってはならない。 

三 学生は，学生会の運営についてつねに深

い関心をはらい，その活動に積極的に参加

しなければならない。 

四 学生会は，会員の総意に基づいて運営さ

れなければならない。 

五 学生会は，校外活動を行うにあたっては，

学校の承認と指導を受け，学生会の目的の

範囲内において行動しなければならない。 

六 学生会は，その目的使命の達成上必要が

あると学校が認めた場合に限り，校外団体

に加盟することができる。 
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第４条 学生会は，学生会員をもって構成され

るものとする。 

２ 学生は，入学と同時に学生会の構成員とな

るものとする。 

第５条 学生会に総会，評議会，役員，局及び

部を置く。 

２ 総会は，少なくとも年１回開催するものとする。 

３ 評議会は，学級ごとに選出された評議員と

役員とで構成し，学生会の運営に関する重要

事項を審議する。 

４ 役員は公選とし，学生会の会務を処理する。 

５ 局の種別は，書記局，会計局，文化局，体

育局，風紀局及び報道局とする。 

６ 局をその活動内容に応じて相当数の部に分ける。 

７ 学生は，いずれかの部に所属するものとする。 

第６条 学生会は，規約を制定して校長の承認

を受けるものとする。規約の変更についても

同様とする。 

２ 規約中には，少なくとも次の事項を記載し

なければならない。 

一 名 称 

二 目 的 

三 構 成 

四 組 織 

五 役員の種類，定数，任務及び任期 

六 総会，評議会の機能と権限 

七 局及び部の種類とそれらの機能 

八 会費に関すること。 

九 会計に関すること。 

十 校長の最終承認制と担当の教員の指導に

関すること。 

十一 会議の招集に関すること。 

十二 部活動の連絡調整に関すること。 

十三 選挙に関すること。 

十四 会議，会計，部，選挙の規程に関するこ

と。 

十五 事業計画及び予算決算に関すること。 

十六 規約の改正に関すること。 

十七 規約発効の期日に関すること。 

第７条 学生会は，毎年度，事業計画書及び収支

予算書について校長の承認を受け，また事業報

告書及び収支決算書を校長に提出するものと

する。 

第８条 学生会の指導については，校長の命を

受けて学生主事が総括する。 

２ 学生会に指導教員を置く。 

３ 指導教員は，校長が命じ，学生主事総括のも

とに，会の運営又は局及び部の指導にあたる。 

附 則 

１ この準則に変更の必要があるときは，教員

会議の議を経て変更することがある。 

２ この準則は，昭和40年３月20日から実施する。 

 

(2) 学生会規約 

制定 昭和40年４月１日 

（総則） 

第１条 本会は，岐阜工業高等専門学校学生会

と称す。 

第２条 本会は，学校の指導のもとに，学生の

自発的活動を通して，その人間形成を助長し，

会員相互の親睦をはかり，教育目的の達成に

資することを目的とする。 

第３条 本会は，岐阜工業高等専門学校の学生

全員をもって構成し，学生は入学と同時に会

員となるものとする。 

第４条 会員は，すべて会費を納入しなければ

ならない。ただし，休学者については別に定

める。 

第５条 本会に指導教員を置く。 

第６条 本会は，学生主事の総括のもとに，指

導教員の指導を受けるものとする。 

第７条 本会の規約の制定，規約の変更，毎年

度の事業計画，収支予算等すべての議決事項

については，校長の承認を受け，また毎年度

末には，事業報告書及び収支決算書を，校長

に提出するものとする。 

第８条 本会議の組織は，次のとおりとする。 

一 総 会 二 評議会  三 役員 

四 学級会 五 局及び部 六 会計監査 

七 選挙管理委員会 

２ 局は書記局，会計局，文化局，体育局，風

紀局及び報道局とする。部は別に定める。 

第９条 本会の会議，会計，部並びに，選挙に

ついては，別に定める。 

（総会） 

第10条 総会は，本会の最高議決機関であり，

会員はこれに出席する義務を負う。 

— 56—



 

－54－ 

1. カウンセラーによるカウンセリング 
 各カウンセセラーにより，対応する曜日や時

間（月～金曜午後）が決まっている。ホームペ

ージ（※）で確認し，予約すること。カウンセ

リングは 4 号館 1 階の学生相談室で行う。 
 メール：counselor@gifu-nct.ac.jp 
2. 学生相談室員による相談 
 担当の相談室員が各教員室または相談室にて

随時相談を受けている。ホームページ（※）で

担当室員を確認し，直接連絡を取ること。 
 月～金曜日，随時対応。 
3. 学生相談室保健師による相談 
 保健師が学生相談室や分室にて相談を受け，

必要に応じてカウンセラーに繋いでいる。 
 月～金曜日，随時対応。 
電話番号（直通）：058-320-1475（つながらな

い場合は保健室へ） 
メール：soudan@gifu-nct.ac.jp 

4. 看護師による相談 
 看護師が相談を受け，必要に応じてカウンセ

ラーに繋いでいる。 
 月～金曜日，随時対応。 
 電話番号（直通）058-320-1470（保健室） 

058-320-1254（学生係） 
 メール：ghkn2@gifu-nct.ac.jp 
 

７．オフィスアワーの設置 

 

本校では，教員がある時間帯に教員研究室等

に在室することを義務付けた「オフィスアワー

制度」を実施している。 

このオフィスアワー制度は，授業内容に関す

ること，日常の学習に関すること，学生生活に

関することなどについて，学生諸君が自由に教

員に質問・相談する機会を提供するものである。 

教員研究室等への訪問に際しては事前予約な

どの必要はなく，質問，相談事等がある場合に

は，遠慮することなくこのオフィスアワーを利

用し，勉学，学生生活に役立てること。なお，

各教員のオフィスアワーの時間帯は学生昇降口

の掲示板で確認すること。 

また，教員が出張や会議等によりその時間帯

に不在する場合は，教員研究室等に掲示される。 

８．学 生 会 

 

(1) 学生会準則 

制定 昭和40年３月20日 

第１条 学生会は，学校の指導のもとに，学生

の自発的活動を通して，その人間形成を助長

し，高等専門教育の目的達成に資することを

目的とする。 

第２条 学生会は，前条の目的を実現するため

に，次の各号に掲げる目標の達成に務めなけ

ればならない。 

一 学生生活を楽しく，豊かで規律正しいも

のにし，よい校風をつくる態度を養う。 

二 健全な趣味と豊かな教養を養い，個性の

伸長を図る。 

三 心身の健康を助長し，余暇を活用する態

度を養う。 

四 学校生活における集団の活動に積極的に

参加し，自主性を育てるとともに，集団生

活において協力し，民主的に行動する態度

を養う。 

五 学校生活において，自発的能力を養うと

ともに，公民としての資質を向上させる。 

第３条 学生会活動を行うにあたっては，次に

掲げる事項を遵守するとともに，法令及び学

則，学生準則その他学校の定める諸規則に違

反してはならない。 

一 学生会は，学校の教育方針に則り，学校の

教育使命の達成に寄与しなければならない。 

二 学生会は，本来の目的使命に鑑み，その

目的を逸脱し，学校の秩序を乱す行動を行

ってはならない。 

三 学生は，学生会の運営についてつねに深

い関心をはらい，その活動に積極的に参加

しなければならない。 

四 学生会は，会員の総意に基づいて運営さ

れなければならない。 

五 学生会は，校外活動を行うにあたっては，

学校の承認と指導を受け，学生会の目的の

範囲内において行動しなければならない。 

六 学生会は，その目的使命の達成上必要が

あると学校が認めた場合に限り，校外団体

に加盟することができる。 
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第４条 学生会は，学生会員をもって構成され

るものとする。 

２ 学生は，入学と同時に学生会の構成員とな

るものとする。 

第５条 学生会に総会，評議会，役員，局及び

部を置く。 

２ 総会は，少なくとも年１回開催するものとする。 

３ 評議会は，学級ごとに選出された評議員と

役員とで構成し，学生会の運営に関する重要

事項を審議する。 

４ 役員は公選とし，学生会の会務を処理する。 

５ 局の種別は，書記局，会計局，文化局，体

育局，風紀局及び報道局とする。 

６ 局をその活動内容に応じて相当数の部に分ける。 

７ 学生は，いずれかの部に所属するものとする。 

第６条 学生会は，規約を制定して校長の承認

を受けるものとする。規約の変更についても

同様とする。 

２ 規約中には，少なくとも次の事項を記載し

なければならない。 

一 名 称 

二 目 的 

三 構 成 

四 組 織 

五 役員の種類，定数，任務及び任期 

六 総会，評議会の機能と権限 

七 局及び部の種類とそれらの機能 

八 会費に関すること。 

九 会計に関すること。 

十 校長の最終承認制と担当の教員の指導に

関すること。 

十一 会議の招集に関すること。 

十二 部活動の連絡調整に関すること。 

十三 選挙に関すること。 

十四 会議，会計，部，選挙の規程に関するこ

と。 

十五 事業計画及び予算決算に関すること。 

十六 規約の改正に関すること。 

十七 規約発効の期日に関すること。 

第７条 学生会は，毎年度，事業計画書及び収支

予算書について校長の承認を受け，また事業報

告書及び収支決算書を校長に提出するものと

する。 

第８条 学生会の指導については，校長の命を

受けて学生主事が総括する。 

２ 学生会に指導教員を置く。 

３ 指導教員は，校長が命じ，学生主事総括のも

とに，会の運営又は局及び部の指導にあたる。 

附 則 

１ この準則に変更の必要があるときは，教員

会議の議を経て変更することがある。 

２ この準則は，昭和40年３月20日から実施する。 

 

(2) 学生会規約 

制定 昭和40年４月１日 

（総則） 

第１条 本会は，岐阜工業高等専門学校学生会

と称す。 

第２条 本会は，学校の指導のもとに，学生の

自発的活動を通して，その人間形成を助長し，

会員相互の親睦をはかり，教育目的の達成に

資することを目的とする。 

第３条 本会は，岐阜工業高等専門学校の学生

全員をもって構成し，学生は入学と同時に会

員となるものとする。 

第４条 会員は，すべて会費を納入しなければ

ならない。ただし，休学者については別に定

める。 

第５条 本会に指導教員を置く。 

第６条 本会は，学生主事の総括のもとに，指

導教員の指導を受けるものとする。 

第７条 本会の規約の制定，規約の変更，毎年

度の事業計画，収支予算等すべての議決事項

については，校長の承認を受け，また毎年度

末には，事業報告書及び収支決算書を，校長

に提出するものとする。 

第８条 本会議の組織は，次のとおりとする。 

一 総 会 二 評議会  三 役員 

四 学級会 五 局及び部 六 会計監査 

七 選挙管理委員会 

２ 局は書記局，会計局，文化局，体育局，風

紀局及び報道局とする。部は別に定める。 

第９条 本会の会議，会計，部並びに，選挙に

ついては，別に定める。 

（総会） 

第10条 総会は，本会の最高議決機関であり，

会員はこれに出席する義務を負う。 
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第11条 総会は，年１回，原則として３月に開く。 

第12条 臨時総会は，次の場合に開く。 

一 会長が必要と認めたとき。 

二 会員の２分の１以上の要請があったとき。 

三 評議員の３分の２以上の要請があったとき。 

四 役員の３分の２以上の要請があったとき。 

第13条 総会及び臨時総会は，会長が招集し，

原則として５日前に公示する。 

第14条 総会は，次の事項を審議決定する。 

一 予算・決算及び事業計画 

二 規約・規程の改正 

三 その他重要な事項 

（評議会） 

第15条 評議会は，総会の代行機関として，学

生会の運営に関する重要事項を審議決定する。 

第16条 評議会は，評議員と役員で構成する。 

２ 評議員は，各学級２名選出し，各学級委員

を兼ねるものとする。 

第17条 評議会は，原則として毎月１回，会長

が招集する。 

２ 必要に応じ臨時評議会を開くことができる。 

第18条 評議会は，次の事項を審議決定する。 

一 役員より提出された議案 

二 学級会より提出された議案 

三 総会に提出する議案 

四 会計監査より提出された事項 

（役員，その任務・任期） 

第19条 本会の業務を執行するため，本会に，

次の役員を置く。 

会 長   １名 

副会長   １名 

局 長   各局１名 

２ 役員の選出は，公選とする。 

第20条 役員の任務は，次のとおりとする。 

一 会長は，本会を代表し，学生総会並びに

評議会で議決された一切の事項の執行に関

する権限と責任を負う。 

二 副会長は，会長を補佐し，会長事故ある

ときは，その任務を代行する。 

三 局長は、各局を代表し，その所轄する業

務を総括する。 

第21条 会長は，原則として毎月１回役員会議

を開く。 

第22条 役員の任期は，１か年とし，毎年１月

１日より12月31日までとする。ただし，再任

を妨げない。 

（学級会） 

第23条 学級会は，学生会活動の基本的組織であ

って，各学級毎に，その学生全員を持って構成

する。 

第24条 学級会は，原則として毎月１回開く。 

２ 学級会は，その学級の学級委員が主宰する。 

（局・部） 

第25条 局は，本会の執行機関である。 

２ 局の業務を処理するため，各局に局員を置く。 

３ 局員は，各学級から各局員を２名選出する。 

４ 局員は，評議会の承認を必要とする。 

５ 局員の任期は，１か年とし，毎年１月１日から

12月31日までとする。ただし，再任を妨げない。 

６ 前項の規定にかかわらず，第１学年につい

ては，４月１日から12月31日までとする。ま

た，第５学年については，１月１日から翌年

の３月31日までとする。 

第26条 局の業務を分担するため，局の下に部

を置くことができる。 

２ 部の種類は，評議会の議を経て総会で定める。 

３ 部には，部長１名その他の係を置く。 

（会計・予算・決算・事業計画） 

第27条 本会の会計年度は，毎年１月１日より

12月31日までとする。 

第28条 本会の会費は，総会で定め，毎年５月

に口座振替により納入するものとする。 

第29条 本会の経費は，会費及びその他の収入

をもってこれにあてる。 

第30条 本会の予算案及び事業計画は，役員が

作成し，評議会の議を経て総会で定める。 

第31条 本会の会計は，次年度当初の総会にお

いて，決算報告を行い，その後承認を得なけ

ればならない。 

（会計監査） 

第32条 会計監査は，本会すべての会計書類を

監査する権利と義務を有し，必要に応じて，

評議会及び総会に報告する。 

第33条 会計監査は，前条の目的達成のため，

必要に応じ，いずれの組織に対しても，指示

する書類の提出を求めることができる。 
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第34条 会計監査は，２名とし，全会員中より選

ぶ。 

（罷免・辞任） 

第35条 役員が辞任し，又は罷免させられたとき

は，30日以内に新役員を選出しなければならない。 

２ 前項によって選任された役員の任期は前任

者の残任期間とする。 

第36条 役員は，総会又は評議会において，正

当な理由があると認められなければ，辞任す

ることはできない。 

（選挙） 

第37条 本会には，必要のつど，選挙管理委員 

会を設ける。 

第38条 選挙管理委員長は，会長の指名に基づ

き評議会で定める。 

２ 選挙管理委員長は，各学級各１名の委員を

指名し，選挙管理委員会を構成する。 

附 則 

この規約は，昭和40年４月１日から実施する。 

省 略 

附 則 

この規約は，令和５年４月１日から実施する。 

 

(3) 学生会選挙規程 

制定 昭和40年４月１日 

（総則） 

第１条 学生会の実施する選挙は，学生会全会

員の自由な意志によって，公明かつ適正に行

わなければならない。 

第２条 この規程は，会員の多数の同意を必要

とする役職に就任する者の選挙について適用

する。 

２ この規程は，会員の多数の同意を必要とす

る投票にも準用する。 

（選挙管理委員会） 

第３条 この規程による選挙に関する事務は，

選挙管理委員会が取扱う。 

第４条 選挙については，学生主事が指揮監督

にあたるものとする。 

第５条 選挙管理委員会は，選挙が公明かつ適

正に行われるよう，必要な事項を会員に周知

させなければならない。 

（選挙権・被選挙権） 

第６条 会員は，すべて選挙権を有する。 

第７条 会員は，次の各号の区分に従い，それ

ぞれ当該役員の被選挙権を有する。 

一 会長・副会長については，会員の資格を

取得して20か月を経た者 

二 書記局長・会計局長・風紀局長・報道局

長・体育局長・文化局長については，会員

の資格を取得して10か月を経た者 

２ その他，必要に応じて設けられる役職に就

任する者の資格については，そのつど評議会

が決定する。 

第８条 次の各号に掲げる者は選挙権及び被選

挙権を有しない。 

一 会員の資格を取得して３か月未満の者 

二 学校の懲罰を受け，選挙実施期間におい

て登校を許されない者 

三 校長が選挙権又は被選挙権を行使するこ 

とを適当でないと認めた者 

（選挙・投票） 

第９条 学生会役員の選挙は，原則として11月

に行う。 

２ 辞任，罷免又は解職による補充選挙は，30

日以内に行う。 

３ 会員多数の同意を必要とする役職に就任す

る者の選挙については，原則として10月の評

議会で公示日を決定し，公示から30日以内に

選挙を行う。 

４ 多数の同意・信任を受けるために必要な投

票については，前項を準用する。 

第10条 選挙は，投票により行う。 

第11条 代理投票及び不在投票は，認めない。 

第12条 開票事務は，選挙管理委員会が行う。 

２ 開票には，学生主事がこれに立会する。 

第13条 投票の効力については，開票立会人の

意見を聴き，選挙管理委員長が決定する。 

第14条 役員の候補者になろうとする者は，当

該選挙の公示があった日から３日以内に選挙

権を有する会員10名以上の推薦署名を添えて，

その旨を選挙管理委員長に届け出なければな

らない。 

２ 役員の候補者になろうとする者は，選挙管

理委員会が立候補を承認するまでは選挙運動

をしてはならない。 

第15条 選挙管理委員会は，候補者になろうと

する者の申し出に従い，その資格を審査し，
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第11条 総会は，年１回，原則として３月に開く。 

第12条 臨時総会は，次の場合に開く。 

一 会長が必要と認めたとき。 

二 会員の２分の１以上の要請があったとき。 

三 評議員の３分の２以上の要請があったとき。 

四 役員の３分の２以上の要請があったとき。 

第13条 総会及び臨時総会は，会長が招集し，

原則として５日前に公示する。 

第14条 総会は，次の事項を審議決定する。 

一 予算・決算及び事業計画 

二 規約・規程の改正 

三 その他重要な事項 

（評議会） 

第15条 評議会は，総会の代行機関として，学

生会の運営に関する重要事項を審議決定する。 

第16条 評議会は，評議員と役員で構成する。 

２ 評議員は，各学級２名選出し，各学級委員

を兼ねるものとする。 

第17条 評議会は，原則として毎月１回，会長

が招集する。 

２ 必要に応じ臨時評議会を開くことができる。 

第18条 評議会は，次の事項を審議決定する。 

一 役員より提出された議案 

二 学級会より提出された議案 

三 総会に提出する議案 

四 会計監査より提出された事項 

（役員，その任務・任期） 

第19条 本会の業務を執行するため，本会に，

次の役員を置く。 

会 長   １名 

副会長   １名 

局 長   各局１名 

２ 役員の選出は，公選とする。 

第20条 役員の任務は，次のとおりとする。 

一 会長は，本会を代表し，学生総会並びに

評議会で議決された一切の事項の執行に関

する権限と責任を負う。 

二 副会長は，会長を補佐し，会長事故ある

ときは，その任務を代行する。 

三 局長は、各局を代表し，その所轄する業

務を総括する。 

第21条 会長は，原則として毎月１回役員会議

を開く。 

第22条 役員の任期は，１か年とし，毎年１月

１日より12月31日までとする。ただし，再任

を妨げない。 

（学級会） 

第23条 学級会は，学生会活動の基本的組織であ

って，各学級毎に，その学生全員を持って構成

する。 

第24条 学級会は，原則として毎月１回開く。 

２ 学級会は，その学級の学級委員が主宰する。 

（局・部） 

第25条 局は，本会の執行機関である。 

２ 局の業務を処理するため，各局に局員を置く。 

３ 局員は，各学級から各局員を２名選出する。 

４ 局員は，評議会の承認を必要とする。 

５ 局員の任期は，１か年とし，毎年１月１日から

12月31日までとする。ただし，再任を妨げない。 

６ 前項の規定にかかわらず，第１学年につい

ては，４月１日から12月31日までとする。ま

た，第５学年については，１月１日から翌年

の３月31日までとする。 

第26条 局の業務を分担するため，局の下に部

を置くことができる。 

２ 部の種類は，評議会の議を経て総会で定める。 

３ 部には，部長１名その他の係を置く。 

（会計・予算・決算・事業計画） 

第27条 本会の会計年度は，毎年１月１日より

12月31日までとする。 

第28条 本会の会費は，総会で定め，毎年５月

に口座振替により納入するものとする。 

第29条 本会の経費は，会費及びその他の収入

をもってこれにあてる。 

第30条 本会の予算案及び事業計画は，役員が

作成し，評議会の議を経て総会で定める。 

第31条 本会の会計は，次年度当初の総会にお

いて，決算報告を行い，その後承認を得なけ

ればならない。 

（会計監査） 

第32条 会計監査は，本会すべての会計書類を

監査する権利と義務を有し，必要に応じて，

評議会及び総会に報告する。 

第33条 会計監査は，前条の目的達成のため，

必要に応じ，いずれの組織に対しても，指示

する書類の提出を求めることができる。 
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第34条 会計監査は，２名とし，全会員中より選

ぶ。 

（罷免・辞任） 

第35条 役員が辞任し，又は罷免させられたとき

は，30日以内に新役員を選出しなければならない。 

２ 前項によって選任された役員の任期は前任

者の残任期間とする。 

第36条 役員は，総会又は評議会において，正

当な理由があると認められなければ，辞任す

ることはできない。 

（選挙） 

第37条 本会には，必要のつど，選挙管理委員 

会を設ける。 

第38条 選挙管理委員長は，会長の指名に基づ

き評議会で定める。 

２ 選挙管理委員長は，各学級各１名の委員を

指名し，選挙管理委員会を構成する。 

附 則 

この規約は，昭和40年４月１日から実施する。 

省 略 

附 則 

この規約は，令和５年４月１日から実施する。 

 

(3) 学生会選挙規程 

制定 昭和40年４月１日 

（総則） 

第１条 学生会の実施する選挙は，学生会全会

員の自由な意志によって，公明かつ適正に行

わなければならない。 

第２条 この規程は，会員の多数の同意を必要

とする役職に就任する者の選挙について適用

する。 

２ この規程は，会員の多数の同意を必要とす

る投票にも準用する。 

（選挙管理委員会） 

第３条 この規程による選挙に関する事務は，

選挙管理委員会が取扱う。 

第４条 選挙については，学生主事が指揮監督

にあたるものとする。 

第５条 選挙管理委員会は，選挙が公明かつ適

正に行われるよう，必要な事項を会員に周知

させなければならない。 

（選挙権・被選挙権） 

第６条 会員は，すべて選挙権を有する。 

第７条 会員は，次の各号の区分に従い，それ

ぞれ当該役員の被選挙権を有する。 

一 会長・副会長については，会員の資格を

取得して20か月を経た者 

二 書記局長・会計局長・風紀局長・報道局

長・体育局長・文化局長については，会員

の資格を取得して10か月を経た者 

２ その他，必要に応じて設けられる役職に就

任する者の資格については，そのつど評議会

が決定する。 

第８条 次の各号に掲げる者は選挙権及び被選

挙権を有しない。 

一 会員の資格を取得して３か月未満の者 

二 学校の懲罰を受け，選挙実施期間におい

て登校を許されない者 

三 校長が選挙権又は被選挙権を行使するこ 

とを適当でないと認めた者 

（選挙・投票） 

第９条 学生会役員の選挙は，原則として11月

に行う。 

２ 辞任，罷免又は解職による補充選挙は，30

日以内に行う。 

３ 会員多数の同意を必要とする役職に就任す

る者の選挙については，原則として10月の評

議会で公示日を決定し，公示から30日以内に

選挙を行う。 

４ 多数の同意・信任を受けるために必要な投

票については，前項を準用する。 

第10条 選挙は，投票により行う。 

第11条 代理投票及び不在投票は，認めない。 

第12条 開票事務は，選挙管理委員会が行う。 

２ 開票には，学生主事がこれに立会する。 

第13条 投票の効力については，開票立会人の

意見を聴き，選挙管理委員長が決定する。 

第14条 役員の候補者になろうとする者は，当

該選挙の公示があった日から３日以内に選挙

権を有する会員10名以上の推薦署名を添えて，

その旨を選挙管理委員長に届け出なければな

らない。 

２ 役員の候補者になろうとする者は，選挙管

理委員会が立候補を承認するまでは選挙運動

をしてはならない。 

第15条 選挙管理委員会は，候補者になろうと

する者の申し出に従い，その資格を審査し，
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適切と判断した場合は，学生主事の同意を経

て，立候補を承認する。 

第16条 一つの役員の候補者になった者は，同

時に他の役員の候補者になることができない。 

第17条 候補者の選挙運動は，選挙管理委員会

の指導助言に従い，公明かつ適正でなければ

ならない。 

第18条 有効投票の最多数を確保した候補者を，

その役職についての当選者とする。ただし，

最多数確保者の取得票数が有効票総数の２分

の１以下の場合には，上位２名による決選投

票が行わなければならない。 

２ 決選投票は早急に行うものとする。 

第19条 当選者は，最終的に校長の許可を経て，

その資格を付与される。 

２ 校長が当選を認可しない場合は，すみやか 

に再選挙を実施する。 

（罰則） 

第20条 不正な選挙運動を行った者の当選は，

無効とする。 

第21条 前条に該当した者及び不正な投票を行

った者，又は不正な投票を依頼した者には，一

定期間，選挙権及び被選挙権を停止することが

ある。 

第22条 前２条の決定は，選挙管理委員の審査

の結果に基づき，学生主事が決定する。 

附 則 

この規程は，昭和40年４月１日から実施する。 

附 則 

この規程は，平成24年３月２日から実施し，

平成24年１月１日から適用する。 

 

(4) 学生会会議規程 

制定 昭和40年４月１日 

（総則） 

第１条 学生会活動に関して開かれる諸会議は，

公正かつ，民主的に行わなければならない。 

第２条 この規程に従って運営された会議での

議決事項は，必要な手続きを経て，校長の承

認を得るものとする。 

第３条 会議には，学生会指導教員が出席でき

るものとする。 

（総会） 

第４条 総会及び臨時総会は，会長が学生主事 

と協議して行う。 

第５条 総会の場所，日時，議題は少なくとも

５日前に，これを公示しなければならない。 

２ 臨時総会の公示については，この限りでは

ない。 

第６条 総会は，会員総数の３分の２以上の出

席をもって成立するものとする。 

２ 委任状は，認めないものとする。 

第７条 総会の役員及びその定数は，次のとお

りとする。 

一 議 長   １名 

二 副議長   １名 

三 幹 事   １名 

四 書 記   ２名 

第８条 議長及び副議長は，総会のつど，会長

の指名によって，これを定める。ただし，出 

席会員の過半数の承認を必要とする。 

２ 幹事には，書記局長があたる。 

３ 書記には，書記局員中より，幹事が指名する。 

第９条 会議は，議長が主宰する。ただし，議

長事故あるときは，副議長がこれに代わる。 

第10条 会議録は，幹事・書記が作成し，書記

局に保管する。 

２ 会議録には，場所，日時，議題，議案，主

要な質問，修正意見，議決その他必要な事項

を記載しなければならない。 

第11条 議題，議案に関する修正又は追加の動

議は，100人以上の賛成をもって成立する。 

第12条 議決は，出席会員の過半数の賛成を必

要とする。ただし，賛否同数の場合は，議長

の決による。 

第13条 総会の議決事項については，議長は，

会議録をそえて学生主事に報告し，校長の承

認を得なければならない。 

第14条 校長の承認を得た議決事項については，

幹事は，すみやかに，これを公示しなければ

ならない。 

（評議会） 

第15条 評議会の招集，公示，成立，運営，会

議録及び議決事項とその取扱いは，総会に準

ずる。 

第16条 議長，副議長は，評議員の互選で定める。 

任期は，１か年とする。 

第17条 会議は，原則として公開する。 
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（役員会議） 

第18条 役員会議は，会長，副会長並びに局長

をもって組織する。 

２ 役員会議は，会長が主宰する。ただし，会

長事故あるときは，副会長がこれに代わる。 

第19条 会長は，役員会議の内容を，評議会に

報告しなければならない。 

第20条 役員会議の事務は，書記局が担当する。 

２ 書記局長は学生主事の要求があれば，会議

録を校長に提出しなければならない。 

（局会・部会） 

第21条 局及び部は，随時会議を開くことがある。 

第22条 学生主事の要求があれば，会議録を提

出しなければならない。 

（学級会） 

第23条 会議の運営は，総会に準ずる。 

第24条 会議録は，学級委員が保管する。 

第25条 学級会には，学級担任教員が出席でき

るものとする。 

附 則 

この規程は，昭和40年４月１日から実施する。 

 

(5) 学生会部規程 

制定 昭和40年４月１日 

（部の設置） 

第１条 学生会の文化局及び体育局に次の部を

置く。 

（文化局）美術部，吹奏楽部，ＥＳＳ部，囲

碁・将棋部，ロボット研究会，エコラン

部，コンピュータ倶楽部，宇宙工学研究会，

演劇部，合唱部 

（体育局）陸上競技部，サッカー部，硬式野

球部，ソフトテニス部，バレーボール部， 

バスケットボール部，卓球部，柔道部， 

剣道部，水泳部，ハンドボール部，テニス

部，バドミントン部，ラグビーフットボ

ール部，空手道部 

第２条 部を新設しようとするときは，その部

に入部しようとする15人以上の発起人を必要

とする。 

２ 発起人は，設立要望書に連署して，これを，

書記局に提出しなければならない。 

第３条 評議会が次の事項に該当すると認めた

場合は，会長は，その部の活動停止を命ずる。 

一 学生会の目的に違背したとき。 

二 部活動が著しく衰微したとき。 

三 その他停止の必要と認められる理由があ

ったとき。 

第４条 会長は，評議会の議を経て，部活動の

停止を解くことができる。 

第５条 会長は，評議会の議を経て，部を新設，

合併，廃部することができる。 

（組織） 

第６条 部長は，部員名簿を書記局に提出しな

ければならない。 

第７条 部に，部員の互選による部長１名，副

部長１名及び会計係１名を置く。 

２ 任期は，１か年とし，再任を妨げない。 

（入部） 

第８条 会員は，いずれかの部に所属すること

が望ましい。 

（連絡会） 

第９条 部活動を円滑にするため，関係局・部

長の連絡会を開くことがある。 

第10条 部員の員数調査は，連絡会を通じて行

うものとする。 

（会計） 

第11条 部長は，会長の示す日までに，その部

の年間予算書を，会計局に提出しなければな

らない。正当な理由なくして期日までに提出

しないときは，予算を割り当てられないこと

がある。 

第12条 部の会計は，会計規程による。 

（練習・合宿） 

第13条 部が常時使用を認められた場所は，正

課を除き，その部が優先的に使用できるもの

とする。 

第14条 対外試合に参加しようとするときは，

事前に対外試合許可願を学生課に提出し校長

の許可を得なければならない。 

第15条 合宿をしようとするときは，一週間前

までに合宿許可願を学生課に提出し校長の許

可を得なければならない。 

（同好会の設置） 

第16条 本会に部に準ずるものとして，文化局

及び体育局に次の同好会を置く。 

（文化局）軽音楽同好会，ＬＥＧＯ同好会，写

真同好会 
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適切と判断した場合は，学生主事の同意を経

て，立候補を承認する。 

第16条 一つの役員の候補者になった者は，同

時に他の役員の候補者になることができない。 

第17条 候補者の選挙運動は，選挙管理委員会

の指導助言に従い，公明かつ適正でなければ

ならない。 

第18条 有効投票の最多数を確保した候補者を，

その役職についての当選者とする。ただし，

最多数確保者の取得票数が有効票総数の２分

の１以下の場合には，上位２名による決選投

票が行わなければならない。 

２ 決選投票は早急に行うものとする。 

第19条 当選者は，最終的に校長の許可を経て，

その資格を付与される。 

２ 校長が当選を認可しない場合は，すみやか 

に再選挙を実施する。 

（罰則） 

第20条 不正な選挙運動を行った者の当選は，

無効とする。 

第21条 前条に該当した者及び不正な投票を行

った者，又は不正な投票を依頼した者には，一

定期間，選挙権及び被選挙権を停止することが

ある。 

第22条 前２条の決定は，選挙管理委員の審査

の結果に基づき，学生主事が決定する。 

附 則 

この規程は，昭和40年４月１日から実施する。 

附 則 

この規程は，平成24年３月２日から実施し，

平成24年１月１日から適用する。 

 

(4) 学生会会議規程 

制定 昭和40年４月１日 

（総則） 

第１条 学生会活動に関して開かれる諸会議は，

公正かつ，民主的に行わなければならない。 

第２条 この規程に従って運営された会議での

議決事項は，必要な手続きを経て，校長の承

認を得るものとする。 

第３条 会議には，学生会指導教員が出席でき

るものとする。 

（総会） 

第４条 総会及び臨時総会は，会長が学生主事 

と協議して行う。 

第５条 総会の場所，日時，議題は少なくとも

５日前に，これを公示しなければならない。 

２ 臨時総会の公示については，この限りでは

ない。 

第６条 総会は，会員総数の３分の２以上の出

席をもって成立するものとする。 

２ 委任状は，認めないものとする。 

第７条 総会の役員及びその定数は，次のとお

りとする。 

一 議 長   １名 

二 副議長   １名 

三 幹 事   １名 

四 書 記   ２名 

第８条 議長及び副議長は，総会のつど，会長

の指名によって，これを定める。ただし，出 

席会員の過半数の承認を必要とする。 

２ 幹事には，書記局長があたる。 

３ 書記には，書記局員中より，幹事が指名する。 

第９条 会議は，議長が主宰する。ただし，議

長事故あるときは，副議長がこれに代わる。 

第10条 会議録は，幹事・書記が作成し，書記

局に保管する。 

２ 会議録には，場所，日時，議題，議案，主

要な質問，修正意見，議決その他必要な事項

を記載しなければならない。 

第11条 議題，議案に関する修正又は追加の動

議は，100人以上の賛成をもって成立する。 

第12条 議決は，出席会員の過半数の賛成を必

要とする。ただし，賛否同数の場合は，議長

の決による。 

第13条 総会の議決事項については，議長は，

会議録をそえて学生主事に報告し，校長の承

認を得なければならない。 

第14条 校長の承認を得た議決事項については，

幹事は，すみやかに，これを公示しなければ

ならない。 

（評議会） 

第15条 評議会の招集，公示，成立，運営，会

議録及び議決事項とその取扱いは，総会に準

ずる。 

第16条 議長，副議長は，評議員の互選で定める。 

任期は，１か年とする。 

第17条 会議は，原則として公開する。 
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（役員会議） 

第18条 役員会議は，会長，副会長並びに局長

をもって組織する。 

２ 役員会議は，会長が主宰する。ただし，会

長事故あるときは，副会長がこれに代わる。 

第19条 会長は，役員会議の内容を，評議会に

報告しなければならない。 

第20条 役員会議の事務は，書記局が担当する。 

２ 書記局長は学生主事の要求があれば，会議

録を校長に提出しなければならない。 

（局会・部会） 

第21条 局及び部は，随時会議を開くことがある。 

第22条 学生主事の要求があれば，会議録を提

出しなければならない。 

（学級会） 

第23条 会議の運営は，総会に準ずる。 

第24条 会議録は，学級委員が保管する。 

第25条 学級会には，学級担任教員が出席でき

るものとする。 

附 則 

この規程は，昭和40年４月１日から実施する。 

 

(5) 学生会部規程 

制定 昭和40年４月１日 

（部の設置） 

第１条 学生会の文化局及び体育局に次の部を

置く。 

（文化局）美術部，吹奏楽部，ＥＳＳ部，囲

碁・将棋部，ロボット研究会，エコラン

部，コンピュータ倶楽部，宇宙工学研究会，

演劇部，合唱部 

（体育局）陸上競技部，サッカー部，硬式野

球部，ソフトテニス部，バレーボール部， 

バスケットボール部，卓球部，柔道部， 

剣道部，水泳部，ハンドボール部，テニス

部，バドミントン部，ラグビーフットボ

ール部，空手道部 

第２条 部を新設しようとするときは，その部

に入部しようとする15人以上の発起人を必要

とする。 

２ 発起人は，設立要望書に連署して，これを，

書記局に提出しなければならない。 

第３条 評議会が次の事項に該当すると認めた

場合は，会長は，その部の活動停止を命ずる。 

一 学生会の目的に違背したとき。 

二 部活動が著しく衰微したとき。 

三 その他停止の必要と認められる理由があ

ったとき。 

第４条 会長は，評議会の議を経て，部活動の

停止を解くことができる。 

第５条 会長は，評議会の議を経て，部を新設，

合併，廃部することができる。 

（組織） 

第６条 部長は，部員名簿を書記局に提出しな

ければならない。 

第７条 部に，部員の互選による部長１名，副

部長１名及び会計係１名を置く。 

２ 任期は，１か年とし，再任を妨げない。 

（入部） 

第８条 会員は，いずれかの部に所属すること

が望ましい。 

（連絡会） 

第９条 部活動を円滑にするため，関係局・部

長の連絡会を開くことがある。 

第10条 部員の員数調査は，連絡会を通じて行

うものとする。 

（会計） 

第11条 部長は，会長の示す日までに，その部

の年間予算書を，会計局に提出しなければな

らない。正当な理由なくして期日までに提出

しないときは，予算を割り当てられないこと

がある。 

第12条 部の会計は，会計規程による。 

（練習・合宿） 

第13条 部が常時使用を認められた場所は，正

課を除き，その部が優先的に使用できるもの

とする。 

第14条 対外試合に参加しようとするときは，

事前に対外試合許可願を学生課に提出し校長

の許可を得なければならない。 

第15条 合宿をしようとするときは，一週間前

までに合宿許可願を学生課に提出し校長の許

可を得なければならない。 

（同好会の設置） 

第16条 本会に部に準ずるものとして，文化局

及び体育局に次の同好会を置く。 

（文化局）軽音楽同好会，ＬＥＧＯ同好会，写

真同好会 
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（体育局）ダンス同好会 

第17条 同好会を新設しようとするときは，そ

の同好会に入会しようとする５人以上の発起

人及び顧問の候補となる教員を必要とする。 

２ 発起人は，設立要望書に連署して，これを

書記局に提出しなければならない。 

第18条 会長は，評議会の議を経て，同好会の

設立を認め，又は解散を命ずることができる。 

第19条 同好会の経費は，会員の醵金によりま

かなうことを建前とする。 

２ 会長は，必要に応じ，評議会の議を経て， 

経費の援助を行うことができる。 

附 則 

この規程は，昭和40年４月１日から実施する。 

省 略 

附 則 

この規程は，令和５年４月１日から施行する。 

 

(6) 学生会会計規程 

制定 昭和40年４月１日 

（総則） 

第１条 本会の会計業務は，会長の責任におい

て会計局長が取り扱う。会計業務に係る預金

通帳の印鑑は岐阜工業高等専門学校（以下「本

校」という。）学生主事に，預金通帳は本校学

生課長に保管を委託するものとする。 

第２条 本会の運営費は，会費，入会金及びそ

の他の収入をもって充てる。 

また，前年度の剰余金並びに事業収入は，次

年度の財源に充てるものとする。 

第３条 会費は，年額10,800円とし，年１回５

月に口座振替により納入するものとする。新

入生に係る当該年度の１月から３月分は，５

年次の１月から３月分の会費に充当するもの

とする。 

２ 既納の会費は，一切これを返却しない。 

３ 休学中の学生は，会費の徴収を免除する。 

なお，復学する場合は，復学した月から当該年

度末までの月数相当額を徴収するものとする。 

第４条 入会金は2,000円とし，入学年度の５月

に口座振替により納入する。 

第５条 本会会計の出納簿は，会計局に置く。 

２ 局及び部に，それぞれの予算差引簿を置く。 

第６条 会計局長は，収入事務を整理するため，

会費，入会金及びその他の収入のあった時は，

別記第１号様式による学生会費受入決議書を

作成し，会長の決裁を得て預金通帳に入金す

るものとする。 

第７条 局及び部は，その会計責任者として，

会計係各１名を毎年度当初に，会計局まで連

絡しておかなければならない。 

（予算） 

第８条 予算は，次の手続きを経て成立する。 

一 会計年度開始当初，局長は，その年度に

おける当該局及び部が必要とする経費の見

積書を，年間事業計画書に添えて会長に提

出する。 

二 会長は，会計局長を指導して予算案を作

成する。 

三 評議会は，会長より提出された予算原案

を審議して予算案を作成する。 

四 会長は，予算案を年度最初の総会の審議

に付する。 

五 会長は，総会の承認を得た予算を，校長

に提出しその承認を得る。 

第９条 予算には，予期しがたい支出に備えるた

め，予備費を計上しておかなければならない。 

２ 予備費は，原則として予算総額の10分の１

以上を計上するものとする。 

第10条 会計年度の中途で廃止され，又は活動

を停止した局又は部の予算の残額は，予備費

にくり入れる。 

第11条 合併した局又は部の予算は，その年度

中，合併以前の予算の合計額とする。 

（支出） 

第12条 局長及び部長は，割りあてられた予算の

範囲を超える物品購入等を一切行ってはなら

ない。 

２ 費目の変更及び流用は，原則として認めない。 

第13条 局長及び部長は，指導教員と密接な連

絡を保ち，物品を購入するにあたっては，本

校契約係の意見を求めるなどして，経費を有

効適切に使用するよう，常に留意しなければ

ならない。 

第14条 物品の購入は，学生会全般に関するも

のについては書記局長，局又は部に関するも
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のについては当該局長又は部長が別記第２号

様式により行う。 

２ 書記局長，当該局長又は部長は，業者より

納入した物品を検収する。 

３ 物品の検収後，速やかに予算差引簿に記帳

し，請求書・納品書を添付して会計局長に提

出しなければならない。 

第15条 会計局長は，前条に基づいて提出され

た別記第２号様式を毎月末ごとに整理し，内

容を審査し，その金額が当該予算項目の予算

額の範囲であることを確認した上で，別記第

１号様式により会長の決裁を得て支払いの手

続きをしなければならない。 

第16条 会計局長は，支払い後，支払い関係書

類を整理保存しておくものとする。 

第17条 物品の修理に関しては，物品の購入手

続きに準ずるものとする。 

第18条 会長は，会員に対し，別に定める基準に

従い香典及び見舞金を支出することができる。 

２ 会長は特に必要と認めた者に対して前項の

規定を準用することができる。この場合，会

長は可及的速やかに評議会の承認を得なけれ

ばならない。 

第19条 会長は，会員が本会の業務のためやむ

を得ず行う旅行に対しては，別に定める基準

に従って，旅費を支給できるものとする。 

第20条 前２条の経費の支払い手続きは，別記

第１号様式によるほかは，物品の購入手続き

に準ずるものとする。 

第21条 予備費の支出は，会長が起案発議し，

評議会の審議を経なければならない。 

第22条 緊急を要する理由により，会員が立替

えて経費を支出し，事後関係書類を添えてそ

の支払いを本会に要求した場合は，会長が学

生主事と協議し，学生主事が支払いの必要を

承認したときに限り，当該会員に立替金が支

払われる。 

第23条 会計年度開始後の予算決定以前の間に

あって，局又は部に正当な理由による支出を

行う必要が生じたときは，当該局長又は部長

は会長の承認を経て，前会計年度において，

当該局又は部に割り当てられた予算の４分の

１を超えない範囲で支出を行うことができる。 

２ この場合，会長は可及的速やかに評議会の

承認を求めなければならない。 

第24条 本会の支出事務は，原則として毎年11

月末日までとする。ただし，緊急やむを得な

い支出に関しては，この限りではない。 

（決算） 

第25条 本会の支出事務が停止された直後より，

会計局長は，決算報告書の作成にとりかかり，

速やかにこれを，会長に提出するものとする。 

第26条 局長及び部長は，会長の指示した期間

までに，それぞれの局又は部ごとに，会計報

告書を作成し，速やかに会長に提出しなけれ

ばならない。 

第27条 会長は，会計局長より提出された決算報

告書を，なるべく早い機会に評議会の議に付し，

その承認を受けなければならない。その際会長

は，局及び部より受理した会計報告書を，資料

として評議会に提出するものとする。 

第28条 会長は，評議会の承認を得た決算報告

書を，次会計年度最初の総会の議に付し，そ

の承認を得なければならない。 

第29条 会計監査は，その総会において，会計

監査の結果を報告するものとする。 

第30条 総会の承認を得た決算報告書は，最終

的に，校長の承認を得なければならない。 

（財産） 

第31条 学生会の所有に係る財産は，会長が管

理するものとする。 

第32条 局又は部の保管に係る財産の直接管理

責任者は，当該局長又は部長とする。 

２ 合併した局及び部の財産は，合併以前の財

産を合わせたものとし，新局長又は新部長が

直接管理責任者となる。 

３ 会計年度の中途で廃止され，又活動を停止し

た局又は部の財産は，その再配分が行われるま

で，会計局長がその直接管理責任者となる。 

第33条 故意に本会の財産に損害を与えた会員

に対しては，会長は，その弁償を求めること

ができるものとする。 

２ 弁償については，会長が，学生主事と協議

して決定するものとする。 

（その他） 

第34条 この規程に定めるもの他の会計業務が 
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（体育局）ダンス同好会 

第17条 同好会を新設しようとするときは，そ

の同好会に入会しようとする５人以上の発起

人及び顧問の候補となる教員を必要とする。 

２ 発起人は，設立要望書に連署して，これを

書記局に提出しなければならない。 

第18条 会長は，評議会の議を経て，同好会の

設立を認め，又は解散を命ずることができる。 

第19条 同好会の経費は，会員の醵金によりま

かなうことを建前とする。 

２ 会長は，必要に応じ，評議会の議を経て， 

経費の援助を行うことができる。 

附 則 

この規程は，昭和40年４月１日から実施する。 

省 略 

附 則 

この規程は，令和５年４月１日から施行する。 

 

(6) 学生会会計規程 

制定 昭和40年４月１日 

（総則） 

第１条 本会の会計業務は，会長の責任におい

て会計局長が取り扱う。会計業務に係る預金

通帳の印鑑は岐阜工業高等専門学校（以下「本

校」という。）学生主事に，預金通帳は本校学

生課長に保管を委託するものとする。 

第２条 本会の運営費は，会費，入会金及びそ

の他の収入をもって充てる。 

また，前年度の剰余金並びに事業収入は，次

年度の財源に充てるものとする。 

第３条 会費は，年額10,800円とし，年１回５

月に口座振替により納入するものとする。新

入生に係る当該年度の１月から３月分は，５

年次の１月から３月分の会費に充当するもの

とする。 

２ 既納の会費は，一切これを返却しない。 

３ 休学中の学生は，会費の徴収を免除する。 

なお，復学する場合は，復学した月から当該年

度末までの月数相当額を徴収するものとする。 

第４条 入会金は2,000円とし，入学年度の５月

に口座振替により納入する。 

第５条 本会会計の出納簿は，会計局に置く。 

２ 局及び部に，それぞれの予算差引簿を置く。 

第６条 会計局長は，収入事務を整理するため，

会費，入会金及びその他の収入のあった時は，

別記第１号様式による学生会費受入決議書を

作成し，会長の決裁を得て預金通帳に入金す

るものとする。 

第７条 局及び部は，その会計責任者として，

会計係各１名を毎年度当初に，会計局まで連

絡しておかなければならない。 

（予算） 

第８条 予算は，次の手続きを経て成立する。 

一 会計年度開始当初，局長は，その年度に

おける当該局及び部が必要とする経費の見

積書を，年間事業計画書に添えて会長に提

出する。 

二 会長は，会計局長を指導して予算案を作

成する。 

三 評議会は，会長より提出された予算原案

を審議して予算案を作成する。 

四 会長は，予算案を年度最初の総会の審議

に付する。 

五 会長は，総会の承認を得た予算を，校長

に提出しその承認を得る。 

第９条 予算には，予期しがたい支出に備えるた

め，予備費を計上しておかなければならない。 

２ 予備費は，原則として予算総額の10分の１

以上を計上するものとする。 

第10条 会計年度の中途で廃止され，又は活動

を停止した局又は部の予算の残額は，予備費

にくり入れる。 

第11条 合併した局又は部の予算は，その年度

中，合併以前の予算の合計額とする。 

（支出） 

第12条 局長及び部長は，割りあてられた予算の

範囲を超える物品購入等を一切行ってはなら

ない。 

２ 費目の変更及び流用は，原則として認めない。 

第13条 局長及び部長は，指導教員と密接な連

絡を保ち，物品を購入するにあたっては，本

校契約係の意見を求めるなどして，経費を有

効適切に使用するよう，常に留意しなければ

ならない。 

第14条 物品の購入は，学生会全般に関するも

のについては書記局長，局又は部に関するも
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のについては当該局長又は部長が別記第２号

様式により行う。 

２ 書記局長，当該局長又は部長は，業者より

納入した物品を検収する。 

３ 物品の検収後，速やかに予算差引簿に記帳

し，請求書・納品書を添付して会計局長に提

出しなければならない。 

第15条 会計局長は，前条に基づいて提出され

た別記第２号様式を毎月末ごとに整理し，内

容を審査し，その金額が当該予算項目の予算

額の範囲であることを確認した上で，別記第

１号様式により会長の決裁を得て支払いの手

続きをしなければならない。 

第16条 会計局長は，支払い後，支払い関係書

類を整理保存しておくものとする。 

第17条 物品の修理に関しては，物品の購入手

続きに準ずるものとする。 

第18条 会長は，会員に対し，別に定める基準に

従い香典及び見舞金を支出することができる。 

２ 会長は特に必要と認めた者に対して前項の

規定を準用することができる。この場合，会

長は可及的速やかに評議会の承認を得なけれ

ばならない。 

第19条 会長は，会員が本会の業務のためやむ

を得ず行う旅行に対しては，別に定める基準

に従って，旅費を支給できるものとする。 

第20条 前２条の経費の支払い手続きは，別記

第１号様式によるほかは，物品の購入手続き

に準ずるものとする。 

第21条 予備費の支出は，会長が起案発議し，

評議会の審議を経なければならない。 

第22条 緊急を要する理由により，会員が立替

えて経費を支出し，事後関係書類を添えてそ

の支払いを本会に要求した場合は，会長が学

生主事と協議し，学生主事が支払いの必要を

承認したときに限り，当該会員に立替金が支

払われる。 

第23条 会計年度開始後の予算決定以前の間に

あって，局又は部に正当な理由による支出を

行う必要が生じたときは，当該局長又は部長

は会長の承認を経て，前会計年度において，

当該局又は部に割り当てられた予算の４分の

１を超えない範囲で支出を行うことができる。 

２ この場合，会長は可及的速やかに評議会の

承認を求めなければならない。 

第24条 本会の支出事務は，原則として毎年11

月末日までとする。ただし，緊急やむを得な

い支出に関しては，この限りではない。 

（決算） 

第25条 本会の支出事務が停止された直後より，

会計局長は，決算報告書の作成にとりかかり，

速やかにこれを，会長に提出するものとする。 

第26条 局長及び部長は，会長の指示した期間

までに，それぞれの局又は部ごとに，会計報

告書を作成し，速やかに会長に提出しなけれ

ばならない。 

第27条 会長は，会計局長より提出された決算報

告書を，なるべく早い機会に評議会の議に付し，

その承認を受けなければならない。その際会長

は，局及び部より受理した会計報告書を，資料

として評議会に提出するものとする。 

第28条 会長は，評議会の承認を得た決算報告

書を，次会計年度最初の総会の議に付し，そ

の承認を得なければならない。 

第29条 会計監査は，その総会において，会計

監査の結果を報告するものとする。 

第30条 総会の承認を得た決算報告書は，最終

的に，校長の承認を得なければならない。 

（財産） 

第31条 学生会の所有に係る財産は，会長が管

理するものとする。 

第32条 局又は部の保管に係る財産の直接管理

責任者は，当該局長又は部長とする。 

２ 合併した局及び部の財産は，合併以前の財

産を合わせたものとし，新局長又は新部長が

直接管理責任者となる。 

３ 会計年度の中途で廃止され，又活動を停止し

た局又は部の財産は，その再配分が行われるま

で，会計局長がその直接管理責任者となる。 

第33条 故意に本会の財産に損害を与えた会員

に対しては，会長は，その弁償を求めること

ができるものとする。 

２ 弁償については，会長が，学生主事と協議

して決定するものとする。 

（その他） 

第34条 この規程に定めるもの他の会計業務が 
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発生したときは，会長は，学生主事の指導助

言に従って，これを処理するものとする。 

附 則 

この規程は，昭和40年４月１日から実施する。 

省 略 

附 則 

この規程は，令和３年３月12日から施行し，

令和３年１月１日から適用する。 

 

(7) 学生会会計細則 

制定 昭和56年１月１日 

（目的） 

第１条 学生会会計規程第18条及び第19条の規

定に基づき，この細則を定める。 

（香典及び見舞金の支出） 

第２条 会長は，学生会会計規程第18条に基づ

き次の表により香典及び見舞金を支出するこ

とができる。 

 

香 
 

典 

会       員 10,000 円 

会 員 の 両 親 5,000 円 

会長が特に必要と認めた者 5,000 円 

見
舞
金 

会       員 
会長が必要と認めた 

場合  3,000 円 

会長が特に必要と認めた者 3,000 円 

 

（旅費の支給） 

第３条 会長は，学生会会計規程第19条に基づ

き，会員に対して原則として鉄道料金及びバ

ス料金の最低額実費を支給することができる。 

（細則の改廃） 

第４条 この細則の改廃は，評議会の議を経て

行う。 

附 則 

この細則は，昭和56年１月１日から実施する。 

 

(8) 学生会文化局等部室使用内規 

制定 昭和44年11月１日 

第１条 この内規は，本校学生会の文化局並び

に報道局の部及び同好会（以下「各部」とい

う。）が使用する室（以下「部室」という。）

の監守，運用等について定める。 

第２条 部室は，学生会所属各部が本来の活動

のために使用する学生の厚生施設である。 

第３条 部室は，学生会の責任において運用し，

監守する。 

２ 各部室の監守責任者は，学生会長とし，文

化局長と報道局長はその補佐にあたるものと

する。 

第４条 部室の使用期間は，４月１日から翌年

３月31日までとする。 

２ 部室の使用区分は，毎学年度末において部

長会を開き決定する。 

３ 部長会は，文化局，報道局及び各部長（同

好会代表者を含む。）をもって構成する。 

４ 部長会の運営等については，別に定めるこ

とができる。 

第５条 各部長は，文化局長と報道局長の命を

受けて，その部室の運用に当たるものとする。 

第６条 部室を使用する者は，別に定める部室

使用心得を守らなければならない。 

２ 前項の規定に違反した部は，それ以後の部

室使用を禁止することがある。 

第７条 体育局各部は，原則として部室を使用す

ることができない。ただし，第４条に定める部

長会の承認を受けた場合は使用することがで

きる。 

第８条 文化局及び報道局に新たに部が置かれ

たときは，部長会を開きその部室を決定する。 

附 則 

この内規は，昭和44年11月１日から実施する。 

 

部室使用心得 

１ 部室使用時間を守ること。 

２ 部室は，部活動以外のために使用しないこ

と。 

３ 部員以外の者に部室を使用させないこと。 

４ 部室使用区分を厳守すること。 

５ 部員は，清潔整頓につとめること。 

６ 部室内での飲酒，喫煙，宿泊を厳禁する 

 

 

 

 

 

 

 

－63－ 

(9) 学 生 会 組 織 
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発生したときは，会長は，学生主事の指導助

言に従って，これを処理するものとする。 

附 則 

この規程は，昭和40年４月１日から実施する。 

省 略 

附 則 

この規程は，令和３年３月12日から施行し，

令和３年１月１日から適用する。 

 

(7) 学生会会計細則 

制定 昭和56年１月１日 

（目的） 

第１条 学生会会計規程第18条及び第19条の規

定に基づき，この細則を定める。 

（香典及び見舞金の支出） 

第２条 会長は，学生会会計規程第18条に基づ

き次の表により香典及び見舞金を支出するこ

とができる。 

 

香 
 

典 

会       員 10,000 円 

会 員 の 両 親 5,000 円 

会長が特に必要と認めた者 5,000 円 

見
舞
金 

会       員 
会長が必要と認めた 

場合  3,000 円 

会長が特に必要と認めた者 3,000 円 

 

（旅費の支給） 

第３条 会長は，学生会会計規程第19条に基づ

き，会員に対して原則として鉄道料金及びバ

ス料金の最低額実費を支給することができる。 

（細則の改廃） 

第４条 この細則の改廃は，評議会の議を経て

行う。 

附 則 

この細則は，昭和56年１月１日から実施する。 

 

(8) 学生会文化局等部室使用内規 

制定 昭和44年11月１日 

第１条 この内規は，本校学生会の文化局並び

に報道局の部及び同好会（以下「各部」とい

う。）が使用する室（以下「部室」という。）

の監守，運用等について定める。 

第２条 部室は，学生会所属各部が本来の活動

のために使用する学生の厚生施設である。 

第３条 部室は，学生会の責任において運用し，

監守する。 

２ 各部室の監守責任者は，学生会長とし，文

化局長と報道局長はその補佐にあたるものと

する。 

第４条 部室の使用期間は，４月１日から翌年

３月31日までとする。 

２ 部室の使用区分は，毎学年度末において部

長会を開き決定する。 

３ 部長会は，文化局，報道局及び各部長（同

好会代表者を含む。）をもって構成する。 

４ 部長会の運営等については，別に定めるこ

とができる。 

第５条 各部長は，文化局長と報道局長の命を

受けて，その部室の運用に当たるものとする。 

第６条 部室を使用する者は，別に定める部室

使用心得を守らなければならない。 

２ 前項の規定に違反した部は，それ以後の部

室使用を禁止することがある。 

第７条 体育局各部は，原則として部室を使用す

ることができない。ただし，第４条に定める部

長会の承認を受けた場合は使用することがで

きる。 

第８条 文化局及び報道局に新たに部が置かれ

たときは，部長会を開きその部室を決定する。 

附 則 

この内規は，昭和44年11月１日から実施する。 

 

部室使用心得 

１ 部室使用時間を守ること。 

２ 部室は，部活動以外のために使用しないこ

と。 

３ 部員以外の者に部室を使用させないこと。 

４ 部室使用区分を厳守すること。 

５ 部員は，清潔整頓につとめること。 

６ 部室内での飲酒，喫煙，宿泊を厳禁する 
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(9) 学 生 会 組 織 
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９．岐阜工業高等専門学校学生表彰規程 

制  定  昭和53年12月20日 

 

（趣旨） 

第１条 岐阜工業高等専門学校学則第35条の規

定に基づく，岐阜工業高等専門学校（以下「本

校」という。）の学生の表彰については，この

規程の定めるところによる。 

（表彰） 

第２条 表彰は，次の各号の１に該当する者に

ついて，校長が選考のうえ行う。 

一 学業成績優秀者 

二 在学５年間精勤した者 

三 学生会又は寮生会等の役員として，学生

会等の発展に貢献した者 

四 全国高等専門学校体育大会（選手権大会

を含む。）において優秀な成績をおさめ，又

は課外活動においてそれに準ずる卓越した

成果をおさめ，本校の名誉を高めた者 

五 その他学生の模範として推奨できる行為

又は功労のあった者 

（表彰の時期） 

第３条 前条第１号から第３号までに規定する

表彰は卒業時に行い，同条第４号及び第５号

に規定する表彰はその都度行う。 

 （表彰の方法） 

第４条 表彰は，校長が表彰状を授与すること

により行う。なお，表彰状にあわせて記念品

を授与することができる。 

 （表彰状の様式） 

第５条 表彰状の様式は，様式第１のとおりと

する。 

附 則 

この規程は，昭和53年12月20日から施行し，

昭和53年８月１日から適用する。 
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９．岐阜工業高等専門学校学生表彰規程 

制  定  昭和53年12月20日 

 

（趣旨） 

第１条 岐阜工業高等専門学校学則第35条の規

定に基づく，岐阜工業高等専門学校（以下「本

校」という。）の学生の表彰については，この

規程の定めるところによる。 

（表彰） 

第２条 表彰は，次の各号の１に該当する者に

ついて，校長が選考のうえ行う。 

一 学業成績優秀者 

二 在学５年間精勤した者 

三 学生会又は寮生会等の役員として，学生

会等の発展に貢献した者 

四 全国高等専門学校体育大会（選手権大会

を含む。）において優秀な成績をおさめ，又

は課外活動においてそれに準ずる卓越した

成果をおさめ，本校の名誉を高めた者 

五 その他学生の模範として推奨できる行為

又は功労のあった者 

（表彰の時期） 

第３条 前条第１号から第３号までに規定する

表彰は卒業時に行い，同条第４号及び第５号

に規定する表彰はその都度行う。 

 （表彰の方法） 

第４条 表彰は，校長が表彰状を授与すること

により行う。なお，表彰状にあわせて記念品

を授与することができる。 

 （表彰状の様式） 

第５条 表彰状の様式は，様式第１のとおりと

する。 

附 則 

この規程は，昭和53年12月20日から施行し，

昭和53年８月１日から適用する。 
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ⅤⅤ 図 書 館 
 

 

１．岐阜工業高等専門学校図書館 

利用内規 

制定 平成16年6月2日 

 

（趣旨） 

第１条 岐阜工業高等専門学校図書館運営規程

第６条の規定に基づく岐阜工業高等専門学校

図書館（以下「図書館」という。）の図書館資

料（以下「資料」という。）の利用等に関する

事項は，この内規に定めるところによる。 

（利用者の範囲） 

第２条 岐阜工業高等専門学校（以下「本校」

という。）の図書館を利用することのできる者

は，次の各号に掲げる者とする。 

一 本校教職員 

二 本校名誉教授 

三 本校学生 

四 一般利用者（図書館の利用を申し出た一

般の利用者をいう。） 

（休館日） 

第３条 休館日は,次の各号に掲げる日とする。 

一 日曜日 

二 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律

第178号)に規定する休日 

三 年末年始の休日（12月29日から翌年の１

月３日までの日。ただし,国民の祝日に関す

る法律による休日を除く。） 

四 春季,夏季,冬季及び学年末の休業期間中

の土曜日 

五 雄志寮が閉寮期間中の土曜日 

六 その他図書館長が必要と認めた日 

２ 前項の規定にかかわらず，図書館長が必要

と認めた日は，開館することができる。 

（開館時間） 

第４条 開館時間は，次の各号に掲げる時間と

する。ただし，図書館長が必要と認めたとき

は，延長又は短縮を行う。 

一 平日 ８時30分から20時まで 

（ただし，雄志寮が閉寮期間中は 

17時まで） 

二 平日以外 ９時から16時まで 

（開架書架の閲覧） 

第５条 開架書架の資料は，自由閲覧とする。 

一 閲覧は, 閲覧室において行うものとする。 

二 閲覧が終わったときは，必ず指定の位置

に返却しなければならない。 

（保存書庫の閲覧） 

第６条 保存書庫の資料は, 教職員及び名誉教

授にあっては自由閲覧とする。 

２ 学生及び一般利用者が保存書庫の資料を閲

覧しようとするときは, その旨を係員に申し

出て，所定の手続を行うものとする。 

３ 閲覧が終わったときは, 直ちにその資料を

係員に返却しなければならない。 

４ 第２項の規定に基づく閲覧点数は, １回に

つき３点以内とする。 

（貸出し） 

第７条 資料の貸出しは，次の各号に掲げると

おりとする。ただし，図書館長が必要と認め

たときは，変更することがある。 

一 貸出点数 ５点以内 

二 貸出期間 14日以内 

三 貸出日  開館日 

２ 前項の規定にかかわらず, 本校学生が, 春

季, 夏季, 冬季及び学年末の休業日に資料の

貸出しを希望する場合の貸出冊数, 期間につ

いてはその都度定める。 

第８条 前条第１項の規定にかかわらず, 教職

員の研究上又は事務処理上特に長期間の貸出

しを必要かつ妥当であると認めた保存書庫の

資料については, 次の各号に掲げるところに

より貸出しを行う。 

一 貸出期間は, １年以内とする。 

二 保管場所は, 本人の研究室又は事務室と

する。 

第９条 貸出しを受けた資料は, これを他人に

転貸してはならない。 

（貸出禁止資料） 

第10条 辞書, 逐次刊行物及びその他図書館長

が不適当と認めた資料は, 貸出しを行わない。 

（返却） 

第11条 貸出しを受けた資料は, 貸出期間内に

返却しなければならない。 

第12条 教職員が本校における身分を失うとき, 

又は学生が卒業, 退学, 転学若しくは休学す
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ⅤⅤ 図 書 館 
 

 

１．岐阜工業高等専門学校図書館 

利用内規 

制定 平成16年6月2日 

 

（趣旨） 

第１条 岐阜工業高等専門学校図書館運営規程

第６条の規定に基づく岐阜工業高等専門学校

図書館（以下「図書館」という。）の図書館資

料（以下「資料」という。）の利用等に関する

事項は，この内規に定めるところによる。 

（利用者の範囲） 

第２条 岐阜工業高等専門学校（以下「本校」

という。）の図書館を利用することのできる者

は，次の各号に掲げる者とする。 

一 本校教職員 

二 本校名誉教授 

三 本校学生 

四 一般利用者（図書館の利用を申し出た一

般の利用者をいう。） 

（休館日） 

第３条 休館日は,次の各号に掲げる日とする。 

一 日曜日 

二 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律

第178号)に規定する休日 

三 年末年始の休日（12月29日から翌年の１

月３日までの日。ただし,国民の祝日に関す

る法律による休日を除く。） 

四 春季,夏季,冬季及び学年末の休業期間中

の土曜日 

五 雄志寮が閉寮期間中の土曜日 

六 その他図書館長が必要と認めた日 

２ 前項の規定にかかわらず，図書館長が必要

と認めた日は，開館することができる。 

（開館時間） 

第４条 開館時間は，次の各号に掲げる時間と

する。ただし，図書館長が必要と認めたとき

は，延長又は短縮を行う。 

一 平日 ８時30分から20時まで 

（ただし，雄志寮が閉寮期間中は 

17時まで） 

二 平日以外 ９時から16時まで 

（開架書架の閲覧） 

第５条 開架書架の資料は，自由閲覧とする。 

一 閲覧は, 閲覧室において行うものとする。 

二 閲覧が終わったときは，必ず指定の位置

に返却しなければならない。 

（保存書庫の閲覧） 

第６条 保存書庫の資料は, 教職員及び名誉教

授にあっては自由閲覧とする。 

２ 学生及び一般利用者が保存書庫の資料を閲

覧しようとするときは, その旨を係員に申し

出て，所定の手続を行うものとする。 

３ 閲覧が終わったときは, 直ちにその資料を

係員に返却しなければならない。 

４ 第２項の規定に基づく閲覧点数は, １回に

つき３点以内とする。 

（貸出し） 

第７条 資料の貸出しは，次の各号に掲げると

おりとする。ただし，図書館長が必要と認め

たときは，変更することがある。 

一 貸出点数 ５点以内 

二 貸出期間 14日以内 

三 貸出日  開館日 

２ 前項の規定にかかわらず, 本校学生が, 春

季, 夏季, 冬季及び学年末の休業日に資料の

貸出しを希望する場合の貸出冊数, 期間につ

いてはその都度定める。 

第８条 前条第１項の規定にかかわらず, 教職

員の研究上又は事務処理上特に長期間の貸出

しを必要かつ妥当であると認めた保存書庫の

資料については, 次の各号に掲げるところに

より貸出しを行う。 

一 貸出期間は, １年以内とする。 

二 保管場所は, 本人の研究室又は事務室と

する。 

第９条 貸出しを受けた資料は, これを他人に

転貸してはならない。 

（貸出禁止資料） 

第10条 辞書, 逐次刊行物及びその他図書館長

が不適当と認めた資料は, 貸出しを行わない。 

（返却） 

第11条 貸出しを受けた資料は, 貸出期間内に

返却しなければならない。 

第12条 教職員が本校における身分を失うとき, 

又は学生が卒業, 退学, 転学若しくは休学す

— 67—



－66－ 

るときは, 貸出しを受けた資料を事前に返却

しなければならない。 

第13条 図書館から請求があるときは, 貸出期

間中であっても, 直ちに資料を返却しなけれ

ばならない。 

（貸出し及び返却の手続） 

第14条 資料の貸出し及び返却の手続は, 次の

各号に掲げるとおりとする。 

 一 貸出しの手続 

   資料の貸出しを受けようとするときは, 

学生にあっては学生証を, 教職員にあって

は身分証明書を，一般利用者にあっては利

用者カードを係員に提示しなければならな

い。 

 二 返却の手続 

   資料を返却しようとするときは, 係員に

返却し, 返却の手続を受けるものとする。 

（閲覧上の遵守事項） 

第15条 入館者は，次の事項を守らなければな

らない。 

 一 閲覧室内では静粛を保ち, みだりに雑談

したり他人に迷惑を及ぼすようなことをし

てはならない。 

 二 閲覧室内では飲食喫煙を厳禁する。 

 三 館内の物品は, 大切に扱い, 故意に破損

又は汚損してはならない。 

 四 館内においては, すべて係員の指示に従

わなければならない。 

（罰則） 

第16条 入館者は, 資料の紛失若しくは汚損又

は器物を破損したときはその旨を直ちに係員

に届け出るとともに, 弁償の義務を負わなけ

ればならない。 

第17条 入館者は, この内規を守らなければな

らない。もし違反したときは, 図書館長は, 

その軽重に従い相当期間, 図書館の利用を停

止することがある。 

第18条 図書館資料を利用者の閲覧に供するた

め, 図書館資料の目録及びこの内規を常時室

内に備え付けるものとする。 

（個人情報の漏洩防止） 

第19条 図書館において管理する歴史的若しく

は文化的な資料又は学術研究用の資料に記録

されている個人情報（公文書等の管理に関す

る法律施行令第４条第５号で規程する個人情

報をいう。）については，独立行政法人国立高

等専門学校機構個人情報管理規則（機構規則

第65号第28条）の規程に基づき，その漏洩防

止のための措置を講ずるものとする。 

 

附 則 

１ この内規は，平成16年６月２日から施行し，

同年４月１日から適用する。 

２ 岐阜工業高等専門学校図書館利用規程（昭

和47年４月１日制定）は，廃止する。 

省 略 

 附 則 

この内規は，令和３年12月22日から施行する。 
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るときは, 貸出しを受けた資料を事前に返却

しなければならない。 

第13条 図書館から請求があるときは, 貸出期

間中であっても, 直ちに資料を返却しなけれ

ばならない。 

（貸出し及び返却の手続） 

第14条 資料の貸出し及び返却の手続は, 次の

各号に掲げるとおりとする。 

 一 貸出しの手続 

   資料の貸出しを受けようとするときは, 

学生にあっては学生証を, 教職員にあって

は身分証明書を，一般利用者にあっては利

用者カードを係員に提示しなければならな

い。 

 二 返却の手続 

   資料を返却しようとするときは, 係員に

返却し, 返却の手続を受けるものとする。 

（閲覧上の遵守事項） 

第15条 入館者は，次の事項を守らなければな

らない。 

 一 閲覧室内では静粛を保ち, みだりに雑談

したり他人に迷惑を及ぼすようなことをし

てはならない。 

 二 閲覧室内では飲食喫煙を厳禁する。 

 三 館内の物品は, 大切に扱い, 故意に破損

又は汚損してはならない。 

 四 館内においては, すべて係員の指示に従

わなければならない。 

（罰則） 

第16条 入館者は, 資料の紛失若しくは汚損又

は器物を破損したときはその旨を直ちに係員

に届け出るとともに, 弁償の義務を負わなけ

ればならない。 

第17条 入館者は, この内規を守らなければな

らない。もし違反したときは, 図書館長は, 

その軽重に従い相当期間, 図書館の利用を停

止することがある。 

第18条 図書館資料を利用者の閲覧に供するた

め, 図書館資料の目録及びこの内規を常時室

内に備え付けるものとする。 

（個人情報の漏洩防止） 

第19条 図書館において管理する歴史的若しく

は文化的な資料又は学術研究用の資料に記録

されている個人情報（公文書等の管理に関す

る法律施行令第４条第５号で規程する個人情

報をいう。）については，独立行政法人国立高

等専門学校機構個人情報管理規則（機構規則

第65号第28条）の規程に基づき，その漏洩防

止のための措置を講ずるものとする。 

 

附 則 

１ この内規は，平成16年６月２日から施行し，

同年４月１日から適用する。 

２ 岐阜工業高等専門学校図書館利用規程（昭

和47年４月１日制定）は，廃止する。 

省 略 

 附 則 

この内規は，令和３年12月22日から施行する。 

Ⅵ情報処理センター
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ⅥⅥ 情報処理センター 
 

 

１．岐阜工業高等専門学校情報処理 

センター利用内規 

制定 昭和50年２月19日 

（目的） 

第１条 この内規は，岐阜工業高等専門学校情

報処理センター運営規程第５条の規定に基づ

き，岐阜工業高等専門学校（以下「本校」と

いう。）の情報処理センター（以下「センター」

という。）の利用について必要な事項を定める

ことを目的とする。 

（利用者の範囲） 

第２条 センターを利用できる者は，次の各号

に掲げる者とする。 

一 本校の教職員 

二 本校の学生で教職員が利用を承認した者 

三 その他校長が許可した者 

（利用の手続） 

第３条 センターの諸施設等を利用しようとす

る者（以下「利用者」という。）は，あらかじ

め利用申込書に所定の事項を記入の上，これ

をセンター長に提出しなければならない。 

２ 前項にかかわらずセンター長が特に必要と

認めた場合は，利用の手続を変更することが

できる。 

（利用の制限等） 

第４条 次の各号の一に該当する利用申込みは，

これを承認若しくは許可しないものとする。 

一 利用の内容が情報処理センター設置の目

的に反するもの。 

二 その他センター長が利用を不適当と認め

たもの。 

（利用方式） 

第５条 センターの利用は，次の各号に掲げる

方式によるものとする。 

一 サーバ室の利用方式は，原則としてクロ

ーズドショップ制とする。 

二 情報演習室１，情報演習室２，情報演習

室３，情報工学実験室（情４）の利用方式

は，原則としてオープンショップ制とする。 

（利用できない日） 

第６条 次の各号に掲げる日は利用できない。 

一 日曜日 

二 国民の祝日に関する法律（昭和23年法律

第178号）に規定する休日 

三 年末年始の休日（12月29日から翌年の１

月３日までの日。ただし, 国民の祝日に関

する法律による休日を除く。） 

四 春季,夏季,冬季及び学年末の休業期間中

の土曜日 

五 雄志寮が閉寮期間中の土曜日 

六 その他センター長が必要と認めた日 

２ 前項にかかわらずセンター長が特に必要と

認めた日は利用することができる。 

（利用時間） 

第７条 センターの利用時間は，次のとおりと

する。ただし，必要があるときは，延長又は

短縮を行う。 

一 平 日 ８時30分から20時まで 

（ただし，17時以降は情報演習室３のみ利用可

能） 

（ただし，雄志寮が閉寮期間中は17時まで） 

二 土曜日 ９時～16時まで 

（ただし，情報演習室３のみ利用可能） 

２ 前項の利用時間以外に利用しようとすると

きは，あらかじめセンター長の許可を得なけ

ればならない。 

（機器の操作） 

第８条 メインシステム室内の機器を操作でき

る者は，次の各号に掲げる者とする。 

一 本校の教職員で，センター長がコンピュ

ータの使用について十分な知識と経験を有

すると認めた者 

二 本校の学生で，前号に定める教職員の指

導のもとで操作する者 

三 その他校長が許可した者 

（利用の取消，停止） 

第９条 利用者がこの内規に違反し，センター

の運営に重大な支障を生じさせたとき，又は

生じさせるおそれがあるとき，センター長は

利用の承認又は許可を取り消し，若しくは利

用を一定期間停止することができる。 

 

附 則 

１ この内規は，昭和50年２月19日から施行する。 
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ⅥⅥ 情報処理センター 
 

 

１．岐阜工業高等専門学校情報処理 

センター利用内規 

制定 昭和50年２月19日 

（目的） 

第１条 この内規は，岐阜工業高等専門学校情

報処理センター運営規程第５条の規定に基づ

き，岐阜工業高等専門学校（以下「本校」と

いう。）の情報処理センター（以下「センター」

という。）の利用について必要な事項を定める

ことを目的とする。 

（利用者の範囲） 

第２条 センターを利用できる者は，次の各号

に掲げる者とする。 

一 本校の教職員 

二 本校の学生で教職員が利用を承認した者 

三 その他校長が許可した者 

（利用の手続） 

第３条 センターの諸施設等を利用しようとす

る者（以下「利用者」という。）は，あらかじ

め利用申込書に所定の事項を記入の上，これ

をセンター長に提出しなければならない。 

２ 前項にかかわらずセンター長が特に必要と

認めた場合は，利用の手続を変更することが

できる。 

（利用の制限等） 

第４条 次の各号の一に該当する利用申込みは，

これを承認若しくは許可しないものとする。 

一 利用の内容が情報処理センター設置の目

的に反するもの。 

二 その他センター長が利用を不適当と認め

たもの。 

（利用方式） 

第５条 センターの利用は，次の各号に掲げる

方式によるものとする。 

一 サーバ室の利用方式は，原則としてクロ

ーズドショップ制とする。 

二 情報演習室１，情報演習室２，情報演習

室３，情報工学実験室（情４）の利用方式

は，原則としてオープンショップ制とする。 

（利用できない日） 

第６条 次の各号に掲げる日は利用できない。 

一 日曜日 

二 国民の祝日に関する法律（昭和23年法律

第178号）に規定する休日 

三 年末年始の休日（12月29日から翌年の１

月３日までの日。ただし, 国民の祝日に関

する法律による休日を除く。） 

四 春季,夏季,冬季及び学年末の休業期間中

の土曜日 

五 雄志寮が閉寮期間中の土曜日 

六 その他センター長が必要と認めた日 

２ 前項にかかわらずセンター長が特に必要と

認めた日は利用することができる。 

（利用時間） 

第７条 センターの利用時間は，次のとおりと

する。ただし，必要があるときは，延長又は

短縮を行う。 

一 平 日 ８時30分から20時まで 

（ただし，17時以降は情報演習室３のみ利用可

能） 

（ただし，雄志寮が閉寮期間中は17時まで） 

二 土曜日 ９時～16時まで 

（ただし，情報演習室３のみ利用可能） 

２ 前項の利用時間以外に利用しようとすると

きは，あらかじめセンター長の許可を得なけ

ればならない。 

（機器の操作） 

第８条 メインシステム室内の機器を操作でき

る者は，次の各号に掲げる者とする。 

一 本校の教職員で，センター長がコンピュ

ータの使用について十分な知識と経験を有

すると認めた者 

二 本校の学生で，前号に定める教職員の指

導のもとで操作する者 

三 その他校長が許可した者 

（利用の取消，停止） 

第９条 利用者がこの内規に違反し，センター

の運営に重大な支障を生じさせたとき，又は

生じさせるおそれがあるとき，センター長は

利用の承認又は許可を取り消し，若しくは利

用を一定期間停止することができる。 

 

附 則 

１ この内規は，昭和50年２月19日から施行する。 
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２ 本校電子計算機室利用内規（昭和48年学校

規則第99号）は，廃止する。 

   省 略 

附 則 

この内規は，令和６年１月17日から施行する。 

 

 

２．岐阜工業高等専門学校情報システム 

ユーザガイドライン 

 

１．インターネットと情報セキュリティ対策 

（１）インターネットに流れる情報は，盗聴の

恐れがある 

インターネットに流れる情報は，その通信路

上で容易に盗み見ることが可能です。十分注意

していないと，個人情報が流出したり，パスワ

ードや銀行口座の暗証番号が盗まれたりします。 

個人情報をWebサイトとやりとりするときは，

その Web サイトが https://で暗号化されたやり

とりとなっているか，SSL 証明書の有効期限が切

れていないかをよく確認しましょう。 

 

（２）接続記録は把握されている 

一方，インターネットの最大の特徴は匿名性

（誰が利用しているのかわからない，という性

質）であると言われていますが，実はサーバ上

のアクセス記録を基に，接続したコンピュータ

を特定することが可能です。 

インターネット上の行動は公衆の面前と同じ

という自覚を持ち，責任を持つようにしましょ

う。 

 

（３）インターネットからの攻撃から，自ら身

を守ること 

インターネットに接続するということは，イ

ンターネットを介した攻撃を受ける可能性があ

るということにもなります。 

次の自己防衛策を必ず実施しましょう。 

自己防衛に必要なこと 
● マルウェア対策ソフトウェア（アンチマ

ルウェアソフトウェア）を必ず導入する

こと。 

● マルウェア対策ソフトウェアのマルウェ

ア定義ファイルを常に最新にして，定期

的にマルウェアチェックをすること。 

● オペレーティングシステム（OS）および

ブラウザ，電子メール，Microsoft Office

などのソフトウェアの更新（アップデー

ト）を，定期的に実施すること。 

● 開発元がはっきりしない怪しいソフトウェ

アをインストールしないこと。 

● P2Pファイル共有ソフトウェアは使わな

いこと。 

● 懸賞サイト，無料ゲーム，SNSなどのアカ

ウントに授業用のメールアドレスを登録

しないこと。 

● 授業では利用しないサイトに，学校から

もらったメールアドレスや SNS アカウン

トなどの個人情報を入力しないこと。 
 

２．WWW，ネットワークサービスの利用 

様々な情報を入手するツールとして，WWW 

(World Wide Web)は非常によく使われています。

その他，SNS などのネットワークサービスも充実

し，多くの人が使用しています。 

しかし，便利さの一方で危険性もはらんでい

ます。次の事項に留意して使用してください。 

（１）ウェブブラウザを利用する際の注意事項 

・● ブラウザのセキュリティ対策に気を配る

こと。ブラウザには修正プログラムを適

用し，可能な限り最新の状態にすること。 

・● パスワード等の保存はしないこと。特に

共用コンピュータ上でパスワードを保存

しないこと。 

・● 作成元が明確でないプラグインを導入し

ないこと。 

 

（２）ネットワークサービスを利用する際の禁禁

止止事項 

・● 授業・演習，学校業務に必要のないサー

ビスを利用すること。 

※不正サイトへの接続は厳に慎んで下さい。

また，懸賞サイトやゲームサイトへの接

続もしないで下さい。なお，コンテンツ

フィルリングによって，校内から不正サ

イトへのアクセスを制限していることが

あります。 

● 機密情報を校外の掲示板，SNS やブログ
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の書き込みなどで漏えいさせてしまうこ

と。 

※氏名，成績や住所などを公開してしまっ

た例が散見されています。 

※教員からの指示なしに研究情報等を校外

の掲示板やその他ネットワークサービス

へ書き込むことは絶対にしないでくださ

い。 

（例えば，教員から提示された研究課題

等を許可なくWeb掲示板にアップしたり，

誰もが見ることのできる設定でクラウド

サービスにアップロードしたりしないで

ください。） 

● 誹謗中傷や公序良俗に反する内容，反社

会的な内容を SNS やブログなどに書き込

むこと。 

※発言・書き込みには責任が伴うことを理

解して下さい。 

● 著作権によって保護されているデータの

閲覧，ダウンロードを行うこと。 

● マルウェア対策ソフトウェアによって，

マルウェア感染しているデータかどうか

を確認せずに，ダウンロードしたデータ

やプログラムを開くこと。 

 

（３）SNS を利用する際の心構え 

SNS を利用する際には，次の項目に留意しまし

ょう。 

● いたずら書きをしないこと。また，けん

か腰での議論をしないこと。 

※これは SNS を利用する際に，必ず守らな

ければならないマナーです。名誉棄損な

どで訴えられることもあります。なお，

書き込みに使われたコンピュータのアド

レス情報を基に，学校へ通報されること

があり，思いがけない処分を受けること

もあります。 

● SNS 上での発言には責任を持つこと。 

※個人として書き込む場合でも，その組織

全体の意見として受け取られる可能性が

あります。立場をわきまえ，発言は責任

を持って行って下さい。 

● 他人の意見は寛大に受け取ること。 

※感情的になって直ちに返信することは避

けて下さい。反論がある場合にも，少し

時間を置いて，よく一度考え直してみる

ことが大切です。 

● 犯罪にあたる行動の自慢や，反社会的発

言は絶対に行わないこと。 

※たとえその事実がなかったとしても，犯

罪に当たる行動や反社会的な内容を発言

することは厳禁です。事実でなくとも社

会的に影響があったという理由で，学生

であれば処分や内定取り消しなど，教職

員であれば停職や懲戒解雇などが行われ

る場合があります。 

 

（４）ウェブを公開する場合 

研究室情報など，WWW 上に情報を公開する場合

には，次のことに留意してください。 

ウェブ公開における全般的注意事項 

● 教員からの指示以外のウェブ公開は行わ

ないこと。 

● 営利を目的とした利用を行わないこと。 

● 盗聴など，通信の秘密を侵害しないこと 

● 過度な負荷をかけるなど，ネットワーク

の運用に支障を及ぼすような利用をしな

いこと。 

● ネットワーク及び接続するコンピュータ

に対する不正行為等が発生しないように，

最善の努力を払うこと。 
ウェブ公開において不正行為を防止するための

注意事項 

● 公開を行うデータの安全性（マルウェア

に感染していないこと）を確認すること。 

● 圧縮形式のデータを提供する場合，「.exe」

などの自己解凍形式のデータを提供しな

いこと。 

● 電子署名されていない実行モジュール

（Java アプレット，ActiveX コントロー

ルなど）を使用しないこと。 

● ウェブコンテンツを参照する際に，ブラ

ウザのセキュリティ設定を変更するよう

な要求を行わないこと。 

● ウェブコンテンツを参照する際に，安全

性が保証されないソフトウェアのインス

トールを要求しないこと。 

● セキュリティ上の安全性が確認できないマ
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２ 本校電子計算機室利用内規（昭和48年学校

規則第99号）は，廃止する。 

   省 略 

附 則 

この内規は，令和６年１月17日から施行する。 

 

 

２．岐阜工業高等専門学校情報システム 

ユーザガイドライン 

 

１．インターネットと情報セキュリティ対策 

（１）インターネットに流れる情報は，盗聴の

恐れがある 

インターネットに流れる情報は，その通信路

上で容易に盗み見ることが可能です。十分注意

していないと，個人情報が流出したり，パスワ

ードや銀行口座の暗証番号が盗まれたりします。 

個人情報をWebサイトとやりとりするときは，

その Web サイトが https://で暗号化されたやり

とりとなっているか，SSL 証明書の有効期限が切

れていないかをよく確認しましょう。 

 

（２）接続記録は把握されている 

一方，インターネットの最大の特徴は匿名性

（誰が利用しているのかわからない，という性

質）であると言われていますが，実はサーバ上

のアクセス記録を基に，接続したコンピュータ

を特定することが可能です。 

インターネット上の行動は公衆の面前と同じ

という自覚を持ち，責任を持つようにしましょ

う。 

 

（３）インターネットからの攻撃から，自ら身

を守ること 

インターネットに接続するということは，イ

ンターネットを介した攻撃を受ける可能性があ

るということにもなります。 

次の自己防衛策を必ず実施しましょう。 

自己防衛に必要なこと 
● マルウェア対策ソフトウェア（アンチマ

ルウェアソフトウェア）を必ず導入する

こと。 

● マルウェア対策ソフトウェアのマルウェ

ア定義ファイルを常に最新にして，定期

的にマルウェアチェックをすること。 

● オペレーティングシステム（OS）および

ブラウザ，電子メール，Microsoft Office

などのソフトウェアの更新（アップデー

ト）を，定期的に実施すること。 

● 開発元がはっきりしない怪しいソフトウェ

アをインストールしないこと。 

● P2Pファイル共有ソフトウェアは使わな

いこと。 

● 懸賞サイト，無料ゲーム，SNSなどのアカ

ウントに授業用のメールアドレスを登録

しないこと。 

● 授業では利用しないサイトに，学校から

もらったメールアドレスや SNS アカウン

トなどの個人情報を入力しないこと。 
 

２．WWW，ネットワークサービスの利用 

様々な情報を入手するツールとして，WWW 

(World Wide Web)は非常によく使われています。

その他，SNS などのネットワークサービスも充実

し，多くの人が使用しています。 

しかし，便利さの一方で危険性もはらんでい

ます。次の事項に留意して使用してください。 

（１）ウェブブラウザを利用する際の注意事項 

・● ブラウザのセキュリティ対策に気を配る

こと。ブラウザには修正プログラムを適

用し，可能な限り最新の状態にすること。 

・● パスワード等の保存はしないこと。特に

共用コンピュータ上でパスワードを保存

しないこと。 

・● 作成元が明確でないプラグインを導入し

ないこと。 

 

（２）ネットワークサービスを利用する際の禁禁

止止事項 

・● 授業・演習，学校業務に必要のないサー

ビスを利用すること。 

※不正サイトへの接続は厳に慎んで下さい。

また，懸賞サイトやゲームサイトへの接

続もしないで下さい。なお，コンテンツ

フィルリングによって，校内から不正サ

イトへのアクセスを制限していることが

あります。 

● 機密情報を校外の掲示板，SNS やブログ
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の書き込みなどで漏えいさせてしまうこ

と。 

※氏名，成績や住所などを公開してしまっ

た例が散見されています。 

※教員からの指示なしに研究情報等を校外

の掲示板やその他ネットワークサービス

へ書き込むことは絶対にしないでくださ

い。 

（例えば，教員から提示された研究課題

等を許可なくWeb掲示板にアップしたり，

誰もが見ることのできる設定でクラウド

サービスにアップロードしたりしないで

ください。） 

● 誹謗中傷や公序良俗に反する内容，反社

会的な内容を SNS やブログなどに書き込

むこと。 

※発言・書き込みには責任が伴うことを理

解して下さい。 

● 著作権によって保護されているデータの

閲覧，ダウンロードを行うこと。 

● マルウェア対策ソフトウェアによって，

マルウェア感染しているデータかどうか

を確認せずに，ダウンロードしたデータ

やプログラムを開くこと。 

 

（３）SNS を利用する際の心構え 

SNS を利用する際には，次の項目に留意しまし

ょう。 

● いたずら書きをしないこと。また，けん

か腰での議論をしないこと。 

※これは SNS を利用する際に，必ず守らな

ければならないマナーです。名誉棄損な

どで訴えられることもあります。なお，

書き込みに使われたコンピュータのアド

レス情報を基に，学校へ通報されること

があり，思いがけない処分を受けること

もあります。 

● SNS 上での発言には責任を持つこと。 

※個人として書き込む場合でも，その組織

全体の意見として受け取られる可能性が

あります。立場をわきまえ，発言は責任

を持って行って下さい。 

● 他人の意見は寛大に受け取ること。 

※感情的になって直ちに返信することは避

けて下さい。反論がある場合にも，少し

時間を置いて，よく一度考え直してみる

ことが大切です。 

● 犯罪にあたる行動の自慢や，反社会的発

言は絶対に行わないこと。 

※たとえその事実がなかったとしても，犯

罪に当たる行動や反社会的な内容を発言

することは厳禁です。事実でなくとも社

会的に影響があったという理由で，学生

であれば処分や内定取り消しなど，教職

員であれば停職や懲戒解雇などが行われ

る場合があります。 

 

（４）ウェブを公開する場合 

研究室情報など，WWW 上に情報を公開する場合

には，次のことに留意してください。 

ウェブ公開における全般的注意事項 

● 教員からの指示以外のウェブ公開は行わ

ないこと。 

● 営利を目的とした利用を行わないこと。 

● 盗聴など，通信の秘密を侵害しないこと 

● 過度な負荷をかけるなど，ネットワーク

の運用に支障を及ぼすような利用をしな

いこと。 

● ネットワーク及び接続するコンピュータ

に対する不正行為等が発生しないように，

最善の努力を払うこと。 
ウェブ公開において不正行為を防止するための

注意事項 

● 公開を行うデータの安全性（マルウェア

に感染していないこと）を確認すること。 

● 圧縮形式のデータを提供する場合，「.exe」

などの自己解凍形式のデータを提供しな

いこと。 

● 電子署名されていない実行モジュール

（Java アプレット，ActiveX コントロー

ルなど）を使用しないこと。 

● ウェブコンテンツを参照する際に，ブラ

ウザのセキュリティ設定を変更するよう

な要求を行わないこと。 

● ウェブコンテンツを参照する際に，安全

性が保証されないソフトウェアのインス

トールを要求しないこと。 

● セキュリティ上の安全性が確認できないマ
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クロを含んだファイルを提供しないこと。 

 
３．ユーザ ID とパスワードの管理 

（１）ユーザ ID とパスワードが第三者に知られ

ると… 

ユーザIDとパスワードの管理はしっかり行い

ましょう。これらが自分以外の人に知られると，

以下のような不利益が想定されます。 

● 自分宛ての電子メールや自分に関するデ

ータが盗み読みされる。 

● 自分の知らないうちに，データが追加さ

れたり，改ざん，破壊されたりする。 

● 自分になりすました第三者によって不正

なアクセスが行われ，「不正アクセス者」

として，身に覚えがないのに犯人にされ

てしまう。 

ID・パスワード管理に関係する一般的注意事項 
● 新規登録時に渡された初期パスワードは，

速やかに変更すること。 

● 定期的にパスワードを変更すること。 

● 他人のユーザＩＤやパスワードを使用し

ないこと。 

● 他人に自分のユーザＩＤやパスワードを

教えないこと。 

● メモ，紙，付せんにパスワードを書かな

いこと。（他人の目に触れるところにパス

ワードが記入された付せんを貼る行為は，

「パスワードを無効にすること」と同じ

です。） 

● パソコンを利用する際にパスワード入力

を要求するように設定すること。 

● 自分のパソコンを他人に使わせる場合で

も，他人にパスワードを教えずに自分自

身でログインを行うこと。 

● 高専統一パスワードポリシーにしたがっ

てパスワードを設定すること。 

● パスワードの使いまわしはせず，システ

ムごとに異なるパスワードを設定するこ

と。 

 

（２）高専統一パスワードポリシーを守る 

2022 年７月に高専統一パスワードポリシーが

変更されたため，教職員および学生は，次の「高

専統一パスワードポリシー」に従ったパスワー

ドを使用してください。 

 

高専統一パスワードポリシー 

● パスワードは，16 文字以上。 
● パスワードには，以下の文字種を，各 1

文字以上，必ず含めること。 
・英字（大文字／A～Z） 
・英字（小文字／a～z） 
・数字（0～9） 
 

４．多要素認証について 

（１）「多要素認証」とは 

パスワード認証については，近年，多くの攻

撃手法が編み出されており，限界が叫ばれてい

ます。よって，高専機構で契約している

Microsoft365 をはじめとした多くのクラウドサ

ービスでは，「多要素認証」 (Multi-Factor 

Authentication)が導入されています。 

「多要素認証」とは，認証の３要素である「知

識情報（パスワード等）」，「所持情報（携帯電話・

スマートフォン等）」，「生体情報（指紋・声紋等）」

のうち，２つ以上を組み合わせて認証すること

を指します。 

 

（２）多要素認証を有効に活用するために 

多要素認証はセキュリティ的に信頼性の高い

証方法ですが，攻撃に晒されることで，効力が

失われてしまう場合があります。例えば，次に

挙げる状態のときは，多要素のうち少なくとも

１要素を看破されており，セキュリティ的に脆

弱な状態となっています。すぐに対処し，安全

な状態を回復しましょう。 

 

ID，パスワードをどこにも入力していないのに，

２要素目に設定した携帯電話のアプリから，認

証を求められた。 

パスワードが漏洩している可能性があります。

反射的に「承認」を押すようなことはせず，認

証要求は無視し，すぐにパスワードを変えまし

ょう。 

 

２要素目に設定したデバイス（携帯電話等）を

紛失した。 

すぐに，高専の担当部署に連絡しましょう。 
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５．校内における端末（PC，タブレット等）の

取り扱い 

（１）校内で端末（PC，タブレット等）を使う

時には 

校内に設置された PC，タブレット等を使用す

る場合は，次のことに留意しましょう 

 

校内での一般的禁禁止止事項 
● PC が置いてある演習室での飲食。ただし，

管理者が許可をした場合を除く。 

● 大声で騒ぐこと，ゴミを放置すること。 

● 未使用プリンター用紙の持ち帰り，授

業・実験等に関係しない私的なデータの

印刷。 

● 空調コントローラの操作。ただし，管理

者が許可した場合を除く。 
 

校内に設置されたパソコンに関する禁禁止止事項 
● 機器のケーブル・コネクタを引き抜いた

り，機器を持ち出したりすること。 

● 無断で機器の接続を変更すること。 

● USB メモリを乱雑に引き抜く，キーボード

を乱打する，機器の開口部に異物を詰め

込むなど，機器の破損につながる行為を

すること。 

● PC 本体にアプリケーションをインストー

ルすること。ただし，管理者が許可した

場合を除く。 

● 使用後にPCの電源を切らずに放置するこ

と。 

● PC をロックせずに長時間離席すること

（トイレ等で離席する場合も該当する）。 

● 長時間にわたってPCを占有使用すること。

ただし，授業等で教員から指示された場

合を除く。 

 

（２）学校管理下の端末を使う時には 

研究室など，演習室以外で学校管理下の端末

を使用する場合は，次のことに留意してくださ

い。 

学校が保有するパソコン及び学校のネットワーク

に接続されたパソコンに関する禁禁止止事項 
● 授業・実験等で必要とされない作業を行

うこと。 

● 私的な電子メールの送受信や，私的に Web

サイトを利用すること。 

● 授業・実験で必要とされないソフトウェ

アをインストールすること。 

● 学校が定めたマルウェア対策ソフトウェ

アを導入せずに，パソコンを使用するこ

と。 

（Linux などの UNIX 系 OS や，MacOS にお

けるマルウェア対策ソフトウェアのイン

ストールについては，学校の指示に従う

こと） 

● 使用しようとするソフトウェアの利用許

諾条件に反する行為を行うこと。 

（たとえば，購入ライセンス数を超えた

数の利用等は厳禁） 

● マルウェア等の有害ソフトウェアが含ま

れていないことを確認せずにソフトウェ

アをインストールすること及び，開発元

が定かでないソフトウェアをインストー

ルすること。 

● ネットワーク帯域を占有してしまうよう

な大量データの送受信など，ネットワー

クや情報システムに過度な負荷をかけて

円滑な利用を妨げること。 

● 著作権侵害を目的として，P2P ファイル共

有ソフトウェアをインストールすること，

及びそれを利用すること。ただし，授業

等で教員から指示された場合を除く。 
 

使用する端末についての注意事項 
● 利用しているコンピュータのOSのセキュ

リティアップデート（Windows Update な

ど）を定期的に実行し，セキュリティホ

ールを狙った攻撃（マルウェア感染や侵

入）を防止すること。 

● マルウェア対策ソフトウェアを導入する

こと。 

● マルウェア対策ソフトウェアのマルウェ

ア定義ファイルを常に最新の状態に保つ

こと。 

● マルウェア対策ソフトウェアによって，

定期的に PC 内のファイルや USB メモリ

のファイルをチェックすること。 

● 開発元の定かでないソフトウェアをイン
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クロを含んだファイルを提供しないこと。 

 
３．ユーザ ID とパスワードの管理 

（１）ユーザ ID とパスワードが第三者に知られ

ると… 

ユーザIDとパスワードの管理はしっかり行い

ましょう。これらが自分以外の人に知られると，

以下のような不利益が想定されます。 

● 自分宛ての電子メールや自分に関するデ

ータが盗み読みされる。 

● 自分の知らないうちに，データが追加さ

れたり，改ざん，破壊されたりする。 

● 自分になりすました第三者によって不正

なアクセスが行われ，「不正アクセス者」

として，身に覚えがないのに犯人にされ

てしまう。 

ID・パスワード管理に関係する一般的注意事項 
● 新規登録時に渡された初期パスワードは，

速やかに変更すること。 

● 定期的にパスワードを変更すること。 

● 他人のユーザＩＤやパスワードを使用し

ないこと。 

● 他人に自分のユーザＩＤやパスワードを

教えないこと。 

● メモ，紙，付せんにパスワードを書かな

いこと。（他人の目に触れるところにパス

ワードが記入された付せんを貼る行為は，

「パスワードを無効にすること」と同じ

です。） 

● パソコンを利用する際にパスワード入力

を要求するように設定すること。 

● 自分のパソコンを他人に使わせる場合で

も，他人にパスワードを教えずに自分自

身でログインを行うこと。 

● 高専統一パスワードポリシーにしたがっ

てパスワードを設定すること。 

● パスワードの使いまわしはせず，システ

ムごとに異なるパスワードを設定するこ

と。 

 

（２）高専統一パスワードポリシーを守る 

2022 年７月に高専統一パスワードポリシーが

変更されたため，教職員および学生は，次の「高

専統一パスワードポリシー」に従ったパスワー

ドを使用してください。 

 

高専統一パスワードポリシー 

● パスワードは，16 文字以上。 
● パスワードには，以下の文字種を，各 1

文字以上，必ず含めること。 
・英字（大文字／A～Z） 
・英字（小文字／a～z） 
・数字（0～9） 
 

４．多要素認証について 

（１）「多要素認証」とは 

パスワード認証については，近年，多くの攻

撃手法が編み出されており，限界が叫ばれてい

ます。よって，高専機構で契約している

Microsoft365 をはじめとした多くのクラウドサ

ービスでは，「多要素認証」 (Multi-Factor 

Authentication)が導入されています。 

「多要素認証」とは，認証の３要素である「知

識情報（パスワード等）」，「所持情報（携帯電話・

スマートフォン等）」，「生体情報（指紋・声紋等）」

のうち，２つ以上を組み合わせて認証すること

を指します。 

 

（２）多要素認証を有効に活用するために 

多要素認証はセキュリティ的に信頼性の高い

証方法ですが，攻撃に晒されることで，効力が

失われてしまう場合があります。例えば，次に

挙げる状態のときは，多要素のうち少なくとも

１要素を看破されており，セキュリティ的に脆

弱な状態となっています。すぐに対処し，安全

な状態を回復しましょう。 

 

ID，パスワードをどこにも入力していないのに，

２要素目に設定した携帯電話のアプリから，認

証を求められた。 

パスワードが漏洩している可能性があります。

反射的に「承認」を押すようなことはせず，認

証要求は無視し，すぐにパスワードを変えまし

ょう。 

 

２要素目に設定したデバイス（携帯電話等）を

紛失した。 

すぐに，高専の担当部署に連絡しましょう。 
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５．校内における端末（PC，タブレット等）の

取り扱い 

（１）校内で端末（PC，タブレット等）を使う

時には 

校内に設置された PC，タブレット等を使用す

る場合は，次のことに留意しましょう 

 

校内での一般的禁禁止止事項 
● PC が置いてある演習室での飲食。ただし，

管理者が許可をした場合を除く。 

● 大声で騒ぐこと，ゴミを放置すること。 

● 未使用プリンター用紙の持ち帰り，授

業・実験等に関係しない私的なデータの

印刷。 

● 空調コントローラの操作。ただし，管理

者が許可した場合を除く。 
 

校内に設置されたパソコンに関する禁禁止止事項 
● 機器のケーブル・コネクタを引き抜いた

り，機器を持ち出したりすること。 

● 無断で機器の接続を変更すること。 

● USB メモリを乱雑に引き抜く，キーボード

を乱打する，機器の開口部に異物を詰め

込むなど，機器の破損につながる行為を

すること。 

● PC 本体にアプリケーションをインストー

ルすること。ただし，管理者が許可した

場合を除く。 

● 使用後にPCの電源を切らずに放置するこ

と。 

● PC をロックせずに長時間離席すること

（トイレ等で離席する場合も該当する）。 

● 長時間にわたってPCを占有使用すること。

ただし，授業等で教員から指示された場

合を除く。 

 

（２）学校管理下の端末を使う時には 

研究室など，演習室以外で学校管理下の端末

を使用する場合は，次のことに留意してくださ

い。 

学校が保有するパソコン及び学校のネットワーク

に接続されたパソコンに関する禁禁止止事項 
● 授業・実験等で必要とされない作業を行

うこと。 

● 私的な電子メールの送受信や，私的に Web

サイトを利用すること。 

● 授業・実験で必要とされないソフトウェ

アをインストールすること。 

● 学校が定めたマルウェア対策ソフトウェ

アを導入せずに，パソコンを使用するこ

と。 

（Linux などの UNIX 系 OS や，MacOS にお

けるマルウェア対策ソフトウェアのイン

ストールについては，学校の指示に従う

こと） 

● 使用しようとするソフトウェアの利用許

諾条件に反する行為を行うこと。 

（たとえば，購入ライセンス数を超えた

数の利用等は厳禁） 

● マルウェア等の有害ソフトウェアが含ま

れていないことを確認せずにソフトウェ

アをインストールすること及び，開発元

が定かでないソフトウェアをインストー

ルすること。 

● ネットワーク帯域を占有してしまうよう

な大量データの送受信など，ネットワー

クや情報システムに過度な負荷をかけて

円滑な利用を妨げること。 

● 著作権侵害を目的として，P2P ファイル共

有ソフトウェアをインストールすること，

及びそれを利用すること。ただし，授業

等で教員から指示された場合を除く。 
 

使用する端末についての注意事項 
● 利用しているコンピュータのOSのセキュ

リティアップデート（Windows Update な

ど）を定期的に実行し，セキュリティホ

ールを狙った攻撃（マルウェア感染や侵

入）を防止すること。 

● マルウェア対策ソフトウェアを導入する

こと。 

● マルウェア対策ソフトウェアのマルウェ

ア定義ファイルを常に最新の状態に保つ

こと。 

● マルウェア対策ソフトウェアによって，

定期的に PC 内のファイルや USB メモリ

のファイルをチェックすること。 

● 開発元の定かでないソフトウェアをイン
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ストール，使用しないこと。新たなソフ

トウェアが必要になった場合は，必ずマ

ルウェア対策ソフトウェア等により安全

性を確認した上でインストールすること。 

● 実験室や研究室等で管理するパソコンは，

必ずログイン認証すること。 

● P2Pファイル共有ソフトウェアをインス

トールしないこと，使用しないこと。 

 

（３）管理区域外へパソコンを持ち出す場合 

学校のパソコンを管理区域外に持ち出す場合

は，管理者の許可が必要です。持ち出す前に各

校で定められた所定の手続きをとってください。 

また，次のことを留意してください。 

管理区域内のパソコン等を管理区域外に持ち出

して利用する際の注意事項 
● (2)で示された禁止事項・注意事項を管理区

域外においても遵守すること。ただし，個人

や校外団体保有のパソコンを，保有者の活

動目的のために使用することは勿論かまい

ません。 

● 持ち出した後に，管理区域内に戻す場合に

は，マルウェア対策ソフトウェアによって，PC

内のファイルをチェックすること。 
 

（４）個人で所有する端末を校内で利用する場

合に気を付けること（BYOD） 

学校によっては，個人で所有する PC やスマー

トフォンなどの端末を，学校に持ち込んで授業

などで利用することがあります。これを BYOD

（Bring Your Own Device）と呼びます。BYOD

実施にあたっては，次のことを守りましょう。 

校外から持ち込んだパソコンを学校のネットワ

ークに接続する際の注意事項 
● 学校のネットワーク管理者（情報セキュリティ

推進責任者）に申し出て許可を受けること。 

● ネットワークに接続する前に，マルウェアやス

パイウェア等，有害なソフトウェアが含まれて

いないことを確認すること。 

● (2)で示した禁止事項，注意事項を遵守する

こと。 
 

 

 

６．情報セキュリティインシデント 

（１）使っている端末がマルウェアに感染して

しまったら 

使用している端末が，マルウェアに感染した

恐れがあるときは，「すぐやる三箇条」に従い，

次のように対処してください。落ち着いて行動

することが大切です。 

「すぐやる三箇条」 

● すぐにネットワークから切り離す。 

● 電源を落とさず，現状保全する。（ログイ

ン状態や，ファイルもそのまま） 

● 学内の情報セキュリティインシデント担

当者に連絡する。 

（起こったこと，実施したことは，しっ

かり説明できるようにメモをとってお

く。） 

(２)教職員または管理者に通報すべき場合 

次のことが確認された場合，その端末だけで

なく周囲や校内全体に被害を及ぼす可能性があ

りますので，直ちにインシデント対応窓口へ通

報してください。 

● 学校のサーバ上に，著作権を侵害してい

るおそれのあるコンテンツや，機密情報

が外部に公開されていることを発見した

場合。 

● インターネット上などで，学校に関する

機密情報が公開されている，または学校

が権利を有するコンテンツが無断で使用

されていることを発見した場合。 

● 自分が管理するユーザIDやパスワードが

漏えいした，またはその可能性がある場

合。 

● P2Pファイル共有ソフトウェアを利用し

ているパソコンあるいは学生や教職員を

知っている場合。 

 

(３)通報先を常に把握しておく 

情報セキュリティインシデント（（１）や（２）

に該当する場合）が発生した時は，どこに通報

すればよいのか，常に把握しておきましょう。 

そのためにも，すぐやる三箇条の画像をスマー

トフォンに保存するなど，何かあった時にすぐ

対応できるような措置をとってください。 
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岐阜高専 情報インシデント担当窓口 
■平日・時間内 
学生課 図書・情報係（情報処理センター2階事務室） 

     電話：058-320-1225 
■休日・時間外 
警備員     代表：058-320-1211 

メール：toshojoho@gifu-nct.ac.jp
早期対応のため，極力電話でご連絡下さい 
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ストール，使用しないこと。新たなソフ

トウェアが必要になった場合は，必ずマ

ルウェア対策ソフトウェア等により安全

性を確認した上でインストールすること。 

● 実験室や研究室等で管理するパソコンは，

必ずログイン認証すること。 

● P2Pファイル共有ソフトウェアをインス

トールしないこと，使用しないこと。 

 

（３）管理区域外へパソコンを持ち出す場合 

学校のパソコンを管理区域外に持ち出す場合

は，管理者の許可が必要です。持ち出す前に各

校で定められた所定の手続きをとってください。 

また，次のことを留意してください。 

管理区域内のパソコン等を管理区域外に持ち出

して利用する際の注意事項 
● (2)で示された禁止事項・注意事項を管理区

域外においても遵守すること。ただし，個人

や校外団体保有のパソコンを，保有者の活

動目的のために使用することは勿論かまい

ません。 

● 持ち出した後に，管理区域内に戻す場合に

は，マルウェア対策ソフトウェアによって，PC

内のファイルをチェックすること。 
 

（４）個人で所有する端末を校内で利用する場

合に気を付けること（BYOD） 

学校によっては，個人で所有する PC やスマー

トフォンなどの端末を，学校に持ち込んで授業

などで利用することがあります。これを BYOD

（Bring Your Own Device）と呼びます。BYOD

実施にあたっては，次のことを守りましょう。 

校外から持ち込んだパソコンを学校のネットワ

ークに接続する際の注意事項 
● 学校のネットワーク管理者（情報セキュリティ

推進責任者）に申し出て許可を受けること。 

● ネットワークに接続する前に，マルウェアやス

パイウェア等，有害なソフトウェアが含まれて

いないことを確認すること。 

● (2)で示した禁止事項，注意事項を遵守する

こと。 
 

 

 

６．情報セキュリティインシデント 

（１）使っている端末がマルウェアに感染して

しまったら 

使用している端末が，マルウェアに感染した

恐れがあるときは，「すぐやる三箇条」に従い，

次のように対処してください。落ち着いて行動

することが大切です。 

「すぐやる三箇条」 

● すぐにネットワークから切り離す。 

● 電源を落とさず，現状保全する。（ログイ

ン状態や，ファイルもそのまま） 

● 学内の情報セキュリティインシデント担

当者に連絡する。 

（起こったこと，実施したことは，しっ

かり説明できるようにメモをとってお

く。） 

(２)教職員または管理者に通報すべき場合 

次のことが確認された場合，その端末だけで

なく周囲や校内全体に被害を及ぼす可能性があ

りますので，直ちにインシデント対応窓口へ通

報してください。 

● 学校のサーバ上に，著作権を侵害してい

るおそれのあるコンテンツや，機密情報

が外部に公開されていることを発見した

場合。 

● インターネット上などで，学校に関する

機密情報が公開されている，または学校

が権利を有するコンテンツが無断で使用

されていることを発見した場合。 

● 自分が管理するユーザIDやパスワードが

漏えいした，またはその可能性がある場

合。 

● P2Pファイル共有ソフトウェアを利用し

ているパソコンあるいは学生や教職員を

知っている場合。 

 

(３)通報先を常に把握しておく 

情報セキュリティインシデント（（１）や（２）

に該当する場合）が発生した時は，どこに通報

すればよいのか，常に把握しておきましょう。 

そのためにも，すぐやる三箇条の画像をスマー

トフォンに保存するなど，何かあった時にすぐ

対応できるような措置をとってください。 
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岐阜高専 情報インシデント担当窓口 
■平日・時間内 
学生課 図書・情報係（情報処理センター2階事務室） 

     電話：058-320-1225 
■休日・時間外 
警備員     代表：058-320-1211 

メール：toshojoho@gifu-nct.ac.jp
早期対応のため，極力電話でご連絡下さい 
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す。電子決済においては，下記の項目について

留意してください。 

● ショップの信頼性を確認すること。 

※ショップの Web サイトでフリーメールで

はない電子メールアドレスが公開されて

いるか，一般加入・電話のように契約者

が特定できる電話番号が公開されている

か，等。 

● 決済方法を確認すること。 

※前払い方式の決済の場合だと，商品が送

られてこない危険性があります。高額な

商品の購入は避ける，代金引換方式のシ

ョップを利用する，などを検討して下さ

い。 

● セキュリティ対策が実施されているか確

認すること。 

※クレジットカード番号，個人の情報など

を暗号化して送る仕組みが提供されてい

るかを確認して下さい。少なくともクレ

ジットカード決済の場合は SSL などによ

る暗号化の対策が実施されているショッ

プを選んで下さい。Web サイトのアドレス

（ URL ） の 先 頭 が http:// で は な く

https://になっていれば，SSL による暗号

化対策が実施されています。 

● クレジットカード利用状況を確認するこ

と。 

※自分が利用しているクレジットカードの

利用状況を常に把握し，自分の知らない

ところで不明な引落し等が発生していな

いか日頃からチェックして下さい。 
 

(２)著作権の侵害 

著作権侵害は，エンジニアとして恥ずべき行

為です。 

2010 年の著作権法の改正（データを提供する

だけでなく，ダウンロードして入手することそ

のものが摘発の対象となった。）もあり，コンピ

ュータを利用した著作権侵害行為について，警

察や著作権保護団体による監視，摘発が強化さ

れようとしています。 

エンジニアは知的財産権を産みだし，守るの

が仕事です。そのエンジニアの卵を輩出する組

織が「著作権侵害」では，学校そのものの存在

意義が問われます。 

著作権侵害を行った場合のペナルティ 
● 著作権で保護されたデータを提供（アッ

プロード）した場合 

懲役 10 年以下あるいは 1000 万円以下の

罰金 

民事訴訟による損害賠償金・・・購入代

金の 3 倍×想定コピー数 

● 著作権で保護されたデータを入手（ダウ

ンロード）した場合 

懲役 2 年以下あるいは 200 万円以下の罰

金，またはその両方 

民事訴訟による損害賠償金・・・購入代

金の 3 倍×想定コピー数 

「1000 万円以下の罰金」は，万引きなどの窃

盗による刑罰（懲役 10 年以下，50 万円以下の罰

金）よりも重いことに注意して下さい。なお，

民事訴訟による損害賠償金は，億単位の額にな

った判例があります。 

 

(３)商標の使用 

「商標」は主に商売と密接な関係があり，商

品名，サービス名，商品の形状，ロゴやマーク

などが対象となります。他人の商標を，自分の

商品やサービスに使用すると商標権の侵害とな

ります。 

同じでなくても，混同されるような名称を使

うのは不正競争防止法違反となる場合がありま

すので注意して下さい。 

 

(４)肖像権の侵害 

自分で撮った写真を，SNS や Web サイトに掲載

する場合，著作権は自分にあるので一般的には

問題ありません。ただし，他の人物が写ってい

る写真などについては，肖像権やプライバシー

権に気を付ける必要があります。 

プライバシー権は，個人情報をみだりに公開

されないという権利です。肖像権はプライバシ

ー権のひとつとなります。さらに，有名人の場

合は，肖像自体に経済的な価値があるため，パ

ブリシティ権（財産的に利用する権利）が認め

られます。 

個人が有名人の写真を許可なく使うと，肖像

権の侵害となるほか，自分で撮影した写真でな
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７．電子メール  

SNS で連絡を取る例が多い中，汎用的なコミュ

ニケ―ションツールとして，電子メールはよく

使われています。電子メールを使用する際は，

次のことに留意してください。 

(１)電子メールを利用する際の禁禁止止事項 

● 電子メールアカウントを他人に利用させ

ること。つまり，本人以外のメールアカ

ウントを付与あるいは利用許可された場

合に，そのアカウントを関係者以外に利

用させること。 

（例：男子バスケットボール部用として

付与されたメールアカウントを，私的な

ショッピング用のメールアドレスとして

EC サイトに登録した。） 

● 授業等に必要ないメーリングリスト等へ

授業のメールアドレスを登録すること。 

● マルウェア対策ソフトウェアのインスト

ールが確認できないコンピュータで，電

子メールを送受信すること。 

● 迷惑メールやチェーンメールの送信を行

うこと。 

● メール本文に個人情報や機微情報を記載

すること。 

● メールで機密情報を漏えいさせること。 

● 自己解凍形式（.exe 等）の添付ファイル

を送受信すること。 

● セキュリティ上の安全性が確認できない

マクロを含んだファイルを送信すること。 
 

(２)電子メール使用時に気を付けること 

電子メールを使用する際には，次の事項につ

いて留意しましょう。 

● 就職等の重要な連絡については，電話な

どで確認をとるなど慎重な利用を心がけ

ること。 

※送信後直ちに届くとは限りません。送信

途中のサーバやネットワークの状態によ

っては時間がかかることも，届かないこ

ともあります。 

● メール送信者やメール受信者以外の第三

者がメールの内容を閲覧する可能性があ

ることを理解し，送信するメールの内容

は情報流出することがあることを前提に

暗号化等の適切な措置を講じること。 

※メール配送経路途中に第三者によってメ

ールの内容を盗聴される可能性があるこ

とを理解し，システム上のトラブルを解

決するためにサーバ管理者が検査する場

合がある，最終的には裁判などの証拠と

される場合がある，などの可能性があり

ます。 

● メールを送信する前に，宛先が間違って

いないかよく確認すること。 

※特に，CC と BCC を間違えて，不必要に他

者のメールアドレスを他人に伝えてしま

うことなど無いようにしましょう。 

● 身に覚えがない電子メールは開かないこ

と。 

● 迷惑メールは無視して即削除すること。 

● 迷惑メールなどの怪しい電子メールに書

いてある URL をクリックしないこと。 

※信頼できないサイトへは接続しないよう

にして下さい。また，送信元が信用でき

る人でも，送信元が詐称されていること

があります。 

● 「不幸（幸福）の手紙」や，“セキュリ

ティ上の問題点をできるだけ多くの知人

に知らせるように”といった，善意を装

って不特定多数への配布を目的としたメ

ール(チェーンメール)を他人に転送しな

いこと。 

● アダルトサービスなどで「利用料金を払

わないと法的手段に訴える」などのよう

なメールには一切返信しないこと。 

※このようなメールは詐欺を目的として送

られている場合がほとんどです。身に覚

えがある場合でも，ばらまき型メールを

送付された可能性があります。このよう

なメールに返信してしまった場合には学

校や最寄りの消費生活センター等に相談

して下さい。 

 

８．参考情報 

（１）電子決済・インターネットバンキング・

オンラインショッピング等  

オンラインショッピングなど，インターネッ

ト上で金銭的決済を行うことが多くなっていま
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す。電子決済においては，下記の項目について

留意してください。 

● ショップの信頼性を確認すること。 

※ショップの Web サイトでフリーメールで

はない電子メールアドレスが公開されて

いるか，一般加入・電話のように契約者

が特定できる電話番号が公開されている

か，等。 

● 決済方法を確認すること。 

※前払い方式の決済の場合だと，商品が送

られてこない危険性があります。高額な

商品の購入は避ける，代金引換方式のシ

ョップを利用する，などを検討して下さ

い。 

● セキュリティ対策が実施されているか確

認すること。 

※クレジットカード番号，個人の情報など

を暗号化して送る仕組みが提供されてい

るかを確認して下さい。少なくともクレ

ジットカード決済の場合は SSL などによ

る暗号化の対策が実施されているショッ

プを選んで下さい。Web サイトのアドレス

（ URL ） の 先 頭 が http:// で は な く

https://になっていれば，SSL による暗号

化対策が実施されています。 

● クレジットカード利用状況を確認するこ

と。 

※自分が利用しているクレジットカードの

利用状況を常に把握し，自分の知らない

ところで不明な引落し等が発生していな

いか日頃からチェックして下さい。 
 

(２)著作権の侵害 

著作権侵害は，エンジニアとして恥ずべき行

為です。 

2010 年の著作権法の改正（データを提供する

だけでなく，ダウンロードして入手することそ

のものが摘発の対象となった。）もあり，コンピ

ュータを利用した著作権侵害行為について，警

察や著作権保護団体による監視，摘発が強化さ

れようとしています。 

エンジニアは知的財産権を産みだし，守るの

が仕事です。そのエンジニアの卵を輩出する組

織が「著作権侵害」では，学校そのものの存在

意義が問われます。 

著作権侵害を行った場合のペナルティ 
● 著作権で保護されたデータを提供（アッ

プロード）した場合 

懲役 10 年以下あるいは 1000 万円以下の

罰金 

民事訴訟による損害賠償金・・・購入代

金の 3 倍×想定コピー数 

● 著作権で保護されたデータを入手（ダウ

ンロード）した場合 

懲役 2 年以下あるいは 200 万円以下の罰

金，またはその両方 

民事訴訟による損害賠償金・・・購入代

金の 3 倍×想定コピー数 

「1000 万円以下の罰金」は，万引きなどの窃

盗による刑罰（懲役 10 年以下，50 万円以下の罰

金）よりも重いことに注意して下さい。なお，

民事訴訟による損害賠償金は，億単位の額にな

った判例があります。 

 

(３)商標の使用 

「商標」は主に商売と密接な関係があり，商

品名，サービス名，商品の形状，ロゴやマーク

などが対象となります。他人の商標を，自分の

商品やサービスに使用すると商標権の侵害とな

ります。 

同じでなくても，混同されるような名称を使

うのは不正競争防止法違反となる場合がありま

すので注意して下さい。 

 

(４)肖像権の侵害 

自分で撮った写真を，SNS や Web サイトに掲載

する場合，著作権は自分にあるので一般的には

問題ありません。ただし，他の人物が写ってい

る写真などについては，肖像権やプライバシー

権に気を付ける必要があります。 

プライバシー権は，個人情報をみだりに公開

されないという権利です。肖像権はプライバシ

ー権のひとつとなります。さらに，有名人の場

合は，肖像自体に経済的な価値があるため，パ

ブリシティ権（財産的に利用する権利）が認め

られます。 

個人が有名人の写真を許可なく使うと，肖像

権の侵害となるほか，自分で撮影した写真でな
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７．電子メール  

SNS で連絡を取る例が多い中，汎用的なコミュ

ニケ―ションツールとして，電子メールはよく

使われています。電子メールを使用する際は，

次のことに留意してください。 

(１)電子メールを利用する際の禁禁止止事項 

● 電子メールアカウントを他人に利用させ

ること。つまり，本人以外のメールアカ

ウントを付与あるいは利用許可された場

合に，そのアカウントを関係者以外に利

用させること。 

（例：男子バスケットボール部用として

付与されたメールアカウントを，私的な

ショッピング用のメールアドレスとして

EC サイトに登録した。） 

● 授業等に必要ないメーリングリスト等へ

授業のメールアドレスを登録すること。 

● マルウェア対策ソフトウェアのインスト

ールが確認できないコンピュータで，電

子メールを送受信すること。 

● 迷惑メールやチェーンメールの送信を行

うこと。 

● メール本文に個人情報や機微情報を記載

すること。 

● メールで機密情報を漏えいさせること。 

● 自己解凍形式（.exe 等）の添付ファイル

を送受信すること。 

● セキュリティ上の安全性が確認できない

マクロを含んだファイルを送信すること。 
 

(２)電子メール使用時に気を付けること 

電子メールを使用する際には，次の事項につ

いて留意しましょう。 

● 就職等の重要な連絡については，電話な

どで確認をとるなど慎重な利用を心がけ

ること。 

※送信後直ちに届くとは限りません。送信

途中のサーバやネットワークの状態によ

っては時間がかかることも，届かないこ

ともあります。 

● メール送信者やメール受信者以外の第三

者がメールの内容を閲覧する可能性があ

ることを理解し，送信するメールの内容

は情報流出することがあることを前提に

暗号化等の適切な措置を講じること。 

※メール配送経路途中に第三者によってメ

ールの内容を盗聴される可能性があるこ

とを理解し，システム上のトラブルを解

決するためにサーバ管理者が検査する場

合がある，最終的には裁判などの証拠と

される場合がある，などの可能性があり

ます。 

● メールを送信する前に，宛先が間違って

いないかよく確認すること。 

※特に，CC と BCC を間違えて，不必要に他

者のメールアドレスを他人に伝えてしま

うことなど無いようにしましょう。 

● 身に覚えがない電子メールは開かないこ

と。 

● 迷惑メールは無視して即削除すること。 

● 迷惑メールなどの怪しい電子メールに書

いてある URL をクリックしないこと。 

※信頼できないサイトへは接続しないよう

にして下さい。また，送信元が信用でき

る人でも，送信元が詐称されていること

があります。 

● 「不幸（幸福）の手紙」や，“セキュリ

ティ上の問題点をできるだけ多くの知人

に知らせるように”といった，善意を装

って不特定多数への配布を目的としたメ

ール(チェーンメール)を他人に転送しな

いこと。 

● アダルトサービスなどで「利用料金を払

わないと法的手段に訴える」などのよう

なメールには一切返信しないこと。 

※このようなメールは詐欺を目的として送

られている場合がほとんどです。身に覚

えがある場合でも，ばらまき型メールを

送付された可能性があります。このよう

なメールに返信してしまった場合には学

校や最寄りの消費生活センター等に相談

して下さい。 

 

８．参考情報 

（１）電子決済・インターネットバンキング・

オンラインショッピング等  

オンラインショッピングなど，インターネッ

ト上で金銭的決済を行うことが多くなっていま
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不正アクセス行為を助長する行為 
● 偽サイト（フィッシングサイト）を作成

して閲覧可能にすること。 

● 偽サイト（フィッシングサイト）に誘導

するメールを送信すること。 

● 他人のユーザＩＤ／パスワードを当該コ

ンピュータの管理者，当該ユーザＩＤ／

パスワードの利用者以外に提供すること。 
ただし，次のような場合は不正アクセス行為

に該当しないものと考えられています。 

● パソコン初心者に頼まれて接続操作を行

なってあげた。 

● コンピュータの管理者自ら，もしくは管

理者の承諾を得た者が行なった。 

 

（８）電波法および盗聴  

ネットワーク上の情報の盗聴は法律で禁止さ

れています。また，盗聴した内容を第三者に漏

らす行為についても電波法，電気通信事業法違

反となり罰せられます。 

電波法，電気通信事業法による規制 
● [有線通信における秘密の保護(有線電気

通信法第 9条)] 

電話や FAX，インターネットなど有線でつ

ながれた方法で得た秘密や情報は他人に

話してはならない。（違反した者は 1 年以

下の懲役または20万円以下の罰金に処せ

られます。） 

● [無線通信における秘密の保護(電波法第

59 条)] 

特定の相手に対して行われる無線通信を

傍受してその存在もしくは内容を漏らし，

盗用してはならない。（違反した者は 1 年

以下の懲役または20万円以下の罰金に処

せられます。） 

● [電気通信事業者の守秘義務(電気通信事

業法第 4 条)] 

電気通信事業者は業務の取扱中にかかる

通信の秘密を侵してはならない。（違反し

た者は1年以下の懲役または50万円以下

の罰金に処せられます。） 

 

 

 

付 記 

このガイドラインは，令和５年12月13日から

適用する。 
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い場合は著作権の侵害にもなります。さらに，

有名人の写真を使うことで結果的に利益を生み

出すような場合は，パブリシティ権も侵害する

ことになります。 

 

（５）名誉毀損/偽計業務妨害/電子計算機損壊

等業務妨害/不正指令電磁的記録作成罪 

SNS や Web サイトに記載または掲載された情

報は，「公開」されたことになります。公開され

た場において，他者の社会的評価を低下させる

ような表現を行なうと，「名誉毀損」となる場合

があります。「名誉毀損」には刑事罰が適用され

ます。 

また，虚偽の風説などを流して業務を妨害す

る行為，威力を用いて業務を妨害する行為は，

それぞれ「偽計業務妨害」「威力業務妨害」と呼

ばれます。さらに，コンピュータに虚偽のデー

タや不正な実行を行わせて業務を妨害する行為

は「電子計算機損壊等業務妨害」と呼ばれます。

例えば，あなたの PC に感染したマルウェアが，

あなたの知らないうちにある企業のサーバを攻

撃して，そのサーバの機能をマヒさせてしまっ

た場合，威力業務妨害ないし電子計算機損壊等

業務妨害に問われることがあります。 

また，マルウェアを作成，配布する行為は「不

正指令電磁的記録作成罪」に相当します。 

名誉毀損，偽計業務妨害，電子計算機損壊等業

務妨害に関する法律 
● [名誉毀損(民法 710，723 条)] 

品性，徳行，名声，信用その他の人格的

価値について社会から受ける客観的評価

（社会的評価）を低下させる行為の禁止。

損害賠償責任が肯定されています。 

● [信用および業務に対する罪(刑法第 168，

233，234 条)] 

虚偽の風説を流し，または偽計を用いて

人の業務を妨害すること（偽計業務妨害

罪）。または威力を用いて人の業務を妨害

すること（威力業務妨害罪）。他人のコン

ピュータやその電磁的記録の損壊，不正

な指令などで業務を妨害する行為（電子

計算機損壊等業務妨害罪）については，5

年以下の懲役または 100 万円以下の罰金

に処せられます。 

また，コンピュータウィルスを作成，ま

たは提供する行為 （不正指令電磁的記録

作成罪）については，3 年以下の懲役また

は 50 万円以下の罰金に処せられます。 

 

（６）わいせつな文書や画像の発信  

Web サイトに掲載，または SNS に投稿した情報

が「わいせつ」であると判断されると次のよう

な法律によって処罰されます。  

わいせつな情報発信に対する罰則 
● [刑法（明治 40 年法律第 45 号）第 175 条] 

わいせつな文書，図画その他の物を頒布

し，販売し，又は公然と陳列した者は，2

年以下の懲役又は 250 万円以下の罰金若

しくは科料に処する。販売の目的でこれ

らの物を所持した者も，同様とする。 

● [児童買春・児童ポルノに係る行為等の処

罰及び児童の保護に関する法律（平成 11

年法律第 52 号）第 7 条第 4 項] 

児童ポルノを不特定若しくは多数の者に

提供し，又は公然と陳列した者は，5年以

下の懲役若しくは 500 万円以下の罰金に

処し，又はこれを併科する。電気通信回

線を通じて第二条第三項各号のいずれか

に掲げる児童の姿態を視覚により認識す

ることができる方法により描写した情報

を記録した電磁的記録その他の記録を不

特定又は多数の者に提供した者も，同様

とする。 
 

（７）不正アクセス禁止法  

2000 年 2 月 13 日に「不正アクセス行為の禁止

等に関する法律」いわゆる不正アクセス禁止法

が施行されました。不正アクセス禁止法では，

次の行為が禁止されていて，何の実害を与えな

くても処罰の対象になります。 

不正アクセス行為 
● アクセスが制限されたコンピュータに対

し，他人のユーザＩＤ／パスワードを使

ってログイン（コンピュータが使える状

態に）すること。 

● アクセスが制限されたコンピュータに対

し，セキュリティホールをついて侵入し，

コンピュータが使える状態にすること。 
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不正アクセス行為を助長する行為 
● 偽サイト（フィッシングサイト）を作成

して閲覧可能にすること。 

● 偽サイト（フィッシングサイト）に誘導

するメールを送信すること。 

● 他人のユーザＩＤ／パスワードを当該コ

ンピュータの管理者，当該ユーザＩＤ／

パスワードの利用者以外に提供すること。 
ただし，次のような場合は不正アクセス行為

に該当しないものと考えられています。 

● パソコン初心者に頼まれて接続操作を行

なってあげた。 

● コンピュータの管理者自ら，もしくは管

理者の承諾を得た者が行なった。 

 

（８）電波法および盗聴  

ネットワーク上の情報の盗聴は法律で禁止さ

れています。また，盗聴した内容を第三者に漏

らす行為についても電波法，電気通信事業法違

反となり罰せられます。 

電波法，電気通信事業法による規制 
● [有線通信における秘密の保護(有線電気

通信法第 9条)] 

電話や FAX，インターネットなど有線でつ

ながれた方法で得た秘密や情報は他人に

話してはならない。（違反した者は 1 年以

下の懲役または20万円以下の罰金に処せ

られます。） 

● [無線通信における秘密の保護(電波法第

59 条)] 

特定の相手に対して行われる無線通信を

傍受してその存在もしくは内容を漏らし，

盗用してはならない。（違反した者は 1 年

以下の懲役または20万円以下の罰金に処

せられます。） 

● [電気通信事業者の守秘義務(電気通信事

業法第 4 条)] 

電気通信事業者は業務の取扱中にかかる

通信の秘密を侵してはならない。（違反し

た者は1年以下の懲役または50万円以下

の罰金に処せられます。） 

 

 

 

付 記 

このガイドラインは，令和５年12月13日から

適用する。 
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い場合は著作権の侵害にもなります。さらに，

有名人の写真を使うことで結果的に利益を生み

出すような場合は，パブリシティ権も侵害する

ことになります。 

 

（５）名誉毀損/偽計業務妨害/電子計算機損壊

等業務妨害/不正指令電磁的記録作成罪 

SNS や Web サイトに記載または掲載された情

報は，「公開」されたことになります。公開され

た場において，他者の社会的評価を低下させる

ような表現を行なうと，「名誉毀損」となる場合

があります。「名誉毀損」には刑事罰が適用され

ます。 

また，虚偽の風説などを流して業務を妨害す

る行為，威力を用いて業務を妨害する行為は，

それぞれ「偽計業務妨害」「威力業務妨害」と呼

ばれます。さらに，コンピュータに虚偽のデー

タや不正な実行を行わせて業務を妨害する行為

は「電子計算機損壊等業務妨害」と呼ばれます。

例えば，あなたの PC に感染したマルウェアが，

あなたの知らないうちにある企業のサーバを攻

撃して，そのサーバの機能をマヒさせてしまっ

た場合，威力業務妨害ないし電子計算機損壊等

業務妨害に問われることがあります。 

また，マルウェアを作成，配布する行為は「不

正指令電磁的記録作成罪」に相当します。 

名誉毀損，偽計業務妨害，電子計算機損壊等業

務妨害に関する法律 
● [名誉毀損(民法 710，723 条)] 

品性，徳行，名声，信用その他の人格的

価値について社会から受ける客観的評価

（社会的評価）を低下させる行為の禁止。

損害賠償責任が肯定されています。 

● [信用および業務に対する罪(刑法第 168，

233，234 条)] 

虚偽の風説を流し，または偽計を用いて

人の業務を妨害すること（偽計業務妨害

罪）。または威力を用いて人の業務を妨害

すること（威力業務妨害罪）。他人のコン

ピュータやその電磁的記録の損壊，不正

な指令などで業務を妨害する行為（電子

計算機損壊等業務妨害罪）については，5

年以下の懲役または 100 万円以下の罰金

に処せられます。 

また，コンピュータウィルスを作成，ま

たは提供する行為 （不正指令電磁的記録

作成罪）については，3 年以下の懲役また

は 50 万円以下の罰金に処せられます。 

 

（６）わいせつな文書や画像の発信  

Web サイトに掲載，または SNS に投稿した情報

が「わいせつ」であると判断されると次のよう

な法律によって処罰されます。  

わいせつな情報発信に対する罰則 
● [刑法（明治 40 年法律第 45 号）第 175 条] 

わいせつな文書，図画その他の物を頒布

し，販売し，又は公然と陳列した者は，2

年以下の懲役又は 250 万円以下の罰金若

しくは科料に処する。販売の目的でこれ

らの物を所持した者も，同様とする。 

● [児童買春・児童ポルノに係る行為等の処

罰及び児童の保護に関する法律（平成 11

年法律第 52 号）第 7 条第 4 項] 

児童ポルノを不特定若しくは多数の者に

提供し，又は公然と陳列した者は，5年以

下の懲役若しくは 500 万円以下の罰金に

処し，又はこれを併科する。電気通信回

線を通じて第二条第三項各号のいずれか

に掲げる児童の姿態を視覚により認識す

ることができる方法により描写した情報

を記録した電磁的記録その他の記録を不

特定又は多数の者に提供した者も，同様

とする。 
 

（７）不正アクセス禁止法  

2000 年 2 月 13 日に「不正アクセス行為の禁止

等に関する法律」いわゆる不正アクセス禁止法

が施行されました。不正アクセス禁止法では，

次の行為が禁止されていて，何の実害を与えな

くても処罰の対象になります。 

不正アクセス行為 
● アクセスが制限されたコンピュータに対

し，他人のユーザＩＤ／パスワードを使

ってログイン（コンピュータが使える状

態に）すること。 

● アクセスが制限されたコンピュータに対

し，セキュリティホールをついて侵入し，

コンピュータが使える状態にすること。 
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ⅦⅦ テクノセンター 
 

 

１．岐阜工業高等専門学校テクノセンター 

学内者利用細則 

制定 平成22年４月２日 

（趣旨） 

第１条 この細則は，岐阜工業高等専門学校テ

クノセンター利用内規第３条第１号の規定に

基づき，岐阜工業高等専門学校（以下「本校」

という。）テクノセンター（以下「センター」

という。）の設備機器の利用に関し，必要な事

項を定めるものとする。 

（利用者の範囲） 

第２条 センターの設備機器を利用できる者

（以下「利用者」という。）は，次の各号のい

ずれかに該当するものとする。 

一 本校の教職員で，機械器具類の利用につ

いて十分な知識と経験を有するとセンター

長が認めた者 

二 前号に該当する教職員の指導のもとで利用

する本校の学生で，センター長が認めた者 

三 その他校長が許可した者 

（利用の手続） 

第３条 センターの設備機器を利用しようとす

るときは，事前に様式１の学内者利用申込書

をセンター長に提出し，許可を得なければな

らない。ただし，授業により学生がセンター

の設備機器を利用して実習する場合はこの限

りでない。 

２ 実験装置等の製作及び修理を依頼する者

（以下「依頼者」という。）は，様式２の物品

製作依頼伝票をセンター長に提出し，許可を

得なければならない。 

（利用できない日） 

第４条 次の各号に掲げる日は，原則として利

用することはできない。ただし，センター長

が利用の必要を認めた場合はこの限りでない。 

一 国民の祝日に関する法律（昭和23年法律

第178号）に規定する休日 

二 日曜日及び土曜日 

三 年末年始の休業日 

四 その他センター長が定めた日 

 

（利用時間） 

第５条 センターの設備機器の利用時間は，原

則として９時から17時までとする。 

２ 前項の利用時間以外に利用しようとする者

は，事前に様式３の時間外利用申込書をセン

ター長に提出し，許可を得なければならない。 

（安全作業の遵守） 

第６条 センターの設備機器を利用する者（以

下「利用者」という。）は，次の各号に掲げる

事項を遵守しなければならない。 

一 作業に相応しい作業服，帽子及び靴等を

着用すること。 

二 作業において必要な安全処置をとること。 

三 機械器具類は正しく利用し，安全作業に

務めること。 

四 センター内の整理整頓に努めること。 

（費用の負担） 

第７条 実験装置等の製作及び修理に要した費

用は，依頼者が負担する。 

（利用の取消し） 

第８条 センター長は，利用者がこの細則に違

反し，又はセンターの運営に重大な支障を生

じさせたとき若しくはそのおそれがあると認

められたときは，その利用の許可を取消し，

又はその利用を一定期間停止させることがで

きる。 

（雑則） 

第９条 この細則に定めるもののほか，センタ

ーの設備機器の利用に関し必要な事項は，セ

ンター長が別に定める。 

附 則 

１ この細則は，平成22年４月２日から施行す

る。 

２ 岐阜工業高等専門学校実習工場利用内規

（昭和63年３月10日制定）は廃止する。 

省 略 

附 則 

この細則は，平成25年４月１日から施行する。 
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ⅦⅦ テクノセンター 
 

 

１．岐阜工業高等専門学校テクノセンター 

学内者利用細則 

制定 平成22年４月２日 

（趣旨） 

第１条 この細則は，岐阜工業高等専門学校テ

クノセンター利用内規第３条第１号の規定に

基づき，岐阜工業高等専門学校（以下「本校」

という。）テクノセンター（以下「センター」

という。）の設備機器の利用に関し，必要な事

項を定めるものとする。 

（利用者の範囲） 

第２条 センターの設備機器を利用できる者

（以下「利用者」という。）は，次の各号のい

ずれかに該当するものとする。 

一 本校の教職員で，機械器具類の利用につ

いて十分な知識と経験を有するとセンター

長が認めた者 

二 前号に該当する教職員の指導のもとで利用

する本校の学生で，センター長が認めた者 

三 その他校長が許可した者 

（利用の手続） 

第３条 センターの設備機器を利用しようとす

るときは，事前に様式１の学内者利用申込書

をセンター長に提出し，許可を得なければな

らない。ただし，授業により学生がセンター

の設備機器を利用して実習する場合はこの限

りでない。 

２ 実験装置等の製作及び修理を依頼する者

（以下「依頼者」という。）は，様式２の物品

製作依頼伝票をセンター長に提出し，許可を

得なければならない。 

（利用できない日） 

第４条 次の各号に掲げる日は，原則として利

用することはできない。ただし，センター長

が利用の必要を認めた場合はこの限りでない。 

一 国民の祝日に関する法律（昭和23年法律

第178号）に規定する休日 

二 日曜日及び土曜日 

三 年末年始の休業日 

四 その他センター長が定めた日 

 

（利用時間） 

第５条 センターの設備機器の利用時間は，原

則として９時から17時までとする。 

２ 前項の利用時間以外に利用しようとする者

は，事前に様式３の時間外利用申込書をセン

ター長に提出し，許可を得なければならない。 

（安全作業の遵守） 

第６条 センターの設備機器を利用する者（以

下「利用者」という。）は，次の各号に掲げる

事項を遵守しなければならない。 

一 作業に相応しい作業服，帽子及び靴等を

着用すること。 

二 作業において必要な安全処置をとること。 

三 機械器具類は正しく利用し，安全作業に

務めること。 

四 センター内の整理整頓に努めること。 

（費用の負担） 

第７条 実験装置等の製作及び修理に要した費

用は，依頼者が負担する。 

（利用の取消し） 

第８条 センター長は，利用者がこの細則に違

反し，又はセンターの運営に重大な支障を生

じさせたとき若しくはそのおそれがあると認

められたときは，その利用の許可を取消し，

又はその利用を一定期間停止させることがで

きる。 

（雑則） 

第９条 この細則に定めるもののほか，センタ

ーの設備機器の利用に関し必要な事項は，セ

ンター長が別に定める。 

附 則 

１ この細則は，平成22年４月２日から施行す

る。 

２ 岐阜工業高等専門学校実習工場利用内規

（昭和63年３月10日制定）は廃止する。 

省 略 

附 則 

この細則は，平成25年４月１日から施行する。 
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Ⅷ授業料等の諸経費について
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ⅧⅧ 授業料等の諸経費について 
 

１．授 業 料 

 

（金 額） 

年額 234,600 円。ただし在学中に授業料改定

が行われた場合には，改訂時から新授業料が適

用される。 

（納 期） 

年額を２期（前期，後期）に分け，前期分は

５月中に，後期分は 10 月中に納入すること。 

（徴収猶予，月割分納） 

家庭等の事情により，納期限内に納入できな

い者は，願出により徴収猶予又は月割分納を許

可されることがある。所定の期限内に願書等を

提出すること。 

（徴収減免） 

学資の支弁が極めて困難と認められる者に対

しては，その事情によって審査のうえ授業料の

一部又は全額を免除されることがある。所定の

期限内に書類を提出すること。 

（授業料滞納） 

正当な理由がなくて指定された日までに授業

料を納入せず督促してもなお納入しない者は退

学を命ずることがある。その他については学則

並びに授業料免除及び寄宿料免除等に関する規

程に定められているのでこれらを参照すること。 

 

 

２．授業料・教育後援会費等の納入方法 

 

本校の諸規程により納入する次の事項の納入

方法については，下記のとおりとする。 

①授業料，寄宿料 

年額を前期及び後期の二期に区分して前期

を５月末日までに，後期を 10 月末日までにそ

れぞれ納入するものとする。ただし，授業料

及び寄宿料については，希望により前期分及

び後期分の１年分を併せて納入することがで

きる。 

その納入方法は，保護者（学資負担者）の

預金口座からの口座引落しとする。 

②学生会費，日本スポーツ振興センター保護者

負担金，教育後援会費，若鮎会※，学生証発行

手数料 

年額を毎年５月末日までに納入するものと

し，その納入方法は，①に準ずる。 

また，本年度以降，納入方法について変更

が生じる可能性があり，その場合には別途通

知する。 

注）※については，入学時のみの徴収 

 

 

３．岐阜工業高等専門学校入学料免除 

及び徴収猶予に関する規程 

制定 昭和50年４月１日 

（趣旨） 

第１条 岐阜工業高等専門学校学則第32条の規

定に基づく入学料の免除及び徴収猶予につい

ては，この規程の定めるところによる。 

（入学料の免除） 

第２条 入学料の免除は，岐阜工業高等専門学

校（以下「本校」という。）に入学する者のう

ち，次の各号のいずれかに該当する特別な事

情により納付が著しく困難であると認められ

る者について，これを行う。 

一 入学前１年以内において，本校に入学す

る者の学資を主として負担している者（以

下「学資負担者」という。）が死亡した場合

又は本校に入学する者若しくは学資負担者

が風水害等の災害を受けた場合 

二 前号に準ずる場合であって，校長が相当

と認める事由がある場合 

（免除の許可） 

第３条 入学料免除の許可は，入学料の免除を

受けようとする者の申請に基づき，学生会議

の議を経て，独立行政法人国立高等専門学校

機構理事長の承認を得て，校長が行う。 

（免除の額） 

第４条 入学料免除の額は，原則として入学料

の全額又は半額とする。 

（入学料の徴収猶予） 

第５条 入学料の徴収猶予は，本校に入学する

者が，次の各号のいずれかに該当する場合に

行うことができる。 
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ⅧⅧ 授業料等の諸経費について 
 

１．授 業 料 

 

（金 額） 

年額 234,600 円。ただし在学中に授業料改定

が行われた場合には，改訂時から新授業料が適

用される。 

（納 期） 

年額を２期（前期，後期）に分け，前期分は

５月中に，後期分は 10 月中に納入すること。 

（徴収猶予，月割分納） 

家庭等の事情により，納期限内に納入できな

い者は，願出により徴収猶予又は月割分納を許

可されることがある。所定の期限内に願書等を

提出すること。 

（徴収減免） 

学資の支弁が極めて困難と認められる者に対

しては，その事情によって審査のうえ授業料の

一部又は全額を免除されることがある。所定の

期限内に書類を提出すること。 

（授業料滞納） 

正当な理由がなくて指定された日までに授業

料を納入せず督促してもなお納入しない者は退

学を命ずることがある。その他については学則

並びに授業料免除及び寄宿料免除等に関する規

程に定められているのでこれらを参照すること。 

 

 

２．授業料・教育後援会費等の納入方法 

 

本校の諸規程により納入する次の事項の納入

方法については，下記のとおりとする。 

①授業料，寄宿料 

年額を前期及び後期の二期に区分して前期

を５月末日までに，後期を 10 月末日までにそ

れぞれ納入するものとする。ただし，授業料

及び寄宿料については，希望により前期分及

び後期分の１年分を併せて納入することがで

きる。 

その納入方法は，保護者（学資負担者）の

預金口座からの口座引落しとする。 

②学生会費，日本スポーツ振興センター保護者

負担金，教育後援会費，若鮎会※，学生証発行

手数料 

年額を毎年５月末日までに納入するものと

し，その納入方法は，①に準ずる。 

また，本年度以降，納入方法について変更

が生じる可能性があり，その場合には別途通

知する。 

注）※については，入学時のみの徴収 

 

 

３．岐阜工業高等専門学校入学料免除 

及び徴収猶予に関する規程 

制定 昭和50年４月１日 

（趣旨） 

第１条 岐阜工業高等専門学校学則第32条の規

定に基づく入学料の免除及び徴収猶予につい

ては，この規程の定めるところによる。 

（入学料の免除） 

第２条 入学料の免除は，岐阜工業高等専門学

校（以下「本校」という。）に入学する者のう

ち，次の各号のいずれかに該当する特別な事

情により納付が著しく困難であると認められ

る者について，これを行う。 

一 入学前１年以内において，本校に入学す

る者の学資を主として負担している者（以

下「学資負担者」という。）が死亡した場合

又は本校に入学する者若しくは学資負担者

が風水害等の災害を受けた場合 

二 前号に準ずる場合であって，校長が相当

と認める事由がある場合 

（免除の許可） 

第３条 入学料免除の許可は，入学料の免除を

受けようとする者の申請に基づき，学生会議

の議を経て，独立行政法人国立高等専門学校

機構理事長の承認を得て，校長が行う。 

（免除の額） 

第４条 入学料免除の額は，原則として入学料

の全額又は半額とする。 

（入学料の徴収猶予） 

第５条 入学料の徴収猶予は，本校に入学する

者が，次の各号のいずれかに該当する場合に

行うことができる。 

— 83—



－82－ 

一 経済的理由によって納付期限までに納付

が困難であり，かつ，学業優秀と認められる

場合 

二 入学前１年以内において，入学する者の

学資負担者が死亡した場合又は入学する者

若しくは学資負担者が風水害等の災害を受

け，納付期限までに納付が困難であると認

められる場合 

三 その他やむを得ない事情があると認めら

れる場合 

（徴収猶予の許可等) 

第６条 前条の徴収猶予の許可は，徴収猶予を

受けようとする者の申請に基づき，学生会議

の議を経て，校長が行う。 

２ 入学料免除の不許可又は半額免除の許可を

受けた者は，免除の不許可又は半額免除の許

可を告示した日から起算して14日以内に徴収

猶予の申請をすることができる。 

３ 前条の徴収猶予の期間は，当該入学に係る

年度を超えないものとする。 

４ 入学料の免除又は徴収猶予を許可し又は不

許可とするまでの間は，免除又は徴収猶予の

申請をした者に係る入学料の徴収を猶予する。 

５ 入学料の免除若しくは徴収猶予の不許可又

は半額免除の許可を受けた者（第２項の徴収

猶予の申請をした者を除く。）については，免

除若しくは徴収猶予の不許可又は半額免除の

許可を告知した日から起算して14日以内に，

納付すべき入学料を納付しなければならない。 

６ 徴収を猶予した入学料に係る延滞金は，そ

の全額を免除することができる。 

（死亡等による免除） 

第７条 前条の規定に基づき，入学料の徴収を

猶予された者のうち，次の各号のいずれかに

該当する場合は，その入学料を免除する。 

一 入学料の免除又は徴収猶予を申請した者

について，第５条又は第６条第４項により

徴収を猶予している期間内において死亡し

たことにより学籍を除いた場合は，未納の

入学料の全額 

二 入学料の免除若しくは徴収猶予の不許可

又は半額免除の許可を受けた者について，

前条第５項に規定する期間内において死亡

したことにより学籍を除いた場合は，未納

の入学料の全額 

三 入学料の免除若しくは徴収猶予の不許可

又は半額免除の許可を受けた者であって，

納付すべき入学料を納付しないことにより

学籍を有しないこととなる場合は，その者

に係る未納の入学料の全額 

（免除等の申請） 

第８条 入学料の免除又は徴収猶予の許可を受

けようとする者は，当該年度の入学手続終了

の日までに入学料免除願（別紙様式第１号）

又は入学料徴収猶予願（別紙様式第４号）に

次の書類を添えて校長に提出するものとする。 

一 家庭調書（別紙様式第２号） 

二 学資調書（別紙様式第３号) 

三 学資負担者の死亡による場合は，死亡を

証明できる書類 

四 入学する者又は学資負担者が風水害等の

災害を受けた場合は，市区町村長が発行し

た罹災証明書 

五 その他特別な事情により入学料の納付が

著しく困難であることが証明できる書類 

（雑則） 

第９条 この規程に定めるもののほか，入学料

免除及び徴収猶予に関し必要な事項は，別に

定める。 

   附 則  

 この規程は，昭和50年４月１日から施行する。 

   省 略 

   附 則（平成21年学校規則第1号） 

  この規程は，平成21年１月５日から施行し，

平成20年４月１日から適用する。 

 

 

４．岐阜工業高等専門学校授業料及び 

寄宿料免除等に関する規程 

制定 昭和38年４月１日 

（趣旨） 

第１条 岐阜工業高等専門学校学則第32条の規

定に基づく授業料並びに寄宿料の免除及び徴

収猶予については，この規程の定めるところ

による。 

（授業料の免除） 
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第２条 授業料の免除は，経済的理由によって

納付が困難であり，かつ，学業優秀と認めら

れる学生に対してその期に納付すべき授業料

の全額又は半額について，これを行う。 

２ 休学を許可した場合は，月割計算により休

学当月の翌月から復学当月の前月までの未納

の授業料の全額を免除する。 

３ 前２項に定めるもののほか，次の各号のい

ずれかに該当する授業料について，これを免

除することがある。 

一 死亡又は行方不明のため学生の学籍を除

いた場合は，当該学生に係る未納の授業料の

全額 

二 学生又は当該学生の学資を主として負担

している者が風水害等の災害を受け，納付

困難と認められる場合は，当該災害の発生

した年度の授業料について，災害発生の翌

期に納付すべき授業料。ただし，災害発生

の時期が当該期の授業料の納付期限以前で

ある場合においては，当該期分の授業料 

三 授業料の徴収の猶予を許可している学生

に対し，その願出により退学を許可した場

合は，月割計算により退学の翌月以降に納

付すべき授業料の全額 

四 授業料の未納を理由として学生に退学を

命じた場合は，未納の授業料の全額 

五 入学料の免除若しくは徴収猶予を不許可

とした者又は半額免除若しくは徴収猶予の

許可をした者であって，納付すべき入学料

を納付しないことにより学籍を有しないこ

ととなる場合は，その者に係る未納の授業

料の全額 

（授業料の徴収猶予） 

第３条 授業料の徴収猶予は，経済的理由によ

って納付期限までに授業料の納付が困難であ

り，かつ，学業優秀と認められる学生に対し

て，前期分については９月末日まで，後期分

については３月末日まで，その期に納付すべ

き授業料の徴収を猶予することがある。この

場合の授業料は，その期間満了の日前15日以

内に納付させるものとする。 

２ 前項に定めるもののほか，次の各号のいず

れかに該当する場合において，前項に準じて

授業料の徴収を猶予することがある。 

一 行方不明の場合 

二 学生又は当該学生の学資を主として負担

している者が風水害等の災害を受け，納付

困難と認められる場合 

三 その他やむを得ない事情があると認めら

れる場合 

３ 特別の事情がある学生に対しては，その期

の授業料について，月割分納を許可すること

がある。この場合の月割分納額は，授業料年

額の12分の１に相当する額とし，毎月月末ま

でに納付させるものとする。 

（申請の手続） 

第４条 授業料の免除又は徴収猶予の許可を受

けようとする学生は，所定の願書（別紙様式

第１号，別紙様式第２号及び別紙様式第３号）

に次の書類を添え，学生主事を経て校長に願

い出るものとする。 

一 家庭調書（別紙様式第５号） 

二 学資調書（別紙様式第６号） 

三 第２条第３項第２号又は第４条第２項第

２号に該当する場合は，市町村長又は警察

署長が発行した被害程度の判明できる詳細

な罹災証明書 

第５条 授業料の免除又は徴収猶予の取扱いは，

年度を２期に分け，前期は５月の本校が指定す

る日までに，後期は10月の本校が指定する日ま

でに受理した申請に対して，当該期分の授業料

について選考の上，許可するものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず，第１学年，第４

学年編入学生及び専攻科１年次生の前期分に

ついては，入学年度の前年度の３月の本校が

指定する日までに申請しなければならない。 

（許可） 

第６条 前２条により申請があったときは，校

長は審議の上，許可を決定する。 

（許可の取消し） 

第７条 授業料の免除又は徴収猶予を許可され

た学生で許可の決定後その理由が消滅したも

のがあるとき若しくは申請に不正の事実が発

見されたときは，校長は審議の上，許可を取

り消すものとする。 

２ 前項により許可を取り消したときは，その

取消しの日の属する月の翌月に次に定める授

業料を納付させるものとする。 
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一 経済的理由によって納付期限までに納付

が困難であり，かつ，学業優秀と認められる

場合 

二 入学前１年以内において，入学する者の

学資負担者が死亡した場合又は入学する者

若しくは学資負担者が風水害等の災害を受

け，納付期限までに納付が困難であると認

められる場合 

三 その他やむを得ない事情があると認めら

れる場合 

（徴収猶予の許可等) 

第６条 前条の徴収猶予の許可は，徴収猶予を

受けようとする者の申請に基づき，学生会議

の議を経て，校長が行う。 

２ 入学料免除の不許可又は半額免除の許可を

受けた者は，免除の不許可又は半額免除の許

可を告示した日から起算して14日以内に徴収

猶予の申請をすることができる。 

３ 前条の徴収猶予の期間は，当該入学に係る

年度を超えないものとする。 

４ 入学料の免除又は徴収猶予を許可し又は不

許可とするまでの間は，免除又は徴収猶予の

申請をした者に係る入学料の徴収を猶予する。 

５ 入学料の免除若しくは徴収猶予の不許可又

は半額免除の許可を受けた者（第２項の徴収

猶予の申請をした者を除く。）については，免

除若しくは徴収猶予の不許可又は半額免除の

許可を告知した日から起算して14日以内に，

納付すべき入学料を納付しなければならない。 

６ 徴収を猶予した入学料に係る延滞金は，そ

の全額を免除することができる。 

（死亡等による免除） 

第７条 前条の規定に基づき，入学料の徴収を

猶予された者のうち，次の各号のいずれかに

該当する場合は，その入学料を免除する。 

一 入学料の免除又は徴収猶予を申請した者

について，第５条又は第６条第４項により

徴収を猶予している期間内において死亡し

たことにより学籍を除いた場合は，未納の

入学料の全額 

二 入学料の免除若しくは徴収猶予の不許可

又は半額免除の許可を受けた者について，

前条第５項に規定する期間内において死亡

したことにより学籍を除いた場合は，未納

の入学料の全額 

三 入学料の免除若しくは徴収猶予の不許可

又は半額免除の許可を受けた者であって，

納付すべき入学料を納付しないことにより

学籍を有しないこととなる場合は，その者

に係る未納の入学料の全額 

（免除等の申請） 

第８条 入学料の免除又は徴収猶予の許可を受

けようとする者は，当該年度の入学手続終了
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又は入学料徴収猶予願（別紙様式第４号）に

次の書類を添えて校長に提出するものとする。 
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証明できる書類 

四 入学する者又は学資負担者が風水害等の
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た罹災証明書 
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（雑則） 
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定める。 

   附 則  

 この規程は，昭和50年４月１日から施行する。 

   省 略 

   附 則（平成21年学校規則第1号） 

  この規程は，平成21年１月５日から施行し，

平成20年４月１日から適用する。 

 

 

４．岐阜工業高等専門学校授業料及び 

寄宿料免除等に関する規程 

制定 昭和38年４月１日 

（趣旨） 

第１条 岐阜工業高等専門学校学則第32条の規

定に基づく授業料並びに寄宿料の免除及び徴

収猶予については，この規程の定めるところ

による。 

（授業料の免除） 
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第２条 授業料の免除は，経済的理由によって

納付が困難であり，かつ，学業優秀と認めら

れる学生に対してその期に納付すべき授業料

の全額又は半額について，これを行う。 

２ 休学を許可した場合は，月割計算により休

学当月の翌月から復学当月の前月までの未納
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３ 前２項に定めるもののほか，次の各号のい

ずれかに該当する授業料について，これを免

除することがある。 

一 死亡又は行方不明のため学生の学籍を除

いた場合は，当該学生に係る未納の授業料の

全額 

二 学生又は当該学生の学資を主として負担

している者が風水害等の災害を受け，納付
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期に納付すべき授業料。ただし，災害発生

の時期が当該期の授業料の納付期限以前で

ある場合においては，当該期分の授業料 

三 授業料の徴収の猶予を許可している学生

に対し，その願出により退学を許可した場

合は，月割計算により退学の翌月以降に納

付すべき授業料の全額 

四 授業料の未納を理由として学生に退学を

命じた場合は，未納の授業料の全額 

五 入学料の免除若しくは徴収猶予を不許可

とした者又は半額免除若しくは徴収猶予の

許可をした者であって，納付すべき入学料

を納付しないことにより学籍を有しないこ

ととなる場合は，その者に係る未納の授業

料の全額 

（授業料の徴収猶予） 

第３条 授業料の徴収猶予は，経済的理由によ

って納付期限までに授業料の納付が困難であ

り，かつ，学業優秀と認められる学生に対し

て，前期分については９月末日まで，後期分

については３月末日まで，その期に納付すべ

き授業料の徴収を猶予することがある。この

場合の授業料は，その期間満了の日前15日以

内に納付させるものとする。 

２ 前項に定めるもののほか，次の各号のいず

れかに該当する場合において，前項に準じて

授業料の徴収を猶予することがある。 

一 行方不明の場合 

二 学生又は当該学生の学資を主として負担

している者が風水害等の災害を受け，納付

困難と認められる場合 

三 その他やむを得ない事情があると認めら

れる場合 

３ 特別の事情がある学生に対しては，その期

の授業料について，月割分納を許可すること

がある。この場合の月割分納額は，授業料年

額の12分の１に相当する額とし，毎月月末ま

でに納付させるものとする。 

（申請の手続） 

第４条 授業料の免除又は徴収猶予の許可を受

けようとする学生は，所定の願書（別紙様式

第１号，別紙様式第２号及び別紙様式第３号）

に次の書類を添え，学生主事を経て校長に願

い出るものとする。 

一 家庭調書（別紙様式第５号） 

二 学資調書（別紙様式第６号） 

三 第２条第３項第２号又は第４条第２項第

２号に該当する場合は，市町村長又は警察

署長が発行した被害程度の判明できる詳細

な罹災証明書 

第５条 授業料の免除又は徴収猶予の取扱いは，

年度を２期に分け，前期は５月の本校が指定す

る日までに，後期は10月の本校が指定する日ま

でに受理した申請に対して，当該期分の授業料

について選考の上，許可するものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず，第１学年，第４

学年編入学生及び専攻科１年次生の前期分に

ついては，入学年度の前年度の３月の本校が

指定する日までに申請しなければならない。 

（許可） 

第６条 前２条により申請があったときは，校

長は審議の上，許可を決定する。 

（許可の取消し） 

第７条 授業料の免除又は徴収猶予を許可され

た学生で許可の決定後その理由が消滅したも

のがあるとき若しくは申請に不正の事実が発

見されたときは，校長は審議の上，許可を取

り消すものとする。 

２ 前項により許可を取り消したときは，その

取消しの日の属する月の翌月に次に定める授

業料を納付させるものとする。 
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一 免除又は徴収猶予の理由が消滅したこと

により取り消したときは，免除にあっては

月割計算によりその取消しの日の属する月

以降のその期の授業料，徴収猶予にあって 

はその期の未納の授業料 

二 不正の事実が発見されたことにより取り

消したときは，免除又は徴収猶予をしたそ

の期の授業料 

（寄宿料の免除） 

第８条 寄宿料の免除は，次の各号のいずれか

に該当するものについて，これを行う。 

一 死亡又は行方不明のため学生の学籍を除

いた場合の当該学生に係る未納の寄宿料 

二 学生又は当該学生の学資を主として負担

している者が，風水害等の災害を受け納付

困難と認められる場合は，災害当月の翌月

から当該年度末までの寄宿料 

三 授業料の未納を理由として退学を命ぜら

れた学生に係る未納の寄宿料 

四 入学料の免除若しくは徴収猶予を不許可

とした者又は半額免除若しくは徴収猶予の

許可をした者であって，納付すべき入学料

を納付しないことにより学籍を有しないこ

ととなる場合は，その者に係る未納の寄宿

料の全額 

２ 前項に規定する寄宿料の免除については，

第４条から第７条までの規定を準用する。こ

の場合において，第４条の願書は，別紙様式

第４号によるものとする。 

附 則  

この規程は，昭和38年４月１日から施行する。 

   省 略 

   附 則（平成20年学校規則第24号） 

この規程は，令和３年４月１日から適用する。 
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ⅨⅨ 学 生 寮 
 

 

１．岐阜工業高等専門学校寄宿舎規程 

制定 昭和43年５月９日 

（目的及び名称） 

第１条 岐阜工業高等専門学校学則（昭和38年

４月１日制定）（以下「学則」という。）第52

条第２項の規定に基づき，岐阜工業高等専門

学校（以下「本校」という。）における寄宿舎

（以下「学生寮」という。）の管理運営その他

の事項については，この規程に定めるところ

による。 

第２条 学生寮は，本校の教育施設であって学

生の修学に便宜を供与し，集団生活を通じて

その人間形成を助長し，もって教育目的の達

成に資することを目的とする。 

２ 学生寮を「雄志寮」と称する。 

第３条 学生寮に入寮している学生（以下「寮

生」という。）は，この規程及びこの規程に基

づいて定められた諸規程を守り，相互に敬愛

啓発して自己及び共同生活の向上充実に努め

なければならない。 

第４条 寮務主事は，校長の命を受けて学生寮

の管理運営に関する事項を処理する。 

第５条 学生寮に，寮務主事指導のもとに寮生

活を自律的に運営するため，寮生会を置く。 

（入寮及び退寮） 

第６条 自宅から通学することが困難な学生は，

手続きを経て学生寮に入寮することができる。

ただし，自宅から通学することが困難でない

学生であっても特別な事情がある場合には入

寮することができる。 

２ 入寮の時期は，入学を許可された日又は月

の初日とする。 

３ 入寮を希望する学生は，所定の願書及び誓約

書に保護者等署名の上，寮務主事を経て校長に

願い出てその許可を受けなければならない。 

４ 退寮の時期は，原則として月の末日とする。 

５ 退寮を希望する寮生は，所定の願書に保護

者等署名の上，寮務主事を経て校長に願い出

てその許可を受けなければならない。 

６ 長期休業中のみの退寮は，許可しない。 

７ 病気その他の理由によって共同生活に不適

当と認められる寮生は退寮させる。 

第７条 休業期間（臨時休業期間を除く。）中は，

原則として学生寮を閉鎖する。 

２ 学生寮閉鎖中であっても特に許可を受けた

寮生は，その寮室を使用することができる。 

（寄宿料及び寮費） 

第８条 寄宿料の額は，学則第27条に定めると

ころによる。 

２ 寄宿料は，年額を前期及び後期の２期に区

分して納入するものとし，それぞれの期にお

いて納付する額は，年額の２分の１に相当す

る額とする。ただし，学年の中途において，

入寮した者が納付する寄宿料の額は，入寮の

日の属する月からその期に相当する額を納付

するものとする。 

３ 前項の寄宿料は前期にあっては4月中に，後

期にあっては10月中に納入するものとする。 

４ 寄宿料の免除は，学則第32条に定めるとこ

ろによる。 

５ 寄宿料を納付した者が学年の中途において

退寮した場合は，退寮を許可した日の属する

月の翌月分以降の既納の寄宿料を返還する。 

第９条 学生寮における寮生の生活上必要な食

事その他の経費（以下「寮費等」という。）で

各人が負担するべきものは，別に定めるとこ

ろにより納付しなければならない。 

２ 寄宿料及び寮費等を納入しない寮生は，退

寮させる。 

第10条 寮生は，学生寮生活の向上と相互の親

睦を図ることを目的として次の事項について

自主的に活動（以下本条において「寮生会活

動」という。）することができる。 

一 規律保持に関する事項 

二 保健衛生に関する事項 

三 各種の体育，運動競技，演芸及び娯楽等

に関する事項 

２ 寮生会活動は，学則，岐阜工業高等専門学

校学生準則（昭和38年４月１日制定）及びこ

の規程に違反しないものでなければならない。 

３ 寮生会活動を実施しようとする場合は，そ

の具体的内容を記載した書類を寮長から寮務

主事に提出し承認を受けなければならない。 

４ 寮生会活動がその目的を逸脱し，又は第２

項の規定に違反した場合は，これを停止させ
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３ 寮生会活動を実施しようとする場合は，そ

の具体的内容を記載した書類を寮長から寮務

主事に提出し承認を受けなければならない。 

４ 寮生会活動がその目的を逸脱し，又は第２

項の規定に違反した場合は，これを停止させ
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ることがある。 

（防災及び衛生） 

第11条 寮生は，火災その他の災害防止につい

て常時注意するとともに，学校が行う防火訓

練その他の措置について協力しなければなら

ない。 

２ 寮生は，災害又は事故の発生を知った場合

には，当直教員に急報し，以後その指示に従

って行動しなければならない。 

第12条 伝染病の発生その他の事情により必要

がある場合には寮生に対し随時に健康診断及

び予防接種を実施する。 

２ 寮生は，各自健康の維持増進に留意し，病

気にかかったときは当直教員に届け出て医師

の診断を受けるものとする。 

第13条 寮生は，学生寮の施設・設備を所定の心

得に従って良心的に使用しなければならない。 

２ 寮生以外の学生は，学生寮において集会を

開いたり宿泊したりすることはできない。 

（整頓及び清掃） 

第14条 寮生は，身辺の整頓並びに所持品の管

理に常に留意し，紛失等の事故は速やかに当

直教員に届け出てその指示を受けなければな

らない。 

２ 寮生は，学生寮の清掃を分担しなければな

らない。 

（外泊及び外出等の手続） 

第15条 寮生が帰省，外泊及び旅行をしようと

するときは所定の願いを提出して当直教員の

承認を受けなければならない。 

（日課） 

第16条 学生寮の日課は，別表のとおりとする。

ただし，特別の事情がある場合には，当直教

員は臨時に変更することができる。 

附 則 

１ この規則は，昭和43年４月１日から施行する。 

２ 岐阜工業高等専門学校寄宿舎管理規則（昭

和38年学校規則第３号）及び岐阜工業高等専

門学校寄宿舎規程（昭和39年学校規則第11号）

は廃止する。 

省 略 

附 則 

この規程は，令和８年２月12日から施行し，

令和８年４月１日から適用する。 

別 表 

日課時刻表 

１ 起  床  ７：00 

２ 点  呼  ６：30～８：30 

３ 朝食・清掃 ７：00～８：30 

４ 登  校  ８：45 

５ 昼  食  12：10～13：00 

６ 夕  食  17：00～19：30 

７ 入  浴  17：00～21：50 

８ 自習時間  19：30～21：00 

休  憩  21：00～21：30 

自習時間  21：30～22：30 

※学則第５条に定める休業日及び学校行事

等で授業のない日の前夜は自由時間とする。 

９ 点  呼  19：00〜22：00 

10 消  灯  23：00 

 

 

２．寮 生 会 規 約 

制定 昭和49年10月１日 

（名称） 

第１条 本会は，岐阜工業高等専門学校寮生会

（以下「寮生会」という。）と称する。 

（事務所） 

第２条 寮生会の事務所は岐阜工業高等専門学

校雄志寮（以下「雄志寮」という。）内に置く。 

（目的） 

第３条 寮生会は，寮生活を通じ，自律の精神

を重んじ，相互に信頼し合い，親和を旨とし，

他人に迷惑を及ぼす行為をしない自由で建設

的な人となるため，共同生活を自主的に運営

し，その向上に努めることを目的とする。 

（会員） 

第４条 雄志寮に入寮した者はすべて会員となる。 

第５条 会員はすべて平等な権利と義務を有する。 

（役員） 

第６条 寮生会に次の役員を置く。 

一 寮 長    １名 

二 副寮長    １名 

三 書記長    １名 

四 総 代    各寮１名 

五 副総代    各寮１名 

六 階 長    各階１名 

七 会計監査   ２名 

※ 
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八 第20条に規定する委員会の委員長 

２ 寮長は，寮生会を代表し，会務を掌握し最

大の権限をもっとともに，一切の責任を負う。 

３ 副寮長は，寮長を補佐し寮長に事故あると

きは寮長の職務を代行する。 

４ 総代は，当該寮の最高責任者として会員の

指導にあたり相互の融和に努める。 

５ 副総代は，総代を補佐し，総代に事故ある

ときはその職務を代行する。 

６ 階長は各階の管理・運営にあたり，当該階

に関し総会又は，執行部会に意見を申し出る

ことができる。 

７ 会計監査は寮生会の会計を監査する。 

（役員の任期） 

第７条 役員の任期は１年（後期初日から翌年前

期終日まで）とする。ただし，総代，副総代，

階長は６月（後期又は前期の期間）とする。 

２ 役員が任期中に辞任しようとする場合は，

寮長の承認を得なければならない。 

３ 役員は，総会員の５分の１以上の署名によ

る要求があり，信任投票の結果不信任投票が

総会員の過半数あった場合は解任される。 

４ 前２項の補欠の役員の任期は前任者の任期

の残余の期間とする。 

（役員の選出） 

第８条 役員の選出は，候補者（推薦候補者を

含む。以下同じ。）に対して会員の投票による。 

ただし，第６条第５号及び第６号の役員は総

代が委嘱する。 

（重複立候補の禁止） 

第９条 役員及び選挙管理委員は２つの候補者

に立候補することができない。 

（次期役員の選挙） 

第10条 役員の任期終了による選挙は任期終了

日から30日以内に行う。 

２ 第７条第２項及び第３項による補欠選挙は

原則として欠員が生じてから10日以内に行う。 

（総会） 

第11条 寮生会総会（以下「総会」という。）は

毎年10月及び４月に開かれなければならない。 

ただし，次の各号の１に該当する場合は臨時

に開かれなければならない。 

一 総会員の５分の１以上の署名による開催

要求があった場合 

二 執行部が必要と認めた場合 

（総会権限） 

第12条 総会は寮生会の最高議決機関である。 

（審議事項） 

第13条 総会は次の事項を審議し決定すること

ができる。 

一 予算・決算に関すること。 

二 行事に関すること。 

三 規約の制定改廃に関すること。 

四 その他重要な事項 

（議長） 

第14条 総会は寮長が招集し，議長及び副議長

を要する際は出席会員の過半数の賛成を得て，

寮長が指名する。 

（議決） 

第15条 総会は総会員の３分の２以上の出席に

よって成立し，議決は出席者の過半数の賛成

を必要とする。ただし，賛否同数の場合は議

長が決定する。 

（総会の議題等の公示） 

第16条 寮長は総会の議題及び期日を原則とし

て３日前までに公示しなければならない。 

（各寮総会） 

第17条 各寮は，それぞれ当該寮に入寮する会

員で構成する総会（以下「各寮総会」という。）

を開かねばならない。 

２ 各寮総会は該当寮棟運営に関する必要な事

項を審議し決定することができる。ただし，

その適用に際しては寮務会議の認可が必要で

ある。 

（各寮総会の招集） 

第18条 各寮総会は総代が次の各号の１に該当

する場合に招集し，議長を要する際は副総代

が務める。 

一 総代が必要と認めた場合 

二 寮長の要請があった場合 

三 当該会員の５分の１以上の署名による要

請があった場合 

（準用規定） 

第19条 各寮総会の議決その他は，総会の規定

を準用する。 

（委員会） 

第20条 寮生会業務の円滑な運営を計るため次

の委員会を置く。 
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ることがある。 

（防災及び衛生） 

第11条 寮生は，火災その他の災害防止につい

て常時注意するとともに，学校が行う防火訓

練その他の措置について協力しなければなら

ない。 

２ 寮生は，災害又は事故の発生を知った場合

には，当直教員に急報し，以後その指示に従

って行動しなければならない。 

第12条 伝染病の発生その他の事情により必要

がある場合には寮生に対し随時に健康診断及

び予防接種を実施する。 

２ 寮生は，各自健康の維持増進に留意し，病

気にかかったときは当直教員に届け出て医師

の診断を受けるものとする。 

第13条 寮生は，学生寮の施設・設備を所定の心

得に従って良心的に使用しなければならない。 

２ 寮生以外の学生は，学生寮において集会を

開いたり宿泊したりすることはできない。 

（整頓及び清掃） 

第14条 寮生は，身辺の整頓並びに所持品の管

理に常に留意し，紛失等の事故は速やかに当

直教員に届け出てその指示を受けなければな

らない。 

２ 寮生は，学生寮の清掃を分担しなければな

らない。 

（外泊及び外出等の手続） 

第15条 寮生が帰省，外泊及び旅行をしようと

するときは所定の願いを提出して当直教員の

承認を受けなければならない。 

（日課） 

第16条 学生寮の日課は，別表のとおりとする。

ただし，特別の事情がある場合には，当直教

員は臨時に変更することができる。 

附 則 

１ この規則は，昭和43年４月１日から施行する。 

２ 岐阜工業高等専門学校寄宿舎管理規則（昭

和38年学校規則第３号）及び岐阜工業高等専

門学校寄宿舎規程（昭和39年学校規則第11号）

は廃止する。 

省 略 

附 則 

この規程は，令和８年２月12日から施行し，

令和８年４月１日から適用する。 

別 表 

日課時刻表 

１ 起  床  ７：00 

２ 点  呼  ６：30～８：30 

３ 朝食・清掃 ７：00～８：30 

４ 登  校  ８：45 

５ 昼  食  12：10～13：00 

６ 夕  食  17：00～19：30 

７ 入  浴  17：00～21：50 

８ 自習時間  19：30～21：00 

休  憩  21：00～21：30 

自習時間  21：30～22：30 

※学則第５条に定める休業日及び学校行事

等で授業のない日の前夜は自由時間とする。 

９ 点  呼  19：00〜22：00 

10 消  灯  23：00 

 

 

２．寮 生 会 規 約 

制定 昭和49年10月１日 

（名称） 

第１条 本会は，岐阜工業高等専門学校寮生会

（以下「寮生会」という。）と称する。 

（事務所） 

第２条 寮生会の事務所は岐阜工業高等専門学

校雄志寮（以下「雄志寮」という。）内に置く。 

（目的） 

第３条 寮生会は，寮生活を通じ，自律の精神

を重んじ，相互に信頼し合い，親和を旨とし，

他人に迷惑を及ぼす行為をしない自由で建設

的な人となるため，共同生活を自主的に運営

し，その向上に努めることを目的とする。 

（会員） 

第４条 雄志寮に入寮した者はすべて会員となる。 

第５条 会員はすべて平等な権利と義務を有する。 

（役員） 

第６条 寮生会に次の役員を置く。 

一 寮 長    １名 

二 副寮長    １名 

三 書記長    １名 

四 総 代    各寮１名 

五 副総代    各寮１名 

六 階 長    各階１名 

七 会計監査   ２名 

※ 
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八 第20条に規定する委員会の委員長 

２ 寮長は，寮生会を代表し，会務を掌握し最

大の権限をもっとともに，一切の責任を負う。 

３ 副寮長は，寮長を補佐し寮長に事故あると

きは寮長の職務を代行する。 

４ 総代は，当該寮の最高責任者として会員の

指導にあたり相互の融和に努める。 

５ 副総代は，総代を補佐し，総代に事故ある

ときはその職務を代行する。 

６ 階長は各階の管理・運営にあたり，当該階

に関し総会又は，執行部会に意見を申し出る

ことができる。 

７ 会計監査は寮生会の会計を監査する。 

（役員の任期） 

第７条 役員の任期は１年（後期初日から翌年前

期終日まで）とする。ただし，総代，副総代，

階長は６月（後期又は前期の期間）とする。 

２ 役員が任期中に辞任しようとする場合は，

寮長の承認を得なければならない。 

３ 役員は，総会員の５分の１以上の署名によ

る要求があり，信任投票の結果不信任投票が

総会員の過半数あった場合は解任される。 

４ 前２項の補欠の役員の任期は前任者の任期

の残余の期間とする。 

（役員の選出） 

第８条 役員の選出は，候補者（推薦候補者を

含む。以下同じ。）に対して会員の投票による。 

ただし，第６条第５号及び第６号の役員は総

代が委嘱する。 

（重複立候補の禁止） 

第９条 役員及び選挙管理委員は２つの候補者

に立候補することができない。 

（次期役員の選挙） 

第10条 役員の任期終了による選挙は任期終了

日から30日以内に行う。 

２ 第７条第２項及び第３項による補欠選挙は

原則として欠員が生じてから10日以内に行う。 

（総会） 

第11条 寮生会総会（以下「総会」という。）は

毎年10月及び４月に開かれなければならない。 

ただし，次の各号の１に該当する場合は臨時

に開かれなければならない。 

一 総会員の５分の１以上の署名による開催

要求があった場合 

二 執行部が必要と認めた場合 

（総会権限） 

第12条 総会は寮生会の最高議決機関である。 

（審議事項） 

第13条 総会は次の事項を審議し決定すること

ができる。 

一 予算・決算に関すること。 

二 行事に関すること。 

三 規約の制定改廃に関すること。 

四 その他重要な事項 

（議長） 

第14条 総会は寮長が招集し，議長及び副議長

を要する際は出席会員の過半数の賛成を得て，

寮長が指名する。 

（議決） 

第15条 総会は総会員の３分の２以上の出席に

よって成立し，議決は出席者の過半数の賛成

を必要とする。ただし，賛否同数の場合は議

長が決定する。 

（総会の議題等の公示） 

第16条 寮長は総会の議題及び期日を原則とし

て３日前までに公示しなければならない。 

（各寮総会） 

第17条 各寮は，それぞれ当該寮に入寮する会

員で構成する総会（以下「各寮総会」という。）

を開かねばならない。 

２ 各寮総会は該当寮棟運営に関する必要な事

項を審議し決定することができる。ただし，

その適用に際しては寮務会議の認可が必要で

ある。 

（各寮総会の招集） 

第18条 各寮総会は総代が次の各号の１に該当

する場合に招集し，議長を要する際は副総代

が務める。 

一 総代が必要と認めた場合 

二 寮長の要請があった場合 

三 当該会員の５分の１以上の署名による要

請があった場合 

（準用規定） 

第19条 各寮総会の議決その他は，総会の規定

を準用する。 

（委員会） 

第20条 寮生会業務の円滑な運営を計るため次

の委員会を置く。 
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一 広報委員会 

二 会計委員会 

三 企画委員会 

四 文化委員会 

五 厚生委員会 

２ 前項各号の委員会に委員長を１名置き，前

項の第１号及び第２号の委員会委員は原則と

して各寮から１名を，第３号及び第４号の委

員会委員は各寮２名を，第５号の委員会委員

は各階１名をそれぞれ各寮総会において選出

できる。 

３ 各委員会の任務，権限等は別に定ある。 

（特別委員会） 

第21条 総会又は執行部会が必要と認めた場合

は，随時に特別委員会を置くことができる。 

２ 前項の委員長及び委員の選出方法等につい

てはその都度総会又は執行部で決定する。 

３ 特別委員会は，総会又は執行部会にその業

務の完了を報告し，その承認を得て解散する。 

（選挙管理委員会） 

第22条 役員その他の選挙の事務を管理するた

め，選挙管理委員会を置く。 

２ 選挙管理委員会は，各寮から１名を当該寮

総会が選出した者をもって構成することがで

きる。 

３ 選挙管理委員会は，事務を処理するため委

員長を置く。 

４ 前項の委員長は寮生会員の投票により選出

される。 

５ 選挙管理委員は，原則として投票の５日前

までにその旨を公示し，投票の結果を速やか

に公表しなければならない。 

（執行部の構成） 

第23条 会務を執行するため執行部を置く。 

２ 執行部は，次の者をもって構成する。 

一 寮 長 

二 副寮長 

三 書記長 

四 総 代 

五 委員会委員長 

３ 執行部は会務の執行にあたってすべての権

限と責任をもつ。 

（公聴会） 

第24条 執行部は，執行部の諮問機関として公

聴会を開くことができる。ただし，10人以上

の会員の要請があった場合は，開かなくては

ならない。 

２ 公聴会は，執行部に助言し勧告する。 

３ 寮長は公聴会の日時，案件等を予め公示し

なければならない。 

４ 公聴会に出席しようとする者は，予め寮長

に届け出なければならない。 

（公聴の原則） 

第25条 委員会及び執行部の会議は，原則とし

て公開とする。 

（経費） 

第26条 寮生会の経費は会費，寄附金その他の

収入をもってあてる。 

（会費） 

第27条 会員は，会費として年額4,000円を納入

するものとする。 

２ 会費は，10月及び４月の２期に区分し，それ

ぞれの期に年額の２分の１を納入するものと

する。 

ただし，既納の会費は返却しない。 

３ 中途に入会した会員の会費の額は年額の12

分の１に相当する額に入会の日の属する月か

ら次に納入する時期の前月までの月数を乗じ

た額とし，その入会した日の属する月に納入

するものとする。 

（会計年度） 

第28条 寮生会の会計年度は後期初日に始まり

翌年前期終日に終る。 

（予算編成） 

第29条 予算は，執行部で編成し総会の承認を

得なければならない。 

（決算） 

第30条 決算書は，会計委員会委員長が年度末

に作成し，会計監査の監査を受け，総会の承

認を得なければならない。 

（緊急支出） 

第31条 緊急に予算事項以外に支出の必要が生

じた場合，寮長の承認を得て予備費から支出

することができる。 

（監査） 

第32条 会計監査は，年度末にその年度におけ

る経理を監査し，その結果を総会に報告しな

ければならない。ただし，次の各号の１に該
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当する場合は，年度が途中においても監査を

行わなければならない。 

一 会計監査が必要と認めた場合 

二 総会員の２分の１以上の署名による要請

があった場合 

（規約の改廃） 

第33条 この規約の改廃は，総会の過半数の賛

成を得なければならない。 

（細則） 

第34条 寮長はこの規約を施行するに必要な細

則を定めることができる。 

附 則 

この規約は，昭和49年10月１日から施行する。 

省 略 

附 則 

この規約は，平成23年12月15日から施行し，

平成23年４月１日から適用する。 
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一 広報委員会 

二 会計委員会 

三 企画委員会 

四 文化委員会 

五 厚生委員会 

２ 前項各号の委員会に委員長を１名置き，前

項の第１号及び第２号の委員会委員は原則と

して各寮から１名を，第３号及び第４号の委

員会委員は各寮２名を，第５号の委員会委員

は各階１名をそれぞれ各寮総会において選出

できる。 

３ 各委員会の任務，権限等は別に定ある。 

（特別委員会） 

第21条 総会又は執行部会が必要と認めた場合

は，随時に特別委員会を置くことができる。 

２ 前項の委員長及び委員の選出方法等につい

てはその都度総会又は執行部で決定する。 

３ 特別委員会は，総会又は執行部会にその業

務の完了を報告し，その承認を得て解散する。 

（選挙管理委員会） 

第22条 役員その他の選挙の事務を管理するた

め，選挙管理委員会を置く。 

２ 選挙管理委員会は，各寮から１名を当該寮

総会が選出した者をもって構成することがで

きる。 

３ 選挙管理委員会は，事務を処理するため委

員長を置く。 

４ 前項の委員長は寮生会員の投票により選出

される。 

５ 選挙管理委員は，原則として投票の５日前

までにその旨を公示し，投票の結果を速やか

に公表しなければならない。 

（執行部の構成） 

第23条 会務を執行するため執行部を置く。 

２ 執行部は，次の者をもって構成する。 

一 寮 長 

二 副寮長 

三 書記長 

四 総 代 

五 委員会委員長 

３ 執行部は会務の執行にあたってすべての権

限と責任をもつ。 

（公聴会） 

第24条 執行部は，執行部の諮問機関として公

聴会を開くことができる。ただし，10人以上

の会員の要請があった場合は，開かなくては

ならない。 

２ 公聴会は，執行部に助言し勧告する。 

３ 寮長は公聴会の日時，案件等を予め公示し

なければならない。 

４ 公聴会に出席しようとする者は，予め寮長

に届け出なければならない。 

（公聴の原則） 

第25条 委員会及び執行部の会議は，原則とし

て公開とする。 

（経費） 

第26条 寮生会の経費は会費，寄附金その他の

収入をもってあてる。 

（会費） 

第27条 会員は，会費として年額4,000円を納入

するものとする。 

２ 会費は，10月及び４月の２期に区分し，それ

ぞれの期に年額の２分の１を納入するものと

する。 

ただし，既納の会費は返却しない。 

３ 中途に入会した会員の会費の額は年額の12

分の１に相当する額に入会の日の属する月か

ら次に納入する時期の前月までの月数を乗じ

た額とし，その入会した日の属する月に納入

するものとする。 

（会計年度） 

第28条 寮生会の会計年度は後期初日に始まり

翌年前期終日に終る。 

（予算編成） 

第29条 予算は，執行部で編成し総会の承認を

得なければならない。 

（決算） 

第30条 決算書は，会計委員会委員長が年度末

に作成し，会計監査の監査を受け，総会の承

認を得なければならない。 

（緊急支出） 

第31条 緊急に予算事項以外に支出の必要が生

じた場合，寮長の承認を得て予備費から支出

することができる。 

（監査） 

第32条 会計監査は，年度末にその年度におけ

る経理を監査し，その結果を総会に報告しな

ければならない。ただし，次の各号の１に該
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当する場合は，年度が途中においても監査を

行わなければならない。 

一 会計監査が必要と認めた場合 

二 総会員の２分の１以上の署名による要請

があった場合 

（規約の改廃） 

第33条 この規約の改廃は，総会の過半数の賛

成を得なければならない。 

（細則） 

第34条 寮長はこの規約を施行するに必要な細

則を定めることができる。 

附 則 

この規約は，昭和49年10月１日から施行する。 

省 略 

附 則 

この規約は，平成23年12月15日から施行し，

平成23年４月１日から適用する。 
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ⅩⅩ 諸 手 続 一 覧 
 

・申請により交付を受けるもの 

種   類 申請書類 申請窓口 期 日 発 行 日 ＨＰ 

成 績 証 明 書 

証 明 書 発 行 願 
教  務  係 

必要時随時 翌 日 

◎ 

卒 業 証 明 書 〃 〃 

卒 業 見 込 証 明 書 〃 〃 

修 了 証 明 書 〃 〃 

修 了 見 込 証 明 書 〃 〃 

在 学 証 明 書 〃 〃 

学 生 証 学 生 証 発 行 願 〃 二週間後 ◎ 

学生旅客運賃割引証 旅 行 届 

学  生  係 

〃 翌 日 ◎ 

通 学 証 明 書 通学証明書発行願 〃 〃  

健 康 診 断 証 明 書 証 明 書 発 行 願 〃 三日後  

在 寮 証 明 書 在寮証明書発行願 寮  務  係 〃 翌 日  

 

・届出をするもの 

種   類 提出先 期 日 備      考 ＨＰ 

欠 席，欠 課， 

遅 刻，早 退 届 
学 級 担 任 そ の 都 度 病気のときは医師の診断書が必要 

学生準則第14条 
◎ 

奨 学 生 進 学 届 

学 生 係 

入 学 直 後 日本学生支援機構奨学生採用候補者  

保 護 者 等 変 更 届 そ の 都 度 学生準則第４条・第５条 ◎ 

自動車運転免許取得届 〃 学生の自動車運転免許取得等に関する規程 ◎ 

自 動 車 通 学 届 〃    〃 ◎ 

住 居 変 更 届 〃 学生準則第13条 ◎ 

改 氏 名 届 〃 学生準則第12条 ◎ 

ア ル バ イ ト 届 〃 １週間前に届出 ◎ 

旅 行 届 〃    〃 ◎ 

登 山 届 〃 ２週間前に届出 ◎ 

破 損 届 〃  ◎ 

紛 失 届 〃  ◎ 

入 寮 誓 約 書 

寮 務 係 

入 寮 の 際   

寮 生 身 上 調 書 〃   

欠 食 届 そ の 都 度 ２日前までに届出  
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ⅩⅩ 諸 手 続 一 覧 
 

・申請により交付を受けるもの 

種   類 申請書類 申請窓口 期 日 発 行 日 ＨＰ 

成 績 証 明 書 

証 明 書 発 行 願 
教  務  係 

必要時随時 翌 日 

◎ 

卒 業 証 明 書 〃 〃 

卒 業 見 込 証 明 書 〃 〃 

修 了 証 明 書 〃 〃 

修 了 見 込 証 明 書 〃 〃 

在 学 証 明 書 〃 〃 

学 生 証 学 生 証 発 行 願 〃 二週間後 ◎ 

学生旅客運賃割引証 旅 行 届 

学  生  係 

〃 翌 日 ◎ 

通 学 証 明 書 通学証明書発行願 〃 〃  

健 康 診 断 証 明 書 証 明 書 発 行 願 〃 三日後  

在 寮 証 明 書 在寮証明書発行願 寮  務  係 〃 翌 日  

 

・届出をするもの 

種   類 提出先 期 日 備      考 ＨＰ 

欠 席，欠 課， 

遅 刻，早 退 届 
学 級 担 任 そ の 都 度 病気のときは医師の診断書が必要 

学生準則第14条 
◎ 

奨 学 生 進 学 届 

学 生 係 

入 学 直 後 日本学生支援機構奨学生採用候補者  

保 護 者 等 変 更 届 そ の 都 度 学生準則第４条・第５条 ◎ 

自動車運転免許取得届 〃 学生の自動車運転免許取得等に関する規程 ◎ 

自 動 車 通 学 届 〃    〃 ◎ 

住 居 変 更 届 〃 学生準則第13条 ◎ 

改 氏 名 届 〃 学生準則第12条 ◎ 

ア ル バ イ ト 届 〃 １週間前に届出 ◎ 

旅 行 届 〃    〃 ◎ 

登 山 届 〃 ２週間前に届出 ◎ 

破 損 届 〃  ◎ 

紛 失 届 〃  ◎ 

入 寮 誓 約 書 

寮 務 係 

入 寮 の 際   

寮 生 身 上 調 書 〃   

欠 食 届 そ の 都 度 ２日前までに届出  
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・願い出て許可を得るもの 

種   類 提出先 期 日 備      考 ＨＰ 

休 学 願 

学級担任 

２週間前まで 
病気のときは医師の診断書が必要 

学生準則第９条 
◎ 

復 学 願 〃 
   〃 

学生準則第10条 ◎ 

退 学 願 〃 学生準則第11条 ◎ 

転 科 願 指定期日 転科に関する内規 ◎ 

忌 引 願 その都度 学生準則第15条 ◎ 

受 験 願 
出願開始期日の

２週間前まで  ◎ 

科目等履修生入学願書 

教 務 係  

〃  ◎ 

聴 講 生 入 学 願 書 〃  ◎ 

研 究 生 入 学 願 書 指定期日  ◎ 

校 外 団 体 参 加 願 

学 生 係 

その都度 学生準則第25条 ◎ 

集 会 ・ 行 事 許 可 願 〃 １週間前に申請 学生準則第27条 ◎ 

校内印刷物配布販売許可願 〃 当該印刷物添付 学生準則第29条 ◎ 

掲 示 許 可 願 〃 学生準則第30条 ◎ 

施設・設備使用許可願 〃 学生準則第31条 ◎ 

合宿研修施設使用許可願 〃 １週間前に申請 合宿研修施設使用規程 ◎ 

合 宿 許 可 願 〃 １週間前に申請 ◎ 

海 外 旅 行 願 〃 ２ヶ月前に申請 ◎ 

自 動 車 運 転 免 許 取 得 

許 可 書 発 行 願 
〃 学生の自動車運転免許取得等に関する規程 ◎ 

校 内 駐 車 許 可 願 〃    〃  

下 宿 承 認 願 〃   

入 学 料 免 除 願 〃 入学料免除及び徴収猶予に関する規程  

授 業 料 免 除 願 〃 授業料及び寄宿料免除等に関する規程  

入 学 料 徴 収 猶 予 願 指定期日 入学料免除及び徴収猶予に関する規程  

授 業 料 徴 収 猶 予 願 〃 授業料及び寄宿料免除等に関する規程  

授 業 料 月 割 分 納 願 〃   

奨 学 生 願 書 〃 日本学生支援機構奨学生及び岐阜県選奨生  

就職試験受験許可願兼 

関 係 書 類 発 行 発 送 願 
その都度  ◎ 

「 伊 吹 」 使 用 許 可 願 〃  ◎ 

プ ー ル 使 用 願 〃 前日までに申請 ◎ 

寄 宿 料 免 除 願 

寮 務 係 

その都度   

入 寮 願 退 寮 願 〃   

退 寮 願 〃   

帰 省 ・ 外 泊 願 〃   
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・履修関係で提出を要するもの 

 

本科生関係 

種    類 提出先 期  日 書類提出対象者 ＨＰ 
派 遣 報 告 書 学 級 担 任 通知された期日 第５学年該当学生 ◎ 
追 試 験 受 験 願 授業科目 

担当教員 そ の 都 度 追試を希望する者 ◎ 
単 位 修 得 申 請 書 学 級 担 任 通知された期日 仮進級者及び原級留置者 ◎ 
選 択 科 目 受 講 願 〃 指定された期日 第５学年全学生  
卒業にかかる単位修得 
追 加 認 定 申 請 願 〃 通知された期日 申請を希望する第５学年学生 ◎ 
大学等における学修許可願 〃 そ の 都 度 本校以外の教育施設での学修を希望する者 ◎ 
大学等の学修単位修得認定申請書 〃 〃 本校以外の教育施設での単位修得認定を希望する者 ◎ 
技 能 審 査 単 位 修 得 
認 定 申 請 書 〃 〃 実用英語技能検定等の単位修得認定希望者 ◎ 
校 外 実 習 証 明 書 〃 〃 校外実習を実施した第４学年学生 ◎ 
校 外 実 習 報 告 書 〃 〃 校外実習を実施した第４学年学生 ◎ 
校 外 実 習 日 誌 〃 〃 校外実習を実施した第４学年学生 ◎ 
留 学 生 相 談 員 報 告 書 指 導 教 員 〃 当該年度に留学生相談員の委嘱を受けた者 ◎ 
ものづくりリテラシー教育 
実 習 証 明 書 〃 〃 「ものづくりリテラシー教育プログラム」参加学生  
ものづくりリテラシー教育 
実 習 報 告 書 〃 〃 「ものづくりリテラシー教育プログラム」参加学生  
ものづくりリテラシー教育 
実 習 日 誌 〃 〃 「ものづくりリテラシー教育プログラム」参加学生  
 

専攻科生関係 

種    類 提出先 期  日 書類提出対象者 ＨＰ 
専 攻 科 追 試 験 受 験 願 授業科目 

担当教員 そ の 都 度 追試を希望する者 ◎ 
専攻科における未修得授業 
科目の単位修得申請書 授業科目 

担当教員 通知された期日 申請を希望する専攻科学生  
既修得単位認定申請書 専 攻 科 長 そ の 都 度 他の高等教育機関における学修成果の認定希望者 ◎ 
専攻科特別実習計画書 指 導 教 員 通知された期日 第１年次 ◎ 
専攻科特別実習証明書 〃 〃 第１年次 ◎ 
専攻科特別実習報告書 〃 〃 第１年次 ◎ 
専 攻 科 特 別 実 習 日 誌 〃 〃 第１年次 ◎ 
科学技術リテラシー教育 
実 習 証 明 書 〃 〃 「科学技術リテラシー教育実習」科目受講者  
科学技術リテラシー教育 
実 習 報 告 書 〃 〃 「科学技術リテラシー教育実習」科目受講者  
科学技術リテラシー教育 
実 習 日 誌 〃 〃 「科学技術リテラシー教育実習」科目受講者  
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・願い出て許可を得るもの 

種   類 提出先 期 日 備      考 ＨＰ 

休 学 願 

学級担任 

２週間前まで 
病気のときは医師の診断書が必要 

学生準則第９条 
◎ 

復 学 願 〃 
   〃 

学生準則第10条 ◎ 

退 学 願 〃 学生準則第11条 ◎ 

転 科 願 指定期日 転科に関する内規 ◎ 

忌 引 願 その都度 学生準則第15条 ◎ 

受 験 願 
出願開始期日の

２週間前まで  ◎ 

科目等履修生入学願書 

教 務 係  

〃  ◎ 

聴 講 生 入 学 願 書 〃  ◎ 

研 究 生 入 学 願 書 指定期日  ◎ 

校 外 団 体 参 加 願 

学 生 係 

その都度 学生準則第25条 ◎ 

集 会 ・ 行 事 許 可 願 〃 １週間前に申請 学生準則第27条 ◎ 

校内印刷物配布販売許可願 〃 当該印刷物添付 学生準則第29条 ◎ 

掲 示 許 可 願 〃 学生準則第30条 ◎ 

施設・設備使用許可願 〃 学生準則第31条 ◎ 

合宿研修施設使用許可願 〃 １週間前に申請 合宿研修施設使用規程 ◎ 

合 宿 許 可 願 〃 １週間前に申請 ◎ 

海 外 旅 行 願 〃 ２ヶ月前に申請 ◎ 

自 動 車 運 転 免 許 取 得 

許 可 書 発 行 願 
〃 学生の自動車運転免許取得等に関する規程 ◎ 

校 内 駐 車 許 可 願 〃    〃  

下 宿 承 認 願 〃   

入 学 料 免 除 願 〃 入学料免除及び徴収猶予に関する規程  

授 業 料 免 除 願 〃 授業料及び寄宿料免除等に関する規程  

入 学 料 徴 収 猶 予 願 指定期日 入学料免除及び徴収猶予に関する規程  

授 業 料 徴 収 猶 予 願 〃 授業料及び寄宿料免除等に関する規程  

授 業 料 月 割 分 納 願 〃   

奨 学 生 願 書 〃 日本学生支援機構奨学生及び岐阜県選奨生  

就職試験受験許可願兼 

関 係 書 類 発 行 発 送 願 
その都度  ◎ 

「 伊 吹 」 使 用 許 可 願 〃  ◎ 

プ ー ル 使 用 願 〃 前日までに申請 ◎ 

寄 宿 料 免 除 願 

寮 務 係 

その都度   

入 寮 願 退 寮 願 〃   

退 寮 願 〃   

帰 省 ・ 外 泊 願 〃   
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・履修関係で提出を要するもの 

 

本科生関係 

種    類 提出先 期  日 書類提出対象者 ＨＰ 
派 遣 報 告 書 学 級 担 任 通知された期日 第５学年該当学生 ◎ 
追 試 験 受 験 願 授業科目 

担当教員 そ の 都 度 追試を希望する者 ◎ 
単 位 修 得 申 請 書 学 級 担 任 通知された期日 仮進級者及び原級留置者 ◎ 
選 択 科 目 受 講 願 〃 指定された期日 第５学年全学生  
卒業にかかる単位修得 
追 加 認 定 申 請 願 〃 通知された期日 申請を希望する第５学年学生 ◎ 
大学等における学修許可願 〃 そ の 都 度 本校以外の教育施設での学修を希望する者 ◎ 
大学等の学修単位修得認定申請書 〃 〃 本校以外の教育施設での単位修得認定を希望する者 ◎ 
技 能 審 査 単 位 修 得 
認 定 申 請 書 〃 〃 実用英語技能検定等の単位修得認定希望者 ◎ 
校 外 実 習 証 明 書 〃 〃 校外実習を実施した第４学年学生 ◎ 
校 外 実 習 報 告 書 〃 〃 校外実習を実施した第４学年学生 ◎ 
校 外 実 習 日 誌 〃 〃 校外実習を実施した第４学年学生 ◎ 
留 学 生 相 談 員 報 告 書 指 導 教 員 〃 当該年度に留学生相談員の委嘱を受けた者 ◎ 
ものづくりリテラシー教育 
実 習 証 明 書 〃 〃 「ものづくりリテラシー教育プログラム」参加学生  
ものづくりリテラシー教育 
実 習 報 告 書 〃 〃 「ものづくりリテラシー教育プログラム」参加学生  
ものづくりリテラシー教育 
実 習 日 誌 〃 〃 「ものづくりリテラシー教育プログラム」参加学生  
 

専攻科生関係 

種    類 提出先 期  日 書類提出対象者 ＨＰ 
専 攻 科 追 試 験 受 験 願 授業科目 

担当教員 そ の 都 度 追試を希望する者 ◎ 
専攻科における未修得授業 
科目の単位修得申請書 授業科目 

担当教員 通知された期日 申請を希望する専攻科学生  
既修得単位認定申請書 専 攻 科 長 そ の 都 度 他の高等教育機関における学修成果の認定希望者 ◎ 
専攻科特別実習計画書 指 導 教 員 通知された期日 第１年次 ◎ 
専攻科特別実習証明書 〃 〃 第１年次 ◎ 
専攻科特別実習報告書 〃 〃 第１年次 ◎ 
専 攻 科 特 別 実 習 日 誌 〃 〃 第１年次 ◎ 
科学技術リテラシー教育 
実 習 証 明 書 〃 〃 「科学技術リテラシー教育実習」科目受講者  
科学技術リテラシー教育 
実 習 報 告 書 〃 〃 「科学技術リテラシー教育実習」科目受講者  
科学技術リテラシー教育 
実 習 日 誌 〃 〃 「科学技術リテラシー教育実習」科目受講者  
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上記の◎のある様式については下記のＵＲＬにて電子ファイル（ＷＯＲＤ・ＰＤＦ版）を

ダウンロードできます。（学内専用） 

https://www.cc.gifu-nct.ac.jp/gakunaiyou/gakuseishorui/gakuseiyou.htm 

 

表示の無いものは，提出先教員または，提出窓口へ申し出てください。 

 

提出先：学生課（教務係・学生係）…１号館１階 

       学生課（寮  務  係）…雄志寮管理棟１階 

    総務課         …１号館１階 

 

いずれも８時30分～17時00分まで（土日祝日を除く） 
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７．令和７年度クラブ・同好会顧問 

〈クラブ〉 

陸上競技 樋口、柴田（欣)、今田、渡邉(慎）、吉村 

サッカ－ 山本（翔)、中島（泉)、宮藤、廣瀬 

硬式野球 麻草、片峯、岡崎、白木、松田《田中（猛）》 

ソフトテニス 八木、石丸、出口、櫻木、松永、 

バレーボール  勝野、久保田、角野、和田、石、 

バスケットボール 堀内、山本（高)、北、今井 

卓球 井向、佐川、水野（和）、小川《加納、佐藤（昌）》 

柔道 栗山、山本（浩)、角野《井尾、山川》 

剣道 山田（実)、中島（泰)、堅田、川端 

水泳 小川、今井、遠藤 

ハンドボール 水野（剛）、福永、今田、北《中村》 

テニス 青木（佳)、渡邉（尚)、高松、小林、鎌田 

バドミントン 山田（博)、野々村、菅、クマール、川崎 

ラグビーフットボール 北谷、犬飼、渡邉（尚) 

空手道 飯田、堅田、岡崎 

美術  櫻木、菅 

吹奏楽 石川、羽渕、和田、青木（哲） 

合唱  羽渕、岡崎、高松 

ESS 野々村、クマール 

囲碁・将棋 菊、中島（泉)、川端 

ロボット研究会  田島、岸田、山田（実）、柴田（良） 

エコラン 山本（高)、冨田（睦）《青山》 

コンピュータ倶楽部  菊、田島 

宇宙工学研究会 河野、遠藤、柴田（良） 

演劇  青木（哲）、中島（泰) 

 

〈同好会〉 

軽音楽 中島（泉)  

LEGO 山田（実)  

写真 渡邉（尚） 

ダンス同好会 山本（翔） 

※《技術支援職員》  

ⅩⅡ教務（本科）
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ⅩⅡ 教  務（本科） 
 

 

１．岐阜工業高等専門学校試験，成績評

価，進級及び卒業に関する内規 

制定 平成６年２月24日 

第１章 試験 

（試験の種類） 

第１条 試験は，平常試験，中間試験，期末試

験，追試験及び追加認定試験とする。 

（平常試験） 

第２条 平常試験は，各授業科目担当教員がそ

の授業時間に随時実施する。 

（中間試験） 

第３条 中間試験は，６月及び12月に一定期間

を定め，授業科目担当教員が必要と認めた当

該授業科目について，授業の一環として行う。 

 （期末試験） 

第４条 期末試験は，各学期末に一定期間を定

め，授業科目担当教員が必要と認めた当該授

業科目について行う。 

 （追試験） 

第５条 追試験は，病気その他やむを得ない事

由によって試験を受けなかった者に対して当

該授業科目担当教員が必要と認めたときに行

う。 

２ 追試験を受けようとする者は，所定の追試

験受験願を学級担任を経て，当該授業科目担

当教員に提出するものとする。 

 （追加認定試験） 

第６条 追加認定試験は，次の各号に定めると

おりとする。 

 一 第17条第２項にかかわる仮進級者の成績

向上を確認し，単位修得を認定するため，

原則として当該授業科目履修の翌年度に実

施する試験 

二 卒業認定に係る成績報告締切以後におい

て，未修得授業科目の成績向上を確認し，

単位修得を認定するために実施する試験 

 （試験の実施） 

第７条 試験の実施については，別に定める。 

（不正行為） 

第８条 試験に関し，不正行為をした者に対し

ては，その試験または定期試験においては該当

期間の全試験の成績点を０点とする。 
第２章 成績評価 

 （成績評価） 

第９条 成績評価は，学期評価と学年評価とに

区分する。 

２ 各授業科目についての成績評価方法及び成

績評価基準は，シラバスに記載しなければな

らない。  

（成績評価の表示） 

第10条 成績評価の表示は，10から２までの整

数で表示し，６以上を合格とし，５から２ま

でを不合格とする。 

２ 特別活動及び卒業研究についての成績評価

は，合格又は不合格とする。 

３ 成績評価の表示は，前２項の規定にかかわ

らず，別に定めるところにより，優，良，可

及び不可その他の表示をすることができる。 

 （学期評価） 

第11条 学期評価は，シラバスに記載された成

績評価方法及び成績評価基準に基づき，各授

業科目担当教員が決定する。  

 （学年評価） 

第12条 学年評価は，シラバスに記載された成

績評価方法及び成績評価基準に基づき，各授

業科目担当教員が決定する。ただし，評価は

前期と後期の評価の範囲内の整数で評価する。

なお，１年未満で履修を完了する授業科目に

ついては，その期間の成績をもって決定する。 

２ 身体に障がいを有する者で，シラバスに記

載された「成績評価の基準」に基づく評価項

目を実施できない場合には，授業担当教員の

裁量により別途，定められた成績評価基準等

を採用することができる。なお，「身体に障が

いを有する者」とは「身体障害者手帳」の交

付を受け所持している者，又は本校の学校医

がこれに相当すると認める者をいう。 

 （成績異議申し立て） 

第13条 学生は，当該期の成績評価について，

異議を申し立てることができる。 

２ 異議申し立て期間は，年度ごとに校長の承

認を経て決定する。 
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ⅩⅡ 教  務（本科） 
 

 

１．岐阜工業高等専門学校試験，成績評

価，進級及び卒業に関する内規 

制定 平成６年２月24日 

第１章 試験 

（試験の種類） 

第１条 試験は，平常試験，中間試験，期末試

験，追試験及び追加認定試験とする。 

（平常試験） 

第２条 平常試験は，各授業科目担当教員がそ

の授業時間に随時実施する。 

（中間試験） 

第３条 中間試験は，６月及び12月に一定期間

を定め，授業科目担当教員が必要と認めた当

該授業科目について，授業の一環として行う。 

 （期末試験） 

第４条 期末試験は，各学期末に一定期間を定

め，授業科目担当教員が必要と認めた当該授

業科目について行う。 

 （追試験） 

第５条 追試験は，病気その他やむを得ない事

由によって試験を受けなかった者に対して当

該授業科目担当教員が必要と認めたときに行

う。 

２ 追試験を受けようとする者は，所定の追試

験受験願を学級担任を経て，当該授業科目担

当教員に提出するものとする。 

 （追加認定試験） 

第６条 追加認定試験は，次の各号に定めると

おりとする。 

 一 第17条第２項にかかわる仮進級者の成績

向上を確認し，単位修得を認定するため，

原則として当該授業科目履修の翌年度に実

施する試験 

二 卒業認定に係る成績報告締切以後におい

て，未修得授業科目の成績向上を確認し，

単位修得を認定するために実施する試験 

 （試験の実施） 

第７条 試験の実施については，別に定める。 

（不正行為） 

第８条 試験に関し，不正行為をした者に対し

ては，その試験または定期試験においては該当

期間の全試験の成績点を０点とする。 
第２章 成績評価 

 （成績評価） 

第９条 成績評価は，学期評価と学年評価とに

区分する。 

２ 各授業科目についての成績評価方法及び成

績評価基準は，シラバスに記載しなければな

らない。  

（成績評価の表示） 

第10条 成績評価の表示は，10から２までの整

数で表示し，６以上を合格とし，５から２ま

でを不合格とする。 

２ 特別活動及び卒業研究についての成績評価

は，合格又は不合格とする。 

３ 成績評価の表示は，前２項の規定にかかわ

らず，別に定めるところにより，優，良，可

及び不可その他の表示をすることができる。 

 （学期評価） 

第11条 学期評価は，シラバスに記載された成

績評価方法及び成績評価基準に基づき，各授

業科目担当教員が決定する。  

 （学年評価） 

第12条 学年評価は，シラバスに記載された成

績評価方法及び成績評価基準に基づき，各授

業科目担当教員が決定する。ただし，評価は

前期と後期の評価の範囲内の整数で評価する。

なお，１年未満で履修を完了する授業科目に

ついては，その期間の成績をもって決定する。 

２ 身体に障がいを有する者で，シラバスに記

載された「成績評価の基準」に基づく評価項

目を実施できない場合には，授業担当教員の

裁量により別途，定められた成績評価基準等

を採用することができる。なお，「身体に障が

いを有する者」とは「身体障害者手帳」の交

付を受け所持している者，又は本校の学校医

がこれに相当すると認める者をいう。 

 （成績異議申し立て） 

第13条 学生は，当該期の成績評価について，

異議を申し立てることができる。 

２ 異議申し立て期間は，年度ごとに校長の承

認を経て決定する。 
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（成績評価の通知） 

第14条 学期評価及び学年評価は，その都度所

定の通知票に記入して，保護者に通知する。 

２ 各学生の成績順位は，学級ごとに学期評価

及び学年評価の総合成績に基づき決定し，通

知票等に記入する。なお，成績順位の取扱い

は，別に定める。 

第３章 進級，原級留置及び卒業 

 （単位計算の定義） 

第14条の２ 履修単位とは、岐阜工業高等専門

学校学則（以下「学則」という。）第13条第２

項に規定する１単位の授業科目を30単位時間

（１単位時間は，標準50分とする。）の履修と

する単位をいう。 

２ 学修単位とは，学則第13条第３項に規定す

る１単位の授業科目を授業・課題学修等及び

教室外学修を合わせ45時間の学修とする単位

をいう。 

 （学修単位の計算） 

第14条の３ 学則第13条第３項の規定により，

学修単位とする授業科目及び単位計算の基準

は，次のとおりとする。 

一 学修単位とする授業科目は，学則別表第

１及び同第２に定めるものとする。 

二 講義及び演習については，授業等毎週１

時間15週をもって１単位とする。 

三 実験・実習及び実技については，授業等

毎週２時間15週をもって１単位とする。 

 （履修等） 

第15条 各授業科目について，出席時数がその

授業科目の年間実施授業時数の４分の３を超

えた場合，その授業科目を履修したものと認

定する。 

２ 欠課時数が年間授業時数の４分の１以上の

場合は，当該授業科目を未履修とし，学年評

価を１とする。 

３ 前項の規定にかかわらず，次の各号のすべ

てを満たし，提出書類を審査の上，校長が認

めた場合には履修したものと認定する。 

一 成績評価が６以上の見込みであることを

当該授業担当教員が証明できること。 

二 出席時数が３分の２を超えること。 

 

三 長期欠課が，病気又は怪我等による入院

等その他やむを得ない理由によるものであ

ること。 

４ 前項に該当する学生がある場合，学級担任

は，次の各号に掲げる証明書等を取り纏めの

うえ，学期末の当該授業科目の成績報告締切

日以前に校長に提出しなければならない。 

一 成績評価及び出席時数証明書（別紙様式１） 

二 病気又は怪我等を証明する公的書類 

三 理由書（その他やむを得ない理由の場合） 

５ 遅刻及び早退については，３回をもって１

単位時間の欠課時数に換算する。 

 （単位の修得等） 

第16条 履修した授業科目等の単位修得は，次

の各号に定めるところにより認定する。 

一 授業科目 成績評価６以上の場合 

 二 卒業研究 成績評価合格の場合 

２ 特別活動は，出席時数が年間授業時数の４

分の３を超え，成果が認められた場合に合格

とし，単位を認定する。 

 （進級の認定） 

第17条 第１学年から第４学年までにおいて，

履修すべき全授業科目について，学年評価が

６以上及び特別活動（第４学年を除く。）が合

格である者は，次学年への進級を認定する。 

２ 前項の規定にかかわらず，第１学年から第

４学年までにおいて，修得すべき授業科目の

単位数のうち，６から未修得授業科目に係る

評価数を減じ，その数に同授業科目の単位数

を乗じた数の合計が12以下の者（第19条第１

号，第２号，第４号及び第５号に該当する者

を除く。）は，次学年への進級（以下「仮進級」

という。）を認定する。 

 （単位修得の追加認定等） 

第18条 前条第２項に基づき仮進級した者の下

位の学年の未修得授業科目の単位修得につい

ては，次の各号に掲げる成績向上に関する措

置をとらなければならない。ただし，当該未

修得授業科目を再度履修することを要しない。 

 一 シラバスの成績評価基準等により参照さ

れる能力項目について，課題指導等による

所要水準への向上 

 二 追加認定試験等による成績向上の証明 
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２ 当該授業科目担当教員は，前項第２号に係

る成績書類を校長に提出しなければならない。 

３ 仮進級により進級した第２学年から第４学

年までの者は，下位の学年の未修得単位のす

べてを修得しない場合には次学年への進級は

認定できない。 

４ 仮進級者の下位の学年の未修得単位の修得

に際しては，シラバス等に記載された当該授

業科目の成績評価基準にかかわらず，成績評

価は６を上限とする。 

 （原級留置） 

第19条 学則第14条に基づく各学年の課程の修

了又は卒業の認定に当たっては，次の各号の

一に該当する場合には，原学年にとどめる（以

下「原級留置」という。）ものとする。 

一 各学年の修得すべき授業科目中に未履修

授業科目がある者 

二 第１学年から第３学年までにおいて特別

活動を修得していない者 

三 第１学年から第４学年までにおいて修得

すべき授業科目の単位数のうち，６から未

修得授業科目に係る評価数を減じ，その数

に同授業科目の単位数を乗じた数の合計が

12を超える者 

四 第１学年から第４学年までにおいて修得

すべき授業科目の単位数のうち，６から未

修得授業科目に係る評価数を減じ，その数

に同授業科目の単位数を乗じた数の合計が

12以下であっても，別表１に定める授業科

目の単位を修得していない者 

五 第２学年から第４学年までにおいて，前条

第３項により進級を認定されなかった者 

六 第５学年において修得すべき単位（第17

条第２項に基づく未修得単位を含む。）を修

得していない者 

（原級留置者の次年度における履修） 

第20条 原級留置者は，次年度において，次の

各号に掲げる者に応じて定める授業科目等に

ついて，再履修しなければならない。 

一 第１学年から第３学年までにおいて原級

留置となった者 原学年の成績評価７以下

の授業科目及び特別活動（ただし，原学年

において下位の学年の未修得授業科目は再

履修を要しない。） 

二 第４学年及び第５学年において原級留置

となった者 原学年の未修得の授業科目

（ただし，原学年において下位の学年の未

修得授業科目は再履修を要しない。） 

（上位学年の授業科目の単位修得） 

第21条 第４学年の原級留置者は，教育上支障

のない場合に限り，第５学年の授業科目を履

修し単位を修得することができる。ただし，

別表２に定める授業科目を履修し単位を修得

することはできない。 

２ 第４学年の原級留置者が，第５学年の授業

科目を履修し単位を修得できない場合は，未

修得授業科目を再度履修し単位を修得しなけ

ればならない。 

（卒業研究の再履修） 

第22条 第５学年において未修得単位がある場

合は，卒業研究の単位は認定しないものとし，

次年度に卒業研究を再履修の上，修得しなけ

ればならない。 

（単位修得申請書の提出） 

第23条 原級留置者の単位修得については，単

位修得申請書（別紙様式２）を学級担任を経

て校長に提出し，許可を得なければならない。 

２ 第２学年から第５学年までへ仮進級した者

が，下位の学年の未修得単位を修得する場合

には，単位修得申請書（別紙様式２）を学級

担任を経て校長に提出し，許可を得なければ

ならない。 

（２年連続の原級留置者の措置） 

第24条 休学を除き２年連続して原級留置とな

った者は，本校にとどまることはできない。 

（卒業の認定） 

第25条 所定の全授業科目を履修し，岐阜工業高

等専門学校学則第13条に定める単位数を修得

し，特別活動に合格した者は卒業を認定する。 

 （編入学生の下位学年単位の認定） 

第26条 編入学生の単位の取り扱いについては，

編入学前の学年の単位は全て修得したものと

する。 

   附 則 

１ この内規は，平成６年４月１日から施行する。 

   省 略 

附 則 

この内規は，令和７年４月１日から施行する。 
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（成績評価の通知） 

第14条 学期評価及び学年評価は，その都度所

定の通知票に記入して，保護者に通知する。 

２ 各学生の成績順位は，学級ごとに学期評価

及び学年評価の総合成績に基づき決定し，通

知票等に記入する。なお，成績順位の取扱い

は，別に定める。 

第３章 進級，原級留置及び卒業 

 （単位計算の定義） 

第14条の２ 履修単位とは、岐阜工業高等専門

学校学則（以下「学則」という。）第13条第２

項に規定する１単位の授業科目を30単位時間

（１単位時間は，標準50分とする。）の履修と

する単位をいう。 

２ 学修単位とは，学則第13条第３項に規定す

る１単位の授業科目を授業・課題学修等及び

教室外学修を合わせ45時間の学修とする単位

をいう。 

 （学修単位の計算） 

第14条の３ 学則第13条第３項の規定により，

学修単位とする授業科目及び単位計算の基準

は，次のとおりとする。 

一 学修単位とする授業科目は，学則別表第

１及び同第２に定めるものとする。 

二 講義及び演習については，授業等毎週１

時間15週をもって１単位とする。 

三 実験・実習及び実技については，授業等

毎週２時間15週をもって１単位とする。 

 （履修等） 

第15条 各授業科目について，出席時数がその

授業科目の年間実施授業時数の４分の３を超

えた場合，その授業科目を履修したものと認

定する。 

２ 欠課時数が年間授業時数の４分の１以上の

場合は，当該授業科目を未履修とし，学年評

価を１とする。 

３ 前項の規定にかかわらず，次の各号のすべ

てを満たし，提出書類を審査の上，校長が認

めた場合には履修したものと認定する。 

一 成績評価が６以上の見込みであることを

当該授業担当教員が証明できること。 

二 出席時数が３分の２を超えること。 

 

三 長期欠課が，病気又は怪我等による入院

等その他やむを得ない理由によるものであ

ること。 

４ 前項に該当する学生がある場合，学級担任

は，次の各号に掲げる証明書等を取り纏めの

うえ，学期末の当該授業科目の成績報告締切

日以前に校長に提出しなければならない。 

一 成績評価及び出席時数証明書（別紙様式１） 

二 病気又は怪我等を証明する公的書類 

三 理由書（その他やむを得ない理由の場合） 

５ 遅刻及び早退については，３回をもって１

単位時間の欠課時数に換算する。 

 （単位の修得等） 

第16条 履修した授業科目等の単位修得は，次

の各号に定めるところにより認定する。 

一 授業科目 成績評価６以上の場合 

 二 卒業研究 成績評価合格の場合 

２ 特別活動は，出席時数が年間授業時数の４

分の３を超え，成果が認められた場合に合格

とし，単位を認定する。 

 （進級の認定） 

第17条 第１学年から第４学年までにおいて，

履修すべき全授業科目について，学年評価が

６以上及び特別活動（第４学年を除く。）が合

格である者は，次学年への進級を認定する。 

２ 前項の規定にかかわらず，第１学年から第

４学年までにおいて，修得すべき授業科目の

単位数のうち，６から未修得授業科目に係る

評価数を減じ，その数に同授業科目の単位数

を乗じた数の合計が12以下の者（第19条第１

号，第２号，第４号及び第５号に該当する者

を除く。）は，次学年への進級（以下「仮進級」

という。）を認定する。 

 （単位修得の追加認定等） 

第18条 前条第２項に基づき仮進級した者の下

位の学年の未修得授業科目の単位修得につい

ては，次の各号に掲げる成績向上に関する措

置をとらなければならない。ただし，当該未

修得授業科目を再度履修することを要しない。 

 一 シラバスの成績評価基準等により参照さ

れる能力項目について，課題指導等による

所要水準への向上 

 二 追加認定試験等による成績向上の証明 
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２ 当該授業科目担当教員は，前項第２号に係

る成績書類を校長に提出しなければならない。 

３ 仮進級により進級した第２学年から第４学

年までの者は，下位の学年の未修得単位のす

べてを修得しない場合には次学年への進級は

認定できない。 

４ 仮進級者の下位の学年の未修得単位の修得

に際しては，シラバス等に記載された当該授

業科目の成績評価基準にかかわらず，成績評

価は６を上限とする。 

 （原級留置） 

第19条 学則第14条に基づく各学年の課程の修

了又は卒業の認定に当たっては，次の各号の

一に該当する場合には，原学年にとどめる（以

下「原級留置」という。）ものとする。 

一 各学年の修得すべき授業科目中に未履修

授業科目がある者 

二 第１学年から第３学年までにおいて特別

活動を修得していない者 

三 第１学年から第４学年までにおいて修得

すべき授業科目の単位数のうち，６から未

修得授業科目に係る評価数を減じ，その数

に同授業科目の単位数を乗じた数の合計が

12を超える者 

四 第１学年から第４学年までにおいて修得

すべき授業科目の単位数のうち，６から未

修得授業科目に係る評価数を減じ，その数

に同授業科目の単位数を乗じた数の合計が

12以下であっても，別表１に定める授業科

目の単位を修得していない者 

五 第２学年から第４学年までにおいて，前条

第３項により進級を認定されなかった者 

六 第５学年において修得すべき単位（第17

条第２項に基づく未修得単位を含む。）を修

得していない者 

（原級留置者の次年度における履修） 

第20条 原級留置者は，次年度において，次の

各号に掲げる者に応じて定める授業科目等に

ついて，再履修しなければならない。 

一 第１学年から第３学年までにおいて原級

留置となった者 原学年の成績評価７以下

の授業科目及び特別活動（ただし，原学年

において下位の学年の未修得授業科目は再

履修を要しない。） 

二 第４学年及び第５学年において原級留置

となった者 原学年の未修得の授業科目

（ただし，原学年において下位の学年の未

修得授業科目は再履修を要しない。） 

（上位学年の授業科目の単位修得） 

第21条 第４学年の原級留置者は，教育上支障

のない場合に限り，第５学年の授業科目を履

修し単位を修得することができる。ただし，

別表２に定める授業科目を履修し単位を修得

することはできない。 

２ 第４学年の原級留置者が，第５学年の授業

科目を履修し単位を修得できない場合は，未

修得授業科目を再度履修し単位を修得しなけ

ればならない。 

（卒業研究の再履修） 

第22条 第５学年において未修得単位がある場

合は，卒業研究の単位は認定しないものとし，

次年度に卒業研究を再履修の上，修得しなけ

ればならない。 

（単位修得申請書の提出） 

第23条 原級留置者の単位修得については，単

位修得申請書（別紙様式２）を学級担任を経

て校長に提出し，許可を得なければならない。 

２ 第２学年から第５学年までへ仮進級した者

が，下位の学年の未修得単位を修得する場合

には，単位修得申請書（別紙様式２）を学級

担任を経て校長に提出し，許可を得なければ

ならない。 

（２年連続の原級留置者の措置） 

第24条 休学を除き２年連続して原級留置とな

った者は，本校にとどまることはできない。 

（卒業の認定） 

第25条 所定の全授業科目を履修し，岐阜工業高

等専門学校学則第13条に定める単位数を修得

し，特別活動に合格した者は卒業を認定する。 

 （編入学生の下位学年単位の認定） 

第26条 編入学生の単位の取り扱いについては，

編入学前の学年の単位は全て修得したものと

する。 

   附 則 

１ この内規は，平成６年４月１日から施行する。 

   省 略 

附 則 

この内規は，令和７年４月１日から施行する。 
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別表１（第19条関係） 

学  科 学年 授 業 科 目 備   考 

機械工学科 

1 も の づ く り 入 門  

2 
機 械 設 計 製 図 Ⅰ 

機 械 工 学 実 習 Ⅰ 

 

3 

機 械 設 計 製 図 Ⅱ 

機 械 工 学 実 習 Ⅱ 

機 械 工 学 実 験 Ⅰ 

 

4 

創 生 工 学 実 習 

機 械 工 学 実 験 Ⅱ 

機械工学基礎研究 

 

電 気 情 報 

工 学 科 

1 電気電子設計製図  

2 電気情報工学実験  

3 電気情報工学実験  

4 

電気情報工学実験 

電気電子工学実験 

工 学 基 礎 研 究 Ⅰ 

工 学 基 礎 研 究 Ⅱ 

電気電子工学コース 

4 

電気情報工学実験 

情 報 工 学 実 験 

工 学 基 礎 研 究 Ⅰ 

工 学 基 礎 研 究 Ⅱ 

情報工学コース 

電 子 制 御 

工 学 科 

1 
電子制御工学実習Ⅰ◇  

電子制御工学実習１※  

2 
電子制御工学実習Ⅱ◇  

電子制御工学実習２※  

3 
電子制御工学実験Ⅰ◇  

電子制御工学実験１※  

4 

電子制御工学実験Ⅱ◇  

電子制御工学実験２※ 

電子制御総合演習 

工 学 基 礎 研 究 

環 境 都 市 

工 学 科 

1 シビルエンジニアリング入門▲  

2   

3 環境都市工学実習Ⅰ△  

4 
基 礎 実 験 Ⅱ ▲ 

環境都市工学実習Ⅱ△ 

 

建 築 学 科 

1 建 築 製 図 Ⅰ  

2 建 築 製 図 Ⅱ  

3   

4   

◇令和５年度以前入学生に適用 

※令和６年度以降入学生に適用 

▲令和６年度以前入学生および令和８年度以前編入学生に適用 

△令和７年度以降入学生および令和９年度以降編入学生に適用 

 

別表２（第21条関係） 

学  科 授業科目 備   考 

一 般 科 目 英 語 Ａ 第４学年の「英語Ａ」の単位を修得していない場合 

機械工学科 卒 業 研 究  

電気情報工学科 

(電気電子工学コース) 

電気電子工学実験  

卒 業 研 究  

電気情報工学科 

(情報工学コース) 

情報工学実験  

卒 業 研 究  

電子制御工学科 卒 業 研 究  

環 境 都 市 

工 学 科 

総 合 実 験  

総 合 演 習Ⅱ  

卒 業 研 究  

建 築 学 科 

建築設計製図Ⅲ 「建築設計製図Ⅱ」の単位を修得していない場合 

建築計画演習 「建築設計製図Ⅱ」の単位を修得していない場合 

建築設備演習 「建築設備」の単位を修得していない場合 

構 造 設 計 「ＲＣ構造Ⅰ」及び「鉄骨構造Ⅰ」の単位を修得

していない場合 

卒 業 研 究  

 

 

 

 

 

２．試験，成績評価，進級及び卒業に関 

する申合せ 

平成６年２月24日 

運営会議申合せ 

（教育指導） 

第１条 教員は，常にその担当授業科目に対する

学生の理解度に注意を払い，平常試験等によっ

て早期に成績不良者を見出し，成績不良者に対

しては，レポート等により成績の向上に努める

ものとする。 

（年間授業時数等） 

第２条 各授業科目の年間授業時数は，次の各号

に基づくものとし，原則として期末試験を除い

て１単位当たり30単位時間以上行うものとする。 

一 授業（学修単位とする授業科目については，

教室内における課題学修を含み，教室外にお

いて行う学修は含まない。） 

二 期末試験 

三 履修者全員を対象とした補充のため行った

授業（以下「補講」という。） 

四 授業として実施した見学及び特別講演等 

五 その他校長が定める場合 

２ 特別に指名した学生を対象とした補充のため

に行った授業（以下「補習」という。）は原則と

して年間授業時数には含めないものとする。た

だし，異常気象又は公共交通機関の遅れ等特別

の理由がある場合には，学級担任を通じて教務

主事に提出された遅刻届又は欠課届並びに遅延

証明書等を基に，授業科目担当教員と教務主事

が協議の上，当該学生の実情に応じて適切な手

段によって補習を実施し，年間授業時間数を変

更することなく，欠課時数から補習した時間数

を減ずることができる。この場合，授業科目担

当教員は成績評価表の備考欄に補習の時間数を

記載しなければならない。 

３ 補講は，原則として期間を定めて実施する。 

（成績評価方法） 

第３条 学年評価及び学期評価は，定期試験，平

常試験，試験と同水準の課題，学習態度（点数

化したもの）又は欠席による減点の項目に基づ

く総得点率により決定するものとする。 

２ 前項に規定する各項目の総得点率における配

分は，授業科目担当教員が決定しシラバスに記

述する。 
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３ 試験によることが適切でない授業科目の成

績評価は，授業科目担当教員の判断によるも

のとする。 

（進級認定） 

第４条 進級の認定は，各学科で検討した結果

を，運営会議で協議するものとし，必要に応

じて授業科目担当教員又は学級担任の意見を

求めることができる。 

（仮進級者の単位修得の追加認定等） 

第５条 仮進級した者の未修得授業科目の担当

教員は，課題指導及び試験等を行い，学年末

の指定された日までに成績評価を校長に報告

しなければならない。 

２ 仮進級者の認定された単位は，学則第13条

に定める別表第１及び別表第２の学年配当に

示す学年の単位とする。 

（退学を申し出た場合の単位修得等） 

第６条 第１学年から第３学年までの学生が退

学を申し出た場合は，次に定めるところによ

り単位修得の認定を行う。 

授業科目 

等の学年 

評価 

入学又は進級し

た者が当該年度

の学年末での退

学を申し出た場

合 

原級留置者が退学を申し出た場合 

再履修年度以降の学

年末で退学する場合

の単位修得等の認定

の可否 

再履修年度以降の学

年の中途で退学する

場合の単位修得等の

認定の可否 単位修得等の認

定の可否 

６以上 可 可 可 

５～２ 否 否 否 

１ 否 否 否 

原級留置者の

場合の単位認

定の取り扱い 

 

履修した全ての年度

の学年の成績評価６

以上の授業科目の単

位修得を認定する。

ただし，上記年度に

ついて，成績評価６

以上の修得が重複す

る授業科目について

は，上位の成績評価

を以って単位を認定

する。 

原級留置となった全

ての年度の学年の成

績評価６以上の授業

科目の単位修得を認

定する。 

ただし，上記年度に

ついて，成績評価６

以上の修得が重複す

る授業科目について

は，上位の成績評価

を以って単位を認定

する。 

特別活動合格 

可 

（クラブ活動の

成果を加えるこ

とがある。） 

可 

（再履修年度以降に

不合格の場合，これ

より前の年度に原級

留置の学年と同一学

年の特別活動の合格

履歴があれば，これ

をもって特別活動の

単位として修得を認

定する。なお，クラ

ブ活動の成果を加え

ることがある。） 

可 

（再履修年度以降に

不合格の場合，これ

より前の年度に原級

留置の学年と同一学

年の特別活動の合格

履歴があれば，これ

をもって特別活動の

単位として修得を認

定する。なお，クラ

ブ活動の成果を加え

ることがある。） 

単位修得認定

期日 

当該年度の運営

会議協議承認日

（進級） 

当該年度の運営会議

協議承認日（進級） 

原級留置となった年

度の３月31日 

当該学年が学

年修了に該当

する場合の修

了認定期日 

当該年度の 

３月31日 
当該年度の３月31日 

最終原級留置年度の

３月31日 

２ 第４学年の原級留置者が修得した第５学年

の授業科目の単位は，第５学年の単位に算入

し，第４学年に退学を申し出た場合には認定

されない。 

３ 第４学年の学生が退学を申し出て学年修了

に該当する場合の単位修得の認定期日は，当

該年度の３月３１日とする。 

（退学を申し出た場合の学年修了の認定） 

第７条 退学を申し出た場合，次の各号に掲げ

る学年に応じた授業科目の単位を修得し，か

つ特別活動に合格している者について，当該

学年の修了を認定することがある。なお，特

別活動は上記の授業科目に含まれない。 

一 第１学年  ２４単位 

二 第２学年  ５０単位 

三 第３学年  ７４単位 

四 第４学年 １２０単位 

（再入学） 

第８条 前条に基づき修了認定された者が，再

入学を希望する場合は，退学時に在籍してい

た学年より上位の学年に再入学することはで

きない。 

（卒業認定） 

第９条 卒業認定に係る成績報告締切以後にお

いて，授業科目担当教員が，未修得授業科目

の課題指導及び単位追加認定試験を行い成績

の向上を認め，定められた日までに単位修得

の認定をした場合は，卒業認定をすることが

ある。ただし，追加認定できる単位数は６単

位以下とし，未修得授業科目に卒業研究が含

まれる場合はその単位数を加算する。 

（大学入学受験） 

第10条 第３学年及び第４学年で大学入学試験

又は高等専門学校編入学試験を受験する者は，

受験願を提出し，校長の許可を得なければな

らない。 

２ 他の大学等へ入学する者は，原則として，

退学願を提出しなければならない。 

（成績報告等） 

第11条 学期中間，学期末及び学年末における

成績報告等は，必ずその都度定められた締切

期日までに校長に提出しなければならない。 

２ １年未満で履修を完了する授業科目につい

て，伝染病等の事由により，出席時間数が規
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別表１（第19条関係） 

学  科 学年 授 業 科 目 備   考 

機械工学科 

1 も の づ く り 入 門  

2 
機 械 設 計 製 図 Ⅰ 

機 械 工 学 実 習 Ⅰ 

 

3 

機 械 設 計 製 図 Ⅱ 

機 械 工 学 実 習 Ⅱ 

機 械 工 学 実 験 Ⅰ 

 

4 

創 生 工 学 実 習 

機 械 工 学 実 験 Ⅱ 

機械工学基礎研究 

 

電 気 情 報 

工 学 科 

1 電気電子設計製図  

2 電気情報工学実験  

3 電気情報工学実験  

4 

電気情報工学実験 

電気電子工学実験 

工 学 基 礎 研 究 Ⅰ 

工 学 基 礎 研 究 Ⅱ 

電気電子工学コース 

4 

電気情報工学実験 

情 報 工 学 実 験 

工 学 基 礎 研 究 Ⅰ 

工 学 基 礎 研 究 Ⅱ 

情報工学コース 

電 子 制 御 

工 学 科 

1 
電子制御工学実習Ⅰ◇  

電子制御工学実習１※  

2 
電子制御工学実習Ⅱ◇  

電子制御工学実習２※  

3 
電子制御工学実験Ⅰ◇  

電子制御工学実験１※  

4 

電子制御工学実験Ⅱ◇  

電子制御工学実験２※ 

電子制御総合演習 

工 学 基 礎 研 究 

環 境 都 市 

工 学 科 

1 シビルエンジニアリング入門▲  

2   

3 環境都市工学実習Ⅰ△  

4 
基 礎 実 験 Ⅱ ▲ 

環境都市工学実習Ⅱ△ 

 

建 築 学 科 

1 建 築 製 図 Ⅰ  

2 建 築 製 図 Ⅱ  

3   

4   

◇令和５年度以前入学生に適用 

※令和６年度以降入学生に適用 

▲令和６年度以前入学生および令和８年度以前編入学生に適用 

△令和７年度以降入学生および令和９年度以降編入学生に適用 

 

別表２（第21条関係） 

学  科 授業科目 備   考 

一 般 科 目 英 語 Ａ 第４学年の「英語Ａ」の単位を修得していない場合 

機械工学科 卒 業 研 究  

電気情報工学科 

(電気電子工学コース) 

電気電子工学実験  

卒 業 研 究  

電気情報工学科 

(情報工学コース) 

情報工学実験  

卒 業 研 究  

電子制御工学科 卒 業 研 究  

環 境 都 市 

工 学 科 

総 合 実 験  

総 合 演 習Ⅱ  

卒 業 研 究  

建 築 学 科 

建築設計製図Ⅲ 「建築設計製図Ⅱ」の単位を修得していない場合 

建築計画演習 「建築設計製図Ⅱ」の単位を修得していない場合 

建築設備演習 「建築設備」の単位を修得していない場合 

構 造 設 計 「ＲＣ構造Ⅰ」及び「鉄骨構造Ⅰ」の単位を修得

していない場合 

卒 業 研 究  

 

 

 

 

 

２．試験，成績評価，進級及び卒業に関 

する申合せ 

平成６年２月24日 

運営会議申合せ 

（教育指導） 

第１条 教員は，常にその担当授業科目に対する

学生の理解度に注意を払い，平常試験等によっ

て早期に成績不良者を見出し，成績不良者に対

しては，レポート等により成績の向上に努める

ものとする。 

（年間授業時数等） 

第２条 各授業科目の年間授業時数は，次の各号

に基づくものとし，原則として期末試験を除い

て１単位当たり30単位時間以上行うものとする。 

一 授業（学修単位とする授業科目については，

教室内における課題学修を含み，教室外にお

いて行う学修は含まない。） 

二 期末試験 

三 履修者全員を対象とした補充のため行った

授業（以下「補講」という。） 

四 授業として実施した見学及び特別講演等 

五 その他校長が定める場合 

２ 特別に指名した学生を対象とした補充のため

に行った授業（以下「補習」という。）は原則と

して年間授業時数には含めないものとする。た

だし，異常気象又は公共交通機関の遅れ等特別

の理由がある場合には，学級担任を通じて教務

主事に提出された遅刻届又は欠課届並びに遅延

証明書等を基に，授業科目担当教員と教務主事

が協議の上，当該学生の実情に応じて適切な手

段によって補習を実施し，年間授業時間数を変

更することなく，欠課時数から補習した時間数

を減ずることができる。この場合，授業科目担

当教員は成績評価表の備考欄に補習の時間数を

記載しなければならない。 

３ 補講は，原則として期間を定めて実施する。 

（成績評価方法） 

第３条 学年評価及び学期評価は，定期試験，平

常試験，試験と同水準の課題，学習態度（点数

化したもの）又は欠席による減点の項目に基づ

く総得点率により決定するものとする。 

２ 前項に規定する各項目の総得点率における配

分は，授業科目担当教員が決定しシラバスに記

述する。 

 

－103－ 

３ 試験によることが適切でない授業科目の成

績評価は，授業科目担当教員の判断によるも

のとする。 

（進級認定） 

第４条 進級の認定は，各学科で検討した結果

を，運営会議で協議するものとし，必要に応

じて授業科目担当教員又は学級担任の意見を

求めることができる。 

（仮進級者の単位修得の追加認定等） 

第５条 仮進級した者の未修得授業科目の担当

教員は，課題指導及び試験等を行い，学年末

の指定された日までに成績評価を校長に報告

しなければならない。 

２ 仮進級者の認定された単位は，学則第13条

に定める別表第１及び別表第２の学年配当に

示す学年の単位とする。 

（退学を申し出た場合の単位修得等） 

第６条 第１学年から第３学年までの学生が退

学を申し出た場合は，次に定めるところによ

り単位修得の認定を行う。 

授業科目 

等の学年 

評価 

入学又は進級し

た者が当該年度

の学年末での退

学を申し出た場

合 

原級留置者が退学を申し出た場合 

再履修年度以降の学

年末で退学する場合

の単位修得等の認定

の可否 

再履修年度以降の学

年の中途で退学する

場合の単位修得等の

認定の可否 単位修得等の認

定の可否 

６以上 可 可 可 

５～２ 否 否 否 

１ 否 否 否 

原級留置者の

場合の単位認

定の取り扱い 

 

履修した全ての年度

の学年の成績評価６

以上の授業科目の単

位修得を認定する。

ただし，上記年度に

ついて，成績評価６

以上の修得が重複す

る授業科目について

は，上位の成績評価

を以って単位を認定

する。 

原級留置となった全

ての年度の学年の成

績評価６以上の授業

科目の単位修得を認

定する。 

ただし，上記年度に

ついて，成績評価６

以上の修得が重複す

る授業科目について

は，上位の成績評価

を以って単位を認定

する。 

特別活動合格 

可 

（クラブ活動の

成果を加えるこ

とがある。） 

可 

（再履修年度以降に

不合格の場合，これ

より前の年度に原級

留置の学年と同一学

年の特別活動の合格

履歴があれば，これ

をもって特別活動の

単位として修得を認

定する。なお，クラ

ブ活動の成果を加え

ることがある。） 

可 

（再履修年度以降に

不合格の場合，これ

より前の年度に原級

留置の学年と同一学

年の特別活動の合格

履歴があれば，これ

をもって特別活動の

単位として修得を認

定する。なお，クラ

ブ活動の成果を加え

ることがある。） 

単位修得認定

期日 

当該年度の運営

会議協議承認日

（進級） 

当該年度の運営会議

協議承認日（進級） 

原級留置となった年

度の３月31日 

当該学年が学

年修了に該当

する場合の修

了認定期日 

当該年度の 

３月31日 
当該年度の３月31日 

最終原級留置年度の

３月31日 

２ 第４学年の原級留置者が修得した第５学年

の授業科目の単位は，第５学年の単位に算入

し，第４学年に退学を申し出た場合には認定

されない。 

３ 第４学年の学生が退学を申し出て学年修了

に該当する場合の単位修得の認定期日は，当

該年度の３月３１日とする。 

（退学を申し出た場合の学年修了の認定） 

第７条 退学を申し出た場合，次の各号に掲げ

る学年に応じた授業科目の単位を修得し，か

つ特別活動に合格している者について，当該

学年の修了を認定することがある。なお，特

別活動は上記の授業科目に含まれない。 

一 第１学年  ２４単位 

二 第２学年  ５０単位 

三 第３学年  ７４単位 

四 第４学年 １２０単位 

（再入学） 

第８条 前条に基づき修了認定された者が，再

入学を希望する場合は，退学時に在籍してい

た学年より上位の学年に再入学することはで

きない。 

（卒業認定） 

第９条 卒業認定に係る成績報告締切以後にお

いて，授業科目担当教員が，未修得授業科目

の課題指導及び単位追加認定試験を行い成績

の向上を認め，定められた日までに単位修得

の認定をした場合は，卒業認定をすることが

ある。ただし，追加認定できる単位数は６単

位以下とし，未修得授業科目に卒業研究が含

まれる場合はその単位数を加算する。 

（大学入学受験） 

第10条 第３学年及び第４学年で大学入学試験

又は高等専門学校編入学試験を受験する者は，

受験願を提出し，校長の許可を得なければな

らない。 

２ 他の大学等へ入学する者は，原則として，

退学願を提出しなければならない。 

（成績報告等） 

第11条 学期中間，学期末及び学年末における

成績報告等は，必ずその都度定められた締切

期日までに校長に提出しなければならない。 

２ １年未満で履修を完了する授業科目につい

て，伝染病等の事由により，出席時間数が規
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定の時間数に達しない者については，期末試

験終了後15日を限度として成績報告を猶予す

る。 

３ 各授業科目担当教員が報告した成績評価は，

原則として変更できないものとする。 

（成績評価の記録及び表示） 

第12条 学生指導要録には学年評価のみ記録し，

10から１までの10段階で表示する。 

２ 内規第10条第３項の規定に基づく成績評価

の表示は，次の表のとおりとする。 

区分 
総得点率 

（％） 

10 段階

表 示 

５段階 

表 示 

成績証明書の表示 

第１～第５学年 

成 

績 

評 

価 

95～100 10 

５ 優 90～95 未満 ９ 

80～90 未満 ８ 

70～80 未満 ７ ４ 良 

60～70 未満 ６ ３ 可 

50～60 未満 ５ 

２ 
不可 

40～50 未満 ４ 

30～40 未満 ３ 

30 未満 ２ 

未履修 － １ １ 

 

（中途退学者等の成績等の処理） 

第13条 学年途中で退学又は休学（学生の留学

に関する申合せ（昭和61年11月19日運営会議

申合せ）に定める休学を含む。）する学生につ

いての成績等の取扱いは，次の各号の定める

ところによる。 

一 評価は，退学又は休学許可時点までの総

得点率を考慮して決定し，成績評価表の成

績評価欄に記入する。なお，評価の表示は，

内規第10条に準ずるものとする。 

二 出欠席は，退学又は休学許可時点までの

欠課時数，忌引，出席停止及び派遣の時間

数を成績評価表の欠課時数欄に記入する。 

三 授業時数は，退学又は休学許可成立時点ま

での授業時数を成績評価表の備考欄に記入

する。 

附 則 

１ この申合せは，平成６年４月１日から施行

する。 

２ 省略 

省 略 

付 記  

この申合せは，平成27年３月12日から実施し，

平成26年４月１日から適用する。 

３．試験，成績評価，進級及び卒業に関 

する申合せ第９条の取扱いについて 

平成16年３月４日 

校 長 裁 定 

（趣旨） 

１ 試験，成績評価，進級及び卒業に関する申

合せ第９条に規定する未修得授業科目の単位

修得の追加認定については，この取扱いの定

めるところによる。  

（単位修得追加認定申請可能者の周知）  

２ 校長は，第５学年学年末成績報告締切後，

単位修得の追加認定（以下「追加認定」とい

う。）の申請が可能である学生の氏名及び授業

科目名（卒業研究を除く。）を学級担任を通じ

て学生に周知する。  

（追加認定申請手続）  

３ 追加認定の申請をしようとする学生は，授

業科目担当教員の了承を得たうえで卒業にか

かる単位修得追加認定申請願（別紙様式１）

を学級担任を経て校長に提出し，許可を得な

ければならない。  

（追加認定の報告）  

４ 授業科目担当教員は，追加認定の可否を定

められた期日までに卒業にかかる単位修得追

加認定報告書（別紙様式２）により校長に報

告しなければならない。  

（追加認定された単位の取扱い）  

５ 前項の規定に基づき追加認定された単位は，

修得単位として取り扱うものとする。  

（卒業研究の追加認定）  

６ 卒業研究の追加認定をしようとする場合は，

学科長が定められた期日までに校長に報告し

なければならない。 

  付 記 

１ この取扱いは，平成16年４月１日から実施

する。 

２ 「試験，成績評価，進級等に関する申合せ

第８条の取扱いについて」は，廃止する。 

省 略 

付 記 

この取扱いについては，平成25年４月１日か

ら実施する。 
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４．成績異議申し立て実施細則 

令和７年８月 29 日 

校 長 裁 定 

（趣旨） 

第１条 岐阜工業高等専門学校試験、成績評価、

進級及び卒業に関する内規（平成６年２月２４

日制定）第 13 条および岐阜工業高等専門学校

専攻科学生の試験、成績評価及び修了認定に関

する内規（平成７年４月17日制定）第 10条の

成績評価についての異議申し立て（以下「成績

異議申し立て」という。）の取り扱いについて

は、この細則の定めるところによる。 

（手続） 

第２条 成績異議申し立て手続は次のとおりと

する。 

一 学生は、成績評価に異議があるときは、

異議申し立てを行う前に、授業科目を担当

した教員に成績評価について確認する。 

二 学生は、授業科目を担当した教員からの

成績評価についての説明を受けても、なお

異議があるときは、成績異議申し立て期間

内に、担当主事（本科にあっては教務主事

をいい、専攻科にあっては研究主事をいう。

以下同じ。）を経て、校長に「成績評価に対

する異議申立書（別紙様式第１号）」を提出

することができる。 

三 申し立てを受けた校長は、必要に応じて、

担当主事に対し、関係会議（本科にあっては

教務会議をいい、専攻科にあっては専攻科会

議をいう。以下同じ。）における調査を命じ、

関係会議関係者は、当該学生及び教員から意

見を聴取するなどして調査を行い、担当主事

は、その調査結果を校長に報告する。 

四 担当主事は、授業科目を担当している教

員に対して、成績評価に対する異議申し立

てへの回答内容を報告し、必要な対応を指

示する。指示を受けた教員は、必要な対応

を行った後に、その結果を担当主事に報告

する。 

五 担当主事は、関係会議における調査結果

を踏まえ、当該学生に対して、成績評価に

対する異議申し立てへの回答を行う。 

六 前各号に掲げるもののほか、実施に関し

て必要な事項については、関係会議で定め

ることができる。 

（学生への周知） 

第３条 担当主事は、学生が授業科目の成績評

価に異議がある場合の相談について、履修案

内やガイダンスを活用するなどして、日頃か

ら学生への周知に努める。 

２ 教員は、オフィスアワーの設定や、授業での説

明等、学生が授業科目の成績評価に異議がある場合

に相談しやすい環境の整備に努めるものとする。 

（留意事項） 

第４条 教員は、試験返却時に採点確認だけで

なく、成績評価も提示確認し、学生から授業

科目の成績評価について質問があった場合に

は、丁寧に説明を行い、説明責任を果たすよ

う努めるものとする。 

附 則 

この細則は、本科においては令和７年 10 月１

日から、専攻科においては令和８年４月１日か

ら施行する。 

 

 

５．ＧＰＡ制度に関する規程 

制定 令和６年７月 24 日 

学校規則第 14 号 

（目的） 

第１条 この規程は，岐阜工業高等専門学校（以

下「本校」という。）におけるグレード・ポイ

ント・アベレージ（履修科目の成績の平均値

をいう。以下「ＧＰＡ」という。）を算出する

制度を定めることにより，学生の学習意欲を

高めるとともに，教育の質の保証について一

層の具体化を進め，適切な修学指導に資する

ことを目的とする。 
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定の時間数に達しない者については，期末試

験終了後15日を限度として成績報告を猶予す

る。 

３ 各授業科目担当教員が報告した成績評価は，

原則として変更できないものとする。 

（成績評価の記録及び表示） 

第12条 学生指導要録には学年評価のみ記録し，

10から１までの10段階で表示する。 

２ 内規第10条第３項の規定に基づく成績評価

の表示は，次の表のとおりとする。 

区分 
総得点率 

（％） 

10 段階

表 示 

５段階 

表 示 

成績証明書の表示 

第１～第５学年 

成 

績 

評 

価 

95～100 10 

５ 優 90～95 未満 ９ 

80～90 未満 ８ 

70～80 未満 ７ ４ 良 

60～70 未満 ６ ３ 可 

50～60 未満 ５ 

２ 
不可 

40～50 未満 ４ 

30～40 未満 ３ 

30 未満 ２ 

未履修 － １ １ 

 

（中途退学者等の成績等の処理） 

第13条 学年途中で退学又は休学（学生の留学

に関する申合せ（昭和61年11月19日運営会議

申合せ）に定める休学を含む。）する学生につ

いての成績等の取扱いは，次の各号の定める

ところによる。 

一 評価は，退学又は休学許可時点までの総

得点率を考慮して決定し，成績評価表の成

績評価欄に記入する。なお，評価の表示は，

内規第10条に準ずるものとする。 

二 出欠席は，退学又は休学許可時点までの

欠課時数，忌引，出席停止及び派遣の時間

数を成績評価表の欠課時数欄に記入する。 

三 授業時数は，退学又は休学許可成立時点ま

での授業時数を成績評価表の備考欄に記入

する。 

附 則 

１ この申合せは，平成６年４月１日から施行

する。 

２ 省略 

省 略 

付 記  

この申合せは，平成27年３月12日から実施し，

平成26年４月１日から適用する。 

３．試験，成績評価，進級及び卒業に関 

する申合せ第９条の取扱いについて 

平成16年３月４日 

校 長 裁 定 

（趣旨） 

１ 試験，成績評価，進級及び卒業に関する申

合せ第９条に規定する未修得授業科目の単位

修得の追加認定については，この取扱いの定

めるところによる。  

（単位修得追加認定申請可能者の周知）  

２ 校長は，第５学年学年末成績報告締切後，

単位修得の追加認定（以下「追加認定」とい

う。）の申請が可能である学生の氏名及び授業

科目名（卒業研究を除く。）を学級担任を通じ

て学生に周知する。  

（追加認定申請手続）  

３ 追加認定の申請をしようとする学生は，授

業科目担当教員の了承を得たうえで卒業にか

かる単位修得追加認定申請願（別紙様式１）

を学級担任を経て校長に提出し，許可を得な

ければならない。  

（追加認定の報告）  

４ 授業科目担当教員は，追加認定の可否を定

められた期日までに卒業にかかる単位修得追

加認定報告書（別紙様式２）により校長に報

告しなければならない。  

（追加認定された単位の取扱い）  

５ 前項の規定に基づき追加認定された単位は，

修得単位として取り扱うものとする。  

（卒業研究の追加認定）  

６ 卒業研究の追加認定をしようとする場合は，

学科長が定められた期日までに校長に報告し

なければならない。 

  付 記 

１ この取扱いは，平成16年４月１日から実施

する。 

２ 「試験，成績評価，進級等に関する申合せ

第８条の取扱いについて」は，廃止する。 

省 略 

付 記 

この取扱いについては，平成25年４月１日か

ら実施する。 
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４．成績異議申し立て実施細則 

令和７年８月 29 日 

校 長 裁 定 

（趣旨） 

第１条 岐阜工業高等専門学校試験、成績評価、

進級及び卒業に関する内規（平成６年２月２４

日制定）第 13 条および岐阜工業高等専門学校

専攻科学生の試験、成績評価及び修了認定に関

する内規（平成７年４月17日制定）第 10条の

成績評価についての異議申し立て（以下「成績

異議申し立て」という。）の取り扱いについて

は、この細則の定めるところによる。 

（手続） 

第２条 成績異議申し立て手続は次のとおりと

する。 

一 学生は、成績評価に異議があるときは、

異議申し立てを行う前に、授業科目を担当

した教員に成績評価について確認する。 

二 学生は、授業科目を担当した教員からの

成績評価についての説明を受けても、なお

異議があるときは、成績異議申し立て期間

内に、担当主事（本科にあっては教務主事

をいい、専攻科にあっては研究主事をいう。

以下同じ。）を経て、校長に「成績評価に対

する異議申立書（別紙様式第１号）」を提出

することができる。 

三 申し立てを受けた校長は、必要に応じて、

担当主事に対し、関係会議（本科にあっては

教務会議をいい、専攻科にあっては専攻科会

議をいう。以下同じ。）における調査を命じ、

関係会議関係者は、当該学生及び教員から意

見を聴取するなどして調査を行い、担当主事

は、その調査結果を校長に報告する。 

四 担当主事は、授業科目を担当している教

員に対して、成績評価に対する異議申し立

てへの回答内容を報告し、必要な対応を指

示する。指示を受けた教員は、必要な対応

を行った後に、その結果を担当主事に報告

する。 

五 担当主事は、関係会議における調査結果

を踏まえ、当該学生に対して、成績評価に

対する異議申し立てへの回答を行う。 

六 前各号に掲げるもののほか、実施に関し

て必要な事項については、関係会議で定め

ることができる。 

（学生への周知） 

第３条 担当主事は、学生が授業科目の成績評

価に異議がある場合の相談について、履修案

内やガイダンスを活用するなどして、日頃か

ら学生への周知に努める。 

２ 教員は、オフィスアワーの設定や、授業での説

明等、学生が授業科目の成績評価に異議がある場合

に相談しやすい環境の整備に努めるものとする。 

（留意事項） 

第４条 教員は、試験返却時に採点確認だけで

なく、成績評価も提示確認し、学生から授業

科目の成績評価について質問があった場合に

は、丁寧に説明を行い、説明責任を果たすよ

う努めるものとする。 

附 則 

この細則は、本科においては令和７年 10 月１

日から、専攻科においては令和８年４月１日か

ら施行する。 

 

 

５．ＧＰＡ制度に関する規程 

制定 令和６年７月 24 日 

学校規則第 14 号 

（目的） 

第１条 この規程は，岐阜工業高等専門学校（以

下「本校」という。）におけるグレード・ポイ

ント・アベレージ（履修科目の成績の平均値

をいう。以下「ＧＰＡ」という。）を算出する

制度を定めることにより，学生の学習意欲を

高めるとともに，教育の質の保証について一

層の具体化を進め，適切な修学指導に資する

ことを目的とする。 
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（評価等） 

第２条 学生が履修した授業科目の成績の評語，

及びグレード・ポイント（評価により与えら

れる数値。以下「ＧＰ」という。）は，次表の

とおりとする。 

評定 ９～10 ８ ７ ６ ５以下 

評点 
90～ 

100 点 

80～90 点 

未満 

70～80 点 

未満 

60～70 点 

未満 

60 点 

未満 

ＧＰ ４ ３ ２ １ ０ 

２ ＧＰＡは，次の式により計算するものとする。

ただし，小数点第３位以下は四捨五入する。 

 

ＧＰＡ＝ 
（在学期間に履修した科目のＧＰ×当該科目の単位数）の総和 

在学期間に履修した科目の総単位数 

 

なお，第３条第２項に定める授業科目は対象

外とする。 

３ 未修得科目が追加認定された場合は，認定

後の評定で取り扱うこととする。 

（対象授業科目等） 

第３条 前学年までに履修した全ての授業科目

をＧＰＡの対象授業科目とする。 

２ 前項の規定にかかわらず，次の各号に掲げ

る授業科目に該当する場合は，ＧＰＡの対象

外とする。 

（１） 合否等により判定する科目 

（２） 学則第 13 条の２及び第 13 条の３の規

定に基づき学生が本校以外の教育施設等

で履修した授業科目 

（３） 卒業が認定され，未修得となっている

授業科目 

（４） 第４学年の原級留置者が履修し単位を

修得した，第５学年の授業科目（卒業認

定後を除く） 

（５） 校長がＧＰＡ算出除外科目として定め

る授業科目 

（専攻科） 

第４条 専攻科学生については，第１条から第

３条第１項，第３条第２項（１）から（３）

及び第３条第２項（５）の規定を準用する。

この場合において，第３条第１項中「前学年

まで」とあるのは，「直近の学期末まで」と，

第３条第２項（３）中「卒業」とあるのは，「修

了」とそれぞれ読み替えるものとする。 

２ 先端融合テクノロジー連携教育プログラム

の履修者については，豊橋技術科学大学が指

定した科目の中から履修し，本校専攻科にお

ける履修とみなす授業科目をＧＰＡの対象授

業科目に含めることとする。 

（雑則） 

第５条 この規程に定めるもののほか，ＧＰＡ

に関し必要な事項は，別に定める。 

附 則（令和６年学校規則第１４号） 

 この規程は，令和６年７月２４日から施行し，

令和６年４月１日から適用する。 

 

 

６．定期試験等受験心得 

制定 昭和48年２月10日 

校  長  裁  定 

岐阜工業高等専門学校（以下「本校」という。）

において実施する定期試験等（中間試験、期末試

験及びそれに準ずる試験をいう。）に係る本校学

生の受験心得を下記のとおり定める。学生はこの

心得を遵守し，厳正な態度で試験に臨むこと。 

１．受験に際しては，不正行為はもとより監督

者から疑惑や注意を受けることのないよう，

厳正な態度で試験に臨むこと。不正行為をし

た者に対しては学則第36条に基づき以下の懲

戒措置を行う。 

■定期試験及び追試験の受験中における不正

行為：訓告＋該当定期試験の全科目０点 

■追加認定試験の受験中における不正行為：

停学（14日間以上）＋該当試験０点 

■上記２点を除く成績評価対象の全試験にお

ける不正行為：停学・訓告・学生主事厳重

注意・学級担任指導のいずれか（行為の内

容によって該当試験０点とする場合がある） 

２．特に指示した場合を除き試験に必要な筆記

用具以外は，各自ロッカーの中か，教室の前

方または後方に置くこと。 

３．携帯電話及びデジタル計算機能付腕時計な

ど，不正行為に使用できる紛らわしい物は，

各自ロッカーの中か，教室の前又は後方に置

くこと。携帯電話の電源を切ること。 
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４．学生証を机上に提示すること。 

５．座席は名列番号順とする。 

６．遅刻者の受験は，試験開始後50分試験の場

合は15分，90分試験の場合は30分経過した場

合は原則として許可しない。 

７．途中退室は，試験開始後50分試験の場合は

35分，90分試験の場合は60分経過するまで許

可しない。なお，第１学年及び第２学年の50

分試験の場合は，途中退室を許可しない。ま

た，原則として再入室はできない。 

８．試験終了５分前以降は退室を許可しない。 

９．必要があるときは，静かに手をあげてその

旨を監督者に申し出て，その指示に従うこと。 

10．解答用紙には学籍番号ではなく，名列番号

を記入すること。 

（注）学籍番号は入学時に決定され，在学中

は変わらない番号をいう。 

名列番号は毎年学年の始めに決定され

る出席簿の番号をいう。 

11．試験を終えた学生は，試験継続中の学生に

迷惑をかけないよう静粛にしていること。 

12．その他監督者の指示に従うこと。 

附 則 

昭和48年制定の試験実施要領は，廃止する。 

省 略 

付 記 

この心得は，令和７年４月１日から施行する。 

 

 

７．教科目履修上の注意事項等 

 

１ 授 業 

一 授業時間は，次の時間区分により実施する。 

ただし，第Ｖａ時限は，臨時の時間割変更・

補習などに使用する準授業時間帯とする。 

時 限 開始時間    終了時間 

Ⅰ 

Ⅱ 

 

Ⅲ 

Ⅳ 

Ⅴａ 

９：00  ～  10：30 

10：40  ～  12：10 

昼  食 

13：00  ～  14：30 

14：40  ～  16：10 

16：20  ～  17：10 

二 教室における座席は指定する。机列表は

必ず教卓に置くこと。ただし，選択科目，

特別教室，ゼミナールなどの場合は担当教

員の指示に従うこと。 

三 授業中は服装，姿勢を正し，私語，居眠，

当該授業以外の読書やその他授業にふさわ

しくない行為は厳につつしむこと。 

四 理由なく欠席，欠課することは学習意欲の

減退，非行等につながるので自戒すること。 

五 特別活動は，年間計画により実施する。 

六 休講になった時間は，課題を与えられてい

る場合はその指示に従い，与えられない場合

には教室又は図書館などで自習すること。 

２ 出欠席等について 

一 理由もなく欠席，欠課，遅刻及び早退は

絶対にしないこと。遅刻及び早退は３回で

１欠課時数となる。遅刻は教員が出欠を取 

り終わった時点からをいう。 

二 学校行事や学年行事は，原則として集合

時間に遅れたときが遅刻，終了前に退去し

たときが早退であるが，担当教員の判断で

欠課となることもあるので注意すること。 

三 欠席，欠課，遅刻及び早退をしようとする

ときは，事前に届けを学級担任を経て校長に

提出すること。ただし，やむを得ない事由に

より事前に提出できないときは，その理由を

明記して，事後直ちに提出すること。 

四 疾病のため引続いて１週間以上欠席しよう

とするときは，医師の診断書を添えること。 

五 忌引についても，学生準則に定められて

いるので留意すること。 

 

 

８．警報発表時等における措置について 

令和６年12月18日 

運営会議申合せ 

１ 警報発表時等における臨時休講等の措置は，

次の基準により行う。 

一 学生が登校する以前に，岐阜県本巣郡北

方町（以下「対象区域」という。）に特別警

報（気象），暴風警報，暴風雪警報若しくは

大雪警報（以下「対象警報」という。）が発

表されている場合 

ア 始業時刻の３時間前までに解除された

場合は平常授業を行う。 
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（評価等） 

第２条 学生が履修した授業科目の成績の評語，

及びグレード・ポイント（評価により与えら

れる数値。以下「ＧＰ」という。）は，次表の

とおりとする。 

評定 ９～10 ８ ７ ６ ５以下 

評点 
90～ 

100 点 

80～90 点 

未満 

70～80 点 

未満 

60～70 点 

未満 

60 点 

未満 

ＧＰ ４ ３ ２ １ ０ 

２ ＧＰＡは，次の式により計算するものとする。

ただし，小数点第３位以下は四捨五入する。 

 

ＧＰＡ＝ 
（在学期間に履修した科目のＧＰ×当該科目の単位数）の総和 

在学期間に履修した科目の総単位数 

 

なお，第３条第２項に定める授業科目は対象

外とする。 

３ 未修得科目が追加認定された場合は，認定

後の評定で取り扱うこととする。 

（対象授業科目等） 

第３条 前学年までに履修した全ての授業科目

をＧＰＡの対象授業科目とする。 

２ 前項の規定にかかわらず，次の各号に掲げ

る授業科目に該当する場合は，ＧＰＡの対象

外とする。 

（１） 合否等により判定する科目 

（２） 学則第 13 条の２及び第 13 条の３の規

定に基づき学生が本校以外の教育施設等

で履修した授業科目 

（３） 卒業が認定され，未修得となっている

授業科目 

（４） 第４学年の原級留置者が履修し単位を

修得した，第５学年の授業科目（卒業認

定後を除く） 

（５） 校長がＧＰＡ算出除外科目として定め

る授業科目 

（専攻科） 

第４条 専攻科学生については，第１条から第

３条第１項，第３条第２項（１）から（３）

及び第３条第２項（５）の規定を準用する。

この場合において，第３条第１項中「前学年

まで」とあるのは，「直近の学期末まで」と，

第３条第２項（３）中「卒業」とあるのは，「修

了」とそれぞれ読み替えるものとする。 

２ 先端融合テクノロジー連携教育プログラム

の履修者については，豊橋技術科学大学が指

定した科目の中から履修し，本校専攻科にお

ける履修とみなす授業科目をＧＰＡの対象授

業科目に含めることとする。 

（雑則） 

第５条 この規程に定めるもののほか，ＧＰＡ

に関し必要な事項は，別に定める。 

附 則（令和６年学校規則第１４号） 

 この規程は，令和６年７月２４日から施行し，

令和６年４月１日から適用する。 

 

 

６．定期試験等受験心得 

制定 昭和48年２月10日 

校  長  裁  定 

岐阜工業高等専門学校（以下「本校」という。）

において実施する定期試験等（中間試験、期末試

験及びそれに準ずる試験をいう。）に係る本校学

生の受験心得を下記のとおり定める。学生はこの

心得を遵守し，厳正な態度で試験に臨むこと。 

１．受験に際しては，不正行為はもとより監督

者から疑惑や注意を受けることのないよう，

厳正な態度で試験に臨むこと。不正行為をし

た者に対しては学則第36条に基づき以下の懲

戒措置を行う。 

■定期試験及び追試験の受験中における不正

行為：訓告＋該当定期試験の全科目０点 

■追加認定試験の受験中における不正行為：

停学（14日間以上）＋該当試験０点 

■上記２点を除く成績評価対象の全試験にお

ける不正行為：停学・訓告・学生主事厳重

注意・学級担任指導のいずれか（行為の内

容によって該当試験０点とする場合がある） 

２．特に指示した場合を除き試験に必要な筆記

用具以外は，各自ロッカーの中か，教室の前

方または後方に置くこと。 

３．携帯電話及びデジタル計算機能付腕時計な

ど，不正行為に使用できる紛らわしい物は，

各自ロッカーの中か，教室の前又は後方に置

くこと。携帯電話の電源を切ること。 
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４．学生証を机上に提示すること。 

５．座席は名列番号順とする。 

６．遅刻者の受験は，試験開始後50分試験の場

合は15分，90分試験の場合は30分経過した場

合は原則として許可しない。 

７．途中退室は，試験開始後50分試験の場合は

35分，90分試験の場合は60分経過するまで許

可しない。なお，第１学年及び第２学年の50

分試験の場合は，途中退室を許可しない。ま

た，原則として再入室はできない。 

８．試験終了５分前以降は退室を許可しない。 

９．必要があるときは，静かに手をあげてその

旨を監督者に申し出て，その指示に従うこと。 

10．解答用紙には学籍番号ではなく，名列番号

を記入すること。 

（注）学籍番号は入学時に決定され，在学中

は変わらない番号をいう。 

名列番号は毎年学年の始めに決定され

る出席簿の番号をいう。 

11．試験を終えた学生は，試験継続中の学生に

迷惑をかけないよう静粛にしていること。 

12．その他監督者の指示に従うこと。 

附 則 

昭和48年制定の試験実施要領は，廃止する。 

省 略 

付 記 

この心得は，令和７年４月１日から施行する。 

 

 

７．教科目履修上の注意事項等 

 

１ 授 業 

一 授業時間は，次の時間区分により実施する。 

ただし，第Ｖａ時限は，臨時の時間割変更・

補習などに使用する準授業時間帯とする。 

時 限 開始時間    終了時間 

Ⅰ 

Ⅱ 

 

Ⅲ 

Ⅳ 

Ⅴａ 

９：00  ～  10：30 

10：40  ～  12：10 

昼  食 

13：00  ～  14：30 

14：40  ～  16：10 

16：20  ～  17：10 

二 教室における座席は指定する。机列表は

必ず教卓に置くこと。ただし，選択科目，

特別教室，ゼミナールなどの場合は担当教

員の指示に従うこと。 

三 授業中は服装，姿勢を正し，私語，居眠，

当該授業以外の読書やその他授業にふさわ

しくない行為は厳につつしむこと。 

四 理由なく欠席，欠課することは学習意欲の

減退，非行等につながるので自戒すること。 

五 特別活動は，年間計画により実施する。 

六 休講になった時間は，課題を与えられてい

る場合はその指示に従い，与えられない場合

には教室又は図書館などで自習すること。 

２ 出欠席等について 

一 理由もなく欠席，欠課，遅刻及び早退は

絶対にしないこと。遅刻及び早退は３回で

１欠課時数となる。遅刻は教員が出欠を取 

り終わった時点からをいう。 

二 学校行事や学年行事は，原則として集合

時間に遅れたときが遅刻，終了前に退去し

たときが早退であるが，担当教員の判断で

欠課となることもあるので注意すること。 

三 欠席，欠課，遅刻及び早退をしようとする

ときは，事前に届けを学級担任を経て校長に

提出すること。ただし，やむを得ない事由に

より事前に提出できないときは，その理由を

明記して，事後直ちに提出すること。 

四 疾病のため引続いて１週間以上欠席しよう

とするときは，医師の診断書を添えること。 

五 忌引についても，学生準則に定められて

いるので留意すること。 

 

 

８．警報発表時等における措置について 

令和６年12月18日 

運営会議申合せ 

１ 警報発表時等における臨時休講等の措置は，

次の基準により行う。 

一 学生が登校する以前に，岐阜県本巣郡北

方町（以下「対象区域」という。）に特別警

報（気象），暴風警報，暴風雪警報若しくは

大雪警報（以下「対象警報」という。）が発

表されている場合 

ア 始業時刻の３時間前までに解除された

場合は平常授業を行う。 
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イ 始業時刻の３時間前から午前10時まで

の間に解除された場合は，午前中を休講

とし，午後は平常授業を行う。 

ウ 午前10時を過ぎても解除されない場合

は，全日休講とする。 

二 学生が登校後，対象区域に対象警報が発

表され校長が必要と認めた場合 

ア 発表時の気象状況，交通機関や道路等

の状態を総合して，学生を安全に帰宅さ

せ得ると認められた際は，直ちに休講と

し学生を下校させる。 

イ 遠距離通学生については，無事帰宅さ

せ得ると認められるまで校内で保護する。 

三 対象警報以外の警報が岐阜・西濃区域に

発表され校長が必要と認めた場合 

ア 始業時刻の３時間前までに解除されな

い場合は，休講若しくは始業時刻を適宜

遅らせる処置をとることができる。 

イ 終業時刻前に解除されない場合で，気

象状況，交通機関や道路等の状態を総合

して，学生を安全に帰宅させる必要のあ

る場合は，終業時刻を適宜早めることが

できる。 

四 気象状況，交通機関や道路等の状態を総

合的に判断し校長が必要と認めた場合につ

いては，前号に準じた取扱いをすることが

できる。 

五 第１号から第４号に規定する休講の措置

により，試験，成績評価，進級及び卒業に

関する申合せ（平成６年２月24日運営会議

申合せ）第２条第１項に定める年間授業時

数に不足が生じる場合は，原則として，同

項第３号に規定する補講により年間授業時

数を充足させなければならない。 

六 震度５弱以上の地震が岐阜・西濃区域に

発生した場合は，校長が必要と認めた期間

を休講とする。 

２ 気象警報発表等若しくは地震に伴って生じ

る欠課等は，個々の学生の実情に応じて出席

停止とする。 

付 記 

１ この申合せは，令和６年12月18日から実施

する。 

２ 暴風時等における措置について（昭和63年

２月５日制定）は，廃止する。 

 

 

９．出席等の取扱い 

平成23年１月31日 

校 長 裁 定 

出欠席の取扱い・整理要領(昭和56年10月12日

制定)第８項の規定による出席，欠席，遅刻及び

早退の取扱いについては，次の表に定めるとこ

ろによる。 

 50分授業 

90分授業 

(２分割した各45分を 

単位とする) 

出席 全て受講 全て受講 

欠席 
35分以上連続して受講し

ない場合 

30分以上連続して受講し

ない場合 

遅刻 
授業開始後15分までに入

室 

授業開始後15分までに入

室 

早退 
授業終了前15分以降に退

室 

授業終了前15分以降に退

室 

一 体調不良等により一時退室し，受講でき

ない時間があった場合は，表にかかわらず

各授業担当教員の裁量とする。 

二 50分授業又は90分授業の２分割した各45

分において，遅刻及び早退に該当する場合

は，それぞれ各１回として算定する。 

付 記 

この取扱いは，平成23年４月１日から実施する｡ 

 

 

10．派遣取扱い要領 

制定 平成元年７月７日 

校 長 裁 定 

出欠席の取扱い・整理要領（昭和56年10月12

日制定）第11項第３号の規定による教育上必要

と認める派遣の認定基準及び手続については，

この要領の定めるところによる。 

（定 義） 

１ この要領において「派遣」とは，次の各号

の定めるところにより，校長の承認を得て，

授業，学校行事及び学級指導を，欠席又は欠

課して参加することをいう。 

一 国内派遣 

ア クラブ関係の公式試合又は発表会に，

クラブ顧問教員が引率して参加する場合 
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イ 就職試験（卒業を前提としたものに限

る。）又は大学編入学試験（専攻科入学試

験を含む。）を受験する場合 

ウ 関係諸団体(クラブ関係を除く。)から 

特定の学生を指名して派遣依頼があった

場合 

エ 学術講演会等に発表者として出席する

場合 

オ 外国人留学生が在留資格更新の手続き

を行う場合 

カ 父母の葬儀に学生会及び学級代表とし

て列席する場合(合せて４人以内) 

キ 校長が指定した伝染性疾病の疑いによ

り，医療機関で受診する場合（罹患が確

認されなかった場合に限る。） 

二 海外派遣 

ア 公的機関又はこれに準ずる団体等(以

下「公的機関等」という。)からの要請に

基づく場合 

イ 校長の許可を得て公的機関等の海外派

遣に応募し，合格した場合 

ウ 岐阜工業高等専門学校学則第13条第１

項に規定された授業科目（海外研修に関

する科目を派遣対象科目の授業時間外に

実施する場合に限る。）の単位修得を目的

とする場合 

（派遣承認時間数） 

２ 派遣として承認する時間数は次の範囲内と

する。ただし，同一授業科目（学校行事及び

学級指導を除く。）の総授業時間数の四分の一

未満とする。 

ア 前項第１号アの場合 20時間／年度 

イ 前項第１号イの場合 30時間 

  ただし，第５学年の原級留置者の場合

については，30時間／年度とする。 

ウ 前項第１号ウの場合 20時間／年度 

エ 前項第１号エの場合 20時間／年度 

オ 前項第１号オの場合 ８時間／年度 

カ  前項第１号カの場合 ８時間／回 

キ 前項第１号キの場合 ２日／罹患の疑

い 

ク  前項第２号アの場合 20日／年度  

ケ  前項第２号イの場合 10日／年度 

コ 前項第２号ウの場合 ５日／年度 

（手 続）  

３ 派遣の承認を受けようとする場合は，所定

の派遣承認願を関係書類添付のうえ原則とし

て参加しようとする３日(海外派遣の場合は

１か月)前までに校長に提出するものとする。

派遣が終了した場合は，速やかに所定の派遣

報告書を校長に提出するものとし，提出がな

い場合は，欠席又は欠課として取り扱うもの

とする。 

４ 前項の規定にかかわらず，第１項第１号イ

に基づく派遣の承認を受けようとする場合は，

次の各号の定める願の提出をもって派遣承認

願が提出されたものとすることができる。 

一 就職試験を受験する場合 就職試験受験

許可願 

二 大学編入学試験(専攻科入学試験を含

む。) を受験する場合 受験願 

（特 例） 

５ この要領に定めるもののほか，特別の事情

等が生じた場合は，主管会議の議を経て校長

が決定するものとする。 

付 記 

 この要領は，平成17年３月14日から実施し，

平成16年４月１日から適用する。 

   省 略 

   付 記 

この要領は，令和５年８月30日から実施し，

令和５年４月１日から適用する。 

 

 

11．学級運営要領 

制定 昭和56年10月12日 

校 長 裁 定 

全学生の学習並びに生活指導は学級に基本を

置く。学級における活動は学生の自発的な活動

を通して個性の伸長を図り，民主的な生活のあ

り方を身につけさせ，人間として望ましい態度

を養うことを目標とする。学生は常に教員の適

切な指導を受けるため，学級担任と密接な連絡

をとらなければならない。 

１ 学級における学生の自発的活動を円滑なら

しめるため，次の委員を置く。ただし，学生

会評議員と局員を兼任とする。 

 一 学級委員   ２名 

— 110—



 

－108－ 

イ 始業時刻の３時間前から午前10時まで

の間に解除された場合は，午前中を休講

とし，午後は平常授業を行う。 

ウ 午前10時を過ぎても解除されない場合

は，全日休講とする。 

二 学生が登校後，対象区域に対象警報が発

表され校長が必要と認めた場合 

ア 発表時の気象状況，交通機関や道路等

の状態を総合して，学生を安全に帰宅さ

せ得ると認められた際は，直ちに休講と

し学生を下校させる。 

イ 遠距離通学生については，無事帰宅さ

せ得ると認められるまで校内で保護する。 

三 対象警報以外の警報が岐阜・西濃区域に

発表され校長が必要と認めた場合 

ア 始業時刻の３時間前までに解除されな

い場合は，休講若しくは始業時刻を適宜

遅らせる処置をとることができる。 

イ 終業時刻前に解除されない場合で，気

象状況，交通機関や道路等の状態を総合

して，学生を安全に帰宅させる必要のあ

る場合は，終業時刻を適宜早めることが

できる。 

四 気象状況，交通機関や道路等の状態を総

合的に判断し校長が必要と認めた場合につ

いては，前号に準じた取扱いをすることが

できる。 

五 第１号から第４号に規定する休講の措置

により，試験，成績評価，進級及び卒業に

関する申合せ（平成６年２月24日運営会議

申合せ）第２条第１項に定める年間授業時

数に不足が生じる場合は，原則として，同

項第３号に規定する補講により年間授業時

数を充足させなければならない。 

六 震度５弱以上の地震が岐阜・西濃区域に

発生した場合は，校長が必要と認めた期間

を休講とする。 

２ 気象警報発表等若しくは地震に伴って生じ

る欠課等は，個々の学生の実情に応じて出席

停止とする。 

付 記 

１ この申合せは，令和６年12月18日から実施

する。 

２ 暴風時等における措置について（昭和63年

２月５日制定）は，廃止する。 

 

 

９．出席等の取扱い 

平成23年１月31日 

校 長 裁 定 

出欠席の取扱い・整理要領(昭和56年10月12日

制定)第８項の規定による出席，欠席，遅刻及び

早退の取扱いについては，次の表に定めるとこ

ろによる。 

 50分授業 

90分授業 

(２分割した各45分を 

単位とする) 

出席 全て受講 全て受講 

欠席 
35分以上連続して受講し

ない場合 

30分以上連続して受講し

ない場合 

遅刻 
授業開始後15分までに入

室 

授業開始後15分までに入

室 

早退 
授業終了前15分以降に退

室 

授業終了前15分以降に退

室 

一 体調不良等により一時退室し，受講でき

ない時間があった場合は，表にかかわらず

各授業担当教員の裁量とする。 

二 50分授業又は90分授業の２分割した各45

分において，遅刻及び早退に該当する場合

は，それぞれ各１回として算定する。 

付 記 

この取扱いは，平成23年４月１日から実施する｡ 

 

 

10．派遣取扱い要領 

制定 平成元年７月７日 

校 長 裁 定 

出欠席の取扱い・整理要領（昭和56年10月12

日制定）第11項第３号の規定による教育上必要

と認める派遣の認定基準及び手続については，

この要領の定めるところによる。 

（定 義） 

１ この要領において「派遣」とは，次の各号

の定めるところにより，校長の承認を得て，

授業，学校行事及び学級指導を，欠席又は欠

課して参加することをいう。 

一 国内派遣 

ア クラブ関係の公式試合又は発表会に，

クラブ顧問教員が引率して参加する場合 
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イ 就職試験（卒業を前提としたものに限

る。）又は大学編入学試験（専攻科入学試

験を含む。）を受験する場合 

ウ 関係諸団体(クラブ関係を除く。)から 

特定の学生を指名して派遣依頼があった

場合 

エ 学術講演会等に発表者として出席する

場合 

オ 外国人留学生が在留資格更新の手続き

を行う場合 

カ 父母の葬儀に学生会及び学級代表とし

て列席する場合(合せて４人以内) 

キ 校長が指定した伝染性疾病の疑いによ

り，医療機関で受診する場合（罹患が確

認されなかった場合に限る。） 

二 海外派遣 

ア 公的機関又はこれに準ずる団体等(以

下「公的機関等」という。)からの要請に

基づく場合 

イ 校長の許可を得て公的機関等の海外派

遣に応募し，合格した場合 

ウ 岐阜工業高等専門学校学則第13条第１

項に規定された授業科目（海外研修に関

する科目を派遣対象科目の授業時間外に

実施する場合に限る。）の単位修得を目的

とする場合 

（派遣承認時間数） 

２ 派遣として承認する時間数は次の範囲内と

する。ただし，同一授業科目（学校行事及び

学級指導を除く。）の総授業時間数の四分の一

未満とする。 

ア 前項第１号アの場合 20時間／年度 

イ 前項第１号イの場合 30時間 

  ただし，第５学年の原級留置者の場合

については，30時間／年度とする。 

ウ 前項第１号ウの場合 20時間／年度 

エ 前項第１号エの場合 20時間／年度 

オ 前項第１号オの場合 ８時間／年度 

カ  前項第１号カの場合 ８時間／回 

キ 前項第１号キの場合 ２日／罹患の疑

い 

ク  前項第２号アの場合 20日／年度  

ケ  前項第２号イの場合 10日／年度 

コ 前項第２号ウの場合 ５日／年度 

（手 続）  

３ 派遣の承認を受けようとする場合は，所定

の派遣承認願を関係書類添付のうえ原則とし

て参加しようとする３日(海外派遣の場合は

１か月)前までに校長に提出するものとする。

派遣が終了した場合は，速やかに所定の派遣

報告書を校長に提出するものとし，提出がな

い場合は，欠席又は欠課として取り扱うもの

とする。 

４ 前項の規定にかかわらず，第１項第１号イ

に基づく派遣の承認を受けようとする場合は，

次の各号の定める願の提出をもって派遣承認

願が提出されたものとすることができる。 

一 就職試験を受験する場合 就職試験受験

許可願 

二 大学編入学試験(専攻科入学試験を含

む。) を受験する場合 受験願 

（特 例） 

５ この要領に定めるもののほか，特別の事情

等が生じた場合は，主管会議の議を経て校長

が決定するものとする。 

付 記 

 この要領は，平成17年３月14日から実施し，

平成16年４月１日から適用する。 

   省 略 

   付 記 

この要領は，令和５年８月30日から実施し，

令和５年４月１日から適用する。 

 

 

11．学級運営要領 

制定 昭和56年10月12日 

校 長 裁 定 

全学生の学習並びに生活指導は学級に基本を

置く。学級における活動は学生の自発的な活動

を通して個性の伸長を図り，民主的な生活のあ

り方を身につけさせ，人間として望ましい態度

を養うことを目標とする。学生は常に教員の適

切な指導を受けるため，学級担任と密接な連絡

をとらなければならない。 

１ 学級における学生の自発的活動を円滑なら

しめるため，次の委員を置く。ただし，学生

会評議員と局員を兼任とする。 

 一 学級委員   ２名 
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 二 文化委員   ２名 

 三 体育委員   ２名 

 四 その他の委員 若干名 

２ 委員の任期は，１年とし，毎年１月１日か

ら12月31日までとする。ただし，第１学年に

ついては，４月１日から12月31日までとし，

第５学年については，１月１日から翌年の３

月31日までとする。 

３ 各委員の任務は次のとおりとする。 

一 学級委員 

ア 学級の代表であって，学級担任の指示 

に従い学級の運営を統轄すること。 

イ 学級の総意をまとめ，学生会の活動に

参画すること。 

二 文化委員 

ア 学級及び学校行事等における文化活動

に関すること。 

イ 研修，遠足，見学等に関すること。 

ウ アルバムに関すること。 

エ 図書に関すること。 

三 体育委員 

ア 学級の体育活動に関すること。 

イ 学校行事等における体育活動に関する

こと。 

四 その他の委員 

   学級活動において必要に応じて選出し，

任務を決めること。 

４ 掃除当番 

  学級毎に掃除当番を定め，分担区域の清掃，

整理に当る。 

５ 週  番 

  学級に週番２名を置き，その任務は次のと

おりとする。 

一 授業担当教員へ必要事項を連絡し，学生

へ必要事項を伝達すること。 

二 掲示内容，時間割変更及び校内放送事項

を確認し，学生へ伝達すること。 

三 教室内の整理整頓を行うこと。 

四 教室の電灯スイッチの点滅及び戸締りな

ど，責任を持って確認すること。 

五 週初めの始業前に出席薄を学生課で受領

し，最初の授業担当教員に手渡すこと。ま

た，週の最終の授業終了後，授業担当教員

から受けとり，学生課に返納すること。

  

附 則 

この要領は，昭和56年10月12日から施行する。 

省 略 

付 記 

この要領は，平成24年４月１日から実施する。 

 

 

12．岐阜工業高等専門学校教科目選択制 

に関する内規 

制定 昭和46年４月１日 

（目的） 

第１条 学生の自主的勉学意欲の向上を図るこ

とを目的とする選択科目の受講等の取扱いは，

この内規の定めるところによる。 

（対象学年） 

第２条 選択科目を受講できるのは，第５学年

の学生及び原級留置となった学生（第１学年

から第３学年までを除く。）（以下「原級留置

者」という。）とする。 

（選択科目） 

第３条 各学科ごとの選択科目の開設授業科目，

単位数及び修得単位数は，岐阜工業高等専門

学校学則別表第２のとおりとする。 

（受講科目の申請） 

第４条 第５学年の学生は，指定する期日まで

に別紙様式に定める選択科目受講願（以下「受

講願」という。）を学級担任の指導を受け，学

科長を経て校長に提出しなければならない。 

２ 原級留置者が選択科目を受講しようとする

場合は，岐阜工業高等専門学校試験，成績評

価，進級及び卒業に関する内規第23条に規定

する単位修得申請書を指定する期日までに学

級担任を経て校長に提出しなければならない。 

（受講の許可） 

第５条 校長は，前条の規定により受講願の提

出があったときは，審査のうえ受講を許可す

るものとする。受講許可の結果を学科ごとの

一覧表の掲示により周知することとする。 

（試験） 

第６条 許可された授業科目は，受講し試験を

受けなければならない。 

（聴講） 

第７条 学生は授業科目担当教員が許可した場
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合に限り，許可された選択科目以外の開設授

業科目を聴講することができる。ただし，当

該授業科目の単位の修得は，認めない。 

（開講の条件等） 

第８条 受講申請者が５人に達しない授業科目

は，開設しないことがある。 

２ 前項の規定により開講しないことに伴う授

業科目の変更は，指定する期日までに行わな

ければならない。 

（進級又は卒業判定） 

第９条 進級又は卒業の判定は，許可された選

択科目のうち，修得すべき単位の範囲内の授

業科目について行うものとする。 

附 則 

この内規は，昭和46年４月１日から施行する。 

   省 略 

附 則 

この内規は，令和５年11月１日から施行する。 

 

 

13．休学者の修学期間に関する申合せ 

制定 令和４年７月27日 

１ 休学より復学した場合は，主管会議の議を

経て，休学前に履修した成績及び出席時数を

復学年度に振り替えることができる。ただし，

第４学年の原級留置者が，第５学年の授業を

履修し休学した場合は，休学前に履修した成

績及び出席時数を復学年度に振り替えること

はできない。 

２ 休学前と復学後の修学期間に重複がある場

合は，各科目において修学重複期間の何れか

一方の年度分の成績及び出席時数を適用する

ことができる。 

付 記 

この申合せは，令和４年４月１日から実施する。 

付 記 

この申合せは，令和６年５月29日から実施し，

令和６年４月１日から適用する。 

 

 

14．学生の留学に関する申合せ 

 

１ 留学を希望する者は，指定の期日までに留

学願（別紙様式第１号）を提出して，校長の

許可を受けなければならない。休学が必要と

なる場合は岐阜工業高等専門学校学生準則第

９条に定められた休学願を提出し，許可され

た期間は休学とする。 

２ 留学を修了した者は，指定の期日までに留

学報告書（別紙様式第２号）を提出しなけれ

ばならない。 

付 記 

この申合せは，昭和61年11月19日から実施する。 

付 記 

この申合せは，平成25年４月22日から実施する。 

付 記 

この申合せは，令和６年５月29日から実施し，

令和６年４月１日から適用する。 

 

 

15.校外実習要項 

制定 平成５年２月25日 

校 長 裁 定 

（目的） 

第１ 校外実習（以下「実習」という。）は，企

業，官公庁又は大学（海外を含む。）において

学生に工学上の学術応用を実地で体験させ，

併せて技術者としての心構えを養わせること

を目的とする。 

（実習の区分） 

第２ 実習の区分については，次の各号に定め

るとおりとする。 

一 第４学年における就業体験等 

二 校長が認めた海外における研修等 

（計画・実施） 

第３ 実習は，研究主事主管のもとに，次の各

号のとおり計画し実施する。 

一 前項第一号については，学科長及び学級

担任において計画し実施する。 

二 前項第二号については，国際交流室にお

いて計画し実施する。 

（実施の期間及び時期） 

第４ 実習は，原則として２週間以上（実習日

10 日以上）とし，夏季休業期間中に行うもの

とする。ただし，やむを得ない理由がある場

合は，１週間以上（実習日５日以上），若しく

は夏季休業期間外にかけて実施することがで

きる。 
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 二 文化委員   ２名 

 三 体育委員   ２名 

 四 その他の委員 若干名 

２ 委員の任期は，１年とし，毎年１月１日か

ら12月31日までとする。ただし，第１学年に

ついては，４月１日から12月31日までとし，

第５学年については，１月１日から翌年の３

月31日までとする。 

３ 各委員の任務は次のとおりとする。 

一 学級委員 

ア 学級の代表であって，学級担任の指示 

に従い学級の運営を統轄すること。 

イ 学級の総意をまとめ，学生会の活動に

参画すること。 

二 文化委員 

ア 学級及び学校行事等における文化活動

に関すること。 

イ 研修，遠足，見学等に関すること。 

ウ アルバムに関すること。 

エ 図書に関すること。 

三 体育委員 

ア 学級の体育活動に関すること。 

イ 学校行事等における体育活動に関する

こと。 

四 その他の委員 

   学級活動において必要に応じて選出し，

任務を決めること。 

４ 掃除当番 

  学級毎に掃除当番を定め，分担区域の清掃，

整理に当る。 

５ 週  番 

  学級に週番２名を置き，その任務は次のと

おりとする。 

一 授業担当教員へ必要事項を連絡し，学生

へ必要事項を伝達すること。 

二 掲示内容，時間割変更及び校内放送事項

を確認し，学生へ伝達すること。 

三 教室内の整理整頓を行うこと。 

四 教室の電灯スイッチの点滅及び戸締りな

ど，責任を持って確認すること。 

五 週初めの始業前に出席薄を学生課で受領

し，最初の授業担当教員に手渡すこと。ま

た，週の最終の授業終了後，授業担当教員

から受けとり，学生課に返納すること。

  

附 則 

この要領は，昭和56年10月12日から施行する。 

省 略 

付 記 

この要領は，平成24年４月１日から実施する。 

 

 

12．岐阜工業高等専門学校教科目選択制 

に関する内規 

制定 昭和46年４月１日 

（目的） 

第１条 学生の自主的勉学意欲の向上を図るこ

とを目的とする選択科目の受講等の取扱いは，

この内規の定めるところによる。 

（対象学年） 

第２条 選択科目を受講できるのは，第５学年

の学生及び原級留置となった学生（第１学年

から第３学年までを除く。）（以下「原級留置

者」という。）とする。 

（選択科目） 

第３条 各学科ごとの選択科目の開設授業科目，

単位数及び修得単位数は，岐阜工業高等専門

学校学則別表第２のとおりとする。 

（受講科目の申請） 

第４条 第５学年の学生は，指定する期日まで

に別紙様式に定める選択科目受講願（以下「受

講願」という。）を学級担任の指導を受け，学

科長を経て校長に提出しなければならない。 

２ 原級留置者が選択科目を受講しようとする

場合は，岐阜工業高等専門学校試験，成績評

価，進級及び卒業に関する内規第23条に規定

する単位修得申請書を指定する期日までに学

級担任を経て校長に提出しなければならない。 

（受講の許可） 

第５条 校長は，前条の規定により受講願の提

出があったときは，審査のうえ受講を許可す

るものとする。受講許可の結果を学科ごとの

一覧表の掲示により周知することとする。 

（試験） 

第６条 許可された授業科目は，受講し試験を

受けなければならない。 

（聴講） 

第７条 学生は授業科目担当教員が許可した場
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合に限り，許可された選択科目以外の開設授

業科目を聴講することができる。ただし，当

該授業科目の単位の修得は，認めない。 

（開講の条件等） 

第８条 受講申請者が５人に達しない授業科目

は，開設しないことがある。 

２ 前項の規定により開講しないことに伴う授

業科目の変更は，指定する期日までに行わな

ければならない。 

（進級又は卒業判定） 

第９条 進級又は卒業の判定は，許可された選

択科目のうち，修得すべき単位の範囲内の授

業科目について行うものとする。 

附 則 

この内規は，昭和46年４月１日から施行する。 

   省 略 

附 則 

この内規は，令和５年11月１日から施行する。 

 

 

13．休学者の修学期間に関する申合せ 

制定 令和４年７月27日 

１ 休学より復学した場合は，主管会議の議を

経て，休学前に履修した成績及び出席時数を

復学年度に振り替えることができる。ただし，

第４学年の原級留置者が，第５学年の授業を

履修し休学した場合は，休学前に履修した成

績及び出席時数を復学年度に振り替えること

はできない。 

２ 休学前と復学後の修学期間に重複がある場

合は，各科目において修学重複期間の何れか

一方の年度分の成績及び出席時数を適用する

ことができる。 

付 記 

この申合せは，令和４年４月１日から実施する。 

付 記 

この申合せは，令和６年５月29日から実施し，

令和６年４月１日から適用する。 

 

 

14．学生の留学に関する申合せ 

 

１ 留学を希望する者は，指定の期日までに留

学願（別紙様式第１号）を提出して，校長の

許可を受けなければならない。休学が必要と

なる場合は岐阜工業高等専門学校学生準則第

９条に定められた休学願を提出し，許可され

た期間は休学とする。 

２ 留学を修了した者は，指定の期日までに留

学報告書（別紙様式第２号）を提出しなけれ

ばならない。 

付 記 

この申合せは，昭和61年11月19日から実施する。 

付 記 

この申合せは，平成25年４月22日から実施する。 

付 記 

この申合せは，令和６年５月29日から実施し，

令和６年４月１日から適用する。 

 

 

15.校外実習要項 

制定 平成５年２月25日 

校 長 裁 定 

（目的） 

第１ 校外実習（以下「実習」という。）は，企

業，官公庁又は大学（海外を含む。）において

学生に工学上の学術応用を実地で体験させ，

併せて技術者としての心構えを養わせること

を目的とする。 

（実習の区分） 

第２ 実習の区分については，次の各号に定め

るとおりとする。 

一 第４学年における就業体験等 

二 校長が認めた海外における研修等 

（計画・実施） 

第３ 実習は，研究主事主管のもとに，次の各

号のとおり計画し実施する。 

一 前項第一号については，学科長及び学級

担任において計画し実施する。 

二 前項第二号については，国際交流室にお

いて計画し実施する。 

（実施の期間及び時期） 

第４ 実習は，原則として２週間以上（実習日

10 日以上）とし，夏季休業期間中に行うもの

とする。ただし，やむを得ない理由がある場

合は，１週間以上（実習日５日以上），若しく

は夏季休業期間外にかけて実施することがで

きる。 
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（経費） 

第５ 実習に要する経費は，原則として実習に

参加する学生（以下「実習生」という。）の負

担とする。 

（実施責任者） 

第６ 実習を円滑に実施するため，実施責任者

を次の各号のとおりとする。 

一 第２項第一号については，学科長とする。 

二 第２項第二号については，国際交流室長

とする。 

（学級担任等の業務） 

第７ 学級担任等は，実施責任者の指示のもと

に，次の業務にあたる。 

一 実習生の受入先事業所等の選定 

二 実習生の受入先事業所等への配属 

三 実習における安全管理（傷害保険への加

入指導を含む。）・就業心得等の事前指導 

四 実習中に発生した事故又は異常事態の処

置及び報告 

五 実習先事業所等との連絡調整 

六 その他必要な事項 

（実地指導） 

第８ 学級担任，学科長又は国際交流室長等は，

必要に応じ実習生に対し，受入先事業所等に

おいて実地指導を行う。 

（報告） 

第９ 実習生は実習終了後直ちに，次に掲げる

書類を学級担任を経て学科長又は国際交流室

長に提出し，学科又は国際交流室が行う実習

報告会で実習内容を発表しなければならない。 

一 校外実習証明書（別紙様式第1号又は

Form1） 

二 校外実習報告書（別紙様式第2号）又は事

業所等の書式により事業所等に提出した報

告書の写 

三 実習日誌（別紙様式第3号） 

２ 実習生は，学科が行う実習報告会に実習内

容を発表しなければならない。 

（成績評価及び単位の認定） 

第10 所定の実習を終了した学生の評価は，次

によるものとする。ただし，第４項に定める

実習期間を満了しない場合は，この限りでな

い。 

一 実習の成績は，前項各号に定める内容等

に基づき総合的に判断し評価する。 

二 評価は，合格，不合格とする。１週間以

上（実習日５日以上）は１単位，２週間以

上（実習日10日以上）は２単位として認定

する。 

三 各実習生の単位認定は，年度ごとに行い，

卒業までに認定することのできる総単位は，

第２項第一号及び第二号合せて１０単位を

超えないものとし，卒業要件の単位に含め

ないものとする。 

２ 前項に基づき認定される単位は，卒業要件

の単位に含めないものとする。 

（雑則） 

第11 この要項に定めるもののほか，必要な事

項は研究主事と学科長又は国際交流室長が協

議の上定めるものとする。 

（事務） 

第12 実習に関する事務は，学生課が処理する。 

附 則 

この要項は，平成５年４月１日から施行し，

平成５年４月１日以後の第１学年入学者から適

用する。 

付 記 

１ この要項は，平成30年６月27日から実施

し，平成30年４月１日から適用する。 

２ 岐阜工業高等専門学校校外実習要項の取

扱いは廃止する。 

付 記 

この要項は，令和５年７月26日から実施し，

令和５年４月１日から適用する。 

 

 

16．岐阜工業高等専門学校ものづくり 

リテラシー教育実習実施要項 

制定 平成18年10月４日 

（目的） 

第１条 ものづくりリテラシー教育実習（以下

「実習」という。）は，岐阜工業高等専門学校

（以下「本校」という。）の学生が提案するも

のづくりリテラシー教育プログラムに基づき

実施する本校近隣地域における科学及び技術

に関する基礎知識の普及活動を通して，これ

に参加する学生に対し，工学的知識の伝達能
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力の基礎や論理的思考方法の獲得，ものづく

りに関する倫理観及び社会的貢献の必要性等

に関する基礎的理解，それらを応用する能力

を修得させることを目的とする。 

（計画・実施） 

第２条 実習は，岐阜工業高等専門学校科学技

術リテラシー教育推進室（以下「推進室」と

いう。）が承認したプログラムに基づき実施す

るものとする。 

２ 実習を円滑に実施するため，科学技術リテ

ラシー教育推進室長（以下「室長」という。）

が実務担当し，技術教育部門長（以下「部門

長」という。）を実施責任者とする。 

（実施の期間等） 

第３条 実習の期間は，原則として５日以上，

かつ30時間以上（準備期間を含む）とする。

ただし，年度をまたぐことはできない。 

（指導教員等） 

第４条 実習に参加する学生（以下「実習生」

という。）に対し指導を行うための本校教員

（以下「指導教員」という。）を置く。本校校

長は，必要に応じて指導助言を行うための，

本校以外の者（以下「校外指導員」という。）

を部門長から推薦を受け，任命することがで

きる。 

２ 指導教員は，同人の指導に係る実習生が実

習を終了した場合，直ちにものづくりリテラ

シー教育実習証明書（別紙様式第１）を室長

に提出しなければならない。 

（指導教員の業務) 

第５条 指導教員は，部門長および室長の指示

のもとに，次の業務に当たる。 

一 実習生に対する校外指導員の選定 

二 実習生への実践機会の提供 

三 実習生に対する実習内容，テーマ等に関

する指導および助言 

四 実習における安全管理，実習生に対する

社会人としてのマナー指導等 

五 実習中に発生した事故または異常事態の

処理および部門長等への報告 

六 その他，必要な事項 

（報告） 

第６条 実習生は，実習終了後直ちに，次に掲

げる書類を指導教員を経て，室長に提出しな

ければならない。 

一 ものづくりリテラシー教育実習報告書

（別紙様式第２） 

二 ものづくりリテラシー教育実習日誌（別

紙様式第３） 

２ 実習生は，本校が行うものづくりリテラシ

ー教育実習報告会において実習の成果を発表

しなければならない。 

（評価及び単位の認定） 

第７条 実習を終了した実習生の評価及び単位

の認定は，次の各号に基づき，主管会議の議

を経て校長が行う。 

一 評価の原案は，推進室員が，前条第１項

に定める書類及び第２項に定める報告会に

おける発表内容等を判断し，判定する。 

二 評価は合格又は不合格とし，合格の場合

で実習期間が５日以上，かつ30時間以上（準

備期間を含む）の場合は１単位，同期間が

10日以上，かつ60時間以上（準備期間を含

む）の場合は２単位を認定する。ただし，

保留を認める。 

三 各個人の単位認定は年度ごとに行い，認

定することのできる単位数は，あわせて10

単位を超えないものとする。 

２ 前項に基づき認定した単位は，卒業，進級及

び学年修了要件の単位に含まないものとする。 

（雑則） 

第８条 この要項に定めるもののほか，必要な

事項は別に定める。 

附 則 

この要項は，平成18年10月４日から施行し，

平成18年４月１日から適用する。 

   省 略 

付 記 

この要項は，平成29年１月５日から実施し，

平成28年４月１日から適用する。 

 

 

17．岐阜工業高等専門学校以外の教育施設 

等における学修等に関する規程 

学校規則第37号 

平成17年12月７日 

（趣旨） 

第１条 岐阜工業高等専門学校学則第13条の２

— 114—
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（経費） 

第５ 実習に要する経費は，原則として実習に

参加する学生（以下「実習生」という。）の負

担とする。 

（実施責任者） 

第６ 実習を円滑に実施するため，実施責任者

を次の各号のとおりとする。 

一 第２項第一号については，学科長とする。 

二 第２項第二号については，国際交流室長

とする。 

（学級担任等の業務） 

第７ 学級担任等は，実施責任者の指示のもと

に，次の業務にあたる。 

一 実習生の受入先事業所等の選定 

二 実習生の受入先事業所等への配属 

三 実習における安全管理（傷害保険への加

入指導を含む。）・就業心得等の事前指導 

四 実習中に発生した事故又は異常事態の処

置及び報告 

五 実習先事業所等との連絡調整 

六 その他必要な事項 

（実地指導） 

第８ 学級担任，学科長又は国際交流室長等は，

必要に応じ実習生に対し，受入先事業所等に

おいて実地指導を行う。 

（報告） 

第９ 実習生は実習終了後直ちに，次に掲げる

書類を学級担任を経て学科長又は国際交流室

長に提出し，学科又は国際交流室が行う実習

報告会で実習内容を発表しなければならない。 

一 校外実習証明書（別紙様式第1号又は

Form1） 

二 校外実習報告書（別紙様式第2号）又は事

業所等の書式により事業所等に提出した報

告書の写 

三 実習日誌（別紙様式第3号） 

２ 実習生は，学科が行う実習報告会に実習内

容を発表しなければならない。 

（成績評価及び単位の認定） 

第10 所定の実習を終了した学生の評価は，次

によるものとする。ただし，第４項に定める

実習期間を満了しない場合は，この限りでな

い。 

一 実習の成績は，前項各号に定める内容等

に基づき総合的に判断し評価する。 

二 評価は，合格，不合格とする。１週間以

上（実習日５日以上）は１単位，２週間以

上（実習日10日以上）は２単位として認定

する。 

三 各実習生の単位認定は，年度ごとに行い，

卒業までに認定することのできる総単位は，

第２項第一号及び第二号合せて１０単位を

超えないものとし，卒業要件の単位に含め

ないものとする。 

２ 前項に基づき認定される単位は，卒業要件

の単位に含めないものとする。 

（雑則） 

第11 この要項に定めるもののほか，必要な事

項は研究主事と学科長又は国際交流室長が協

議の上定めるものとする。 

（事務） 

第12 実習に関する事務は，学生課が処理する。 

附 則 

この要項は，平成５年４月１日から施行し，

平成５年４月１日以後の第１学年入学者から適

用する。 

付 記 

１ この要項は，平成30年６月27日から実施

し，平成30年４月１日から適用する。 

２ 岐阜工業高等専門学校校外実習要項の取

扱いは廃止する。 

付 記 

この要項は，令和５年７月26日から実施し，

令和５年４月１日から適用する。 

 

 

16．岐阜工業高等専門学校ものづくり 

リテラシー教育実習実施要項 

制定 平成18年10月４日 

（目的） 

第１条 ものづくりリテラシー教育実習（以下

「実習」という。）は，岐阜工業高等専門学校

（以下「本校」という。）の学生が提案するも

のづくりリテラシー教育プログラムに基づき

実施する本校近隣地域における科学及び技術

に関する基礎知識の普及活動を通して，これ

に参加する学生に対し，工学的知識の伝達能
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力の基礎や論理的思考方法の獲得，ものづく

りに関する倫理観及び社会的貢献の必要性等

に関する基礎的理解，それらを応用する能力

を修得させることを目的とする。 

（計画・実施） 

第２条 実習は，岐阜工業高等専門学校科学技

術リテラシー教育推進室（以下「推進室」と

いう。）が承認したプログラムに基づき実施す

るものとする。 

２ 実習を円滑に実施するため，科学技術リテ

ラシー教育推進室長（以下「室長」という。）

が実務担当し，技術教育部門長（以下「部門

長」という。）を実施責任者とする。 

（実施の期間等） 

第３条 実習の期間は，原則として５日以上，

かつ30時間以上（準備期間を含む）とする。

ただし，年度をまたぐことはできない。 

（指導教員等） 

第４条 実習に参加する学生（以下「実習生」

という。）に対し指導を行うための本校教員

（以下「指導教員」という。）を置く。本校校

長は，必要に応じて指導助言を行うための，

本校以外の者（以下「校外指導員」という。）

を部門長から推薦を受け，任命することがで

きる。 

２ 指導教員は，同人の指導に係る実習生が実

習を終了した場合，直ちにものづくりリテラ

シー教育実習証明書（別紙様式第１）を室長

に提出しなければならない。 

（指導教員の業務) 

第５条 指導教員は，部門長および室長の指示

のもとに，次の業務に当たる。 

一 実習生に対する校外指導員の選定 

二 実習生への実践機会の提供 

三 実習生に対する実習内容，テーマ等に関

する指導および助言 

四 実習における安全管理，実習生に対する

社会人としてのマナー指導等 

五 実習中に発生した事故または異常事態の

処理および部門長等への報告 

六 その他，必要な事項 

（報告） 

第６条 実習生は，実習終了後直ちに，次に掲

げる書類を指導教員を経て，室長に提出しな

ければならない。 

一 ものづくりリテラシー教育実習報告書

（別紙様式第２） 

二 ものづくりリテラシー教育実習日誌（別

紙様式第３） 

２ 実習生は，本校が行うものづくりリテラシ

ー教育実習報告会において実習の成果を発表

しなければならない。 

（評価及び単位の認定） 

第７条 実習を終了した実習生の評価及び単位

の認定は，次の各号に基づき，主管会議の議

を経て校長が行う。 

一 評価の原案は，推進室員が，前条第１項

に定める書類及び第２項に定める報告会に

おける発表内容等を判断し，判定する。 

二 評価は合格又は不合格とし，合格の場合

で実習期間が５日以上，かつ30時間以上（準

備期間を含む）の場合は１単位，同期間が

10日以上，かつ60時間以上（準備期間を含

む）の場合は２単位を認定する。ただし，

保留を認める。 

三 各個人の単位認定は年度ごとに行い，認

定することのできる単位数は，あわせて10

単位を超えないものとする。 

２ 前項に基づき認定した単位は，卒業，進級及

び学年修了要件の単位に含まないものとする。 

（雑則） 

第８条 この要項に定めるもののほか，必要な

事項は別に定める。 

附 則 

この要項は，平成18年10月４日から施行し，

平成18年４月１日から適用する。 

   省 略 

付 記 

この要項は，平成29年１月５日から実施し，

平成28年４月１日から適用する。 

 

 

17．岐阜工業高等専門学校以外の教育施設 

等における学修等に関する規程 

学校規則第37号 

平成17年12月７日 

（趣旨） 

第１条 岐阜工業高等専門学校学則第13条の２

— 115—
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及び第13条の３の規定に基づく岐阜工業高等

専門学校（以下「本校」という。）以外の教育

施設等における学修等に関し必要な事項は，

他の規則等に定めるもののほか，この規程の

定めるところによる。 

（対象学生及び対象学修） 

第２条 この規程の対象とする学生は本科学生

とし，対象学修は次のとおりとする。 

一 他の高等専門学校における学修 

二 大学又は短期大学における学修 

三 大学又は短期大学の専攻科における学修 

四 高等専門学校の専攻科における学修 

五 外国の大学又は高等学校における学修 

六 外国の大学が行う通信教育における学修 

七 技能審査の成果にかかる学修で，別表に

定めるもの（以下「技能審査における学修」

という。） 

（学修の許可） 

第３条 前条第１号から第６号までに規定する

学修（以下「大学等における学修」という。）

をしようとする学生は，大学等における学修

許可願（別紙様式第１号）を提出し，校長の

許可を受けなければならない。ただし，遠隔

教育による単位互換協定に基づく学修につい

ては，当該協定書に基づく手続きをもってこ

れに代えることができる。 

（単位認定の申請） 

第４条 大学等における学修により修得した単

位の認定を受けようとする学生は，大学等の

学修単位修得認定申請書（別紙様式第２号）

に大学等の長の交付した成績証明書及びシラ

バス等を添えて，校長に申請しなければなら

ない。 

２ 技能審査における学修により単位の認定を

受けようとする学生は，技能審査単位修得認

定申請書（別紙様式第３号）に当該技能審査

の合格等を証する書類を添えて，校長に申請

しなければならない。 

（単位の認定） 

第５条 単位の認定は，主管会議の議を経て，

校長が行う。 

２ 単位の認定方法は，次の各号に掲げるとお

りとする。 

一 大学等における学修の単位数，授業科目

の区分及び授業科目名は，当該大学等のシ

ラバス等により審査するものとする。ただ

し，本校における開設科目と同様の内容の

科目については，原則として認定しないも

のとする。 

二 技能審査における学修の単位数は，別表

１中の「認定する単位数」欄に定めるとお

りとする。 

三 前号の規定に関わらず，技能審査におけ

る学修の単位数は，別表２中の授業科目の

単位に読み替えることができる。 

３ 第２条第１号から第７号に規定する学修に

より認定することのできる単位数の上限は，

合せて60単位を超えないものとする。 

４ 校長は，単位認定の結果を単位認定通知書

（別紙様式第４号）により，学級担任を経て

申請者に通知するものとする。 

（成績評価の表示） 

第６条 前条の規定に基づき認定された授業科

目の成績評価の表示は，次のとおりとする。 

一 大学等における学修については、大学等の

長の交付した成績証明書及び当該大学等のシ

ラバス等により審査し，試験，成績評価，進

級及び卒業に関する申合せ（平成６年２月２

４日運営会議申合せ）（以下「試験等に関する

申合せ」という。）第12条第２項の表中「成績

証明書の表示」欄に規定する表示をする。 

二 技能審査における学修については，合格と

表示する。ただし、必要に応じ他の表示をす

ることがある。 

（認定単位の取扱い） 

第７条 修得を認定された単位は，次のとおり

取り扱うものとする。 

一 大学等における学修によって認定された

単位は，大学等の学修を履修した日に在籍

する学年以降の単位とし，試験等に関する

申合せ第７条に規定する学年修了（以下「学

年修了」という。）及び卒業に必要な単位数

に含め，進級に必要な単位数には含めない。 

二 技能審査における学修によって認定され

た単位は，合格等した日に在籍する学年の

単位とし，学年修了に必要な単位数に含め，

進級及び卒業に必要な単位数に含めない。 

２ 前項第１号に規定する卒業に必要な単位数
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に含めることのできる単位数は，６単位を超

えないものとする。 

 

（雑則） 

第８条 この規程に定めるもののほか，必要な

事項は別に定める。 

   附 則 

１ この規程は，平成17年12月７日から施行し，

平成17年４月１日から適用する。 

２ 省 略 

３ 省 略 

省 略 

附 則 

この規程は，令和６年 12月 18日から施行し，

令和６年４月１日から適用する。 

 

別 表１（第２条，第５条関係） 

技能審査の名称 級又は得点 
認定する

単位数 
授業科目区分 

実用英語技能検定 

準２級 ２ 

一般科目 
２級 ３ 

準１級 ５ 

１級 ８ 

技術英語能力検定 

２級 ２ 

一般科目 
１級 ４ 

準プロフェッショナル ６ 

プロフェッショナル ８ 

第２外国語の技能検定 

（スペイン語技能検定） 

４級 ２ 

一般科目 
３級 ４ 

２級 ６ 

１級 ８ 

第２外国語の技能検定 

（実用フランス語技能

検定） 

５級 １ 

一般科目 

４級 ２ 

３級 ４ 

２級 ６ 

準１級 ７ 

１級 ８ 

第２外国語の技能検定 

（ドイツ語技能検定） 

４級 ２ 

一般科目 
３級 ４ 

２級 ６ 

１級 ８ 

TOEIC（本校において

実施する IP テストを

含む。） 

400 点～465 点 ２ 

一般科目 

470 点～595 点 ３ 

600 点～725 点 ４ 

730 点～855 点 ５ 

860 点以上 ８ 

 

＊この表により単位を認定されている者が，同じ技能審

査のさらに上位の級に合格又は上位の得点を取得し

た場合は，既に認定されている単位数と当該級又は得

点に応じて定める認定単位数との差を修得単位数と

して認定する。 

＊第５条第２項第３号により単位読み替えを認定され

ている者が，同じ技能審査のさらに上位の級に合格又

は上位の得点を取得した場合は，別表２の認定級又は

得点に相当する別表１の単位数との差を修得単位数

として認定する。 

 

別 表２（第５条関係） 

技能審査

の名称 

級又は

得点 
授業科目 

成績

評価 

欠課

時数 

単位読み替え

申請期限 

実用英語技

能検定 
準１級 

英語Ａ

（５年） 
10 ０ 

履修年度 

前期末 

技術英語能

力検定 
１級 

英語Ａ

（５年） 
10 ０ 

履修年度 

前期末 

TOEIC 

(本校におい

て実施する IP

ﾃｽﾄを含む) 

600 点 
英語Ａ

（５年） 
10 

０ 

 

履修年度 

前期末 

 

＊技能審査の成果にかかる学修として過去に別表１に

基づき認定されている単位について，当該学生が希望

する場合は，別表２の単位読み替えに変更することが

できる。 

＊単位読み替えを行っている学生が授業を聴講するこ

とは可能である。 

 

 

18．卒業研究実施要領 

昭和57年４月１日 

校 長 裁 定 

１ 卒業研究は，その成果を研究報告論文（以

下「卒論」という。）にまとめて提出する。 

２ 卒論は正本１部を作成する。ただし，必要

に応じて副本を作成する。 

３ 卒論作成の要領はおおむね次のとおりとする。 

一 学科指定の表紙及び用紙を用いて作成す

る。 

二 記載事項は次のとおりとする。 

標題（欧文標題をつける。），所属学科及び

氏名，指導教員氏名，協同研究者氏名，実

施年度，提出期日 

三 欧文の要旨をつける。 

四 執筆要領は各学科で定める。 
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及び第13条の３の規定に基づく岐阜工業高等

専門学校（以下「本校」という。）以外の教育

施設等における学修等に関し必要な事項は，

他の規則等に定めるもののほか，この規程の

定めるところによる。 

（対象学生及び対象学修） 

第２条 この規程の対象とする学生は本科学生

とし，対象学修は次のとおりとする。 

一 他の高等専門学校における学修 

二 大学又は短期大学における学修 

三 大学又は短期大学の専攻科における学修 

四 高等専門学校の専攻科における学修 

五 外国の大学又は高等学校における学修 

六 外国の大学が行う通信教育における学修 

七 技能審査の成果にかかる学修で，別表に

定めるもの（以下「技能審査における学修」

という。） 

（学修の許可） 

第３条 前条第１号から第６号までに規定する

学修（以下「大学等における学修」という。）

をしようとする学生は，大学等における学修

許可願（別紙様式第１号）を提出し，校長の

許可を受けなければならない。ただし，遠隔

教育による単位互換協定に基づく学修につい

ては，当該協定書に基づく手続きをもってこ

れに代えることができる。 

（単位認定の申請） 

第４条 大学等における学修により修得した単

位の認定を受けようとする学生は，大学等の

学修単位修得認定申請書（別紙様式第２号）

に大学等の長の交付した成績証明書及びシラ

バス等を添えて，校長に申請しなければなら

ない。 

２ 技能審査における学修により単位の認定を

受けようとする学生は，技能審査単位修得認

定申請書（別紙様式第３号）に当該技能審査

の合格等を証する書類を添えて，校長に申請

しなければならない。 

（単位の認定） 

第５条 単位の認定は，主管会議の議を経て，

校長が行う。 

２ 単位の認定方法は，次の各号に掲げるとお

りとする。 

一 大学等における学修の単位数，授業科目

の区分及び授業科目名は，当該大学等のシ

ラバス等により審査するものとする。ただ

し，本校における開設科目と同様の内容の

科目については，原則として認定しないも

のとする。 

二 技能審査における学修の単位数は，別表

１中の「認定する単位数」欄に定めるとお

りとする。 

三 前号の規定に関わらず，技能審査におけ

る学修の単位数は，別表２中の授業科目の

単位に読み替えることができる。 

３ 第２条第１号から第７号に規定する学修に

より認定することのできる単位数の上限は，

合せて60単位を超えないものとする。 

４ 校長は，単位認定の結果を単位認定通知書

（別紙様式第４号）により，学級担任を経て

申請者に通知するものとする。 

（成績評価の表示） 

第６条 前条の規定に基づき認定された授業科

目の成績評価の表示は，次のとおりとする。 

一 大学等における学修については、大学等の

長の交付した成績証明書及び当該大学等のシ

ラバス等により審査し，試験，成績評価，進

級及び卒業に関する申合せ（平成６年２月２

４日運営会議申合せ）（以下「試験等に関する

申合せ」という。）第12条第２項の表中「成績

証明書の表示」欄に規定する表示をする。 

二 技能審査における学修については，合格と

表示する。ただし、必要に応じ他の表示をす

ることがある。 

（認定単位の取扱い） 

第７条 修得を認定された単位は，次のとおり

取り扱うものとする。 

一 大学等における学修によって認定された

単位は，大学等の学修を履修した日に在籍

する学年以降の単位とし，試験等に関する

申合せ第７条に規定する学年修了（以下「学

年修了」という。）及び卒業に必要な単位数

に含め，進級に必要な単位数には含めない。 

二 技能審査における学修によって認定され

た単位は，合格等した日に在籍する学年の

単位とし，学年修了に必要な単位数に含め，

進級及び卒業に必要な単位数に含めない。 

２ 前項第１号に規定する卒業に必要な単位数
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に含めることのできる単位数は，６単位を超

えないものとする。 

 

（雑則） 

第８条 この規程に定めるもののほか，必要な

事項は別に定める。 

   附 則 

１ この規程は，平成17年12月７日から施行し，

平成17年４月１日から適用する。 

２ 省 略 

３ 省 略 

省 略 

附 則 

この規程は，令和６年 12月 18日から施行し，

令和６年４月１日から適用する。 

 

別 表１（第２条，第５条関係） 

技能審査の名称 級又は得点 
認定する

単位数 
授業科目区分 

実用英語技能検定 

準２級 ２ 

一般科目 
２級 ３ 

準１級 ５ 

１級 ８ 

技術英語能力検定 

２級 ２ 

一般科目 
１級 ４ 

準プロフェッショナル ６ 

プロフェッショナル ８ 

第２外国語の技能検定 

（スペイン語技能検定） 

４級 ２ 

一般科目 
３級 ４ 

２級 ６ 

１級 ８ 

第２外国語の技能検定 

（実用フランス語技能

検定） 

５級 １ 

一般科目 

４級 ２ 

３級 ４ 

２級 ６ 

準１級 ７ 

１級 ８ 

第２外国語の技能検定 

（ドイツ語技能検定） 

４級 ２ 

一般科目 
３級 ４ 

２級 ６ 

１級 ８ 

TOEIC（本校において

実施する IP テストを

含む。） 

400 点～465 点 ２ 

一般科目 

470 点～595 点 ３ 

600 点～725 点 ４ 

730 点～855 点 ５ 

860 点以上 ８ 

 

＊この表により単位を認定されている者が，同じ技能審

査のさらに上位の級に合格又は上位の得点を取得し

た場合は，既に認定されている単位数と当該級又は得

点に応じて定める認定単位数との差を修得単位数と

して認定する。 

＊第５条第２項第３号により単位読み替えを認定され

ている者が，同じ技能審査のさらに上位の級に合格又

は上位の得点を取得した場合は，別表２の認定級又は

得点に相当する別表１の単位数との差を修得単位数

として認定する。 

 

別 表２（第５条関係） 

技能審査

の名称 

級又は

得点 
授業科目 

成績

評価 

欠課

時数 

単位読み替え

申請期限 

実用英語技

能検定 
準１級 

英語Ａ

（５年） 
10 ０ 

履修年度 

前期末 

技術英語能

力検定 
１級 

英語Ａ

（５年） 
10 ０ 

履修年度 

前期末 

TOEIC 

(本校におい

て実施する IP

ﾃｽﾄを含む) 

600 点 
英語Ａ

（５年） 
10 

０ 

 

履修年度 

前期末 

 

＊技能審査の成果にかかる学修として過去に別表１に

基づき認定されている単位について，当該学生が希望

する場合は，別表２の単位読み替えに変更することが

できる。 

＊単位読み替えを行っている学生が授業を聴講するこ

とは可能である。 

 

 

18．卒業研究実施要領 

昭和57年４月１日 

校 長 裁 定 

１ 卒業研究は，その成果を研究報告論文（以

下「卒論」という。）にまとめて提出する。 

２ 卒論は正本１部を作成する。ただし，必要

に応じて副本を作成する。 

３ 卒論作成の要領はおおむね次のとおりとする。 

一 学科指定の表紙及び用紙を用いて作成す

る。 

二 記載事項は次のとおりとする。 

標題（欧文標題をつける。），所属学科及び

氏名，指導教員氏名，協同研究者氏名，実

施年度，提出期日 

三 欧文の要旨をつける。 

四 執筆要領は各学科で定める。 
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する。 

２ 技術科学大学推薦入学志願者推薦基準（昭和

52年６月30日制定），大学編入学推薦に関する

申合せ（平成４年６月26日制定），私立大学編

入学推薦に関する申合せ（平成５年６月８日校

長裁定）及び大学編入学等に関する申合せ（平

成６年４月１日校長裁定）は，廃止する。 

 

 

21．岐阜工業高等専門学校編入学生の 

受入等に関する内規 

制定 昭和57年4月1日 

（趣旨） 

第１条 岐阜工業高等専門学校学則第18条第２項

の規定に基づく第４学年への編入学については，

この内規の定めるところによる。 

（出願資格） 

第２条 第４学年に編入学することができる者は，

次に掲げる者とする。 

一 高等学校を卒業した者又は卒業見込みの者 

二 中等教育学校を卒業した者又は卒業見込みの

者 

三 通常の課程による12年の学校教育を修了し

た者又は修了見込みの者 

四 学校教育法施行規則第150条の規定により，

高等学校を卒業した者と同等以上の学力があ

ると認められる者 

（出願手続） 

第３条 編入学を希望する者は，本校の定める書

類に検定料を添えて出願しなければならない。 

（出願の時期） 

第４条 編入学の出願時期は，その都度別に定める。 

（選考） 

第５条 入学者の選考は，学力検査，調査書，面

接の総合的判定により行うものとする。 

（下位学年単位の認定等） 

第６条 編入学を許可された者の本校第１学年か

ら第３学年までの全授業科目及び特別活動の単

位は，出身高等学校等において修得したものと

して編入学時に認定する。 

２ 前項に規定する単位の認定に際して，出身高

等学校等において修得した科目の単位と，本校

の教育課程の授業科目の単位との対応関係を，

本校内外に明示する必要がある場合には，受入

学科長からの申請に基づいて，主管会議の議を

経て，単位間の対応関係付けを含めて単位認定

することがある。 

３ 受入学科長から，本条第１項に係る修得授業

科目の一部について，編入学予定者又は編入学

を許可された者の履修申請がある場合には，主

管会議の議を経て，校長が当該科目の第１項に

係る単位認定を取消しの上，編入学後の当該科

目の履修を許可することがある。ただし，本項

に係る履修の適用は，編入学後の開講授業の受

講に支障のない場合に限ることとする。 

４ 前項の履修に基づく成績評価および単位修得

の認定は，本内規によらない通常の授業科目の

方法により行うこととし，受講の結果，修得に

至らなかった場合には，本条第１項を準用する

こととする。 

附 則 

この内規は，昭和57年４月１日から施行する。 

   省 略 

附 則 

この内規は，平成24年10月29日から施行し，平成

24年４月１日から適用する。 

 

 

22．岐阜工業高等専門学校数理・データ

サイエンス・AI 教育プログラム規程 

制 定 令和４年５月 25 日 

（趣旨） 

第１条 この規程は，岐阜工業高等専門学校（以

下「本校」という。）における数理・データサイ

エンス・AI 教育プログラム（以下「本教育プロ

グラム」という。）に関し必要な事項を定めるも

のとする。 

（履修対象者） 

第２条 本教育プログラムは，本校本科学生（以

下「学生」という。）を対象とし，科目等履修生

及び特別聴講学生は除くものとする。 

（教育目的） 

第３条 学生の数理・データサイエンス・AI への

関心を高め，かつ，数理・データサイエンス・

AI を適切に理解し，それを活用する基礎的な能

力を育成することを目的とする。 
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五 製本・仕上げ方法は各学科で定める。 

４ 卒論は定められた期日までに必ず提出する

こと。期限に遅れた卒論は通常の審査対象か

らはずす。 

５ 卒業研究の成果は研究発表会において発表

する。研究発表会の要領は各学科で定める。 

６ 卒業研究の合・否の判定は，各学科毎に卒

論の内容・研究発表の結果を審査して行う。 

７ その他実施に必要な事項は各学科で定める。 

 

附 則 

この要領は，昭和57年４月１日から施行する。 

省 略 

附 則 

この要領は，令和５年４月１日から実施する。 

 

 

19．岐阜工業高等専門学校転科に関する 

内規 

制定 昭和57年４月１日 

第１条 岐阜工業高等専門学校学則第20条に規

定する転科に関する事項の運用については，

この内規の定めるところによる。 

第２条 転科の取扱いは，次の各号の条件を満

たすものについて行う。 

一 転入を希望する学科（以下「希望学科」

という。）に学級編成上余裕があること。 

二 転科を希望する者の当該学年における学

年評価の平均点が，原則として希望学科に

おいて上位2分の1以内であること。 

第３条 転科の願い出は，２月20日から２月末

日までとする。 

第４条 希望学科は，選考試験等により転入の

可否を総合的に判断する。 

第５条 転科は前条に基づき校長が許可する。 

附 則 

この内規は，昭和57年４月１日から施行する。 

   省 略 

附  則 

この内規は，平成17年４月１日から施行する。 

 

20．大学編入学等に関する申合せ 

平成16年３月11日 

運営会議申合せ 

（趣旨） 

１ 大学編入学及び高等専門学校専攻科入学（以

下「編入学等」という。）については，岐阜工

業高等専門学校と大学及び高等専門学校（以下

「大学等」という。）との信頼関係を損なわな

いように学生を指導するものとし，その取扱い

は，この申合せの定めるところによる。 

（推薦編入学生選定基準） 

２ 推薦による編入学生の選定基準は，次の各

号に掲げるとおりとする。 

一 人物が優秀であること。 

二 学業成績が優秀であること。 

三 健康，生活態度が優れていること。 

（推薦編入学生の決定） 

３ 推薦編入学生の決定は，各学科の推薦に基

づき，校長が面接審査の上，行う。 

（推薦編入学等の取扱い） 

４ 編入学生等の推薦に当たっては，次のとお

り取り扱うものとする。 

一 大学等の募集要項に推薦基準が数値とし

て明記されている場合は，その範囲内の者

について推薦すること。 

二 大学等の募集要項に推薦基準が数値とし

て明記されていない場合の推薦者の範囲は，

校長が判断すること。 

三 推薦による編入学等選抜試験で不合格と

なった場合に，改めて他の大学等に推薦す

ることができること。 

四 第１号の規定によりがたい場合は，校長

が判断するものとすること。 

（被推薦学生の遵守事項） 

５ 推薦された学生は，次の各号に掲げる事項

を遵守しなければならない。 

一 推薦による編入学等選抜試験合格者は，当

該大学等の編入学等を辞退してはならない。 

二 他の大学等の学力による編入学等選抜試

験に合格した場合，校長が許可し，推薦によ

る編入学選抜試験を事前に辞退した場合に

限り，入学確約書を提出することができる。 

付 記 

１ この申合せは，平成16年４月１日から実施
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する。 

２ 技術科学大学推薦入学志願者推薦基準（昭和

52年６月30日制定），大学編入学推薦に関する

申合せ（平成４年６月26日制定），私立大学編

入学推薦に関する申合せ（平成５年６月８日校

長裁定）及び大学編入学等に関する申合せ（平

成６年４月１日校長裁定）は，廃止する。 

 

 

21．岐阜工業高等専門学校編入学生の 

受入等に関する内規 

制定 昭和57年4月1日 

（趣旨） 

第１条 岐阜工業高等専門学校学則第18条第２項

の規定に基づく第４学年への編入学については，

この内規の定めるところによる。 

（出願資格） 

第２条 第４学年に編入学することができる者は，

次に掲げる者とする。 

一 高等学校を卒業した者又は卒業見込みの者 

二 中等教育学校を卒業した者又は卒業見込みの

者 

三 通常の課程による12年の学校教育を修了し

た者又は修了見込みの者 

四 学校教育法施行規則第150条の規定により，

高等学校を卒業した者と同等以上の学力があ

ると認められる者 

（出願手続） 

第３条 編入学を希望する者は，本校の定める書

類に検定料を添えて出願しなければならない。 

（出願の時期） 

第４条 編入学の出願時期は，その都度別に定める。 

（選考） 

第５条 入学者の選考は，学力検査，調査書，面

接の総合的判定により行うものとする。 

（下位学年単位の認定等） 

第６条 編入学を許可された者の本校第１学年か

ら第３学年までの全授業科目及び特別活動の単

位は，出身高等学校等において修得したものと

して編入学時に認定する。 

２ 前項に規定する単位の認定に際して，出身高

等学校等において修得した科目の単位と，本校

の教育課程の授業科目の単位との対応関係を，

本校内外に明示する必要がある場合には，受入

学科長からの申請に基づいて，主管会議の議を

経て，単位間の対応関係付けを含めて単位認定

することがある。 

３ 受入学科長から，本条第１項に係る修得授業

科目の一部について，編入学予定者又は編入学

を許可された者の履修申請がある場合には，主

管会議の議を経て，校長が当該科目の第１項に

係る単位認定を取消しの上，編入学後の当該科

目の履修を許可することがある。ただし，本項

に係る履修の適用は，編入学後の開講授業の受

講に支障のない場合に限ることとする。 

４ 前項の履修に基づく成績評価および単位修得

の認定は，本内規によらない通常の授業科目の

方法により行うこととし，受講の結果，修得に

至らなかった場合には，本条第１項を準用する

こととする。 

附 則 

この内規は，昭和57年４月１日から施行する。 

   省 略 

附 則 

この内規は，平成24年10月29日から施行し，平成

24年４月１日から適用する。 

 

 

22．岐阜工業高等専門学校数理・データ

サイエンス・AI 教育プログラム規程 

制 定 令和４年５月 25 日 

（趣旨） 

第１条 この規程は，岐阜工業高等専門学校（以

下「本校」という。）における数理・データサイ

エンス・AI 教育プログラム（以下「本教育プロ

グラム」という。）に関し必要な事項を定めるも

のとする。 

（履修対象者） 

第２条 本教育プログラムは，本校本科学生（以

下「学生」という。）を対象とし，科目等履修生

及び特別聴講学生は除くものとする。 

（教育目的） 

第３条 学生の数理・データサイエンス・AI への

関心を高め，かつ，数理・データサイエンス・

AI を適切に理解し，それを活用する基礎的な能

力を育成することを目的とする。 
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五 製本・仕上げ方法は各学科で定める。 

４ 卒論は定められた期日までに必ず提出する

こと。期限に遅れた卒論は通常の審査対象か

らはずす。 

５ 卒業研究の成果は研究発表会において発表

する。研究発表会の要領は各学科で定める。 

６ 卒業研究の合・否の判定は，各学科毎に卒

論の内容・研究発表の結果を審査して行う。 

７ その他実施に必要な事項は各学科で定める。 

 

附 則 

この要領は，昭和57年４月１日から施行する。 

省 略 

附 則 

この要領は，令和５年４月１日から実施する。 

 

 

19．岐阜工業高等専門学校転科に関する 

内規 

制定 昭和57年４月１日 

第１条 岐阜工業高等専門学校学則第20条に規

定する転科に関する事項の運用については，

この内規の定めるところによる。 

第２条 転科の取扱いは，次の各号の条件を満

たすものについて行う。 

一 転入を希望する学科（以下「希望学科」

という。）に学級編成上余裕があること。 

二 転科を希望する者の当該学年における学

年評価の平均点が，原則として希望学科に

おいて上位2分の1以内であること。 

第３条 転科の願い出は，２月20日から２月末

日までとする。 

第４条 希望学科は，選考試験等により転入の

可否を総合的に判断する。 

第５条 転科は前条に基づき校長が許可する。 

附 則 

この内規は，昭和57年４月１日から施行する。 

   省 略 

附  則 

この内規は，平成17年４月１日から施行する。 

 

20．大学編入学等に関する申合せ 

平成16年３月11日 

運営会議申合せ 

（趣旨） 

１ 大学編入学及び高等専門学校専攻科入学（以

下「編入学等」という。）については，岐阜工

業高等専門学校と大学及び高等専門学校（以下

「大学等」という。）との信頼関係を損なわな

いように学生を指導するものとし，その取扱い

は，この申合せの定めるところによる。 

（推薦編入学生選定基準） 

２ 推薦による編入学生の選定基準は，次の各

号に掲げるとおりとする。 

一 人物が優秀であること。 

二 学業成績が優秀であること。 

三 健康，生活態度が優れていること。 

（推薦編入学生の決定） 

３ 推薦編入学生の決定は，各学科の推薦に基

づき，校長が面接審査の上，行う。 

（推薦編入学等の取扱い） 

４ 編入学生等の推薦に当たっては，次のとお

り取り扱うものとする。 

一 大学等の募集要項に推薦基準が数値とし

て明記されている場合は，その範囲内の者

について推薦すること。 

二 大学等の募集要項に推薦基準が数値とし

て明記されていない場合の推薦者の範囲は，

校長が判断すること。 

三 推薦による編入学等選抜試験で不合格と

なった場合に，改めて他の大学等に推薦す

ることができること。 

四 第１号の規定によりがたい場合は，校長

が判断するものとすること。 

（被推薦学生の遵守事項） 

５ 推薦された学生は，次の各号に掲げる事項

を遵守しなければならない。 

一 推薦による編入学等選抜試験合格者は，当

該大学等の編入学等を辞退してはならない。 

二 他の大学等の学力による編入学等選抜試

験に合格した場合，校長が許可し，推薦によ

る編入学選抜試験を事前に辞退した場合に

限り，入学確約書を提出することができる。 

付 記 

１ この申合せは，平成16年４月１日から実施
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（令和 7 年度以降入学生）  
環境都市工学基礎実習Ⅱ 
（令和 7 年度以降入学生）  
プログラミング（令和 7 年度以降入学生） 

 
２ 
 
３ 

建築 
学科 

数学 B 
数学 AⅠ 
数学 AⅡ 
数学 B 
AI 実践 
情報処理 
デジタルデザインⅡ 

１ 
２ 
２ 
２ 
５ 
３ 
３ 
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（履修科目等） 

第４条 本教育プログラムのリテラシーレベル及

び応用基礎レベルの対象科目は，それぞれ別表

１及び別表２に定めるとおりとする。  

（修了要件） 

第５条 校長は，前条に規定する対象科目をすべ

て修得した者について，本教育プログラムのリ

テラシーレベル及び応用基礎レベルの修了を認

定する。 

２ 前項の修了の認定は，教務主事の報告に基づ

き校長が行う。 

３ 教務主事は，校長への報告にあたり，教務会

議の議を経て本教育プログラムの対象科目の成

績評価を行うものとする。 

（雑則） 

第６条 この規程に定めるもののほか，本教育プ

ログラムに関し必要な事項は，別に定める。 

附 則 

１ この規程は，令和４年５月 25日から施行する。 

２ 平成 30年度の第１学年に入学した者から適用

する。 

附 則 

この規程は，令和７年４月 23 日から施行し，令和

６年４月１日から適用する。 

 

（別表１） 

数理・データサイエンス・ＡＩ教育プログラム 

（リテラシーレベル）に関する対象科目 

学科 
本教育プログラムのリテラシー 

レベルに関する対象科目 

開講

学年 

機械 

工学科 

ものづくり入門 

情報リテラシー 

情報処理Ⅰ 

機械工学実験Ⅰ 

情報処理Ⅱ 

機械工学実験Ⅱ 

機械工学基礎研究 

技術者倫理 

１ 

２ 

３ 

３ 

４ 

４ 

４ 

５ 

電気 

情報 

工学科 

電気電子設計製図 

論理学 

電気情報工学実験 

電気情報工学実験 

プログラミング 

応用数学Ａ 

計算機アーキテクチャ 

１ 

２ 

２ 

３ 

３ 

３ 

３ 

電子 

制御 

工学科 

電子制御工学概論 

情報処理Ⅰ（令和５年度以前入学生） 

情報処理１（令和６年度以降入学生） 

１ 

２ 

２ 

情報処理Ⅱ（令和５年度以前入学生） 

情報処理２（令和６年度以降入学生） 

電子制御工学実験Ⅰ（令和５年度以前入学生） 

電子制御工学実験１（令和６年度以降入学生） 

応用数学Ａ（令和５年度以前入学生） 

応用数学１（令和６年度以降入学生） 

３ 

３ 

３ 

３ 

３ 

３ 

環境 

都市 

工学科 

空間情報工学（令和６年度以前入学生） 

基礎実験Ⅱ（令和６年度以前入学生） 

技術者倫理（令和６年度以前入学生） 

シビルエンジニアリング入門実習 

（令和７年度以降入学生） 

プログラミング（令和７年度以降入学生） 

４ 

４ 

５ 

１ 

 

３ 

建築 

学科 

建築学通論 

情報処理 

デジタルデザインⅠ 

建築環境実験 

環境社会学 

１ 

３ 

３ 

３ 

３ 

 

（別表２） 

数理・データサイエンス・ＡＩ教育プログラム 
（応用基礎レベル）に関する対象科目 

学科 本教育プログラムの応用基礎レベル

に関する対象科目 
開講

学年 
機械 
工学科 

数学 B 
数学 AⅠ 
数学 AⅡ 
数学 B 
AI 実践 
情報リテラシー 
情報処理Ⅰ 
数値計算法 
情報処理Ⅱ 

１ 
２ 
２ 
２ 
５ 
２ 
３ 
３ 
４ 

電気 
情報 
工学科 

数学 B 
数学 AⅠ 
数学 AⅡ 
数学 B 
AI 実践 
プログラミング 

１ 
２ 
２ 
２ 
５ 
３ 

電子 
制御 
工学科 

数学 B 
数学 AⅠ 
数学 AⅡ 
数学 B 
AI 実践 
電子制御工学概論 
情報処理１ 
情報処理２ 
情報処理３ 

１ 
２ 
２ 
２ 
５ 
１ 
２ 
３ 
５ 

環境 
都市 
工学科 

数学 B 
数学 AⅠ 
数学 AⅡ 
数学 B 
AI 実践 
コンピュータリテラシ（令和 6 年度入学生） 
数値計算法（令和 6 年度入学生） 
シビルエンジニアリング入門実習 

１ 
２ 
２ 
２ 
５ 
１ 
４ 
１ 
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（令和 7 年度以降入学生）  
環境都市工学基礎実習Ⅱ 
（令和 7 年度以降入学生）  
プログラミング（令和 7 年度以降入学生） 

 
２ 
 
３ 

建築 
学科 

数学 B 
数学 AⅠ 
数学 AⅡ 
数学 B 
AI 実践 
情報処理 
デジタルデザインⅡ 

１ 
２ 
２ 
２ 
５ 
３ 
３ 
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（履修科目等） 

第４条 本教育プログラムのリテラシーレベル及

び応用基礎レベルの対象科目は，それぞれ別表

１及び別表２に定めるとおりとする。  

（修了要件） 

第５条 校長は，前条に規定する対象科目をすべ

て修得した者について，本教育プログラムのリ

テラシーレベル及び応用基礎レベルの修了を認

定する。 

２ 前項の修了の認定は，教務主事の報告に基づ

き校長が行う。 

３ 教務主事は，校長への報告にあたり，教務会

議の議を経て本教育プログラムの対象科目の成

績評価を行うものとする。 

（雑則） 

第６条 この規程に定めるもののほか，本教育プ

ログラムに関し必要な事項は，別に定める。 

附 則 

１ この規程は，令和４年５月 25日から施行する。 

２ 平成 30年度の第１学年に入学した者から適用

する。 

附 則 

この規程は，令和７年４月 23 日から施行し，令和

６年４月１日から適用する。 

 

（別表１） 

数理・データサイエンス・ＡＩ教育プログラム 

（リテラシーレベル）に関する対象科目 

学科 
本教育プログラムのリテラシー 

レベルに関する対象科目 

開講

学年 

機械 

工学科 

ものづくり入門 

情報リテラシー 

情報処理Ⅰ 

機械工学実験Ⅰ 

情報処理Ⅱ 

機械工学実験Ⅱ 

機械工学基礎研究 

技術者倫理 

１ 

２ 

３ 

３ 

４ 

４ 

４ 

５ 

電気 

情報 

工学科 

電気電子設計製図 

論理学 

電気情報工学実験 

電気情報工学実験 

プログラミング 

応用数学Ａ 

計算機アーキテクチャ 

１ 

２ 

２ 

３ 

３ 

３ 

３ 

電子 

制御 

工学科 

電子制御工学概論 

情報処理Ⅰ（令和５年度以前入学生） 

情報処理１（令和６年度以降入学生） 

１ 

２ 

２ 

情報処理Ⅱ（令和５年度以前入学生） 

情報処理２（令和６年度以降入学生） 

電子制御工学実験Ⅰ（令和５年度以前入学生） 

電子制御工学実験１（令和６年度以降入学生） 

応用数学Ａ（令和５年度以前入学生） 

応用数学１（令和６年度以降入学生） 

３ 

３ 

３ 

３ 

３ 

３ 

環境 

都市 

工学科 

空間情報工学（令和６年度以前入学生） 

基礎実験Ⅱ（令和６年度以前入学生） 

技術者倫理（令和６年度以前入学生） 

シビルエンジニアリング入門実習 

（令和７年度以降入学生） 

プログラミング（令和７年度以降入学生） 

４ 

４ 

５ 

１ 

 

３ 

建築 

学科 

建築学通論 

情報処理 

デジタルデザインⅠ 

建築環境実験 

環境社会学 

１ 

３ 

３ 

３ 

３ 

 

（別表２） 

数理・データサイエンス・ＡＩ教育プログラム 
（応用基礎レベル）に関する対象科目 

学科 本教育プログラムの応用基礎レベル

に関する対象科目 
開講

学年 
機械 
工学科 

数学 B 
数学 AⅠ 
数学 AⅡ 
数学 B 
AI 実践 
情報リテラシー 
情報処理Ⅰ 
数値計算法 
情報処理Ⅱ 

１ 
２ 
２ 
２ 
５ 
２ 
３ 
３ 
４ 

電気 
情報 
工学科 

数学 B 
数学 AⅠ 
数学 AⅡ 
数学 B 
AI 実践 
プログラミング 

１ 
２ 
２ 
２ 
５ 
３ 

電子 
制御 
工学科 

数学 B 
数学 AⅠ 
数学 AⅡ 
数学 B 
AI 実践 
電子制御工学概論 
情報処理１ 
情報処理２ 
情報処理３ 

１ 
２ 
２ 
２ 
５ 
１ 
２ 
３ 
５ 

環境 
都市 
工学科 

数学 B 
数学 AⅠ 
数学 AⅡ 
数学 B 
AI 実践 
コンピュータリテラシ（令和 6 年度入学生） 
数値計算法（令和 6 年度入学生） 
シビルエンジニアリング入門実習 

１ 
２ 
２ 
２ 
５ 
１ 
４ 
１ 
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ⅩⅢ教務（専攻科）
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ⅩⅩⅢⅢ 教  務（専攻科） 
 

 

１．岐阜工業高等専門学校専攻科学生の 

試験，成績評価及び修了認定に関す 

る内規 

制定 平成７年４月17日 

第１章 試験 

（試験の種類等） 

第１条 試験は，平常試験，期末試験及び追試

験とする。ただし，レポート等をもって試験

の一部に代えることがある。 

（平常試験） 

第２条 平常試験は，各授業科目担当教員が，

その授業時間に随時実施する。 

（期末試験） 

第３条 期末試験は，各学期末に一定期間を定

め，当該授業科目担当教員が必要と認めた場

合に行う。 

（追試験） 

第４条 追試験は，病気その他やむを得ない事

由によって試験を受けられなかった者に対し，

当該授業科目担当教員が必要と認めた場合に

行う。 

２ 試験を受けようとする者は，所定の追試験

受験願（別紙様式第１号）を専攻科長又は専

攻科長補佐を経て当該授業科目担当教員に提

出するものとする。 

第５条 削除 

（試験の実施） 

第６条 試験の実施については，別に定める。 

（不正行為） 

第７条 試験に関し，不正行為を行った者に対

しては，その試験または定期試験においては

該当期間の全試験の成績点を０点とする。 

第２章 成績評価 

（成績評価） 

第８条 成績評価は，平素の学習状況，提出物

及び試験の成績等に基づき各授業科目担当教

員が決定する。ただし，複数の学期にわたっ

て同一名で開講される授業科目の成績評価は，

各学期ごとに当該学期の授業科目担当教員が

決定する。 

 

（成績評価の表示） 

第９条 成績評価の表示は，10から２までの整

数で表示し，６以上を合格とし，５から２ま

でを不合格とする。 

２ 国際連携実習１，国際連携実習２，科学技

術リテラシー教育実習，特別実習及び岐阜工

業高等専門学校学則（以下「学則」という。）

第13条の３第１項に定める成績評価は，合格

又は不合格とする。 

３ 成績評価の表示は，前２項の規定にかかわ

らず，別に定めるところにより，優，良，可

及び不可その他の表示をすることができる。 

（成績異議申し立て） 

第10条 学生は，当該期の成績評価について，

異議を申し立てることができる。 

２ 異議申し立て期間は，年度ごとに校長の承

認を経て決定する。 

（成績評価の通知） 

第11条 成績評価は，学期ごとに学生に通知す

る。 

第３章 履修及び修了認定 

（履修等） 

第12条 各授業科目について，出席時数がその

授業科目の実施授業時数の４分の３を超えた

場合，その授業科目を履修したものと認定す

る。 

２ 欠課時数が，実施授業時数の４分の１以上

のときは，当該授業科目を未履修とし，成績

評価を１とする。 

３ 前項の規定にかかわらず，次の各号のすべ

てを満たし，提出書類を審査の上，校長が認

めた場合には履修したものと認定する。 

一 成績評価が６以上の見込みであることを

当該授業担当教員が証明できること。 

二 出席時数が３分の２を超えること。 

三 長期欠課が，病気又は怪我等による入院

等その他やむを得ない理由によるものであ

ること。 

４ 前項に該当する学生がある場合，指導教員

は，次の各号に掲げる証明書等を取り纏めの

うえ，学期末の当該授業科目の成績報告締切

日以前に校長に提出しなければならない。 

一 成績評価及び出席時数証明書（別紙様式

第２号） 
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ⅩⅩⅢⅢ 教  務（専攻科） 
 

 

１．岐阜工業高等専門学校専攻科学生の 

試験，成績評価及び修了認定に関す 

る内規 

制定 平成７年４月17日 

第１章 試験 

（試験の種類等） 

第１条 試験は，平常試験，期末試験及び追試

験とする。ただし，レポート等をもって試験

の一部に代えることがある。 

（平常試験） 

第２条 平常試験は，各授業科目担当教員が，

その授業時間に随時実施する。 

（期末試験） 

第３条 期末試験は，各学期末に一定期間を定

め，当該授業科目担当教員が必要と認めた場

合に行う。 

（追試験） 

第４条 追試験は，病気その他やむを得ない事

由によって試験を受けられなかった者に対し，

当該授業科目担当教員が必要と認めた場合に

行う。 

２ 試験を受けようとする者は，所定の追試験

受験願（別紙様式第１号）を専攻科長又は専

攻科長補佐を経て当該授業科目担当教員に提

出するものとする。 

第５条 削除 

（試験の実施） 

第６条 試験の実施については，別に定める。 

（不正行為） 

第７条 試験に関し，不正行為を行った者に対

しては，その試験または定期試験においては

該当期間の全試験の成績点を０点とする。 

第２章 成績評価 

（成績評価） 

第８条 成績評価は，平素の学習状況，提出物

及び試験の成績等に基づき各授業科目担当教

員が決定する。ただし，複数の学期にわたっ

て同一名で開講される授業科目の成績評価は，

各学期ごとに当該学期の授業科目担当教員が

決定する。 

 

（成績評価の表示） 

第９条 成績評価の表示は，10から２までの整

数で表示し，６以上を合格とし，５から２ま

でを不合格とする。 

２ 国際連携実習１，国際連携実習２，科学技

術リテラシー教育実習，特別実習及び岐阜工

業高等専門学校学則（以下「学則」という。）

第13条の３第１項に定める成績評価は，合格

又は不合格とする。 

３ 成績評価の表示は，前２項の規定にかかわ

らず，別に定めるところにより，優，良，可

及び不可その他の表示をすることができる。 

（成績異議申し立て） 

第10条 学生は，当該期の成績評価について，

異議を申し立てることができる。 

２ 異議申し立て期間は，年度ごとに校長の承

認を経て決定する。 

（成績評価の通知） 

第11条 成績評価は，学期ごとに学生に通知す

る。 

第３章 履修及び修了認定 

（履修等） 

第12条 各授業科目について，出席時数がその

授業科目の実施授業時数の４分の３を超えた

場合，その授業科目を履修したものと認定す

る。 

２ 欠課時数が，実施授業時数の４分の１以上

のときは，当該授業科目を未履修とし，成績

評価を１とする。 

３ 前項の規定にかかわらず，次の各号のすべ

てを満たし，提出書類を審査の上，校長が認

めた場合には履修したものと認定する。 

一 成績評価が６以上の見込みであることを

当該授業担当教員が証明できること。 

二 出席時数が３分の２を超えること。 

三 長期欠課が，病気又は怪我等による入院

等その他やむを得ない理由によるものであ

ること。 

４ 前項に該当する学生がある場合，指導教員

は，次の各号に掲げる証明書等を取り纏めの

うえ，学期末の当該授業科目の成績報告締切

日以前に校長に提出しなければならない。 

一 成績評価及び出席時数証明書（別紙様式

第２号） 

— 123—
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二 病気又は怪我等を証明する公的書類 

三 理由書（その他やむを得ない理由の場合） 

５ 第２項の規定に基づき未履修となった授業

科目にあっては，再度履修しなければならな

い。 

６ 遅刻及び早退の取扱いについては，各授業

科目担当教員の指導によるものとし，原則と

して，３回をもって１単位時間の欠課時数に

換算する。 

（単位の修得等） 

第13条 履修した授業科目の成績評価が６以上

又は合格の場合にその授業科目の単位修得を

認定する。 

（異年次の授業科目の単位修得） 

第14条 教育上支障のない場合に限り，異年次

の授業科目を履修し単位を修得することがで

きる。ただし，１年次においては，２年次開

講の必修科目を履修し単位を修得することは

できない。 

（未修得単位の認定等） 

第15条 履修を認められた未修得授業科目は，

次学期以降において，試験等により学期ごと

に単位修得を認定できる。 

（再履修の必要な科目） 

第16条 別表１に定める授業科目及び上位年次

の授業科目が未修得の場合，その授業科目を

再度履修し，単位を修得しなければならない。 

（専攻科修了の認定） 

第17条 学則第45条に定める専攻科修了の認定

は，学期末に行う。 

   附 則 

この内規は，平成７年４月17日から施行し，

平成７年４月１日から適用する。 

   省 略 

   附 則 

この内規は，令和８年４月１日から施行する。 

 

別表１（第16条関係） 

専  攻 授業科目名 

先 端 融 合 開 発 

専 攻 

創造工学実習 

特別実験 

特別実習 

特別研究１ 

特別研究２ 

 

２．専攻科学生の試験，成績評価及び 

修了認定等に関する申合せ 

平成11年６月18日 

運営会議申合せ 

（教育指導） 

１ 教員は，常にその担当授業科目に対する学

生の理解度に注意を払い，平常試験等によっ

て早期に成績不良者を見いだし，成績不良者

に対してはレポート等により成績の向上に努

めるものとする。 

（評価方法） 

２ 成績評価は，平素の学習状況，提出物及び

試験などの成績評価項目について，総得点率

（得点合計を配分点の合計で除して得た率）

に基づき，下表による評価とする。なお，各

成績評価項目の総得点率における配分は，授

業科目担当教員が決定しシラバスに記載する

ものとする。 

区 分 
総得点率 

（％） 

10段階

表 示 

成績評価 

95～100 10 

90～95未満 ９ 

80～90未満 ８ 

70～80未満 ７ 

60～70未満 ６ 

50～60未満 ５ 

40～50未満 ４ 

30～40未満 ３ 

 0～30未満 ２ 

未 履 修 １ 
 

（修了認定） 

３ 修了の認定は，専攻科会議で検討した結果を，

主管会議の議を経て，校長が行う。なお，必要

に応じて，授業科目担当教員の意見を求めるこ

とがある。 

（大学等受験及び入学） 

４ 大学等受験及び入学に当っては，次のとお

り取り扱うものとする。 

一 １年次で大学等を受験する者（編入学受

験を含む。）は，受験願を提出し，校長の許

可を得なければならない。  

二 他の大学等へ入学する者は，原則として，

退学願を提出しなければならない。 

（成績報告等） 

５ 学期末における成績等は，必ずその都度定
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められた締め切り期日までに校長に報告しな

ければならない。 

６ 伝染病等の事由により，出席時間数が規定

の時間数に達しない者については，専攻科長

の判断により成績報告の期日を猶予すること

ができる。 

７ 各授業科目担当教員が報告した成績評価は，

原則として変更できないものとする。 

（成績評価の表示） 

８ 岐阜工業高等専門学校専攻科学生の試験，

成績評価及び修了認定に関する内規（平成７

年４月17日制定）第９条第３項の規定に基づ

く成績評価の表示は，次の表のとおりとする。 

10段階表示 成績証明書の表示 

8～10 優 

7 良 

6 可 

2～5 不可 

1（未履修） 不可 

附 則 

 この申合せは，平成11年６月18日から施行し，

平成11年４月１日から施行する。 

省 略 

   付 記 

 この申合せは，平成27年９月28日から実施する。 

 

 

３．岐阜工業高等専門学校専攻科の 

単位修得に関する規程 

制定 平成７年２月８日 

（趣旨） 

第１条 岐阜工業高等専門学校学則（以下「学

則」という。）第45条第３項の規定に基づき，

岐阜工業高等専門学校専攻科（以下「専攻科」

という。）の修了に必要な単位の修得について

は，この規程の定めるところによる。 

（修了に必要な単位） 

第２条 専攻科の修了に必要な単位は，62単位

以上修得するものとする。ただし，豊橋技術

科学大学と実施する先端融合テクノロジー連

携教育プログラム（以下「連携教育プログラ

ム」という。）の修了に必要な単位は，62単位

以上とし，一般基礎科目にあっては15単位以

上，専門科目にあっては47単位以上修得する

ものとする。 

（他の教育施設において修得した単位の認定） 

第３条 学則第13条の３第１項の規定に基づき

大学等において修得した単位のうち，専攻科

における授業科目の履修とみなし認定できる

単位は，10単位を限度とするものとする。 

２ 前項にかかわらず，連携教育プログラムの

履修者については，豊橋技術科学大学が指定

した科目の中から修得した単位の30単位を超

えない範囲で，専攻科における授業科目の履

修とみなし，その単位を認定することができ

る。 

３ 単位の認定は，専攻科会議の議を経て校長

が行う。 

（学科の授業科目の単位認定等） 

第４条 学生は，校長が教育上有益で，かつ，

教育上支障がないと認めた場合は，学科の開

講科目を履修することができる。 

２ 前項の規定により履修した授業科目の単位

は，第２条に規定する単位数には算入しない。 

３ 単位の認定は，専攻科会議の議を経て校長

が行う。 

（単位修得申請） 

第５条 第２条及び第４条により単位を修得し

ようとする者は，定められた期日までに指定

された方法により専攻科長を経て校長に申請

し，許可を得なければならない。 

（修得の指導） 

第６条 第２条に規定するもののうち，選択科

目の単位修得並びに第４条に規定する科目の

履修にあっては，専攻科長又は専攻科長補佐

及び特別研究の指導教員の指導を受けるもの

とする。 

附 則 

この規程は，平成７年４月１日から施行する。 

省 略 

   附 則 

１ この規程は，令和４年４月１日から施行する。 

２ 先端融合開発専攻については，改正後の第

２条にかかわらず，令和４年３月31日に当該

専攻に在学または，在籍する者が当該専攻科

に在学または，在籍しなくなる日までの間，

別表第３先端融合開発専攻（令和２年度以降

入学生）の教育課程表及び規程は存続するも

のとする。 
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二 病気又は怪我等を証明する公的書類 

三 理由書（その他やむを得ない理由の場合） 

５ 第２項の規定に基づき未履修となった授業

科目にあっては，再度履修しなければならな

い。 

６ 遅刻及び早退の取扱いについては，各授業

科目担当教員の指導によるものとし，原則と

して，３回をもって１単位時間の欠課時数に

換算する。 

（単位の修得等） 

第13条 履修した授業科目の成績評価が６以上

又は合格の場合にその授業科目の単位修得を

認定する。 

（異年次の授業科目の単位修得） 

第14条 教育上支障のない場合に限り，異年次

の授業科目を履修し単位を修得することがで

きる。ただし，１年次においては，２年次開

講の必修科目を履修し単位を修得することは

できない。 

（未修得単位の認定等） 

第15条 履修を認められた未修得授業科目は，

次学期以降において，試験等により学期ごと

に単位修得を認定できる。 

（再履修の必要な科目） 

第16条 別表１に定める授業科目及び上位年次

の授業科目が未修得の場合，その授業科目を

再度履修し，単位を修得しなければならない。 

（専攻科修了の認定） 

第17条 学則第45条に定める専攻科修了の認定

は，学期末に行う。 

   附 則 

この内規は，平成７年４月17日から施行し，

平成７年４月１日から適用する。 

   省 略 

   附 則 

この内規は，令和８年４月１日から施行する。 

 

別表１（第16条関係） 

専  攻 授業科目名 

先 端 融 合 開 発 

専 攻 

創造工学実習 

特別実験 

特別実習 

特別研究１ 

特別研究２ 

 

２．専攻科学生の試験，成績評価及び 

修了認定等に関する申合せ 

平成11年６月18日 

運営会議申合せ 

（教育指導） 

１ 教員は，常にその担当授業科目に対する学

生の理解度に注意を払い，平常試験等によっ

て早期に成績不良者を見いだし，成績不良者

に対してはレポート等により成績の向上に努

めるものとする。 

（評価方法） 

２ 成績評価は，平素の学習状況，提出物及び

試験などの成績評価項目について，総得点率

（得点合計を配分点の合計で除して得た率）

に基づき，下表による評価とする。なお，各

成績評価項目の総得点率における配分は，授

業科目担当教員が決定しシラバスに記載する

ものとする。 

区 分 
総得点率 

（％） 

10段階

表 示 

成績評価 

95～100 10 

90～95未満 ９ 

80～90未満 ８ 

70～80未満 ７ 

60～70未満 ６ 

50～60未満 ５ 

40～50未満 ４ 

30～40未満 ３ 

 0～30未満 ２ 

未 履 修 １ 
 

（修了認定） 

３ 修了の認定は，専攻科会議で検討した結果を，

主管会議の議を経て，校長が行う。なお，必要

に応じて，授業科目担当教員の意見を求めるこ

とがある。 

（大学等受験及び入学） 

４ 大学等受験及び入学に当っては，次のとお

り取り扱うものとする。 

一 １年次で大学等を受験する者（編入学受

験を含む。）は，受験願を提出し，校長の許

可を得なければならない。  

二 他の大学等へ入学する者は，原則として，

退学願を提出しなければならない。 

（成績報告等） 

５ 学期末における成績等は，必ずその都度定
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められた締め切り期日までに校長に報告しな

ければならない。 

６ 伝染病等の事由により，出席時間数が規定

の時間数に達しない者については，専攻科長

の判断により成績報告の期日を猶予すること

ができる。 

７ 各授業科目担当教員が報告した成績評価は，

原則として変更できないものとする。 

（成績評価の表示） 

８ 岐阜工業高等専門学校専攻科学生の試験，

成績評価及び修了認定に関する内規（平成７

年４月17日制定）第９条第３項の規定に基づ

く成績評価の表示は，次の表のとおりとする。 

10段階表示 成績証明書の表示 

8～10 優 

7 良 

6 可 

2～5 不可 

1（未履修） 不可 

附 則 

 この申合せは，平成11年６月18日から施行し，

平成11年４月１日から施行する。 

省 略 

   付 記 

 この申合せは，平成27年９月28日から実施する。 

 

 

３．岐阜工業高等専門学校専攻科の 

単位修得に関する規程 

制定 平成７年２月８日 

（趣旨） 

第１条 岐阜工業高等専門学校学則（以下「学

則」という。）第45条第３項の規定に基づき，

岐阜工業高等専門学校専攻科（以下「専攻科」

という。）の修了に必要な単位の修得について

は，この規程の定めるところによる。 

（修了に必要な単位） 

第２条 専攻科の修了に必要な単位は，62単位

以上修得するものとする。ただし，豊橋技術

科学大学と実施する先端融合テクノロジー連

携教育プログラム（以下「連携教育プログラ

ム」という。）の修了に必要な単位は，62単位

以上とし，一般基礎科目にあっては15単位以

上，専門科目にあっては47単位以上修得する

ものとする。 

（他の教育施設において修得した単位の認定） 

第３条 学則第13条の３第１項の規定に基づき

大学等において修得した単位のうち，専攻科

における授業科目の履修とみなし認定できる

単位は，10単位を限度とするものとする。 

２ 前項にかかわらず，連携教育プログラムの

履修者については，豊橋技術科学大学が指定

した科目の中から修得した単位の30単位を超

えない範囲で，専攻科における授業科目の履

修とみなし，その単位を認定することができ

る。 

３ 単位の認定は，専攻科会議の議を経て校長

が行う。 

（学科の授業科目の単位認定等） 

第４条 学生は，校長が教育上有益で，かつ，

教育上支障がないと認めた場合は，学科の開

講科目を履修することができる。 

２ 前項の規定により履修した授業科目の単位

は，第２条に規定する単位数には算入しない。 

３ 単位の認定は，専攻科会議の議を経て校長

が行う。 

（単位修得申請） 

第５条 第２条及び第４条により単位を修得し

ようとする者は，定められた期日までに指定

された方法により専攻科長を経て校長に申請

し，許可を得なければならない。 

（修得の指導） 

第６条 第２条に規定するもののうち，選択科

目の単位修得並びに第４条に規定する科目の

履修にあっては，専攻科長又は専攻科長補佐

及び特別研究の指導教員の指導を受けるもの

とする。 

附 則 

この規程は，平成７年４月１日から施行する。 

省 略 

   附 則 

１ この規程は，令和４年４月１日から施行する。 

２ 先端融合開発専攻については，改正後の第

２条にかかわらず，令和４年３月31日に当該

専攻に在学または，在籍する者が当該専攻科

に在学または，在籍しなくなる日までの間，

別表第３先端融合開発専攻（令和２年度以降

入学生）の教育課程表及び規程は存続するも

のとする。 
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附 則 

この規程は，令和６年４月１日から施行する。 

 

４．岐阜工業高等専門学校専攻科学生の 

試験，成績評価及び修了認定に関す 

る内規第15条に定める未修得授業科 

目の単位認定等の取扱いに関する申 

合せ 

平成16年１月７日 

運営会議申合せ 

（趣旨） 

１ 岐阜工業高等専門学校専攻科学生の試験，

成績評価及び修了認定に関する内規第15条に

定める未修得授業科目の単位認定等の取扱い

は，この申合せによるものとする。 

（未修得授業科目単位認定申請手続） 

２ 未修得授業科目について単位認定を申請し

ようとする学生は，授業科目担当教員の了承

を得た上，「専攻科における未修得授業科目の

単位修得申請書」(別紙様式１)を，定められ

た期日までに指定された方法で専攻科長を経

て校長に提出し，許可を得なければならない。 

（課題指導等及び成績の再評価） 

３ 授業科目担当教員は，当該未修得授業科目

について課題指導等を行った後，当該科目の

成績評価方法に従って達成度を評価し，単位

修得認定の可否を各学期の成績締切日までに

「専攻科における未修得授業科目の成績再評

価報告書」（別紙様式２）により校長に報告し

なければならない。 

（再評価した成績） 

４ 第３項の手続によって再評価した成績は，

評価６を超えないものとする。 

（成績判定資料の保存） 

５ 授業科目担当教員は，達成度評価を行った

当該科目の成績判定資料(成績評価方法なら

びに評価基準及び試験答案・提出物など)を５

年間保存しなければならない。 

付 記 

この申合せは，平成16年１月７日より施行し，

平成15年度専攻科入学生から適用する。 

省 略 

   付 記 

この申合せは，令和６年４月１日から実施する。 

５．専攻科学生の他の高等教育機関等に 

おける学修の成果の取扱いに関する 

申合せ 

平成15年４月１日 

運営会議申合せ 

岐阜工業高等専門学校（以下「本校」という。）

学則第13条の２及び第13条の３に規定するもの

のうち，本校専攻科に入学後，本校以外の高等専

門学校専攻科及び大学における学修の成果並び

にその他文部科学大臣が定める学修の成果によ

る単位の認定（以下「単位認定」という。）の取

扱いについては，この申合せによるものとする。 

１ 単位認定を受けようとする者（以下「申請

者」という。）は，その都度既修得単位認定申

請書（様式１）を専攻科長を経て校長に提出

するものとする。 

２ 単位認定に係る認定単位数は，専攻科の単

位修得に関する規程（平成７年２月制定）第

３条に規定する単位数とする。 

３ 校長は，第１項の申請に基づき教育上有益

と認め単位を認定しようとする場合は，岐阜

工業高等専門学校学則第７条第１項に規定す

る学科のうち認定を希望する授業科目担当の

学科（一般科目を含む。）及び専攻科の関係教

員と協議の上，専攻科会議及び運営会議の議

を経て，単位認定を行うものとする。単位認

定に当たっては，当該高等教育機関等のシラ

バス等により審査するものとする。 

４ 校長は，単位認定の結果を単位認定通知書

（様式２）により，専攻科長を経て申請者に

通知するものとする。 

５ 認定した授業科目名，単位数及び成績評価

の成績原簿への記載する内容は，次のとおり

とする。 

（１）他の高等専門学校専攻科で履修した授業

科目については，当該専攻科の名称，授業

科目名，単位数及び成績評価とする。 

（２）大学で履修した授業科目については，当

該大学の名称，授業科目名，単位数とし，

成績の評価は「合」とする。 

（３）文部科学大臣が別に定める教育施設等に

おける学修の成果については，本校の授業

科目及び単位数に置き換え，成績は「認」

とする。 

 

－123－ 

附 則 

この申合せは，平成15年４月１日から施行する。 

付 記 

この申合せは，平成23年４月４日から実施し，

平成23年４月１日から適用する。 

 

 

６．岐阜工業高等専門学校専攻科特別 

実習要項 

制定 平成７年２月８日 

（趣旨） 

第１条 岐阜工業高等専門学校学則第44条の規

定に基づき行う特別実習（特別実習１および

特別実習２）は，この要項の定めるところに

よる。 

（目的） 

第２条 特別実習は，企業，官公庁又は大学（海

外を含む）において技術体験を通じて実践的

技術感覚を体得させるとともに，技術体験で

得た成果を学修（特に特別研究）に生かすこ

とを目的とする。 

（計画・実施） 

第３条 特別実習は，専攻科長及び専攻科長補

佐において計画し校長の許可を得て実施する

ものとする。 

２ 特別実習を行う学生（以下「特別実習生」と

いう。）は，前項の計画に基づき，特別実習計画

書（様式１）を作成し，専攻科長又は専攻科長

補佐を経て校長に提出しなければならない。 

（実施の期間及び時期） 

第４条 学則第44条第３項に定める教室外にお

ける40時間は，５日以上に渡って行うものと

する。 

２ 特別実習は，原則として夏季休業期間中に

行うものとする。ただし，やむを得ない理由

がある場合は，夏季休業期間外にかけて実施

することができる。 

（経費） 

第５条 特別実習に要する経費は，原則として

特別実習生の負担とする。 

（実施責任者） 

第６条 特別実習を円滑に実施するため，専攻

科長及び専攻科長補佐を実施責任者とする。 

 （担当教員の業務） 

第７条 担当教員は，専攻科長及び専攻科長補

佐の指示のもとに，次の業務にあたる。 

一 特別実習生の受入先事業所等の選定 

二 特別実習生の受入先事業所等への配属 

三 特別実習における安全管理（傷害保険への

加入指導を含む。）・就業心得等の事前指導 

四 特別実習中に発生した事故又は異常事態

の処置及び報告 

五 特別実習先事業所等との連絡調整 

六 その他必要な事項 

（実地指導） 

第８条 専攻科長及び専攻科長補佐は，必要に

応じ特別実習生に対し，受入先事業所等にお

いて実地指導を行うものとする。 

（報告） 

第９条 特別実習生は特別実習終了後直ちに，

次に掲げる書類を専攻科長又は専攻科長補佐

を経て校長に提出しなければならない。 

一 特別実習証明書（様式２又はForm２） 

二 特別実習報告書（様式３）又は事業所等の

書式により事業所等に提出した報告書の写 

三 特別実習日誌（様式４） 

２ 特別実習生は，専攻科が行う特別実習報告

会において特別実習内容を発表しなければな

らない。 

（成績評価及び単位の認定） 

第10条 所定の特別実習を終了した学生の評価

は，次によるものとする。ただし，第４条に

定める特別実習期間を満了しない場合は，こ

の限りでない。 

一 特別実習の成績は，前条に定める内容等

に基づき総合的に判断し評価する。 

二 評価は，合格，不合格とし，合格の場合

は，特別実習の単位を認定する。ただし，

専攻科が行う特別実習報告会が未実施の場

合の評価は，未定とする。 

（雑則） 

第11条  この要項に定めるもののほか，特別実

習に関し必要な事項は，専攻科長と専攻科長

補佐が協議し校長が定めるものとする。 

（事務） 

第12条 特別実習に関する事務は，学生課が処

理する。 
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附 則 

この規程は，令和６年４月１日から施行する。 

 

４．岐阜工業高等専門学校専攻科学生の 

試験，成績評価及び修了認定に関す 

る内規第15条に定める未修得授業科 

目の単位認定等の取扱いに関する申 

合せ 

平成16年１月７日 

運営会議申合せ 

（趣旨） 

１ 岐阜工業高等専門学校専攻科学生の試験，

成績評価及び修了認定に関する内規第15条に

定める未修得授業科目の単位認定等の取扱い

は，この申合せによるものとする。 

（未修得授業科目単位認定申請手続） 

２ 未修得授業科目について単位認定を申請し

ようとする学生は，授業科目担当教員の了承

を得た上，「専攻科における未修得授業科目の

単位修得申請書」(別紙様式１)を，定められ

た期日までに指定された方法で専攻科長を経

て校長に提出し，許可を得なければならない。 

（課題指導等及び成績の再評価） 

３ 授業科目担当教員は，当該未修得授業科目

について課題指導等を行った後，当該科目の

成績評価方法に従って達成度を評価し，単位

修得認定の可否を各学期の成績締切日までに

「専攻科における未修得授業科目の成績再評

価報告書」（別紙様式２）により校長に報告し

なければならない。 

（再評価した成績） 

４ 第３項の手続によって再評価した成績は，

評価６を超えないものとする。 

（成績判定資料の保存） 

５ 授業科目担当教員は，達成度評価を行った

当該科目の成績判定資料(成績評価方法なら

びに評価基準及び試験答案・提出物など)を５

年間保存しなければならない。 

付 記 

この申合せは，平成16年１月７日より施行し，

平成15年度専攻科入学生から適用する。 

省 略 

   付 記 

この申合せは，令和６年４月１日から実施する。 

５．専攻科学生の他の高等教育機関等に 

おける学修の成果の取扱いに関する 

申合せ 

平成15年４月１日 

運営会議申合せ 

岐阜工業高等専門学校（以下「本校」という。）

学則第13条の２及び第13条の３に規定するもの

のうち，本校専攻科に入学後，本校以外の高等専

門学校専攻科及び大学における学修の成果並び

にその他文部科学大臣が定める学修の成果によ

る単位の認定（以下「単位認定」という。）の取

扱いについては，この申合せによるものとする。 

１ 単位認定を受けようとする者（以下「申請

者」という。）は，その都度既修得単位認定申

請書（様式１）を専攻科長を経て校長に提出

するものとする。 

２ 単位認定に係る認定単位数は，専攻科の単

位修得に関する規程（平成７年２月制定）第

３条に規定する単位数とする。 

３ 校長は，第１項の申請に基づき教育上有益

と認め単位を認定しようとする場合は，岐阜

工業高等専門学校学則第７条第１項に規定す

る学科のうち認定を希望する授業科目担当の

学科（一般科目を含む。）及び専攻科の関係教

員と協議の上，専攻科会議及び運営会議の議

を経て，単位認定を行うものとする。単位認

定に当たっては，当該高等教育機関等のシラ

バス等により審査するものとする。 

４ 校長は，単位認定の結果を単位認定通知書

（様式２）により，専攻科長を経て申請者に

通知するものとする。 

５ 認定した授業科目名，単位数及び成績評価

の成績原簿への記載する内容は，次のとおり

とする。 

（１）他の高等専門学校専攻科で履修した授業

科目については，当該専攻科の名称，授業

科目名，単位数及び成績評価とする。 

（２）大学で履修した授業科目については，当

該大学の名称，授業科目名，単位数とし，

成績の評価は「合」とする。 

（３）文部科学大臣が別に定める教育施設等に

おける学修の成果については，本校の授業

科目及び単位数に置き換え，成績は「認」

とする。 

 

－123－ 

附 則 

この申合せは，平成15年４月１日から施行する。 

付 記 

この申合せは，平成23年４月４日から実施し，

平成23年４月１日から適用する。 

 

 

６．岐阜工業高等専門学校専攻科特別 

実習要項 

制定 平成７年２月８日 

（趣旨） 

第１条 岐阜工業高等専門学校学則第44条の規

定に基づき行う特別実習（特別実習１および

特別実習２）は，この要項の定めるところに

よる。 

（目的） 

第２条 特別実習は，企業，官公庁又は大学（海

外を含む）において技術体験を通じて実践的

技術感覚を体得させるとともに，技術体験で

得た成果を学修（特に特別研究）に生かすこ

とを目的とする。 

（計画・実施） 

第３条 特別実習は，専攻科長及び専攻科長補

佐において計画し校長の許可を得て実施する

ものとする。 

２ 特別実習を行う学生（以下「特別実習生」と

いう。）は，前項の計画に基づき，特別実習計画

書（様式１）を作成し，専攻科長又は専攻科長

補佐を経て校長に提出しなければならない。 

（実施の期間及び時期） 

第４条 学則第44条第３項に定める教室外にお

ける40時間は，５日以上に渡って行うものと

する。 

２ 特別実習は，原則として夏季休業期間中に

行うものとする。ただし，やむを得ない理由

がある場合は，夏季休業期間外にかけて実施

することができる。 

（経費） 

第５条 特別実習に要する経費は，原則として

特別実習生の負担とする。 

（実施責任者） 

第６条 特別実習を円滑に実施するため，専攻

科長及び専攻科長補佐を実施責任者とする。 

 （担当教員の業務） 

第７条 担当教員は，専攻科長及び専攻科長補

佐の指示のもとに，次の業務にあたる。 

一 特別実習生の受入先事業所等の選定 

二 特別実習生の受入先事業所等への配属 

三 特別実習における安全管理（傷害保険への

加入指導を含む。）・就業心得等の事前指導 

四 特別実習中に発生した事故又は異常事態

の処置及び報告 

五 特別実習先事業所等との連絡調整 

六 その他必要な事項 

（実地指導） 

第８条 専攻科長及び専攻科長補佐は，必要に

応じ特別実習生に対し，受入先事業所等にお

いて実地指導を行うものとする。 

（報告） 

第９条 特別実習生は特別実習終了後直ちに，

次に掲げる書類を専攻科長又は専攻科長補佐

を経て校長に提出しなければならない。 

一 特別実習証明書（様式２又はForm２） 

二 特別実習報告書（様式３）又は事業所等の

書式により事業所等に提出した報告書の写 

三 特別実習日誌（様式４） 

２ 特別実習生は，専攻科が行う特別実習報告

会において特別実習内容を発表しなければな

らない。 

（成績評価及び単位の認定） 

第10条 所定の特別実習を終了した学生の評価

は，次によるものとする。ただし，第４条に

定める特別実習期間を満了しない場合は，こ

の限りでない。 

一 特別実習の成績は，前条に定める内容等

に基づき総合的に判断し評価する。 

二 評価は，合格，不合格とし，合格の場合

は，特別実習の単位を認定する。ただし，

専攻科が行う特別実習報告会が未実施の場

合の評価は，未定とする。 

（雑則） 

第11条  この要項に定めるもののほか，特別実

習に関し必要な事項は，専攻科長と専攻科長

補佐が協議し校長が定めるものとする。 

（事務） 

第12条 特別実習に関する事務は，学生課が処

理する。 
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附 則 

 この要項は，平成７年４月１日から施行する。 

   省 略 

付 記 

この要項は，令和元年６月26日から実施し，

平成31年４月１日から適用する。 

 

 

７．岐阜工業高等専門学校専攻科科学技 

術リテラシー教育実習実施要項 

制定    平成18年９月６日 

（目的）  

第１条  科学技術リテラシー教育実習（以下「実

習」という。）は，本校の近隣地域における科

学及び技術に関する基礎知識の普及活動を通

して，これに参加する学生に対し，科学的並

びに工学的知識を咀嚼・伝達する能力や創造

的思考方法の獲得，科学・技術の持つ社会性

とそれに関る倫理観や社会的貢献の必要性等

の理解，さらにこれらを応用する能力を修得

させることを目的とする。 

（計画・実施） 

第２条  実習は，岐阜工業高等専門学校科学技

術リテラシー教育推進室（以下「推進室」と

いう。）が承認したプログラムに基づき実施す

るものとする。 

２ 実習を円滑に実施するため，科学技術リテ

ラシー教育推進室長（以下「室長」という。）

が実務担当し，技術教育部門長（以下「部門

長」という。）を実施責任者とする。 

（指導教員） 

第３条  実習に参加する学生（以下「実習生」

という。）に対し指導を行うための本校教員

（以下「指導教員」という。）を置く。 

２  指導教員は，同人の指導に係る実習生が実

習を終了した場合，直ちに，科学技術リテラ

シー教育実習証明書（別紙様式第１）を室長

に提出しなければならない。 

（指導教員の業務） 

第４条 指導教員は，部門長および室長の指示

のもとに，次の業務に当たる。 

一 実習生への実践機会の提供 

二 実習生に対する実習内容，テーマ等に関

する指導及び助言 

三 実習における安全管理，実習生に対する

社会人としてのマナー指導等 

四 実習中に発生した事故または異常事態の

処置及び部門長等への報告 

五 その他必要な事項 

（実施の期間等） 

第５条 実習は，原則として12日以上，且つ90

時間以上行うものとする。 

（報告） 

第６条  実習生は，実習終了後直ちに，次に掲

げる書類を指導教員を経て，室長に提出しな

ければならない。 

一  科学技術リテラシー教育実習報告書（別

紙様式第２） 

二  科学技術リテラシー教育実習日誌（別紙

様式第３） 

２  実習生は，本校が行う科学技術リテラシー

教育実習報告会において実習の成果を発表 

 しなければならない。 

（評価及び単位の認定） 

第７条  実習を終了した実習生の評価及び単位

の認定は，次の各号に基づき，校長が行う。 

一  評価の原案は，推進室員が，前条第１項

に定める書類及び第２項に定める報告会に

おける発表内容等を判断し，判定する。 

二  評価は合格又は不合格とし，合格の場合は

２単位を認定する。ただし，未定を認める。 

（雑則） 

第８条  この要項に定めるもののほか，必要な

事項は別に定める。 

附 則 

１ この要項は，平成18年９月６日から施行し，

平成18年４月１日から適用する。 

２ 第７条各号に基づき認定する単位について

は，平成18年度以前の入学者にあっては修了

に必要な単位には含めないものとする。 

   省 略 

付 記 

この要項は，平成28年８月１日から実施し，

平成28年４月１日から適用する。 
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８．専攻科特別研究に関する申合せ 

制定 平成11年６月18日 

１ 特別研究１及び特別研究２の成績評価は，

次の各号に掲げる書類等を学生が特別研究の

指導教員に提出したのち，日常の研究態度，

報告会における発表等の総合的な審査を経て，

当該指導教員が行う。 

ただし，特別研究１の成績評価は学期毎と

し，特別研究２の成績評価は学年末とする。 

一 １年次前期：特別研究１計画書，特別研

究１調査・検索報告書 

二 １年次後期：「特別研究１審査報告会」に

おける研究発表 

三 ２年次前期：特別研究２計画書，特別研

究２調査・検索報告書 

四 ２年次後期：特別研究２論文の提出及び

「特別研究２審査報告会」における研究発表 

２ 専攻科学生の試験，成績評価，進級及び修了

認定に関する内規第９条第１項の規定にかか

わらず，特別研究１及び特別研究２の成績評価

は特別研究１審査報告会が未実施の場合は，未

定とし，修了判定会議以前にあっては，保留と

することができる。 

３ 特別研究１及び特別研究２は学期進行に伴

いより高度な発展性が望まれることに鑑み，

当該学期の成績評価を合格とする場合は，そ

の学期以前の成績評価は，合格でなければな

らない。 

４ 特別研究１及び特別研究２計画書，特別研

究１及び特別研究２調査・検索報告書，特別

研究１及び特別研究２審査報告会実施要項及

び特別研究２論文等の執筆要項は，別に定め

る。 

５ その他特別研究１及び特別研究２の実施に

必要な事項は，別に定める。 

附 則 

この申合せは，平成11年６月18日から施行し，

平成11年４月１日から適用する。 

   省 略 

付 記 

この申合せは，平成30年４月１日から実施する。 

 

 

 

９．岐阜工業高等専門学校国際連携実習 

１実施要項 

制定 平成27年９月28日 

（目的） 

第１条 国際連携実習１（以下「実習」という。）

は，実習履修生（以下「実習生」という。）の

専門分野における国際連携を本校における短

期留学生等の研究活動支援等の交流を通じて

体得させるとともに，その成果を学修（特に

特別研究）に生かすことを目的とする。 

（計画・実施） 

第２条 実習は，専攻科長及び専攻科長補佐に

おいて計画し校長の許可を得て実施するもの

とする。 

（実施の期間等） 

第３条 実習は，原則として６日以上，且つ45

時間以上行うものとする。 

（実施責任者） 

第４条 実習を円滑に実施するため，専攻科長

及び専攻科長補佐を実施責任者とする。 

（指導教員） 

第５条 実習生に対して指導を行うための本校

教員（以下「指導教員」という。）を置く。指

導教員は原則として短期留学生指導教員が兼

ねる。 

２ 指導教員は，同人の指導にかかる実習生が

実習を終了した場合，直ちに，国際連携実習

１（受入）証明書（様式１）を校長に提出し

なければならない。 

（指導教員の業務） 

第６条 指導教員は，専攻科長及び専攻科長補

佐の指示のもとに，次の業務に当たる。 

一 実習生への実践機会の提供 

二 実習生に対する実習内容，テーマ等に関

する指導及び助言 

三 実習における安全管理，留学生への対応

指導等 

四 実習中に発生した事故または異常事態の

処置及び国際交流室長への報告 

五 その他必要な事項 

（報告） 

第７条 実習生は，実習終了後直ちに，次に掲

げる書類を指導教員を経て，校長に提出しな

ければならない。 
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附 則 

 この要項は，平成７年４月１日から施行する。 

   省 略 

付 記 

この要項は，令和元年６月26日から実施し，

平成31年４月１日から適用する。 

 

 

７．岐阜工業高等専門学校専攻科科学技 

術リテラシー教育実習実施要項 

制定    平成18年９月６日 

（目的）  

第１条  科学技術リテラシー教育実習（以下「実

習」という。）は，本校の近隣地域における科

学及び技術に関する基礎知識の普及活動を通

して，これに参加する学生に対し，科学的並

びに工学的知識を咀嚼・伝達する能力や創造

的思考方法の獲得，科学・技術の持つ社会性

とそれに関る倫理観や社会的貢献の必要性等

の理解，さらにこれらを応用する能力を修得

させることを目的とする。 

（計画・実施） 

第２条  実習は，岐阜工業高等専門学校科学技

術リテラシー教育推進室（以下「推進室」と

いう。）が承認したプログラムに基づき実施す

るものとする。 

２ 実習を円滑に実施するため，科学技術リテ

ラシー教育推進室長（以下「室長」という。）

が実務担当し，技術教育部門長（以下「部門

長」という。）を実施責任者とする。 

（指導教員） 

第３条  実習に参加する学生（以下「実習生」

という。）に対し指導を行うための本校教員

（以下「指導教員」という。）を置く。 

２  指導教員は，同人の指導に係る実習生が実

習を終了した場合，直ちに，科学技術リテラ

シー教育実習証明書（別紙様式第１）を室長

に提出しなければならない。 

（指導教員の業務） 

第４条 指導教員は，部門長および室長の指示

のもとに，次の業務に当たる。 

一 実習生への実践機会の提供 

二 実習生に対する実習内容，テーマ等に関

する指導及び助言 

三 実習における安全管理，実習生に対する

社会人としてのマナー指導等 

四 実習中に発生した事故または異常事態の

処置及び部門長等への報告 

五 その他必要な事項 

（実施の期間等） 

第５条 実習は，原則として12日以上，且つ90

時間以上行うものとする。 

（報告） 

第６条  実習生は，実習終了後直ちに，次に掲

げる書類を指導教員を経て，室長に提出しな

ければならない。 

一  科学技術リテラシー教育実習報告書（別

紙様式第２） 

二  科学技術リテラシー教育実習日誌（別紙

様式第３） 

２  実習生は，本校が行う科学技術リテラシー

教育実習報告会において実習の成果を発表 

 しなければならない。 

（評価及び単位の認定） 

第７条  実習を終了した実習生の評価及び単位

の認定は，次の各号に基づき，校長が行う。 

一  評価の原案は，推進室員が，前条第１項

に定める書類及び第２項に定める報告会に

おける発表内容等を判断し，判定する。 

二  評価は合格又は不合格とし，合格の場合は

２単位を認定する。ただし，未定を認める。 

（雑則） 

第８条  この要項に定めるもののほか，必要な

事項は別に定める。 

附 則 

１ この要項は，平成18年９月６日から施行し，

平成18年４月１日から適用する。 

２ 第７条各号に基づき認定する単位について

は，平成18年度以前の入学者にあっては修了

に必要な単位には含めないものとする。 

   省 略 

付 記 

この要項は，平成28年８月１日から実施し，

平成28年４月１日から適用する。 
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８．専攻科特別研究に関する申合せ 

制定 平成11年６月18日 

１ 特別研究１及び特別研究２の成績評価は，

次の各号に掲げる書類等を学生が特別研究の

指導教員に提出したのち，日常の研究態度，

報告会における発表等の総合的な審査を経て，

当該指導教員が行う。 

ただし，特別研究１の成績評価は学期毎と

し，特別研究２の成績評価は学年末とする。 

一 １年次前期：特別研究１計画書，特別研

究１調査・検索報告書 

二 １年次後期：「特別研究１審査報告会」に

おける研究発表 

三 ２年次前期：特別研究２計画書，特別研

究２調査・検索報告書 

四 ２年次後期：特別研究２論文の提出及び

「特別研究２審査報告会」における研究発表 

２ 専攻科学生の試験，成績評価，進級及び修了

認定に関する内規第９条第１項の規定にかか

わらず，特別研究１及び特別研究２の成績評価

は特別研究１審査報告会が未実施の場合は，未

定とし，修了判定会議以前にあっては，保留と

することができる。 

３ 特別研究１及び特別研究２は学期進行に伴

いより高度な発展性が望まれることに鑑み，

当該学期の成績評価を合格とする場合は，そ

の学期以前の成績評価は，合格でなければな

らない。 

４ 特別研究１及び特別研究２計画書，特別研

究１及び特別研究２調査・検索報告書，特別

研究１及び特別研究２審査報告会実施要項及

び特別研究２論文等の執筆要項は，別に定め

る。 

５ その他特別研究１及び特別研究２の実施に

必要な事項は，別に定める。 

附 則 

この申合せは，平成11年６月18日から施行し，

平成11年４月１日から適用する。 

   省 略 

付 記 

この申合せは，平成30年４月１日から実施する。 

 

 

 

９．岐阜工業高等専門学校国際連携実習 

１実施要項 

制定 平成27年９月28日 

（目的） 

第１条 国際連携実習１（以下「実習」という。）

は，実習履修生（以下「実習生」という。）の

専門分野における国際連携を本校における短

期留学生等の研究活動支援等の交流を通じて

体得させるとともに，その成果を学修（特に

特別研究）に生かすことを目的とする。 

（計画・実施） 

第２条 実習は，専攻科長及び専攻科長補佐に

おいて計画し校長の許可を得て実施するもの

とする。 

（実施の期間等） 

第３条 実習は，原則として６日以上，且つ45

時間以上行うものとする。 

（実施責任者） 

第４条 実習を円滑に実施するため，専攻科長

及び専攻科長補佐を実施責任者とする。 

（指導教員） 

第５条 実習生に対して指導を行うための本校

教員（以下「指導教員」という。）を置く。指

導教員は原則として短期留学生指導教員が兼

ねる。 

２ 指導教員は，同人の指導にかかる実習生が

実習を終了した場合，直ちに，国際連携実習

１（受入）証明書（様式１）を校長に提出し

なければならない。 

（指導教員の業務） 

第６条 指導教員は，専攻科長及び専攻科長補

佐の指示のもとに，次の業務に当たる。 

一 実習生への実践機会の提供 

二 実習生に対する実習内容，テーマ等に関

する指導及び助言 

三 実習における安全管理，留学生への対応

指導等 

四 実習中に発生した事故または異常事態の

処置及び国際交流室長への報告 

五 その他必要な事項 

（報告） 

第７条 実習生は，実習終了後直ちに，次に掲

げる書類を指導教員を経て，校長に提出しな

ければならない。 
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一 国際連携実習１（受入）報告書（様式２） 

二 国際連携実習１（受入）日誌（様式３） 

２ 実習生は，実習レポートを指導教員に提出

しなければならない。 

（成績評価及び単位の認定） 

第８条 実習を終了した実習生の評価及び単位

の認定は，次の各号に基づき，主管会議の議

を経て校長が行う。 

一 実習の成績は，前条に定める内容等に基

づき総合的に判断し評価する。 

二 評価は合格又は不合格とし，合格の場合

は１単位を認定する。ただし，実習終了が

実習開始学期の成績報告期限後等の場合の

評価は，未定とすることができる。 

（雑則） 

第９条 この要項に定めるもののほか，必要な

事項は別に定める。 

（事務） 

第10条 実習に関する事務は学生課が処理する。 

附 則 

この要項は，平成28年４月１日から実施する。 

付 記 

この要項は，平成29年４月１日から実施する。 

 

 

10．岐阜工業高等専門学校国際連携 

実習２実施要項 

制定 平成27年９月28日 

（目的） 

第１条 国際連携実習２（以下「実習」という。）

は，海外の企業又は大学等における技術体験

を通じた国際連携を体得させるとともに，そ

の成果を学修（特に特別研究）に生かすこと

を目的とする。 

（計画・実施） 

第２条 実習は，専攻科長及び専攻科長補佐に

おいて計画し校長の許可を得て実施するもの

とする。 

２ 実習を行う学生（以下「実習生」という。）は，

前項の計画に基づき，国際連携実習２（派遣）

計画書（様式１）を作成し，専攻科長又は専攻

科長補佐を経て校長に提出しなければならない。 

（実施の期間等） 

第３条 教室外40時間の実習と教室内５時間の

課題学修をもって１単位とする。 

２ 実習は，原則として休業期間中に行うものと

する。ただし，やむを得ない理由がある場合は，

休業期間外にかけて実施することができる。 

（経費） 

第４条 実習に要する経費は，原則として実習

生の負担とする。 

（実施責任者） 

第５条 実習を円滑に実施するため，専攻科長

及び専攻科長補佐を実施責任者とする。 

（報告） 

第６条 実習生は，実習終了後直ちに，次に掲

げる書類を専攻科長又は専攻科長補佐を経て，

校長に提出しなければならない。 

一 国際連携実習２（派遣）証明書（様式２

又はForm２）又は特別実習証明書の写（特

別実習と連続した期間に同一機関で実施し

た場合） 

二 国際連携実習２（派遣）報告書（様式３）

又は事業所等の書式により事業所等に提出

した報告書の写 

三 国際連携実習２（派遣）日誌（様式４） 

２ 実習生は，専攻科が行う実習報告会におい

て実習内容を発表しなければならない。 

（成績評価及び単位の認定） 

第７条 実習を終了した実習生の評価及び単位

の認定は，次の各号に基づき，主管会議の議

を経て校長が行う。 

一 実習の成績は，前条に定める内容等に基

づき総合的に判断し評価する。 

二 評価は合格又は不合格とし，合格の場合は１

単位を認定する。ただし，専攻科が行う実習報

告会が未実施の場合の評価は，未定とする。 

（雑則） 

第８条 この要項に定めるもののほか，必要な

事項は別に定める。 

（事務） 

第９条 実習に関する事務は学生課が処理する。 

附 則 

  この要項は，平成28年４月１日から実施する。 

省 略 

付 記 

この要項は，令和元年６月26日から実施し，

平成31年４月１日から適用する。 
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11．授 業 時 間 

 

授業時間は，次の時間区分により実施する。 

ただし，第Ⅴa時限は，臨時の時間割変更など

に使用する準授業時間帯とする。 

時 限 開始時間    終了時間 

Ⅰ 

Ⅱ 

 

Ⅲ 

Ⅳ 

Ⅴa 

９：00  ～  10：30 

10：40  ～  12：10 

昼  食 

13：00  ～  14：30 

14：40  ～  16：10 

16：20  ～  17：10 

 

 

12．学士の学位の取得について 

 

学校教育法第68条の２第３項第１号に基づく

学士の学位授与の制度は，高等専門学校卒業者

等が専攻科の単位を修得する等の方法により一

定の学修を積み上げた場合，（独）大学改革支

援・学位授与機構（以下，「機構」）の行う審査

によって学士の学位を取得できる途を開いたも

のです。本校専攻科では，５つの専攻の区分（機

械工学・電気電子工学・情報工学・土木工学・

建築学）について学位を取得することができま

す。 

具体的な履修や手続きに関する説明について

は，４月に開催する専攻科のガイダンスなどに

おいて行います。 

 

学士の学位授与の要件 

次のすべての要件を満たすこと。 

１ 基礎資格を有する者（＝高等専門学校卒業）

であること。 

２ 専攻科を修了（＝２年以上にわたり62単位

以上修得）すること。 

３ 機構の行う修得単位の審査及び学修総まと

め科目の履修に関する審査に合格すること。 
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一 国際連携実習１（受入）報告書（様式２） 

二 国際連携実習１（受入）日誌（様式３） 

２ 実習生は，実習レポートを指導教員に提出

しなければならない。 

（成績評価及び単位の認定） 

第８条 実習を終了した実習生の評価及び単位

の認定は，次の各号に基づき，主管会議の議

を経て校長が行う。 

一 実習の成績は，前条に定める内容等に基

づき総合的に判断し評価する。 

二 評価は合格又は不合格とし，合格の場合

は１単位を認定する。ただし，実習終了が

実習開始学期の成績報告期限後等の場合の

評価は，未定とすることができる。 

（雑則） 

第９条 この要項に定めるもののほか，必要な

事項は別に定める。 

（事務） 

第10条 実習に関する事務は学生課が処理する。 

附 則 

この要項は，平成28年４月１日から実施する。 

付 記 

この要項は，平成29年４月１日から実施する。 

 

 

10．岐阜工業高等専門学校国際連携 

実習２実施要項 

制定 平成27年９月28日 

（目的） 

第１条 国際連携実習２（以下「実習」という。）

は，海外の企業又は大学等における技術体験

を通じた国際連携を体得させるとともに，そ

の成果を学修（特に特別研究）に生かすこと

を目的とする。 

（計画・実施） 

第２条 実習は，専攻科長及び専攻科長補佐に

おいて計画し校長の許可を得て実施するもの

とする。 

２ 実習を行う学生（以下「実習生」という。）は，

前項の計画に基づき，国際連携実習２（派遣）

計画書（様式１）を作成し，専攻科長又は専攻

科長補佐を経て校長に提出しなければならない。 

（実施の期間等） 

第３条 教室外40時間の実習と教室内５時間の

課題学修をもって１単位とする。 

２ 実習は，原則として休業期間中に行うものと

する。ただし，やむを得ない理由がある場合は，

休業期間外にかけて実施することができる。 

（経費） 

第４条 実習に要する経費は，原則として実習

生の負担とする。 

（実施責任者） 

第５条 実習を円滑に実施するため，専攻科長

及び専攻科長補佐を実施責任者とする。 

（報告） 

第６条 実習生は，実習終了後直ちに，次に掲

げる書類を専攻科長又は専攻科長補佐を経て，

校長に提出しなければならない。 

一 国際連携実習２（派遣）証明書（様式２

又はForm２）又は特別実習証明書の写（特

別実習と連続した期間に同一機関で実施し

た場合） 

二 国際連携実習２（派遣）報告書（様式３）

又は事業所等の書式により事業所等に提出

した報告書の写 

三 国際連携実習２（派遣）日誌（様式４） 

２ 実習生は，専攻科が行う実習報告会におい

て実習内容を発表しなければならない。 

（成績評価及び単位の認定） 

第７条 実習を終了した実習生の評価及び単位

の認定は，次の各号に基づき，主管会議の議

を経て校長が行う。 

一 実習の成績は，前条に定める内容等に基

づき総合的に判断し評価する。 

二 評価は合格又は不合格とし，合格の場合は１

単位を認定する。ただし，専攻科が行う実習報

告会が未実施の場合の評価は，未定とする。 

（雑則） 

第８条 この要項に定めるもののほか，必要な

事項は別に定める。 

（事務） 

第９条 実習に関する事務は学生課が処理する。 

附 則 

  この要項は，平成28年４月１日から実施する。 

省 略 

付 記 

この要項は，令和元年６月26日から実施し，

平成31年４月１日から適用する。 
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11．授 業 時 間 

 

授業時間は，次の時間区分により実施する。 

ただし，第Ⅴa時限は，臨時の時間割変更など

に使用する準授業時間帯とする。 

時 限 開始時間    終了時間 

Ⅰ 

Ⅱ 

 

Ⅲ 

Ⅳ 

Ⅴa 

９：00  ～  10：30 

10：40  ～  12：10 

昼  食 

13：00  ～  14：30 

14：40  ～  16：10 

16：20  ～  17：10 

 

 

12．学士の学位の取得について 

 

学校教育法第68条の２第３項第１号に基づく

学士の学位授与の制度は，高等専門学校卒業者

等が専攻科の単位を修得する等の方法により一

定の学修を積み上げた場合，（独）大学改革支

援・学位授与機構（以下，「機構」）の行う審査

によって学士の学位を取得できる途を開いたも

のです。本校専攻科では，５つの専攻の区分（機

械工学・電気電子工学・情報工学・土木工学・

建築学）について学位を取得することができま

す。 

具体的な履修や手続きに関する説明について

は，４月に開催する専攻科のガイダンスなどに

おいて行います。 

 

学士の学位授与の要件 

次のすべての要件を満たすこと。 

１ 基礎資格を有する者（＝高等専門学校卒業）

であること。 

２ 専攻科を修了（＝２年以上にわたり62単位

以上修得）すること。 

３ 機構の行う修得単位の審査及び学修総まと

め科目の履修に関する審査に合格すること。 
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ⅩⅩⅣⅣ 学 校 の 概 要 
 

１．沿  革 
 

設 置 前 

昭和37年（1962） 

11. 26（月）社団法人岐阜工業高等専門学校設

立協力会の設立認可 

昭和38年（1963） 

1. 11（金）岐阜工業高等専門学校を岐阜県本

巣郡真正町に設置決定 

岐阜県各務原市鵜沼中学校に仮校

舎内定 

1. 21（月）校舎建設予定地（約110,000㎡）の

整地工事着工 

2. 16（土） 

2. 17（日） 

 

設 置 後 

昭和38年（1963） 

4. 1（月）国立学校設置法一部改正により，

岐阜工業高等専門学校設置認可 

（機械工学科，電気工学科，土木工

学科） 

校長に飯沼弘司任命 

学則，学生準則，寄宿舎規則等制定 

4. 22（月）仮校舎において開校式・第１回入

学式・教育後援会結成式挙行 

4. 23（火）入学者宣誓署名式挙行 

8. 13（火）第１期工事（本校舎，寄宿舎等） 

起工式挙行 

10. 10（木）岐阜高専の歌制定 

11. 30（土）校章旗制定 

昭和39年（1964） 

2. 22（土） 

2. 23（日） 

3. 15（日）第１期工事竣工 

3. 30（月） 

4. 10（金） 

4. 1（水）本校舎おいて校務開始 

4. 11（土）第１期工事竣工及び移転披露 

4. 19（日）第２回入学式，宣誓署名式挙行 

9. 12（土）第２期工事着工 

 

昭和40年（1965） 

2. 20（土） 

2. 21（日） 

3. 22（月）第２期工事竣工 

4. 1（木）学生会発足 

4. 11（日）第３回入学式，宣誓署名式挙行 

8. 13（金）第３期工事着工 

昭和41年（1966） 

2. 26（土） 

2. 27（日） 

3. 15（火）第３期工事竣工，基礎施設竣工 

4. 1（金）国立学校設置法施行規則の一部改

正により，事務部に庶務課及び会

計課の二課設置 

4. 11（月）第４回入学式，宣誓署名式挙行 

5. 1（日）校舎落成挙行及び披露 

12. 24（土）武道館開き 

昭和42年（1967） 

2. 25（土） 

2. 26（日 

4. 11（火）第５回入学式，宣誓署名式挙行 

5. 23（火）プール開き 

昭和43年（1968） 

1. 30（火）合宿所竣工（凌雲荘） 

2. 24（土） 

2. 25（日） 

3. 19（火）第１回卒業式挙行 

4. 1（月）国立学校設置法施行規則の一部改

正により，建築学科増設 

4. 10（水）第６回入学式，宣誓署名式挙行 

8. 8（木）第４期工事（建築学科増設に伴う

新営工事）着工 

昭和44年（1969） 

2. 22（土） 

2. 23（日） 

3. 10（月）第４期工事竣工 

3. 19（水）第２回卒業式挙行 

4. 10（木）第７回入学式，宣誓署名式挙行 

昭和45年（1970） 

2. 21（土） 

2. 22（日 

3. 19（木）第３回卒業式挙行 

4. 10（金）第８回入学式，宣誓署名式挙行 

 

昭和39年度入学試験実施 

仮校舎から本校舎へ移転 

昭和40年度入学試験実施 

昭和41年度入学試験実施 

昭和42年度入学試験実施 

昭和43年度入学試験実施 

昭和44年度入学試験実施 

昭和45年度入学試験実施 

昭和38年度入学試験実施 
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ⅩⅩⅣⅣ 学 校 の 概 要 
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1. 21（月）校舎建設予定地（約110,000㎡）の

整地工事着工 

2. 16（土） 
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設 置 後 

昭和38年（1963） 

4. 1（月）国立学校設置法一部改正により，

岐阜工業高等専門学校設置認可 

（機械工学科，電気工学科，土木工

学科） 

校長に飯沼弘司任命 

学則，学生準則，寄宿舎規則等制定 

4. 22（月）仮校舎において開校式・第１回入

学式・教育後援会結成式挙行 

4. 23（火）入学者宣誓署名式挙行 

8. 13（火）第１期工事（本校舎，寄宿舎等） 

起工式挙行 

10. 10（木）岐阜高専の歌制定 

11. 30（土）校章旗制定 

昭和39年（1964） 

2. 22（土） 

2. 23（日） 

3. 15（日）第１期工事竣工 

3. 30（月） 

4. 10（金） 

4. 1（水）本校舎おいて校務開始 

4. 11（土）第１期工事竣工及び移転披露 

4. 19（日）第２回入学式，宣誓署名式挙行 

9. 12（土）第２期工事着工 

 

昭和40年（1965） 

2. 20（土） 

2. 21（日） 

3. 22（月）第２期工事竣工 

4. 1（木）学生会発足 

4. 11（日）第３回入学式，宣誓署名式挙行 

8. 13（金）第３期工事着工 

昭和41年（1966） 

2. 26（土） 

2. 27（日） 

3. 15（火）第３期工事竣工，基礎施設竣工 

4. 1（金）国立学校設置法施行規則の一部改

正により，事務部に庶務課及び会

計課の二課設置 

4. 11（月）第４回入学式，宣誓署名式挙行 

5. 1（日）校舎落成挙行及び披露 

12. 24（土）武道館開き 

昭和42年（1967） 

2. 25（土） 

2. 26（日 

4. 11（火）第５回入学式，宣誓署名式挙行 

5. 23（火）プール開き 

昭和43年（1968） 

1. 30（火）合宿所竣工（凌雲荘） 

2. 24（土） 

2. 25（日） 

3. 19（火）第１回卒業式挙行 

4. 1（月）国立学校設置法施行規則の一部改

正により，建築学科増設 

4. 10（水）第６回入学式，宣誓署名式挙行 

8. 8（木）第４期工事（建築学科増設に伴う

新営工事）着工 

昭和44年（1969） 

2. 22（土） 

2. 23（日） 

3. 10（月）第４期工事竣工 

3. 19（水）第２回卒業式挙行 

4. 10（木）第７回入学式，宣誓署名式挙行 

昭和45年（1970） 

2. 21（土） 

2. 22（日 

3. 19（木）第３回卒業式挙行 

4. 10（金）第８回入学式，宣誓署名式挙行 

 

昭和39年度入学試験実施 

仮校舎から本校舎へ移転 

昭和40年度入学試験実施 

昭和41年度入学試験実施 

昭和42年度入学試験実施 

昭和43年度入学試験実施 

昭和44年度入学試験実施 

昭和45年度入学試験実施 

昭和38年度入学試験実施 
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昭和46年（1971） 

2. 21（土）昭和46年度入学試験第１次検査実施 

3. 4（日）昭和46年度入学試験第２次検査実施 

3. 19（木）第４回卒業式挙行 

4. 1（金）国立学校設置法施行規則の一部改

正により，事務部に学生課設置 

4. 10（土）第９回入学式，宣誓署名式挙行 

昭和47年（1972） 

2. 20（日）昭和47年度入学試験第１次検査実施 

3. 1（水）昭和47年度入学試験第２次検査実施 

3. 15（水）図書館センター竣工 

3. 18（土）第５回卒業式挙行 

4. 10（月）第10回入学式，宣誓署名式挙行 

11. 3（金）創立10周年記念式典挙行 

昭和48年（1973） 

2. 25（日）昭和48年度入学試験第１次検査実施 

3. 5（月）昭和48年度入学試験第２次検査実施 

3. 19（月）第６回卒業式挙行 

4. 10（火）第11回入学式，宣誓署名式挙行 

昭和49年（1974） 

2. 24（日）昭和49年度入学試験実施 

3. 19（火）第７回卒業式挙行 

4. 10（水）第12回入学式，宣誓署名式挙行 

4. 11（木）安藤記念館採納式挙行 

昭和50年（1975） 

2. 23（日）昭和50年度入学試験実施 

3. 19（水）第８回卒業式挙行 

4. 10（木）第13回入学式，宣誓署名式挙行 

昭和51年（1976） 

2. 22（日）昭和51年度入学試験実施 

3. 19（金）第９回卒業式挙行 

4. 10（土）第14回入学式，宣誓署名式挙行 

昭和52年（1977） 

2. 20（日）昭和52年度入学試験実施 

3. 19（土）第10回卒業式挙行 

4. 11（月）第15回入学式，宣誓署名式挙行 

昭和53年（1978） 

2. 19（日）昭和53年度入学試験実施 

3. 18（土）第11回卒業式挙行 

4. 1（土）校長 飯沼弘司退職，後任校長に 

古屋善正任命 

4. 10（月）第16回入学式，宣誓署名式挙行 

8. 23（水） 

8. 24（木） 

 

昭和54年（1979） 

2. 18（日）昭和54年度入学試験実施 

3. 19（月）第12回卒業式挙行 

3. 27（火）学校施設開放管理センター竣工 

3. 29（木）排水処理施設竣工 

4. 9（月）第17回入学式，宣誓署名式挙行 

昭和55年（1980） 

2. 24（日）昭和55年度入学試験実施 

3. 19（水）第13回卒業式挙行 

3. 21（金）第二体育館竣工 

4. 7（月）第18回入学式，宣誓署名式挙行 

昭和56年（1981） 

1. 17（土）校舎（４号館）着工 

2. 22（日）昭和56年度入学試験実施 

3. 10（火）安藤記念館北駐車場竣工 

3. 19（木）第14回卒業式挙行 

4. 8（水）第19回入学式，宣誓署名式挙行 

7. 18（土）校舎（４号館）竣工 

昭和57年（1982） 

2. 21（日）昭和57年度入学試験実施 

3. 19（金）第15回卒業式挙行 

4. 8（木）第20回入学式，宣誓署名式挙行 

昭和58年（1983） 

2. 20（日）昭和58年度入学試験実施 

3. 19（土）第16回卒業式挙行 

4. 8（金）第21回入学式，宣誓署名式挙行 

11. 6（日）創立20周年記念式典挙行 

昭和59年（1984） 

2. 19（日）昭和59年度入学試験実施 

3. 19（月）第17回卒業式挙行 

4. 1（日）校長 古屋善正退職，後任校長に

脇田 仁任命 

4. 9（月）第22回入学式，宣誓署名式挙行 

昭和60年（1985） 

2. 24（日）昭和60年度入学試験実施 

3. 19（火）第18回卒業式挙行 

3. 20（水）福利施設（伊吹）竣工 

4. 8（月）第23回入学式，宣誓署名式挙行 

4. 9（火）福利施設（伊吹）開館式挙行 

昭和61年（1986） 

2. 23（日）昭和61年度入学試験実施 

3. 19（水）第19回卒業式挙行 

4. 8（火）第24回入学式，宣誓署名式挙行 

昭和62年（1987） 

2. 22（日）昭和62年度入学試験実施 

第13回全国高等専門学校体育大会を主管,開催 
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3. 19（木）第20回卒業式挙行 

4. 8（水）第25回入学式，宣誓署名式挙行 

昭和63年（1988） 

2. 21（日）昭和63年度入学試験実施 

3. 19（土）第21回卒業式挙行 

4. 1（金）国立学校設置法施行規則の一部改

正により，電子制御工学科増設 

4. 8（金）第26回入学式挙行 

平成元年（1989） 

1. 27（金）平成元年度推薦入学面接試験実施 

2. 19（日）平成元年度入学試験実施 

3. 17（金）第22回卒業式挙行 

4. 10（月）第27回入学式挙行 

9. 2（土）校舎（５号館）着工 

平成２年（1990） 

1. 26（金）平成２年度推薦入学面接試験実施 

2. 18（日）平成２年度入学試験実施 

3. 19（月）第23回卒業式挙行 

3. 29（木）校舎（５号館）竣工 

3. 31（土）風洞実験室竣工 

4. 9（月）第28回入学式挙行 

5. 14（月）校舎（５号館）竣工式典及び披露 

平成３年（1991） 

1. 28（月）平成３年度推薦入学面接試験実施 

2. 24（日）平成３年度入学試験実施 

3. 19（火）第24回卒業式挙行 

4. 1（月）校長脇田仁退職，後任校長に沖津

昭慶任命 

4. 8（月）第29回入学式挙行 

平成４年（1992） 

1. 27（月）平成４年度推薦入学面接試験実施 

2. 23（日）平成４年度入学試験実施 

3. 19（木）第25回卒業式挙行 

4. 8（水）第30回入学式挙行 

平成５年（1993） 

1. 27（水）平成５年度推薦入学面接試験実施 

2. 21（日）平成５年度入学試験実施 

3. 19（金）第26回卒業式挙行 

4. 1（木）国立学校設置法施行規則の一部改

正により，土木工学科を環境都市

工学科に改組 

4. 8（木）第31回入学式挙行 

10. 5（火）創立30周年記念式典挙行 

10. 8（金）寄宿舎（Ｄ寮）着工 

 

平成６年（1994） 

1. 27（木）平成６年度推薦入学面接試験実施 

2. 20（日）平成６年度入学試験実施 

3. 18（金）第27回卒業式挙行 

4. 8（金）第32回入学式挙行 

6. 30（木）寄宿舎（Ｄ寮）竣工 

8. 23（火）寄宿舎（Ｄ寮）竣工式典及び披露 

9. 28（水）グランド改修工事竣工 

平成７年（1995） 

1. 26（木）平成７年度推薦入学面接試験実施 

2. 19（日）平成７年度入学試験実施 

3. 17（金）第28回卒業式挙行 

4. 1（土）学校教育法第70条の６に基づき専

攻科を設置 

4. 10（月）第33回入学式挙行，第１回専攻科

入学式挙行 

平成８年（1996） 

1. 25（木）平成８年度推薦入学面接試験実施 

2. 18（日）平成８年度入学試験実施 

3. 15（金）寄宿舎（Ｂ・Ｃ寮・女子寮）改修

工事竣工 

3. 19（火）第29回卒業式挙行 

4. 8（月）第34回入学式挙行，第２回専攻科

入学式挙行 

8. 7（水）専攻科棟着工 

平成９年（1997） 

1. 23（木）平成９年度推薦入学面接試験実施 

2. 23（日）平成９年度入学試験実施 

3. 6（木）専攻科設置記念式典及び祝賀会挙行 

3. 19（水）第30回卒業式挙行，第１回専攻科

修了式挙行 

3. 28（金）専攻科棟竣工 

4. 8（火）第35回入学式挙行，第３回専攻科

入学式挙行 

平成10年（1998） 

1. 22（木）平成10年度推薦入学面接試験実施 

2. 22（日）平成10年度入学試験実施 

3. 19（木）第31回卒業式挙行，第２回専攻科

修了式挙行 

4. 1（水）校長沖津昭慶退職，後任校長に小

﨑正光任命 

4. 8（水）第36回入学式挙行，第４回専攻科

入学式挙行 
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昭和46年（1971） 

2. 21（土）昭和46年度入学試験第１次検査実施 

3. 4（日）昭和46年度入学試験第２次検査実施 

3. 19（木）第４回卒業式挙行 

4. 1（金）国立学校設置法施行規則の一部改

正により，事務部に学生課設置 

4. 10（土）第９回入学式，宣誓署名式挙行 

昭和47年（1972） 

2. 20（日）昭和47年度入学試験第１次検査実施 

3. 1（水）昭和47年度入学試験第２次検査実施 

3. 15（水）図書館センター竣工 

3. 18（土）第５回卒業式挙行 

4. 10（月）第10回入学式，宣誓署名式挙行 

11. 3（金）創立10周年記念式典挙行 

昭和48年（1973） 

2. 25（日）昭和48年度入学試験第１次検査実施 

3. 5（月）昭和48年度入学試験第２次検査実施 

3. 19（月）第６回卒業式挙行 

4. 10（火）第11回入学式，宣誓署名式挙行 

昭和49年（1974） 

2. 24（日）昭和49年度入学試験実施 

3. 19（火）第７回卒業式挙行 

4. 10（水）第12回入学式，宣誓署名式挙行 

4. 11（木）安藤記念館採納式挙行 

昭和50年（1975） 

2. 23（日）昭和50年度入学試験実施 

3. 19（水）第８回卒業式挙行 

4. 10（木）第13回入学式，宣誓署名式挙行 

昭和51年（1976） 

2. 22（日）昭和51年度入学試験実施 

3. 19（金）第９回卒業式挙行 

4. 10（土）第14回入学式，宣誓署名式挙行 

昭和52年（1977） 

2. 20（日）昭和52年度入学試験実施 

3. 19（土）第10回卒業式挙行 

4. 11（月）第15回入学式，宣誓署名式挙行 

昭和53年（1978） 

2. 19（日）昭和53年度入学試験実施 

3. 18（土）第11回卒業式挙行 

4. 1（土）校長 飯沼弘司退職，後任校長に 

古屋善正任命 

4. 10（月）第16回入学式，宣誓署名式挙行 

8. 23（水） 

8. 24（木） 

 

昭和54年（1979） 

2. 18（日）昭和54年度入学試験実施 

3. 19（月）第12回卒業式挙行 

3. 27（火）学校施設開放管理センター竣工 

3. 29（木）排水処理施設竣工 

4. 9（月）第17回入学式，宣誓署名式挙行 

昭和55年（1980） 

2. 24（日）昭和55年度入学試験実施 

3. 19（水）第13回卒業式挙行 

3. 21（金）第二体育館竣工 

4. 7（月）第18回入学式，宣誓署名式挙行 

昭和56年（1981） 

1. 17（土）校舎（４号館）着工 

2. 22（日）昭和56年度入学試験実施 

3. 10（火）安藤記念館北駐車場竣工 

3. 19（木）第14回卒業式挙行 

4. 8（水）第19回入学式，宣誓署名式挙行 

7. 18（土）校舎（４号館）竣工 

昭和57年（1982） 

2. 21（日）昭和57年度入学試験実施 

3. 19（金）第15回卒業式挙行 

4. 8（木）第20回入学式，宣誓署名式挙行 

昭和58年（1983） 

2. 20（日）昭和58年度入学試験実施 

3. 19（土）第16回卒業式挙行 

4. 8（金）第21回入学式，宣誓署名式挙行 

11. 6（日）創立20周年記念式典挙行 

昭和59年（1984） 

2. 19（日）昭和59年度入学試験実施 

3. 19（月）第17回卒業式挙行 

4. 1（日）校長 古屋善正退職，後任校長に

脇田 仁任命 

4. 9（月）第22回入学式，宣誓署名式挙行 

昭和60年（1985） 

2. 24（日）昭和60年度入学試験実施 

3. 19（火）第18回卒業式挙行 

3. 20（水）福利施設（伊吹）竣工 

4. 8（月）第23回入学式，宣誓署名式挙行 

4. 9（火）福利施設（伊吹）開館式挙行 

昭和61年（1986） 

2. 23（日）昭和61年度入学試験実施 

3. 19（水）第19回卒業式挙行 

4. 8（火）第24回入学式，宣誓署名式挙行 

昭和62年（1987） 

2. 22（日）昭和62年度入学試験実施 

第13回全国高等専門学校体育大会を主管,開催 
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3. 19（木）第20回卒業式挙行 

4. 8（水）第25回入学式，宣誓署名式挙行 

昭和63年（1988） 

2. 21（日）昭和63年度入学試験実施 

3. 19（土）第21回卒業式挙行 

4. 1（金）国立学校設置法施行規則の一部改

正により，電子制御工学科増設 

4. 8（金）第26回入学式挙行 

平成元年（1989） 

1. 27（金）平成元年度推薦入学面接試験実施 

2. 19（日）平成元年度入学試験実施 

3. 17（金）第22回卒業式挙行 

4. 10（月）第27回入学式挙行 

9. 2（土）校舎（５号館）着工 

平成２年（1990） 

1. 26（金）平成２年度推薦入学面接試験実施 

2. 18（日）平成２年度入学試験実施 

3. 19（月）第23回卒業式挙行 

3. 29（木）校舎（５号館）竣工 

3. 31（土）風洞実験室竣工 

4. 9（月）第28回入学式挙行 

5. 14（月）校舎（５号館）竣工式典及び披露 

平成３年（1991） 

1. 28（月）平成３年度推薦入学面接試験実施 

2. 24（日）平成３年度入学試験実施 

3. 19（火）第24回卒業式挙行 

4. 1（月）校長脇田仁退職，後任校長に沖津

昭慶任命 

4. 8（月）第29回入学式挙行 

平成４年（1992） 

1. 27（月）平成４年度推薦入学面接試験実施 

2. 23（日）平成４年度入学試験実施 

3. 19（木）第25回卒業式挙行 

4. 8（水）第30回入学式挙行 

平成５年（1993） 

1. 27（水）平成５年度推薦入学面接試験実施 

2. 21（日）平成５年度入学試験実施 

3. 19（金）第26回卒業式挙行 

4. 1（木）国立学校設置法施行規則の一部改

正により，土木工学科を環境都市

工学科に改組 

4. 8（木）第31回入学式挙行 

10. 5（火）創立30周年記念式典挙行 

10. 8（金）寄宿舎（Ｄ寮）着工 

 

平成６年（1994） 

1. 27（木）平成６年度推薦入学面接試験実施 

2. 20（日）平成６年度入学試験実施 

3. 18（金）第27回卒業式挙行 

4. 8（金）第32回入学式挙行 

6. 30（木）寄宿舎（Ｄ寮）竣工 

8. 23（火）寄宿舎（Ｄ寮）竣工式典及び披露 

9. 28（水）グランド改修工事竣工 

平成７年（1995） 

1. 26（木）平成７年度推薦入学面接試験実施 

2. 19（日）平成７年度入学試験実施 

3. 17（金）第28回卒業式挙行 

4. 1（土）学校教育法第70条の６に基づき専

攻科を設置 

4. 10（月）第33回入学式挙行，第１回専攻科

入学式挙行 

平成８年（1996） 

1. 25（木）平成８年度推薦入学面接試験実施 

2. 18（日）平成８年度入学試験実施 

3. 15（金）寄宿舎（Ｂ・Ｃ寮・女子寮）改修

工事竣工 

3. 19（火）第29回卒業式挙行 

4. 8（月）第34回入学式挙行，第２回専攻科

入学式挙行 

8. 7（水）専攻科棟着工 

平成９年（1997） 

1. 23（木）平成９年度推薦入学面接試験実施 

2. 23（日）平成９年度入学試験実施 

3. 6（木）専攻科設置記念式典及び祝賀会挙行 

3. 19（水）第30回卒業式挙行，第１回専攻科

修了式挙行 

3. 28（金）専攻科棟竣工 

4. 8（火）第35回入学式挙行，第３回専攻科

入学式挙行 

平成10年（1998） 

1. 22（木）平成10年度推薦入学面接試験実施 

2. 22（日）平成10年度入学試験実施 

3. 19（木）第31回卒業式挙行，第２回専攻科

修了式挙行 

4. 1（水）校長沖津昭慶退職，後任校長に小

﨑正光任命 

4. 8（水）第36回入学式挙行，第４回専攻科

入学式挙行 
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平成11年（1999） 

1. 22（金）平成11年度推薦入学面接試験実施 

2. 21（日）平成11年度入学試験実施 

3. 19（金）第32回卒業式挙行，第３回専攻科

修了式挙行 

4. 8（木）第37回入学式挙行，第５回専攻科

入学式挙行 

8. 19（木）寄宿舎（管理棟，食堂，浴室）改

修工事竣工 

8. 27（金）太陽光発電設備設置 

平成12年（2000） 

1. 21（金）平成12年度推薦入学面接試験実施 

2. 20（日）平成12年度入学試験実施 

3. 17（金）第33回卒業式挙行，第４回専攻科

修了式挙行 

3. 22（水）校舎（６号館）着工 

4. 1（土）電気工学科を電気情報工学科に改組 

4. 10（月）第38回入学式挙行，第６回専攻科

入学式挙行 

10. 2（月）３号館改修竣工 

12. 18（月）校舎（６号館）竣工 

平成13年（2001） 

1. 19（金）平成13年度推薦入学面接試験実施 

2. 18（日）平成13年度入学試験実施 

3. 19（月）第34回卒業式挙行，第５回専攻科

修了式挙行 

3. 29（木）１，２号館改修・増築竣工 

4. 9（月）第39回入学式挙行，第７回専攻科

入学式挙行 

平成14年（2002） 

1. 25（金）平成14年度推薦入学面接試験実施 

2. 24（日）平成14年度入学試験実施 

3. 19（月）第35回卒業式挙行，第６回専攻科

修了式挙行 

4. 6（土）第40回入学式挙行，第８回専攻科

入学式挙行 

平成15年（2003） 

1. 24（金）平成15年度推薦入学面接試験実施 

2. 23（日）平成15年度入学試験実施 

3. 19（水）第36回卒業式挙行，第７回専攻科

修了式挙行 

4. 6（日）第41回入学式挙行，第９回専攻科

入学式挙行 

4. 26（土）創立40周年記念式典及び記念講演

挙行 

平成16年（2004） 

1. 23（金）平成16年度推薦入学面接試験実施 

2. 22（日）平成16年度入学試験実施 

3. 19（金）第37回卒業式挙行，第８回専攻科

修了式挙行 

4. 1（木）独立行政法人国立高等専門学校機

構岐阜工業高等専門学校 設置 

教務主事，研究主事，学生主事及び

寮務主事の４主事体制による新組

織の設置 

4. 6（火）第42回入学式挙行，第10回専攻科

入学式挙行 

5. 10（月）JABEE技術者教育プログラム認定 

（認定プログラム名：環境システム

デザイン工学） 

7. 25（日）第１回JABEE修了証授与式挙行 

平成17年（2005） 

1. 14（金）水泳プール改修工事竣工 

1. 21（金）平成17年度推薦入学作文面接試験

実施 

2. 20（日）平成17年度入学試験実施 

3. 18（金）第38回卒業式挙行，第９回専攻科

修了式挙行 

4. 5（火）第43回入学式挙行，第11回専攻科

入学式挙行 

平成18年（2006） 

1. 20（金）平成18年度推薦入学作文面接試験

実施 

2. 19（日）平成18年度入学試験実施 

3. 17（金）第39回卒業式挙行，第10回専攻科

修了式挙行 

4. 1（土）校長 小﨑正光退職，後任校長に

榊原建樹任命 

4. 6（木）第44回入学式挙行，第12回専攻科

入学式挙行 

平成19年（2007） 

1. 19（金）平成19年度推薦入学作文面接試験

実施 

2. 18（日）平成19年度入学試験実施 

3. 16（金）第40回卒業式挙行，第11回専攻科

修了式挙行 

4. 5（木）第45回入学式挙行，第13回専攻科

入学式挙行 

平成20年（2008） 

1. 23（水）平成20度推薦入学作文面接試験実
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2. 24（日）平成20年度入学試験実施 

3. 19（水）第41回卒業式挙行，第12回専攻科

修了式挙行 

4. 6（日）第46回入学式挙行，第14回専攻科

入学式挙行 

平成21年（2009） 

1. 23（金）平成21年度推薦入学作文面接試験

実施 

2. 22（日）平成21年度入学試験実施 

3. 19（木）第42回卒業式挙行，第13回専攻科

修了式挙行 

4. 5（日）第47回入学式挙行，第15回専攻科

入学式挙行 

平成22年（2010） 

1. 22（金）平成22年度推薦入学作文面接試験

実施 

2. 21（日）平成22年度入学試験実施 

3. 19（金）第43回卒業式挙行，第14回専攻科

修了式挙行 

3. 19（金）地域技術開発・教育センター改修

竣工 

4. 6（火）第48回入学式挙行，第16回専攻科

入学式挙行 

平成23年（2011） 

1. 22（土）平成23年度推薦入学面接試験実施 

2. 20（日）平成23年度入学試験実施 

3. 18（金）第44回卒業式挙行，第15回専攻科

修了式挙行 

4. 1（金）校長榊原建樹退職，後任校長に北

田敏廣任命 

4. 6（水）第49回入学式挙行，第17回専攻科

入学式挙行 

平成24年（2012） 

1. 21（土）平成24年度推薦入学面接試験実施 

2. 19（日）平成24年度入学試験実施 

3. 16（金）第45回卒業式挙行，第16回専攻科

修了式挙行 

4. 6（金）第50回入学式挙行，第18回専攻科

入学式挙行 

平成25年（2013） 

1. 26（土）平成25年度推薦入学面接試験実施 

2. 24（日）平成25年度入学試験実施 

3．19（火）第46回卒業式挙行，第17回専攻科

修了式挙行 

4. 7（日）第51回入学式挙行，第19回専攻科

入学式挙行 

9. 10（火）機械工学科棟改修竣工 

11. 16（土）創立50周年記念式典挙行 

平成26年（2014） 

1. 18（土）平成26年度推薦入学面接試験実施 

2. 16（日）平成26年度入学試験実施 

3. 19（水）第47回卒業式挙行，第18回専攻科

修了式挙行 

4. 2（水）第52回入学式挙行，第20回専攻科

入学式挙行 

平成27年（2015） 

1. 17（土）平成27年度推薦入学面接試験実施 

2. 15（日）平成27年度入学試験実施 

3. 19（木）第48回卒業式挙行，第19回専攻科

修了式挙行 

4. 2（木）第53回入学式挙行，第21回専攻科

入学式挙行 

平成28年（2016） 

1. 23（土）平成28年度推薦入学面接試験実施 

1. 28（木）１号館EⅤ棟増築竣工 

2. 21（日）平成28年度入学試験実施 

3. 15（火）第一体育館等改修竣工  

3. 18（金）第49回卒業式挙行，第20回専攻科

修了式挙行 

3. 28（月）２号館（環境都市工学科棟）改修

竣工 

4. 1（金）校長北田敏廣退職，後任校長に伊

藤義人任命 

専攻科２専攻を先端融合開発専攻

に改組 

4. 3（日）第54回入学式挙行，第22回専攻科

入学式挙行 

平成29年（2017） 

1. 21（土）平成29年度推薦入学面接試験実施 

2. 14（火）５号館EⅤ棟増築竣工 

2. 19（日）平成29年度入学試験実施 

3. 17（金）第50回卒業式挙行，第21回専攻科

修了式挙行 

4. 5（水）第55回入学式挙行，第23回専攻科

入学式挙行 

10． 25（水）寄宿舎浴室改修 竣工 

平成30年（2018） 

1. 20（土）平成30年度推薦入学面接試験，帰

国子女特別選抜検査実施 
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平成11年（1999） 

1. 22（金）平成11年度推薦入学面接試験実施 

2. 21（日）平成11年度入学試験実施 

3. 19（金）第32回卒業式挙行，第３回専攻科

修了式挙行 

4. 8（木）第37回入学式挙行，第５回専攻科

入学式挙行 

8. 19（木）寄宿舎（管理棟，食堂，浴室）改

修工事竣工 

8. 27（金）太陽光発電設備設置 

平成12年（2000） 

1. 21（金）平成12年度推薦入学面接試験実施 

2. 20（日）平成12年度入学試験実施 

3. 17（金）第33回卒業式挙行，第４回専攻科

修了式挙行 

3. 22（水）校舎（６号館）着工 

4. 1（土）電気工学科を電気情報工学科に改組 

4. 10（月）第38回入学式挙行，第６回専攻科

入学式挙行 

10. 2（月）３号館改修竣工 

12. 18（月）校舎（６号館）竣工 

平成13年（2001） 

1. 19（金）平成13年度推薦入学面接試験実施 

2. 18（日）平成13年度入学試験実施 

3. 19（月）第34回卒業式挙行，第５回専攻科

修了式挙行 

3. 29（木）１，２号館改修・増築竣工 

4. 9（月）第39回入学式挙行，第７回専攻科

入学式挙行 

平成14年（2002） 

1. 25（金）平成14年度推薦入学面接試験実施 

2. 24（日）平成14年度入学試験実施 

3. 19（月）第35回卒業式挙行，第６回専攻科

修了式挙行 

4. 6（土）第40回入学式挙行，第８回専攻科

入学式挙行 

平成15年（2003） 

1. 24（金）平成15年度推薦入学面接試験実施 

2. 23（日）平成15年度入学試験実施 

3. 19（水）第36回卒業式挙行，第７回専攻科

修了式挙行 

4. 6（日）第41回入学式挙行，第９回専攻科

入学式挙行 

4. 26（土）創立40周年記念式典及び記念講演

挙行 

平成16年（2004） 

1. 23（金）平成16年度推薦入学面接試験実施 

2. 22（日）平成16年度入学試験実施 

3. 19（金）第37回卒業式挙行，第８回専攻科

修了式挙行 

4. 1（木）独立行政法人国立高等専門学校機

構岐阜工業高等専門学校 設置 

教務主事，研究主事，学生主事及び

寮務主事の４主事体制による新組

織の設置 

4. 6（火）第42回入学式挙行，第10回専攻科

入学式挙行 

5. 10（月）JABEE技術者教育プログラム認定 

（認定プログラム名：環境システム

デザイン工学） 

7. 25（日）第１回JABEE修了証授与式挙行 

平成17年（2005） 

1. 14（金）水泳プール改修工事竣工 

1. 21（金）平成17年度推薦入学作文面接試験

実施 

2. 20（日）平成17年度入学試験実施 

3. 18（金）第38回卒業式挙行，第９回専攻科

修了式挙行 

4. 5（火）第43回入学式挙行，第11回専攻科

入学式挙行 

平成18年（2006） 

1. 20（金）平成18年度推薦入学作文面接試験

実施 

2. 19（日）平成18年度入学試験実施 

3. 17（金）第39回卒業式挙行，第10回専攻科

修了式挙行 

4. 1（土）校長 小﨑正光退職，後任校長に

榊原建樹任命 

4. 6（木）第44回入学式挙行，第12回専攻科

入学式挙行 

平成19年（2007） 

1. 19（金）平成19年度推薦入学作文面接試験

実施 

2. 18（日）平成19年度入学試験実施 

3. 16（金）第40回卒業式挙行，第11回専攻科

修了式挙行 

4. 5（木）第45回入学式挙行，第13回専攻科

入学式挙行 

平成20年（2008） 

1. 23（水）平成20度推薦入学作文面接試験実
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2. 24（日）平成20年度入学試験実施 

3. 19（水）第41回卒業式挙行，第12回専攻科

修了式挙行 

4. 6（日）第46回入学式挙行，第14回専攻科

入学式挙行 

平成21年（2009） 

1. 23（金）平成21年度推薦入学作文面接試験

実施 

2. 22（日）平成21年度入学試験実施 

3. 19（木）第42回卒業式挙行，第13回専攻科

修了式挙行 

4. 5（日）第47回入学式挙行，第15回専攻科

入学式挙行 

平成22年（2010） 

1. 22（金）平成22年度推薦入学作文面接試験

実施 

2. 21（日）平成22年度入学試験実施 

3. 19（金）第43回卒業式挙行，第14回専攻科

修了式挙行 

3. 19（金）地域技術開発・教育センター改修

竣工 

4. 6（火）第48回入学式挙行，第16回専攻科

入学式挙行 

平成23年（2011） 

1. 22（土）平成23年度推薦入学面接試験実施 

2. 20（日）平成23年度入学試験実施 

3. 18（金）第44回卒業式挙行，第15回専攻科

修了式挙行 

4. 1（金）校長榊原建樹退職，後任校長に北

田敏廣任命 

4. 6（水）第49回入学式挙行，第17回専攻科

入学式挙行 

平成24年（2012） 

1. 21（土）平成24年度推薦入学面接試験実施 

2. 19（日）平成24年度入学試験実施 

3. 16（金）第45回卒業式挙行，第16回専攻科

修了式挙行 

4. 6（金）第50回入学式挙行，第18回専攻科

入学式挙行 

平成25年（2013） 

1. 26（土）平成25年度推薦入学面接試験実施 

2. 24（日）平成25年度入学試験実施 

3．19（火）第46回卒業式挙行，第17回専攻科

修了式挙行 

4. 7（日）第51回入学式挙行，第19回専攻科

入学式挙行 

9. 10（火）機械工学科棟改修竣工 

11. 16（土）創立50周年記念式典挙行 

平成26年（2014） 

1. 18（土）平成26年度推薦入学面接試験実施 

2. 16（日）平成26年度入学試験実施 

3. 19（水）第47回卒業式挙行，第18回専攻科

修了式挙行 

4. 2（水）第52回入学式挙行，第20回専攻科

入学式挙行 

平成27年（2015） 

1. 17（土）平成27年度推薦入学面接試験実施 

2. 15（日）平成27年度入学試験実施 

3. 19（木）第48回卒業式挙行，第19回専攻科

修了式挙行 

4. 2（木）第53回入学式挙行，第21回専攻科

入学式挙行 

平成28年（2016） 

1. 23（土）平成28年度推薦入学面接試験実施 

1. 28（木）１号館EⅤ棟増築竣工 

2. 21（日）平成28年度入学試験実施 

3. 15（火）第一体育館等改修竣工  

3. 18（金）第49回卒業式挙行，第20回専攻科

修了式挙行 

3. 28（月）２号館（環境都市工学科棟）改修

竣工 

4. 1（金）校長北田敏廣退職，後任校長に伊

藤義人任命 

専攻科２専攻を先端融合開発専攻

に改組 

4. 3（日）第54回入学式挙行，第22回専攻科

入学式挙行 

平成29年（2017） 

1. 21（土）平成29年度推薦入学面接試験実施 

2. 14（火）５号館EⅤ棟増築竣工 

2. 19（日）平成29年度入学試験実施 

3. 17（金）第50回卒業式挙行，第21回専攻科

修了式挙行 

4. 5（水）第55回入学式挙行，第23回専攻科

入学式挙行 

10． 25（水）寄宿舎浴室改修 竣工 

平成30年（2018） 

1. 20（土）平成30年度推薦入学面接試験，帰

国子女特別選抜検査実施 
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2. 18（日）平成30年度入学試験実施 

3. 20（火）第51回卒業式挙行，第22回専攻科

修了式挙行 

3. 16（金）ライフライン再生（排水設備等）

工事竣工 

4. 5（木）第56回入学式挙行，第24回専攻科

入学式挙行 

平成31年（2019） 

1. 19（土）平成31年度推薦入学面接試験 

2. 17（日）平成31年度入学試験実施 

3．19（火）第52回卒業式挙行，第23回専攻科

修了式挙行 

4. 3（水）第57回入学式挙行，第25回専攻科

入学式挙行 

7. 9（火）３号館（建築学科棟）改修工事竣

工 

令和２年（2020） 

1. 18（土）令和２年度推薦入学面接試験，帰

国子女特別検査実施 

2. 16（日）令和２年度入学試験実施 

3．12（木）寄宿舎（Ｂ寮）改修工事竣工 

3．19（木）第53回卒業式，第24回専攻科修了

式（式典は，新型コロナウイルス

感染防止のため中止） 

3．25（水）図書館センター改修工事竣工 

4. 6（月）第58回入学式，第26回専攻科入学

式（式典は，新型コロナウイルス

感染防止のため中止） 

7．10（金）ライフライン再生Ⅱ（給排水設備）

工事竣工 

令和３年（2021） 

1．16（土）令和３年度推薦入学面接試験，帰

国子女特別検査実施 

2．21（日）令和３年度入学試験実施 

3. 9（火）１号館（事務棟）及び女子寮改修

工事竣工 

3．19（金）第54回卒業式挙行，第25回専攻科

修了式挙行，第53回卒業式，第24

回専攻科修了式の式典をオンライ

ンにて実施 

3．26（金）テニスコート改修工事竣工 

4． 1（木）校長伊藤義人退職，後任校長に伊

津野真一任命 

4． 5（月）第59回入学式挙行，第27回専攻科

入学式挙行 

8．10（火）寄宿舎（Ｇ寮）竣工 

9．28（火）国際寮開寮式挙行 

令和４年（2022） 

1．15（土）令和４年度推薦入学面接試験，帰

国子女特別検査実施 

2．13（日）令和４年度入学試験（本試験）実

施 

2．16（水）高専制度60周年記念講演挙行 

2．27（日）令和４年度入学試験（追試験）実

施 

3．18（金）第55回卒業式挙行，第26回専攻科

修了式挙行 

3． 9（水）一般教室棟及び学科事務室棟改修

工事竣工 

4． 3（日）第60回入学式挙行，第28回専攻科

入学式挙行 

令和５年（2023） 

1．14（土）令和５年度推薦入学面接試験，帰

国子女特別検査実施 

1．19（木）永岡文部科学大臣 視察 

2．12（日）令和５年度入学試験（本試験）実施 

2．26（日）令和５年度入学試験（追試験）実施 

2．28（火）福利施設等改修工事竣工 

3．17（金）第56回卒業式挙行，第27回専攻科

修了式挙行 

4． 5（水）第61回入学式挙行，第29回専攻科

入学式挙行 

10．29（日）創立60周年記念式典挙行 

11．23（木）創立60周年記念事業 植樹式挙行 

令和６年（2024） 

1．13（土）令和６年度推薦入学面接試験，帰

国子女特別検査実施 

2．11（日）令和６年度入学試験（本試験）実施 

2．25（日）令和６年度入学試験（追試験）実施 

3．19（火）第57回卒業式挙行，第28回専攻科

修了式挙行 

4． 3（水）第62回入学式挙行，第30回専攻科

入学式挙行 

令和７年（2025） 

1．18（土）令和７年度推薦入学面接試験（本

試験），帰国子女特別検査実施 

1．29（水）令和７年度推薦入学面接試験（追試

験）実施 

2． 9（日）令和７年度入学試験実施 

3．14（金）５号館改修工事竣工 
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3．19（水）第58回卒業式挙行，第29回専攻科

修了式挙行 

4． 1（火）校長伊津野真一退職，後任校長に

大塚友彦任命 

4． 3（木）第63回入学式挙行，第31回専攻科

入学式挙行 

 

 

 

 

 

 

 

  

— 138—



 

－134－ 

2. 18（日）平成30年度入学試験実施 

3. 20（火）第51回卒業式挙行，第22回専攻科

修了式挙行 

3. 16（金）ライフライン再生（排水設備等）

工事竣工 

4. 5（木）第56回入学式挙行，第24回専攻科

入学式挙行 

平成31年（2019） 

1. 19（土）平成31年度推薦入学面接試験 

2. 17（日）平成31年度入学試験実施 

3．19（火）第52回卒業式挙行，第23回専攻科

修了式挙行 

4. 3（水）第57回入学式挙行，第25回専攻科

入学式挙行 

7. 9（火）３号館（建築学科棟）改修工事竣

工 

令和２年（2020） 

1. 18（土）令和２年度推薦入学面接試験，帰

国子女特別検査実施 

2. 16（日）令和２年度入学試験実施 

3．12（木）寄宿舎（Ｂ寮）改修工事竣工 

3．19（木）第53回卒業式，第24回専攻科修了

式（式典は，新型コロナウイルス

感染防止のため中止） 

3．25（水）図書館センター改修工事竣工 

4. 6（月）第58回入学式，第26回専攻科入学

式（式典は，新型コロナウイルス

感染防止のため中止） 

7．10（金）ライフライン再生Ⅱ（給排水設備）

工事竣工 

令和３年（2021） 

1．16（土）令和３年度推薦入学面接試験，帰

国子女特別検査実施 

2．21（日）令和３年度入学試験実施 

3. 9（火）１号館（事務棟）及び女子寮改修

工事竣工 

3．19（金）第54回卒業式挙行，第25回専攻科

修了式挙行，第53回卒業式，第24

回専攻科修了式の式典をオンライ

ンにて実施 

3．26（金）テニスコート改修工事竣工 

4． 1（木）校長伊藤義人退職，後任校長に伊

津野真一任命 

4． 5（月）第59回入学式挙行，第27回専攻科

入学式挙行 

8．10（火）寄宿舎（Ｇ寮）竣工 

9．28（火）国際寮開寮式挙行 

令和４年（2022） 

1．15（土）令和４年度推薦入学面接試験，帰

国子女特別検査実施 

2．13（日）令和４年度入学試験（本試験）実

施 

2．16（水）高専制度60周年記念講演挙行 

2．27（日）令和４年度入学試験（追試験）実

施 

3．18（金）第55回卒業式挙行，第26回専攻科

修了式挙行 

3． 9（水）一般教室棟及び学科事務室棟改修

工事竣工 

4． 3（日）第60回入学式挙行，第28回専攻科

入学式挙行 

令和５年（2023） 

1．14（土）令和５年度推薦入学面接試験，帰

国子女特別検査実施 

1．19（木）永岡文部科学大臣 視察 

2．12（日）令和５年度入学試験（本試験）実施 

2．26（日）令和５年度入学試験（追試験）実施 

2．28（火）福利施設等改修工事竣工 

3．17（金）第56回卒業式挙行，第27回専攻科

修了式挙行 

4． 5（水）第61回入学式挙行，第29回専攻科

入学式挙行 

10．29（日）創立60周年記念式典挙行 

11．23（木）創立60周年記念事業 植樹式挙行 

令和６年（2024） 

1．13（土）令和６年度推薦入学面接試験，帰

国子女特別検査実施 

2．11（日）令和６年度入学試験（本試験）実施 

2．25（日）令和６年度入学試験（追試験）実施 

3．19（火）第57回卒業式挙行，第28回専攻科

修了式挙行 

4． 3（水）第62回入学式挙行，第30回専攻科

入学式挙行 

令和７年（2025） 

1．18（土）令和７年度推薦入学面接試験（本

試験），帰国子女特別検査実施 

1．29（水）令和７年度推薦入学面接試験（追試

験）実施 

2． 9（日）令和７年度入学試験実施 

3．14（金）５号館改修工事竣工 

 

－135－ 

3．19（水）第58回卒業式挙行，第29回専攻科

修了式挙行 

4． 1（火）校長伊津野真一退職，後任校長に

大塚友彦任命 

4． 3（木）第63回入学式挙行，第31回専攻科

入学式挙行 
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２．土地及び建物 

 

・敷地 

使用区分 面 積 備     考 

 

校 舎 等 

グ ラ ン ド 等 

 

 

寄 宿 舎 

職 員 宿 舎 

 

計 

 

㎡ 

50,975 

36,435 

 

 

11,849 

7,677 

 

106,936 

 

 

野球場，サッカー，ラグビー場， 

400ｍトラック，庭球コート（３面） 

プール（25ｍ６コース）等 

 

・建物 

 

名  称 構 造 延面積 備     考 

校 舎 

１ 号 館 

２ 号 館 

３ 号 館 

４ 号 館 

５ 号 館 

６ 号 館 

専 攻 科 棟 

一 般 教 室 棟 

テクノセンター 

〃（工具・演習室） 

水 理 実 験 室 

渡 り 廊 下 Ａ 

渡 り 廊 下 Ｂ 

渡 り 廊 下 Ｃ 

渡 り 廊 下 Ｄ 

渡 り 廊 下 Ｅ 

渡 り 廊 下 Ｆ 

渡 り 廊 下 Ｇ 

渡 り 廊 下 Ｈ 

渡 り 廊 下 Ⅰ 

渡 り 廊 下 Ｊ 

渡 り 廊 下 Ｋ 

測 量 器 材 室 

構造物疲労実験室 

構造計測準備室 

材料置場上屋 

 

 

RC3・S3 

R C 3 

R C 3 

R C 3 

RC4・S4 

R C 4 

R C 4 

R C 3 

S 2 

S 1 

S l 

R C l 

S l 

R C l 

S l 

S 2 

S 3 

S l 

S l 

S l 

S l 

S l 

S l 

S l 

S l 

S l 

 

㎡ 

4,036 

3,573 

3,471 

660 

2,332 

1,120 

1,160 

622 

911 

91 

254 

109 

66 

76 

63 

165 

308 

81 

34 

54 

36 

6 

16 

65 

62 

44 

 

 

管理部，一般教室棟 

環境都市工学科，電気情報工学科 

機械工学科，建築学科 

 

電子制御工学科 

情報教育棟 

 

２～３号館 

 

 

環境都市工学科 

１号館～２号館 

１号館～２号館（東側） 

２号館～３号館（東側） 

機械工学科 

３号館～４号館 

学科事務室棟 

４～第二体育館 

５～第二体育館 

５～専攻科棟 

専攻科棟～６号館 

 

環境都市工学科 

〃 

〃 

環境都市工学科 

 

 

 
 

 
名  称 構 造 延面積 備    考 

 

電気実験準備室 

建築工作実習室 

守衛所・車庫 

バ ス 車 庫 

物 品 庫 ( 2 ) 

図 書 館 

福利施設「伊吹」 

ボ イ ラ ー 室 

燃 料 庫 

濾過浄化装置上屋 

ポ ン プ 室 

排水処理施設機械室 

屋 外 便 所 

風 洞 実 験 室 

2 号 館 倉 庫 

3 号 館 倉 庫 

小  計 

 

体 育 施 設 等 

第 一 体 育 館 

第 二 体 育 館 

武 道 館 

安 藤 記 念 館 

屋 内 運 動 場 

体育器具(1) 

屋外便所・体育器具庫 

プール機械室 

プール更衣室 

プールスタンド 

ク ラ ブ 室 

屋外便所・シャワー室 

男 子 更 衣 室 

管理・機材庫 

器 具 庫 ( 1 ) 

文化クラブ室 

 
学校体育施設開 
放管理センター 
（第２凌雲荘） 

 

合宿研修施設（凌雲荘） 

庭 球 器 具 庫 

小  計 

 

S l 

S l 

R C l 

R C l 

S l 

R C 2 

R C 2 

R C 1 

B l 

B l 

R C l 

R C l 

S l 

S l 

S l 

S l 

 

 

 

R C 2 + S 

R C 1 + S 

W l 

S l 

S 1 

B l 

B l 

B l 

B l 

R C l 

S 1 

B l 

R C l 

B l 

S l 

S l 

 
R C l 

 
 
 

W l 

B 1 

㎡ 

64 

100 

90 

103 

54 

1,916 

834 

154 

11 

39 

18 

30 

7 

104 

8 

9 

22,994 

 

 

1,400 

880 

331 

774 

192 

84 

60 

11 

25 

107 

96 

28 

48 

175 

80 

160 

 
 
126 
 
 

236 

33 

4,846 

 

 

電気情報工学科 

建築学科 

 

 

 

 

情報処理センター 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

講堂兼用 

バスケット 

剣道 

卓球，柔道 

 

サッカー，ラグビー，陸上，バレー，

ハンドボール，野球 

 

水泳 

 

柔道，卓球，応援，空手，演劇，バドミントン 

 

 

 

吹奏楽 

写真，宇宙工学，落研，美術，囲碁・将棋 
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名  称 構 造 延面積 備     考 

寄 宿 舎 

Ａ 寮 

Ｂ ・ Ｃ 寮 

Ｄ 寮 

Ｆ 寮 

Ｇ 寮 

食堂及び浴室 

寮管理棟・Ｅ寮 

浴 室 棟 

寮 電 気 室 

寮 ポ ン プ 室 

食 品 庫 

倉 庫 

小  計 

 

職 員 宿 舎 

第一宿舎 １号 

〃６号～７号, 

 ９号～19 号 

小  計 

 

RC3･S3 

R C 3 

R C 5 

R C 3 

R C 3 

RC1･Bl 

R C 2 

R C l 

R C l 

R C l 

S l 

S l 

 

 

R C 3 

W 1 

㎡ 

1,341 

1,543 

1,388 

648 

1,502 

717 

295 

54 

56 

10 

10 

9 

7,573 

 

 

600 

854 

 

1,454 

 

合  計  36,867  

 

・工作物 

 

名  称 構 造 延面積 備     考 

 

水 泳 プ ー ル 

自 転 車 置 場 

寄宿舎物干場 

寮自転車置場 

瓦斯ボンベ室 

寮瓦斯ボンベ室 

ダッグアウト 

計 

 

 

R C 

S l 

S l 

S l 

R 1 + S 

B l 

B 1 

㎡ 

660 

522 

119 

311 

24 

8 

24 

1,668 

 

25ｍ６コース 

校舎 

寄宿舎 

〃 

校舎 

寄宿舎 

２基 

 

— 140—



 

－136－ 

２．土地及び建物 

 

・敷地 

使用区分 面 積 備     考 

 

校 舎 等 

グ ラ ン ド 等 

 

 

寄 宿 舎 

職 員 宿 舎 

 

計 

 

㎡ 

50,975 

36,435 

 

 

11,849 

7,677 

 

106,936 

 

 

野球場，サッカー，ラグビー場， 

400ｍトラック，庭球コート（３面） 

プール（25ｍ６コース）等 

 

・建物 

 

名  称 構 造 延面積 備     考 

校 舎 

１ 号 館 

２ 号 館 

３ 号 館 

４ 号 館 

５ 号 館 

６ 号 館 

専 攻 科 棟 

一 般 教 室 棟 

テクノセンター 

〃（工具・演習室） 

水 理 実 験 室 

渡 り 廊 下 Ａ 

渡 り 廊 下 Ｂ 

渡 り 廊 下 Ｃ 

渡 り 廊 下 Ｄ 

渡 り 廊 下 Ｅ 

渡 り 廊 下 Ｆ 

渡 り 廊 下 Ｇ 

渡 り 廊 下 Ｈ 

渡 り 廊 下 Ⅰ 

渡 り 廊 下 Ｊ 

渡 り 廊 下 Ｋ 

測 量 器 材 室 

構造物疲労実験室 

構造計測準備室 

材料置場上屋 

 

 

RC3・S3 

R C 3 

R C 3 

R C 3 

RC4・S4 

R C 4 

R C 4 

R C 3 

S 2 

S 1 

S l 

R C l 

S l 

R C l 

S l 

S 2 

S 3 

S l 

S l 

S l 

S l 

S l 

S l 

S l 

S l 

S l 

 

㎡ 

4,036 

3,573 

3,471 

660 

2,332 

1,120 

1,160 

622 

911 

91 

254 

109 

66 

76 

63 

165 

308 

81 

34 

54 

36 

6 

16 

65 

62 

44 

 

 

管理部，一般教室棟 

環境都市工学科，電気情報工学科 

機械工学科，建築学科 

 

電子制御工学科 

情報教育棟 

 

２～３号館 

 

 

環境都市工学科 

１号館～２号館 

１号館～２号館（東側） 

２号館～３号館（東側） 

機械工学科 

３号館～４号館 

学科事務室棟 

４～第二体育館 

５～第二体育館 

５～専攻科棟 

専攻科棟～６号館 

 

環境都市工学科 

〃 

〃 

環境都市工学科 

 

 

 
 

 
名  称 構 造 延面積 備    考 

 

電気実験準備室 

建築工作実習室 

守衛所・車庫 

バ ス 車 庫 

物 品 庫 ( 2 ) 

図 書 館 

福利施設「伊吹」 

ボ イ ラ ー 室 

燃 料 庫 

濾過浄化装置上屋 

ポ ン プ 室 

排水処理施設機械室 

屋 外 便 所 

風 洞 実 験 室 

2 号 館 倉 庫 

3 号 館 倉 庫 

小  計 

 

体 育 施 設 等 

第 一 体 育 館 

第 二 体 育 館 

武 道 館 

安 藤 記 念 館 

屋 内 運 動 場 

体育器具(1) 

屋外便所・体育器具庫 

プール機械室 

プール更衣室 

プールスタンド 

ク ラ ブ 室 

屋外便所・シャワー室 

男 子 更 衣 室 

管理・機材庫 

器 具 庫 ( 1 ) 

文化クラブ室 

 
学校体育施設開 
放管理センター 
（第２凌雲荘） 

 

合宿研修施設（凌雲荘） 

庭 球 器 具 庫 

小  計 

 

S l 

S l 

R C l 

R C l 

S l 

R C 2 

R C 2 

R C 1 

B l 

B l 

R C l 

R C l 

S l 

S l 

S l 

S l 

 

 

 

R C 2 + S 

R C 1 + S 

W l 

S l 

S 1 

B l 

B l 

B l 

B l 

R C l 

S 1 

B l 

R C l 

B l 

S l 

S l 

 
R C l 

 
 
 

W l 

B 1 

㎡ 

64 

100 

90 

103 

54 

1,916 

834 

154 

11 

39 

18 

30 

7 

104 

8 

9 

22,994 

 

 

1,400 

880 

331 

774 

192 

84 

60 

11 

25 

107 

96 

28 

48 

175 

80 

160 

 
 
126 
 
 

236 

33 

4,846 

 

 

電気情報工学科 

建築学科 

 

 

 

 

情報処理センター 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

講堂兼用 

バスケット 

剣道 

卓球，柔道 

 

サッカー，ラグビー，陸上，バレー，

ハンドボール，野球 

 

水泳 

 

柔道，卓球，応援，空手，演劇，バドミントン 

 

 

 

吹奏楽 

写真，宇宙工学，落研，美術，囲碁・将棋 
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名  称 構 造 延面積 備     考 

寄 宿 舎 

Ａ 寮 

Ｂ ・ Ｃ 寮 

Ｄ 寮 

Ｆ 寮 

Ｇ 寮 

食堂及び浴室 

寮管理棟・Ｅ寮 

浴 室 棟 

寮 電 気 室 

寮 ポ ン プ 室 

食 品 庫 

倉 庫 

小  計 

 

職 員 宿 舎 

第一宿舎 １号 

〃６号～７号, 

 ９号～19 号 

小  計 

 

RC3･S3 

R C 3 

R C 5 

R C 3 

R C 3 

RC1･Bl 

R C 2 

R C l 

R C l 

R C l 

S l 

S l 

 

 

R C 3 

W 1 

㎡ 

1,341 

1,543 

1,388 

648 

1,502 

717 

295 

54 

56 

10 

10 

9 

7,573 

 

 

600 

854 

 

1,454 

 

合  計  36,867  

 

・工作物 

 

名  称 構 造 延面積 備     考 

 

水 泳 プ ー ル 

自 転 車 置 場 

寄宿舎物干場 

寮自転車置場 

瓦斯ボンベ室 

寮瓦斯ボンベ室 

ダッグアウト 

計 

 

 

R C 

S l 

S l 

S l 

R 1 + S 

B l 

B 1 

㎡ 

660 

522 

119 

311 

24 

8 

24 

1,668 

 

25ｍ６コース 

校舎 

寄宿舎 

〃 

校舎 

寄宿舎 

２基 
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ⅩⅩⅤⅤ 同 窓 会 
 

 

同  窓  会 

 

本校同窓会は，卒業生等の親睦，連絡及び会

誌等の発行を行うとともに，社会の発展に寄与

すること等を目的として，昭和43年４月１日に

発足した。同窓会の名称については，昭和38年

度入学生（昭和43年３月19日第１回卒業生）の

役員によって「若鮎会」と命名された。同窓会

名「若鮎会」の由来は，本校の岐阜高専の歌“若

鮎のごとはつらつと”の一節から“若鮎”をと

って命名されたものである。平成21年度に「岐

阜高専校歌」として編詞されたが，その第一節

にも“若鮎のごと”が生き続けている。 

 

若 鮎 会 会 則 

 

制  定 昭和43年３月19日 

最終改定 平成31年４月21日 

第１章 総則 

第１条 本会は，岐阜工業高等専門学校（以下

「岐阜高専」という。）の同窓会であって，若

鮎会と称する。 

第２条 本会は，会員相互の親睦の向上を図り，

岐阜高専の発展に資することを目的とする。 

第３条 本会は，岐阜高専各学科同窓会の連合

体組織である。 

第４条 本会は，第２条の目的を達成するため

に，次の事業を行う。 

一 会員相互の親睦・連絡に関すること。 

二 岐阜高専と本会との連絡に関すること。 

三 本会と各学科同窓会との連絡に関するこ

と。 

四 会員名簿の発行に関すること。 

五 会誌の発行に関すること。 

六 その他必要と認められる事業。 

第５条 本会は，事務局を岐阜高専内に置く。 

 

第２章 会員 

第６条 本会は，次の会員をもって組織する。 

一 正 会 員 岐阜高専に在学した者 

二 特別会員 岐阜高専の現教員，旧教員及

び役員会の推薦を受けた事務職員並びに同

校支援者 

第７条 会員が本会の名誉を毀損した場合には，

これを除名することがある。 

 

第３章 役員 

第８条 本会に，名誉会長１名，会長１名，副

会長若干名，理事５名以上，会計１名，会計

監査２名及び事務局長１名を置き，会務を処

理する。 

第９条 名誉会長には，岐阜高専校長を推す。 

第10条 会長，副会長，理事，会計及び会計監

査は，各学科同窓会において３名ずつ選ばれ

た代表15名の互選により，これを選出する。 

２ 事務局長は，会長の任命による。 

３ 会長は，必要に応じ，特別会員中より理事

及び事務局員若干名を委嘱することができる。 

第11条 役員は，次の任務を行う。 

一 会長は，本会を代表し会務を統括する。 

二 副会長は，会長を補佐し，会長に事故が

ある時は，その職務を代行する。 

三 理事は，事業の執行に関し，本会と各科

同窓会との連絡調整を図るとともに，審議

し，会務を分掌する。 

四 会計は，本会の経理を取り扱う。 

五 会計監査は，本会の会計書類を監査する。 

六 事務局長は，本会の事務を統括し，処理

する。 

第12条 役員の任期は２年とする。ただし，再

任を妨げない。 

第13条 役員は，無報酬とする。 

 

第４章 会議 

第14条 本会の会議は，総会及び役員会の２種

とし，会長がこれを招集する。 

第15条 総会は，会長又は役員が必要と認めた

時，これを開く。 

第16条 総会は，次の事項を審議決定する。 

一 会則の変更 

二 その他重要な事項 

第17条 定例役員会は，原則として２年に１回，

これを開く。臨時役員会は，会長が必要と認

めたとき，これを開く。 
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ⅩⅩⅤⅤ 同 窓 会 
 

 

同  窓  会 

 

本校同窓会は，卒業生等の親睦，連絡及び会

誌等の発行を行うとともに，社会の発展に寄与

すること等を目的として，昭和43年４月１日に

発足した。同窓会の名称については，昭和38年

度入学生（昭和43年３月19日第１回卒業生）の

役員によって「若鮎会」と命名された。同窓会

名「若鮎会」の由来は，本校の岐阜高専の歌“若

鮎のごとはつらつと”の一節から“若鮎”をと

って命名されたものである。平成21年度に「岐

阜高専校歌」として編詞されたが，その第一節

にも“若鮎のごと”が生き続けている。 

 

若 鮎 会 会 則 

 

制  定 昭和43年３月19日 

最終改定 平成31年４月21日 

第１章 総則 

第１条 本会は，岐阜工業高等専門学校（以下

「岐阜高専」という。）の同窓会であって，若

鮎会と称する。 

第２条 本会は，会員相互の親睦の向上を図り，

岐阜高専の発展に資することを目的とする。 

第３条 本会は，岐阜高専各学科同窓会の連合

体組織である。 

第４条 本会は，第２条の目的を達成するため

に，次の事業を行う。 

一 会員相互の親睦・連絡に関すること。 

二 岐阜高専と本会との連絡に関すること。 

三 本会と各学科同窓会との連絡に関するこ

と。 

四 会員名簿の発行に関すること。 

五 会誌の発行に関すること。 

六 その他必要と認められる事業。 

第５条 本会は，事務局を岐阜高専内に置く。 

 

第２章 会員 

第６条 本会は，次の会員をもって組織する。 

一 正 会 員 岐阜高専に在学した者 

二 特別会員 岐阜高専の現教員，旧教員及

び役員会の推薦を受けた事務職員並びに同

校支援者 

第７条 会員が本会の名誉を毀損した場合には，

これを除名することがある。 

 

第３章 役員 

第８条 本会に，名誉会長１名，会長１名，副

会長若干名，理事５名以上，会計１名，会計

監査２名及び事務局長１名を置き，会務を処

理する。 

第９条 名誉会長には，岐阜高専校長を推す。 

第10条 会長，副会長，理事，会計及び会計監

査は，各学科同窓会において３名ずつ選ばれ

た代表15名の互選により，これを選出する。 

２ 事務局長は，会長の任命による。 

３ 会長は，必要に応じ，特別会員中より理事

及び事務局員若干名を委嘱することができる。 

第11条 役員は，次の任務を行う。 

一 会長は，本会を代表し会務を統括する。 

二 副会長は，会長を補佐し，会長に事故が

ある時は，その職務を代行する。 

三 理事は，事業の執行に関し，本会と各科

同窓会との連絡調整を図るとともに，審議

し，会務を分掌する。 

四 会計は，本会の経理を取り扱う。 

五 会計監査は，本会の会計書類を監査する。 

六 事務局長は，本会の事務を統括し，処理

する。 

第12条 役員の任期は２年とする。ただし，再

任を妨げない。 

第13条 役員は，無報酬とする。 

 

第４章 会議 

第14条 本会の会議は，総会及び役員会の２種

とし，会長がこれを招集する。 

第15条 総会は，会長又は役員が必要と認めた

時，これを開く。 

第16条 総会は，次の事項を審議決定する。 

一 会則の変更 

二 その他重要な事項 

第17条 定例役員会は，原則として２年に１回，

これを開く。臨時役員会は，会長が必要と認

めたとき，これを開く。 
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第18条 役員会は，次の事項を審議決定する。 

一 事業及び会計報告 

二 事業計画 

三 役員の選挙 

四 細則の制定 

五 会員の承認及び除名 

六 その他必要事項 

第19条 総会及び役員会の議長は，開催の都度，

会長がこれを指名する。 

第20条 議事の審議決定には，すべての出席会

員の過半数の同意を必要とする。 

 

第５章 会計 

第21条 本会の経費は，会費，寄付金及びその

他の収入をもってこれを充てる。 

第22条 会費の金額及び徴収方法は役員会で決

定する。 

第23条 会員は入学時に会費（終身会費）を納

入するものとする。ただし，特別会員からは

これを徴収しない。 

第24条 本会の会計年度は，毎年４月１日に始

まり翌年３月31日に終わる。 

第25条 事業による経費の支出は，会長の専決

により行うことができる。 

第26条 会計監査は，会計年度末までに監査し

会長に報告する。 

 

第６章 附則 

第27条 会員は，その住所，氏名，職業の変更

を都度，速やかに同窓会または各学科同窓会

に通知しなければならない。 

第28条 本会則は，昭和54年11月３日から実施

する。 

省略 

本会則は，平成31年４月21日から実施する。 

 

若 鮎 会 細 則 

 

制定 平成22年１月30日 

改正 平成31年４月21日 

（目的） 

第１条 岐阜工業高等専門学校同窓会会則（昭

和43年３月19日制定）の規定に基づき，岐阜

工業高等専門学校における同窓会会員の会費

等に関し必要な事項は，この細則の定めると

ころによる。 

（会費） 

第２条 同窓会へ入会しようとする者は会費

13,000円（終身会費）を納めるものとする。（一

旦納入した会費は返却しない） 

二 本科へ入学する者の会費は，13,000円と

する。 

三 専攻科へ入学する者の会費は，本科へ入学

する者の会費に２／５を乗じた金額とする。 

また，本科で既に会費を納入済みのいかん

にかかわらず，会費を納入するものとする。 

四 ４年次に編入学する者の会費は，本科へ

入学する者の会費に２／５を乗じた金額と

する。 

五 ３年次に編入学する留学生は，本人の若

鮎会入会の意思を確認し対応する。なお，

会費の金額は本科へ入学する者の会費に３

／５を乗じた金額とする。 

第３条 平成21年度までに本科に入学した者の

会費は，本科卒業時に収めるものとする。 

第４条 本科入学時に会費を納めなかった者は，

本科での若鮎奨学基金からの援助を受けるこ

とが出来ない。 

第５条 専攻科入学時に会費を納めなかった者

は，専攻科での若鮎奨学基金からの援助を受

けることが出来ない。 

（事業における経費の取扱い） 

第６条 同窓会の事業の実施にあたり，同窓会

会員等の会議出席等における経費は同窓会が

負担する。 

二 経費は会長の専決により事務局長が支払う

ものとする。 

三 会議等への出席にかかる費用は，役員等の

起点からの目的地までの日帰り片道距離が50

キロメートル以内は1,000円を標準とし，これ

以上の片道距離等にあっては会長の専決によ

りその額を決定することができる。 

四 第３項に掲げる以外の同窓会会員等の経費

は，会長の専決によりその額を決定すること

ができる。 

（委員会の設置等） 

第７条 会長は，事業の実施にあたり必要と認

めるときは，会員等により構成する委員会等 
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の組織を設置することができる。 

二 委員会等における委員の会議出席等におけ

る経費は同窓会が負担する。 

（内部組織の認可等） 

第８条 本会の内部組織の認可を受けようとす

る者は，会長に申請しなければならない。 

二 会長は，申請を受けた場合において審査を

行い，会員等により構成する組織を内部組織

として認可することができる。 

（附則） 

この細則は，平成22年４月１日から施行する。 

（省略） 

（附則） 

この細則は，平成31年４月21日から施行する。 
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第18条 役員会は，次の事項を審議決定する。 

一 事業及び会計報告 

二 事業計画 

三 役員の選挙 

四 細則の制定 

五 会員の承認及び除名 

六 その他必要事項 

第19条 総会及び役員会の議長は，開催の都度，

会長がこれを指名する。 

第20条 議事の審議決定には，すべての出席会

員の過半数の同意を必要とする。 

 

第５章 会計 

第21条 本会の経費は，会費，寄付金及びその

他の収入をもってこれを充てる。 

第22条 会費の金額及び徴収方法は役員会で決

定する。 

第23条 会員は入学時に会費（終身会費）を納

入するものとする。ただし，特別会員からは

これを徴収しない。 

第24条 本会の会計年度は，毎年４月１日に始

まり翌年３月31日に終わる。 

第25条 事業による経費の支出は，会長の専決

により行うことができる。 

第26条 会計監査は，会計年度末までに監査し

会長に報告する。 

 

第６章 附則 

第27条 会員は，その住所，氏名，職業の変更

を都度，速やかに同窓会または各学科同窓会

に通知しなければならない。 

第28条 本会則は，昭和54年11月３日から実施

する。 

省略 

本会則は，平成31年４月21日から実施する。 

 

若 鮎 会 細 則 

 

制定 平成22年１月30日 

改正 平成31年４月21日 

（目的） 

第１条 岐阜工業高等専門学校同窓会会則（昭

和43年３月19日制定）の規定に基づき，岐阜

工業高等専門学校における同窓会会員の会費

等に関し必要な事項は，この細則の定めると

ころによる。 

（会費） 

第２条 同窓会へ入会しようとする者は会費

13,000円（終身会費）を納めるものとする。（一

旦納入した会費は返却しない） 

二 本科へ入学する者の会費は，13,000円と

する。 

三 専攻科へ入学する者の会費は，本科へ入学

する者の会費に２／５を乗じた金額とする。 

また，本科で既に会費を納入済みのいかん

にかかわらず，会費を納入するものとする。 

四 ４年次に編入学する者の会費は，本科へ

入学する者の会費に２／５を乗じた金額と

する。 

五 ３年次に編入学する留学生は，本人の若

鮎会入会の意思を確認し対応する。なお，

会費の金額は本科へ入学する者の会費に３

／５を乗じた金額とする。 

第３条 平成21年度までに本科に入学した者の

会費は，本科卒業時に収めるものとする。 

第４条 本科入学時に会費を納めなかった者は，

本科での若鮎奨学基金からの援助を受けるこ

とが出来ない。 

第５条 専攻科入学時に会費を納めなかった者

は，専攻科での若鮎奨学基金からの援助を受

けることが出来ない。 

（事業における経費の取扱い） 

第６条 同窓会の事業の実施にあたり，同窓会

会員等の会議出席等における経費は同窓会が

負担する。 

二 経費は会長の専決により事務局長が支払う

ものとする。 

三 会議等への出席にかかる費用は，役員等の

起点からの目的地までの日帰り片道距離が50

キロメートル以内は1,000円を標準とし，これ

以上の片道距離等にあっては会長の専決によ

りその額を決定することができる。 

四 第３項に掲げる以外の同窓会会員等の経費

は，会長の専決によりその額を決定すること
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（委員会の設置等） 

第７条 会長は，事業の実施にあたり必要と認

めるときは，会員等により構成する委員会等 
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の組織を設置することができる。 

二 委員会等における委員の会議出席等におけ

る経費は同窓会が負担する。 

（内部組織の認可等） 

第８条 本会の内部組織の認可を受けようとす

る者は，会長に申請しなければならない。 

二 会長は，申請を受けた場合において審査を

行い，会員等により構成する組織を内部組織

として認可することができる。 

（附則） 

この細則は，平成22年４月１日から施行する。 

（省略） 

（附則） 

この細則は，平成31年４月21日から施行する。 
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ⅩⅩⅥⅥ  そ の 他 
 

○ 教 育 目 標 

本校の教育目標には，創立当時の昭和38年度に

「われらひとすじに」のタイトルが付けられた３

項目から成る教育目標があり，昭和47年度以降は，

岐阜工業高等専門学校教育目標「三つの柱」とし

て体裁が整えられた。平成３年に高等専門学校の

設置基準が改正され，自己点検・評価が導入され

たため，平成４年に本校の教育理念の制定ととも

に教育目標を新たに定めた。創立30周年記念式典

が挙行されたことを機会に平成６年４月からこ

の目標を「三つの柱」とした。 

平成15年，創立40周年を機に新たに基本理念を

掲げ，人格形成の上で重要な時期に学生の健全

な心身を育成し，ものづくりの現場を支え，新

しい技術を創造・発展させる実践的技術者の養

成を行う。また，学術研究を通じて専門分野に

深く関与し，教育研究活動の成果を地域社会へ

還元し貢献することになった。 

 

○ 校    章 

初代飯沼弘司校長の考案作成によるものであ

り，図案はかつての旧帝大が共通に用いていた

徽章のもつ素朴，堅実，伝統を象徴するイメー

ジをとり，大学の徽章の輪郭の中に，高専の文

字を配したデザインとし，模様とか図案を全く

加えないもので，やがて卒業生が大学卒に伍し

て，人物，識見とも勝るとも劣らぬ技術者とし

て活躍するであろうことを念願してデザインさ

れたものである。 

 

○シンボルマーク 

平成10年に創立35周年を迎えるに当たりシン

ボルマークを公募し，応募作品の中から建築学

科柴田良一氏の作品を最優秀賞に，そのほか３

点を優秀賞に決定した。 

このシンボルマーク（最優秀賞）は，本校か

ら遠くに望む山並みと広がる空をイメージとし，

緑色は学科を，青色は専攻科を表し，この二つ

が一体となって，高く，大きく伸び広がる可能

性を表現している。 

 

 

○スクールカラー 

表紙に使用されているカラー（エンジ色）は， 

本校設立当時初代飯沼弘司校長が定めたスクー

ルカラーである。現在校旗，校章旗，応援旗そ

の他に多く使われている。 

 

○ 校  章  旗 

地色はスクールカラーであるエンジ色で，中

央に白地抜きの校章を配し，下部に左から横書

きで校名を白地で抜いてある。大きさは200㎝×

180㎝で，昭和38年度入学生（第１回卒業生）に

より，卒業記念品として昭和43年３月19日寄贈

された。 

なお，学生旗は校章旗と同一意匠で大きさは

105㎝×76㎝である。 

 

○ 応  援  旗 

エンジ色の絹布地に，岐阜市の風物詩をいろ

どる長良川の鵜飼を象徴する黒く，たくましい

海鵜がはばたき，白く校章と岐阜高専応援団の

文字を染め抜いている。 

大きさは縦300㎝，横400㎝，ポールの長さは

600㎝である。 

 

○ 岐阜高専校歌（若鮎のごと） 

昭和38年７月初代飯沼弘司校長が，「岐阜高専

の歌」として創作の歌詞に作曲を公募し，同年

９月入選作５曲を決定した。この入選曲の学生

５名と，当時本校の非常勤講師であった岐阜大

学教育学部助教授宮川三男氏の合作により，同

年10月原曲完成，11月22日発表披露された。平

成20年12月校歌制定にあたり校歌制定委員会で

「岐阜高専の歌」を基に歌詞を編詞し，その後

の入学式等で校歌として斉唱した。 

 

○ 岐阜高専応援歌 

岐阜高専応援歌“栄冠”が制作されたのは，

昭和44年の夏で，この年の高専祭に応援団のア

トラクションではじめて披露された。 

本校の応援団が発足したのは，昭和43年５月

で応援歌ができるまでの１年間は“おやじ太鼓”

の賛歌でがまんしてきたが，どうしても賛歌で

は応援に熱が入らず，今後の応援団の発展のた

めには，どうしても自分達の応援歌を制定しよ
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うという気運がたかまってきた。 

そうしたことから，初代岐阜高専応援団長白

木公一君が作詞，作曲した歌を団員で歌い続け

ているうちに，自然に歌いやすいようになり，

学生からも愛唱されるようになった。 

 

○ 学生寮「雄志寮」 

寮に愛称するに足る名が欲しいとの声が高ま

り，学生，教職員から名称を公募した結果，昭

和42年度卒業生機械工学科の辻義明君のものが

最高点を獲得し，寮の名称は「雄志寮」と決定

した。 

クラーク博士の“Boys be ambitious”（「若者

よ，大志をいだけ。」）に符合する，夢と希望の

もと雄志をいだく若ものの集い岐阜高専の寮に

まことにふさわしく，末長く愛称するに足るす

ばらしい名称である。 

命名式には，永田双魚氏筆の墨痕鮮やかな名

標が披露され，辻義明君が表彰された。 
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